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予算議案の審査日程

年月日 曜日 時 間 事 項 関係室部局等

本会議及び
予算特別委員会

令和５年
各 委 員 会

・委員長及び副委員長の互選

３月２日
木

終 了 後
・委員会運営要領の件

・理事の選任

知 事 公 室

総 務 部

企 画 部

環 境 部

子 ど も 生 活 福 祉 部

３月６日 月 午前10時
予算特別委員会 保 健 医 療 部

・令和４年度補正予算審査 農 林 水 産 部

商 工 労 働 部

文化観光スポーツ部

土 木 建 築 部

病 院 事 業 局

教 育 委 員 会

公 安 委 員 会

常任委員会 予算特別委員会
３月７日 火

終了後 ・令和４年度補正予算採決

本会議
午前10時

・補正予算委員長報告・採決

３月９日 木
予算特別委員会

本 会 議 ・令和５年度一般会計・特別会計予算及び企業会計予算

終 了 後 (概要説明及び質疑）
関 係 室 部 局

・各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

各常任委員会
３月10日 金 午前10時

・所管事務に係る予算議案の調査
関 係 室 部 局

各常任委員会

３月13日 月 午前10時 ・所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月14日 火 午後１時30分
予算特別委員会

沖 縄 電 力 株 式 会 社
・参考人招致

３月15日 水 ・予算特別委員への予算調査報告書の配付 報 告 書 配 付 （ 正 午 ）

３月16日 木 午前10時
予算特別委員会

・総括質疑の方法等について協議

本 会 議 予算特別委員会

終 了 後 ・令和５年度補正予算審査
関 係 室 部 局

３月17日 金 総 括 質 疑 通 告 締 切

・総括質疑通告書の提出 （委員会終了後１時

間以内）

午前10時
予算特別委員会 知 事 等

３月20日 月
・総括質疑 関 係 室 部 局

午後１時30分
予算特別委員会

沖 縄 県 工 業 連 合 会
・参考人招致

予算特別委員会

３月27日 月 午前 10時 ・令和５年度当初予算採決

・令和５年度補正予算採決



－2－

令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月２日（木曜日）

開 会 午後６時38分

散 会 午後７時13分

場 所 第７委員会室

本委員会に付託された事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 令和５年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和５年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予

算

４ 甲第４号議案 令和５年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和５年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和５年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和５年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和５年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和５年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

12 甲第12号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和５年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別

会計予算

14 甲第14号議案 令和５年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予

算

16 甲第16号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和５年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 令和５年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和５年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和５年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和５年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和５年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和５年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

25 甲第25号議案 令和４年度沖縄県一般会計補

正予算（第７号）

26 甲第26号議案 令和４年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補

正予算（第１号）

27 甲第27号議案 令和４年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

28 甲第28号議案 令和４年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算

（第１号）

29 甲第29号議案 令和４年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第

１号）

30 甲第30号議案 令和４年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第

２号）

31 甲第31号議案 令和４年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計補正予算（第

２号）

32 甲第32号議案 令和４年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予

算（第１号）

33 甲第33号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

予算特別委員会記録（第１号）
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瀬地区）臨海土地造成事業特

別会計補正予算（第１号）

34 甲第34号議案 令和４年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

35 甲第35号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第

１号）

36 甲第36号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第２号）

委員の選任

令和５年３月２日、本委員会の委員は議長の指名で

次のとおり選任された。

下 地 康 教 石 原 朝 子

仲 村 家 治 西 銘 啓史郎

大 浜 一 郎 花 城 大 輔

中 川 京 貴 上 里 善 清

照 屋 大 河 比 嘉 京 子

島 袋 恵 祐 瀬 長 美佐雄

比 嘉 瑞 己 國 仲 昌 二

仲 村 未 央 平 良 昭 一

仲宗根 悟 上 原 章

當 間 盛 夫

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 予算特別委員会運営要領について

４ 理事の選任

５ 参考人招致について（追加議題）

委員長、副委員長の互選

令和５年３月２日、比嘉瑞己君が委員長に、石原朝

子さんが副委員長に選任された。

理事の選任

令和５年３月２日、理事に下地康教君、仲村家治

君、上里善清君、國仲昌二君及び仲宗根悟君が選任

された。

出席委員

委 員 長 比 嘉 瑞 己

副委員長 石 原 朝 子

委 員 下 地 康 教 仲 村 家 治

西 銘 啓史郎 大 浜 一 郎

花 城 大 輔 中 川 京 貴

上 里 善 清 照 屋 大 河

比 嘉 京 子 島 袋 恵 祐

瀬 長 美佐雄 國 仲 昌 二

仲 村 未 央 平 良 昭 一

仲宗根 悟 上 原 章

當 間 盛 夫

3ii4

○新垣伸弥議会事務局政務調査課主幹 開会前に、事務

局から説明いたします。

予算特別委員会設置後、初めての委員会でありま

すので、委員長及び副委員長の互選を行う必要があ

ります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、比嘉京子委員が年長者であります。

よって、この際、比嘉京子委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

比嘉京子委員、委員長席に御着席願います。

（比嘉京子委員、委員長席に着席）

○比嘉京子年長委員 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

去る２月７日の議会運営委員会において、沖縄県

議会における新型コロナウイルス感染症対策につい

てが、制限緩和の方向で一部改正されましたことか

ら、委員会室における委員席及び執行部席等につき

ましても、従来の形に戻すことにいたします。

なお、委員席につきましては、ただいま御着席の

とおりといたしますので、御了承をお願いいたしま

す。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法等について協議）

○比嘉京子年長委員 再開いたします。

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には、比嘉瑞己委員を指名いたし
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ます。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には、比嘉瑞己委員が選任されま

した。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、年長委員退席。委員長着席）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

このたび、委員各位の御推挙により、予算特別委

員長に就任いたしました比嘉瑞己でございます。

委員会の運営につきましては、公正・中立を旨と

し、円滑に進めてまいりたいと存じますので、委員

各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

以上で、委員長の互選は終わりました。

3ii4

○比嘉瑞己委員長 次に、副委員長の互選を行います。

副委員長の互選は、指名推選による方法と、投票

による方法がありますが、いずれの方法によるか御

協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法等について協議）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、指名推選によることとし、委員長

の私から指名したいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には、石原朝子委員を指名いた

します。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には、石原朝子委員が選任され

ました。

ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

を自席でお願いいたします。

○石原朝子委員 ただいま、副委員長に選任されまし

た石原朝子です。

委員長をしっかりと支えつつ、皆様の御協力も得

ながら、委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○比嘉瑞己委員長 以上で、副委員長の互選は終わり

ました。

3ii4

○比嘉瑞己委員長 次に、予算特別委員会運営要領に

ついてを議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から予算特別委員会運営

要領案の概要説明後に、要領案について協

議を行った。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

予算特別委員会運営要領につきましては、休憩中

に御協議いただきましたとおり決することに御異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○比嘉瑞己委員長 次に、ただいま決定されました予

算特別委員会運営要領に基づき、理事５人の選任に

ついて御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

理事５人の選任について、お諮りいたします。

理事に上里善清委員、國仲昌二委員、仲宗根悟委

員、下地康教委員及び仲村家治委員の５人を指名い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願い申し上げます。

3ii4

○比嘉瑞己委員長 それでは、沖縄電力株式会社関係

者及び値上げに影響のある団体等の参考人招致につ

いて協議いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、委員長から、３月１日に行われ

た各派代表者会において、電気料金の値上

げ改定について沖縄電力株式会社から意見

を聴取する必要性について協議が行われ、

議長から予算特別委員長に対し、沖縄電力

株式会社関係者及び電気料金の値上げに伴

い影響のある団体等の参考人招致について

申し送りがあったとの説明があり、議題の
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追加について協議した結果、追加すること

で意見の一致を見た。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

沖縄電力株式会社の電気料金の値上げ改定に係る

参考人招致については、休憩中に御協議いたしまし

たとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

これより、沖縄電力株式会社の電気料金の値上げ

改定に係る参考人招致についてを議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、参考人招致について協議した結

果、参考人として沖縄電力株式会社関係者

の出席を求め意見を聞くこととし、日程等

の詳細については委員長に一任することで

意見の一致を見た。値上げに伴い影響のあ

る団体等については理事会で選定し、後日

本委員会に諮ることで意見の一致を見た。

また、参考人招致の実施方法について協議

した結果、本委員会の委員数に応じて各会

派へ時間を配分し実施することで意見の一

致を見た。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

沖縄電力株式会社の電気料金の値上げ改定につい

てに係る審査のため、参考人の出席を求め意見を聞

くことについては、休憩中に御協議いたしましたと

おり決することとし、その他の細部については委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

理事の皆さんは引き続き残ってください。

次回は、３月６日月曜日午前10時から委員会を開

き、甲第25号議案から甲第36号議案までの審査を行

います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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予算特別委員会運営要領

この要領は、「予算議案の審査等に関する基本的事項（常任委員会に対する調査依頼について）」（令和４年

２月21日議会運営委員会決定）に定めるもののほか、予算特別委員会の運営及び審査等に関し必要な事項を下

記のとおり定めることにより、予算特別委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 予算特別委員会の開催場所について

予算特別委員会は、第７委員会室で行うものとする。

２ 委員席の配置について

委員席は別紙１のとおりとする。

３ 審査日程について

審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、予算特別委員会に諮り変

更することができる。

４ 各常任委員会に対する調査依頼について

⑴ 当初予算の審査は、予算特別委員会において概要説明を聴取し、大局的な観点からの質疑等を行った後、

様式１により所管の常任委員会に調査を依頼するものとする。

⑵ 常任委員会は調査終了後、様式２により予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）を予算特別委員

会に提出するものとする。

⑶ 予算議案の審査等に関する基本的事項５（４）に係る予算特別委員への調査報告書の配付については、

タブレットに格納するものとする。

５ 説明員について

⑴ 補正予算の概要説明は総務部長及び病院事業局長が行うものとする。

⑵ 当初予算の概要説明は総務部長が行い、室部局長（会計管理者及び各種委員会事務局長を除く）出席の上、

大局的な観点から質疑を行うものとする。

６ 質疑の要領について

⑴ 補正予算

① 質疑の時間は委員１人10分とする。

② 各委員の質疑の時間は出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡をする

委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員について報告する。また、譲渡をする委

員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならないものとする。

③ 質疑の時間には答弁時間は含まないものとする。

④ 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

⑤ 質疑は一問一答方式により、自席に着席したままで行うものとする。

⑥ 質疑の順序は多数会派順とする。

⑵ 当初予算の概要説明

① 質疑は会派代表の委員１人が行うものとする。なお、質疑を行う会派は、委員名を３月６日（月）の補

正予算審査日の正午までに、政務調査課に報告するものとする。
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② 質疑の時間は７分とする。

③ 質疑は大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系などについて行うものとし、資

料は、「沖縄県一般会計予算（案）の概要」、「当初予算（案）施策概要」、「当初予算（案）説明資料」及

び「当初予算（案）概要（部局別）」などを使用する。

④ その他の質疑の要領については、上記⑴の規定を準用する。

７ 総括質疑について

⑴ 総括質疑の通告締切日時は、予算特別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休日を除く。）の正午

とし、様式３により政務調査課に提出するものとする。

⑵ 総括質疑の項目、方法、時間及び順序等は、委員会に諮って決定するものとする。

８ 理事会について

⑴ 理事会は、委員長、副委員長及び理事５人をもって構成する。

⑵ 理事は、委員会に諮って指名する。

⑶ 理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

⑷ 理事会は、総括質疑の項目、方法、時間及び順序等について協議を行うものとする。

雑 則

以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員会に諮って定めるものとする。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局
説 明 員

比 嘉 瑞 己

委 員 長

照屋大河委員 上里善清委員 仲村家治委員 石原朝子委員 下地康教委員

瀬長美佐雄委員 島袋恵祐委員 比嘉京子委員 花城大輔委員 大浜一郎委員 西銘啓史郎委員

仲村未央委員 國仲昌二委員 當間盛夫委員 上原章委員 中川京貴委員

仲宗根悟委員 平良昭一委員



－9－

別紙２

予算議案の審査日程

年月日 曜日 時 間 事 項 関係室部局等

本会議及び
予算特別委員会

令和５年
各 委 員 会

・委員長及び副委員長の互選

３月２日
木

終 了 後
・委員会運営要領の件

・理事の選任

知 事 公 室

総 務 部

企 画 部

環 境 部

子 ど も 生 活 福 祉 部

３月６日 月 午前10時
予算特別委員会 保 健 医 療 部

・令和４年度補正予算審査 農 林 水 産 部

商 工 労 働 部

文化観光スポーツ部

土 木 建 築 部

病 院 事 業 局

教 育 委 員 会

公 安 委 員 会

常任委員会 予算特別委員会
３月７日 火

終了後 ・令和４年度補正予算採決

本会議
午前10時

・補正予算委員長報告・採決

３月９日 木
予算特別委員会

本 会 議 ・令和５年度一般会計・特別会計予算及び企業会計予算

終 了 後 (概要説明及び質疑）
関 係 室 部 局

・各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

各常任委員会
３月10日 金 午前10時

・所管事務に係る予算議案の調査
関 係 室 部 局

各常任委員会

３月13日 月 午前10時 ・所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月15日 水 ・予算特別委員への予算調査報告書の配付 報 告 書 配 付 （ 正 午 ）

３月16日 木 午前10時
予算特別委員会

・総括質疑の方法等について協議

３月17日 金 ・総括質疑通告書の提出
総 括 質 疑 通 告 締 切

（正午）

３月20日 月 午前10時
予算特別委員会 知 事 等

・総括質疑 関 係 室 部 局

３月27日 月 午前10時
予算特別委員会

・令和５年度当初予算採決
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（令和４年２月21日議会運営委員会決定）

予算議案の審査等に関する基本的事項

（常任委員会に対する調査依頼について）

予算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的とし、各常任委員会において予

算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立場から所管事務に係る予算事項を調査する方式としたところで

ある。こうした予算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、予算特別委員会

及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 予算議案の審査について

補正予算の審査については予算特別委員会において行うこととし、当初予算の審査については、概要説明

を予算特別委員会で行った後、室部局に係る事項について所管の常任委員会に依頼して調査を行うものとす

る。

２ 審査日程について

予算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な予算特別委員会の審査日程は同委員会にお

いて決定するものとする。

３ 調査依頼事項について

（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係る予算事項と

する。

（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

４ 各常任委員会における調査について

（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。

（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡する委員

はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡を

する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行い、第１多数会派は最

後に行うものとする。

（６）各常任委員会での採決は行わないものとする。

５ 予算調査報告書の作成及び配付について

（１）予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での協議に基づき各常任委員長が作成

するものとする。この場合、各常任委員会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任す

ることができるものとする。

（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における審査概要、予算特別委員会において知事等に対し改め

て質疑が必要とされる事項（以下「総括質疑」という。）及びその他委員から特に申出のあった事項とする。

（３） 総括質疑について
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ア 各常任委員会における質疑において、総括質疑を提起しようとする委員は、その該当事項を総括質疑

とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、総括質疑を提起しようとする委員がその理由等を説明した後、予

算特別委員会における総括質疑についての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算特別委員会に

報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、総括質疑として報告することについて

反対の意見が述べられた場合には、予算特別委員会に報告する際にその意見も併せて報告するものとす

る。

（４） 調査報告書は、予算特別委員会において総括質疑の方法等について協議する日の正午までに予算特別委員

に配付するものとする。

（５） 調査報告書の様式は別に定めるものとする。

６ 総括質疑について

（１）審査の最終日に知事等の出席を求め、当初予算について大局的な観点から総括質疑を行うものとする。

（２）限られた時間の中で県民にとって有益な議論となるよう、質疑項目の絞り込みを行うものとする。

（３）総括質疑の時間は、２時間（午前中）をめどに終了するものとする。

（４）質疑を行う委員は、あらかじめ文書によりその内容を通告するものとする。

７ 質疑の時間及び方法等について

予算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は同委員会において決定するものとする。

８ 理事会について

予算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同委員会に理事会を設置するものとする。
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別紙１

予算議案の審査日程

年月日 委員会等 時 間 事 項 関係室部局等

２ 月
本会議及

○委員長及び副委員長の互選

定 例
予算特別委員会 び各委員

○委員会運営要領の件

会期中
会終了後

○理事の選任

(１日目) ○各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

以 降

開会中 予算特別委員会 午前10時 ○令和元年度補正予算審査 関 係 室 部 局

(２日目)

各 常 任

(３日目) 予算特別委員会 委 員 会 ○令和元年度補正予算採決

終 了 後

(４日目) ○議案整理日

本 会 議 午前10時 ○補正予算委員長報告・採決

(５日目)
予算特別委員会

本 会 議 ○令和２年度一般会計・特別会計予算及び企業会 総 務 部

終 了 後 計予算（概要説明） 関 係 室 部 局

(６日目) 常 任 委 員 会 午前10時 ○所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

(７日目) 常 任 委 員 会 午前10時
○所管事務に係る予算議案の調査

関 係 室 部 局
○予算調査報告書記載内容等についての協議

(８日目) ○予算調査報告書整理日

(９日目) ○予算調査報告書整理日

○予算特別委員への予算調査報告書の配付 報告書配付時刻：

(10日目) 正午

予算特別委員会 午後 ○総括質疑の方法等についての協議

(11日目)
○総括質疑通告書の提出 総括質疑通告締切

（正午）

(12日目) 予算特別委員会 午前10時 ○総括質疑
知 事 等

関 係 室 部 局

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

(13日目) 予算特別委員会 午前10時 ○採決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 比 嘉 京 子

委 員 長 比 嘉 瑞 己
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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月６日（月曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後６時23分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 令和４年度沖縄県一般会計補

正予算（第７号）

２ 甲第26号議案 令和４年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補

正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 令和４年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第28号議案 令和４年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算

（第１号）

５ 甲第29号議案 令和４年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第

１号）

６ 甲第30号議案 令和４年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第

２号）

７ 甲第31号議案 令和４年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計補正予算（第

２号）

８ 甲第32号議案 令和４年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計補正予算（第１号）

10 甲第34号議案 令和４年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第

１号）

12 甲第36号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第２号）

出席委員

委 員 長 比 嘉 瑞 己

副委員長 石 原 朝 子

委 員 下 地 康 教 仲 村 家 治

西 銘 啓史郎 大 浜 一 郎

花 城 大 輔 中 川 京 貴

上 里 善 清 照 屋 大 河

比 嘉 京 子 島 袋 恵 祐

瀬 長 美佐雄 國 仲 昌 二

仲 村 未 央 平 良 昭 一

仲宗根 悟 上 原 章

當 間 盛 夫

説明した者の職・氏名

知 事 公 室 長 嘉 数 登

参事兼基地対策課長 古 堅 圭 一

総 務 部 長 宮 城 力

総 務 私 学 課 長 山 内 昌 満

人 事 課 長 知 念 百 代

財 政 課 長 又 吉 信

税 務 課 長 前 本 博 之

管 財 課 長 池 原 勝 利

企 画 部 長 儀 間 秀 樹

交 通 政 策 課 長 山 里 武 宏

地 域 ・ 離 島 課 長 山 里 永 悟

環 境 部 長 金 城 賢

環 境 保 全 課 長 渡 口 輝

環 境 整 備 課 長 久 高 直 治

環 境 再 生 課 長 與那嶺 正 人

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 宮 平 道 子

福 祉 政 策 課 長 榊 原 千 夏

保 護 ・ 援 護 課 長 金 村 禎 和

高齢者福祉介護課長 大 城 行 雄

子 育 て 支 援 課 長 下 地 努

障 害 福 祉 課 長 普天間 みはる

保 健 医 療 部 長 糸 数 公

保 健 医 療 総 務 課 長 古 市 実 哉

医 療 政 策 課 長 井 上 満 男

地 域 保 健 課 長 新 里 逸 子

感染症医療確保課長 國 吉 聡

ワクチン・検査推進課長 平 良 勝 也

農 林 水 産 部 久保田 圭

予算特別委員会記録（第２号）
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流 通・加工推進課長

農林水産部営農支援課長 能 登 拓

農林水産部園芸振興課長 久保田 一 史

農林水産部糖業農産課長 嘉 陽 稔

農 林 水 産 部 島 袋 進
農 地 農 村 整 備 課 長

農林水産部森林管理課長 近 藤 博 夫

農林水産部水産課長 平安名 盛 正

商 工 労 働 部 長 松 永 享

産 業 政 策 課 長 比 嘉 淳

マ ー ケ テ ィ ン グ 本 永 哲
戦 略 推 進 課 長

中 小 企 業 支 援 課 長 小 渡 悟

文化観光スポーツ部 大 城 清 剛
観 光 振 興 課 長

文化観光スポーツ部 平 田 いずみ
観光事業者等支援課長

土木建築部道路街路課長 砂 川 勇 二

土木建築部河川課長 波 平 恭 宏

土木建築部港湾課長 呉 屋 健 一

土木建築部空港課長 奥 間 正 博

土木建築部首里城復興課長 知 念 秀 起

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁

病 院 事 業 経 営 課 長 與 儀 秀 行

教 育 長 半 嶺 満

学 校 人 事 課 長 安 里 克 也

義 務 教 育 課 長 宮 城 肇

3ii4

○比嘉瑞己委員長 ただいまから予算特別委員会を開

会いたします。

本日の説明員として、総務部長及び病院事業局長

をはじめ、関係部局長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、３月２日に決

定いたしました予算特別委員会運営要領に従って行

うことにいたします。

甲第25号議案から甲第36号議案までの補正予算

12件を一括して議題といたします。

まず初めに、甲第25号議案から甲第36号議案まで

の補正予算について、委員会運営要領の５（１）に

基づき、総務部長及び病院事業局長からの概要説明

を聴取し、その後、質疑を行います。

まず、甲第25号議案から甲第35号議案までについ

て、総務部長の概要説明を求めます。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 甲第25号議案令和４年度沖縄県一

般会計補正予算（第７号）及び甲第26号議案から甲

第35号議案までの10件の特別会計補正予算について、

その概要を御説明いたします。

まず、甲第25号議案について、令和４年度２月補

正予算（案）説明資料（全体版）により、その概要

を御説明いたします。

１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、国の補正予算関連経費及び令

和４年度執行状況を踏まえた経費の増減等について、

一般会計で195億8234万2000円を計上するものであり

ます。

２ページをお願いします。

今回の補正により、補正後の一般会計改予算額は

9643億5765万8000円となります。

歳入については、１番上の県税が46億114万8000円、

地方消費税清算金が63億7238万2000円、地方譲与税

が26億9300万円、地方交付税が127億6600万円となっ

ております。

これらの財源を歳出の積立金として基金に積み立

てております。

３ページをお願いいたします。

３ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として、

主要２基金の年度末残高見込額を示しております。

補正後の令和４年度末基金残高は、財政調整基金

が213億9924万3000円、減債基金が398億7483万円と

なり、これらを取り崩して、令和５年度当初予算を

編成することとなります。

４ページは、今回の補正額を部局別にまとめたも

のとなっております。

５ページから46ページは事業の一覧となっており

ます。

その中から主な事業を御説明いたします。

６ページ、９番の事業です。

地方財政法に基づく積立て等に要する経費であり、

令和３年度決算剰余金のほか、先ほど御説明いたし

ました県税や地方交付税などの歳入の上振れ等を基

金に積み立てるための補正であります。

10ページをお願いいたします。

27番は、離島住民等の航空路及び航路の運賃低減

に要する経費であり、財源振替及び航空会社等に対

する運賃低減に係る負担金を追加することから増額

補正をするものであります。

なお、事業番号を丸で囲んでいる事業については、

２月の議案説明会等で配付しました概要版でも掲載

している事業となっております。

14ページをお願いいたします。

48番は、介護サービス施設・事業所などの利用者
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等が新型コロナウイルス感染症となった場合のかか

り増し経費等が当初見込みを上回ることなどに伴い

増額補正をするものであります。

15ページ、52番は、障害児通所支援事業所の子供

の安全対策の強化に要する経費であり、送迎用車両

内に子供の置き去り防止装置等の導入を支援するた

めの補正であります。

なお、当該施設以外にも認可外保育施設、私立幼

稚園、県立特別支援学校及び公立幼・小・中学校に

おいて、同様の支援を実施するための補正もござい

ます。

16ページ、56番は、新型コロナウイルス感染症対

策のための認可保育所等に対する保育補助者などの

配置が当初見込みを上回ることに伴い増額補正をす

るものであります。

21ページをお願いします。

81番は、中学校卒業までの子供に対する医療費が

当初の見込みを上回ったことから増額補正をするも

のであります。

24ページ、96番は、含蜜糖製造事業者等における

製造コストの不利性を補正するために要する経費で

あり、次期製糖を円滑に操業するための増額補正で

あります。

98番及び99番は、国の補正関連予算として、農地

の区画整理の実施や高機能化整備を実施するための

増額補正であります。

31ページをお願いいたします。

131番は、国の支援の対象外となった県内の特別高

圧受電契約の事業者に対し、国が実施する事業と同

等の支援を実施するための補正であります。

34ページ、148番は、国の令和２年度補正予算分に

ついて、新型コロナウイルス感染症の影響等により、

キャンペーンの利用が想定を下回ったこと等により

減額補正をするものであります。

35ページの153番と154番は、報得川において浸水

被害が頻繁に生じている状況にあることから、緊急

的な維持管理や被害の軽減対策を検討するための増

額補正であります。

一般会計歳出事業の概要は以上となります。

47ページから51ページまでは、繰越明許費に関す

る補正であります。

予算成立後の事由等により、年度内に完了が見込

めない事業について、翌年度に繰り越して実施する

ため計上するものであります。

52ページは、債務負担行為に関する補正となりま

す。

高等学校の学校建設費及び県立高等学校における

端末購入を補助するため計上するものであります。

以上が、甲第25号議案令和４年度沖縄県一般会計

補正予算（第７号）の概要となります。

続きまして、甲第26号議案から甲第35号議案まで

の特別会計について御説明いたします。

53ページの１番の小規模企業者等設備導入資金特

別会計は、元利収入見込額の減に伴う減額補正であ

ります。

２番の下地島空港特別会計は、地方債利子の支払

いに伴う増額補正であります。

３番の母子父子寡婦福祉資金特別会計は、申請相

談の増に伴う増額補正であります。

４番の沿岸漁業改善資金特別会計は、貸付け需要

低迷に伴う減額補正であります。

５番の中城湾港マリン・タウン特別会計は、不動

産鑑定料の減額等に伴う減額補正であります。

54ページ、６番の中城湾港（泡瀬地区）臨海部土

地造成事業特別会計は、工事に係る現場技術業務の

実績減に伴う減額補正であります。

７番の公債管理特別会計は、長期債利子の減額等

に伴う減額補正であります。

８番の国民健康保険事業特別会計は、過大交付分

の償還等をするための補正であります。

その下の表は、特別会計の繰越明許費に関する補

正となっております。

このうち、２段目の中央卸売市場事業特別会計と

３番目の宜野湾港整備事業特別会計は、歳入歳出を

伴わない繰越明許費のみの補正となっております。

以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算

の概要の説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○比嘉瑞己委員長 総務部長の概要説明は終わりまし

た。

次に、甲第36号議案について、病院事業局長の概

要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 令和４年度沖縄県病院事業

会計補正予算案について御説明いたします。

お手元の資料の１ページを御覧ください。

まず、１の補正予算の考え方について御説明いた

します。

今回の補正予算案は、旧県立南部病院土地につい

て、令和４年度中に処分する必要が生じたため、こ

れを売払いにより処分するものであります。

本件土地の処分につきましては、地方公営企業法
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第33条第２項及び同法施行令第26条の３の規定に基

づく重要な資産の処分に該当し、予算で定める必要

があることから、補正予算を編成するものでありま

す。

次に、２の補正予算案の概要について御説明いた

します。

（１）収益的収入予算の補正については、収益的

収入において、特別利益を３億3151万8000円増額補

正し、これを既決予定額に加え、補正後予定額を691億

8122万円とするものであります。

また、（２）資本的収入予算の補正については、資

本的収入において、固定資産売却代金の項を設けて

１億4232万2000円を計上し、これを既決予定額に加

え、補正後予定額を45億1047万6000円とするもので

あります。

以上で、令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算

案の概要説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○比嘉瑞己委員長 病院事業局長の概要説明は終わり

ました。

これより、甲第25号議案から甲第36号議案までの

補正予算に対する質疑を行います。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、資料の該当

ページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いい

たします。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いしま

す。

また、マスクをしていますので、なるべく声を大

きく答弁していただきますようお願いします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

下地康教委員。

○下地康教委員 まず、歳出のほうからいきたいとい

うふうに思っております。

27番、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業に

ついて、２億1516万5000円の増というふうになって

おりますけれども、この理由としては財源振替及び

航空会社に対する運賃軽減に係る負担金を追加する

ための補正となっておりますね。その内容をお伺い

いたします。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

県では離島住民等の交通コストの負担軽減を図る

ために、航路では約３割から７割、航空路では約４割

の運賃低減を図っているところであります。今回の

コロナの行動制限緩和の影響に伴ってですね、想定

以上に航空路の利用実績が大きく増加しているため、

増額の補正を計上しているものでございます。

ちなみに、航空路の場合の事業スキームとしまし

ては、年度当初である４月１日に負担金協定書を県

と航空会社で締結しまして、毎月の旅客数、実績に

応じまして、四半期ごとに負担金の概算払いを行っ

ているところでございます。

○下地康教委員 コロナという話ですけれども、コロ

ナにおいて航空機を利用する、船舶も含めてですけ

ど、逆に実績が下がっていると考えられるんですけ

ど、その辺りはどうなんですか。

○山里武宏交通政策課長 すみません、お答えします。

まず、コロナの前の令和元年度の利用実績として航

空路ですけども、年間約53万人いました。それがコ

ロナ禍でですね、令和２年度に31万人に落ち込み、

令和３年度に36万人という形で、ちょっとやっぱり

伸びてきている状況があると。令和４年度の予算も、

やはりコロナ後の回復、ちょっと見込みが難しかっ

たんですけども、最高値であるこの令和元年度では

なくて、過去の平成30年とか29年の平均値を捉えて

ですね、数字を計上していたところでございます。

ところが、その想定以上に旅客が戻って伸びたとい

うこともあって、実績が伸びるということで見込ん

で、増額補正に至ったところでございます。

以上です。

○下地康教委員 令和４年度の予算を組む時点でコロ

ナの影響があったということで、少なめに当初予算

を組んだという理解でよろしいですか。

○山里武宏交通政策課長 例年だと過去の実績となる

んですけども、やはり最高値である令和元年度の数

字は参考にしないで、ちょっと様子を見ていたとい

う状況でございます。

○下地康教委員 分かりました。

それでは、まず現在の離島の航空運賃は離島割引

制度で軽減をされていますね。離島割引が適用され

ている離島をちょっと教えてください。

○山里武宏交通政策課長 まずですね、沖縄県のこの

離島交通コスト負担軽減事業の適用は、12航空路ご

ざいまして、那覇－石垣、那覇－宮古、那覇－久米

島、石垣－宮古、石垣－与那国、那覇－与那国、那
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覇－南大東、那覇－北大東、南大東－北大東、宮古

－多良間などがございます。

○下地康教委員 この離島割引制度が非常に功を奏し

ているというのは航空運賃が非常にその効果が現れ

ているのかなというふうに思っておりますけれども、

この事業の原資は一括交付金でありますよね。それ

で、沖縄県は航空会社、これ今、航空と航路があり

ますけれども、まず、航空に関してちょっと質問し

てみたいと思います。沖縄県は航空会社について、

おおよそ何％ぐらいの補塡を行っているのか伺いた

いと思います。

○山里武宏交通政策課長 交通コスト事業が約４割の

低減を行っております。

○下地康教委員 具体的にですね、宮古－那覇間でい

うと、これ軽減率と金額はどうなっていますか。

○山里武宏交通政策課長 宮古－那覇間ですけども、

負担軽減としてはですね、まず現行運賃として１万

3150円があって、コストで負担している額が4900円

ということで、減した後の運賃として8250円という

形になります。

○下地康教委員 それではですね、航空会社へのこの

負担金を確定する手続の内容をちょっと分かりやす

く説明していただけますか。

○山里武宏交通政策課長 この負担金の協定書なんで

すけども、航空会社と結びまして、例えば、期間は

当然年度間ということ、あるいは割引運賃の設定と

か、その減収補塡、あとは対象路線とか、あるいは

対象者――これは離島住民カードの交付を受けてい

る者とか、そういったものを協定書の中で定めてお

ります。

あと、負担金の支払いとして３回の概算払い、あ

と精算払い等々の記載等々があります。

その中で各路線の負担額の運賃の金額を定めて締

結するというような協定書の中身になっております。

○下地康教委員 今回、補正後が25億7900万円余りと

なっていますけれども、前年度と比較してですね。

まず最終的に今補正を令和４年で組むんですけれど

も、最終的な金額と、どのぐらい増減があるのか、

ちょっとこれを伺います。

○山里武宏交通政策課長 まずですね、当初予算が23億

6442万1000円でした。

これに対して今回２億1516万5000円で、改予算と

して25億7958万6000円の予算という形です。

○下地康教委員 これはやはりコロナの影響で、令和

３年度はちょっと少なめにという理解でよろしいで

すか。

○山里武宏交通政策課長 そのように見ております。

○下地康教委員 それでは、令和４年度はコロナがそ

の影響が回復しつつあるというところでこれぐらい

の利用件数が伸びているという理解でよろしいです

ね。

○山里武宏交通政策課長 はい、そのとおりです。

○下地康教委員 ＪＴＡとＲＡＣの中でもですね、最

も利用頻度が高い、この離島割引利用件数は、宮古

－那覇間なんですね。

それで宮古－那覇間の航空会社が提示している料

金は、先ほど答弁していただいたとおり片道で１万

3150円、そこで約４割の負担金が入って4900円の減

額がなされてると。それで我々利用者としては8250円

で、離島運賃の割引が活用されているということで

すね。

これ一つの例でありますけれども、離島割引制度

がない――つまり一括交付金の制度が適用されてな

い10年ほど前と比較した場合は、例えば宮古－那覇

間を年に５回往復をしたとしますね。そうすると交

通費というのは、年間で約13万1500円なんですね。

それで、離島運賃の割引が適用されると、年間同額

の13万1500円の航空運賃を使うとなるとですね、往

復８回、約1.6倍飛行機を利用することになるんです

ね。つまり、航空会社としては離島割引運賃が導入

されることによって、売上げが約1.6倍伸びるという

ことも十分予想されます。

そこで、この離島割引制度によって航空会社も離

島住民もですね、十分な恩恵を受けているというふ

うに私は理解をしています。離島住民にとっては、

離島の不利性解消が実感できるありがたい制度であ

るというふうに思っておりまして、また、離島に住

み続けることができる重要な制度であるというふう

に認識しています。そこで伺います。

ＪＴＡとＲＡＣが、今年の４月18日より航空運賃

を約９％から15％値上げするというのが新聞に掲載

をされております。今回の９％から15％の値上げを、

県としてはどのように捉えているのか伺います。

○山里武宏交通政策課長 航空会社の離島割の値上げ

についての運賃額の設定については、航空会社の独

自の判断により設定するものではあります。なので、

航空会社によるとコロナによる今回の旅客数の減、

あるいは昨今の円安で物価高騰等の影響があるもの

と聞いております。 そのようなやっぱり状況がある

ものだというふうに考えております。

○下地康教委員 値上げに対して航空会社の事情があ

るということは、それは私も理解できますよ。
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しかしながら、ここで注目したいのはですね、こ

の９％から15％の値上げ分を県はどのように捉えて

いるのか、これ交付金として交付する考え方がある

のかどうか、それが一番興味があるところなんです

ね。それを伺います。

○山里武宏交通政策課長 やはり県としてもですね、

この離島住民を対象にした離島割で航空運賃の約

４割を今までも負担軽減を実施しております。なの

で、令和５年度の当初予算においても、値上げ幅の

約４割を追加で同様に負担して対応することを今検

討しており、離島住民の負担軽減に努めることとし

ております。

○下地康教委員 それでは、これＪＴＡ、ＲＡＣのほ

うなんですけれども、来年度４月から、９％から15％

上げるというその値上げ分に対しても、約４割の負

担金を県としては考えているという理解でよろしい

ですか。

○山里武宏交通政策課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 これは非常に重要なことだと思いま

すので、ぜひしっかりと実施をしていただきたいと

いうふうに思います。

次に移ります。43番、海岸漂着物等地域対策推進

事業について。これが、１億8046万2000円の減額と

なっております。その理由としては、軽石漂着量が

当初見込みより少なかったと、そこで補正減という

ふうになっていますけれども、そもそも海岸漂着物

の処理費は、各地域で不足している状況なんですね。

なので、この軽石対策費が減額をしたからといって、

果たして減額をしていいものかどうか、それをお聞

きしたいと思います。

○久高直治環境整備課長 お答えします。

本事業は、国の地域環境保全対策費補助金を活用

して、海岸漂着物の回収、発生抑制対策、市町村補

助等の事業を実施するものとなっております。今回

の減額補正の要因としましては、軽石漂着量が当初

の予算の編成時の見込みよりも少量であったことに

伴い、１億8046万2000円の減額補正するものとなっ

ております。

○下地康教委員 これは、幾らかでもその従来の漂着

物費用に活用できなかったのか、それはどうなんで

すか。

○久高直治環境整備課長 県が回収した軽石につきま

しては、県が設置した北部広域仮置場及び南部広域

仮置場で一時保管しながら、農地の改良や敷地の整

地、用材の活用を希望する方に対して、これまでお

おむね350立方メートルを譲渡してまいりました。ま

た、市町村が回収した軽石についても同様に、希望

する住民への配布が行われております。回収した軽

石は、令和４年度中に処理をする計画としているこ

とから、令和４年12月以降は鉱山跡地へ埋め戻し等

として処理しております。

○下地康教委員 今年度、この軽石対策費が減額とい

うふうになっているということは、これ事業が完了

したという理解ではないと思いますけれども、次年

度にもその軽石対策というのは組むことが考えられ

ますか。

○久高直治環境整備課長 この補助金の終了は今年度

中ということになっておりますので、まずは今年度

中の一応完了を目指して、今事業を行っているとこ

ろです。おおむね完了しているんですけども、おっ

しゃるように、やはり自然現象ですので、少量では

ありますけども沖合に出ているものがまた漂着する

というのを繰り返しているような状況がございます

ので、そこら辺を注視しながら、次年度にも影響が

あるようでしたら、それはまた国とも調整していき

たいと考えております。

○下地康教委員 じゃ、次に移ります。

96番、含蜜糖振興対策事業費について。これが２億

7663万円増となっております。理由としては、製造

コストと販売コストの増があって、次期製糖事業の

円滑化を図るための支援というふうになっています

けれども、その内容をちょっと詳しく説明いただけ

ますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

含蜜糖振興対策事業費につきましては、含蜜糖地

域の製糖事業者及びサトウキビ生産農家の経営安定

を図ることを目的に、生産条件不利補正対策事業、

気象災害等影響緩和対策事業、製造合理化対策事業

等に必要な経費を一部助成するものとなっておりま

す。今回の増額補正については、含蜜糖製造コスト

と製品の販売価格との差額相当分を助成する含蜜糖

生産条件不利補正対策事業に対応するもので、令和

３、４年期における製造コスト及び販売コストの増

額に加え、販売価格が低下したこと等を踏まえ、今

期の製糖を円滑に操業するために必要な支援額を確

保するために補正が必要となっております。

以上です。

○下地康教委員 分蜜糖振興対策には、糖価調整制度

というものがありますけれども。ごめん、含蜜糖振

興対策ですね。分蜜糖にはどのような振興策があり

ますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。
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分蜜糖におきましても、分蜜糖振興対策事業費と

いうことで、製造合理化などに県としては支援して

おります。

○下地康教委員 これ、含蜜糖のように糖価調整制度

みたいなのはあるんですか。同じようなといいます

か、目的として。

○嘉陽稔糖業農産課長 委員がおっしゃる糖価調整制

度というのは、分蜜糖の中で行われている糖価調整

制度になります。含蜜の場合はそういった法律の制

度がないものですから、県のほうで一括交付金でこ

ういった製造コストとの差額を支援しているという

ことでございます。

○下地康教委員 それでは次に移ります。

98番と99番を一括して質問したいんですけれども、

要は、98番は９億1800万円余りの増、99番は６億

5000万円の増。これは理由としては理解はするんで

すけれども、その増額の内容と工事箇所、それと年

度末にそれだけの増額をされていますから、執行に

問題はないのかどうか伺います。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

まず、農地整備事業からお答えします。農地整備

事業とは、農地の区画整理により、農道や排水路な

どの整備を一体的に実施することで農業生産性の向

上と農業経営の安定化を図ることを目的に行うもの

です。令和４年度の２月補正では、国の経済対策の

予算増で、全て宮古島市であるんですが、５地区で

追加整備する予定となっております。

続きまして、水利施設整備です。

水利施設整備事業は、農業用水源の開発、畑地か

んがい施設の整備を実施することで、農業生産性の

向上と農業経営の安定化を図ることを目的に行うも

のです。令和４年度の２月補正では、先ほどと同じ

国の経済対策によって、宮古島市で３地区、伊江村

で１地区を追加整備する予定となっております。

なお、今回、２月補正での議決を待って実施する

ことになりますので、全て繰越しということで調整

はしていますが、来年３月の年度内には終わる予定

で今進めています。

○下地康教委員 しっかりと執行をよろしくお願いい

たします。

最後に、119番、燃油費緊急支援事業ですね。これ

減額となっていますけれども、その理由をお伺いし

ます。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

燃油費緊急支援事業につきましては、国の臨時交

付金を財源に、漁業に利用される燃油費の一部を補

助するものとなっており、統計資料を基に沖縄県内

の漁業者を対象とした予算を計上しております。

しかし、市町村においても類似の事業が実施され

たことや、想定よりも燃油価格が上昇しなかったこ

となどにより、申請数や所要額は当初の見込みを下

回り、不用が生じております。

○下地康教委員 答弁で市町村も同様な臨時交付金を

活用しているというふうにしていますけれども、こ

れ市町村と県との連携はどうだったんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

この事業につきましては市町村とも連携をしなが

ら事業立てをして進めたところなんですが、国の補

助事業でありまして、市町村においても同じような

事業に取り組みたいということで、そういうところ

につきましては市町村が対応して事業を執行したと

いうことであります。

○下地康教委員 やはり市町村も財源は厳しいので

ね、やはり同じ臨時交付金を使うんであれば、まず

は県のほうからしっかりと使っていただいて、その

後足りない分を市町村がというふうな考え方がある

と思うんです。これ同時にその交付金の事業が始まっ

たということで、ちょっとその辺の混乱があったの

かなというふうに思いますけれども、今後、そういっ

たものは連携をしっかりとやっていただきたいとい

うふうに要望して、私の質疑を終わります。

○比嘉瑞己委員長 下地康教委員の質疑は終わりまし

た。

石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。

では私のほうは、病院事業会計のほうから質疑さ

せていただきます。今回、この補正予算は旧県立南

部病院の土地の処分についてですけれども、経緯と、

それから糸満市への処分となった理由、そして土地

の売買価格の算出方法等を説明お願いいたします。

○我那覇仁病院事業局長 旧県立南部病院土地につき

ましては、昭和54年に当時の松下電器産業から県民

の福祉に役立つようにと無償譲渡を受け、県では昭

和57年から平成18年３月まで県立南部病院用地とし

て活用を行ってきました。

平成18年４月からは友愛会南部病院用地として活

用がなされてきましたが、令和２年８月に診療機能

が別病院に移転したため、ほとんど活用がなされて

いませんでした。

その後、糸満市では、同土地について福祉政策や

地域をつなぐ新たな交流を生む拠点として市民ふれ

あいセンターの設置や、それからウエルネスリゾー
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トホテルなどの誘致をする構想を持っており、その

実現を図るため、同土地の取得を行うものでありま

す。なお、同土地につきましては、令和５年２月13日

に糸満市土地開発公社との間で譲渡に係る仮契約を

締結したところでございます。

○石原朝子委員 その土地の売買価格の算出はどのよ

うな方法でやられましたでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 土地の売買価格の算定

に当たりましては、不動産鑑定評価を入れておりま

す。これにつきましては、病院事業局、それから買

受けのところの糸満市の土地開発公社、それぞれか

ら不動産鑑定評価を入れまして、その不動産鑑定評

価に基づきまして、沖縄県病院事業局固定資産管理

規程第44条というのがあるんですけども、そちらの

ほうを根拠としまして、この売払いする土地のうち

の福祉、それから道路に関係する部分については、

減額して価格のほうを決定しております。その価格

の決定額というのが予算書にあるとおり、約４億

7300万円というふうになっております。

○石原朝子委員 今回のこの糸満市のほうに処分され

ますけれども、糸満市のほうは、福祉、市民ふれあ

いセンター、あとはウエルネスリゾートホテルを誘

致する構想を持っているということで決定になった

ということなんですけれども、その土地で個人向け

の分譲住宅とか、そういった説明もありましたでしょ

うか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今回の旧県立南部病院土地に係る利活用方法につ

きましては、糸満市のほうからは市民ふれあいセン

ターゾーン、それから企業誘致推進ゾーンいう形で

利活用をするという説明のほうを受けております。

それ以外の説明については承知しておりません。

○石原朝子委員 分かりました、ありがとうございま

す。では、一般会計のほうに入ります。

歳出のページ、８ページになりますけれども、

17番、庁舎維持管理費について、物価高騰等による

執行困難とありますが、庁舎運営に支障はないのか、

どのような応急対応をしているのか、お聞かせ願い

ます。

○池原勝利管財課長 お答えします。

まず、当該ごみ処理設備の概要でございますが、

ごみ処理設備は本庁舎の各課から集められたごみを

貯留、圧縮し、収集車へ積込みを行うごみの搬出の

ための装置となっております。これは本庁舎に今２基

設置されております。今回の予算措置は、ごみ処理

設備の２基中１基の取替えを行うための予算を計上

したものでございますが、現在ごみ処理設備は老朽

化し、一部機能が低下しているものの、特に庁舎運

営に支障は出ていないという状況がございます。

○石原朝子委員 これは次年度予算には、また計画さ

れていますでしょうか。

○池原勝利管財課長 まず物価高騰によって、なかな

かその額が固まっていなかったことから、予算のや

りくりでまず考えたところなんですが、そのうちに

半導体の納入等でちょっと納期のほうも延びるとい

うことで、現在は次年度の当初予算ではなく、まず、

メンテナンスを行いまして、それについては関係業

者等とも調整しながら今後検討していきたいと考え

ているところです。

○石原朝子委員 間に合っているっていうことであれ

ば、１基で十分ということですよね。

○池原勝利管財課長 失礼しました。基本的には、や

はり２基の稼働でこれまで対応をしていますので、

まず２基のほうでメンテナンスをしながら対応して

いきたいと考えております。まずは、どうしてもそ

ういう形でちょっと故障等が起こった場合は、委員

御指摘のとおり１基ででも対応していきたいと考え

ているところでございます。

○石原朝子委員 分かりました。

ぜひ必要であればしっかりと予算を取ってやって

いただきたいと思いますね。

32番、11ページの企画部の職員費についてなんで

すけれども、また同じく子ども生活福祉部のほうで

も職員費、そして、土木建築部の職員費、教育委員

会での教職員の給与費、そしてまた、公安委員会で

の職員費の減額補正があります。人件費全体で約25億

円の減額補正となっていますけれども、それぞれど

ういった要因がありますでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、減となっているこの25億円の主な内訳です

けれども、給料のほうで約９億4000万の減、職員手

当のほうで約11億9000万の減等となっております。

給料における減の主な要因は、教育委員会において、

教員の未配置の影響による積算人数の減ということ

で、これが約６億9000万。それと、職員手当におけ

る主な要因は、期末勤勉手当の支給率が4.45月から

4.40月に改正されたことに伴う減というふうになっ

ております。

以上です。

○石原朝子委員 主にこの教育委員会の教員の未配置

が大きな金額になってるわけですね。このことは教

育長はどのようにお考えでしょうか。
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○半嶺満教育長 この未配置の問題については、本会

議でもいろいろ御質問をいただきました。

やはり学校に職員が配置されないことによって、

まずは生徒への影響が一番大きいと思いますが、ま

た、その他の職員についてもそのケアをするために

業務負担等の影響が生じている状況にあります。現

在、様々な方法で職員の臨時的任用職員等の確保に

努めておりますので、早急に改善するように努めて

いきたいと思います。

○石原朝子委員 この未配置分なんですけれども、教

育委員会のこの未配置分の人数は何人になっていま

すか。

○安里克也学校人事課長 令和５年１月時点でありま

すが、小学校53人、中学校42人、高等学校24人、特

別支援学校15人の合計134名となっております。

○石原朝子委員 すみません、中学校の人数をもう一

度。

○安里克也学校人事課長 中学校は42名となっており

ます。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

ちなみに、この教育委員会だけではなく、この企

画部から公安委員会まで、普通退職とか、病気休職

で、職員、休まれた方も何人かいるのであれば答弁

お願いいたします。

○知念百代人事課長 今の御質問の中で、病気休職で

すとか、退職などによって影響があるかといったと

ころの質問だということだと思いますが、まず、退

職した、病気休職が出たからといって、その分の人

件費が下がった、あるいは、退職者が出て退職手当

が発生したから増額となったというような、一概に

その要因については申し上げることは難しいところ

です。給与制度に基づく人件費の影響について、ど

ういった要素があるかと申しますと、まず、退職が

生じた場合というのは、人件費というのは、その分

給与がなくなりますので、減額される要素がござい

ます。それから、退職に伴いまして、それが欠員と

なっていきますので、その欠員を補充するための職

員の給与といったところで、増額の要素が出てまい

ります。また、当初見込んでいた退職者数よりも多

くなってしまったとか、あるいは、また少なくなっ

てしまったといったような場合には、その退職手当

の増減が発生してまいります。休職者も同様に休職

が出ましたら、その方の休職が減額になる要素、そ

してその休職者を補充するための職員の給与が増額

していくといったようなことがありますので、それ

も要素として考えられるというところでございます。

各任命権者、その各部局においては、そういった総

合的な様子を見て積算をしているといったところで

ございます。

以上です。

○石原朝子委員 ちなみに、この年度内に、普通だっ

たら３月までですけれども、途中で普通退職された

職員もいらっしゃいますでしょうか。

○知念百代人事課長 普通退職ございます。

２月15日現在で申し上げますと、26名となってい

ますが、今年度３月でまた増える見込みとなってお

りますので、例年、昨年と同様の普通退職者が出る

ものと思います。ちなみに、昨年度は48名となって

おります。

以上です。

○石原朝子委員 普通退職が26人も出ているんですけ

れども、部局としてはどちらのほうでしょうか。

○知念百代人事課長 すみません、今ちょっと手元の

ほうに部局ごとのものは持ち合わせておりません。

○石原朝子委員 後ほどまた資料として頂きたいと思

います。

ありがとうございます。

続きまして、15ページになりますけども、52番、

57番、こどもの安心・安全対策支援事業というのが

ありますけれども、今回の補正の理由としては、ど

ういった理由でしょうか。また、この財源はどのよ

うな――国が100％なのか、そこら辺を説明お願いい

たします。

○宮平道子子ども生活福祉部長 こどもの安心・安全

対策支援事業でございますが、今２つございまして、

まず、52番目が障害児通所支援事業所に係る送迎用

の車両の安全装置の改修支援をするための経費とい

うふうになっております。今現在479施設において

862台分の安全装置についての経費を計上させていた

だいているところでございます。あわせまして、障

害児通所支援事業所の登園管理システムの導入につ

いても同じく予算を計上しているところでございま

す。54番目の同じく安心こども基金事業でございま

すが、こちらについては、ごめんなさい、54番目も

ですよね。

○石原朝子委員 52番の、54番は質問していませんけ

ども。

○宮平道子子ども生活福祉部長 失礼しました。

52は、ごめんなさい、今、御説明をいたしました

とおり障害児通所支援事業に係る安全装置等の費用

ということでございます。これは国の予算を活用し

まして、事業を実施するということになってござい
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ます。

○石原朝子委員 この事業は、国の補助金100％の事

業でしょうか。それとも、県の持ち出しはございま

すか。

○普天間みはる障害福祉課長 こちらに52番に計上し

ております補助事業については、細事業が３つござ

いまして、それぞれ……。ちょっとお待ちください。

財源は厚生労働省の補助金でして、こどもの安心

・安全対策支援事業となっております。

細事業について３つございまして、１つは障害児

の送迎用のバスの安全装置の装備支援については国

庫10分の10、ほかの２事業については、ＩＣＴを活

用した子供の見守り支援が５分の４、そして、登降

園管理システムの支援についての補助率が５分の

４となっております。

○石原朝子委員 分かりました。

ちなみに、この認可保育所、認定こども園と、そ

れから、学童クラブに対してはそういった事業はな

いんでしょうか。

○下地努子育て支援課長 今、お話がありました認可

保育所等につきましては、市町村のほうが実施主体

となっておりますので、そちらのほうで予算措置を

しまして、実施することとなっております。

○石原朝子委員 認可保育所、認定こども園、学童ク

ラブに関しては、市町村が直接国に請求、申請をす

るということですね。

○下地努子育て支援課長 はい、そのような事業のつ

くりになっております。

○石原朝子委員 分かりました。

では、続きまして、17ページの64番なんですけど

も、これは今年新規事業として計上されていた事業

ですけれども、事業の内容、そして、今回のこの国

庫内示減に伴う減額補正の理由を説明お願いいたし

ます。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

当該事業については、国の経済対策を踏まえ、令

和４年２月から９月分までの介護職員等の賃金引上

げを等行う介護事業所を対象に補助する事業であり

ます。補助申請のありました2298事業所に対する交

付決定額は７億1394万1266円となっております。今

回の補正の減については、当初12億で予算計上して

いましたけども、事業費の減が見込まれることから

減額補正を計上したところであります。

○石原朝子委員 この事業費の減となった理由という

のは、どういったものが主になっていますか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 今回は、対象事業者

2915事業所のうち、先ほど答弁しました2298事業所

の78.8％の対象事業者が申請しております。ある程

度の申請はありますけども、申請していない事業所

については、国からの調査等によりますと、事務作

業が煩雑とか、介護職員のそういった申請について、

なかなかすぐ書類を提出するのが難しいという事業

所も中にはあるというふうに聞いております。

○石原朝子委員 事務手続上、現場のほうが大変だっ

たということなんですけれども、次年度もこの事業

は継続されていくと思うんですけれども、そこら辺

の県の事業所に対しての支援等は考えておられます

でしょうか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

委員おっしゃるように令和５年度以降も予算計上

を今上げておりますけども、この改善事項として様

式等をちょっと見やすく、簡略化したものを検討し

ていまして、その辺の周知を図っていきたいという

ふうに考えております。

○石原朝子委員 やはり、この介護職の処遇改善です

ね、とても重要なことだと思いますので、やはり県

もそこら辺、事業所の支援をしていただきたいなと

思っております。

ありがとうございます。

続きまして、18ページの70番、放課後児童クラブ

支援強化事業についてなんですけれども、整備計画

の変更の詳細を伺います。

○下地努子育て支援課長 施設整備計画変更の詳細に

つきましては、学校工事との一体的整備による工期

の前倒しにより、令和３年度末に着工する必要があ

り、事業主体が単費で整備することになったものが

１件、予定していた土地の確保ができなかったため、

次年度以降の実施に計画を見直すこととなったもの

が１件、クラブ団体の整備から複合施設へと整備計

画を再検討することになったものが２件と、当初の

見込みから計４件の取下げがありました。計画を前

倒しして単費で整備中の１件を除き、いずれも計画

を見直すこととなり、次年度以降に整備を検討する

こととなっております。

○石原朝子委員 ちなみに、今年度、学校併設で施設

整備が取り組まれた件数は何件でしょうか。

○下地努子育て支援課長 本年度、併設型の施設整備

としては、１件となっております。

○石原朝子委員 この学校併設型の施設整備は進んで

おりますでしょうか。どういう状況でしょうか。

○下地努子育て支援課長 現状としましては、単体整

備のほうがやはり多い数字にはなってきているんで
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すけど、近年には合築も徐々に増えてきているとい

う形になっております。

○石原朝子委員 増えていると言っていますが、どの

程度、件数等が増えていますか。今何件ございます

か。

○下地努子育て支援課長 合築につきましては、令和

２年度は２件、令和３年度は３件、令和４年度は２件

となっております。

○石原朝子委員 これは県内の学童クラブの施設割合

としては、何割程度が学校の併設型になっています

か。全体としまして。

○下地努子育て支援課長 今、いただいた質問の真意

とちょっと違ってくるかもしれないですが、合築で

はないんですけれど、例えば公的施設を利用した整

備という形でありまして、学校の余裕教室等を使っ

たりとか、敷地内の専用施設を使ったりですとか、

児童館とかを使った形の整備となりますと、令和４年

度で203件、全体総数の34.8％となっております。

○石原朝子委員 分かりました。

最後になりますけれども、35ページになります。

153番、河川維持費、そして154番一般河川改修事

業費についてです。報得川の件ですけれども、改め

て、今後の緊急しゅんせつ、浸水対策のスケジュー

ルはどうなっていますでしょうか。

○波平恭宏河川課長 報得川の浸水被害の緊急的な対

策費用としまして、河川維持費で8000万円、一般河

川改修事業費で2500万円の補正予算を計上しており

ます。梅雨の時期までに対策効果が発現できるよう、

３月から河川維持費による雑木除去やしゅんせつを

行うとともに、一般河川改修事業費により、その他

の対策工法の検討を行うこととしております。

整備区間につきましては、浸水被害が頻発してお

ります東風平中学校付近を中心に下流側の世名城橋

までを予定しているところでございます。

○石原朝子委員 令和５年度以降は、どのような整備

計画を持たれておりますか。

○波平恭宏河川課長 令和５年度につきましては、

ハード交付金で9000万円を計上しておりまして、世

名城橋付近の護岸整備に着手するほか、座名地橋か

ら赤田橋までの500メートルにつきまして詳細設計を

行うこととしております。引き続き報得川の早期整

備に向けて八重瀬町と連携しまして、必要な予算額

の確保に取り組んでいきたいと考えております。

○石原朝子委員 地元も、中学校の子供たちやまた保

護者も大変期待をしておりますし、来年度はそういっ

た浸水騒ぎにならないように、ぜひとも早めの対応

をしていただいて、報得川の河川改修ついても、予

算が大変厳しい状況でありますけれども、ぜひとも

予算を確保していただいて改修事業を進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 石原朝子委員の質疑は終わりまし

た。

先ほどの石原委員の質疑に対する答弁に関し、人

事課長及び高齢者福祉介護課長から訂正したいとの

申出がありますので、発言を許します。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

先ほど、石原委員のほうに、介護職員処遇改善事

業補助金については令和５年度の当初予算でも計上

しているというふうにお答えしましたが、誤りでし

て、これについては令和４年度限りの補助金でして、

令和４年10月以降は介護職員等ベースアップ支援加

算として介護報酬において賃金改善の支援が継続さ

れているということであります。そういうことで、

おわびして訂正したいと思います。

○知念百代人事課長 石原委員の先ほどの質問の中

で、普通退職者数を26名、２月15日時点と申し上げ

ましたけれども、時点が誤っておりました。１月末

時点ということで、おわびして訂正いたします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 まず、５ページの２番、基地対策調

査費なんですけども、減額になった理由が、韓国の

地位協定調査の実施が遅れたという形になっている

んですけども、その明確な説明をお願いしたいです。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

韓国における地位協定の調査につきましては、数

年前から予定をしておりましたけれども、委員も御

承知のとおりコロナの関係で延び延びになっており

ました。韓国の受入体制が整った段階で、できるだ

け早期に地位協定の調査をしようということで考え

ておりましたところ、昨年の11月に調査をしたとい

うところが現状になっております。

○仲村家治委員 この減額補正前が5507万、かなりの

額なんですよ。地位協定の調査をするために、こん

なに大きな予算を投入したんですけども、その調査

の内容というのは、どんな内容なんですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県のほうでは、韓国調査まで全て終了した段階で、

国内外の有識者を招きまして国際シンポジウムとい

うのを計画しておりました。地位協定の抜本的な見

直しの必要性に関する理解を促進するためのシンポ
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ジウムを予定しておりましたけれども、これがかな

わなかったということで、今回、減にするというこ

とでございます。

○仲村家治委員 地位協定の改定というのは、今に始

まったことではない。ましてや、有識者、大学の先

生方がこの地位協定の問題点をかなり指摘されて、

ある程度、論点はもう整理されていると僕は思って

いるんですね。特に神奈川県の本間先生とかいろい

ろな著名な方が、ある程度、日本の日米地位協定の

課題、問題点は出し尽くされている中で、ヨーロッ

パの地位協定、あと韓国は、若干歴史の生い立ちも

違うので、いろいろ指摘があります。国内法を優先

しているヨーロッパとかですね。ですから、こんな

に5000万円もかけてまで、それを調査する意味が今

あるのかと。それをもうちょっと地ならしして、予

算をもうちょっと圧縮して、シンポジウムはぜひやっ

てほしいと思っておりますけども、そろそろこの辺

の無駄なことよりも、実の成る――何が問題なのか、

何が課題なのか、歴史的に何が違うのか、アメリカ

政府、アメリカ議会とのこの辺の課題がいつも言わ

れていますよね。政府がオーケーしても、アメリカ

議会は地位協定を断固ノーという話もありますので、

この辺はもうちょっと県民に対して告知していかな

いと、ただ単に地位協定を変えろ変えろと言うだけ

じゃ、論点が見えてこない部分がありますので、ぜ

ひこの辺はもうちょっと整理して、予算を有効活用

していただきたい。あと、研究論文の引用等もこの

中で活用されているんでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県のほうではドイツ、イタリア等、欧州４か国、

それからオーストラリア、フィリピンの調査結果に

つきまして、全国知事会や渉外知事会と共有して、

知事会におきましては、これまで２度米軍基地負担

に関する提言を全会一致で決議され、知事会として

その実現を政府に求めているところであります。

また、全国知事会の提言を契機としまして、各地

の地方議会においても日米地位協定の見直しを求め

る意見書が可決されておりまして、参議院におかれ

ましては同院が受理した主な意見書の項目として紹

介をされております。

また、報告書につきましては、平成31年４月に欧

州編、それから令和３年12月にオーストラリア・フ

ィリピン編を公表しておりまして、県のホームペー

ジで掲載しております。そのほか、知事のトークキャ

ラバンで配布するなどして、県内外で活用されてい

るところでございます。

以上です。

○仲村家治委員 特に基地渉外の知事会もあります

し、ましてや低空飛行の問題は沖縄だけではなくて、

東京の都心でもあるし、神奈川でもあるし、あと山

間部で低空でＦ15が訓練しているというのは、もう

沖縄だけの問題じゃないんですね。ですから、この

辺はもっと知事会とか渉外知事会とかだけじゃなく

て、皆さんが言うように、広く全国民的な議題にす

るためには、もう少し掘り下げてやる部分と、一般

市民・県民が分かりやすいような部分とかというの

は、やっぱり告知していかないと。漠然としている

んですよ、地位協定の改定って何だろうかと。小学

生が分かるようなことぐらいまで掘り下げていかな

いとなかなか難しくなりますので、この辺は知事公

室長ね、ぜひもう少し分かりやすい部分と専門的な

部分というのを分けてやっていかれてはどうでしょ

うか。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

先ほど来委員からあるようにですね、地位協定に

ついてはこれまで調査されてこなかったのかという

と、いろんなところで調査されているのは事実だと

いうふうに思っておりますけれども、今回その我々

がやった国内法の適用とか、管理権、それから訓練、

演習、さらには航空機事故はどうなっているかとい

う部分までの調査というのは、かなり我々としては

突っ込んだ調査はさせていただいたというふうに

思っております。その結果を受けて、全国知事会の

ほうにも、それについては取り上げていただいて、

この日米地位協定の見直しを求める意見書というも

のが可決されておりますし、参議院においては同院

が受理した主な意見書の項目として紹介もいただい

ていると。それから委員御指摘のとおり、この地位

協定というとなかなか取っつきにくい部分があるか

と思います。そこは、本当にそうですね、学生でも

一般県民の中身が分かるような、どういう項目を求

めているかというところについては工夫していきた

いというふうに考えております。

○仲村家治委員 以上です。

よろしくお願いします。

続きまして、同じページの３と４の教育振興費、

私立専修学校等の減免とかがありますけども、これ

はどのような基準で対象となるのか。それと、当初

見込みより増加した理由は何か。３、４をそれぞれ

お答えいただけますでしょうか。

○山内昌満総務私学課長 お答えします。

まず、３番目の私立学校等教育振興費につきまし
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て、この補正で計上している事業の内容につきまし

ては、奨学のための給付金であります。これは県内

の生活保護受給世帯、または住民税非課税世帯等低

所得世帯に対して、授業料以外の教育費――内容と

しましては、教科書費ですとか、教材費ですとか、

そういうのに充てていただきたいという趣旨で支給

することによりまして、私立学校に在籍する生徒の

経済的負担軽減を図る事業であります。今回の補正

につきましては、当初予算で見込んでいたより対象

者数につきまして、186人増加というのが見込みに

なっておりまして、それに要する経費1370万8000円

を補正計上したというところでございます。

次に、４番目の事業で、私立専修学校授業料等減

免事業につきましては、住民税非課税世帯及びそれ

に準ずる世帯、いわゆる家計急変によって住民税非

課税世帯相当になった事情がある世帯に属する生徒

に対しまして、入学金及び授業料を減免する専修学

校に補助を行う事業であります。

今回の補正につきましては、対象者数が当初見込

みを126人上回るという見込みでありまして、それに

要する費用、6377万4000円を増額するということで

計上しているものであります。

以上です。

○仲村家治委員 分かりました。

この辺は人数の件ですので、多少誤差とか、そう

いうのが生じると思うので、引き続きそういう子供

たちには充実した学校生活を送れるように、ぜひお

願いします。

続きまして、11ページの34番、那覇空港のターミ

ナル再編や機能強化等に要する経費。那覇市船だま

り整備事業の計画変更に伴う減額補正とありますけ

ども、この事業の概要と事業計画はどうなっている

でしょうか。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

船だまり整備事業については、事業主体は那覇市

なんですけれども、令和４年度の事業計画として船

だまり本体工事に係る公有水面埋立申請及び岩礁破

砕等許可申請を行い、各種許可を取得後10月から本

体工事に着手する予定でした。岩礁破砕等の許可は

令和４年11月に取得できたものの、公有水面埋立免

許については、申請手続に時間を要して、今年度に

予定していた工事等の工期確保が難しくなったため

予算執行を見送ったことから、今回那覇市への補助

金を減額補正するものであります。

以上です。

○仲村家治委員 これは瀬長島のすぐそばの船だまり

だと思うんですけれども、那覇市が主体なので、こ

れは那覇市とまた漁協との話があると思うので、鋭

意支援をお願いいたします。

続きまして、12ページの37番、沖縄・奄美の運賃

低減に要する経費ですね。これも当初より下回ると

いうことで減額補正しているんですけども、その理

由は何でしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 お答えします。

沖縄・奄美連携交流促進事業ですが、本県と様々

な分野で交流が行われている奄美群島とさらなる交

流促進を図るための事業でございまして、具体的な

沖縄県と鹿児島県の予算折半によりまして、沖縄と

奄美群島間を就航する航空路４路線、航路８路線の

運賃を低減するものとなっております。御質問のあ

りました補正の理由ですが、昨年７月に世界自然遺

産の登録もありまして、鹿児島県との協議によりま

して、ある程度旅行者数が回復を見せた場合でも対

応できるように予算を計上しておりましたが、その

見込み値に対しまして、４月から11月までの実績で

計画値に対して、航空路の利用が約１割届かない。

航路に関しましては約３割届かない状況が見られま

したので、依然として、コロナウイルス感染拡大の

影響があるということで減額の補正をさせていただ

いております。

○仲村家治委員 これもコロナの影響だと思うんです

けども、世界自然遺産の件もあるので、うまく鹿児

島県と連携を取りながら――この観光客の誘致もデ

リケートな部分があるとは思うんですけども、うま

く事業が軌道に乗るように、今後ともぜひ鹿児島と

一緒になってやっていただきたいなと思うんですけ

ども、その点について部長どうでしょうかね。

○儀間秀樹企画部長 今、委員おっしゃいましたとお

り、世界自然遺産にも登録されて、これから交流も

活発になるということで、奄美、あるいは鹿児島県

と連携してですね、しっかり取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。

○仲村家治委員 よろしくお願いします。

続きまして、13ページの44番。

県の公用車を率先してＥＶ・ＰＨＶに転換し、電

動化に向けた基盤整備に要する経費として、かなり

の減額になっているんですけども、その理由は何で

しょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 本事業の主な減額理由と

しましては、世界的な半導体不足等の影響による自

動車生産台数の減産を受けて入札不調が発生したた

め、当初64台の電動車の導入を計画していたものが、
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最終的に16台の導入となったことによります。これ

により、備品購入費で約２億円の不用が生じており

ます。

○仲村家治委員 この半導体の件は、一般のディー

ラーさんも発注してから１年待ちとかという話をよ

く耳にしますので明確な理由であるんですけども、

今後この計画はぜひ率先してやっていかないといけ

ないと思いますので、この辺ですね、メーカーさん

とかディーラーさんとかとある程度――64台が16台

なんで、あとかなりの台数確保しないといけないん

ですけど、その辺の話合いというのはどんな感じで

すか。

○與那嶺正人環境再生課長 メーカーの生産台数等に

ついては、事前にメーカーともかなり密に調整して

きたんですけれども、もう時間とともに台数が読め

ないということでですね、直前になってメーカーか

ら入札に参加できないという連絡があったという状

況になっております。

○仲村家治委員 これは世界的なものなので、ぜひで

すね、この辺はしっかりとした形で計画台数に達成

するように努力していただきたいなと思っておりま

す。

20ページ、76番の生活保護援護費ですけども、こ

の減額になった理由は何でしょうか。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。

まず、事業概要ですけど、生活保護援護費でござ

いますが、被保護世帯への各種扶助費の支給に要す

る経費となっております。減額の理由としましては、

その扶助費のうち、医療扶助費において所要見込額

が当初見込額を下回ったということで減額をするこ

とになっておりますが、これはコロナの影響等によ

る診療控えなどが要因ではないかというふうに考え

ております。

以上です。

○仲村家治委員 本県における生活保護世帯の状況は

どうなっていますか。

○金村禎和保護・援護課長 令和４年12月末現在でお

答えしますと、被保護世帯数が３万1775世帯、被保

護人員数が３万9384人となっておりまして、いずれ

も過去最多となっております。

○仲村家治委員 この原因としてやっぱコロナと因果

関係というのはあるんですか。

○金村禎和保護・援護課長 失礼いたしました。

まず、コロナの影響等は、それほど影響というの

は我々のほうから見られないんですけど、これまで

被保護世帯数、それから被保護人員ともですね、増

加傾向で推移をしておりますが、この要因としては

高齢者の増加に伴うものであるというふうに考えて

おります。

○仲村家治委員 多分それだと思いますけどね。

若干ほかの、今回コロナの経済的な支援もいろい

ろあったので、そこに至らなかったという部分もあ

るのかなと思ってはいるんですけども、実は那覇市

は中核市なので独自でやられていて、あとのほかの

市町村が県と事務所でやっているらしいんですけど

も、常に沖縄の場合はですね、車社会ということで

すが、生活保護を受けている方は車持っちゃいけな

いんですよね。その辺の実際に生活をするというか、

働くにしても、かなり厳しいような環境に置かれて

いる方々が多いと思うんですけども、実際そういっ

た声は聞こえていると思うんですけど、皆さんとし

てどう考えていらっしゃいますか。

○金村禎和保護・援護課長 まず、ちょっと生活保護

法の説明させていただきますけど、生活保護法の第

４条第１項におきまして、利用し得る資産、それか

ら能力、その他あらゆるものを活用するということ

が保護の要件になっております。自動車は生活保護

法上、資産に該当するというところがあって、原則

としてはその保有が認められていないというところ

です。その上でですけど、公共交通機関の利用が著

しく困難な地域に居住する者が自動車で通勤する場

合、それから障害者の方が通所、通院、通学のため

に自動車を使用する場合などには、例外的に自動車

の保有を認めているというところでございます。

○仲村家治委員 これは難しい部分があると思うん

で、これは全国的にこの車の所有の件はあるみたい

ですから、また関係機関と相談して、沖縄県だけじゃ

ないと思うんだけども、ぜひ実態に合った部分でで

すね、制限をつけて所有を認めるとか、いろいろや

り方あると思うので、一律に法律がこうですから駄

目ですと切ってしまうと、前向きに生活保護を卒業

したいと思っている方々にですね――要は職業の選

択権を失う部分が出てくると思うんで、この辺はと

ても難しい部分があると思うんですけど、ぜひこの

辺は皆さん検討していただきたいと思いますけども、

担当部長どうでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 本県においても車の

所有については、相談事例というのも幾つかあると

いうふうに聞いております。

個々の事例に即して必要性等、また、生活保護の

制度との整合等も含め検討してまいりたいと思いま

す。また、その取扱いについては担当する福祉事務
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所等とも十分な調整をしてまいりたいというふうに

考えております。

○比嘉瑞己委員長 仲村家治委員の質疑は終わりまし

た。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郞委員 よろしくお願いいたします。

まず、この令和４年度２月補正は第７号になるか

と思います。これまで令和３年度は22号ということ

で､いろんな意味で補正の多い年度だったという理解

をしております｡細かい事業に入る前に大きいところ

で確認をしたいんですけども、補正予算を組む目的

といいますか、理由といいますか、それをちょっと

簡単に御説明お願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

補正予算については、当初予算で計上できなかっ

た事業、特殊な事情変更とかですね、そういうもの

に対応するために組まれる予算となっております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 今回も増額補正、減額補正ありま

すけれども、特にこの２月補正というものは減額を

する事業が多いと思いますけども、その理由を説明

願います。

○又吉信財政課長 お答えします。

特に今回の減額で一番大きかったのはＧｏＴｏ

キャンペーンの90億というのがありますけども、こ

れについては利用者がですね、想定を下回ったとい

うようなことが原因となっています。それ以外に例

えば、国庫補助を活用した公共事業等については、

当初予算編成時には箇所ごとの補助金が確認できな

いという事業が幾つかございまして、それについて

は夏頃国へ要望した額を計上したまま、結果的に国

庫の内示が減ったというようなところで、そういう

ものをまとめて２月補正で減額するということから

減額が多くなっているということでございます。

○西銘啓史郞委員 減額には減額なりの理由があり、

増額には増額なりの理由があると思います。

その中で外的要因、先ほど国庫補助とかいろんな

関係、それとよくこの事業の中身を見ていますと見

込みが下回った、見込みを上回ったという表現が幾

つかありますよね。

ですから、これは予算の制度、例えば直前で増額、

減額されている事業とか、全部見比べていませんけ

ども、要は予算の制度にもいろいろ影響されている

かどうか、それちょっと教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

今、委員おっしゃったとおりですね、それぞれ事

業によってやはり増額する――例えば、国庫が追加

内示があったとか、国の補正予算があったとか、そ

ういうふうな増額のものがあります。先ほど話した

ような形で国庫の内示減、それ以外には入札等を行っ

た入札の残とか、そういうものが減の要因という形

になっております。

あと、事業によっては例えば土木辺りで、今回の

国の２次補正でついた事業があるんですけども、そ

れとは別に当初予算で計上した別の箇所が減額にな

る形で事業の中でも増があったり減があったりとい

う形で、それぞれの事業によっても様々な要因があ

るというところでございます。

○西銘啓史郞委員 その理由は理解します。特に２月

補正というのは、もう次の今年度の決算にも影響し

ますんで、不用額を出さないようにやるとかそういっ

たことも含めて理由があると思います。それでちょっ

と伺いますけれども、令和４年度の改予算額9643億

円、これもちろん支出予定額、それから不用額、繰

越額、まだ確定じゃないんですけども、どのぐらい

で見込んでいるか、もし分かれば教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

今回、決算に近い形で最終予算を組んだんですけ

ども、歳出予算というのはこれが上限という形にな

ります。やはり最終の額を見込んだんですけども、

今からまたいろんな――例えば国庫補助金であれば

精算するとか、委託料についても額を確定していく

中で不用等が出てくるというところで一定の不用額

が出てくると見込まれますけども、それが幾らにな

るか、ちょっと決算を締めてみないと分からないと

いう状況でございます。

○西銘啓史郞委員 それはもちろんそうだと思います

けれども、この２月の補正を組む理由が先ほど不用

額も減らさなきゃならないと。事業の精査をして、

これは返金、または財源の振替をしたりもしていま

すよね。ですから、そういったある程度のものが見

えないと減額補正もできないんじゃないかと思うん

ですけど、不用額が全く見えなくて、もともと不用

額が仮に1000億ありました。これを今回減額するこ

とで補正を組むことで200億に圧縮しますと、また繰

越しも含めてやりますというのが見えないで、補正

を組んでいるという理解でいいですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

見えないというよりも、ある程度各部局のほうに

おいて事業を見込んでおります。ただ、今年度につ

いては６月以降の価格高騰とか、電気料の高騰とか

という形で今までなかった事業を補正で組んでいま
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すので、そこの執行状況によっては、今まで以上に

そういう事業については不用が出る可能性があると

いうふうに考えております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 あんまり何か理解できないんです

が、次に行きたいと思います。

資料の２ページ、歳出のところの積立金267億円が

ありますけれども、その配分先というのは３ページ

を見ると、財調とそれから減債に、６ページには県

有施設整備基金で15億ありますけども、残り18億円

はどこにつながっているか教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

14ページの49番の地域医療介護総合確保基金事業

の積立金で13億積み立てております。

それと次の15ページの54番、安心こども基金のほ

うに５億という形になっております。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

次ですけども、今、財調の話が出たんで財政調整

基金、今回積立てによって213億に、２月補正が見込

まれていますけども、財調の適正額というのは県と

してはどのように見解を持っていますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

一般の年は特に定めがないというふうに考えてお

ります。

財調について言いますと、財調の目的が年度間の

財政調整、または災害発生に伴う不時の支出等に対

応するためにということで設置されておりますので、

この目的を達成するために、今後の財政需要に応じ

て対応できる規模が必要だというふうに考えており

ます。

○西銘啓史郞委員 財務省が出している資料を幾つか

見たんですけども、財務省としてはいろんな地方の

基金の残高の積立て等、国の財政からするといろん

な見解を出しているようですが、その資料の中に総

務省が調べたものによると、理想的には２割――こ

の中身でいうと標準財政規模の２割ぐらいが適正

じゃないかというようなアンケートの結果もあるよ

うですが、県の標準財政規模はどのぐらいになるか

お答えください。

○又吉信財政課長 沖縄県の標準財政規模は令和元年

度が3830億円、令和２年度が3903億円、令和３年度

が4100億円となっております。割合の話がありまし

たけども、令和３年度で言いますと財政調整基金が

５％、減債基金が10％、合わせて15％というふうに

なっております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 ということは、今の財調は総務省

のアンケート結果によると２割に行ってないんで、

県としてはまだ少ないほうだと――全国的に見て、

47都道府県に見て少ないという理解でよろしいで

しょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

先ほども答弁しましたけども、この財調がですね、

年度間の財政調整とか、あるいは災害発生等に伴う

不時の支出に対応するためということですので、そ

の理由については多分各都道府県の事情が異なって

いると思います。沖縄県は沖縄県に合ったですね、

今後の財政需要に対応できるような規模が必要だろ

うというふうに考えております。

○西銘啓史郞委員 この全体的な質問で最後にします

けど、財調と減債基金の全国、九州平均と沖縄の数

字をちょっと直近の数字で教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和３年度決算の状況で見ますと、沖縄県の財政

調整基金が決算後、当初予算編成前ですけど465億と

いう形で、全国平均では９位で、全国平均が東京を

除いたものが392億となっています。全国平均を上

回っているということでございます。

減債基金については、これも当初予算編成前、決

算後なんですけども406億という形で、全国で11位、

全国平均が283億というところでございます。

○西銘啓史郞委員 それで一般会計の補正予算事業に

ついて質問したいと思います。これも今、資料では

208の事業がありますけれども、内訳を見ると減額が

142、増加が59、それから増減はないけども７事業が

財源を振り替えていますね。この財源が国庫から一

般財源、一般財源から国庫というふうになっている

んですが、このルール、法的な何かあれば教えてく

ださい。

○又吉信財政課長 お答えします。

この財源の振替についてはですね、２月補正にそ

れぞれ各事業の事情において必要に応じて行ってい

ると。例えば、２月補正においてソフト交付金につ

いて、一部国庫から一般財源に振り替えているとい

うところでございます。これは令和２年度の石垣の

乳業施設高度化整備事業に関する過年度支出という

形で国庫が10億ほど目減りしましたので、それを国

庫10億を一般財源8.7億に振り替えることを行ってお

ります。それ以外に23ページの95番でワクチン・検

査パッケージ等活用促進事業がありますけども、こ

れについては、毎月国と協議しながら無料でできる

かどうかという形でやる事業でしたから、分からな
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い部分については一般財源で措置していたと。それ

で国と協議した結果、今年度中は国庫10分の10で認

められるということから、その一般財源で計上した

ものを国庫に振り替えると。それと、41ページの185番

の県単離島空港整備事業においては、起債対象事業

費の増という形で――起債がもっと入れられるとい

うところで一般財源から県債に振り替えるという形

で、各事業の事情に応じて振替を行っているという

ところでございます。

○西銘啓史郞委員 これは、県で単独でこれ決めてい

るのか、それとも国の法律にのっとってやっている

のか、それを教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

これは県の裁量でできるというところでございま

す。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

では、一般会計の補正事業の中身に入っていきた

いと思いますけども、まずですね、14ページの46、

生活福祉資金貸付事業、これは補正後で64億になっ

ていますけれども、令和３年度の２月補正の数字を

ちょっと教えてもらっていいですか。同事業の令和

３年度の額を。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

令和３年度の補正額、４回行いまして、合計総額

で約331億円でございます。

○西銘啓史郞委員 それに対して執行額は幾らだった

んですか。最終的に。

○榊原千夏福祉政策課長 こちらのほうは、県社協へ

の補助事業となっておりまして、全額執行となって

ございます。

○西銘啓史郞委員 じゃ、今の件で質問しますけども、

今年度の補正後は64億ですよね。

令和３年度は331億で、すごい額の差があって気に

なるんですが、その理由と、特に問題がないかどう

か、どういう算出根拠なのか教えてください。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

本コロナ特例貸付の緊急小口資金につきまして、

令和４年９月30日までは貸付けの事業のほうを実施

してございました。その後、今年度10月以降は貸付

けのほうを終了してございますので、今回の60億等

につきましては、今後の債権管理事務費が主な事業

の内容となってございます。令和３年度までは貸付

けの原資のほうもございましたので、そちらの要因

があるかと思います。

○西銘啓史郞委員 では、22ページの88番に行きます。

この減額の理由が、国の通知により間接補助から直

接補助に変わったとありますが、この通知っていつ

頃あったのか、もし分かれば教えてください。

○新里逸子地域保健課長 お答えします。

当該事業につきましては、国からの市町村への交

付金の支出について、当初県で一度、国庫支出分を

受け入れた上で、県負担分と合わせて市町村へ交付

する間接補助としておりましたが、令和５年１月24日

付の通知において、国から市町村に直接交付する直

接補助への変更が示されました。

以上です。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

次行きます。30ページの130番の事業、信用保証の

件ですけども、この内容のところに、契約に基づき

損失補償ってありますね。これ令和４年１月から12月

分までの代位弁済した分の一部についてとあります

けども、契約はこれ令和４年１月、12月で事後処理

になるんですか、年度じゃなくて。どういう契約な

のかちょっと教えてください。

○小渡悟中小企業支援課長 お答えいたします。

信用保証の損失補塡については、毎年１月から12月

までの損失補償に代位弁済した額について、１月か

ら３月までに支払うというふうな契約になっており

まして、年度ごとに契約を結ぶ内容となっておりま

す。

○西銘啓史郞委員 これは額の一部についてとありま

すよね。ですから総額、この契約の中にちゃんと明

記しているのかですね、この１億2300万というのは、

契約に基づいて１月から12月までの分を損失補償す

るための補正ですよね。ということは、ちゃんと契

約に基づいているんですかという確認だけです。

○小渡悟中小企業支援課長 信用保証協会が代位弁済

を行った際には、県のほかに日本政策金融公庫であ

りますとか、日本保証協会連合会のほうからも損失

補塡がされる内容となっています。その損失補塡さ

れた以外の部分について、県が融資メニューごとに

損失補塡の率は違うんですけど、その内容に沿って

損失補塡をしている内容となります。

○西銘啓史郞委員 ありがとうざいました。

じゃ、次に行きます。31ページの131番、この補正、

特別高圧受電契約の件ですけども、４億8400万補正

組んでいますけども、これは何月分からの支援とい

うふうに理解したらよろしいでしょうか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

特別高圧受電契約事業者の支援事業については、

支援対象期間を今年１月から９月までと予定してお

ります。そのうちの１月から３月については２月補
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正予算で、４月から９月については令和５年度の当

初予算を計画しております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 ということは、この４億8400万と

いうのは、３か月分というふうに理解してよろしい

ですよね。この算出根拠、４億8400万というのは、

多分3.5円掛けるこの電気量キロワットアワーだと思

うんですが、その総キロワットというのは幾らで計

算していますか。

○比嘉淳産業政策課長 申し訳ないです、今手元にな

いので、後で資料で提供したいと思います。

○西銘啓史郞委員 確認したいのは、算出根拠がある

わけですよね。この特高の――私、電気代が何社適

用されて何千万円か分かりませんけども、この１キ

ロワットアワー3.5円というのは、普通の一般と合わ

せた単価って書いていますよね。3.5も準備するのは

大変だったと思いますけれども、3.5が本当に適正と

いう言い方じゃおかしいですけども、ほかの電圧と

比べて高いのに、逆に10.5円じゃない理由が何なの

かとか、もちろんいろいろあるんですが、その辺の

根拠をぜひ資料として提出いただければ、お願いし

ます。何％がカバーできるのかというのがちょっと

見たいんで、よろしくお願いいたします。

続いて、よろしいでしょうか。34ページのＧｏＴ

ｏキャンペーン、先ほどありました90億の減額で、

国庫に全部返還ですかね。この補正後に332億残りま

すけれども、この部分は次年度への繰越しという理

解でいいのか、お答え願います。

○大城清剛観光振興課長 現行予算として422億円が措

置されておりますけれども、そのうち、令和４年度

当初予算で計上した377億円は、国の令和２年度補正

予算を財源としております。残りの約45億円は、国

から追加の交付決定を受けた国の令和３年度補正予

算を財源としておりまして、去る11月補正において

措置しております。377億円については、国の事故繰

越予算となっており、翌年度に繰越しすることがで

きない財源となっていることから、執行残として見

込まれる額を今回減額するものであります。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

じゃ、最後に１点だけ。この職員費の中に、ちょっ

と確認したかったのは、質問状ができたときに少し

話はしたんですけども、海外に勤務する方々がいらっ

しゃいますよね。その方々は多分円建てで給与をお

支払いしているというふうに聞きました。

例えば、為替がこれだけ変動すると、海外に勤務

する方は、ドルで受け取った場合には目減りするわ

けですけども、その辺の補正があるのかということ

をちょっと確認したいんですけども、お願いします。

○知念百代人事課長 まず、海外に勤務する職員の給

与についてなんですが、給与そのものは地方公務員

法の規定の中で、通貨での支給をすることになって

おります。通貨とは何かというと、円建てというこ

とになります。ただし、海外事務所のほうで勤務す

る職員については外国勤務手当というものがござい

まして、これは、国のほうで定めております在外公

館に勤務する公務員の給与に関する法律の規定を、

県のほうが適用した形で準じて支給をしております

ので、そうすると原則として円建てということでの

支給にはなるんですが、住居に関する手当などは現

地の通貨建てで支給をしているというところでござ

います。

○西銘啓史郞委員 今の課長の答えだと、外国勤務手

当があるんで、これでもうカバーするしかないとい

うふうに聞こえるんですけども。もちろん円高、円

安、12年前は、１ドル75円のときもありました。で

すから、円高のときに、もうかるって言い方は変で

すけど、給与としては大分使い勝手がいいものが―

―その分じゃ返還してくれとは多分県も言わないと

思うんですけどね。だから、変動すべきではないと

は僕は言いませんけども、要は、今まさに生活する

方々、海外で勤務する方々は円安の影響、またはい

ろんな光熱費ももろもろ上がる中で、生活は苦しい

はずですよ。それを外国勤務手当だけで賄えるかど

うか、私は額も知らないので、その辺は何かいい方

法というか、実際にしっかり声を聞いて、補正に入

れるかどうかも、流用でできるかどうか分かりませ

んが、その辺もちょっと目を配ってはいただけない

のかなという、これは要望というか思いだけです。

以上です。

○知念百代人事課長 すみません、追加して申し上げ

ますと、この外国勤務手当の中に、急激な為替相場

の変動に伴って、国のほうでも改定を行っていると

ころです。今年度は３回行っておりますので、これ

に準じて県のほうも改定を行って増額をしていると

ころです。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

ありがとうございます。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 西銘啓史郎委員の質疑は終わりま

した。

休憩いたします。

午後０時７分休憩
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午後１時20分再開

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

まず、ちょっと歳入の件について最初にお願いし

ます。

地方交付税が127億余りの増額になっております

が、この理由を少しお聞かせください。

○又吉信財政課長 お答えします。

２月補正において計上している地方交付税の増額

につきましては、昨年11月の国の補正予算第２号に

おいて国税収入のほうで補正があったということで、

地方交付税が49億円増額されております。そのうち

25億円については11月補正で活用しております。そ

れと、県の当初予算で計上した地方交付税の額より

も、交付決定額が約104億円増額したことによるもの

となっております。

一方で、地方交付税の不足のために発行する臨時

財政対策債については、国から示された発行額より

県予算で計上した額が大きかったことから、これは

逆に50億円の減額補正ということで対応をしており

ます。

○大浜一郎委員 この補正増になった分に関してです

ね、積立金にも行くんでしょうけれども、どのよう

な使い方をしようかという、どういう検討をなされ

ましたか。

○又吉信財政課長 お答えします。

通常、この２月補正については当初予算の編成の

時期と重なりますので、当初予算の不足額等を見越

して考えております。ですので、この交付税の上振

れ分については、財政調整基金等に積み立てた上で、

令和５年度当初予算の財源として活用するというふ

うに考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 じゃ、寄附金の件についてもちょっ

とお伺いしますけれども、この土木費寄附金につい

ては、これは首里城の歴史文化継承基金への積立財

源になっているということでありますけれども、基

金はこの事業でどういうところに活用されるのかお

聞かせください。

○知念秀起首里城復興課長 この寄附金の活用につき

ましてですけれども、令和５年度以降、首里城に係

る伝統的な建築等技術の人材育成や首里城周辺の歴

史まちづくり推進に係る事業に充当していく方針で

あります。

○大浜一郎委員 この寄附金は基金としてこれを使う

んでしょうから、これで間に合う――例えば何かこ

れには補正が必要というようなことも今後あるんで

すか。

○知念秀起首里城復興課長 こちらにつきましては、

現在のところ寄附金のみの充当で行っていきたいと

考えております。

○大浜一郎委員 もう少し具体的にどういうところな

のかというのを、ちょっとイメージが湧かないので

もう一度お願いします。どういうふうに使っている

のか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えいたします。

具体的な事業としまして、令和５年度の新規事業

としまして、伝統的な建築等に係る人材育成事業と

して、首里城歴史文化継承基金事業780万円を計上し

ております。

また、首里城周辺歴史まちづくり推進につきまし

ては、すいむい（首里杜）地区整備基本計画に掲載

されました県事業、中城御殿整備等に充当していき

たいと考えておりますが、具体的な事業や活用方法

は検討中であります。

○大浜一郎委員 寄附金のところで、これはふるさと

納税もあるというふうに思いますけど、個人版も含

めて、企業版も含めて、どういう状況になっている

かちょっと教えてください。

○前本博之税務課長 お答えします。

個人版についてでございますけれども、本県のふ

るさと納税の令和３年度の実績につきましては、

677件、約3885万円となっておりまして、令和４年度

の１月末時点での実績につきましては、387件、約

4203万円となっております。総務部のほうで所管し

ております美ら島ゆいまーる寄附金、これは一般財

源として充当されますけれども、この寄附金につき

ましては高額の寄附など特殊要因を除きますと、お

おむね3000万円台から4000万円台の範囲内で推移し

ているところでございます。ちなみに、令和元年度

と令和２年度につきましては、首里城火災や新型コ

ロナウイルス感染症拡大があったことから、高額の

寄附も寄せられたため、ふるさと寄附金の全体とし

て大きく伸びたところでございますけれども、令和

３年度以降は例年並みの水準に落ち着いているもの

と考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 市町村ではふるさと納税は意外と活

用されているようなんですけど、ちょっと少ないよ

うな感じするけどね。実績が振るわない理由は何か
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ありますか。それに向けた取組はどういうことを考

えていますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

個人版につきましては、先ほども申し上げました

とおり、おおむね3000万から4000万の範囲で推移は

しておりますけれども、沖縄をふるさととする方の

みならず、観光客ですとか、沖縄ファン等、沖縄を

応援したい方々に広く美ら島ゆいまーる寄附金をＰ

Ｒしまして、重要な自主財源となる寄附金の確保を

図るために、来年度、令和５年度に広報宣伝事業を

実施することとしております。具体的に申し上げま

すと、広報ツールとして、沖縄県の魅力を伝えるツー

ル、動画、パンフレットなどを作成しまして、イン

ターネット、ＳＮＳを活用した情報発信やパンフレッ

トと併せて県産黒糖を県内観光施設ですとかホテル、

あとは県外での観光ＰＲイベント等において配布し

まして、寄附機会の拡大と県産黒糖のＰＲ、両方の

推進に努めたいと考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 思った以上に少ないものですから、

実績向上の取組、しっかり頑張ってくださいね。

次に移ります。

支出に関してですけど、支出項目で減額補正が多

いわけですよね。先ほど西銘委員のときも説明があ

りましたけど、やっぱり減額補正がどうして、大き

くなってしまったというのを、もう少しイメージが

できるようにもう一度説明できますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、減額補正といったら、いろんな要因がある

と思います。例えば先ほど、午前中にあった本庁舎

のごみ処理のもののような形で入札が困難だという

ことで、事業を取りやめるもの。あるいは、電動自

動車のものの形で、外的な要因で一部計画を変更し

て執行したために残が生じるもの。

あるいは、先ほども申し上げましたけど、国庫補

助金を活用した公共工事について、12月から１月に

かけては国の予算は確定しているんですけども、当

初予算編成時は箇所がはっきりしないという形で、

県分のどの事業に幾らというのが分からないという

ことで、夏場に国と調整した額を県予算として計上

せざるを得ないと。ところが、国の予算のほうで実

際その分つかなかったという形で、結果的に内示減

になると。様々な要因があるものと考えております。

○大浜一郎委員 となってくると、西銘委員が言った

ように、当初予算の組み方の精度の問題がやっぱり

ちょっとあるかなと、何かそういう感じがしますね。

今後、こういったいろんな不用額がぼんぼん出てく

ると――次に振興策をやる際のいろんな意味におい

て、この不用額が大きくなってくると影響受けない

かなと思いますよ。どうなんですか、その辺は。

○又吉信財政課長 お答えします。

先ほど話したように、やはり様々な要因があって、

一定程度不用額というのは、これはどんな事業でも

出るものだと思っております。そのため、その辺り

については、できるだけ不用額をまずはなくすよう

な形で、２月補正はなるべく決算に近い形で入れる

と。ただ、それでも、今から執行していくものに対

しても、最終的に補助金の交付額が決定したり、あ

るいは、委託料の額が確定したりすると、不用が出

てくるというところが、決算のほうで不用という形

で出てくると思っています。

それと振興予算については、特段の関係はないと

いうふうに考えております。

○大浜一郎委員 もういずれにしろ、不用額が出てく

るのはあまりよくない話なので、予算の精度を高め

ておいていただきたいなというふうに思っています。

それと27番ですけど、下地委員のほうでも御説明

がありましたけど、この事業に関しては、要するに、

その場その場でフレキシブルに対応できるような予

算というふうなイメージを持っていていいですか。

需要に関して。

○山里武宏交通政策課長 この交通コスト事業なんで

すけども、これも一括交付金を財源に活用した事業

でございます。

県としては、このコスト事業を安定的かつ永続的

に実施することが重要であるのかなと感じていまし

て、今、実施しているところではございます。

○大浜一郎委員 これね、下地委員からも午前中にあ

りましたけど、これＪＴＡとＲＡＣからは値上げが

来ているけど、ＡＮＡからはまだそういう答申がな

いんですよね、ＡＮＡのほうからはね。

その辺のところの取扱いは今どうなっていますか。

○山里武宏交通政策課長 今、ＡＮＡ等については検

討中というふうに聞いております。

○大浜一郎委員 ということはあり得る、上がる可能

性があるということで理解していいですか。

○山里武宏交通政策課長 そうですね。

この辺はまだ、まさに検討中なものですから、上

げないという話ではないのかなというふうには聞い

ております。ただ、検討中としか、すみません、確

認しておりません。

○大浜一郎委員 分かりました。
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この事業は、とにかくこれは一括交付金が適用さ

れないと継続できる事業じゃないんですよね。

この離島の不利性は、農林水産の不利性解消事業

と同じなんですけれども、ちょっと総務部長か企画

部長のどちらかに、これは一括交付金がなくなった

際に、この事業を継続できますか。

○宮城力総務部長 この交通コスト負担軽減事業は、

一括交付金の導入を機に創設した事業でございます。

一括交付金が今、減少傾向にありますけれども、

充当率８割ではなくて、もう少し落としながら、で

も総額を確保して、一括交付金が減額される中にあっ

ても、この不利性解消事業等にあっては、ほぼ同水

準を維持してきたところでございます。

一括交付金なかりせばという話ですが、非常に厳

しいと言わざるを得ませんが、県としまして、一括

交付金を確保した上で、この交通コスト負担軽減事

業も継続していきたいという考えでございます。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員から明確に答弁するよう

要望があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 一括交付金の財源が全くなくなれ

ば、非常に難しいと考えます。

○大浜一郎委員 ちょっと関連しますけど、これは農

林水産の不利性解消事業も同じじゃないですか。

どうなんですか。

○宮城力総務部長 農林水産物の不利性解消事業も同

じく一括交付金の創設を機に事業を展開したもので

ございます。一部実証等でやっていた部分もありま

すが、これについても数十億円の規模で事業を実施

しておりますので、一括交付金がなくなれば、事業

の存続も非常に厳しいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 ですので、この事業をとにかく大事

に育てていかなければいけないというのと、これを

今度は５年後に見直しがありますよね。その際にね、

一括交付金だけ、いわゆる振興策の中の事業という

んではなくて、ちょっと外出しをして新たな制度設

計をして、この存続を目指すというような形もして

いかないと、10年後に終わりますよと、一括交付金

が終わったら終わりますよということでは、これは

要するに県が手当てできないんですから。そういっ

たことも視野に入れつつ、この事業をしっかりと推

進して、とても大事な事業だということに育てても

らうというか、執行をしっかりしてもらうというふ

うに私は思うんですけどね。その辺はどうなんです

か。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

今回のビジョン基本計画につきましては、実施計

画で３年、３年、４年というふうに区切っておりま

す。

一方で、改正の沖振法の中では５年以内の見直し

ということがうたわれておりまして、県としては、

まずは３年の実施計画を実施し、その実施計画の中

で様々な検証――毎年ＰＤＣＡも回して取組の改善

も図っていくわけですけれども、前期の実施計画を

実施する中でしっかりと検証し、その５年以内のタ

イミングで制度要望ということも視野に入れながら

検討していきたいというふうに思っております。

○大浜一郎委員 これ、とっても大事なことだと思い

ますので、その取組も同時にイメージしながら、お

願いをしたいというふうに思います。

92番の医師派遣推進事業なんですけど、これ申請

額の減に伴う減額補正なんですけど、この理由は何

ですか。

○井上満男医療政策課長 お答えいたします。

医師派遣推進事業でございますが、離島・僻地に

医師を派遣する県内外の医療機関から、県内の離島

・北部といったところに医師を派遣する際に、その

派遣元の医療機関に対しまして逸失利益の相当額を

補助する事業となっております。減額になった理由

としましては、この派遣に伴う県内の医療機関とそ

の派遣元の医療機関との間で、診療科の医師の派遣

調整がうまく整わなかったこと、あるいは県内の医

療機関のほうで別途人員を確保することができた。

そういったことなどによって、当初予算段階では15医

療機関を積算していたわけなんですけれども、実績

として12の医療機関になったということで減額と

なったということでございます。

○大浜一郎委員 いろいろな中核病院、八重山病院な

んかは常々医師が足りないというようなこととかを

聞いてるわけですよ。それでも減額になっていると

いうのは、どういう問題が本質的にあるのかなと思っ

たりもします。今の説明とちょっと違うような感じ

がしますけど、どうなんですか、そこは。

○井上満男医療政策課長 八重山病院を含めて、県内

の離島あるいは北部の医療機関というのは、委員おっ

しゃるように医師が不足している状況にあるという

ことで、県のほうでは様々な方策を用いて、そういっ

た地域の医師確保に努めているところでございます。

基本的には琉球大学の地域枠だったり、自治医科大

学といったところの医師の派遣だったり、病院事業
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局と連携した医師確保といったものをやっているわ

けなんですけれども、それでもなお、診療科によっ

てはやはり短期的だったり、そういった期間的な問

題で診療科の医師が確保できないというような問題

もございます。この医師派遣推進事業は、そういっ

た診療科によって短期なり、あるいは中長期なり、

そういった期間というのはあまり問うてないんです

けれども、派遣調整が整ったものに対して、その派

遣をしていただく医療機関に対して逸失利益を補助

するような形になっておりますので、トータルとし

てはそういった医師確保策全てをうまく組み合わせ

ながら医師確保を図っているというような現状と

なっております。

○大浜一郎委員 この事業のイメージするところの実

態がしっかりと反映できるような取組をしてもらい

たいと思います。ここは大丈夫ですか。

○井上満男医療政策課長 我々、保健医療部としまし

ては、離島や北部のそういった医師確保のニーズと

いうのは、これは毎年調査もしておりますし、医師

の量的な問題以外にも診療科の偏在というものもご

ざいますので、そういったところではうまくこういっ

た事業も組み合わせながら、量的あるいは質的なと

ころを確保してまいりたいというふうに考えており

ます。

○大浜一郎委員 特に離島医療に関しては、今般いろ

いろな問題がありましたから、この事業も含めて、

しっかりと形があって見える化できるような実態を

つくってもらいたいというふうに思います。

次に移ります。99番の水利施設整備事業ですけど、

これは事業規模が増えたことによる増額補正だとい

うふうに思いますけど、事業採択が増えた地域につ

いて、先ほどの答弁で石垣の問題がなかったんです

けれども、その辺はどうなんでしょう、国営のほう

はうまくいっているんですけど。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

先ほどは、補正の対象地区について申し上げたと

ころなんですが、令和５年度新規採択地区に関しま

しては全部で４地区あるんですが、石垣が３地区、

宮古が１地区になっています。

以上です。

○大浜一郎委員 事業採択が今までできなくて、なか

なかこれ出航ができなかったっていうところがある

んですけど、じゃ、うまく事業採択ができていると

いうふうに考えていいですか。この工夫したところ

をちょっと教えてください。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

特に工夫したところは、県と石垣市、土地改良区、

また地元の推進員の皆さんが一緒になって――やは

り通常やっていることなんですが、特に石垣は力を

入れていただきまして、なかなか今までできなかっ

たところに関しても理解をいただき、事業採択にも

進んでいるところです。

○大浜一郎委員 頑張って事業採択を増やして、どん

どん事業を進めてもらいたいと思います。

112番、肥料価格高騰緊急対策事業ですけど、これ

見込みを下回ったっていうのがちょっとイメージで

きないんですよね。この理由は何ですか。

○能登拓営農支援課長 お答えいたします。

本事業の今回減額をする理由として、時期的にサ

トウキビ農家の皆さんからの申請が少なかったとい

うことで、件数が見込みを下回っているというのが

１つございます。

もう一つあるのが、事業の補正をした段階では、

まだ国のほうから肥料価格の上昇率が示されていな

かったために、県である程度見込んで価格の上昇率

を設定していたところなんですが、その後、国から

発表された価格の上昇率が当初の見込みよりも低く

なったといったことから、今回の減額ということに

なってございます。

○大浜一郎委員 例えば、この事業の説明不足という

こともあったと思いますか。何か、そんな感じがし

ないでもないけど。

○能登拓営農支援課長 本事業の周知という部分につ

いてお答えをさせていただきますと、９月に県内の

市町村ですとか関係農業団体を対象に説明会を実施

したほか、大口の取組の実施者となりますＪＡ沖縄

ですとか花卉農協さんといったところとは個別に調

整を進めさせていただいて、事業の円滑な実施に向

けて準備を進めたというところでございます。

それから、県庁ホームページでの募集内容の公表

ですとか、県内紙への新聞広告の掲載、それから、

報道機関へのブリーフィングなどを通して農業者向

けの周知を図ってきたところでございます。

○大浜一郎委員 これ、繰越し対応が可能だという理

解でいいですか。

○能登拓営農支援課長 本事業については、昨年６月

から10月に購入した分を秋肥分として現在執行して

いるところですけれど、11月以降に購入をされた春

肥と言ってますけれど、これについては国のほうに

期間の延長を認めていただきましたので、この分の

必要な額を繰り越しまして、執行していきたいとい

うふうに考えております。
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○大浜一郎委員 現場へ行くと肥料価格の高騰の件

は、もう会う人会う人に聞くんですよ。しかし、こ

れ申請が見込みを下回るっていうのは、理由として

ちょっとよく分からない部分があるので、繰越財源

が可能であったら、もう県単費も含めてしっかり対

応するようにしてもらいたいというふうに思うんで

すけど、どうですか。

○能登拓営農支援課長 いずれにしましても、今後、

春肥分の申請が随時始まってまいりますので、より

多くの農家の皆さんに支援が行き届くように、引き

続き周知の徹底などには努めてまいりたいと考えて

おります。

○大浜一郎委員 じゃ、114番、鳥獣被害防止総合対

策事業ですけど、これ実態の把握はできていますか

ね。実際の被害額と市町村から上がってくるのと相

当乖離があるというふうに思っているんですけど、

これが何で被害額がこんなに減額になっているのか、

よく分からない。

○能登拓営農支援課長 鳥獣被害防止総合対策事業に

ついてお答えいたします。まず、鳥獣被害の状況の

把握につきましては、鳥獣被害防止特別措置法に基

づきまして各市町村で調査を実施し、県のほうに報

告をいただきまして、県はこれを取りまとめて国へ

報告をするということになってございます。

一方で、特に石垣市さんにおいては、この特別措

置法に基づく調査とは別に、農家の皆さんへのアン

ケート調査などを実施しておりまして、このアンケー

ト調査に基づいて、法に基づく調査結果とは異なる

被害額が算出をされているという状況でございます。

そういう状況がございますので、現在、県と石垣市

でより精度の高い調査の在り方などについて意見交

換を実施しているところでございます。

○大浜一郎委員 これは、億単位での差異が出ている

んですよ、実際、現場に行くと。こんな差があって

はいかんと思うんですよね。だから緻密な調査をや

らないと、これそのまま置いておくと本当に農産物

の被害が相当出ますよ、実態的に。そこはちゃんと

やっていただきたいんですけど、その取組も併せて

お願いしたいんですけど、どうですか。

○能登拓営農支援課長 特に石垣市においては、イノ

シシの被害などが顕著に出ているということについ

ては我々も把握をしているところでございます。

一方で、国の法に基づく調査というのが、調査方

法などについて国から細かく示されているという部

分もありますので、そういった内容をきちんと石垣

市とも共有しながら、より精度の高い被害額の把握

に努めたいと考えております。

○大浜一郎委員 119番の燃油費の緊急支援ですけど

ね、これ市町村がやっているから減額補正になった

というような理由になっているわけですけども、現

場においては、この燃料費の高騰というのは当然こ

れからも続くはずなんですけど、今後の対策として

はどうなのか。これは繰越しができるというふうに

理解していいのか、その辺のところも教えてくださ

い。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

本事業につきましては、財源である国の交付金が

繰越明許費に位置づけられたことを受けまして、令

和４年８月１日から令和５年２月28日までの補助対

象期間を令和５年３月末まで延長できるように、繰

越議案としても本議会に提出しているところです。

令和５年度につきましては、燃油価格の動向や国の

予算措置の状況を注視しながら、必要な支援につい

ては検討していきたいと考えております。

○大浜一郎委員 特にこれ漁業者ですからね、燃油の

みならず、それに関係するものにも予算ができるよ

うにしてくれたらいいのではないかな。漁場に行く

と小売の値段とかが相当上がっているというような

話もあるから、それにも充当できるような、何か制

度設計みたいなのを拡大ができますか、どうですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

すみません、繰り返しになりますが、国の予算措

置の状況等は注視しながら、必要な支援については

今後検討していきたいと考えております。

○大浜一郎委員 じゃ、最後になりますけど、137番、

稼ぐ県産品支援事業なんですけど、これは申請額が

見込みを下回る状況というのがちょっと理解できな

いんですよね。やはり県産品をもって稼ぐ力をやっ

ていくというのは、これは県にとって重要な政策で

あるはずですし、部長もそういう答弁をしていたん

ですけど、これは申請の段階で工夫とかＰＲとかね、

何か申請のやり方が難しいとかね、そういったもの

でこういうことになっているのか、少しここを御説

明ください。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 お答えします。

今年度本事業では６月と８月に２度公募を行って

おり、目標の採択件数15件に対し約２倍の29件を採

択しております。しかし、そのうち26件が補助上限

額に満たない額での申請となっており、これが申請

額が低い要因となっております。

以上です。

○大浜一郎委員 申請はあったけど、満たないからも
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うこれだけ下回っちゃったっていうことだと。これ

どういうふうに、じゃ、今後この事業を展開してい

くの。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 お答えします。

下回った主な原因としましては、春から秋にかけ

て新型コロナウイルスが拡大したことにより、沖縄

フェアや物産展、展示商談会等の催事について中止

や規模縮小などの各種制限があったことが背景にご

ざいます。

以上です。

○大浜一郎委員 部長。これね、稼ぐ県産品を支援し

ようということなんだから、しゃくし定規に考えた

らそうなんだろうけれども、どういうふうにしてこ

の支援事業を生かして稼ぐ力をつけていくかという

のは、これは当然やる中で、申請状況を見ながらフ

レキシブルに考え方を訂正してもよかったんじゃな

いかなと私は思うんですよ。

その辺は次年度にはどういうふうに取り組んでい

きますか。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

この稼ぐ県産品支援事業につきましては、適切な

マーケティングと利益率向上に主眼を置いた商品開

発でありますとか、あるいは、販路拡大を総合的に

支援することで、県民所得の向上を図るというとこ

ろを目的としている事業でございます。

具体的に言いますと、専門家によるセミナーであ

りますとか助言、また、プロモーションを展開した

り、県外の販売チャネルやマッチング機会を活用し

て県産品の販路拡大に向けた総合的な支援を行って

いくという事業でございます。

補正の減額の理由につきましては、先ほど課長の

ほうから申し上げましたとおりですけれども、新型

コロナウイルス感染症の影響等によりまして、県外

で開催される展示商談会、あるいは、沖縄フェアが

開催規模の縮小でありますとか、あるいは、参加自

体を見送るなどのような補助事業者の事業規模が、

補助上限額を下回ってしまったというところでござ

います。

ただ、委員がおっしゃるように、やはりこの周知

を強化すると、皆さんにそれを知ってもらうという

ところは、とても重要なことでありますので、次年

度に向けては、事業者へ対する周知を強化していっ

た上で県産品の販路拡大を支援して、県産品の県外

への移出を促進していくということで、県内製造業

の活性化を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○大浜一郎委員 稼ぐ県産品支援事業というすばらし

いネーミングがありますからね、ぜひそれが実にな

るように取組をお願いをしたいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 大浜一郎委員の質疑は終わりまし

た。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 私が準備していた質問は、ほとんど

西銘委員がやったんで、同じ質問を繰り返したいと

思います。うそです。

まず、資料４の歳入と歳出のところからなんです

けれども、私これ最初に見たときに、歳入金額合計

が結構大きくなっているなというふうに見えました

けれども、これは例年について、今年度の補正額に

ついては、どういうふうに捉えているのか、説明を

お願いしたいというふうに思います。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、昨年度２月補正では、約511億円の補正予算

を計上していて、今年度が196億円ですので、315億

円減となっております。今年度の歳入の主な内訳の

補正内容なんですけども、地方交付税が128億円の増、

地方消費税清算金が64億円の増、県税が約46億円の

増などの増額補正となっております。

○花城大輔委員 昨年比では、大分減っているという

ことでありますけれども、いずれについても、この

当初予算の額の見立てが適当ではなかったのかなと

いう感想は持ちますけれども、大体これぐらいの誤

差というのは生じてもしようがないというふうに理

解してよろしいんですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和３年度、今年度もそうなんですけども、基本

的には、国の地方財政計画というのがございます。

国がそれを定めて、それに基づいて、地方交付税と

か計算されるんですけども、この国の試算が小っちゃ

かったと、経済成長が国が考えるよりも大きかった

ということなのかなと思っております。そのために

令和３年度が511億、今年度が196億という形で少し

大きめになっているのかなというふうに考えており

ます。

○花城大輔委員 もし、そういうことであれば、ほか

の方の質問にもありましたけれども、新規事業など

の振替は可能ではなかったかなというふうなことは

やはり思うわけであります。総務部長、昨年の決算

のときのことを思い出していただきたいんですけど

も、私、同様のことを申し上げました。このような

多額の過去にないような金額を財調に盛り込むので
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あれば、観光関連を助けるような新規事業が可能で

はなかったかと。そのときに、総務部長は、国に返

還するような類いの予算があるので、準備しないと

いけないというような答弁でありました。その内容

が今回の補正にどう関連されているのか、説明を求

めたいと思います。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、今回計上した歳入の予算なんですけども、

例えば県税について言うと、主要な税目の税収規模

――年間の見通しが把握できるのが12月中旬以降と。

地方譲与税については、11月末頃という形で、11月

補正までにはちょっと計上できなかったと。地方交

付税については、昨年11月に追加交付が決定された

ということで、49億円のうち25億円については、11月

補正で活用したところです。

恐らく花城委員が言っていた昨年の決算委員会の

話は、決算の実質収支の中に国庫の返還金が入って

いるということだと思います。それについては、10億

ほど入ってございますが、それについては、感染症

予防事業費などのコロナに関する入院費とか、あと

エイズとかの発生動向調査に係る経費、それを余計

と言ったら変ですけども、それを多めにもらったと

いうことで、それについては返還しないといけない

というところが10億ほどあるという形で答弁したも

のだと思っております。これについては、今後、国

との調整が整い次第、償還金という形で予算に計上

して、返還していきたいというふうに考えておりま

す。

○花城大輔委員 今の説明を受けても、やはり県の税

金の取扱いの性質のことを考えると、支出する可能

性を残しておくべきではなかったかというふうにや

はり思います。内部留保をメインにする経営者は多

くいますけれども、そういったものとまた違うのか

なという感想は引き続きあるので、それは申し伝え

ておきたいというふうに思います。

そして、歳出の部分なんですけれども、財政調整

基金、減債基金について、先ほども説明ありました

けれども、いつも答弁で聞くのは、ないからという

ことは困ると。ただ、幾らあるから大丈夫というこ

とでもないという、そんな性質の予算だというふう

に説明を受けてきました。先ほど西銘委員の答弁の

中では、財調については、全国平均以上で９位だと、

または、減債基金については、同じく全国平均以上

で11位だというふうな答弁がありましたけども、そ

の前にまた、各都道府県で状況や性質が違うという

ことも説明の中であったわけです。そうであれば、

沖縄県の目安というものを設定する必要があるので

はないか、改めて伺いたいというふうに思いますけ

ど、いかがでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

財政調整基金については、先ほども申し上げまし

たけども、年度間の財政調整、または災害発生等に

伴う不時の支出増に対応するために設置されており

ます。

減債基金については、県債の償還に必要な財源の

確保に充てるということになっております。

特に財政調整基金については、今後またいろんな

物価高騰とか電気料高騰のいろんな対策があります

ので、その対策については、各都道府県によって対

応する内容とか規模が違うと思っております。その

ため、それらに対応できるような形で、それぞれの

都道府県において判断した上で、一定程度の規模を

確保する必要があるんじゃないかというふうに考え

ております。

○花城大輔委員 ですから、目安を設定する必要があ

るのではないでしょうかというふうに聞いているわ

けですよ。例えば昨年のように500億、今年のように

200億、そういった予算があればできることは山ほど

あるはずですよね。そのときに、目安のようなもの

があれば、これはもう何とかして、時間もないけれ

ども、みんなで頑張って、県民のためや企業のため

に、ちょっと頑張ってみようやという空気もできる

かと思うんですよね。やはりこのような予算のとこ

ろに、がって入ってくるというのは、あまりよろし

くないのではないかというふうな感想はあります。

そして、今回のこの基金の振り分けについてなんで

すけれども、財政調整基金、減債基金にそれぞれ積

立分が入っております。これは、積立てに回す金額

の案分の方法などは、規則としてあるんでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、財政調整基金のほうから先に考えておりま

す。令和５年度当初予算の編成時期が一緒ですので、

そのときの収支不足を見込んで、当初予算で財政調

整基金は119億円ほど取り崩さないといけないという

のが１点。それとコロナ禍前に、大体当初予算編成

後に50億程度残っていたというところで、それを一

定の目安にしております。それと令和３年度の普通

交付税のときに税収増があって、それに伴って、向

こう３年間で精算するという制度がございまして、

それが令和６年度に37億円精算されるということで、

これらの３つを踏まえまして、214億円ほど確保する

必要があるということで、今回、財政調整基金につ
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いては141億円を積み立てたと。その上で、減債基金

のほうも見つつ、令和４年度末の残高が約398億円と

いうふうになるんですけども、前年度末が406億円で

したので、これも若干減っているという形で考えて

予算編成したところでございます。

○花城大輔委員 今は補正後の見込額を、いわゆる

ゴール設定して積立基金を決めましたという説明だ

というふうに理解しましたけれども、この補正後の

見込額を設定する根拠というものは説明できますで

しょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

補正後の見込額というよりも、当初予算の編成と

一体となってやっていますので、どちらかというと

当初予算編成後の基金残高をベースにして――先ほ

ど申し上げましたけども、コロナ禍前であれば大体

の50億程度あって、その後の補正予算に対応したと

いうところです。今回については、この50億プラス

地方交付税の精算分の37億程度があるという形で当

初予算編成後に財政調整基金が約95億残るというこ

とで、それから逆算して２月補正については141億を

積み立てたというところでございます。

○花城大輔委員 この辺については引き続き勉強をさ

せていただきたいなというふうに思っております。

その次に、歳入の中の市町村たばこ税県交付金、

これ少なく見積もっていましたら予想よりも多く

入ってきましたというふうな補正になると思います

けれども、この県税のほうのたばこ税はどのように

推移していますでしょうか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

令和４年度の県たばこ税の収入見込額につきまし

ては、19億7344万4000円となっておりまして、当初

予算よりも金額で１億2044万4000円、率で6.5％の増

を見込んでおります。

以上です。

○花城大輔委員 すみません、増を見込んでいるとい

う話ですか。

○前本博之税務課長 はい、そのとおりでございます。

○花城大輔委員 すみません、これが増えていくとい

うようなのは、どのような根拠でそういうふうな見

立てをしているんでしょうか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

確かに国による禁煙を推進する取組の強化等がご

ざいまして、近年は調定本数は若干減少傾向でござ

いましたけれども、令和４年度におきましては、当

初見込みより調定本数が増加する見込みとなってお

ります。理由としましては、新型コロナウイルス感

染の拡大に伴いまして、生活様式の変化や行動制限

によるストレスが増加したことですとか、あとは在

宅勤務によりたばこを吸いやすい環境が増えたこと

などが要因と考えております。

以上です。

○花城大輔委員 委員長が笑っている理由は後で教え

てほしいと思います。実は、この件についての我が

国の納税者に対する取扱いは非常に冷たいものがあ

るなというふうに思ってましてですね。この前、東

京で高級ホテルに泊まって下界を眺めておりました

ら、喫煙所の前にガードマンが立っているんですよ。

雨の中、この喫煙所に屋根もついてないのに入場制

限かけているんです。これじゃ、もうたばこ吸う人

やめるよなと思いながら見ていました。沖縄の那覇

市でも、昼休みになるとある場所に400人ぐらい集ま

るらしいですね。この機会損失というものもそうで

すし、この納税をしてたばこ吸う人の取扱いが非常

に悪いと。もちろん受動喫煙を発生させないという

考えは非常に重要だと思いますけれども、この税金

が今後も上がっていく可能性があるならば、守って

いく方針なのか、それともいずれなくなる税金だか

ら納税者を放っておいてもいいという考えなのか、

考え方を聞かせていただきたいと思います。

○前本博之税務課長 お答えします。

委員おっしゃるように、現在、国において望まな

い受動喫煙対策の推進ですとか、今後の地方のたば

こ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、屋外分

煙施設等の整備が考えられるとしておりますけれど

も、分煙施設の設置につきましては、施設管理者に

おきまして、望まない受動喫煙を防ぐための設置場

所の状況に応じた適切な措置を行う必要があると考

えております。

以上です。

○花城大輔委員 ゴルフ税もそうですけれども、全部

一般財源として溶けてしまう予算があって、その財

源となるものについては社会の変化によって変わっ

ていく。県はこの予算を守るのかどうかという姿勢

は出すべきであってほしいと。また、守るんであれ

ば、そのような健康を害しないような予算はかける

べきだというふうに、私は思います。

それでは、次の質問に移りますけれども、事業別

の質問を16ぐらい出してありますけれども、この調

子では２つとか３つしかできないと思うので、どう

かお許しください。

まず、事業番号167番、泡瀬工区の道路の件なんで

すけれども、これマイナス補正ですけれども、なぜ
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このような状況になっているのか、説明をお願いし

ます。

○呉屋健一港湾課長 これはですね、内示減というこ

とになりますけれども、当初予算が31億円余りつい

ていたものに対しまして、内示減で２億5000万円の

減となりました。その後に４年度の２次補正をいた

だきまして、２億1900万いただいておりますので、

２億5000万のマイナスと２億1900万が相殺されまし

て、3100万の内示減となっております。

○花城大輔委員 この件についてはですね、年末年始

もいろんな会合に出て、沖縄市民、また中部に住ん

でいる海が好きな人たちの思いとして、非常に工事

が遅れていると。いつになれば全体像が見えてくる

のかという声がありますけれども、その中でも特に

県分の工事、または埋立てが遅々として進んでいな

いというような話をよく耳にします。実際のところ

どうなんでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬地区埋立事業の全体の進捗

としましては、３年度末時点で国は埋立面積ベース

で70％、県事業は事業費ベースで約59％となってお

ります。この県事業といいますのは、緑地の整備事

業であったり、橋梁の整備事業であったりとか、そ

れをもろもろ含んで59％となっておりますけれども、

埋立部分の９ヘクタールについては、予算のつき具

合というのがちょっと減少しつつありますので、当

初計画よりは遅れている状況にあります。

○花城大輔委員 先日沖縄市の経済界や市長等からの

要請を受けていると思います。今、進捗率が59％と

いうふうにありましたけれども、どれぐらいの進捗

を求められているんでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 当初９ヘクタールの埋立ては令

和７年度末を予定しておりましたけれども、令和11年

度末を埋立ての完了の予定としております。

○花城大輔委員 ４年延びるということは、かなり遠

い話になりますね。沖縄市長は県に対して、先日す

ごい語気を荒らげて要請をしたというふうなうわさ

もありますけれども、表立っては県がというふうに

責任を押しつけるつもりはなくて、一緒にやってい

きたいんだという話もされておりましたので、何と

かこの令和11年、スピードアップしてやっていただ

きたいなと。そして、マイナス補正が起こらないよ

うに、しっかり進めていただきたいなというふうに

思います。

それでは次に、43番の海岸漂着物の件であります。

これは、県内の北部と南部に県の集積された軽石が

あって、それをこの３月――年度内に全て解消をさ

せていくというお話でありましたけども、今どのよ

うになっていますでしょうか。

○久高直治環境整備課長 お答えします。

港湾・漁港・海岸における国県市町村等における

軽石の回収量は、令和５年１月31日時点で約10万

4000立方メートルとなっております。このうち市町

村による回収は２万立方メートルとなっております。

また、県では市町村とも連携しながら軽石問題に

対応しており、情報共有、回収費用の補助、県広域

仮置場の確保、市町村が回収した軽石の処理などを

行ってまいりました。現在の状況としましては、波

や風の影響により、軽石が再漂着することは時折見

られるものの、以前のように大量に漂着し、影響が

生じるような状況にはないものと考えております。

○花城大輔委員 終息しているわけではないものの、

落ち着いてきているような感じはありますね。これ

について県内の企業等から、この軽石の再利用、ま

た、あらゆる要請などは受けておりますでしょうか。

○久高直治環境整備課長 いろいろ釉薬だとか、あと

はテトラポットなどへの利用ということで提案はあ

ります。それで、県としましては、アイデアを募集

しまして、88のアイデアをもらいまして、昨年末に

それをホームページに掲載しているところでござい

ます。

○花城大輔委員 じゃ、14番をお願いします。

これは一般質問でも、昨年石垣や宮古に赴任した

教職員の方が非常に困っているというふうに質問が

ありましたけれども、そのようなお困り事があるに

もかかわらず、マイナス補正されているというのは

どのように理解をすればよろしいでしょうか。

○知念百代人事課長 本会議のほうで議論されていた

ものについては、自己負担が生じているといったこ

とでの議論がなされていたかと思います。

今回の赴任旅費は1800万ほどの減額補正となって

おりますけども、この赴任旅費の性質的なものとし

ましては、人事異動、それから採用といったものに

伴う、職員が県外・離島へ赴任する場合に要する経

費として費用を賄うものというふうになっておりま

す。

したがいまして、今回のこの補正減の要因として

は、１つ目には、実際の人事異動によって実費の支

給状況が変わってくる――各職員によって家族の構

成であったりだとか、人事異動する職務給であった

りとか、そういったことで変わってきますので、こ

れは例年変動があるものというふうに考えておりま

す。
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２つ目の要因として大きなものが、近年その引っ

越しの費用が非常に高騰しておりまして、それに伴

いまして定額の移転料だけでは賄えないといった職

員が一定数おりました。そういったことを踏まえま

して、今年度から移転料の実費支給というのを認め

たところであります。その実費支給を認めるに当たっ

て想定していた数――どれぐらいが実費支給になる

んだろうかといったところをアンケートを元にやっ

ていたんですが、それよりもちょっと下回って実際

には少なかったといったところが原因となっており

ます。

○花城大輔委員 今新しく実費支給を講じているとい

うお話がありましたけども、これは使いづらさとい

うものが既に出てきてないでしょうかね。先ほどの

質問の中にも、海外赴任の手当に関しては年に３回

考える場面があるというような話もありましたけれ

ども、例えば観光もキャンペーンが当たらなければ、

予算終わってもそれが同じ観光であっても別の事業

に使えなくなるというような事情がありました。こ

れも予算はあるんだけれども、その使いづらさがあ

るがゆえに、必要なところに予算が回っていないと

いうことがあれば、これも見直す必要があるんだろ

うというふうに思っています。

この辺も改善していかないと、非常に地域で何と

かガチャという言葉がありましたけれども、仕事の

中にも出てくれば、それはもう不公平と言わざるを

得ないというふうに思います。ぜひ検討をしていた

だきたいと思います。終わります。

○比嘉瑞己委員長 花城大輔委員の質疑は終わりまし

た。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 じゃ、質疑を行います。

今日午前中、総務部長の概要説明を受けましたけ

れども、当初予算を組んで事業が執行できなくて、

補正予算減になっていると。もちろん事業は、事業

をしての事業残高減というのが補正予算減になるの

は当然ですが、そこでお聞きします。当初予算を組

んで、またさらに増額補正をして、２月補正で減額

になっている事業はありますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

減額補正を計上した137事業のうち、これまでの補

正予算で増額した事業で減額するものが、７部局16事

業となっております。主な要因といたしましては、

例えば、37ページの164番の土木建築部の高規格ＩＣ

アクセス道路整備事業、これは国の２次補正予算を

受けて、６号補正予算で国の補正関連予算として計

上をしたんですけども、それとは別の要因で、当初

予算で計上した箇所、工事箇所に係るところが国庫

の内示減を受けたところで、差引きでマイナスになっ

ているものなどが６事業ございます。それと、続き

まして、34ページの149番の文化観光スポーツ部のも

のなんですけども、これについては補正予算を計上

した後、実施していくと実績を下回ったと、こういっ

た４事業とか、そういういろんな要因でなっていて、

先ほど申し上げましたとおり、全体で７部局16事業

というふうになってございます。

○中川京貴委員 この７部局16事業について、今２か

所については説明を受けましたけども、国の国庫補

助金との絡みがあると思っています。しかしながら、

予算の在り方においては当初予算を組んで、また増

額補正を組んで、最終的に事業が執行できない、補

正減になるということは、やはりいかがなものかと

思いますが、部長どう思いますか。

○宮城力総務部長 今財政課長から説明があった要因

のほかにも、国の補正予算に関連して予算を計上し

たんだけれども、その後、年を明けた後に、これは

国から直接市町村に交付する、県を経由しないとい

うような減額補正もございます。また国の制度の関

連で、令和２年度の繰越予算なので、これ以上繰越

しできないというようなＧｏＴｏキャンペーンの事

業もございます。様々な要因が相まって減額が生ず

るところではございます。

県としては例年、不用を少なくするために減額補

正としているところですが、特に令和になってコロ

ナ禍があって、コロナ対応関連経費の見極めも非常

に難しい、加えてコロナの影響で人流の見極めも難

しい。様々な財政需要を見極めるのが今、非常に難

しいという状況もございます。ただし、そうは言っ

ても不用をできるだけ少なくするように、予算編成

に当たっては的確に見積もっていきたいというふう

に考えているところでございます。

○中川京貴委員 この補正減額になった事業は、沖縄

振興予算と関係している事業も結構あると思うんで

すが、どれぐらいありますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

すみません、額を含めた事業数が今手元にないん

ですけど、ハード交付金については、それに合わせ

た形で予算計上しておりますので、基本的にあると

したら入札残等となります。

それ以外のハード交付金の経常補助金については、

先ほども申し上げましたが、工事箇所を沖縄総合事

務局のほうと確認したところ、当初予算編成時には
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分からないというところで、国直轄なのか、あるい

は事業がどこになるか分からないという形で要望額

のまま計上した。その結果、国のほうとしては予算

がなかったということで、それで今回、内示減になっ

ているというふうなものが幾つかあるというふうに

考えております。

○中川京貴委員 先ほど、西銘委員、大浜委員からも

質疑が出ておりましたが、再度確認したいんですが、

この不用額や、また補正減額が出ると、大浜委員か

らもありましたけども、沖縄振興予算との関係がな

いですかという質問に対して、課長はないと答えて

おりましたが、部長どう思いますか。

○宮城力総務部長 先ほどは全体的な不用ということ

で答弁したと考えております。沖縄振興予算、特に

一括交付金については、執行率等を原因として減額

されたという経緯もございます。執行率の上昇、そ

れから繰越額、不用額の圧縮、特に一括交付金につ

いては、これは努めなければならないというふうに

考えます。

○中川京貴委員 部長も御承知のとおり、これまでの

沖縄振興予算は、沖縄歴代の国会議員の皆さんをは

じめ、知事も政府に要請しながら、我々自民党会派

としても直接要請しながら取り組んできた事業なん

ですが、そこでやはり不用額が出たり、予算減額に

なったりすると、予算を使い切れないのかという間

違った国に対するメッセージを送ることにならない

のか、懸念されるところなんですよね。そういった

意味では、それが年々予算の減少につながっていな

いかなと思いますが、部長どう思いますか。

○宮城力総務部長 平成24年度来、それまで、一括交

付金、特にソフト交付金800億円台で推移してきたと

ころ、29年から、がさっと減額された。この要因が、

執行状況が悪いということでございました。それを

踏まえて、県ではソフト交付金、ハード交付金――

庁内の連絡会議の回数を多くしたり、不用のところ

から、あるいは増額を必要とするところに事業の流

用を行ったり、事業課で流用を行ったり、様々な取

組を行ってきました。引き続き執行率の向上に向け

て全庁的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○中川京貴委員 部長、先ほどの、ちょっと戻ります

けども、この沖縄振興予算には関係しないというこ

とを聞いて少しびっくりしているんですが、これを

決めるのは沖縄県じゃなくて、国じゃないんですか。

○宮城力総務部長 今まで、沖縄振興予算のそのもの

の執行率等については議論されてきたと記憶してお

ります。県予算全体の不用額であったり、繰越しと

いうものはなかなか内閣府とも話し合ってこなかっ

たものですから、全体としての不用額等については

関係ないという趣旨のお答えをいたしましたけれど

も、沖縄振興予算――中でも特に一括交付金につい

ては、執行率が非常に重要な要素になるというふう

に考えております。

○中川京貴委員 部長、ぜひ沖縄県のみならず、全国

的には、限られた財源で最大の効果を出すために県

職員が頑張っていると思っていますので、引き続き

努力していただきたいと思います。

次の質問に移ります。13ページの海岸漂着物等地

域対策推進事業。本当は私、この質問をやるつもり

じゃなかったんですが、少し答弁を聞いて、再度確

認をしたいと思っています。この当初予算がたしか

５億8000万あったと、しかし、１億8000万が事業執

行ができなくなったので国庫補助金がもらえないと。

この予算は、海岸漂着物等地域対策事業なんですけ

ど、この軽石以外には使えないんですか。

○久高直治環境整備課長 海ごみについても活用が可

能となっております。

○中川京貴委員 この事業は県管理のみに使えるんで

すか。先ほど、市町村からもメニューがあれば予算

措置できると言っておりましたが、市町村以外――

例えば国有地、防波堤、そこの瓶または発泡スチロー

ルといった漂着ごみにも活用できないんですか。

○久高直治環境整備課長 県と市町村が行うものにつ

いては補助が可能となっております。

○中川京貴委員 私のみならず、恐らく48名の県議会

議員の皆さんが沖縄の海岸を歩いたときに、誰もが

そこに海岸漂着物を見ていると思っています。それ

を、こんないいチャンスのときに、この１億8000万

を執行できないというのはいかがなものでしょうか。

○久高直治環境整備課長 本事業につきましては、市

町村とか関係機関、海岸管理者等と協議を重ねなが

ら進めているところで、それにプラスして軽石のほ

うの除去をしながらやっておりますが、この、今１億

8000万ございますけども、これについて市町村等と

も協議して、ちょっと要望がなかったというところ

で減額補正となったというところでございます。

○中川京貴委員 部長、これは一般質問、与野党を問

わずいろんな方々から、特に伊是名村、伊平屋村か

らも港湾施設、漁港に山積みになっていると、これ

を何とかしてほしいという要望がたくさん出ていま

したが、これは全て解決済みと判断してよろしいん

ですか。
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○金城賢環境部長 お答えいたします。

まず、今回１億8000万も減額をしている中にあっ

て、通常の海岸漂着物について使うことはできなかっ

たのかという御質問でございますけれども、これに

つきましては委員の御指摘のとおり、市町村からの

要望額、例えば令和３年度におきましては２億1600万

要求がございますけれども、実際の交付額は１億

1700万ということで、大体ここ二、三年は、市町村

の要望額に対して６割程度の交付となっております。

そういう意味で言えば、今回補正減をするものをそ

の分に回せなかったかという、質問でございますけ

れども、これについては、先ほど課長から答弁させ

ていただきましたけれども、６月と10月に市町村に

対して追加の要望がないかということを確認してお

りますけれども、その時点で要望がなかったという

ことで、今回、減額補正という形になっております。

一方で、市町村において、じゃ、漂着ごみは解決

されているのかという御質問でございますけれども、

私もこの間、宮古、石垣に行って海岸における漂着

ごみの状況を確認しましたけれども、かなりの量が

あって、この解決には時間がかかるという印象を持

ちました。令和３年度もこの漂着物の予算を使って

量にして550トン、立米で言いますと4000立方メート

ルの漂着ごみを回収しておりますので、この分につ

いては、県としても、引き続き国とも連携しながら、

この解決に対応していく必要があるというふうに認

識をしております。

○中川京貴委員 当初予算で５億8000万予算組んで、

この１億8000万を執行できない、また要望等がなかっ

たということを、ボランティアで海岸清掃している

方々とか、また、この沖縄の海をきれいな海にした

いと思っている方々が聞いたら、ショックを受ける

と思っていますよ。こういった国庫予算があるのに

もかかわらず、この皆さん方との話合いとか調整は

なかったんですか。

○久高直治環境整備課長 このボランティア団体につ

きましては、市町村を通して補助金を交付すること

が可能となっております。県では、このボランティ

ア団体とも協議会を開催しておりまして、毎年そう

いったボランティア団体からもお話を聞きながら進

めているところでございます。

○中川京貴委員 部長、もう先ほどから答弁を聞いて

いるとね、市町村から要請がなかったからこの不用

額が出たんだという説明に聞こえるんですが、いか

がでしょうか。

○金城賢環境部長 予算は単年度執行が原則でござい

ますので、先ほど申し上げたとおり、今年度につき

ましてはこの予算を今後執行するに当たって、どれ

ぐらい使用見込額が必要かということを市町村等の

意見も聞いた上で、今回１億8000万の減額補正をし

たということでございます。

○中川京貴委員 部長、実はですね、たしかおととし

だったと思っていますが、この軽石問題が出たとき、

我々は自民党会派として直接、党本部、政府に要請

したときに、茂木幹事長にも、また、官房長官に対

しても、これは沖縄の問題じゃないですよと――こ

の軽石問題が出たときに、世界中から日本の海洋関

係に対する意識を試されているんだと。ですから、

予算措置をしていただきたいということで、我々は

直接要請してきたんです。そしたら、茂木幹事長は

うるま市、北部のほうに現場視察までしていただい

て、謝花副知事もヤンバルの国頭の現場調査に来て

いました。僕らは同じ日でしたからね。これはもう

沖縄県の予算では無理だと、国の支援を受けるべき

だということで、国から支援を受けてきた予算だと

思っているんですよね。これは沖縄でしっかり陸揚

げをして軽石対策をしないと、これが本土に行くと、

本土からまた世界中にばらまかれるんです。それを

沖縄で止めるというぐらいの気持ちで我々は考えて

いるんだと言って予算措置をしてきたのに、この５億

8000万から１億8000万が執行できないというのは大

変ショックなんですよね。この辺は、私は今後そう

いうことがないようにもっと連携を組んで、これは

環境だけじゃなく、農林水産部など各部署とも組ん

で、この金あるから何とかできないかということの

旗振りをすべきじゃなかいと思いますが、いかがで

しょうか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、軽石に限ら

ず、県内における海岸漂着物ですね、ペットボトル

を参考にして、その割合をちょっと調査しているん

ですけれども、約50％が中国からになっています。

それ以外に韓国とかベトナムとか含めますと、約６割

が国外からのごみということで、このことについて

は九州地方知事会でありますとか全国知事会から、

国に対して、やはり国際レベルでの対応が必要だと

いうことで相手国に対して、この海岸漂着ごみ問題

についての解決を求めておりますし、私も昨年５月

ですかね、環境省の担当局長にお会いしまして、沖

縄の西表、特に状況を説明した上で、これはもう沖

縄県だけの問題ではないですということで、国レベ

ルでの解決をお願いしたところでございます。あわ

せて、九州各県の部長に対しても共同した形での国
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への要請という形でも少し相談させていただいてお

りますので、引き続き海岸漂着ごみの問題にしっか

りと取り組んでまいりたいというふうに思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 中川京貴委員の質疑は終わりまし

た。

上里善清委員。

○上里善清委員 じゃ、よろしくお願いします。

取りあえず、歳入のほうで、この上振れ要因とい

いますか、多分当初予算組んだときに下振れされた

ら困るので、低く見積もるという方法だと思うんで

すが、その考え方でいいんでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

歳入予算の編成に当たりましては、まず、あらゆ

る手段を取ってその的確に把握する必要があると。

とりわけ過大見積りの回避には努める必要がとても

重要だというふうに考えております。

そのための各歳入の性質に応じて、地方財政計画

でありますとか、地方債計画、政府予算内容、ある

いは過去の実績等の資料を勘案し、見込んでいると

ころでございます。

○上里善清委員 じゃ、個別にちょっと聞きます。３年

間コロナ禍でですね、事業者も雇用者もみんな苦し

い状況で、この県税が増えたというのはちょっと私

理解できないんですよ。これ要因としてどんなのが

挙げられますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

まず、令和４年度の県税歳入当初予算につきまし

ては、直近の収入見込額ですとか、税制改正の影響、

あと、日銀短観等の経済指数を参考にするとともに、

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ

経済の回復傾向を踏まえまして、1412億5900万円を

見込んでおりました。しかしながら、ウクライナ情

勢、円安に伴う仕入価格や物価上昇の影響から、法

人２税につきましては減少していますけれども、そ

の一方で、ウイズコロナの考え方の下、社会経済の

正常化が進んだことによりまして、個人県民税、地

方消費税、それから自動車税などの主要税目の収入

実績が当初見込みを上回って推移していることから、

補正増を今回上程しているところでございます。

以上です。

○上里善清委員 県税の推移といいますか、２年ぐら

いでいいんですが、コロナが起こった頃からの比較

でいいんですけどね。県税、大体どれぐらいあった

んですか。

○前本博之税務課長 お答えします。

まず、コロナ禍前の――例えば令和元年度の決算

でございますけれども、1362億2000万余りとなって

おります。それから、一番コロナの影響を受けまし

た令和２年度につきましては1329億4000万余り、そ

れから令和３年度につきましては1402億4200万余り

と、昨年度はこれまでの最高を記録しているところ

でございます。

以上です。

○上里善清委員 あまりコロナと影響はないというふ

うに理解できますね。分かりました。

あと、皆さんからもいろいろと出ているんですけ

ど、予算を立ててですね、私たち県民からすると、

全額使っていただきたいというのが、多分願望だと

思います。特に一番大きいのは、多分ＧｏＴｏキャ

ンペーンのほうだと思うんですよ。この事業は昨年

10月からでしたかね、始まったのが。ですよね。今

年１月までで、１月以降また始まるということで３月

末までですか。90億という金額は、もうこれ業者に

とっては非常にありがたい事業ですのでね。この事

業、やり方がちょっとまずかったんじゃないかと私

は見ているんですよ。よく聞く話は、こういった事

業があるというのは分からない人が多いんですよ、

実を言うと。だから、宣伝が不足していたと私は思っ

ているんですが、その辺どうなんですか、部長。

○大城清剛観光振興課長 キャンペーンのＰＲが足り

なかったんじゃないかというお問合せでありますけ

れども、おきなわ彩発見キャンペーンＮＥＸＴの認

知、利用を促進するため、県としては特設キャンペー

ンサイトをいち早く立ち上げ、ＳＮＳやインターネッ

ト検索エンジン、民放公式テレビ配信サービスＴＶ

ｅｒを活用した各種デジタル広告の展開を行ってお

ります。また、航空会社及び大手旅行会社ＯＴＡと

の共同広告、新宿エイサーまつりやツーリズムＥＸ

ＰＯのほか、関連イベントと連動したプロモーショ

ンを展開するなど、あらゆる機会を活用してキャン

ペーンの告知、利用促進を図ってまいりました。そ

の結果、全国旅行支援が開始された10月以降の国内

観光は、順調に推移しており、10月から12月の国内

観光客数はコロナ禍前の令和元年同月比を上回るま

でに回復しております。４月以降も切れ目なく観光

事業喚起策を実施できるよう、令和５年度当初予算

に約161円を計上しており、引き続き回復基調にある

観光客の旺盛な需要を確実に取り込んでまいります。

○上里善清委員 間違っている。

○大城清剛観光振興課長 すみません、先ほどですね、

161円と申し上げましたけども、正式には161億円で
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ございます。訂正いたします。

○上里善清委員 できるだけ不用を出さないというの

が基本原則だと思うので、来年度もまたしっかりと

事業に取り組んで、不用率を減らしていただきたい

というふうに思います。これ要請として言っておき

ましょうね。

あと、個別の事業で、事業の番号46番、緊急小口

資金の貸付けなんですけどね。この返済というのは、

多分今年から始まると思うんですが、直近ですぐ返

さなさないといけないというのは、たしか１月から

でしたかね。ですよね。とてもじゃないけども今返

せる状況じゃないということで、減免を求めている

率といいますか、その辺分かるのであれば、ちょっ

と言ってください。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

特例貸付につきましては、令和５年１月末に一番

早い償還が始まります。こちらにつきましては、実

績を申しますと、緊急小口資金が５万6009件、107億

2720万2000円。また、総合支援資金が４万6136件、

244億8126万円。合計10万2145件、325億846万2000円

が償還の開始の対象となっております。このうちで

すね、この特例貸付につきましては、住民税非課税

世帯等を対象としました償還免除の制度がございま

す。こちらの免除申請につきましては令和４年６月

に、対象の借受人全世帯へ免除案内の申請書を送付、

郵送しておりまして、その結果現在ですね、償還免

除が決定しました件数につきましては４万3821件、

金額が153億8115万3000円――件数のほうが42.9％、

金額のほうが43.7％となってございます。

以上です。

○上里善清委員 ４割以上の方が、一応償還免除にな

るんですかね。

○榊原千夏福祉政策課長 償還開始前に免除の申請を

なされた方につきましては償還免除となってござい

ます。

○上里善清委員 分かりました。あとですね、何ペー

ジなのかな、皆さんが出した資料４から見ているん

ですけど、こどもの安心・安全対策支援事業なんで

すけど、例のバスの中に園児を取り残して死亡させ

たという事件以降だと思うんですけどね。この送迎

車に設置するシステムはどのような器具なんですか。

どういう器具なのかちょっと説明できますか。

○下地努子育て支援課長 バスに導入されるシステム

という形でよろしいでしょうか。そちらにつきまし

ては、降車時確認式の装置――エンジン停止後運転

手さんの車内の確認を促すための車内放送が始まり

まして、運転手等が置き去りにされた子供がいない

か確認しながら車内を移動し、車内後部の装置を操

作することで、警報解除で確認することであります

とか、あとは、自動検知式装置の作動とありまして、

エンジン停止から一定時間後にカメラ等のセンサー

により車内の検査を開始することによって置き去ら

れた子供がいる場合は検知します。それで、車外向

けの警報を発するというような装置になっておりま

す。

○上里善清委員 おおよそ何台に設置するんでしょう

か。

○下地努子育て支援課長 現在対象となる施設としま

しては、認可外保育施設で14施設、29台、私立幼稚

園で22施設、49台であります。

○上里善清委員 96番ですね、含蜜糖振興対策事業な

んですけど、このシステムちょっとよく分からない

ので、毎年、年明けに国と交渉しますよね。１トン

当たり幾らにしましょうとかいう交渉をして、今年

は１トン当たり幾らですというのが決まりますよね。

この事業のことを指しているでしょうかね、ちょっ

と内容を教えてください。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

今、委員がおっしゃっているのは分蜜糖の国の交

付金単価になります。毎年11月末に三役と一緒に国

のほうに要請に行きまして、12月初めに生産者への

支援金、１万6860円という交付金単価が公表されま

す。それは分蜜糖地域の生産者に対して、国のほう

が直接農家のほうに交付金として支払うものになり

ます。

今回のこの含蜜糖振興対策事業につきましては、

午前中もお話ししましたけど、糖価調整制度という

のは分蜜糖地域にだけ適用されますので、含蜜糖地

域については適用除外となっていますから、この含

蜜糖振興対策事業で一括交付金を使いまして、どの

地域に住んでいても同じような支援が受けられるよ

うに含蜜糖地域の方には条件不利性の中に、生産者

からの買取り金額も含めての交付、支援という形に

なっております。

○上里善清委員 分かりました。この資料からやりま

しょうね、高規格ＩＣアクセス道路整備事業なんで

すけど、幸地インターのほうだと思うんですけど、

この用地買収というのはほぼ終わっていますか。

○砂川勇二道路街路課長 お答えいたします。

幸地インター線の用地買収ですけども、筆数ベー

スで言いますと約98％、面積で言いますと約94％が

完了となっております。
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○上里善清委員 うちの西原も期待している事業なも

ので、完成はいつ頃になりますか。

○砂川勇二道路街路課長 予算の状況もございますの

で、確定的なところは申し上げることがちょっと難

しいんですけども、今のところ2020年代中頃を目標

に事業を推進しているところでございます。

○上里善清委員 2020年の中頃というのは2026年度と

いうことになるんだね。

○砂川勇二道路街路課長 中頃ですね、25から27とか、

そういうイメージで思っていただければいいかと思

います。

○上里善清委員 西原もとても期待している事業です

ので、早く開通できるように頑張ってください。お

願いします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 上里善清委員の質疑は終わりまし

た。

先ほど上里委員の質疑に対する答弁で榊原福祉政

策課長から答弁を訂正したいとの申出がありますの

で、発言を許します。

榊原千夏福祉政策課長。

○榊原千夏福祉政策課長 先ほど、令和５年１月末時

点の償還開始対象の金額のうち、352億と申し上げる

ところを325億と説明してしまいましたので、おわび

して訂正いたします。

○比嘉瑞己委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。

質疑をさせていただきますが、まず、全体版の資

料からお聞きしたいと思います。今さっき、上里委

員が14ページの46番の事業について質問をされまし

た。私ちょっと補足的な質問をさせていただきたい

と思います。先ほどこの１月から償還がされる予定

のものというのが、非課税については免除になると

いうお話がありました。今、本当にコロナが落ち着

きつつあるわけですけれども、それで仕事を失った

場合とか、それからコロナに追い打ちをかけて、い

わゆる物価高騰という状況があります。そういうこ

とを踏まえて、非課税のみならずですけれども、２期

の貸付けも始まっていますよね。２期という言い方

がよくないですけれども、令和５年度からの貸付け

の延長等もあるかと思いますけれども、この非課税

以外の方々についての対応策というのはあるんで

しょうか。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

まず１点目といたしまして、貸付けに関しまして

は令和４年９月30日で終了してございます。また、

償還に関します免除につきましてですけれども、非

課税の判定以外にも、生活保護の受給でありますと

か、また身体障害者等の手帳の保持の方々につきま

しても、免除となられる判定になっております。ま

た、免除要件には該当しないものの、返済が困難で

あられる借受人の方に対しましては、個々の状況に

応じまして、償還の猶予ですとか、分割納付などの

対応を行っているところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

同じページの48番についてお聞きしたいと思いま

す。新型コロナウイルス感染症対策事業の高齢者福

祉についてですけれども、この事業の補正の目的に

ついてお伺いしたいと思います。

○大城清剛観光振興課長 お答えします。

まず最初に、事業の概要をちょっと説明させてく

ださい。当該事業については新型コロナウイルス感

染症が発生した介護施設等に対するサービス提供体

制確保に係る経費を補助する事業でありまして、そ

ういったマスクやガウンなどの衛生資材等の購入費

用、職員の割増賃金等や施設内療養者の増加に伴う

増額補正であります。補正の理由としましては、特

に、昨年の夏場以降に県内全体で感染が拡大したこ

とに伴いまして、高齢者施設内療養者数が増加した

こと等により、所要額が当初の見込みより上回るこ

とによる補正の増というふうになっております。

以上です。

○比嘉京子委員 ここで使われている、かかり増しと

いうのは、今言う、消耗品等の増ということの見込

みという理解でよろしいんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長 そういったマスクとかガウ

ンとかですね。あと、特に施設内療養のほうが多かっ

たものですから、それに係る経費のほうが大きな理

由であります。

○比嘉京子委員 分かりました。

では、16ページの58番、お願いいたします。

子どものための教育・保育給付費というところで、

１億4274万2000円の増額がありますけれども、まず、

その補正の事業の内容についてお願いします。

○下地努子育て支援課長 事業の内容につきましては、

本事業は市町村が保育所等へ支給する施設型給付費

等、運営費などに要する費用について、子ども・子

育て支援法の規定に基づき、県がその４分の１を負

担するものです。

○比嘉京子委員 もう少し詳しく事業内容をお願いし

ます。
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○下地努子育て支援課長 子ども・子育て支援法の規

定に基づきまして、市町村が支弁する施設型給付等

に要する費用及び施設等利用給付に要する費用の一

部を県が負担及び補助することにより、子供が健や

かに成長するよう支援する事業となっております。

○比嘉京子委員 この公定価格は、国、県、市町村の

割合を教えてください。

○下地努子育て支援課長 国が２分の１、県が４分の

１、市町村が４分の１の負担割合となっております。

○比嘉京子委員 加算は何の加算でしょうか。そして、

その割合は幾らぐらいでしょうか。

○下地努子育て支援課長 主な補正内容としましては、

加算としましては、令和４年２月から９月までの間、

経済対策として臨時にされていた保育士の処遇改善

加算措置が令和４年10月以降制度化され、公定価格

に新たな加算項目が設置されたことに伴う増額補正

となっております。

具体的には、保育士等の収入を月額9000円程度引

き上げる内容となっております。

○比嘉京子委員 国の――これは県としてですけれど

も、今までにもいろんな加算をやってきたと思うん

ですね。本質的なところが変わらないので、なかな

か、１人当たり9000円にはいかない現状があるかと

思いますが、それについては理解されておりますで

しょうか。

○下地努子育て支援課長 ただいまの9000円について

ですけれど、公定価格に見合う――いわゆる配置を

している方々、例えば10名なら10名という形の方々

が、それぞれ9000円上げるような形のほうでの公定

価格の支払いをします。ところが、園において、そ

の10名では仕事が回らないということで、13名とか

12名とか雇ったりしたとします。そうすると、その

分――10名であれば9000円だったところが、13名に

なりますと１人当たり7000円ぐらいのアップという

形のものになりまして、結果として、みんながみん

な9000円上がるという状況にはなっていないと理解

しております。

○比嘉京子委員 これまでの加算についても問題がか

なりあると思うんですけれども、園によっては、極

端な場合は、もううちは要りませんという園もかつ

て――キャリア７年以上の４万円という問題等も

あったと思うんですね。このこともそうなんですけ

ど、１人当たり9000円アップするといったときに、

園が申請をしてやると思うんですけれども、この

9000円がきちんとその一人一人の保育士に届いてい

るかどうかのチェックをするというやり方というの

は、何か国から指摘といいますか、助言があったん

でしょうか。

○下地努子育て支援課長 その一人一人に渡っている

かということにつきましては、市町村のほうで審査

することとなっております。

○比嘉京子委員 これは県に言うことではないかもし

れませんけれども、今、厚労省は保育所に11時間開

所ということを提案していて、実際に11時間以上、

皆さんの仕事の実態としては11時間、12時間の勤務

環境になっているわけです。厚労省が言う配置基準

からすると、８時間労働分しか公定価格に入ってい

ないわけです。８時間労働分の人数しか入っていな

いところに、その人数分のベースアップが来るわけ

です。でも、現場はどうなのかというと、ほぼ８時

間労働では人が回せないわけです。その回せない理

由として約1.5倍から1.6倍、人材確保を余儀なくさ

れているわけです。しかし、公定価格には人数分し

か来ていないんです。そうすると、どうしても頭割

りでシェアしていくので、保育士の給与は他の産業

に比べて安いんだということを言うわけです。その

安い上に、人数分しか来ない9000円があるわけです。

そうするとどうなるかということなんです。いわゆ

る、国に皆さんが訴えていくべきことは、きちんと

それが回るように、11時間労働ではいけないという

ことを声に出して言っていく、知事会等にも出して

いく。こういうことをやらない限り、私は保育の問

題は片づかないと思っておりますが、部長いかがで

すか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 保育士の処遇改善に

つきましては、これまで公定価格の見直し等により

まして、また加算等によりまして、ちょっと今数字

は持っておりませんけれども、この数年間で、かな

りの額の改善がなされてきたというふうに認識をし

ているところでございます。ただ、今、委員がおっ

しゃられたように、全産業に比べるとまだ低いとい

う状況がございます。今般、9000円の処遇改善につ

きましては、当初は補助金という形で交付をしてお

りますけれども、この後は公定価格の中で交付をさ

れるということになっております。これについては、

確実に人件費として個々の給与に反映されるように

ということで、指導監査等において確認をしていき

たいと思います。また国に対しても、公定価格であ

るとか、保育士の配置基準を含めて、全国知事会と

連携しまして、要請をしていきたいというふうに考

えております。

○比嘉京子委員 根本的なところを解決せずに、加算
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であるとかいうようなことの繰り返しを、ぜひとも

見直すということです。そのちょうど上のほうにあ

りますように、56番で、ここは保育士の資格を持た

ない人の補助者をといったときには、８億余りの予

算がオーバーになって要求されているわけですが、

後ろのほうを見ますと、19ページにあるように、認

可外保育所の問題にはマイナスになるというような

状況があるわけです。これは全て、根本的な問題に、

保育士資格を持つ者を公募しようとするとなかなか

いないけれども、保育士資格を有さない者で補助的

な人を集めようとすると人が集まるという、この状

況を根本的に変えていかなければ、事件、事故等踏

まえて、バスの置き去りであるとか、いろんなとこ

ろにいくということを、ぜひとも沖縄県から声を出

していくということをお願いをしたいと思います。

では次、25ページの101番、最後にやりたいと思い

ます。きのこの生産資材導入支援事業についてお聞

きしたいと思います。金額的には716万3000円ですけ

れども、まずこの補正の内容についてお聞きします。

○近藤博夫森林管理課長 本事業につきましては、生

産資材の価格高騰によるキノコ生産者の経営への影

響を緩和するため、次期生産に必要な資材の導入費

の支援を行うということで補正予算を計上している

ところでございます。

○比嘉京子委員 そもそも論で申し訳ないんですが、

どのような資材が必要なんでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 具体的な資材としましては、

次期生産に必要な菌床、種菌、おが粉、それから培

地基材とか、あと培地袋、それから栽培瓶、そういっ

たものが資材の支援の対象となっております。

○比嘉京子委員 私は、あまり大きな自然に左右され

ないキノコ栽培、前からぜひ100％の自給率を目指し

ていったらどうかなということをずっと思っており

ましたので、今回質問させていただいていますけれ

ども、沖縄県のキノコ栽培の現状といいますか、生

産自給率、それから種類等についてお聞きしたいと

思います。

○近藤博夫森林管理課長 まず生産自給率ですけども、

40％となっております。

それから、すみません、ちょっと前半のほうが聞

き取れずに申し訳ありません。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、森林管理課長から質疑内容の確認

があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

近藤博夫森林管理課長。

○近藤博夫森林管理課長 種類につきましては、菌床

シイタケ、アラゲキクラゲ、エノキタケ、ブナシメ

ジ、エリンギ、クロアワビタケが生産されておりま

す。

○比嘉京子委員 もっともっと広げていただいて、で

きるだけ、マッシュルーム等もかつてはやっていた

時期があったと思うんですね。やっぱりこれだけ観

光客が多く入ってくる中において、フレンチやイタ

リアン等、様々な食材としても非常に重宝で、時価

も高いんですよね。そういうものをもっともっと沖

縄県で栽培を展開していくことを望んでいる者の一

人ですけれども、今後の方向性はどうでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 我々としましては、委員が

おっしゃいましたように、県産キノコの安定生産、

それからあと増産体制の構築を目的に、生産施設整

備の資金の貸付け、そういったものを支援していき

たいというふうに考えています。また、先ほど40％

と、自給率を申し上げましたけども、我々としては

もっと自給率を上げていきたいということも思って

いますし、また新たなキノコについても、沖縄県と

して有望なキノコについても、今後開発していきた

いと思っておりまして、当面、我々としては県産キ

ノコの認知度向上と、それから消費拡大を目的とし

まして、沖縄キノコのロゴマークを商標登録してお

りまして、生産者に対してロゴマークの使用を積極

的に働きかけていきたいと。また、各種イベント、

ＳＮＳ等を活用して、普及ＰＲ活動を行って県産キ

ノコのブランド化に向けて取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

○比嘉京子委員 これからも質問していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 比嘉京子委員の質疑は終わりまし

た。

島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

私からは、まず、新型コロナの対策についての関

連で質問したいと思います。本当に、2020年からコ

ロナが発生をして、今年で３年。もう、ずっとコロ

ナの対策で、執行部の皆さんも本当に御苦労された

と思います。感染拡大が今減少しているような状況

でもあるんですけれども、やはり引き続きこの対策

というものはやっていかなきゃいけないという立場

でもあります。そこで伺いますけれども、新型コロ

ナ対策関連は、今補正予算、いろいろ提出されてい

ますけれども、特徴を教えていただけますか。
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○又吉信財政課長 お答えします。

２月補正では、全体としては12事業なんですけど

も、プラスマイナス両方ありまして、総額としては

マイナス28億7700万円を計上しております。増の要

因としては、生活福祉資金貸付事業のほうで約34億

円、それと先ほどありました新型コロナ感染症対策

――高齢者施設等でサービス継続するためのもので

約13億円、それと医療機関における病床確保に対す

る支援に要する経費の不足が見込まれることに伴う

増額で8.5億円というような増額を計上しておりま

す。一方で、ＧｏＴｏおきなわキャンペーンのほう

でマイナス90億、それとおきなわ事業者復活支援金

のほうで約６億の減額補正というような内容となっ

ております。

○島袋恵祐委員 分かりました。

それで、今回、最終の補正という形になるかなと

思うんですけれども、今年度のこの新型コロナ対策

関連予算額の執行状況と見込みも分かれば教えてい

ただけますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

今年度７次にわたって補正予算を組んでおりまし

て、総額で1804億円のコロナ関連の予算を計上して

おります。流用等も含めて１月末の負担行為ベース

の執行率なんですけども、約88％というふうになっ

ております。

○島袋恵祐委員 ちょっと細かく聞くんですが、保健

医療部関連のコロナ対策関連予算額の執行状況と見

込みを教えてください。

○古市実哉保健医療総務課長 保健医療部におけます

新型コロナウイルス関連予算についてお答えします。

保健医療部の新型コロナウイルス感染症対策関連予

算としましては、当初予算額で申しますと247億

8748万1000円で、補正等予算額で456億3952万5000円、

計で704億2700万6000円となっております。参考に、

執行率で申しますと、80.5％ということになってお

ります。

以上です。

○島袋恵祐委員 今年度も、波はあったんですけれど

も、やっぱり流行もある中で、補正も組んで対策を

講じてきた流れかなというふうに思うんですけれど

も、この執行状況とかも、全体では88、保健医療部

としては80％を超えているところなんですけど、皆

さんのその評価というものはどうなんでしょうか。

○糸数公保健医療部長 お答えいたします。

新型コロナウイルス、特に医療提供体制、あるい

は検査等に関する予算は、当初予算もそうでしたけ

れども、３か月区切りでずっとその感染状況等を見

ながら、適宜増減をしながら要求しています。そう

は申しましても、令和４年度の前半部分はかなり増

えましたので、どんどん増えていく入院患者、ある

いは検査需要等に対応するために予算をずっと組ん

できているところです。今は減少基調となっており

ますけれども、令和５年５月７日まではまだ同じよ

うな取扱いですので、次年度の当初予算も含めて、

必要な額についてしっかりと確保して、医療逼迫等

が起きないようにしていきたいというふうに考えて

います。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ちょっと事業のほうからも聞いていきたいと思う

んですけれども、事業で新型コロナ感染症受入病床

確保事業なんですが、事業の概要と今年度の実績を

教えてもらっていいですか。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

受入病床確保事業につきまして、この事業は、国

の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を

活用して、コロナ患者を受け入れるために、空床と

なった病床等に対して、病床確保料を補助する事業

となっております。令和５年２月末時点で２月補正

前の予算額242億4008万7000円に対して、交付決定額

242億3277万9000円、執行率99％を交付決定しており

ます。このうち実績が確認できた165億7785万8000円

について支出の手続まで済ませております。

以上です。

○島袋恵祐委員 この実績の中で、この確保事業にお

いて、どのぐらいの病床を確保することができたの

かという数字は分かりますか。

○國吉聡感染症医療確保課長 病床の確保については、

入院患者数とか医療フェーズによって変わってくる

んですけれども、最大でトータルで1000床近くの病

床を計画しており、今直近では740床余りの病床を確

保しているという状況でございます。

以上です。

○島袋恵祐委員 この事業概要の中身で、この経費の

不足が見込まれるということで説明が書いてありま

すけど、それはどういった理由なんでしょうか。教

えてください。

○國吉聡感染症医療確保課長 この事業につきまして

は、感染状況であるとか、国の財政支援等について、

あらかじめ見込んでおくことが難しいため、当初予

算においては当面の３か月間、要は４月から６月分

までを措置して、その後は補正予算のたびごとに、

そのときの情勢を踏まえて、補正予算による対応と
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いうことで予定しておりました。今回、直近の予算、

９月補正の後は、11月補正というのは、感染状況を

見て見送ったんですけども、最後３月まで見込んだ

ときに、やはり流用とかをしても不足する部分が出

てくるということで、補正予算に上げさせていただ

いたところです。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。

これは先ほども話があるように感染が減少傾向に

なっていると思うんですけれども、もしまた流行し

た際には、その病床確保という事業は、きちんと速

やかに実行することができるんでしょうか。教えて

ください。

○國吉聡感染症医療確保課長 今年度につきましては、

見込みのものをそのまま準備しているところです。

それから来年度につきましても、少なくとも５月７日

までというのは、今の病床確保の制度というのが残

りますので、そこにかかる予算というのをしっかり

と確保していこうと思っています。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。引き続き頑張ってい

ただきたいと思います。

次ですけれども、23ページの95番、ワクチン・検

査パッケージ等活用促進事業ですけれども、これの

実績を教えていただけますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

ワクチン・検査パッケージ等活用促進事業は、ワ

クチン・検査パッケージ及び一般無料検査の２つの

事業から構成されており、いずれの事業においても

感染拡大時に活用できるものです。令和４年度のワ

クチン・検査パッケージは８月末で一旦終了してお

り、実績は４月から８月までの合計で、件数が１万

1687件、実績額が3917万9000円となっており、一方、

一般無料検査については、４月から12月までの合計

で、件数が100万3102件、実績額が57億8773万円となっ

ております。

以上です。

○島袋恵祐委員 県が一生懸命取り組んで、このワク

チンや、特に無料ＰＣＲ検査、本当に県民の皆さん

も大分利用されてきたものかなというふうに思うん

ですけれども、今このＰＣＲ検査なんですけれども、

１日当たりの実施数を増やしてきたと思うんですが、

現在１日当たりどのぐらいの検査が可能なのかとい

うのは分かりますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 検査能力について

は、かなり拡充してきたところです。

単純な計算でいいますと、１日当たり３万件ぐら

いまでは検査は可能となっておりますけれども、た

だ３万件フルで行けるかというとそうでもなくて、

大体検査機関が約７割の稼働状況となっていますの

で、２万5000件ぐらい、能力としてはそれぐらいな

のかなと思っています。

○島袋恵祐委員 本当に皆さんの努力が、ここまで実

施、検査できる数を増やしてきたなというふうに思

います。特にこの検査等々、やはり今後も引き続き

必要なものだと思うんですけれども、この事業の今

後の展開とはどのように考えていますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

この一般無料検査等の検査事業については、この

継続については、毎月、国と協議しながら進めてい

るところです。翌月の実施について、国と月単位で

協議して決めてやっているところなんですけれども、

３月末までは実施することはもう確定しておりまし

て、４月以降については、これからまた国と協議を

することになりますけれども、今の感染状況と、そ

れから今までの流行の状況も、例えば５月の連休ぐ

らいからまた増えてきたりもしますので、そういっ

た状況も勘案しながら国と協議をして、次の月の検

査の実施については決めていきたいというふうに考

えております。

○島袋恵祐委員 これだけ予算もつけて、検査の数も

増やしてきたと思うので、コロナの検査ももちろん

なんですけど、このＰＣＲもまた、次の活用とかそ

ういったものも含めて、これから検討していくこと

が必要なのかなというのは私も思いますので、ぜひ

その辺の考え方もやっていただけたらと思います。

このコロナに関して最後、保健医療部長に聞きた

いんですけれども、今政府が５類へ引き下げるとい

うことを決めて、コロナについてのいろいろ緩和策

が出てきている状況だと思うんですけれども、県と

しても政府の方針どおりにこういったコロナの感染

対策、緩和も進めていくんでしょうか教えてくださ

い。

○糸数公保健医療部長 お答えいたします。

国のほうが、３月の上旬、もしかしたら今週中と

も思っていますけれども、５月８日以降の方針につ

いて、ある程度示されるというふうに聞いておりま

すので、入院病床はどうなるかとか、検査費用がど

うなるかとか、様々な方針が決められると思います。

段階的に縮小していったりとか、あるいはすぐ終

了したりとかということが一旦出ると思いますけれ

ども、それを沖縄県がどういうふうに運用といいま
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すか、取り扱っていくかについては、専門家の先生

方の意見、あるいは現場の先生の意見も確認して、

そして対策本部でしっかりほかの部局とも議論しな

がら決定していくというふうに考えておりますので、

取りあえずは国の次の公表される内容について、しっ

かりと確認していきたいというのが今の状況でござ

います。

○島袋恵祐委員 ５類に引き下がったからといって、

コロナ自体のそういった感染力というか病気のその

もの自体が何か変わるということではないわけです

ので、引き続き県としても県民が不安にならないよ

うな感染対策をしっかりと講じてもらいたいと思う

んですけれど、どうでしょうか。

○糸数公保健医療部長 今、御指摘していただいたよ

うに感染力が特に弱まるということでもないですし、

リスクの高い方が感染すると、まだ一定程度、重症

化する方もいると思いますので、個人個人の感染対

策をしっかりするというふうなことはもちろん最低

限というか前提となっております。マスクの取扱い

等はまた議論があると思いますけれども、そういう

ふうに全体を緩めてもいいということではないとい

うのはしっかり県民に伝えながらも、その新しい制

度の運用を検討していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。最後ですけれども、７ページの14番、赴任旅費

支給費についてです。確認を１つさせていただきた

いんですが、先ほど別の委員からの質問の中で、実

費支給もされているということでの話の中で、実費

支給についても、この予算の当初より下回ったとい

うお話があったんですけれども、すみません、もう

一度そこを確認させてください。

○知念百代人事課長 委員おっしゃいますように、実

費支給についても、当初見積もっていた人数から下

回ったというところで補正の減となっております。

○島袋恵祐委員 前回、私一般質問でもこの件取り上

げて、特にこの自家用車を持っていけないという話

もされていて、自家用車のそういった費用もきちん

と支給してもらいたい。ましてやまた、赴任費が足

りないという話もあるという中で、この実費も支給

額を下回ったからといってそれを何かもっと――足

りないという人にきちんと支給できて、そういった

ことがなくなるような、そういう制度というんです

かね、仕組みというのを私からもちゃんとつくって

もらいたいと思うんですけれども、今実態調査もさ

れるということでこの間お話もあったんですけれど

も、それも含めてきちんと改善する必要があるんじゃ

ないかなと思うんですが、どうでしょうか。

○知念百代人事課長 今回の補正減の中には、この車

の運搬料というのは対象経費として含まれておりま

せんので、当初の計上の中には、その車の運搬料と

いうのは含めておりません。

ただ今回、本会議の中でも議論がありましたよう

に、車の移転料について自己負担があるという声が

あります。これを対象にしていくかどうかについて

は、国、それから他の都道府県等の状況も見ながら、

均衡の原則をもって図っていく必要があるというふ

うに考えております。知事部局のほうで、定額の範

囲内で車の運搬を賄えているといったような状況も

ありますので、そういった実情がある一方で、教育

委員会などでは非常に負担が重いといった声もあり

ます。そういうことからしましても、教育委員会と

も連携しながら、実際の費用負担についての実態の

把握に今努めていこうというところで、令和５年度

の赴任の状況のほうを把握してまいりたいと思いま

す。

以上です。

○島袋恵祐委員 どこの部局でも、きちんとした実費

負担で全て賄えるような、そういったものにしても

らいたいということが要望ですので、ぜひその取組

方をお願いしたいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 以上で島袋恵祐委員の質疑は終わ

りました。

休憩をいたします。

午後３時30分休憩

午後３時50分再開

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

まず１点目ですが、物価高騰の関係で、国の補正

に対応するという予算になっているかと思います。

その観点から言うと、物価高騰に関する事業者及び

生活者支援の主な事業の予算額について確認します。

お願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、２月補正においては、国の支援の対象とな

らない県内の特別高圧受電契約の事業者に対して、

国が実施する事業と同等の支援を実施するために要

する経費として、31ページの131番のほうで、１月か

ら３月まで約4.8億、それと、25ページの101番、き

のこの事業で約700万、というふうにして予算計上し

ているところでございます。



－53－

○瀬長美佐雄委員 移ります。13ページの45番、米軍

航空機騒音対策事業が減額となっていますが、事業

概要や、事業目的について確認します。

○渡口輝環境保全課長 お答えします。

当該事業は、沖縄振興特別推進交付金を活用し、

これまで十分に把握できていなかった嘉手納、普天

間両飛行場における夜間の航空機騒音の実態を把握

することにより、航空機騒音による睡眠障害等の健

康リスク評価を実施するものであります。具体的に

は、嘉手納飛行場周辺５地点、普天間飛行場周辺４地

点の航空機騒音測定器を航跡データが集積できる機

器に入れ替え、データを収集し、得られたデータか

ら夜間の騒音コンター図を作成して、専門家による

健康リスク評価を実施する計画となっております。

○瀬長美佐雄委員 そのデータに基づいてどういう結

果が出るのかという点では、どんな流れになるのか

お願いします。

○渡口輝環境保全課長 この健康リスク評価ですけれ

ども、本事業では、嘉手納、普天間飛行場周辺の航

空機騒音の実測データを基に作成する夜間コンター

図を用いて、夜間の航空機騒音により飛行場周辺地

域の住民が受けることが見込まれる睡眠障害などの

リスクにつきまして、欧州ＷＨＯ環境騒音ガイドラ

インなどの最新の知見を照らし合わせた評価を専門

家により行うこととしております。

○瀬長美佐雄委員 ですから、その専門家が出すそう

いった結論的なのをどう活用するか。

○渡口輝環境保全課長 県は、これまで国に対し、騒

音測定結果を基に夜間騒音に係る環境基準の設定を

求めてきたところですが、進捗が見られない状況と

なっております。健康リスク評価を行うことにより、

夜間の航空機騒音が基地周辺地域の住民に対して睡

眠障害などの健康に及ぼすおそれがあるかを明らか

にし、その結果を基に、国に対し環境基準の設定を

強く求めていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 分かりました。

14ページの49番、積立金という形になっています

ので、この事業実績というか、事業概要、どのよう

に活用されるのかということでお願いします。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

当該事業につきましてですが、地域医療介護総合

確保基金積立金については、地域における医療及び

介護の総合的な確保を推進することを目的とした、

同基金への積立てを行うための歳出事業であります。

地域医療介護総合確保基金は、国３分の２、都道府

県３分の１の負担の下に設置し、介護従事者の確保

や介護施設等の整備に関する事業に活用しておりま

す。さらに、介護事業者等が感染対策のために行う

介護従事者の確保に要する経費や、施設内療養等に

係るかかり増し経費を補助する新型コロナウイルス

感染症対策事業についても、当該基金を活用して実

施しているところであります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 積み増し、かかり増し経費で、補

正後は24億余りですかね。要するに、どこがこの事

業に、必要なところに出すという点ではどんな流れ

になるのか教えてください。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

今のかかり増し経費についても、令和４年度の当

初予算で3300万余り計上した後、６月補正、11月補

正と増額をし、今回の２月補正で13億余り、先ほど

来答弁させていただいておりますが、そういった積

立てを行いまして、その基金を繰り出して、かかり

増し経費の補助のほうに充てるという流れとなって

います。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 次は、19ページの73番、保育士確

保対策強化事業について、事業概要、減額の理由、

あるいは実績についてもお願いします。

○下地努子育て支援課長 お答えします。

保育士確保対策強化事業は、待機児童解消に向け、

保育士の新規確保や離職防止を図るものとなってお

ります。具体的には、保育士試験対策講座の実施、

県外保育士の誘致、保育士の正規雇用化の促進、年

休等を促進しやすくするための代替保育士配置を支

援するとともに、沖縄県保育士・保育所総合支援セ

ンターによる保育士確保の包括的な支援を行うもの

となっております。減額の主な理由は、代替保育士

の配置支援について補助対象となる代替保育士の確

保が困難であったこと等の理由から、市町村の補助

金申請が見込みを下回ったことによるものです。

○瀬長美佐雄委員 補正後３億6000万余りが活用され

ているんだろうという点で、実績として待機児童解

消にどう効果があったのかという点ではどうでしょ

うか。

○下地努子育て支援課長 これは事業を使いまして、

保育士さんの休みやすさでありますとかそういうこ

とを確保することによりまして、その処遇改善を図

ることにより保育士の定着が図られ、そのことによっ

て待機児童の解消に結びついたものと考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。



－54－

続きまして、21ページをお願いします。

81番、こども医療費助成事業、中学校まで拡大し

たということですが、これの状況をお願いします。

○古市実哉保健医療総務課長 こども医療費助成事業

につきまして、まず、事業概要について御説明しま

す。本事業は、市町村が実施するこども医療費助成

の２分の１を県が補助することで、子供の疾病の早

期発見、早期治療を促進し、子供の健全な育成を図

るとともに、保護者の経済的負担を軽減するもので

ございます。県におきましては、令和４年４月から

県内全ての市町村において通院対象年齢の中学校卒

業までの拡大と現物給付――いわゆる窓口無料化が

実施されております。これにより、これまで経済的

理由で受診を控えていた世帯の受診につながったの

ではないかというふうに考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 増額になった要因は、今言う医療

にかかりやすくなったというふうなことと分析して

いるのか。あと歯科の治療が具体的に増えたのか、

個別に調べているのであればお願いします。

○古市実哉保健医療総務課長 まず、増額理由ですけ

れども、令和４年度上半期の実績というのがもう出

ておりますので、それを使いまして上半期を含めた

年額を試算しましたところ、当初予算編成時の見込

みを上回っておりますので、先ほどお話ししたよう

な理由もその影響にあるのかなというふうには考え

ているところです。

また、歯科の受診につきましてですけれども、歯

科受診の増減につきましては、今回の制度拡大が今

年度からということから、過去の実績との比較とい

うのは難しいところであると考えております。今後、

令和４年度の実績を含めまして、歯科の受診の状況、

そういった推移を注視していければというふうに考

えております。

○瀬長美佐雄委員 医療にかかりやすいようにすると

ともに、健康な状態をつくっていくという点に対す

る効果も期待できるわけで、そういうことの視点と

して、子供たちの健康管理も追跡して分析するとい

うのも必要かなと思うんですね。例えば、歯科検診

して経済的な理由でなかなか歯科にかからなかった

という皆さんもどれだけ増えて、実際それが虫歯も

減ってと、健康状態を維持してと、そういった視点

からの分析も必要だと思うんですね。そういったふ

うな視点での見方、それを考える部署についてどう

なるのか伺います。

○古市実哉保健医療総務課長 まず、児童生徒の健康

増進の分析ということでございますけれども、いろ

いろなデータというのはあるかと思います。ただ今

回こども医療費助成事業で、令和４年４月から中学

生までの現物給付化というのが図られましたので、

この事業によって医科あるいは歯科、調剤、そうし

た診療区分、あるいは年齢、そういったものの実績

を踏まえて、分析評価をすることで児童生徒の健康

増進の取組に活用することができるのかな、活用し

ていければというふうに考えております。そこら辺

は関係部局と連携、データの共有をしながら、取り

組むことができればというふうに考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 現物支給に伴ってペナルティーが

発生するということとの関係で、国保――３年後ぐ

らいにその額の支給と。ただ計算上は一定判断でき

るのかなと思うんですよね。そこで言うと、ペナル

ティー分についても、今回増額になっているという

ことの関係でも増えるのか、どれぐらいの額になり

そうだということになるんでしょうか。

○古市実哉保健医療総務課長 ペナルティー分の見込

みということでございますけれども、御承知のとお

り県では市町村の現物給付の実施に伴い使用する国

民健康保険の国庫負担減額調整措置――いわゆるペ

ナルティーの措置を補助するこども医療費助成現物

給付支援事業を令和４年度から実施しているところ

でございます。本事業は、当初予算額で4599万円、

２月補正予算額で229万3000円、計4828万3000円とな

る見込みでございます。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり本来は国の制度であるべ

きだということと同時に、このペナルティーは速や

かに解除してもらうと。そうすれば３年後にそこの

額を収めなくてもいいという関係もあるので、強力

に働きかけるべきだと思いますが、その取組につい

て伺います。

○古市実哉保健医療総務課長 ペナルティーの廃止に

つきましては、県としましてもやはり国民健康保険

の国庫負担金減額調整措置の廃止につきまして、こ

れまでも全国知事会ですとか、全国衛生部長会を通

して国に要請してございます。引き続き国に強く要

請してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、30ページの127番、

漁港漁場災害復旧事業費、これについて、説明に軽

石との関わりもあるので、この事業の概要で、結果

をお願いします。

○久高直治環境整備課長 先ほどの答弁とも重なるん

ですけども、港湾・漁港・海岸における国、県、市
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町村等における軽石の回収量は、令和５年１月31日

現在で約10万4000立方メートルとなっています。こ

のうち市町村による回収は約２万立方メートルと

なっております。県では市町村とも連携しながら軽

石問題に対応しておりまして、情報共有、回収費用

の補助、県広域仮置場の確保、市町村が回収した軽

石の処理などを行ってまいりました。現在の状況に

つきましては、波や風の影響で軽石が再漂着するこ

とが時折見られるものの、以前のように大量に漂着

して影響が生じるような状況にないものと考えてお

りますが、状況を注視している状況でございます。

○瀬長美佐雄委員 先ほどこの軽石の活用について

は、アイデアがあって、それに基づいて動いている

状況がありました。県としてストックしているわけ

にもいかないので、速やかにこれを活用するという、

ある意味では積極的な働きかけが求められると思い

ますが、そこら辺の動きはどうなっているんでしょ

うか。

○久高直治環境整備課長 おっしゃるように、そういっ

たまず民間のいろいろなアイデアを活用しながら、

県でも活用するということをしておりまして、年末

に募集をかけましたところ、88のアイデアがござい

ました。そのうち、県のほうで４つのアイデアにつ

いて実証事業をしているところです。例えば環境部

のほうでは軽石を赤土のろ材として使うための栗石

として活用する実証試験だとか、あと、農林水産部

で農業のポット栽培用の軽石に使うとか、そういっ

たもののアイデアの検証をしているところでござい

ます。それと同時に、農家の方とか一般の方々から

この軽石が必要だということで、350トンほど無償譲

渡をしているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 アイデアとともに事業化をして、

これを再利用というか、今の環境問題に寄与すると

いう点では、やっぱりそれだけの量があるので、き

ちんと活用できれば有効かなと思うんですよね。こ

れについて展望が見えるような状況はまだまだ難し

いのか、あるいはもう芽生えているということなの

か。今言う実証実験との関わりでもどんな状況かお

願いします。

○久高直治環境整備課長 今、回収した軽石について

は、ほとんどが鉱山跡地などへの埋め戻し材として

活用されております。それを今進めているところで

す。それ以外に、民間からアイデアがありましたも

のを、またいろいろと応用してできないかどうか、

県も検討しながらこれも活用していただくというふ

うに考えております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、31ページの131番、

特別高圧受電契約事業者支援事業についてですが、

この事業の対象になる業種といいますか、それにつ

いて確認したいと思います。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今年１月から実施されている国の電気・ガス価格

激変緩和対策事業において、低圧及び高圧の受電契

約は支援の対象でありますが、特別高圧受電契約事

業者については、価格転嫁の可能性や企業の規模、

事業構造などを勘案して、支援の対象外としている

ところであります。

○瀬長美佐雄委員 それは国の観点と。ただ、現実的

に事業者としてはなかなか大変ですという関係から

言うと、これは国がやらないので県がという積極的

な対応ですが、本来は国に求めるという点では働き

かけは必要じゃないのかなと思いますが、どうでしょ

うか。

○比嘉淳産業政策課長 国に求めるというのは、玉城

知事を筆頭に、今年１月に要請を行っております。

その中でも、国との意見交換であったり、それから

今後の国政の議論であったり、そういうのを注視し

ながら、今後とも適正に事業ができるように検討し

てまいりたいと思います。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 34ページの148番、ＧｏＴｏおき

なわキャンペーン、マイナスと。理由は確認できま

したが、実績について、やっぱりよく頑張ったと思

いますし、それがどう生かされたのかという点で確

認ですが、お願いします。

○大城清剛観光振興課長 観光事業者への支援状況に

ついては、おきなわ彩発見キャンペーンＮＥＸＴの

参加事業者は、２月７日時点で旅行事業者ＯＴＡ

3783事業者、県内宿泊施設1435施設、地域クーポン

加盟店2390施設・店舗が参加しております。令和４年

10月11日から12月27日宿泊分までの第１期分の利用

実績について、まだ最終確定ではありませんが、利

用人泊数約276万7000人泊、利用金額約234億円となっ

ており、事業効果については475億円以上と試算して

おります。

○瀬長美佐雄委員 昨年12月、あるいは１月、２月と

いう点では、コロナ前に一定回復しているという情

報と、あるいは３月もされるであろうという活用状

況を踏まえても、これだけは減額ということなのか。

現在進行形等の関係で活用状況とか分かればお願い

します。

○大城清剛観光振興課長 今年度当初予算の377億円に
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ついては、国の令和２年度補正予算の予算でありま

して、これは国の予算で、事故繰越ということで、

繰越しができない予算になっておりまして、今年度

中に使い切らなきゃいけないというのがありまして、

利用状況とかを勘案してもやはり残が出るというよ

うな状況であります。どうしてこの残がこれだけ出

ているかということでありますけれども、これにつ

いては、当初、国は７月前半から全国旅行支援を開

始する予定でありましたけれども、新型コロナウイ

ルス感染症の全国的な感染拡大により、開始日が10月

途中からと後ろ倒しになってしまいました。また、

国の開始日の発表が直前となりまして、開始月の利

用が伸びなかったというような状況もありまして、

そういう理由からキャンペーンの利用率が想定より

も低く推移したものと認識しております。

以上になります。

○瀬長美佐雄委員 観光業者支援と同時に、観光が今

右肩上がりで増えてると。皆さんは、この状況はずっ

と続きそうだというふうな見立てなのか、入域観光

客の状況に対する見解というか、どんな見立てでしょ

うか。

○大城清剛観光振興課長 この事業を実施するに当

たって、様々な事業者の方と意見交換をする中で、

沖縄はこの回復が最も早かったというふうに聞きま

して、やはり全国で沖縄に旅行に行きたいという方

々の非常に強い需要がありまして、それが戻ってき

ているんだというような話を聞いてます。沖縄は様

々な独自の歴史・文化、あと観光コンテンツが豊富

ですので、まだまだこれから、もっともっと伸ばし

ていけるというふうに私たちは思っております。

○瀬長美佐雄委員 最後に、同じページの次の149番

ですね。おきなわ事業者復活支援金について、事業

概要、実績について伺います。

○平田いずみ観光事業者等支援課長 お答えいたしま

す。

おきなわ事業者復活支援金につきましては、国が

実施した事業復活支援金を受給した事業者を対象に、

売上規模等に応じた県独自の支援金を給付する事業

でございます。令和４年５月末から令和４年８月末

までを当初申請期間としたおきなわ事業者復活支援

金事業におきましては、令和４年７月末時点で、国

より提供の受給者データ２万1140件のうち、約

52.4％、１万1067件の申請がございました。沖縄県

より先行して国の事業所復活支援金の上乗せ事業を

実施している５県に聞き取り調査を行ったところ、

国の受給者データに対する申請率は平均約87.6％で、

５県中３県は90％台で、最大値は約95％でした。当

県としても、誰一人取り残さない社会の実現のため

に、他県の申請率を参考に、国の事業復活支援金受

給者データの約95％に当たる個人事業者１万2960件、

法人7137件の合計２万83件を見込み、積算し、一般

財源を活用して４億5776万5000円を９月補正で増額

いたしました。事業期間も、当初３か月間と、他県

平均の５か月間と比べ短かったため、８月31日から

11月11日までの２か月半延長いたしまして、ラジオ、

新聞での広報や、市町村メルマガ、関係団体に対す

る協力依頼等、広く周知を行いました。結果として、

９月補正時に予定していた95％ではなく、２月補正

積算時点、約71.4％の１万5098件となりました。報

償費の見込みが19億3052万9000円となったことから、

９月補正後の25億2251万3000円から、差引き５億

9198万4000円が不用額となり、２月減額補正が必要

となっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 県独自に対応された事業でもあり

ますし、効果はあったんだろうと思います。

ただ、別の事業に回すというふうな判断とか対応

がかなわなかったのか、この仕組み上厳しいという

ことなのか、そこら辺の確認をしたいと思います。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず例年、２月補正については、事業の進捗を見

ながら1000万以上の不用が確実に見込める経費につ

いては、減額補正をするということを基本としてお

ります。県では、その歳出予算の減額補正、それと

県税等の上振れによる歳入予算の増、この収支差を

財政調整基金と減債基金に積み立てて、次年度、令

和５年度の当初予算の収支不足の財源として活用し

ているというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○比嘉瑞己委員長 瀬長美佐雄委員の質疑は終わりま

した。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

資料４の３ページからお願いします。

財源の内訳ですね。先ほども質問ありました、県

税についてちょっと伺いたいんですけども、先ほど、

令和元年度からですかね、1362億、1329億、1402億

という答弁がありましたが、これ決算額ですか。

○前本博之税務課長 そのとおりでございます。決算

額です。

○國仲昌二委員 私が普通考えたら、このコロナ禍で

かなり影響があって、県税は落ち込むかなって思っ
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たんですけども、令和元年度から増になっていて、

今年度も増になる見込みで、来年度の予算額もたし

か増になっていたと思うんですけども、このコロナ

禍でも県税が増えているというのは、どういうふう

に把握しているんですか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

確かに、令和２年度に関しましては税収の落ち込

みはございましたけれども、令和３年度につきまし

ては、いわゆるコロナ需要で一部の業種は――例え

ば医療品ですとか、マスクですとか、医療機器関係

とか、そういった部分に関しましては逆に収益が上

がった事業者もおります。一方で、御承知のとおり

観光業に関しましてはかなり落ち込んでおりまして、

それをプラスマイナスして、昨年度はプラスのほう

が大きかったというところでございます。

今年度につきましては、昨年度好調でした法人２税

につきましては、ちょっと減少する見込みでござい

ます。昨年度好調でした建設業ですと、公共事業が

減少したというのもありまして、あと建築資材の高

騰等によりまして今年度はちょっと減少を見込んで

おります。ただ、観光業に関しましては、度重なる

行動制限の緩和に伴いまして、あと国の全国旅行支

援等もございまして、観光需要の伸びに応じて運輸

業ですとか、宿泊業関係は伸びている状況でして、

あと、それと円安に伴いまして輸入品目に係る消費

税が伸びている関係で、地方消費税も伸びている状

況でございます。

以上です。

○國仲昌二委員 分かりました。

業種によっては、伸びるところもあるし、落ち込

むところもあるということですね。

じゃ、次行きます。同じ３ページです。歳出のほ

うで補助費等が補正で約100億あるんですけども、そ

のうちの68億程度が一般財源というふうになってい

ます。これの説明をお願いしたいんですが。

○又吉信財政課長 お答えします。

生活福祉資金貸付事業のほうで33億の増、それと

地方消費税の交付金、これは市町村に配る分ですけ

どもそれが32億、地方消費税清算金これは他府県の

ほうに配るものですけどもこれで19億、となってお

ります。

○國仲昌二委員 なるほど、この清算金とかそういっ

たのが一般財源扱いということでの財源内訳という

ことですね。

○又吉信財政課長 生活福祉資金については、これは

国庫ではあるんですけども、地方消費税清算金と交

付金については、これは一般財源扱いということで

ございます。

○國仲昌二委員 分かりました。

ありがとうございます。

それでですね、２月補正後の予算額で、令和３年

度と４年度をちょっと比較してみたんですけれども、

国庫支出金のほうで1600億以上減額になってるんで

すね。これはやっぱりコロナ関係の補助金の影響が

大きいんですか。

○又吉信財政課長 委員おっしゃるとおり、コロナ関

係なんですけど、特に臨時交付金のほうで約1396億

の減ということで、臨時交付金の減が主な理由となっ

ております。

○國仲昌二委員 同じく補正後予算の比較で、人件費

ですけども、補正では25億のマイナスで今回補正が

出てるんですけども、補正後の額を３年度と４年度

で比較したら逆に25億程度増になっているんですね。

この辺はどういった理由なんでしょうか。ちょっと

聞き取りのときに、僕これ言ってなかったので、後

で資料がもらえたらよろしくお願いします。

次行きます。同じく補正後の予算額で、普通建設

事業費の補助事業が180億以上減になってるんですけ

ども、この辺の説明をお願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

各事業いろいろあるんですけど、まずハード交付

金、沖縄振興公共投資交付金の土木の道路事業で約

20億、農林の水利施設整備事業で約19億という形で、

ハード交付金の減のほうが主な要因となっているの

かなと考えております。

○國仲昌二委員 同じく物件費ですけれども、物件費

がかなり増えているんですよね、324億余りですね。

これについての説明もお願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

物件費については、ＧｏＴｏおきなわキャンペー

ンの計上のほうが約332億、去年が377億という形で

ですね、その要因が大きいということでございます。

○國仲昌二委員 ＧｏＴｏキャンペーンについては、

今度の補正で90億減になっていますよね。それでも

やっぱり、補正後の予算額としては320億以上増えて

いるということですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

たしか当初予算で377億、それと11月補正で40幾ら

かはちょっと補正して、今回マイナス計上ですので、

それを総合したら、そういう結果になるというとこ

ろでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。
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それで、３ページですね。下のほうに減債基金あ

りますけれども、減債基金は今年度の取崩しはあっ

たんでしょうか。

○又吉信財政課長 今年度、予算上は100億取り崩す

という形で当初予算には計上したところです。

○國仲昌二委員 分かりました。

じゃ、個別の事業にちょっと行きたいと思います

けれども、13ページの44ですね。電動車の件ですけ

ども、これ説明の中で電動化に向けた基盤整備に要

する経費というのがあるんですけど、この基盤整備

というのはどういうことを指しているんすか。例え

ば充電器とかというのも、これに入ってるんですか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

電動車の導入に併せて、充電設備も必要数を整備

するということで予算に含めているところです。

○國仲昌二委員 これは先ほどの答弁では、64台から

16台になるという話だったんですけども、この車の

台数分の充電器ということですか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

単年度ではなくて、長期スパンで見ていて、最終

的には600台の普通乗用車を全て電動化する予定です

ので、それに合わせて工事計画を組んでいるところ

です。

○國仲昌二委員 例えば県の施設辺りには充電器を設

置するという考えというか、この事業でそういう事

業はできますか。

○與那嶺正人環境再生課長 そうですね、公共施設に

必要な数を設置していく事業となっております。

○國仲昌二委員 一般の県民が自由に充電器が使える

ような、そういったその充電器の設置というのは計

画とかはないですか。

○與那嶺正人環境再生課長 一般の人が利用している

充電器については、民間の事業活動の中でコンビニ

エンスストアだったり、観光ホテルだったり、整備

されていますので、この事業の中では当面は公用車

で使うものだけにして、その辺については、また将

来的にどういうふうに扱っていくか検討していきた

いと考えております。

○國仲昌二委員 宮古島市では、エコアイランドとい

うことで、電気自動車の普及を図ろうということで、

中速充電器、高速充電器を市内各地に設置したんで

すね。ところが、ちょっと予算がかかり過ぎるとい

うことで、有料化にしたんですよ。そしたら途端に

電気自動車の普及が頭打ちになって、それが今、滞っ

ている状態なんですね。ですから、やっぱりこういっ

た充電器の設置、また、その普及というのがエコア

イランドと言いますかね、この電気自動車の普及に

はかなり大きいと思いますので、ぜひその辺は検討

していただきたいなと思います。

次26ページ、109番、６次産業化支援事業。これは

申請が見込みを下回ったということですけれども、

この６次産業化に向けての取組というのは各市町村、

結構取り組んでいると思うんですけども、この辺の

申請が見込みを下回ったということについては、ど

ういうふうに考えているんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 今回の減額の中身で

すけれども、これは農林水産省の食料産業・６次産

業化交付金及び農山漁村６次産業化都道府県サポー

ト事業というのを活用した、国庫を活用した事業の

ほうになっております。このハード整備のための補

助事業を使うに当たりまして、事前に総合化事業計

画といったものを農林水産大臣の認定を受ける必要

がございます。今回、農林水産大臣の認定を受けた

事業者に需要調査を行って、それで予算化をしたと

ころだったんですけども、今年度は、当初補助事業

を受けたいという事業者が、ほかの人材育成ですと

か、企業の体制整備を優先させたいというところで

今回見送りになったということで減額になっている

といった状況でございます。

以上です。

○國仲昌二委員 宮古島市のほうでは、結構この６次

産業化に向けての機運が盛り上がっているという感

じですけれども、この辺はどういう周知の仕方です

か。

○久保田圭流通・加工推進課長 先ほど申し上げたよ

うにこの補助事業を使うに当たりましては、国の総

合化事業計画といった認定を受ける必要がございま

す。現在、その認定を受けた事業者は県内に61ござ

いまして、その全ての61事業者につきましては、意

向調査ということで、ハード整備の補助を受けるか

どうかというのは毎年度、意思確認を行っていると

ころになっております。また、その市町村との連携

といったところで申し上げますと、その要望調査に

当たりましては、市町村の担当課に文書で依頼をす

るですとか、また、農林漁業者向けのウェブサイト

で公募しているといった状況でございます。

以上です。

○國仲昌二委員 2700万予算が計上されて、結局

2000万が減になると、何かもったいないなという気

がしますので、ぜひそこら辺はまた取り組んでいた

だきたいと思います。

次、43ページお願いします。193番、校内自立支援
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室事業ですけれども、これは事業委託の実績減に伴

う減額補正というふうになっています。事業として

は、不登校及び教室に入れない児童生徒への支援体

制ということですけども、これ学校現場で職員が不

足しているとかいう話がありますけれども、この事

業についてはどうですか。

○宮城肇義務教育課長 今の委員の教員の不足につい

てですけど、この事業を立ち上げたときには、各市

町村のほうにお願いをして、支援員の確保について

当たってもらいました。なかなか難しいというとこ

ろもありましたけど、今年度はほぼほぼ配置をして

いただいて、この事業を進めることができておりま

す。この事業の内容を少し説明させてください。こ

の事業は、公立小中学校における不登校児童生徒や、

教室に入れない児童生徒などへの支援体制を確立す

るため、校内の空き教室を利用して、校内自立支援

教室を設置し、配置する支援員が教職員などと連携

しながら、学びの保障に取り組む事業であり、市町

村への委託により実施しております。今回の減額の

理由は、一部の市町村で事業化が遅れたことにより、

契約期間が短くなってしまったということと、空き

教室の確保ができなかったことなどにより、契約を

辞退した市町村があったことなどから不用額が生じ

たことにありました。

○國仲昌二委員 ということは、各市町村とも、この

支援員が探せなかったということの減ではないとい

うことですね。

○宮城肇義務教育課長 そのとおりでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

最後に、54ページ、特別会計の繰越明許費で下地

島空港の特別会計、４億5000万程度の繰越しとなっ

ていますけども、中身を教えてください。

○奥間正博空港課長 下地島空港特別会計における繰

越しの主な内容としては、空港の進入灯火及び航空

灯火電力監視制御装置の更新工事について、世界的

な電子部品の需要増に伴う原材料の仕入れ遅れなど

により、一部、資材の納期遅れに伴い、繰越しを行

うものです。

以上です。

○國仲昌二委員 以上で終わります。

○比嘉瑞己委員長 國仲昌二委員の質疑は終わりまし

た。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 教育長、お願いします。

42ページの教職員給与費に関連してお尋ねいたし

ますが、この減額の理由は、支給対象人員が当初見

込みを下回ったということですよね。当初見込みそ

のものの数を知りたいんですけれども、義務教育だ

けでいいです、小中だけでお尋ねいたします。教員

のそもそも、当初の見込み数というのは、何名を計

上していたんでしょうか。いわゆる確保しようとし

ていた人数、そもそもの定員の問題です。

○安里克也学校人事課長 小中学校合わせまして、１万

863人が定数となっております。

○仲村未央委員 そのうちの正規職員というのは何名

ですか。

○安里克也学校人事課長 申し訳ございません、今、

詳細な数字を手元に持っておりませんので、後ほど

資料で提出させていただきたいと思います。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲村委員から、当初見込みの全体

数とそのうちの正規、非正規職員数が分から

ないと、質疑ができないとの指摘があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

安里克也学校人事課長。

○安里克也学校人事課長 教職員の休職ですとか、定

数の配置につきましては、月の途中であったりです

とか、いろいろ数字が動くものですから、大変申し

訳ございません、何人でというところでは、ちょっ

と今お答えしづらいところであります。

○仲村未央委員 すみません、当初予算で何人の正規

職員を採用する予定で予算を組んだかということで

すけれども、途中で動く前の最初の予算の話をして

るんですね。

○安里克也学校人事課長 先ほど定数ということで、

１万800人余りの数字をお答えさせていただきました

が、年度当初に配置予定の人数といたしましては

9653人で、これは令和４年５月１日時点の数値であ

ります。正規任用職員数といたしましては7838人と

なっております。

○仲村未央委員 では、この予定していた最初の

9653人から7838人を引いた数が、いわゆる非正規、

臨時等々であるという認識でよろしいですか。

○安里克也学校人事課長 差引き全てが臨任、非正規

ということではなくて、非正規職員といたしまして

は1656人となります。

○仲村未央委員 じゃ、この1656人のうちの定数内の

臨任というのは何名になりますか。聞きたいのは、

いわゆる臨時というと、病休とか産休・育休の代替

という形で入るというのが通常の臨時職員ですよね。

ただ、そうではなくて、そもそも担任でとか、その

ことを想定して定数内で臨任とした数というのは何
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名ですか。

○安里克也学校人事課長 小中学校を合わせまして

757人となっております。

○仲村未央委員 757名の方々というのは――例えば

先日の本会議で聞いたときに、学級の担任での正規

率が75.6％、特別支援学級で63.9％、それぞれ４人

に１人が臨時、あるいは３人に１人が臨時というよ

うな状況ですけれども、こういった学級担任で、そ

もそも正規で採用していない人たちというのは、こ

の757名と理解してよろしいんですか。

○安里克也学校人事課長 担任、それから担任以外を

含めて、合計が757人となります。

○仲村未央委員 もともとこの全ての担任教諭、これ

を正規でやらないというつもりでこの予算を組んで

いるというのは、どういう理由なんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 当初予算における職員の給

与費につきましては、定数で積算をいたしておりま

す。

○仲村未央委員 もう一度聞きますね。皆さんは、最

初9653人を採用していて、それで、そのうちの正規

が7838人ですと、臨時が1656人ですと。ただ、いわ

ゆる産休・育休代替とか病休代替ではない正規の担

任――正規のというか、本来の担任として757名ぐら

いの方がいわゆる定数内の臨任、本来は担任とか、

常時その場所におられる方々が757名いるということ

で、この方々は、そもそも誰かの代替でいるんじゃ

なくて、学級担任として求められている757名ですか

ら、なぜこの人たちは最初から正規で採用すること

にならないんですかということを聞いているんです

けれども。

○半嶺満教育長 今お話のあった、必ずしも担任とこ

ちらが指定してるわけじゃなくて、学校の中で教員

の配置はしていきますので、こちらがそもそも担任

の臨任ということで想定してやってるわけではない

んですね。基本的に、採用された方々が学校に配置

されたら、校長がその配置をしていきますので、そ

ういった状況がございます。

○仲村未央委員 もう一度聞きますが、この間の本会

議の答弁の中では、学級担任で４人に１人が臨時、

それから特別支援学級で約３人に１人が臨時という

ことだったんですね。だから、圧倒的に今言う、恐

らく757名に相当する方々が、本来ここに入っていく

担任として、正規の職員でね、担当すべき場所に収

まる人たちだと理解をしてるんですね。それがさっ

き言った定数内の臨任に相当する757名だと思うんで

すけれども、その方々は、どうして初めから正規の

職員として、教員として採用しないんですかという

ことを聞いています。

○半嶺満教育長 今、採用計画に基づいて我々、毎年

300名から350名を採用しておりますけれども、採用

してもまだまだこの定数を満たすまでには至ってな

いという現状があって、今の定数内臨任の数がある

わけですね。それで、基本的には採用数を増やして

いって、その定数内臨任を正規の職員に置き換えて

いくということをしなければ、学校に定数内欠員が

ありますので、どうしても――例えば、特に小学校

は担任の先生方が多いですので、担任の先生方が臨

任で仕事をしなければいけない状況が出ているとい

う状況です。

○仲村未央委員 本来は定数内臨任の方々というの

は、本来正規で採用したいけれども皆さんが求めて

も、その正規の人たちが来ない、採用できないとい

う、そういう意味の757名が定数内臨任という立場に

今あるということですか。

○半嶺満教育長 今、正規率を高めるためにですね、

今言ったこの欠員をできるだけ減らしていくと。そ

のためには正規の職員を採用していかなければいけ

ない状況がありますので、その採用がまだそこに追

いついてないので、その定数内臨任がまだ存在して

いるという状況です。

○仲村未央委員 追いついてないという理由がよく分

からないんですね。つまり、皆さんが採用試験をし

て合格に至らないから、757名も定数内臨任が生じて

しまうのか。それとも最初から、さっき言った9653名

中7838人がいわゆる正規の採用ですよね、皆さんの

正規の配置。本当はそれにプラスして757名来たら取

ろうと思っているんですか。どういう状況がこの

757名の定数内臨任なんですか。

○半嶺満教育長 今、例えば700名の欠員があるとい

うことでそれを埋めるために採用試験をやるわけで

す。採用試験をやりますけれども、一気に700名を採

ることができなくてですね、それはもう不可能です。

例えば、その年に700名を採用するというのは非常に

不可能な状況があります。つまり350名採用してもで

すね、退職者もいますので、その分に行きます。

350名が純粋に増えるわけではありません。350名採

用しても退職者がいますので、実際に増える数は

350名から減るわけですね。そうするとそれを採用し

ても、700名に行くためにはある程度の年数がかかる

わけです。ですから、今、欠員が700名いますのでこ

の年に一気に700名を採用するということは、非常に

難しい状況があります。
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○仲村未央委員 沖縄県はこの間やったとおり、少な

くとも文科省が調査して13年間ずっと正規率がワー

ストなんですね。全国平均よりも10ポイント以上下

回って81％とかなんですよ。だから、皆さんの人事

採用計画はもちろん退職者を補って、途中退職もあ

るかもしれないというのを見込んで、本来は正規の

職員をつくっていくという計画になっていればです

ね、こんな13年も――あるいはもっとそれ以上前か

らだと思っているんです、調査で明らかになってい

るのが13年間ですから。こんなに長いこと、この757名

もの規模のね、本来は担任をすべき先生たちが非正

規のままであるということの事態は非常に長くこの

採用計画がうまくいってない、かかり過ぎなんじゃ

ないですか。

○半嶺満教育長 御指摘のとおり、平成23年度に我々

は改善するための計画を立てて、採用をしてまいり

ました。それが350名の数であります。これが本会議

で申し上げましたとおり、この間にですね、我々の

想定を超えた生徒が増えているという状況と、特別

支援学級が増えている状況がございまして、それを

見越してさらに改善計画をしていかなければいけな

い状況です。ちなみに、この特別支援学級は平成28年

度に条件を緩和しました。１人でも１つの学級がで

きるように緩和しました。平成27年度と令和４年度

を比較すると、1000クラスの特別支援学級が増えま

した。つまり、1000クラス増えたということは1000名

の教員が必要なっていきます。ですから、我々当初

350名で毎年採用していくと――厳しかった正規率を

改善していこうということで計画をつくって、マッ

クスの350名を毎年採用しているんです。ところが、

今話したようにそれを超える特別支援学級1000クラ

スという需要が出てきたものですから、それをなか

なか今埋め切れないという厳しい状況があります。

それで、今改めてこの特別支援学級の増加も踏まえ

て、新たな採用の改善計画をつくらないといけない

状況にあって、目下取り組んでいる状況であります

が、我々が想定してこの350名のマックスを採用すれ

ば埋められるだろうというふうな改善計画が、この

特別支援学級がこれだけ増加したことによってなか

なか達成できていないという現状が今ございます。

○仲村未央委員 今おっしゃるマックスが350名とい

うのと、先ほどの明らかに担任なり、定数内臨任で

足りてない757名との間でも２倍ぐらいの違いがある

んですけど、これはどういうことでしょうか。なぜ

マックスが350人なんですか。

○半嶺満教育長 例えば、採用しますと１年間初任者

研修というのがございまして、その初任者研修を実

施するためには、ある一定の学級数がないといけな

いという制限がございます。その方に指導教諭をつ

けないといけないんです。さらには非常勤講師もつ

けないといけないという状況が生まれてきます。そ

うしますと、実は採用しますと、さらにまた、補充

の教員が必要になってくるという現状が生まれます。

今、教員不足ですので、採用すれば、それにその研

修を補うための代替の臨任が必要となってきますの

で、さらにそれを埋めないといけないという厳しい

状況もあります。いずれにしても採用するためには、

その初任者研修を受けるそのためには、ある一定規

模の学校が必要であると。したがって、それを考え

たときに我々が採用できるのは350名がマックスです

と。これを超えて400名も採ると逆に学校現場に負担

をかけてしまいます。初任者研修をしますので、そ

の方は授業を抜けて研修をする。その際にその抜け

たクラスも見ないといけない状況があります。様々

な状況が出てきて、それをあまりにも多くの採用を

してしまうとですね、逆に学校現場に負担をかける

という状況もありますので、我々が採用できるのは

350名だということで想定して、その人数を採用して

きたというのが今の現状であります。

○仲村未央委員 では350人が皆さんがおっしゃる今

マックスだということになるとですね、大体今の先

ほど担任でも最低、定数内臨任で757名規模足りない

ということが改善される見通しというのはあと何年

後ですか。

○半嶺満教育長 申し訳ありません。

目下ですね、そういう様々な新たな状況も踏まえ

て、改善計画をつくっているところであります。

昨年度に比べて、今年度は60名増やしました。そ

の増やすためには、いろいろ工夫をしないといけな

いと思います。例えば話ししました初任者研修の在

り方ですね。つまり、ある程度学校規模であったり、

その体制を整える必要があるということがあります

ので、その辺も少し改善しながら、できるだけ採用

者が増やせるような状況をつくりながら、今後は今、

計画しているものよりもさらに採用数を増やしてい

くということをしなければいけないかなというふう

に考えて、目下その辺の改善計画を策定中でありま

す。

○仲村未央委員 その計画はいつまでに策定されます

か。

○半嶺満教育長 申し訳ございません。

今即答はできませんが、確認をしているところで
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ありますので、でき次第またお答えをさせていただ

ければと思います。

○仲村未央委員 ぜひ、これから当初予算はまたこの

後の議論であると思いますけれども、やっぱりこれ

だけ長いこと、全国こういうのは断トツとか言わな

いと思うんですけれども、かなりの、ちょっと次元

が違うというぐらいの低さで、ワーストでこの間、

何十年と正規率が低いという中で、やっぱり計画的

な採用がどうなっていくのかというところが、この

時点でもなかなか出てこないというのは、非常に深

刻だなと思っているんですね。ですので、先ほど研

修の話もありましたけれども、現場の先生たちの話

を聞いていると、初任研の補充もいない。それから、

先生たちの研修所に出かける研修を補う、本来は教

員が必要なんですけれども、その補充も確保できな

いまま、研修もしながら担任も持ってということで、

もう１人で２倍もの業務量を抱えながら、もう疲弊

をしているという状況がどんどん聞こえてきますよ

ね。ですので、通常以上の研修――今採用を増やせ

ば、もちろんその補充も必要だということで、また

さらに必要だということが今教育長のおっしゃるこ

とですから、当然それも見込んで、見込んで、見込

んでっていうことで、やっぱり見通しを持ってつくっ

ていただきたいし、今まさに、この補正の減額になっ

ている部分ですけれども、次の予算の中で、その辺

の対応がどう出てくるのかというのは、非常に大き

なことかなと。予算の問題ではないということが、

この間の教育長の認識のようですので、であればな

おさら、そこを――大学生の辺りからはなぜ足りな

いのにたくさん採用してくれないんだ、落とされる

んだという声のほうがよっぽど大きいので、そこら

辺分かるような説明も含めて示していかないといけ

ないのかなと思いましたので、ぜひそこはスピード

アップして取組をしていただきたいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 仲村未央委員の質疑は終わりまし

た。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 もう最後のほうですから、ほとんど

出尽くしておりますけど、聞けるところを聞いてい

きます。

補正予算の説明資料全体版からですけど、５ペー

ジ、基地対策調査費。韓国の調査がコロナの影響で

11月に行ってきたということでありますけど、これ

までの調査――いわゆるヨーロッパ、ドイツ辺りも

行ってきていると思いますけど、何か国行ってきて

いるのかな。国名を言っていただきたい。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県のほうでは平成29年度と平成30年度におきまし

て、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスのヨー

ロッパ４か国の調査を行い、令和元年度はヨーロッ

パ以外の地域におきまして、米国と地位協定を締結

している国の状況を確認するため、フィリピン、オー

ストラリアを調査しております。

以上でございます。

○平良昭一委員 各国をいろいろ調査をしております

けど、今後どういう調査をしていくのかな。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 平成29年度から関係

国の調査を行ってきたわけですけれども、新型コロ

ナの影響を受けまして、さっき午前中の質疑でもあ

りましたけれども、韓国の調査だけが実施できてお

りませんでした。できるだけ早期に調査をしたいと

いうことで考えていったわけですけれども、昨年11月

にようやく調査をすることができたということであ

りまして、県の他国の地位協定の調査というのは韓

国の調査で一旦終了ということで考えております。

○平良昭一委員 これまでいろんなところ行ってき

て、韓国である程度は調査を終了すると。今後どう

する。ただ行ってきただけか。地位協定の調査に基

づいてどういうような対応を今後やっていく予定で

すか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 平成29年度からヨー

ロッパの調査を開始して以降、いろんな面で日米地

位協定の問題点というのが明らかになってきたと

思っております。今後は、地位協定の問題点をさら

に明確化した上で、もちろん県のホームページ等々

で調査結果を公表しながら、それからいろんな資料

を公表しながら、地位協定の見直しの必要性につい

て、全国に理解を広げるための行動につなげていき

たいということで考えております。

○平良昭一委員 当然この調査を中心にしながら、新

しいステージに移っていかないといけないわけです

よね。当然、知事がそのものを全国知事会、あるい

は国等への調整をしていかないといけなくなるわけ

ですので、今後はその予算もしっかり取りながらやっ

ていくおつもりではあるんですよね。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

午前中もちょっと答弁させていただきましたけれ

ども、今回我々はドイツ、イタリア、ベルギー、イ

ギリスの調査、韓国も含めて調査をしまして、まず

国内法の適用はどうかですとか、管理権、訓練、演

習、航空機の事故の扱いといったようなところまで、
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かなり突っ込んだ調査をしております。この間、全

国知事会においても、この問題点というのは取り上

げていただいておりますし、それから日米地位協定

の問題というのは沖縄県だけの問題ではなくて、基

地が所在する県においては、管制圏とかいろいろ問

題を抱えております。そういった問題点を引き続き

全国知事会、それから渉外知事会のほうでも取り上

げていただくと同時に、知事がトークキャラバンと

いうものをやっております。沖縄における基地問題

だけではなくて、この地位協定の問題についてもこ

のトークキャラバンで取り上げまして、国民に対し

て訴えていきたい、引き続きそういった取組をして

いきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 恐らくこれだけ調査したのは沖縄県

だけですよ。そういうしっかり調査をしたものを実

現させていくような努力を今後していただきたいと

思っています。

続いて６ページの県有施設整備基金積立金、約15億

円積立てする理由を聞かせてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

県営施設整備基金は、県有施設の整備資金に充て

るための財源を確保するために、県有の土地または

建物の売払い代金の全額及び県有の土地または建物

を貸し付ける２分の１以内の額を積み立てることと

しております。今回の補正の15億なんですけども、

与儀にあります旧那覇市民会館敷地を那覇市へ売却

したことで約11.8億円。それと名護にあります旧森

林資源研究センター――前回、一部ですね、先に名

護市のほうに売り払って、今、最近の報道では博物

館がプレオープンしたというふうに伺っていますけ

ども、残りの土地をまた名護市のほうに売り払うと

いうことで2.5億円を計上しているところでございま

す。

○平良昭一委員 今回、那覇市民会館の売却というこ

とでありますけど、ここ３年間、どれぐらい実績あ

る。いろいろ本会議の中で県有地の売払いは積極的

にやるべきだと、利用されてないところはやるべき

だというような議論もしていたので、ここ３年間の

ある程度の実績を知りたい。

○又吉信財政課長 お答えします。

最終予算で申し上げますと、令和４年度２月補正

後ですね、24億5800万、令和３年度が13億6300万、

令和２年度が８億9500万というふうになっておりま

す。

○平良昭一委員 今後、県有地をある程度売り払うと

なると、そこの基金に積み立てるという考え方でい

いのかな。

○又吉信財政課長 お答えします。

先ほど申しましたけども、基金条例で、県有地を

売り払った場合、建物もそうなんですけども売り払っ

た場合は、全額ここの基金に積み立てるというふう

になってございます。

○平良昭一委員 分かりました。

次に８ページ、これちょっと聞き漏らしたんです

けど高等学校等就学支援金事業の概要と、この６億

円の減額というのは一体どういう理由なの。

○山内昌満総務私学課長 高等学校等就学支援金事業

についてですが、こちらは私立高等学校等に通う年

収910万円未満の世帯に属する生徒を対象に、保護者

の収入に応じた授業料の支払いを行う事業となって

おります。生徒の人数につきましては、当初予算の

見込みで約２万5000人の生徒さん、それの授業料、

原則的にほぼ全額という金額になりまして、当初予

算ではその総額として45億余り計上しておりました。

今回の補正の内容につきましては、対象者数が当初

見込みを約4600人下回るということに伴いまして、

それに見合う授業料、今後の所要額を確認しました

ら、今回の補正で６億4750万1000円の減額補正を計

上しているところです。

○平良昭一委員 これ私学だけで、これだけが減額な

るというのは相当見込みが甘かったと言わざるを得

ないと思うけど、どんなね。45億の中の６億も。

○山内昌満総務私学課長 対象につきましては、全日

制の高校以外に広域通信制高校ですとか、あるいは

専修学校の中でも高等課程、中学卒業で進む課程が

ありまして、そちらのほうも対象になっております。

今、人数が多い部分については、例えば、沖縄県に

本校を置きます広域通信制高校の生徒数で言います

と、令和３年度が２万3455名、令和４年度が見込み

ですが２万1891名ということで、その生徒さんの数

が多いと、その数に応じた授業料の額が多いという

ことでこの額になっております。

○平良昭一委員 確かにこの通信高校というのは最近

増えているからね。計算しづらいことは分かるんだ

けど、しかし、45億の中で６億を当初予算から見込

みが甘かったというのは、今後もこれが続いていく

となると、予算を立てるときに大分困るんじゃない。

どんなですか。抜本的に見直すような状況も必要に

なるんじゃないかな。

○山内昌満総務私学課長 おっしゃいますとおり、大

変、通信制高校の見込みというのが難しいのがあり

ます。例えばで言いますと、令和元年から２年にか
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けて5000人プラスになって、令和２年から３年にか

けて2700人ということで、大きい数から減ってきて

おります。令和４年度については、見込みですが令

和３年度に比較して1500人減という見込みで、今、

これまでかなり増えてきた状況から、だんだん伸び

幅が小さくなっていくというところで、その推移を

見ながら、当初予算については――授業料の支援と

いうことで不足があってはならない額ですので、当

初予算ではまた不足が生じないように、かつできる

だけ不用が少なくなるような額でということで、しっ

かりと慎重に予算計上してまいりたいと思います。

○平良昭一委員 大変、計算しづらいような――

5000人だったところ、また2700人になったり、それ

だけ半減されるような状況になるというのはかなり

苦しいような状況だと思うけど、しかしこの辺やっ

ぱりきめ細かにしないといけないし、通信高校だか

らといって無視するわけにもいきませんからね。今

後また検討していきましょう、これも。

24ページの農業集落排水事業。補助金相当額を国

に返還、どういうことですか。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

事業主体は金武町だったんですが、平成28年度か

ら平成30年度にかけまして、農業集落排水において、

資源循環施設と言っているんですけど、これ堆肥を

つくる機械です。堆肥をつくる機械の中に汚泥量調

整機構という、これも一つの機械の名前なんですが、

汚泥量を減量する機械があるんですが、それを設置

することとしておりましたが、会計検査の結果、こ

の汚泥量調整機構を設置する必要性がなかったとい

う判断がありまして、金武町はこれに係る補助金を

返還するということになり、総額で8321万9131円、

国庫及びこれは県費も含まれていますので、今回計

上したのは国庫分の7133万685円となっております。

以上です。

○平良昭一委員 余分なものをつくったということ。

○島袋進農地農村整備課長 余分なものというよりも

必要性はあったんですが、設計上見つかった仕様と

かですね、そういった設計上の考え方がやはり適切

ではなかったという指摘を受けています。

以上です。

○平良昭一委員 それで国庫負担分だけを返還して、

機能的な問題というのは維持されているわけね。

○島袋進農地農村整備課長 今、事業がまだ完成した

ばかりで、まだ動いていないんですが、今後使うと

いうことで金武町とは調整しております。

○平良昭一委員 金武町の返還分と、これは県の返還

分だよな。金武はどれぐらいあるの。

○島袋進農地農村整備課長 補助率が国が75、県が

12.5、町が12.5ですので、町も県に返還する同額の

1188万446円となります。

○平良昭一委員 分かりました。

次に、31ページ。これも先ほど出たんですけど、

この特別高圧の契約者の問題でありますけど、この

事業概要はある程度分かりましたけど、国の支援対

象外を県独自で支援したこと、これは非常に評価し

ていいと思います。ただですね、４月からまた電気

料金が上がるということがもうある程度確定をして

おりますが、この業者に対してその後の対応はどう

する。

○比嘉淳産業政策課長 今回の本補正に上げている事

業については、１月から３月までを２月補正で上げ

ているんですが、４月以降は、令和５年度の当初予

算の中で事業を進めていこうというふうに考えてい

ます。

○平良昭一委員 これ、39．何％と沖縄電力が上げる

というような状況の中で、相当な高額のまた負担に

なるわけですよね。それを、今のような状況の中で

同じようなサポートをできるかというと、どうかなっ

て、ちょっと僕も自信ないんですけど、皆さんの考

え方としては、いわゆる国の対象外だったものをサ

ポートしてあげたということは、一時的なものであ

るのか、今後も同じような支援の策をやれるのかと

いうのは、やっぱりちょっと気になるわけよ。その

辺を、県の総合的な考え方としてどう思っているか

なと。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

今回補正、そして令和５年度の当初で上げており

ますのは、委員おっしゃるように、国の支援の対象

とならない特別高圧受電契約への県独自の補助事業

ということで進めてございます。あわせまして、今

年１月には、緊急的な対策としまして内閣府の担当

大臣、あと経済産業大臣のほうに、さらなる支援の

要請というものも行ったところでございます。それ

を見ながらということになりますけれども、今後の

対応としましては、まずその現在の電気料金の高騰

につきましては、ロシア・ウクライナ情勢の影響で

ありますとか、あと為替レートの円安の進行という

ところが、その世界的な燃料価格の上昇に起因する

ものとなってございますので、まずはここの推移を

注視していくというところで考えてございます。

あわせまして、先ほどおっしゃっていた39％余り

というところは、沖縄電力さんの値上げの申請とい
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うことでございまして、そこはまた経済産業省のほ

うで審査をしているという状況ですので、そこの審

査の推移を見守る、注視をしていくということにな

ります。さらにということになりますが、県から、

先ほど申し上げました国に対する要請がどのように

なるのかという対応を見極めるということと、あと

国政の場におきましても追加支援の議論がなされて

いるということもございます。

あと、国の激変緩和措置が１月から入っています

ので、そこの状況も見極めていくというような、こ

のようなことをいろいろと注視をしながら、県民、

そして県内産業に与える影響を見極めながら、把握

しながら、あと支援ニーズも把握しながら今後どう

していったほうがいいか、さらなる支援が必要かと

いうところも含めて検討していきたいというふうに

考えております。

以上です。

○平良昭一委員 こういう方々を参考人招致というこ

とでお呼びをするような予定にもなっていますので、

やっぱり、皆さんが独自にやってくれたというのは、

声を聞いてみると非常にありがたかったということ

でありますけど、これはあくまでも１月から３月ま

でのものですから、今後、国がどういう支援をして

くるかどうかも分からない――全くやらないかもし

れない、今のような状況かもしれない。そうなると、

これまで皆さんがやってきたことに対して、業者の

皆さんが頼ってくる可能性もあるわけですよね。だ

から、そういう面では、議会もそういうことを聞き

ながら今後の対応をしていかんといけないなとは

思っていますので。これはよく分かりましたので、

今後の課題としていきたいと思っています。

最後に、37ページ。先ほど出ていましたけど、高

規格ＩＣアクセス道路整備事業。これは2026年に完

成ということでありましたけど、前に聞いたかどう

か分かりませんけど、このインターはスマートイン

ターなのかフルインターなのか、この辺は決定して

ますか。

○砂川勇二道路街路課長 インターチェンジの形式と

しましては、フルインターチェンジでございます。

○平良昭一委員 この沖縄自動車道のインターチェン

ジの問題は、いろんな地域から要望があるわけです

よね。そういう面では、このフルインターというこ

とになりますので、今後のインターチェンジの構想

とかは、県のほうで今の段階で考えているか。

○砂川勇二道路街路課長 今のところ、ハシゴ道路ネッ

トワークに位置づけられているというインターチェ

ンジがございまして、まず沖縄市の池武当インター

チェンジについては今年度、周辺道路も含めて都市

計画決定をいたしておりまして、令和５年度に連結

許可申請を国土交通省に対して行っていくというこ

とで今、取組を進めているところでございます。そ

のほかで言いますと、中部東道路――普天間基地を

横断する道路なんですけども、普天間基地にかから

ない部分、中城側にインターチェンジも計画されて

おりまして、その辺りにつきましては今、新しいデー

タで交通量推計等を行っているという状況でござい

ます。そのほかで言いますと、104号線に関しても要

望がございますし、あと喜舎場のスマートインター

チェンジのフル化等も地元市町村から要望がござい

ます。この辺りにつきましては米軍基地用地も絡み

ますので、慎重に検討していく必要があると考えて

いるという状況でございます。

○平良昭一委員 やっぱり、この自動車道の沿線に関

しては、非常にこの市町村というのは関心を持って

いるようなものがありますので、取りあえず今、４つ

は県の中で構想があるということでよろしいですね。

○砂川勇二道路街路課長 今申し上げました４つに関

しましては、地域からの要望等もあるというもので

ございまして、それ以外にも要望自体はあるにはあ

りますので、うるまインターチェンジとか、その辺

りは今後の検討課題として取り組んでいくことにな

ります。

以上でございます。

○平良昭一委員 終わります。

○比嘉瑞己委員長 以上で平良昭一委員の質疑は終わ

りました。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 それでは、27ページの111番、そし

て、ついでに115番をお願いしたいんですが、よろし

くお願いします。

まず、111番の産地パワーアップ事業、これが２億

余りから補正後290万で、２億余りが今回補正減とい

うことになっていますけれども、まず内容をお聞か

せいただけますか。

○久保田一史園芸振興課長 事業のほうの説明から少

しさせていただきたいと思います。産地パワーアッ

プ事業は、園芸品目などの産地が高収益な作物、栽

培体系への転換を図るための農業機械のリース導入

や生産資材の導入などを支援する事業であります。

これは２分の１の支援となっております。この事業

につきましては、国において毎年度補正で計上され

るハード事業予算と、全国団体にそれぞれ都道府県
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枠として基金に積まれておりますソフト事業の予算

の２つがあります。今回の減額補正につきましては、

既に沖縄県枠として全国基金に積まれていますソフ

ト事業予算の受入れに係るものでございます。当該

事業の予算については、事前の市町村、団体などへ

の事業要望調査に基づき計上しているところでござ

います。令和４年度につきましては、要望調査に基

づき、補助金として２億608万5000円を当初予算とし

て計上しておりましたが、事業計画の調整を進めて

いく段階で新型コロナウイルス感染症の感染拡大、

また、資材高騰などの影響による農家の先行きの不

安、また、地域での事業として成果目標の達成とい

うのがありますので、その成果目標の達成に向けた

調整が整わなかったことなどから、次年度以降への

先送りや取下げなどがありました。また、事業化の

調整も進めるに当たり、事業規模だったり、産地が

要望する事業メニュー、また目標を考慮して、採択

要件が合致するのであれば、より補助率の高い、事

業への変更を行ったこともありまして、今回減額補

正という形になっているところでございます。

以上です。

○仲宗根悟委員 こちら、聞き取りで聞きましたら、

資材購入費には２分の１の助成をされるというよう

なお話でした。今の答弁の中には、補助率がいいメ

ニューがまた別にあるのかな、それに移行して、こ

のパワーアップ事業そのものが使われなかったのか

なというような印象なんですけれども、それでよろ

しいのかな。

○久保田一史園芸振興課長 施設整備、資材導入等と

いうことで、ほかに事業の近いものがありますが、

ただ目的等、いろいろその事業メニューで違います

し、規模要件等が違いますので、その辺は関係団体、

農家さんと意見交換で事業調整を進めながら選択し

ていくという形になります。もちろん、委員のおっ

しゃったとおり、２分の１ということで、少し厳し

いかなという農家の意見もあることは聞いていると

ころでございます。

○仲宗根悟委員 本会議の一般質問の中で、農家の燃

油高騰、あるいは電気料の高騰を受けてどういうふ

うな対策があるかというふうな答弁の中にも、この

電照菊辺りの花卉農家の電気料金か、そういう影響

ではこのＬＥＤ電球などの購入資金にこのパワー

アップ事業を活用しているというような答弁もあっ

たんですけれども、ただ、残念なことに、この300万

もないような状況で、果たして農家さんはこういっ

た電気料金の影響でパワーアップ事業を活用してい

ますよと言えるだけの金額なのかなと思ったりもし

たもんですから。ただ、ＬＥＤ電球でいいますと、

花卉栽培ですよね。花卉栽培のところは、今は二大

組合なのかな、花卉園芸組合ですとかありますよね。

そういった形で組合で支えているとかいうようなこ

ともあるのかなと思って、それだとしたら、もっと

タイアップして使い勝手のいいような、２分の１を

もっと緩やかにできるのかなと思ったりもするんで

す。その辺のもっと活用できるような方法っていう

んでしょうか、構築すべきじゃないのかなと思うん

ですが、その辺はいかがでしょうか。

○久保田一史園芸振興課長 事業を有効活用していく

段階で、２つほど課題があって、１つは、おっしゃっ

た周知の部分ということで、まず我々としては、周

知ということで説明会の実施であったり、この事業

に関しては、実は去年の３月から毎月、関係団体、

市町村等に要望がないですかというのを告知をして

いる状況でございます。そして、もう一点というの

は、やはり成果目標をしっかり達成できる計画をつ

くることになると思いますので、この辺りに関して

は事業実施団体――例えば、花であればＪＡさんと

か花卉農協と、また連携を取りながら、その地域が

しっかりと達成できるような目標を選択していくと

いうことは、連携を取りながらしっかりやっていく

予定としております。

○仲宗根悟委員 情報提供も少し不足なのかなと思っ

たりもしたんですけども、今のように連携を取りな

がら説明会も行っていると。そして、組合辺りから

も農家には伝わっているんだけども、まだ使い勝手

が悪いのかなと思っていますので、その辺のところ

は先ほども申し上げたように、使い勝手のいいよう

な仕組みづくりも必要ではないのかなというような

思いがしました。頑張っていただきたいと思います。

すみません、あと115番お願いします。特殊病害虫、

ウリミバエ、ミカンコミバエの事業なんですけれど

も、以前も聞きましたけど、根絶しているんじゃな

いの、そんなまた事業が必要なのと言ったら、必要

だというようなお話でした。このウリミバエ、ミカ

ンコミバエ、これはたしか復帰と同時にスタートし

た事業だと思うんですよね。これが、20年かかって

根絶にこぎ着けたというような内容だったのかなと

記憶をしているんですけども、その辺のところの経

過ですとか、根絶した後の今日までどういった予算

の使い方がされているのか、ちょっとその辺説明で

きますか。

○能登拓営農支援課長 お答えいたします。
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ウリミバエ、それからミカンコミバエにつきまし

ては、復帰後、園芸品目を本土に出荷をする非常に

大きなネックになっておりまして、これの根絶に県

を挙げて取り組んでまいりました。その結果、ウリ

ミバエ、ミカンコミバエともに根絶は達成をしたと

ころなんですが、やっぱりこの東南アジアなり、大

陸に非常に近いというこの地理的特性、かつ、亜熱

帯気候ということで、ほぼ毎年、ウリミバエなり、

ミカンコミバエの海外からの侵入というのが継続を

してございます。これがまた再定着してしまいます

と、マンゴーですとか、ゴーヤーですとか、沖縄の

主要な園芸品目の県外出荷ができなくなってしまい

ますので、これを防ぐために、ウリミバエにつきま

しては不妊虫の放飼を継続をしております。それか

ら、ミカンコミバエについては、テックス板と言い

まして、誘引剤と殺虫剤を混ぜた板を、県内にかな

りの数を配置しまして、誘殺、それからトラップで

回収をして、再侵入の状況を常にモニタリングをし

ているというような状況でございます。定期的にこ

の侵入はあるんですけれども、最近で申しますと、

昨年来、石垣島のほうに侵入したミカンコミバエの

根絶にかなり時間を要して、地元のほうには大変御

心配もおかけしたところですけれども、何とかこの

対応もできたというようなところです。またこういっ

た状況が各地で継続もしていますので、この事業に

ついては再侵入防止といった観点で継続が必要だと

いうふうに考えております。

○仲宗根悟委員 この根絶事業によって、県外への出

荷が可能になった作物があると、それでの事業効果

としては物すごい効果を上げてきたというのは私た

ちも思っています。ぜひ頑張っていただきたいと思

います。ただ、この特殊病害虫特別防除事業そのも

のというのは、このウリミバエやミカンコミバエに

特化した事業なのか、あるいは、まだまだ根絶しな

くちゃいけない病害虫、アリモドキゾウムシですと

かいうようなものがあるんですけれども、それとは

違うのかな。

○能登拓営農支援課長 本事業で、ウリミバエとミカ

ンコミバエの継続の対策を行っているという部分と、

あとは紅芋などの重要な害虫でありますイモゾウム

シ、アリモドキゾウムシの根絶に向けても取り組ん

でいるところでございます。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。終わります。

ありがとうございました。

○比嘉瑞己委員長 以上で仲宗根悟委員の質疑は終わ

りました。

上原章委員。

○上原章委員 お願いします。

ちょっと再三同じようなところで恐縮ですけど、

31ページの131番、特別高圧受電契約事業者支援事業。

この対象の事業所というのは、業種をちょっと教え

てもらえませんか。

○比嘉淳産業政策課長 今回の本事業の対象となるの

が、商業施設、工場などを含めて55件を見込んでお

ります。今回の事業は、１月から８月までの電気使

用量に対して、１キロワット当たり3.5円、それから、

９月以降は1.8円を予定にしているところなんです

が、業種については製造業であったり、それから小

売、卸売業、それから宿泊飲食業、それから医療福

祉、それから企業局等も含めて今回の支援対象とし

ております。

○上原章委員 県内の大きなデパートとかいったとこ

ろまでも入るわけですか。

○比嘉淳産業政策課長 委員おっしゃるとおり、デ

パートとかそういう特別高圧を使うところに関して

は、例えばモールであったりとか、そういうところ

も対象としております。

以上です。

○上原章委員 分かりました。

今回、国の対象外ということで、４月以降もしっ

かりやっていこうということを、先ほど来質疑を聞

いて、国にも求めていると。それで今回、この電気

・ガス価格激変緩和対策で、特に各個人の世帯や企

業も、電気料、またガス等を、国も今年９月までしっ

かり軽減していきたいと、そこまでに物価が収まれ

ばいいんですけど、その後はまたしっかり支援して

いく形にもなろうかと思うんですが、ＬＰガスにつ

いては対象外になっているんですね。また、沖縄県

はＬＰガスが、プロパンガスの世帯が多いんですね。

その辺の支援については、県はどう考えていますか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

まずＬＰガスの料金高騰につきましては、国の総

合経済対策において、ＬＰガス事業者のコスト低減

及び経営体質の強化を図る小売価格低減に資する石

油ガス配送合理化補助金というのが国の支援であり

ます。他方、県では、昨年６月からの補正予算編成

及び11月補正によってＬＰガス料金を含む物価高騰

の影響を受ける事業者に対して、原油物価高対策緊

急支援事業を行うことで、社会経済活動の下支えを

する支援策を現在実施しているところであります。

以上です。

○上原章委員 臨時交付金でやっているということで
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すか。

○比嘉淳産業政策課長 おっしゃるとおりです。

○上原章委員 具体的に県内は何割ぐらいがＬＰガス

ですか。

○比嘉淳産業政策課長 何割と即答はできないんです

が、我々が調べている中では54万1000世帯がＬＰガ

スを使用しているということを把握しております。

○上原章委員 ですから、54万という数字があるとい

うことは――都市ガスは沖縄県はまああることはあ

りますが、何割、これ数字はないですか。

○比嘉淳産業政策課長 申し訳ございません。

今、手元に資料がないので、後ほど必要であれば

提出いたします。

○上原章委員 ぜひ、また教えてください。

全国では４割ですかね、ＬＰだというのをちょっ

と聞いていますので、県内はどうかなと。それと具

体的にどのぐらいの支援を今、県はされているか教

えてください。

○比嘉淳産業政策課長 ＬＰガスの支援なんですが、

国の総合経済対策でＬＰガスの原料となるプロパン

については、ＬＮＧという液化天然ガスに比べて価

格が安定している、それから今後の大きな上昇も見

込んでいないことに加えて、現在１万7000社あるＬ

Ｐガス事業者に通じた直接的な料金軽減対策の執行

は難しいというふうに考えております。

ＬＰガス料金の上昇抑制に向けて、国がやってい

る配送合理化支援を講じているところではあるんで

すが、県としましても国の動向を注視しつつ、県民

及び県内産業に与える影響や支援ニーズ等を把握し

ながら対応していきたいと考えております。

○上原章委員 国はＬＰガスの配送合理化補助金等の

公募というのを今月スタートしているんですね。そ

れは、この２月28日から３月31日まで、第１次、第

２次と受け付けています。こういう情報はぜひ県か

ら関係業界にしっかり発信していただきたいんです

が、いかがですか。

○比嘉淳産業政策課長 おっしゃるとおり、関係する

ＬＰガスの組合であったりとか、そういうところに

ですね、情報を発信してできる限り国の事業を活用

してもらいながら、県民の支援となるように努めて

まいりたいと思います。

以上です。

○上原章委員 全国、多くの都道府県がこのＬＰガス

に対しての国の支援をしっかり求めていると聞いて

いますので、沖縄県はやっぱりＬＰガス世帯が多い

んでですね、これはぜひしっかり実現してほしいと

思っております。

次に21ページ、85番、新型コロナウイルス感染症

受入病床確保事業。この病床受入れの予算、大きな

額でこれまで242億、各医療機関に手当てされている

んですが、今回約８億5000万余りの内容を見ると経

費の不足が見込まれると。結構大きな額をこれまで

――今回第７次補正予算ですけど、それでもこの経

費の不足が見込まれるというちょっとその辺説明し

ていただけないかなと思います。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

これまで当初予算では、国の感染状況であるとか、

国の予算の支援の状況とかがうまく見込めなかった

ところでもありましたので、当初予算においては６月

分までということで３か月分を措置していたところ

です。それから６月補正、９月補正において、それ

ぞれ、その時々の感染状況を見ながら、増額の補正

をお願いしてきたところでございます。これまで９月

補正では12月分までを見込んでいたところなんです

けども、再度３月分までを見込んだときに、この８億

5000万余りというのがやはり不足してくるというと

ころですので、今回補正の予算として計上させてい

ただいているというところでございます。

以上です。

○上原章委員 分かりました。

これまでコロナウイルス感染症対策の当初予算、

約1475億からスタートして、今回第７次、これまで

の予算措置、総額幾らか分かりますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和４年度については当初予算で1281億、これま

での７次に係る補正予算を加えますと、令和４年度

は1804億円となっています。令和２年度からの累計

で言いますと、7101億というところでございます。

○上原章委員 現時点で分かる範囲でいいですけど、

執行率はどうですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和４年度、補正含めた1804億円についてですけ

ども、１月末時点、支出ではなくて負担行為ベース

で申し上げますと、約87％となっております。

○上原章委員 これ執行率が87％ということは、最終

的にこの数字は県としてはしっかり推進してきてい

るということでいいんでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

執行率は各部によってちょっと違ってくるもので

すから、子ども生活福祉部がちょっと執行率が低い

のかなと思います。子ども生活福祉部のほうも執行

率が上がってくれば、全体も上がってくるだろうと
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いうふうに考えております。

○上原章委員 具体的な事業名分かりますか、今の子

ども部。

○又吉信財政課長 子ども生活福祉部のほうで、約

50億ぐらい、執行率は21％となっておりますので、

それが増えてくるともっと上がってくるのかなと

思っております。

○上原章委員 21％という……。すみません、子ども

生活福祉部、担当部長、ちょっとその辺の背景が分

かれば教えていただきたいんですが。

○宮平道子子ども生活福祉部長 すみません、ちょっ

と今、数字の確認をさせていただいた上で、御報告

をさせていただきます。

執行率の向上に努めてまいりたいと思います。

○上原章委員 分かりました。

いずれにしても、このコロナが今後しっかり収まっ

ていくことを願うばかりですけど、予算一つ一つが

非常に重要だと思いますので、しっかり頑張ってい

ただきたいと思います。

終わります。

○比嘉瑞己委員長 上原章委員の質疑は終わりまし

た。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。この４番、

私立専修学校の授業料が今度6300万増額になってい

るんですが、皆さんの資料で126名増加ということで

のものがあるんですよ。この事務の流れをちょっと

教えてほしいんですよ。この対象者の皆さん４月に

入学すると、保護者は学校に授業料を納付するとい

うのがあるんですけど、これ納付して後に保護者に

戻るような形の事業になるんですか、どうなんです

か。

○山内昌満総務私学課長 この授業料等減免につきま

して、入学金と授業料の部分の減免の制度となって

おります。世帯年収に応じて減免率――380万以下と

いうことがあります。例えば、新年度になりまして

新入生の方の入学金の支払い対象になりまして、入

学金と授業料を学校に納めるということが出てきま

す。まず、４月当初については保護者の方が学校に

授業料、入学金が必要であれば入学金を支払うとい

うことで支払っていただいて、その後は世帯年収

380万未満が対象になりますが、これは前年度の所得

の証明ができるような時期にならないと分からな

かったりという事情がありますので、一旦学校のほ

うへ納付していただくと。それから、学校のほうが

県のほうに当初の交付申請をしていただいて、県が

その要件確認をして学校に概算払いをすると、その

時点で対象の保護者の方には県から交付があった分

はお返ししていただくという流れになっております。

以上です。

○當間盛夫委員 その流れなんだけど、これ保護者の

経済的負担の軽減を図るということで、270万未満は

結局全額というね、上限はあるんですけどね。そう

いうことになっているんだけど、これやっぱりそれ

だけの270万以下の皆さんが授業料59万で入学金16万

だとか、学校によってまた違ってくると思うんです

けど、それを払えなくて入学ができないという、そ

の学生さんもいらっしゃるんじゃないですか、その

辺はどうなんですか。

○山内昌満総務私学課長 実際、対応としましては学

校側の対応としましても、対象となる方には一旦払っ

ていただいた上でお返しというよりも、最初から取

らないほうが負担が少ないということで、例えば、

２年次、３年次の場合には前年度対象世帯であった

ということで、もう明らかに対象になるだろうとい

う場合については、一旦納めていただかないで、県

のほうに手続をして県のほうから支払われるものに

ついて、学校のほうが代理受領という形で受け取る

ということで、その辺学校のほうでも工夫されてい

るということは確認しております。

○當間盛夫委員 これどこの事業だ、総務部か。

総務部長、最初が肝心じゃないの。保護者の皆さ

んはね、その軽減策というかこの減免事業というの

があるわけですよね。行かせたくてもやっぱりそれ

だけの準備ができないということになってくると、

やっぱりね、保護者も本人も行きたいということに

なっても、払わないと入れないという事業というの

は、やっぱりちょっと違うんじゃないかなと思うん

ですけど、その辺はちょっとやっぱり学校側も含め

ながらの改善が必要じゃないですか、どうですか。

○宮城力総務部長 今、この事業については一定の所

得以下の方が対象になるということで、その所得要

件を満たしているかというのは新年度に入ってしば

らくしないと分からないという状況がございます。

対象の適否についてほかにどのような手法があるの

か、これは学校も含めて少し研究してみたいと思い

ます。

○當間盛夫委員 ぜひ、その辺は検討してください。

それで断念するという子供たちが出ないようにです

ね、ぜひこの事業があるわけですから――国２分の

１、県分２分の１ということで。ぜひ検討してです

ね、対応していただければというふうに思っていま
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す。

次に移ります。この生活福祉資金貸付事業なんで

すけど、これ見ると償還管理事務費に対する経費、

先ほども言われたように、これはもう去年の９月で

その貸付けの事業は終わっているということなんで

すよね。これから償還に向けての、この事務的な費

用で34億もかけるという、この事務的な内容をちょっ

と教えてもらえますか。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

生活福祉資金の特例貸付けにつきましては、据置

期間が終了した方につきましては早い方から令和

５年１月より償還を開始しているところです。国に

おきましては、生活に困窮されている借受人に対し

てアウトリーチによる相談支援ですとか、生活困窮

者自立相談支援機関などの関係機関との連携を含め

たきめ細かい支援体制の構築に向けて、今後償還期

間――十数年間分ございますのでその間のですね、

債権管理事務費等の費用としまして各都道府県に追

加配分を行ったところでございます。今回の２月補

正におきましては、債権管理事務を行う県社協にお

きまして地区の担当者を増員しまして、市町村社協

や関係機関と連携した相談支援体制を強化する費用

等に主な費用として充当することとしております。

○當間盛夫委員 だから、この内容的なものが34億で

すよ。ほぼほぼ人件費なのか、何かそういう返済す

る分での、またそのシステム的なものに行くのか、

その辺ですよ。社協にそのことがあるにしても、ど

ういう振り分けなのということです。金額的に３億

という話じゃないから。桁が違うから。

○榊原千夏福祉政策課長 ２月補正の内訳でございま

すけれども、主なものとしまして債権管理事務費の

うち、県社協の人員の加配に伴います増としまして

11億1000万――現在15人であります対象職員を16人

増やすということでございまして、令和５年度から

令和17年度に向けて配置するということです。こち

らの人員増の理由といたしましては、市町村社協等

とともに、よりアウトリーチによる借受人への支援

体制を充実させるためと考えてございます。

また、それに伴いまして、業務委託費の増で８億

1164万8000円などが主な内容となってございます。

こちらの業務委託費につきましては、償還免除の申

請件数が当初積算で考えておりました25％から、実

績が40％を超えてございますので、こちらに変更し

たことによる増ですとか、償還残額に応じまして償

還免除の申請のお知らせ等を送付する回数のほうを

増やしたということで、このお知らせを送る際に返

信用の郵送代等を想定してございます。この文書郵

送料の増ですとか、また償還猶予などの制度が入り

ましたことに伴いまして、こちらの周知に係る費用

などを考えてございます。

○當間盛夫委員 人数をどれだけ増やすと言ったの

か。15から16。

○榊原千夏福祉政策課長 15人から31人に、16人増を

予定してございます。

○當間盛夫委員 分かりました。

いや、私は評価するんですよ。この減免の部分を

もう43％こういう形でね、沖縄がこれだけ県民所得

も低いという中でこの貸付けは本当に助かっている

と思うんですよ。そういう形での減免率が上がると

いうのは僕は沖縄にとってはいいというのがあるけ

ど、やっぱりこれからまた償還ね、返せる人はやっ

ぱりちゃんと返さないといけないということはこれ

は大事な部分があると思っていますので、しっかり

とお願いをしたいと思います。

次、あと２つぐらいですので、お願いします。

先ほど上原委員からもあったんですが、この85番

の病院に対するこの８億5000万というのがあるんで

すけど、これ事業的に皆さんからいただいたもので

見ると令和２年から始まっているんですよね。令和

２年から始まってこの令和４年までの累計と、その

医療機関ってどれだけの医療機関があって、どれだ

けこの病床確保に支出をしているのか、ちょっと教

えてください。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

病床確保量の実績についてですけれども、令和２年

からスタートしております。令和２年につきまして

は、実績として約211億5900万円余りで、令和３年度

が約293億8000万円余りとなっております。医療機関

の数につきましては、重点医療機関が27にプラスし

て各年度によって違うんですけれども、クラスター

が発生した医療機関につきまして、令和２年度は７医

療機関、令和３年度は14医療機関がプラスになって

おります。

○當間盛夫委員 病床確保事業でどれだけの医療機関

の数があるかという部分と、これまで２年から４年

までのトータルどれだけの支出があるかということ

を聞いている。

○國吉聡感染症医療確保課長 令和２年度から４年度

につきましては、今年１月末時点までの合計でござ

います。年度ごとに申し上げますと、令和２年度約

212億円、令和３年度約294億円、令和４年度は１月

まででございますが212億円、合計で718億円となっ
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ております。医療機関の数につきましては年度によっ

て違いますが、これまでのトータルの数として――

すみません、医療機関の数についても年度ごとに申

し上げます。令和２年度が29医療機関、令和３年度

が41医療機関、令和４年度が64医療機関になってお

ります。

以上です。

○當間盛夫委員 この64医療機関で、赤字になってい

る病院ありますか。把握しているの。

○國吉聡感染症医療確保課長 申し訳ありません。

赤字などについては、ちょっと数として把握して

おりません。

○當間盛夫委員 県立病院のほうも、この医療機関の

いろんな入院の手続のもので、10億ぐらいでしたか、

その返還がありましたでしょ。

これちょっと内容的なものを教えてください

○與儀秀行病院事業経営課長 この空床確保料のほう

につきましては、各県立病院で自主点検を行いまし

て、それに基づきまして６病院合計で14億2000万円

が過剰請求というふうになっております。

○當間盛夫委員 保健医療部のほうで、じゃ、その他

の県立病院以外の分は、これ該当したところはなかっ

たという認識でいいんですか。

○國吉聡感染症医療確保課長 今、各病院で自主点検

を行ってもらった結果、実数で、県立病院も含めて

延べ31病院が、過大の交付があったということで報

告を受けているところです。

○當間盛夫委員 これ、31となると、これはもう返還

を予定しているのか。返還済みなのか。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

今現在、各病院が自主点検をやって、それから県

のほうでも実地調査に入っております。今後の手続

としましては、実績報告をもう一度出してもらって

再確定をすると。その上で、その差額について返還

を求めるということになりますので、実際の返還を

行うのは令和５年度ということになります。

以上です。

○當間盛夫委員 ありがとうございました。

よろしくお願いします。

では最後、もう一度、これ病院事業局の補正の土

地売却の話なんですけど、今回、皆さんの資料を見

ると、この財産の区分でいろいろとあるらしいんで

すけど、昭和54年に松下電器さんのほうから無償で

受けたわけね。無償で受けたのに、何で糸満には４億

近くで売却するのかが理解できないんですけど、そ

の辺はどう考えていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今委員おっしゃるとおり、この旧南部病院の跡地

につきましては、昭和54年に当時の松下電器産業の

ほうから無償譲渡という形で県のほうに土地の譲渡

があったわけですけれども、これにつきましては一

旦、県のほうの財産ということでありますので、県

の公有財産管理規程等に基づきまして、譲渡のほう

をさせていただいたというところです。

○當間盛夫委員 当初は、この豊見城中央病院さんで

すか、友愛さんがこの建物の撤去をして本来は県に

返さないといけないという事業だったんですけど、

結局この建物を糸満に売却するわけですよね。これ

は、友愛さんから皆さんに相談があったんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 この建物売却につきま

しては、医療法人友愛会のほうから、県に対しても

報告はございました。

○當間盛夫委員 これは契約上、何も問題ないという

認識でいいんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 この報告というのは、

委員が先ほどおっしゃいましたけども、建物につい

ては旧県立南部病院ということで、友愛会のほうに

売却を行ったんですが、その下の土地につきまして

は、友愛会のほうとは、沖縄県病院事業局が、平成18年

から向こう30年間ということで賃貸借契約を結んで

いまして、その賃貸借契約の中で建物を売却すると

か、そういった場合については土地の貸主である県

のほうに協議するという形のもので、そういう報告

があったというところです。

○當間盛夫委員 じゃ、友愛さんが、糸満ではなくて、

ほかの民間業者にこの建物を売却したときには、皆

さんこの県有地の払下げのときには、まずは県での

使い道がないかということをやるわけですよね。そ

れが、県がないということであれば、その地元市町

村にという形になってくるんですけど、もし民間に

この建物が売却されていたら、改めてまた県はどう

するのかという――僕はね、その矛盾点が出てきた

んじゃないかな。今回、あくまでも糸満が買い取っ

たという流れの中で、こういう形になってよかった

なというところもあるんですけど。マイナスという

のは本来この南部医療、友愛が取ったんですけど、

当初は250床ですよ。県が、もう経営ができないとい

う中で250床の病床を友愛さんにやるわけですよね。

ところが、友愛さんは188でやるんだけど、結果的に

友愛さんもそこをできないということで、実際もう

この南部医療ということで、糸満市に病床がなくな

るわけですよ。友愛会が持ったのは、今のこの与根
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にある豊見城市が新たに造ったものに持っていくわ

けですよね、そのことは。糸満で新たにまた病床と

いうのは、なかなか難しくなってくるという現実も

あるわけですよ。だからね、私からしたらもう少し

やっぱり糸満に、その土地の配慮を含めてもあるべ

きだったんじゃないかなと思いますが、これはもう

意見として終わります。

○比嘉瑞己委員長 先ほど、上原章委員の質疑に対す

る答弁で、榊原福祉政策課長から答弁を訂正したい

との申出がありますので、発言を許します。

榊原千夏福祉政策課長。

○榊原千夏福祉政策課長 すみません、先ほど、上原

章委員の質問の中で、令和４年度のコロナ対策関連

予算につきまして、その執行率についての御紹介が

あったかと思います。その中で、子ども生活福祉部

の執行率が１月末時点で21％ということで、その原

因はというお問合せだったかと思います。こちらに

つきまして、生活福祉資金のほうが、11月補正で御

対応いただきました約30億円余りが、国の交付決定

が１月末時点ではまだでございまして、対応ができ

ていなかったと。本日時点ではもう決定が下りまし

て、現在、執行率は８割になっているというところ

でございます。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 以上で、甲第25号議案から甲第

36号議案までの補正予算に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

次に、参考人招致についてを議題といたします。

３月２日の理事会で協議した結果のとおり、予算

特別委員会においては、さきに決定した沖縄電力株

式会社代表取締役社長、本永浩之氏に追加して、公

益社団法人沖縄県工業連合会関係者を参考人として

招致することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、公益社団法人沖縄県工業連合会関係者を

参考人として招致することを決定いたしました。

日時については委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から参考人招致の実施方法

について説明があった。)

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

次回は、明３月７日火曜日土木環境委員会終了後

に委員会を開き、補正予算に係る議案の採決を行い

ます。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。



－73－

沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 比 嘉 瑞 己



－74－

令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月７日（火曜日）

開 会 午前11時18分

散 会 午前11時21分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 令和４年度沖縄県一般会計補

正予算（第７号）

２ 甲第26号議案 令和４年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補

正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 令和４年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第28号議案 令和４年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算

（第１号）

５ 甲第29号議案 令和４年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第

１号）

６ 甲第30号議案 令和４年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第

２号）

７ 甲第31号議案 令和４年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計補正予算（第

２号）

８ 甲第32号議案 令和４年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計補正予算（第１号）

10 甲第34号議案 令和４年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第

１号）

12 甲第36号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第２号）

出席委員

委 員 長 比 嘉 瑞 己

副委員長 石 原 朝 子

委 員 下 地 康 教 仲 村 家 治

西 銘 啓史郎 大 浜 一 郎

花 城 大 輔 中 川 京 貴

上 里 善 清 照 屋 大 河

比 嘉 京 子 島 袋 恵 祐

瀬 長 美佐雄 國 仲 昌 二

仲 村 未 央 平 良 昭 一

仲宗根 悟 上 原 章

當 間 盛 夫

3ii4

○比嘉瑞己委員長 ただいまから、予算特別委員会を

開会いたします。

甲第25号議案から甲第36号議案までの補正予算

12件についてを一括して議題といたします。

ただいまの議案に対する質疑については全て終結

し、採決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決順序及び方法等につ

いて協議）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

これより、議案の採決を行います。

甲第25号議案から甲第36号議案までの補正予算

12件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案12件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第25号議案から甲第36号議案までの補

正予算12件は、原案のとおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、今後の審査日程について事務局

予算特別委員会記録（第３号）
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より説明）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は終了いたしました。

次回は、３月９日木曜日本会議終了後、委員会を

開き、当初予算に係る議案の概要説明の聴取及び会

派代表による大局的な観点からの質疑を行います。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 2 5 号 令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第７号）

甲 第 2 6 号 令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 7 号 令和４年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 8 号 令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 9 号 令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 0 号 令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 3 1 号 令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 3 2 号 令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 3 号
令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃
（第１号）

甲 第 3 4 号 令和４年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 5 号 令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 6 号 令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算（第２号） 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 比 嘉 瑞 己
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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月９日（木曜日）

開 会 午前10時22分

散 会 午後２時19分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予

算

２ 甲第２号議案 令和５年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和５年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予

算

４ 甲第４号議案 令和５年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和５年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和５年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和５年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和５年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和５年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

12 甲第12号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和５年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別

会計予算

14 甲第14号議案 令和５年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予

算

16 甲第16号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和５年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 令和５年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和５年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和５年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和５年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和５年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和５年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員

委 員 長 比 嘉 瑞 己

副委員長 石 原 朝 子

委 員 下 地 康 教 仲 村 家 治

西 銘 啓史郎 大 浜 一 郎

花 城 大 輔 中 川 京 貴

上 里 善 清 照 屋 大 河

比 嘉 京 子 島 袋 恵 祐

瀬 長 美佐雄 國 仲 昌 二

仲 村 未 央 平 良 昭 一

仲宗根 悟 上 原 章

當 間 盛 夫

説明した者の職・氏名

知 事 公 室 長 嘉 数 登

総 務 部 長 宮 城 力

財 政 課 長 又 吉 信

税 務 課 長 前 本 博 之

企 画 部 長 儀 間 秀 樹

環 境 部 長 金 城 賢

環 境 整 備 課 長 久 高 直 治

予算特別委員会記録（第４号）
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環 境 再 生 課 長 與那嶺 正 人

子 ど も 生 活 福 祉 部 榊 原 千 夏
福 祉 政 策 課 長

保 健 医 療 部 長 糸 数 公

感 染 症 総 務 課 長 城 間 敦

衛 生 薬 務 課 長 田 端 亜 樹

商 工 労 働 部 長 松 永 享

産 業 政 策 課 長 比 嘉 淳

文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉

参事兼交流推進課長 上 地 聡

土木建築部土木総務課長 新 垣 雅 寛

企 業 局 長 松 田 了

教育庁学校人事課長 安 里 克 也

3ii4

○比嘉瑞己委員長 ただいまから予算特別委員会を

開会いたします。

本日の説明員として、総務部長はじめ、関係部局

長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、３月２日に決

定いたしました予算特別委員会運営要領に従って行

うことにいたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算

24件を一括して議題といたします。

まず初めに、甲第１号議案から甲第24号議案まで

の当初予算について、総務部長から概要説明を聴取

し、その後、質疑を行います。

なお、各部局長の説明は３月10日及び同13日に各

常任委員会において聴取する予定になっております

ので、本日は省略いたします。

ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

求めます。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 委員の皆様おはようございます。

ただいま議題となりました、甲第１号議案から甲

第24号議案の予算議案のうち、甲第１号議案令和５年

度沖縄県一般会計予算を中心に、その概要を御説明

申し上げます。

なお、甲第２号議案から甲第20号議案までの特別

会計及び甲第21号議案から甲第24号議案までの企業

会計予算については、所管の各常任委員会におきま

して、担当部局長より概要を御説明いたします。

説明に入ります前に、まず予算編成の考え方につ

いて御説明いたします。

令和５年度は、ＳＤＧｓを取り入れ、ウイズコロ

ナからポストコロナの新しい生活様式に適合する安

全・安心で幸福が実感できる島を形成し、自立的発

展と住民が豊かさを実感できる社会の実現を目標と

する新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の取組を加速

させ、誇りある豊かな沖縄の未来につなげていく重

要な年であります。

このため、県民の命と暮らしを守る感染症対策と

県経済の再生などを柱とする６つの重点テーマを踏

まえつつ、沖縄振興予算に加え各省計上予算、より

地方財政措置の有利な県債の積極的な活用を図ると

ともに、変化する社会経済情勢や県民ニーズを捉え、

的確に対応するとの基本的な考え方により、令和５年

度当初予算を編成いたしました。

予算総額は、前年度に引き続き8000億円を超える

額となっております。

それでは、令和５年度当初予算説明資料（２月定

例県議会）により、予算の概要を御説明申し上げま

す。

１ページをお願いいたします。

まず、予算の規模でございますが、一般会計の総

額は8613億9500万円、前年度に比べ７億7500万円、

0.1％の増となっております。

特別会計については、19会計の合計が2584億7618万

9000円、前年度に比べ133億4841万7000円、5.4％の

増となっております。

公営企業会計については、４会計の合計が1463億

7673万3000円、前年度に比べ79億7091万5000円、5.8％

の増となっております。

全ての会計を合計した令和５年度予算額は１兆

2662億4792万2000円で、前年度に比べ220億9433万

2000円、1.8％の増となっております。

２ページをお願いいたします。

一般会計の歳入予算を款別に比較したものです。

主な内容について御説明いたします。

１、県税は1463億5700万円で、社会経済活動の正

常化が進むことによる消費の動向等を踏まえ、50億

9800万円、3.6％の増となっております。

３、地方譲与税は260億2100万円で、国の予算や地

方財政計画の動向等を勘案し、20億9200万円、8.7％

の増となっております。

６、地方交付税は2292億円で、国の地方財政計画

の動向や前年度実績等を勘案し、90億円、4.1％の増

となっております。

10、国庫支出金は2204億653万2000円で、ＧｏＴｏ

おきなわキャンペーン事業に要する国庫補助金の減

等により、194億380万2000円、8.1％の減となってお

ります。

15、諸収入は792億4941万円で、中小企業振興資金
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貸付金元金収入の増等により、52億9403万1000円、

7.2％の増となっております。

16、県債は364億4560万円で、臨時財政対策債の減

により、20億1580万円、5.2％の減となっております。

３ページをお願いいたします。

歳入予算を自主財源と依存財源に区分したものと

なっております。

まず、自主財源は3484億7596万8000円で、歳入全

体における構成比は40.5％となり、県税の増等によ

り、前年度の構成比と比べ1.3ポイントの増となって

おります。

次に、依存財源は5129億1903万2000円で、歳入全

体における構成比は59.5％となっており、国庫支出

金の減等により、前年度の構成比と比べ1.3ポイント

の減となっております。

４ページをお願いいたします。

歳入予算を特定財源と一般財源に区分したものと

なっております。

後ほど御覧ください。

５ページをお願いいたします。

一般会計の歳出予算を款別に前年度と比較したも

のです。

その主な内容について御説明いたします。

２、総務費は650億3175万7000円で、公共施設マネ

ジメント推進事業の増などにより、1.4％の増となっ

ております。

３、民生費は1303億320万9000円で、子どもの貧困

対策推進基金積立事業の減などにより、2.2％の減と

なっております。

４、衛生費は757億4733万7000円で、新型コロナウ

イルス感染症受入病床確保事業の増などにより、

12.7％の増となっております。

６、農林水産業費は556億7099万6000円で、県立農

業大学校移転整備事業の増などにより、10.6％の増

となっております。

７、商工費は977億8297万9000円で、ＧｏＴｏおき

なわキャンペーン事業の減などにより、19.7％の減

となっております。

８、土木費は808億9483万2000円で、公共離島空港

整備事業の増などにより、9.3％の増となっておりま

す。

９、警察費は、377億7234万5000円で、宜野湾警察

署新庁舎建設事業の増などにより、3.6％の増となっ

ております。

10、教育費は1743億8215万3000円で、公立学校教

職員給与費の増などにより、0.6％の増となっており

ます。

12、公債費は654億731万9000円で、元金償還金に

係る繰出金の減などにより、4.0％の減となっており

ます。

13、諸支出金は708億4927万8000円で、地方消費税

交付金の増などにより、9.9％の増となっております。

６ページは、歳出予算を部局別に前年度と比較し

たものとなっております。

部局別の概要については、各常任委員会において

担当部局長から説明いたしますので、こちらでの説

明を割愛させていただきます。

７ページをお願いいたします。

歳出予算を性質別に前年度と比較したものとなっ

ております。

まず、義務的経費は3158億3310万6000円で、0.2％

の増となっております。

このうち、人件費は2133億1255万5000円で、公立

学校教職員給与費の増などにより、0.9％の増となっ

ております。

扶助費は371億3538万1000円で、新型コロナウイル

ス感染症対策検査体制確保事業の増などにより、

4.3％の増となっております。

公債費は653億8517万円で、元金償還金に係る繰出

金の減などにより、4.0％の減となっております。

次に、投資的経費は1256億16万5000円で、10.5％

の増となっております。

このうち、普通建設事業費の補助事業費は947億

593万6000円で、公共離島空港整備事業の増などによ

り、8.2％の増となっております。

また、単独事業費は244億34万4000円で、県立農業

大学校移転整備事業の増などにより、27.5％の増と

なっております。

その他の経費は4199億6172万9000円で、2.7％の減

となっております。

このうち、物件費は841億972万4000円で、ＧｏＴ

ｏおきなわキャンペーン事業の減などにより、14.6％

の減となっております。

補助費等は2498億1331万4000円で、新型コロナウ

イルス感染症受入病床確保事業の増などにより、

3.5％の増となっております。

貸付金は631億1038万6000円で、県単融資事業費の

増などにより、3.8％の増となっております。

８ページから58ページにかけては、歳入歳出予算

を科目別に説明したものとなっております。

後ほど御覧ください。

そして飛びますが、59ページから61ページにかけ
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ては、債務負担行為を示したものとなっております。

消防指導費など39件について、債務負担行為を設

定することとしております。

62ページから63ページにかけては、地方債につい

て、その目的や限度額等を示したものとなっており

ます。

庁舎整備事業など38事業の財源として、計364億

4560万円となっております。

64ページから65ページにかけては、平成26年４月

１日及び令和元年10月１日に引き上げられた地方消

費税の増収分が充てられる社会保障施策に要する経

費を示したものとなっております。

令和５年度における社会福祉、社会保険、保健衛

生などの社会保障施策に要する経費は、65ページの

一番下、合計欄にありますとおり、総額1465億6660万

6000円で、引上げ分の地方消費税収188億5811万

9000円については、その全額を社会保障施策の財源

として活用することとしております。

66ページは、農業改良資金特別会計など、19の特

別会計の歳入歳出予算額を前年度と比較したものと

なっております。

67ページから70ページにかけては、病院事業など

４つの公営企業会計の予算となっております。

特別会計及び公営企業会計予算の事業内容につい

ては、先ほど申し上げたとおり、各常任委員会にお

いて担当部局長から説明いたしますので、こちらで

の説明を割愛させていただきます。

当初予算の概要説明は以上でございます。

○比嘉瑞己委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより、甲第１号議案から甲第24号議案までの

当初予算に対する質疑を行います。

本日の委員会は、当初予算の概要説明を聴取し、

大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、室

部局の予算体系などについて審査することにしてお

ります。

なお、当初予算に係る詳細な審査については、こ

の後調査を依頼する所管の常任委員会において行う

予定です。

よって、質疑を行う代表委員におかれましては、

御配慮方よろしくお願いいたします。

答弁を行う各部局長におかれても、可能な範囲で

の対応方よろしくお願いいたします。

本日の資料は、沖縄県一般会計予算（案）の概要、

当初予算（案）施設概要、当初予算（案）説明資料

及び当初予算案概要（部局別）等を使用いたします。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、資料の該当

ページを表示し、大局的な観点から質疑を行うよう

御協力をお願いいたします。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、

円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いい

たします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

西銘啓史郞委員。

○西銘啓史郎委員 おはようございます。

大局的な観点からということなので、細部につい

ては割愛しますが、まず令和５年度の予算編成の基

本的な考え方、先ほど説明がありました。

予算の編成スケジュールについて、各部局からの

要求提出から、どのような編成過程を経て作成され

るのか、これについて御説明をお願いしたいと思い

ます。

○宮城力総務部長 令和５年度の予算編成の主なス

ケジュールとしましては、まず10月の部局長会議に

おいて概算要求基準を示し、それを踏まえ、11月上

旬に各部局が概算要求を行います。

その後、適宜内部調整を行うとともに、12月末の

国庫予算内示の状況を勘案の上、１月末に最終内示

を行っているところでございます。

その他、国庫要請に向けた調整を５月から開始し

ているほか、新規事業については夏場の８月から調

整を行っており、適切な期間を確保した上で予算編

成に努めているところでございます。

○西銘啓史郎委員 今、部長がおっしゃったように、

８月に国の概算要求もあって、それから10月の財政

課がつくった概算要求基準というのを読ませてもら

いました。それから、企画部がつくった重点テーマ

も読ませてもらいました。

こういったものに基づいて各部局から予算が上

がってきていると思いますけれども、この日程的な、

毎年そうだと思うんですけれども、先ほど言った新

規のもの、12月ぐらいからというと、限られた時間

の中で調整すると思うんですが、この辺のスケジュー

ルはもう、この後もずっとこのような感じでいくよ

うなことになるんでしょうか。
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○宮城力総務部長 先ほど、新規事業は夏場から始

めるということを申し上げました。

概算要求の前までに、新規事業についてこの要求

を認めるか、あるいは宿題を出して、もう少し整理

の必要があるかというのを概算要求前に始めている

ところでございます。

それを踏まえた上で玉磨きをして、概算要求をし

て、その必要性とか、あるいは財源の内訳とか、あ

るいはこの熟度が達しているか等々を勘案しながら、

予算編成を行っているところでございます。

○西銘啓史郎委員 その中で、全部局での新規事業

はどのぐらいの数あるのか、もし分かればお答えく

ださい。

○宮城力総務部長 これは令和５年度の新規事業、

令和４年度はゼロでしたが令和５年度に予算がつい

たというものは、全体で113事業、105億円となって

おります。

○西銘啓史郎委員 この財政課の概算要求基準の

４ページ目によると、新規事業については、それに

基本的にはもう徹底したスクラップ・アンド・ビル

ドを行って要求することとありますよね。

ですから、各部局いろんな事業があって、スクラッ

プ・アンド・ビルドにのっとってそういった事業を

やってきたと思います。

しかし今113ということで、これが全体の中のどれ

ぐらいを占めるのか、全体の事業数、部長、把握し

ていたら教えてください。全部局の総事業数ですね。

○宮城力総務部長 全ての事業、令和５年度の当初

予算案で申し上げると、2172事業となります。

○西銘啓史郎委員 その事業予算は合算で幾らにな

りますか。

○宮城力総務部長 当初予算でお示ししました

8614億円となります。

○西銘啓史郎委員 それは人件費も入った額だと思

うのですけれども、この概算要求基準で言う、Ａか

らＥまでの経費がありますね。特に、政策的経費――

Ｃ経費とＤ経費、国庫に関わるようなものについて、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅのおのおのの概要と予算額とい

うのが分かれば教えてください。

○宮城力総務部長 まず、義務的経費のうち、Ｄ経

費、公債費、扶助費、それから内閣府の一括計上予

算はＡ経費として区分しておりまして、令和５年度

293事業、3617億円です。

そして、義務的経費のうち対象者が法令等で規定

されております事業等は、Ｂ経費として区分してお

りまして、令和５年度205事業、2253億円となってお

ります。

政策的経費についてはＣ経費として区分しており

まして、令和５年度885事業、1696億円。ソフト交付

金事業はＤ－１経費で、令和５年度198事業、470億

円。ハード交付金はＤ－２経費で、令和５年度66事

業、376億円。そして庁舎の維持管理や課の運営費等

に要するのは、Ｅ経費として区分しておりまして、

令和５年度525事業、202億円となっております。

○西銘啓史郎委員 その中でちょっと確認ですけど

も、Ｃ経費とＥ経費については令和２年度の当初予

算を加減算した額でとありますけれども、令和２年

度を基礎にしている理由を教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和３年度当初予算の編成にあたっては、コロナ

の影響で少し、歳入含めて厳しくなりそうだという

のが当初の見込みでございました。そのために、令

和３年度について、マイナスシーリングという形で、

一定のシーリングをかけておりました。

それをかける前が令和２年度でしたので、コロナ

禍前の状況に戻したというところで、令和２年度を

基礎にしたというところでございます。

○西銘啓史郎委員 令和４年度でもない理由は、そ

れも一緒ですか、今の話だと。

○又吉信財政課長 特にＥ経費については、令和４年

度当初予算のほうで戻したんですけども、今回のＣ

経費については、令和５年度の時点で戻したという

ところで、そのベースは令和２年度ということでご

ざいます。

○西銘啓史郎委員 僕から少し提言というか、お願

いもあるんですけれども、予算というのは、先ほど

部長が説明したように、こういった予算資料に基づ

いて、特に歳出ですけれども、目的別であったり、

それから部局別のがあったりしますよね。性質別も

ありますけど、なかなかその編成過程というのが、

我々議員は見えないんですね。もう、交渉が終わっ

た後の数字しか見られなくて、その交渉の過程が私

は大事だと思うんですけれども、これを他府県で予

算の編成過程をオープンにしている都道府県がある

わけですよ。

１位が、あるデータによると、岐阜県から始まっ

て、東京、大阪等もありますけれども、その中で、

沖縄の編成過程の開示は何位だと思いますか。

○宮城力総務部長 申し訳ありません、承知してお

りません。

○西銘啓史郎委員 これは民間の調査で、2022年の

段階での調査の結果らしいんですけども、１位が岐



－82－

阜県、大阪府、点数になっていて、90点とかありま

してね。沖縄県が39位で10点なんですね。

私はこれ、編成過程のオープンの仕方は住民参加

型というものを書いているところもありますけども、

住民参加もいいんですが、最低限、私は、議員に対

して、議会に対して、いろんな議論というのは見え

る化したほうがいいと思うんですよ。

要は、どういった要求があって、何が削られてと

いう、最終結果しか僕らは見えませんけど、予算の

編成過程というのは重要だと思うので、これについ

て今後、県としてそういう方向性を考えるのかどう

か、ちょっと方針をお聞かせください。

○宮城力総務部長 今、委員から39位、点数にする

と10点というお話がございました。この調査・分析

の内容をまずはちょっと精査させていただきたいと

思います。他県の状況も勘案しながら、少し研究を

させていただければと思います。

○西銘啓史郎委員 では、ちょっとこの予算資料に

基づいていろんな話をしたいと思います。

その前に確認なんですけれども、新・沖縄21世紀

ビジョンがもう令和４年９月に実施計画ができまし

た。前期、中期、後期ということで、その前期の３年

が、来年度が中間になると思うんですね。全てこの

指標に基づいて予算を組むようにということで書か

れています。重点テーマの中でも。

その中で、そこに出てくる重点テーマ、重要政策、

推進施策、重要課題、重点施策と、もう何か似て非

なるような言葉がいっぱい出てくるんですが、この

概要をちょっともう一度整理して説明いただけます

か。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

まず、重要政策でございます。

２期目の知事公約におきまして、新型コロナウイ

ルス感染症の影響の長期化による深刻な経済状況、

そして子供の貧困問題など、重要性を増した課題を

踏まえて、３点ほど知事公約の中で大項目として掲

げてございます。一つが県経済と県民生活の再生、

もう一つが子供・若者・女性支援施策のさらなる充

実、もう一つが辺野古新基地建設反対・米軍基地問

題。この３つを特に重点的に取り組む大項目として

まず掲げておりまして、この考え方を踏まえた取組

を重要政策というふうに位置づけているところでご

ざいます。

また、推進施策のほうですけれども、１期目に着

手・推進いたしました取組の中でより進化させてい

く施策を推進施策として位置づけているところでご

ざいます。

次に、重点テーマでございますけれども、予算編

成に反映させることを目的に重点テーマを設定して

おりますけれども、この重点テーマでは、基本的な

考え方において、知事公約で示された、特に重点的

に取り組む、先ほどの３つの大項目を重点テーマの

中では県政の重要課題として位置づけているところ

でございます。

もう一つ、重点施策でございます。

重点施策は、県政運営の基本方針、それと、当該

年度における重点的に取り組む事業、これを明らか

にして、広く県民に周知するために作成をしている

ということで、向こう１年の知事の所信、あるいは

県政運営の方針などを表明した知事提案説明要旨の

内容と、知事公約や重点テーマを踏まえた重点施策

事業、大きくこの２つで構成をしているというとこ

ろでございます。

○西銘啓史郎委員 少し、今の説明でも分かりにく

いところがあるんですが、いずれにしても、県とし

てはこの新・沖縄21世紀ビジョンに基づいて、おの

おのの部局がそれを達成するための予算を組んで、

その重点課題、いろんな名称がありますけども、新

・沖縄21世紀ビジョンを実現するために動いている

という理解でよろしいですね。

○儀間秀樹企画部長 最終的には、新・沖縄21世紀

ビジョンで示した、県民が示した５つの将来像の実

現というところが目的というところでございます。

○西銘啓史郎委員 では、予算説明資料の３－３に

沿って、何点か確認したいと思います。

まず、49ページ。

県税の状況がありますけれども、令和５年度県税

総額で1464億円とありますけれども、このおのおの

の算出の根拠といいますか、県の経済予測というの

か、そういうのが何かあるのか、ちょっと教えてく

ださい。

この個人県民税がこれだけの収入予測ですと、例

えば、法人２税がこうですと、この根拠ですね。何

に基づいてこの数値を出しているのか。

○宮城力総務部長 税の見込みについては、基本的

にその前々年度の実績、あるいは前年度、いわゆる

令和４年度の実績見込み、それから経済動向などを

勘案して見積もっているところでございます。

○西銘啓史郎委員 ということは、予測と実態が変

わることもありますよね。

この後我々は委員会でも議論しますけれども、特

に沖縄県の経済に関して、いろんな外的要因も含め
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て、７月以降の返済が始まることとか、そういった

意味では、この間の日経新聞にも出ていましたけど、

倒産も九州・沖縄では増えているということもあり

ましたよね。

思うような数字になるのかどうかも含めて、非常

に不安なんですけれども、その辺は総務部長として

どのように考えていますか。

○宮城力総務部長 令和５年度の県税の総額につい

ては令和４年度の実績見込み、これは２月補正ベー

スではございますが、その額と大体同水準を計上し

たところでございます。

予算編成の際に一番留意しないといけないことは、

歳入欠陥が生じないようにすること、したがいまし

て、県税、それから地方交付税、これらの主要な一

般財源となる歳入科目については、非常に手堅く見

込むというところを行ってきているところでござい

ます。

したがいまして、令和５年度に入って、経済動向

を勘案しながら、また、歳入科目についても増減が

あれば、それに沿った予算、また補正等を行ってと

いうことになります。

○西銘啓史郎委員 最後に１点お願いします。

先ほどの県民税も含めて、一般会計の税収も、そ

れから歳入のことなんですけども、やはりどうして

も国庫支出金に依存したり、今回は税収が４割ぐら

いありますけども、税収というか自主財源がですね。

これは変動する中では県の予算の編成の仕方という

のが、やはり外的な国の政策によって変わったりす

ると、非常に不安になると思うんですよね。

その中で県債の発行だったり、いろんなことをやっ

ているとは思うんですけれども、やはりこれから県

の政策を実現するために、安定的なものを考える方

法も、ぜひ総務部としてこれからしっかり取り組ん

でほしいと思います。

私が申し上げたいことは、もちろん国への交渉を

して、国庫支出金、沖縄振興予算も含めて、最大限

取るような努力をしてほしいんですが、それがなかっ

たときの財政も含めて、しっかりフォローをお願い

したいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 西銘啓史郞委員の質疑は終わり

ました。

照屋大河委員。

○照屋大河委員 それでは、よろしくお願いします。

令和５年度、新年度予算について質疑をしたいと

いうふうに思います。

新年度の予算ですが、過去最高となる総額約8614億

円の一般会計当初予算ということになりますが、知

事は自立的発展と住民が豊かさを実感できる社会の

実現を目指すというふうに強調しています。

その言葉どおり、減額が続く国の一括交付金に頼

らない、自立した財源確保を目指した、担当者によ

る会議を設置、そして沖縄独自の高率補助制度を含

まない、全国一律の補助制度を掘り起こす作業を行

い、その結果、今回の当初予算案で23の新規事業、

総額６億2000万円が盛り込まれています。

そこで伺いますが、この自立した財源確保を目指

した担当者の会議の設置ということですが、会議設

置に及ぶ県の議論、その経過について伺います。

○宮城力総務部長 沖縄振興予算、特に一括交付金

については減額基調が続いてきたところでございま

す。

県経済を下支えする公共事業等を推進する観点か

ら、内閣府沖縄振興予算に限らず、各省計上予算の

積極的な活用に向けて、事業の掘り起こしを図ると

ともに、地方財政措置のある県債の活用など、公共

事業等関係予算の確保に向けた取組の強化を図ると

いうことを目的に、昨年の３月、副知事を筆頭に、

関係部局長で構成いたします公共事業等推進調整会

議を設置しまして、今申し上げた調整会議のほかに、

その下の幹事会、それから担当者会議等々を随時開

催しまして、その進捗状況等を踏まえた上で、予算

編成に臨んだところでございます。

○照屋大河委員 一括交付金の減額が続いている中

に、県民生活、特に公共事業において、その安全・

安心を守らなければいけないということで、会議を

設置して今回に至ったということであります。

ただ、この23の事業なんですが、やはり一括交付

金のその補助率と比較すると、県負担は非常に高い

んじゃないかというふうに感じています。この23事

業の補助率と一括交付金、ハード事業の補助率と比

較した場合には、どうなるんでしょうかね。

○宮城力総務部長 一括交付金で、ソフト交付金に

ついては10分の８、８割補助となります。

今回、新規事業として計上しました補助事業は、

補助率が３分の１というのもございますし、定額、

いわゆる10分の10というものもございます。

ただ、総額、今6.2億円なんですが、そのうちの国

庫補助金が約半分の3.3億円となっておりまして、そ

の割合はおおむね２分の１という状況にございます。

○照屋大河委員 補助率だけ聞くとやっぱり、積極

的な財政出動の評価をしますが、この23事業を例え
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ば、少し具体的に教えていただければ。どういう状

態にあって、緊急的にとか、こういった補助率の違

いがある中で、それを県が獲得を目指していたのか

という点について伺います。

○宮城力総務部長 例えば今回、当初予算で計上し

ましたもののうち、文部科学省の公立学校教員のメ

ンタルヘルス対策に係る調査研究事業というものを

計上させていただきました。

その都度都度の課題に対応するために、各省のモ

デル事業といいますか、補助メニューを確認した上

で、適宜、計上しているところでございます。

ほかにも、認可外保育施設保育士資格取得のため

の支援事業というのも新たに計上したところ、加え

て、国土交通省と環境省が行っておりますＥＶバス、

電動バスによるＧＸ推進のための取組として、この

事業も計上させていただいたという状況にございま

す。

○照屋大河委員 教職員を取り巻く環境などはもう、

今議会、多くの議員が問題視をして訴えているとこ

ろですので、そういう事態があれば、例えその補助

率は高くなくても、県としてしっかり支えていくん

だ、解決していくんだ、課題に取り組むんだという

姿勢で、今の会議の形での、予算の獲得は重要だと

思いますが、基本、沖縄に特別につくられた一括交

付金の制度というのは、県のその財政計画の柱の中

で、そこはお持ちですよね。その交付金を使ってい

きたいという点での、県の柱というのは変わらない

というところでいいですか。

○宮城力総務部長 先日の２月補正予算の審議の中

でも答弁申し上げましたけれども、離島の住民の皆

様に非常に評価されております、交通コストの負担

軽減事業、それから農作物の本土への出荷等の条件

不利性事業、数十億の規模で事業展開しております

けれども、これは一括交付金がなければ実施は非常

に難しい、困難という状況にございます。

この事業を継続させていくためにも、安定的な財

源の確保というのは必要という考えで、一括交付金

については、引き続き制度として存続し、その所要

額を確保していくというのが県の考えでございます。

○照屋大河委員 安定的な所要額の確保ということ

ですが、これ次年度、対前年度比は幾らになるんで

すか、この一括交付金。

○宮城力総務部長 平成29年度来、一括交付金は減

額基調が続いておりましたが、令和５年度予算につ

いてはハード交付金が同額、ソフト交付金が数億円

の微減、ほぼ令和４年度並みの水準にあるというと

ころでございます。

ただし、ハード交付金については、国の２次補正

で30億程度、平成28年度来の補正予算を計上してい

ただきました。

市町村の皆様からの、ハード交付金についてはも

う事業展開ができないという厳しい声をたくさん頂

戴しておりますので、その点を踏まえて、内閣府の

ほうにも一定の御理解をいただいたものではないか

というふうに考えているところでございます。

○照屋大河委員 一定の御理解をいただいたという

ことですが、当初その不用額の問題とか、その決定

に至る国の考えというか、政府の考えというのは明

確だったというふうに思うんですが、この増減につ

いて、この額でいきますよという理由については、

何というふうに言っているんですか、今。

○宮城力総務部長 国として考える所要の額を確保

したということでございます。

○照屋大河委員 そういう言われ方をすると、次の

展開というか、減額が続く中、今回については、対

前年度比にすればそんなに変わらないということで

すが、国の思いの中で決められてしまうという印象

を持つものですから、ぜひこれからしっかり協議を

し、県民生活に必要な点については強調しながら、

ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。

部局別にちょっと移らせていただきますが、この

土木建築部ですが、先ほどの新規事業についてです。

部局別の資料３－４ですね。

産業インフラの整備、安全・安心の確保、離島・

過疎地域ということで、３つに分けて次年度事業が

示されていますが、新規事業は僅か４件なんですよ

ね。ここで示されている点については。

先ほど、一括交付金の減額傾向が続く、次年度に

ついては同額程度だということですが、土木建築部

におけるその一括交付金の影響というのはどのよう

にお感じですか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

まず、資料には新規事業４つとありますが、全体

で言えば新規事業11事業を計上しているというとこ

ろとなっております。

ハード交付金減額の影響についてなんですが、総

務部長のほうからも話がありましたとおり、平成27年

度以降、減少傾向が続いていたというところで、土

木建築部の、例えば、道路でありますとか河川、港

湾、公営住宅、下水道など、様々な分野において影

響が生じているというところとなっております。

県では、限られた予算の中で選択と集中により配
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分を行い、緊急性の高い事業箇所については重点的

に予算配分等を行って、効率的・効果的な事業執行

に努めてきたというところですが、進捗が滞ってい

る事業箇所が増加傾向にもあるというところから、

今後は事業計画の見直し等を行う必要があるものと

いうふうに考えているところでございます。

以上です。

○照屋大河委員 11事業と言ってましたかね、新規

が。新規の数もそうですが、継続している事業も滞

りがあるんだ、停滞してるんだと。石原委員が言う

ように、学校に水があれほど来るというような状況

もありつつ、なかなか事業が進まないという点、ほ

かにも本会議を通じて、あるいは補正予算の審査も

通じて、こういう事態というのは多くあったので、

幾ら選択と集中とはいえ、やはり全体的な予算の獲

得について、ぜひ全体で力を合わせてやっていただ

きたいというふうに思います。

もう一つ、部局別で伺いますが、文化観光スポー

ツ部、予算規模で対前年度比52％減というふうにあ

るんですが、この中身について伺います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 文化観光スポー

ツ部の令和５年度の当初予算額は251億1050万3000円

で、令和４年度当初予算額525億3262万5000円と比較

すると、274億2212万2000円、52.2％の減となってお

りますが、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業で

215億1654万2000円、沖縄事業者復活支援金で21億

3838万6000円、沖縄県観光振興基金積立金事業で40億

ということで、この３つの大きな事業の減額の合計

が276億5000万ほどの減ですので、それがほぼ部局の

減の要因ということになっております。

一方で、令和５年度当初予算におきましても、回

復基調にある沖縄への旅行需要に継続して取り組む

ため、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業をはじめ

とした需要喚起策――大幅な減となりましたが、Ｇ

ｏＴｏおきなわキャンペーン事業も引き続き161億規

模で計上させていただいております。

また、国内外の誘客活動の展開、戦略的なＭＩＣ

Ｅの振興、自然や歴史・文化など、沖縄のソフトパ

ワーを生かした質の高い沖縄観光コンテンツの造成

や、サステーナブル・ツーリズム、観光ＤＸなどを

推進するとともに、併せて観光産業を支える人材の

育成・確保などにも必要な予算を計上できるという

ふうに考えております。

○照屋大河委員 大幅減の理由は分かりましたが、

回復基調にある県経済のためには、やっぱり柱であ

る観光産業が重要だと思いますので、ぜひ課題――

人材不足とか、償還の問題とか、本会議から言われ

ていますので、その取組もお願いします。

それから昨日、大浜委員の地元の八重山に、クルー

ズ船がようやく入ったということで期待もしますが、

一方で、コロナの感染者があったという記事も見ま

した。以前に、水際対策が重要だということであり

ましたが、産業を発展させていく、あるいはコロナ

もしっかり警戒していくという点で、次年度、併せ

て頑張っていただきたいなということを申し上げて、

終わります。

○比嘉瑞己委員長 照屋大河委員の質疑は終了いた

しました。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

新年度一般会計予算編成の特徴については取下げ

ます。

今年度は復帰50年、新たな振興計画がスタートし

た節目となりました。

新・沖縄21世紀ビジョンや新建議書の実現、ＳＤ

Ｇｓの推進、地球温暖化防止、気候危機への対策な

ど、これらの重要な課題にどう取り組む予算となっ

ているのか伺います。

○儀間秀樹企画部長 県ではＳＤＧｓを取り入れた、

新・沖縄21世紀ビジョン基本計画及び実施計画も昨

年策定いたしましたけども、そういった基本計画、

実施計画に掲げた取組を効果的に推進するという観

点から、県の施策全般に通底する基本的かつ重要な

コンセプト、これを重点テーマとして設定をしてお

りまして、予算編成に反映させることとしていると

ころでございます。

令和５年度の当初予算においては、県民の命と暮

らしを守る感染症対策と県経済の再生、また、新た

な建議書等に込められた恒久平和の願いと希望の未

来の発信などの重点テーマを踏まえつつ、変化する

社会経済情勢でありますとか、県民ニーズを捉えて、

的確に対応することとしておりまして、必要な取組

に適切に予算計上したものというふうに考えている

ところでございます。

○瀬長美佐雄委員 物価高騰は県民の暮らしを厳し

くしています。事業者及び生活者支援の主な事業や

予算について伺います。

○宮城力総務部長 物価高騰に対する事業者支援に

ついては、電気料金高騰について、国の支援の対象

とならない事業者を支援するため、令和５年度２月

補正、それから、令和５年当初予算において、特別

高圧受電契約事業者支援事業を行うこととしており
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まして、令和５年度はこれに11億円を計上しており

ます。

なお、令和４年度補正予算において、原油価格、

物価、電気料金などの高騰対策経費として、総額129億

円を計上し、今執行しているところでございます。

物価高騰対策については国の動向等を注視しつつ、

引き続き適切に対応していきたいというふうに考え

ております。

○瀬長美佐雄委員 次に、感染症対策について。

感染拡大への備えは万全にすべきだと思います。

政府が感染症の５類に引き下げて以降も、県独自

の対策――検査体制や感染防止対策、保健所機能の

拡充を図ることが重要だと思いますが、予算対応を

伺います。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

令和５年度当初予算案として、保健所体制を強化

する事業のほか、行政検査や保険診療検査を実施す

る事業など、この対策に取り組む上で当面必要な経

費を計上させていただいているところでございます。

一方、５月８日の位置づけ変更に向けて国が１月

27日に決定した対処方針では、入院や外来の取扱い

については段階的な移行を目指すとされております。

また、自治体がこれまで講じてきた各種の施策措置

が見直されることとなります。このうち、患者等へ

の対応と医療提供体制については、３月上旬を目途

に具体的な方針を示すとされているところでござい

ます。

県としては、今後示される国の方針を精査し、専

門家の意見を聴取の上、今後の対応を検討していき

たいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 沖縄振興予算等との関係ですが、

振興予算の推移と併せて、沖振法のできた理由、そ

の精神について伺います。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

沖振法は昭和46年10月、これはいわゆる沖縄国会

と言われるものですけれども、その中でですね、法

案の趣旨説明が行われております。

その中で、我々日本国民及び政府はこの多年にわ

たる忍耐と苦難の中で生き抜いてこられた沖縄県民

の方々の心情を深く思いを致し、県民への償いの心

を持って事に当たるべきという考えが示されている

ところでございます。

沖振法の目的としてですね、第１条に沖縄の置か

れた特殊な諸事情に鑑み、特別の措置を講ずること

により、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現

に寄与することを目的とするというふうに規定がさ

れているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 一括交付金の減額が続いていま

す。その減額の理由、減額に伴う影響についてどう

出ているのか伺います。

○宮城力総務部長 一括交付金については、ソフト、

ハード合わせまして、平成26年度の1759億円をピー

クに９年連続で減額となっておりまして、令和５年

度当初予算では、平成26年度と比べ、約６割減の759億

円となっております。

これまでの減額で、特にハード交付金に関して、

市町村から事業の進捗遅れや新規事業の見送り、事

業規模の縮小を余儀なくされるなど、事業計画に大

きな影響が生じているとの声が多数上がっておりま

す。

減額理由につきまして、内閣府によると、たしか

平成29年度にソフトもハードも大分減らされました。

そのときは、執行率を勘案したということもござい

ましたけれども、近年では執行率は改善傾向にござ

いまして、令和５年度の予算については、国におい

ては各事業がしっかりと推進されるよう、国として

必要と考える所要額を計上したとされております。

○瀬長美佐雄委員 法の精神と基本計画に対する国

の説明は、本当に納得いかないものだと思います。

一括交付金を増額に転じる努力は求められている

と思いますが、どう取り組むのか伺います。

○宮城力総務部長 ソフト交付金については、要望

額を新・沖縄21世紀ビジョンの５つの将来像ごとに

整理し、ロジックモデルを活用しながら必要性を丁

寧に説明しているところでございます。

また、ハード交付金については、国、県、市町村

による整備を一体的に行うことが、より事業効果を

発現するということを説明しているほか、予算減額

による先ほど申し上げた様々な影響を具体的な事例

をもって分かりやすく説明しているところでござい

ます。

令和５年度の要請に当たりましては、例年８月に

行っております知事要請に加えまして、その前の７月

に一括交付金の増額要請を行ったほか、８月に要請

した後もですね、防災、減災、国土強靱化の必要性

についても内閣府と意見交換を重ねてきたところ、

先ほど申し上げた平成28年度来、ハード交付金の補

正予算が計上されたというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 次に移ります。

県税、自主財源の見込み、前年度予算案との比較、

予算編成で努力、工夫された点を伺います。

○宮城力総務部長 県税収入については、２月補正
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予算で計上した額の水準を計上したところでござい

ます。そして、県税、それから地方消費税清算金な

どが増額し、自主財源比率が向上したというところ

でございます。

ただ、自主財源比率で申し上げますと、予算ベー

スで40％を超えましたが、コロナ禍の影響で貸付け

が増えております。県単融資に係る諸収入が大分自

主財源として計上されておりますので、これを除き

ますと、予算ベースで令和５年度は35.8％、令和４年

度は34.6％、いずれにしても数ポイント自主財源が

伸びているという状況にございます。

○瀬長美佐雄委員 オール沖縄県政が８年余りの間

は、振興予算、一括予算、交付金の減額、コロナ禍

の行財政運営が厳しさを余儀なくされましたが、県

民の福祉向上には寄与できたのかなと思います。

その反映として、沖縄が国に納める国税の推移に

ついてどうなっているのか伺います。

○宮城力総務部長 国税の徴収決定済額の推移でご

ざいます。

平成29年度が3831億円余、平成30年度が3938億円

余、令和元年度が4174億円余、令和２年度が4117億

円余、令和３年度が4441億円余となっております。

○瀬長美佐雄委員 県民や県内事業者の頑張り、成

長が確認できたかと思います。

沖縄県経済の現状と見通し、新年度予算案の県民

所得向上に効果のある事業化が期待されていますが、

県民所得向上について、新・沖縄21世紀ビジョンの

目標に接近するための新年度の目標についても併せ

て伺います。

○儀間秀樹企画部長 まず、現状でございますけれ

ども、令和４年７月から９月期の県経済でございま

すが、新型コロナウイルス感染症の影響が続いて、

その各種指標はコロナ禍以前と比較いたしますと、

引き続き下回っているというところでございますが、

観光関連や個人消費の一部、雇用情勢において持ち

直しの動きが継続して見られるというところで、景

気は新型コロナウイルス感染症の影響が続くものの、

緩やかに持ち直しているというふうに表現をしてい

るところでございます。

また、令和４年12月末に公表をいたしました令和

４年度の県の経済見通しにおいては、世界的な原材

料価格の高騰、金融市場の急激な変動など、様々な

不安定要素に見舞われたものの、入域観光客数の回

復でありますとか、家計消費の拡大、中央政府等の

支出の下支えによりまして、プラスの経済成長にな

ると見込んでいるところでございます。

県民所得の向上につながる自立型経済の構築に向

けて、移輸出型産業で国内外から外貨を獲得し、そ

の外貨が域内に投下され、県内産業の活性化につな

がることが重要であると考えておりまして、県内の

経済循環を高める取組を積極的に推し進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

また、県民所得についてでございますが、新・沖

縄21世紀ビジョン基本計画の展望値におきましては、

１人当たりの県民所得について、コロナ禍にあった

令和２年度は214万円でございましたが、令和５年度

にはコロナ禍前の水準に回復するというふうに見込

んでおりまして、令和13年度には291万円程度になる

と見込んでいるところでございます。

○瀬長美佐雄委員 契約条例の目的があります。

それに沿って、さらなる運用の改善が図られれば、

建設業関係者の所得向上が期待されるものです。所

得向上につながる改善を意味しますが、どのように

取り組むのか伺います。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

県が締結する工事請負契約等につきましては、沖

縄県の契約に関する条例の理念である事業者等の適

正な利益の確保、労働環境の整備促進等の観点から、

適正な金額での契約が必要と考えております。

そのため県では、予定価格に最新の設計労務単価、

資材等の実勢価格を適正、迅速に反映すること等に

取り組んでいるところでございます。

県としましては、引き続き土木建築部などの関係

部局と連携し、建設業関係者の所得向上につながる

よう、事業者の適正な利益の確保などに努めてまい

ります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ＳＤＧｓの目標にある気候変動、

気候危機との関わりです。

地球温暖化防止、自然エネルギー活用の強化に関

する予算化が必要ですが、併せて世界水準と言われ

るＯＩＳＴと気候危機に立ち向かうという観点から

の連携強化について伺います。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

県では、第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画に

基づき、観光関連事業者が行う省エネ設備導入への

補助や県公用車電動車転換を実施してきたほか、令

和５年度からは、新たに県内の路線バス等のＥＶバ

ス転換に対する補助事業を開始することとしていま

す。

さらに、関係部局とも連携し、再生可能エネルギー

の導入拡大や公共交通の利用促進を進めることで、
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県全体の温室効果ガスの削減に取り組んでまいりま

す。

また、同計画で掲げる各施策の実施に係る連絡調

整や課題等を検討するため、学識経験者や沖縄電力

等エネルギー供給事業者、国の関係機関等で構成す

る沖縄県地球温暖化対策実行計画協議会を毎年開催

しているところであり、引き続き同協議会委員の意

見を踏まえながら、効果的に地球温暖化対策を推進

してまいります。

以上です。

○金城賢環境部長 ＯＩＳＴとの地球温暖化対策の

関係で連携しているかというと、現時点でそういう

状況にございませんけれども、先ほど担当課長から

申し上げたところの沖縄県地球温暖化対策実行計画

協議会の中には学識経験者等含めて対応しておりま

すので、今後この協議を進めていく中でですね、例

えばＯＩＳＴとの連携等が必要だという議論になれ

ば、そういった形での対応も検討してまいりたいと

いうふうに考えています。

○瀬長美佐雄委員 県民的な啓発や県民運動で気候

危機に取り組む必要があると思います。

この観点から、どんな取組か伺います。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

沖縄県では、令和３年３月に、全世界で取り組む

べき喫緊の課題である気候変動問題を県民一人一人

が自分事として受け止め、さらに一丸となって推進

するため、沖縄県気候非常事態宣言を行いました。

同宣言の実施後、県民に対し、新聞やラジオ、広報

紙での周知や、復帰50周年を記念し拡大して実施し

た県民環境フェア、環境月間イベント等において、

気候変動対策への理解とライフスタイルの変革につ

いて呼びかけてまいりました。

また、県内市町村のうち、2050年二酸化炭素排出

実質ゼロ表明を５市町が行っており、脱炭素への動

きが県内に広まってきているところです。

県としましては、国や市町村と連携して、様々な

機会を通して啓発活動を行ってまいります。

○瀬長美佐雄委員 ＳＤＧｓの推進、気候危機打開

に向けて県民に啓発すると同時に、省エネ、再エネ

普及、県民への支援策も必要となります。

それを推進する司令塔が、そういった機能を持っ

て、推進母体が重要だと思いますが、その点はどう

でしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

県内においては、気候変動等の地球環境問題に対

し、足元から取り組んでいく推進母体として、平成

14年度に事業者、関係団体、県や市町村、約140団体

が参加したおきなわアジェンダ21県民会議が設置さ

れており、県民環境フェア等の各種啓発活動が行わ

れているところです。

そして県としては、地球温暖化対策推進法第38条

に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発や地球

温暖化防止活動の促進を図ることを目的に、沖縄県

地球温暖化防止活動推進センターを指定し、各種啓

発活動を行っているところです。

また、本県の環境教育の拠点として、沖縄こども

の国園内に沖縄県地域環境センターを設置し、児童

生徒を中心に出前講座等を実施しているところです。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 平和外交に取り組むというのが

大きな特徴になった予算だと思います。

沖縄の針路としては、新建議書、基地のない平和

構築。そのためにも重層的な平和構築の構想が必要

かと思いますが、この点ではどう取り組まれるのか

伺います。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

県としては、アジア太平洋地域の安全保障環境が

厳しさを増している中、軍事力の増強による抑止力

の強化が、かえって地域の緊張を高め、不測の事態

が生ずることを懸念しており、ましてや米軍基地が

集中しているがゆえに、沖縄が攻撃目標になること

は決してあってはならないと考えております。

このため、新たな建議書では、政府に対して、こ

うした事態が生ずることのないよう最大限の努力を

払うとともに、平和的な外交、対話による緊張緩和

と信頼醸成に取り組むよう強く求めております。

また、県では、基地問題に関する国民的議論を喚

起するための情報発信、アジア太平洋地域との連携

構築に取り組んでいるところであり、これらの取組

を通じて沖縄を戦場にさせないとの県民の思いを積

極的に発信し、基地のない平和で豊かな沖縄の実現

につなげてまいります。

○瀬長美佐雄委員 その観点から、世界中の県系人

のネットワークを結集させる、世界的な環境活動家

やアーティスト、音楽家の結集についても有効かと

思いますがどうでしょうか。

○上地聡参事兼交流推進課長 県では、海外県人会

等と連携し、５年に１度の世界のウチナーンチュ大

会をはじめ、県系子弟と留学生の受入れ、文化芸能

指導者の派遣、本県若者の海外派遣などを通じて、

ウチナーネットワークの強化を図っております。

また、海外で様々な分野で活躍している県系人を



－89－

ウチナー民間大使としまして認証し、本県とのかけ

橋として活動いただいております。

県としましては、ウチナー民間大使をはじめとす

る人的ネットワークを活用し、多元的な交流を推進

することで、平和構築につなげたいと考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 ＡＳＥＡＮとの関係構築も議論

されてきました。

どのように進めていくのか伺います。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

県としては、沖縄を取り巻く安全保障環境を踏ま

えまして、地域の緊張緩和と信頼醸成を図る必要あ

るというふうに考えております。

ＡＳＥＡＮにおいては、38の国・機関が締約した

東南アジア友好協力条約――ＴＡＣなど、平和な共

同体の基礎を強化するため、相互の信頼醸成と関係

強化を図る仕組みづくりがなされていると認識して

おります。

県としては、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼

醸成に寄与することを目的とするアジア太平洋地域

平和連携推進事業などを実施することにより、経済

や文化、平和分野等を含めた幅広い分野におけるＡ

ＳＥＡＮをはじめとする東南アジア等の国・地域と

の連携を推進してまいりたいというふうに考えてい

ます。

ちなみに、この日本アセアンセンターというとこ

ろともいろいろ議論をさせていただいておりますけ

ども、先方からはこの日本アセアンセンターにとっ

ても地方連携は重要と考えているということですと

か、これからＡＳＥＡＮに様々なレベルでアプロー

チする場合に、ＡＳＥＡＮ側が食いつくようなとい

いますか、個別の取組を包括的に取りまとめた魅力

あるストーリーを用意する必要があると。それから、

ＡＳＥＡＮはＥＵに並ぶ国際機関となっている。具

体的なプロジェクトベースで協力を仰ぐと連携の可

能性が出てくる。さらにはですね、沖縄が他の地方

自治体と比べて、多くの連携の種を持っていると。

その種を生かすことで、可能性が広がるといったよ

うな、非常に前向きな発言もありましたので、ぜひ

連携を強化していきたいというふうに考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 希望を感じる答弁と逆行してい

るのが、今の国の新年度予算ですが、安保関連３文

書に見られる異次元の大軍拡、専守防衛を投げ捨て

る敵基地攻撃、日米軍事体制の融合にあります。

新年度の国の予算と沖縄県の予算との関係性を伺

います。

子供予算倍増が公約だった政権ですが、前年度比

で沖縄の子供支援予算は倍増するのか。

駐留米軍経費負担と防衛費は伸びています。

沖縄関係予算との関わりも含めて伺います。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えします。

国は、こども家庭庁関連予算として、令和５年度

当初予算に４兆8104億円を計上しており、令和４年

度予算額から1233億円、2.6％の増となっております。

子ども生活福祉部の子供支援に係る令和５年度当

初予算につきましては、基金積立金等を除きまして、

397億7229万3000円となっており、令和４年度当初予

算と比較して19億5125万6000円、5.2％の増となって

おります。増の主な要因としましては、国の施策と

連動して、保育士等の処遇改善に要する経費として、

５億9000万円を計上したことなどでございます。

子供関連予算につきまして、国は６月の骨太方針

までに、将来的な子ども・子育て予算の倍増に向け

た大枠を示すとされております。

県としましては、今後の国の子ども・子育て施策

を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

以上です。

○嘉数登知事公室長 私からは、駐留米軍経費負担

についての御質問にお答えいたします。

国によると、令和５年度防衛関係予算は、６兆

6001億円となっております。令和４年度の５兆1788億

円から１兆4213億円の増、率にして27.4％の増加と

なっております。

令和５年度の在日米軍駐留経費負担は2112億円で、

令和４年度の2056億円から56億円の増、率にします

と2.7％の増加となっております。

なお、在日米軍駐留経費負担に係る令和５年度の

沖縄関係予算は明らかではありませんが、令和４年

度の同予算は563億円となっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

ＳＤＧｓを推進すると、沖縄県の柱になっていま

す。

国連のアジア本部を沖縄に誘致を、という議論も

されてきました。国連機能の誘致が実現できたら、

ＳＤＧｓ17の目標推進の展望にもつながるのではな

いかということで伺います。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

国連においては、平成27年９月に、国連総会で採

択された持続可能な開発のための2030アジェンダ、
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これに盛り込まれた開発目標ＳＤＧｓの実現を推進

しているところでございます。

県におきましても、支援ビジョン基本計画におき

まして、ＳＤＧｓを取り入れて、各種取組を展開す

ることとしているところでございます。

このため、国連の方向性と県の目指すべき方向性

は一致しているものと考えているところでございま

す。

県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画におい

て、アジア太平洋地域の平和構築に貢献する地域外

交の展開といたしまして、アジア太平洋地域の安定

発展に資する国際機関の誘致に努めるといった位置

づけをしているところでございます。

関係部局と連携をいたしまして、求める機能であ

りますとか、沖縄に求められる役割などについてで

すね、整理をした上で、国連アジア本部等々を含め、

対象となる機関について検討してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 国連は文字どおり、世界情勢に

関与します。

とりわけ喫緊の課題と言われた気候危機、災害が

発生したらそこへの支援対応、復興や貧困対策、文

字どおり、戦争防止を責務としている。

この国連の機能と沖縄の目指す未来は、今、合致

するという答えでした。

もちろん、国連のそういった総合的な機能を、しっ

かり沖縄に誘致するという点で研究も必要ですし、

働きかけも必要だと思いますが、その点ではどうさ

れるのか伺います。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

国連が掲げるＳＤＧｓには、目標の１番で貧困を

なくそう、目標の13番で気候変動に具体的な対策を、

目標の16番では平和と公平をすべての人に。17の開

発目標と169のターゲットが定められているところで

ございます。

県においても、同目標と同様な方向性の取組とし

て、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づきまし

て、子供の貧困の解消でありますとか、自然環境の

保全、アジア太平洋地域の平和構築に貢献する地域

協力外交の展開といったものを推進することとして

おりまして、国連を含む国際機関との連携は重要で

あると考えております。

また、県においては、同基本計画におきまして、

世界の島嶼地域等との国際協力活動と国際的課題へ

の貢献というのを位置づけておりまして、多様な分

野における国際協力、貢献活動の推進及び国際的な

災害協力の推進などに取り組むこととしておりまし

て、このような取組においても、国際機関との連携

は重要であるというふうに考えているところでござ

います。

○瀬長美佐雄委員 ＳＤＧｓの推進と米軍基地につ

いては、日米地位協定改定が本当に課題となってい

ます。

ＳＤＧｓの目標の中には、すべての人に健康と福

祉をと、安全な水を世界に、人や国との不平等をな

くそう、住み続けられるまちづくり、海の豊かさを

守ろう、気候変動に具体的な対策をとろう、となっ

ています。

軍事活動は、温室効果ガス排出の規制の対象外で、

軍事演習は気候危機を促進している。爆音、ＰＦＡ

Ｓなどの県民の健康を脅かす存在でしかありません

が、ＳＤＧｓの推進の最大の障害が駐留米軍基地だ

という捉え方もあろうと思いますが、どうでしょう

か。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

日常的に発生するその航空機騒音をはじめとして、

実弾射撃演習による原野火災、それから、自然環境

の破壊や米軍人等による事件・事故は、米軍基地と

隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に大き

な不安を与えております。

このような状況を踏まえて、沖縄県ＳＤＧｓアク

ションプランにおいては、基地から派生する諸問題

の解決、平和を希求する沖縄として世界平和への貢

献・発信を優先課題の一つとして掲げております。

引き続きＳＤＧｓの理念も踏まえながら、目に見

える形で過重な基地負担の軽減が図られるよう取り

組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ある学者は、沖縄を軍事の要塞

から平和のハブへと。

アジア諸国人民と共存共栄ができるのは沖縄の歴

史、風土、文化、ソフトパワーが国際的に発揮され

ると、世界平和にも直結するという展望が開かれま

す。

世界的な軍事の拠点から、持続可能な世界のアジ

アのセンターへ、それが沖縄の可能性をさらに発展、

飛躍させるのではないかと思います。

希望の未来へ発信するという観点からの新年度予

算、どう進めるのか伺います。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

復帰50年の節目に策定いたしました新たな建議書

の中では新・沖縄21世紀ビジョンの基本理念である、
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時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平

和で豊かな美ら島おきなわの実現に向けて、県民と

ともに邁進していくということが記述をされている

ところでございます。

新・沖縄21世紀ビジョンの基本計画において、先

ほども申し上げましたが、アジア太平洋地域の安定

や発展に資する国際機関の誘致に努めるということ

が位置づけられております。

関係部局と連携をいたしまして、求める機能であ

りますとか、沖縄に求められる役割といったものを

整理した上で、国内、アジア本部を含めですね、対

象となる機関について検討を進めてまいりたいとい

うふうに思っております。

○比嘉瑞己委員長 以上で瀬長美佐雄委員の質疑は

終わりました。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

資料３－３、令和５年度当初予算説明資料で質問

したいと思います。49ページですね。

まず、県税の状況について、考え方を伺いたいと

思います。

個人県民税のほうが、対前年度で18億円、4.4％の

増、納税義務者数の動向等を踏まえたということで

すけれども、この増の要因についての考え方を伺い

ます。

○宮城力総務部長 納税義務者は、平成30年度で申

し上げると63万7000人、コロナ禍にあった令和２年

度67万1000人、令和３年度も同じく67万1000人と、

増加傾向にございます。令和４年度も68万人の納税

義務者を見込んで、当初予算４％余りの伸びを計上

したところでございます。

○國仲昌二委員 それでは次、法人２税――法人県

民税と法人事業税はちょっと減になっているという

計上になっていますけれども、その見込みについて

の考え方を教えてください。

○宮城力総務部長 法人２税については、全国旅行

支援の後押し等による入域観光客数の回復基調を反

映し、運輸業、あるいは旅館業等を中心に需要の伸

びを見込んだところですが、一方で円安、あるいは

仕入れ、材料高騰の影響等マイナス要因もございま

す。

これらを勘案して、全体として当初予算ベースで

はマイナスを見込んだところでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、地方交付税等について伺います。

これは、特別交付税も含めて計上してあると思う

んですけれども、その計上額と、その計上するに当

たっての考え方について伺います。

○宮城力総務部長 令和５年度予算で特別交付税は

45億円を計上しておりまして、令和４年度当初予算

額と同額となっております。

例年の特別交付税の交付額の実績等を勘案し、新

年度予算も計上したところでございます。

○國仲昌二委員 あとですね、臨時財政対策債がか

なり減になっているんですけれども、発行可能額は

全額計上ということでよろしいでしょうか。

○宮城力総務部長 臨時財政対策債と地方交付税含

めて、本来、交付税で頂けるところ、国税の財源不

足等によって臨時財政対策債が発行されるわけです

が、例年、国の地方財政計画等を勘案して計上して

いるところでございます。

年度に入って交付税が増えた、臨時財政対策債が

減った、あるいはその逆もございますが、発行可能

額については例年全額借入れをしているというとこ

ろでございます。

○國仲昌二委員 あとですね、去年ちょっと議論に

なったんですけれども、基準財政収入額の算定過小

ということで、後年度の精算があるというふうな話

があったかと思うんですけれども、たしか令和４年

からでしたかね、３年間ということであったと思う

んですけども、この精算についてはその予算計上で

はどうなっているのか。また、精算されたとしたら、

その額は幾らかというのも教えていただけますか。

○宮城力総務部長 令和３年度の地方交付税の算定

に当たって、特に法人事業税については見込みで計

上いたします。全国的に法人事業税は少なくなると

見込んだところ、少なくなるということは交付税が

多く交付されるわけですが、実際は法人事業税が全

国的に大分伸びた。

したがいまして、その伸びた分は、本来、地方交

付税としては頂けない額なので、後年度の３年にわ

たって精算することになります。その額が総額で

112億。これを令和４年度、５年度、６年度で精算す

ることになっておりまして、令和５年度は37億円が

精算で引かれるということで計上しているところで

ございます。

○國仲昌二委員 歳出のほうに行きたいと思います。

義務的経費の状況についてですね。

人件費の伸びについて、公立小学校・中学校の教

職員の給与費を16億円増ということで計上してあり

ますけれども、これ、職員数どの程度の人数増を見

込んで計上しているのかを伺います。
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○安里克也学校人事課長 小中学校教職員給与費に

つきましてですが、給料が４億6678万円、職員手当

などが11億4179万円、それから共済費が3293万円が

増となっておりまして、合計が16億4150万円となっ

ております。

要因といたしましては、積算人員の増、それから

退職手当の増となっております。

小中学校の教職員数につきましては、定数条例の

増に当たります214人に加えまして、産休代替等の職

員も加えまして、310人増える見込みで予算を計上し

ております。

以上であります。

○國仲昌二委員 これ、310人増という見込みという

ことですけれども、議会等で議論になっているその

不足の部分について、きちんと見込めるという時点

での計上なんでしょうかね。

○安里克也学校人事課長 12月時点の配置されてい

る職員数、それに臨任職員数、また、定数で見込ま

れる増といったものを合わせて積算しておりますの

で、予算の見込みとしてはこのような形になってお

ります。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、同じく義務的経費の中の公債費ですけれども、

公債費については、26年度からの表が出ていて、減っ

ているということで、いい傾向と思うんですけれど

も。県債残高もかなり減っていて、26年度から400億

ぐらいですかね、減っているんですけれども、一方

で、県債をもっと発行して公共事業などを単独でも

すべきじゃないかというような議論もあります。

そういった意見に対しての考え方を教えてくださ

い。

○宮城力総務部長 県債残高の減少については、行

革の取組の一環で資金手当的な県債については抑制

してきたこともありますが、臨時財政対策債が平成

22年度、たしか500億を超えるベース、そしてその翌

年も400億を超えるベースで借り入れざるを得ないと

いう状況でございました。

令和５年度は、数十億円単位ということで、大分

これが少なくなってきたというところも一因として

挙げられると思います。

県債をもっと活用すべきだという声は、議会の皆

様からもいただいているところで、先ほど申し上げ

たように、各省計上予算の積極的な活用という視点

と、それから地方財政措置のある県債の活用を図る

ということで、副知事を筆頭とした公共事業等推進

調整会議というのを設置し、今回予算に反映させて

きたところでございます。

県債の発行については、後年度の地方交付税措置

がある県債を中心に、今後も積極的に計上していき

たいというふうに考えているところでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、投資的経費について伺います。

補助事業についてはですね、財源としてそのハー

ド交付金と、あと、投資補助金があると思います。

去年の説明では、要望額としてハード交付金で

687億、投資補助金として498億、ということであっ

たんですけれども、これは財源としては、当初予算

どの程度計上されていますか。

○宮城力総務部長 一般会計における当初予算額の

ハード交付金事業は376億円。

そして、その他補助事業、いわゆる投資補助金等

含めてですが、605億円、予算ベースで計上している

ところでございます。

○又吉信財政課長 すみません、ちょっと訂正させ

てください。

ハード交付金、先ほど委員おっしゃったとおり、

夏の要請では687億ということで要望いたしました。

それについては、県の当初予算額としては368億円が

計上されております。

投資補助金につきましては、498億を要望したとい

うところで、これは今ちょっと県の試算のほうでは

となっているんですけども、当初予算には487億計上

されているというふうに考えております。

○國仲昌二委員 今の説明で、部長のほうからその

他補助金という話があったんですけど、その他補助

金というのは、経常補助金と、それから投資補助金

を加えたものということでよろしいですか。

○宮城力総務部長 補助事業の中で沖縄振興予算も

ございますが、それ以上の補助金もありますので、

各省計上の補助事業もございます。

それらをひっくるめたその他補助事業の総額が

605億円ということでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、最後です。

財政調整基金等の状況についての中から質問しま

すが、減債基金の運用について伺います。

財政調整基金、減債基金ともに、当初予算のほう

に取り崩して計上してあるんですけれども、この考

え方としてこの減債基金というのは、元利償還金に

充てるという考えでの当初予算計上なのかというの

をまず伺います。

○宮城力総務部長 減債基金につきましては、後年
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度の県債の償還に充てるために基金として設置し、

今、積み立てているところでございます。

例年、この基金を取り崩して借金の返済に充てる

という計上をしてございます。

○國仲昌二委員 今話したとおり、減債基金は元利

償還金に充てていくのですけれども、年度途中で、

例えば繰上償還とかに運用しているということもあ

るのでしょうか。

○又吉信財政課長 今おっしゃったように、年度途

中の任意の繰上償還についてですね、直近で申し上

げますと、平成27年のほうで行っております。その

内容が沖縄国際物流拠点産業集積地域那覇地区のロ

ジスティクスセンターというのがあるんですけども、

そこを一般会計のほうで造りまして、区域を拡張し

て特会に移したものですから、そのときに移すに当

たって繰上償還したというのが直近です。

その前でありましたのは、平成24年度、那覇市が

中核市に移行したというところで、中央保健所を那

覇市に移譲しました。それに伴って、それに係る分

を繰上償還したというところが直近の状況となって

おります。

○國仲昌二委員 私は以上で終わります。

○比嘉瑞己委員長 國仲昌二委員の質疑は終了いた

しました。

休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時20分再開

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 大局的な問題ですけど、県の基本

的な考えだけ聞かせていただきたいと。２点だけで

す。

５年度の予算概要の部局別からですけれど、プラ

スチック資源循環促進法が、去年、令和４年４月１日

から施行されていますけれど、県の取組としてこの

予算、1260万円程度で本当に足りるのかなと非常に

疑念を持っていますけれど、基本的な考え方を教え

ていただきたい。

○久高直治環境整備課長 お答えします。

まず、県の取組から説明させていただきます。

御承知のとおり、令和４年４月１日からプラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律が施行され

まして、同法に基づき製品の設計からプラスチック

の廃棄物の処理まで関わるあらゆる主体がプラス

チックの資源循環に取り組むこととされております。

県では、令和３年度から専門家及び事業者を構成

員とするプラスチック問題に関する万国津梁会議を

開催しまして、県内の実態の把握のためのアンケー

ト調査結果を踏まえまして、沖縄に必要な方策を検

討したほか、県民全体でプラスチック問題を考える

ためのキャッチフレーズの公募・選定等にも取り組

んでまいりました。

この３月末には、同会議から提言をいただきまし

て、令和５年度以降は、プラスチック問題対策普及

啓発事業で実行計画の策定や啓発イベントの実施等

に取り組みます。

また、令和４年度からは、実施している島しょ型

資源循環社会構築事業においても、沖縄におけるプ

ラスチックの効率的なリサイクル体制に係る実証事

業の実施に向けたモデル選定などに取り組むことと

しております。

これらの事業により、プラスチック資源循環社会

の実現に取り組んでまいりたいと考えております。

○平良昭一委員 民間企業の努力はよく見えるんだ

けど、県が取り組んでる啓蒙活動というのが、あま

り目立たないような感じがするんだよな。

その辺、令和３年から取り組んで、この法律が去

年の４月１日から施行されるための努力はしてきて

いることは今の答弁で分かるんだけど、実際、県民

に周知徹底させるようなことができていると思いま

すか。

○久高直治環境整備課長 委員おっしゃるように、

やはり沖縄県のリサイクル率というのは島嶼という

こともありまして輸送コストとかですね、全国と比

較しますとなかなか普及が進まない点はございます。

けれども、課題がありますが、県としましては、例

えばレジ袋につきましては、平成20年に有料化をし

まして、全国で３番目に早く施行しております。そ

れも県内のスーパー等の事業者などが集まりまして、

レジ袋に関する協定を結んでおります。

それに基づいて、今年度もそういったスーパーの

事業者の皆様と御相談しながらいろいろな協定を改

定するだとか、そういったガイドラインを作成した

いというふうに考えております。

そういった様々な事業を活用しながら、また万国

津梁会議で県外の専門家の先生方からもいろいろ提

言を今月に受けることになっておりますので、そう

いった提言を踏まえた上で、この計画を進めていき

たいと考えております。

○平良昭一委員 この法律の一番の目玉というのは、

この海洋ごみというものも含まれてきているわけで
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すよね。

そういう中では、海に囲まれている我が県に関し

ては、このような予算の中で本当に対応できるかな

というのは非常に疑念を持ってるわけです。

今の説明では、レジ袋というのは民間がやってい

るものでしょう。別に皆さんがやっているわけでも

ない、協定結ぶなんて言っているけど、企業努力の

中でやってきているけど、実際、沖縄県としての取

組が形として全く見えてこないというものに関して、

県の考え方を僕は問いただしているわけですから、

これだけの予算の中で済まそうなんていう考え方で

はないですよね。

○久高直治環境整備課長 おっしゃるように、これ

だけで全てというわけではなくて、次年度はこれに

基づいて計画――万国津梁会議の提言を踏まえて、

計画を立てまして、短期・中期・長期に分けて、そ

れぞれの施策を展開していって、様々な事業を取り

組みまして、それで、そういった総合的に醸成を深

めながら、プラスチック資源循環の社会を構築した

いと考えております。

沖縄県では、この万国津梁会議以外にも、島しょ

型資源循環社会構築事業といいまして、民間だけで

はなく市町村の方々も集めまして、このプラスチッ

クとバイオマスの資源循環に関して、どのような対

策が必要かというのを、専門家も交えて検討してい

るところです。

次年度はその計画を進めていくということで、モ

デル事業を選定して、それを構築していくと、それ

をまた水平展開していきたいと考えております。

そのような事業を、様々なもの、委員おっしゃっ

ているように組み合わせながら進めていきたいと考

えております。

○平良昭一委員 分かった、これは。

今後も課題として、皆さんの努力というのを見て

みたいと思います。

そして、企業局の関係ですけど、本島周辺離島８村

への水道広域化に向けた水道施設の整備、これは非

常に評価をします。

ただ心配なのは、この８村の離島に関してはいい

かもしれませんけど、沖縄本島、あるいは宮古、八

重山に関わる小規模の離島がありますよね。

当然、水道というのは、各市町村単位の中で運営

しなさいというのが基本ラインではあるかもしれま

せんけど、本島内、宮古、八重山の離島を抱えてい

る市町村がかなり負担になってきていると思います

けど、その辺の水道の状態というのはどんなものな

のですか。

○田端亜樹衛生薬務課長 県は水道広域化のステッ

プ１としまして、本島周辺離島８村の水道広域化に

ついては、令和７年度までに完了を目指して取り組

んでおります。

本島の市町村の離島を含むステップ２以降の水道

広域化におきましては、県内各水道事業体などで構

成されます沖縄県水道事業広域連携検討会において

検討されることになっております。

○平良昭一委員 検討されることになっています

じゃなくて、実際こういう本島内、あるいは宮古、

八重山地区の離島辺りはしっかり対応されているの。

○田端亜樹衛生薬務課長 今のところ、広域連携検

討会では、ステップ２以降は検討しているところで

ございます。

○平良昭一委員 大局的に考えて言うには、僕は水

道は、平等に県民にやらないといけないと思うわけ

よね。この離島８村に対しての考え方というのは非

常にいいけれど、本島内、あるいは小さい離島、市

町村の中で管轄しているところの敷設、恐らく海底

送水でしょうね。そういう状況というので、平等性

を持って得られているのかということを聞きたいん

ですよ。

○田端亜樹衛生薬務課長 県としましては、水道広

域化による検討もございますが、それが組み込まれ

る前の段階での状況におきまして、効率的な施設整

備は高率補助――これは簡易水道と上水道に水道と

いうのは分かれるわけなんですけれども、簡易水道

は5000名以下の給水人口に関しましては３分の２、

それからあと、5001人以上の上水道におきましては

２分の１を活用した施設整備等に関する助言や予算

確保ですね。それから県の企業局の協力を得ながら、

技術支援を行っているところです。

以上です。

○平良昭一委員 高率補助ということでありますけ

ど、そうは言っても裏負担分があるわけよね、どう

しても。

だから、皆さんが進めている８村に対しては、８離

島の村に対してはやられているかもしれないけど、

実際、本島内、あるいは宮古、八重山の市町村の中

で運営している中で、これは5001名以上が上水道の

事業だといっても5000名以下ということはかなり苦

しいような状況で運営してるんじゃないの。

そういう点からすると、それを抱えている本島の

離島なんていうのはしっかりされているかなという

心配があるんだよ。
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離島８村ばかり手を差し伸べるんじゃなくて、離

島を抱えてる市町村も丁寧にやっているかというの

がちょっと気になっているんですけど、その辺、企

業局としての十分な体制は整っているということで

判断していい。

○松田了企業局長 お答えします。

今、いわゆるステップ１として、本島周辺離島８村

に企業局が水道水を供給するという事業を行ってい

るところでございまして、それは令和７年をめどに

８村への供給開始が行われる予定になっております。

現在、粟国村、北大東村、座間味村阿嘉・慶留間地

区、それから伊是名、それから今年２月には南大東

村への用水供給は開始してございます。

委員御質問の点につきましては、先ほど保健医療

部のほうからも説明がありましたけれども、この広

域化を今後どうやって進めていくかということにつ

いて、関係市町村も含めて検討しているというとこ

ろになっております。

問題はですね、いわゆる離島に水を供給する際に

企業局が行いますけれども、どうしても供給する範

囲が広がっていけばコストが上がると。その分、供

給する単価が上がってしまうという点がございます。

その点につきまして、いわゆる企業局は独立採算

制でございますので、供給している事業、市町村の

ほうから料金をいただくということになります。供

給範囲が増えてコストが上がりますと、その分の給

水の価格が上がっていきますので、そのことについ

て市町村に御理解をいただく必要があるかと思いま

す。

そういう点について今、どのぐらい価格が上がる

のか。そのことについて、各市町村でどう考えるの

かということについて、メリット、デメリット等に

ついて、保健医療部のほうがまとめた資料を基に、

今意見交換をしているというようなところでござい

ます。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から上水道地域と簡易

水道地域は人口5000人という人口で分けら

れて、企業局と保健医療部で担当が分かれ

るのかとの確認に対し、衛生薬務課長から

水道法で給水人口に対して上水道と簡易水

道に分かれているとの説明があった。また

企業局長から、水道法は保健医療部が所管

しており、企業局は水道用水供給事業者と

して市町村等に水道用水を供給している。

企業局は給水人口にかかわらず供給するこ

とができるが、地方公営企業として独立採

算なのでかかった費用は受益者の費用負担

となることから、広域化を進めるに当たり

市町村に了解が得られるかということにつ

いて意見交換を行っているところであると

の説明があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 そうであれば、この本島周辺離島

８村の水道広域化というのは、あくまでも市町村が

やるべきことだけど、できないから、提供側として

企業局が手を差し伸べてるという形になるわけよね。

○松田了企業局長 企業局は、いわゆる水道用水供

給事業という事業体でございまして、水道用水を市

町村に供給すると。

どうしても離島の市町村は小規模ということもご

ざいまして、技術的な問題、あるいは施設的な問題

がございまして、そういう観点から、企業局が８村

につきまして、水道用水を供給するという役割を担っ

ているというようなことでございます。

○平良昭一委員 分かった。

であれば、僕が言いたいのは、この８村と同じよ

うに本島、あるいは宮古、八重山地域の中での離島

があるのは、市町村の自主財源だけではできないと

ころが出てくるわけですよ。海底送水するわけです

から、かなりのコストがかかる。

そういうところにも、供給側として企業局が絡ん

でくる可能性も、これから県としての考え方はある

のかということを聞きたい。

○糸数公保健医療部長 現在の水道広域化の仕組み

の中で、企業局に技術的にお願いをしているのは、

水を取ってきて浄水場にためて、そこから送水まで

の間の――例えば浄水場の管理とかいうふうなとこ

ろを主に各離島で見てもらっていて、実際もともと

そこは役場の職員がやっていたところを遠隔管理な

どで効率的に見るということで、コストを少し平準

化するというような形でやっています。

実際に送水して、おうちに行くまでの間の海底送

水等は、主に市町村独自で整備をするというふうな

ことで行っていて、今、委員が御指摘の、そうは言っ

ても２分の１とかの補助では裏負担が大変だという

ふうなことがある場合は、個別に相談に応じて、例

えば水道債とか、過疎であれば過疎債など、そのほ

かの財源が使える可能性もあるので、それについて

は個別にお話を伺って、こういうふうなものが使え

るんじゃないかという助言をして、それと併せて国
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にしっかり予算を確保するようにというふうなとこ

ろは保健医療部のほうでやっています。先ほど松田

局長が言ったそういうふうな水道広域化の、流れの

中でやっていますけれども、それ以外のところにつ

いても個別に、その財源の助言などを、今行ってい

るところであります。

○比嘉瑞己委員長 平良昭一委員の質疑は終了いた

しました。

上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

まず、今回の令和５年一般会計当初予算、過去最

高額を更新ということでございますが、皆さんの資

料にもウイズコロナからポストコロナの新しい生活

様式に適合する取組をと。この数年、コロナ予算が

相当ついてるのですが、このコロナ予算を差し引い

た場合のこの数年の予算額はどういうふうな推移を

していますでしょうか。

○宮城力総務部長 新型コロナウイルス感染症対応

の関係予算を除いた当初予算の額でございます。

令和２年度が7514億円、令和３年度が7160億円、

令和４年度が7325億円、令和５年度が7648億円とな

ります。

○上原章委員 コロナについては、本当に皆さん一

生懸命頑張っていただいてきているのですが、コロ

ナが収まってですね、今後各部局の予算をどう効率

よく使っていただけるかというのは非常に重要だと

思うのですが、年々、一括交付金等も厳しい状況で

ございますので、しっかり皆さん行革もしながらやっ

ていただけるとは聞いています。

それで、今回、県税の収入も過去最高1464億円を

記録しておりますが、この見通しなんですけど、皆

さんからいただいた資料の49ページの令和５年度の

県税で、特に地方消費税、それから個人県民税が結

構予想を大きく想定しているということなのですが、

この辺の根拠を教えてもらえませんか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

個人県民税につきましては、午前中もございまし

たけども、主に納税義務者の数が増えている傾向に

あることを踏まえてのものでございまして、地方消

費税に関しましては、これはいわゆる社会経済活動

の正常化が進んでいることに伴いまして、個人の消

費活動が活発化していることを踏まえてのものでご

ざいまして、これは全国的に同じ傾向にございます。

以上です。

○上原章委員 全国的な傾向といってもですね、今

の沖縄県の県民の物価高騰をはじめですね、本当に

今厳しい暮らしの中で、これだけの税が本当に見通

せるのかなと。

消費についても、一部のそういった業種があると

も聞いてはいますけどね、まだまだ厳しい状況で、

これだけの県税が見込めるのかちょっと疑問なので

すが、例えば令和４年の当初予算1413億の県税を皆

さん見越していたのですが、現時点の推移とか分か

れば教えてもらえませんか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

令和４年度の県税当初予算は、直近の収入見込額

ですとか、税制改正の影響、また、日銀短観等の経

済指数を参考にするとともに、新型コロナウイルス

感染症の影響により、落ち込んだ経済の回復傾向を

踏まえまして、1412億5900万円を見込んだものでご

ざいます。

しかしながら、ウクライナ情勢ですとか、円安に

伴う仕入価格や物価上昇の影響から、特に法人２税

が減少している一方で、ウイズコロナの考え方の下

で、社会経済活動の正常化が進んだことにより、個

人県民税、あと地方消費税や自動車税など、主要税

目の収入実績が当初見込みを上回って推移している

ことから、既決予算額と比べて約46億円、率で3.3％

増の1458億6014万円相当を見込んでいるところでご

ざいます。

以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。

観光業を含めてですね、大変厳しい県内の状況だ

と。これは多くの人が感じているところでございま

すので、自主財源、特に県税というのは非常に重要

かなと思うので、よろしくお願いしたいと思います。

それで、この自主財源の確保が、今後依存しない

沖縄県の予算という形を皆さん頑張って目指してい

ると思うのですが、この取組で、令和４年の成果、

もしくは令和５年、具体的に新たな取組を、もしあ

れば紹介していただけませんか。

○宮城力総務部長 自主財源の確保の取組につきま

しては、課税自主権の行使、徴収対策の強化、使用

料手数料の見直し、県有財産の売払い等、それから

ネーミングライツ、自動販売機の貸付けなど、従前

から取り組んでいるところでございます。

また、現在コロナウイルスの影響にもよりまして

一時中断しておりますけれども、安定的な観光振興

を図るために法定外目的税、いわゆる宿泊税の導入

に向けて今取り組んでいるところでございます。

○上原章委員 最近の報道で北谷町が宿泊税をと。

県はそれに対して２分の１ずつ、県が２分の１。
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この宿泊税は、県の目的税導入に併せてやりたい

ということを報道で見たんですけどね。

各市町村もそういう自主財源の確保で動いている

中でですね、県は、実際この目的税をどのタイミン

グで今目指しているのですか。

具体的にどういった内容ですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 観光目的税の導

入については、制度設計をした後にコロナの影響を

受けたというところでですね、社会情勢、経済情勢

の回復具合を見定めているところです。

旅行需要が安定的に回復する傾向が見られた状況

においてですね、宿泊事業者等の観光関連団体、そ

れから今おっしゃるように導入を検討している市町

村、そことの意見交換を行いながら、特に関係団体

の理解が得られるように意見交換をしながら、取り

組んでいきたいなというふうに考えています。

○上原章委員 県は今おっしゃる宿泊税は、観光客、

県外からいらした方からという。

今回の北谷町は、宿泊税は住民の皆さんからとい

うふうな報道なのですが、この辺の考え方というの

は、県はどういうふうに考えていますか。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、上原委員から、北谷町が住民か

らと言ったが訂正して、観光客から幾らか

などについて、県が分かれば教えてほしい

との質疑の訂正があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 これまで整備さ

れた法定外目的税、観光に資する目的税としてはで

すね、沖縄の自然環境や地域環境の保全、伝統文化

の未来への継承、安全・安心で快適な旅行環境の質

の向上など、県民生活と調和した持続可能な観光地

を形成するということでの目的であります。

課税の納税義務者としては、宿泊施設における宿

泊者、観光客になりまして、宿泊１泊につき、宿泊

料金が２万円未満を200円、２万円以上を500円とい

う形で徴収することにしております。

収入した税のうち、市町村が宿泊税を課すという

ような場合には、その市町村と２分の１にするとい

うようなことを今想定しております。

宿泊税以外の入域税というような形、あるいはそ

の環境目的税ということであれば目的が違いますの

で、そういう部分のすみ分けという部分はですね、

何のために税を取るのかと、納税義務者は誰なのか

とか、そういうことの整理の中ですみ分けしていく

ことになるのかなと思っています。

○上原章委員 分かりました。

ありがとうございます。

再度確認します。

県は、市町村とも、また関係団体ともいろいろ意

見交換をして、何年度にこの宿泊目的税を実施した

いという見解ありますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど申しまし

た旅行需要が安定的に回復するというような状況と、

それから、その関係事業者さんの理解を得てという

ことになりますので、その理解を得る調整・意見交

換、これまでも継続していますけれど、そういう取

組を今後も進めていきたいと思っています。

○上原章委員 コロナでこの取組が今、ちょっと止

まっているということは理解はしますけど、当初年

間どのぐらいの総額をこの税で考えていたんですか

ね。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

コロナ禍前の試算になるんですけれども、当初は

年間42億円ほどの税収を見込んでおりました。

以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。

最後に、この物価、電力高騰で県が指定している

指定管理者、指定管理施設等も相当の負担が今もう

始まっていてですね、この水道光熱費を含めて、指

定管理者への支援、具体的にどのぐらいの影響が想

定されて、どういった支援を今考えているか。今回

の予算にこれが組まれているのか、聞かせてくれま

すか。

○宮城力総務部長 今般の電気料金の高騰等によっ

て、指定管理者の管理運営経費にも影響があるとい

うふうに考えております。

ただ、指定管理施設については、県と指定管理者

との協定に基づいて、リスク分担がなされておりま

す。電気代の高騰に関しては、指定管理者の責めに

帰すことのできない事由により施設の管理運営に著

しい支障が生じるなど、真にやむを得ないと認めら

れる場合は個別に協議した上で対応するということ

を考えております。

○上原章委員 具体的に個別に相談は来ていますか。

○宮城力総務部長 各部局において、今検討がなさ

れているものと考えております。

○上原章委員 明らかに今回、県と取り交わした指

定管理料の予定額を大幅に、この光熱費等で――こ

れから夏場に入る中で、ある施設の責任者にちょっ

とお話を聞いたら、指定管理料のうちの約20％が大
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体こういう維持管理の水道光熱費で、これが５割に

近づくような試算も出ているということで、これは

もうぜひ県にしっかり支援をお願いしないと、自分

たちの指定管理の仕事を超えているということを

おっしゃったんだけど、その点いかがですか。

○宮城力総務部長 先ほど申し上げたように、施設

の管理運営に著しい支障が生じている。それも施設

管理者の責めに起因しない事由である。

ただ、施設の特性もそれぞれあると思います。管

理運営の経費の中で、電気代が非常に高い割合を占

めている。そして集客の、収益性を高めるための取

組も限界がある等々の様々な事情があると思います。

それらを勘案した上で対応を検討したいと思いま

す。

○上原章委員 具体的にこれ予備費とかで使えます

か。

○宮城力総務部長 予備費は、基本的には災害対応

であるとか、事前に予測不可能な事象について計上

するものでございます。

既決予算の範囲内で対応ができるのであれば、ま

ずはそこから充当を考えるということになろうかと

思います。

ただ、先ほど申し上げたように、施設のそれぞれ

の特性、それから事情を勘案した上で検討するとい

うところでございます。

○比嘉瑞己委員長 上原章委員の質疑は終了いたし

ました。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いいたします。

まず、今年度の当初予算の姿ということで、２年

連続で8000億を超える予算規模ということで、高齢

化に伴う社会保障関係費の対応などによりというこ

とであるんですが、基本的に推移を見ると、大体

7500億というのが沖縄県の一般会計予算の推移なの

かなと。平均をしていくとですね。

ところが、この２年連続8000億台ということになっ

てくると、これだけ２年連続8000億をやると、令和

５年もどうなっていくのかなというところがあるん

ですけれど、これからのこの予算規模の推移という

のをどのように考えているでしょうか。

○宮城力総務部長 先ほど、コロナ対応関係経費で

1000億、その影響を差し引くと7500億円程度という

ことを申し上げました。

今、２類から５類に分類されて、関係予算の規模

が縮小することも見込まれますが、一方で、社会保

障関係費は今後も伸びていくことが見込まれており

ます。

予算規模については、新型コロナウイルス以外に

も物価の高騰であったり、電気料金の高騰の対応な

ど、社会経済情勢の変化、これに必要となる財源も

踏まえて、予算規模等が反映されていくものという

ふうに考えます。

○當間盛夫委員 それと、今回皆さんの予算は、そ

の沖縄振興予算が減額される中で、それに加え、各

省計上、全国制度予算ということで、これを加えて

きているのですけれど、これは今年度新たに加わっ

てきたものなの。これまでもやる中でのお話なんで

すか。

そしてまた、この各省計上予算というものが今度

の予算にどういう形で反映されているのか。例えば、

どういう事業がありますというのがもしあれば。

○宮城力総務部長 各省計上予算については、全国

制度となっております。教育とか福祉とか、これら

の関連予算をこれまでも計上してきたところでござ

います。

一方で、地域の特性に応じて活用するモデル事業

などもございます。

今回は新たな取組として、公立学校の教職員のメ

ンタルヘルス対策に関する調査研究事業であったり、

ＥＶバスの導入促進に関する経費であったり、これ

ら含め23事業、総額６億2000万円程度の予算を計上

したところでございます。

○當間盛夫委員 部長、今23事業だとか、６億とい

うようなお話をされたんですが、これは毎年大体そ

れぐらいの事業、予算規模で全国制度は活用してい

るという認識でいいんですか。

○宮城力総務部長 教職員の給料、給与であったり、

あるいは社会保障関係経費であったり、先ほど申し

上げた全国制度の補助事業については、これまでも

取組を行っておりますし、予算にも計上したところ

でございます。

今回23事業、総額6.2億円は今回、新たな取組とし

て計上をしたというところでございます。

○當間盛夫委員 この沖縄振興予算が3000億の部分

が、今、2600億台に減少をしていると。その穴埋め

のような予算という考え方でやっているんですか。

○宮城力総務部長 特にハード交付金については減

額が続き、市町村の皆様からも非常に厳しい声をい

ただき、もっと県債を積極的に活用すべきではない

かという声が、市町村の皆様からも、そして県議会

からも上がってきたところでございます。

それらを踏まえて、今回、各省計上予算、あるい
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は有利な起債の積極的な活用ということで予算に計

上したところでございます。

○當間盛夫委員 私は評価します。

我々沖縄県はこの特殊的なもので、内閣府一括計

上ということでね、高率補助ということで、なかな

かそれにしか目が行ってないんじゃないかと言われ

ているところもありましたので、いろんな各省庁で

あるいい予算というのは、しっかりと各職員が頑張っ

てこのことをやるということは、これからもっと積

極的にやっていただきたいなということで評価をし

ております。

そしてまた、この部分で、より地方財政措置の有

利な県債の積極的な活用というのがあるんですが、

これどのようにやられる予定ですか。どういうのが

有利な県債ということなんでしょうか。

○宮城力総務部長 地方債はいろんなメニューがあ

りまして、例えば公共事業の場合であれば、裏負担

の９割起債を行うことができまして、そのうちのた

しか20％、30％程度が後年度の元利償還金として地

方交付税に算入されることになります。

一方で、例えば県の一般単独事業債であれば、交

付税措置が後年度全くないというような起債もござ

います。

県の場合は５割程度交付税措置があるものを有利

な起債として、今回積極的な活用を図ったところで

ございます。

○當間盛夫委員 その中で、皆さんが出しているこ

の県債残高の推移になるんですが、県債も借金です

よね。

債務が減るというのは、これはもう大事な部分で

はあるんだけど、一方で、この平成26年度6600億あっ

た県債残高が、令和５年度見込みでも5300億という

形の減少という部分は、一方の見方からすると、何

も事業をやらないという見方も捉えられるわけです

よね。その辺はどう考えますでしょうか。

○宮城力総務部長 資料の52ページに県債残高の状

況のグラフを示しておりまして、平成26年度は

6600億、今現在5300億になっております。

緑の部分がいわゆる一般の県債で上乗せしている

黄色い部分が臨時財政対策債となっております。

臨時財政対策債は平成22年頃に毎年500億、400億

という規模で借入れしておりました。それが大分減っ

てきたというところ。

緑についても、減りはしておりますが、近年2600億

円台で推移しておりますので、県債残高の減少の主

な要因は臨財債の減少によるところが大きいという

ふうに認識しております。

近年、ハード交付金等が減少しておりますが、今

後は県債の積極的な活用等を図って、公共関係予算

の確保も図っていきたいというふうに考えていると

ころでございます。

○當間盛夫委員 今年もこの臨時財政対策債、これ

は赤字の穴埋めをする分でのものになって、今度は

この分は少ないわけですね。

それからすると、例えばインフラ整備、道路を造

る、以前平良委員からもあったんですが、北部の県

道を造るものでも遅々として進まないと。

南部の東道路にしても、あと何年かかるか分から

ないと。コストコだとか、大きな商業施設が来ると

言っているのに、そのことが県道になるとちょっと

にっちもさっちもいかないというものからすると、

もっとこの投資的経費の状況も決して伸びてないわ

けですよね。減少傾向なわけですよ。

それからしたら、部長、有利な県債をということ

も大事ではあるんですが、積極的にその投資的経費

含めた部分での県債を活用して、これだけの県債残

高の推移であるわけですから、やるべきではないか

と思うんですがどうでしょうか。

○宮城力総務部長 持続的な、安定的なと言います

か、財政運営を図っていくためには、財源の確保も

そうなんですが、県債の状況もしっかり見極めなが

ら予算を編成していく必要があると考えております。

予算編成に当たっては、まず有利な財源を確保す

るという視点が一番重要となるものと考えておりま

す。財源も確保しつつ、また、県債もうまく活用し

ながら、公共投資等についても一定の水準を維持し

ていきたい、あるいは伸ばしていきたいというふう

に考えているところでございます。

○當間盛夫委員 ちなみに、我が沖縄県のこの県債

残高って、ほかと比べるとどういう状況ですか、分

かりますか。

例えば九州の中で、都道府県。九州だけでもいい

ですけど。

○宮城力総務部長 １人当たりにしますと、九州各

県と比べると沖縄県は非常に低い水準にある、全国

的にも低い水準にある状況です。

その理由としましては、沖振法等に基づいて、公

共事業の補助率が非常に高い、高率補助である、そ

のために裏負担の額も小さい、そのため発行する県

債も少ない、したがいまして、県債残高の１人当た

りの額は全国に比べても非常に小さいという状況に

ございます。
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○當間盛夫委員 それじゃ、ちょっと部局別のもの

で、脱炭素社会ということで、2025年までにゼロを

目指しているという割には、今回、この脱炭素社会

のものでも島しょ型エネルギー社会基盤構築事業と

いうのがあるんですけれど、これどういう事業で、

どこにどうさせようとしているんでしょうか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

県ではクリーンエネルギー導入促進の取組として、

令和４年度に引き続き、島しょ型エネルギー社会基

盤構築事業を実施しております。

当該事業の細事業において、再エネ導入効果の早

期発現が期待できる離島を対象に、太陽光発電事業

の展開に係る補助を引き続き行うとともに、令和５年

度からは、新たに離島を含めた県内全ての海域につ

いて、洋上風力の導入に適した候補地等の調査事業

に取り組むこととしております。

これらの細事業等の実施により、沖縄県クリーン

エネルギー・イニシアティブにおいて掲げる再エネ

電源比率やエネルギー自給率の目標値を達成し、

2050年の脱炭素社会の実現を目指してまいりたいと

考えております。

以上です。

○當間盛夫委員 沖縄電力さんで、宮古で太陽エネ

ルギーをやった。ところが、台風対策と言って、今

もう太陽光パネルも外して、全く実証実験だけで終

わってしまっている。

今度の電気料金のもので、もう石炭が９割で、石

炭を含めた火力発電のものでこの燃料費の高騰とい

うことで、これだけの電気料金が上がる。

皆さん、この事業を調査だとか実証実験だとか、

いろいろ、もろもろやっている中で、何で我々この

沖縄県は再生エネルギーの比率が上がって来ないん

ですか。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

今般のエネルギー価格の高騰による県民生活及び

経済活動の影響というものを踏まえまして、外部に

依存せざるを得ない石油・石炭等のエネルギー資源

から地産地消のエネルギー資源へと転換を加速する

必要があるというふうに認識しているところでござ

います。

そのような中、県におきましては、委員も御承知

のとおりだとは思いますが、離島を対象とした太陽

光発電事業への補助、あるいは水素等の可能性調査、

あるいは再エネの導入に係る税制上の特例措置の活

用促進などに取り組んでいるというところでござい

ます。

さらに、令和５年度というところでございますが、

これらの取組に加えまして、離島を含めた県内全て

の海域におきまして、洋上風力の導入に適した候補

地等の調査を実施するという予定にしてございます。

県としましては、これらの取組を通じまして、再

エネの主力化、あるいは水素エネルギーの活用等に

よるクリーンエネルギーへの転換に強力に取り組ん

でいきたいというふうに考えているところでござい

ます。

以上です。

○當間盛夫委員 実証実験だとか、皆さん今度もね、

この洋上での風力だとかって言うんだけど、このま

た調査事業をどこがやるんですか。

どこに委託するの。また電力さんに委託するんじゃ

ないの。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

調査事業等については、公募で行うということで

考えておりますので、必ずしも電力とは限らないと

思います。

以上です。

○當間盛夫委員 僕は2030年の目標も、沖縄県は18％

という中で、この目標も困難じゃないかなと思って

いますよ。今の電力の在り方からすると。天然ガス

を入れて、天然ガスの比率を増やすと、全く再生エ

ネルギーのものが文言出てこない。

一方のその要因は、私はその政治的な、沖縄県自

体がその再生エネルギーに対しての弱さ――これだ

け燃料高騰と言って、これだけいろんな税制の優遇

をさせているのに、沖縄県自体がそのエネルギーの

在り方ということを真剣に考えていないというのが

今度の予算に出ているんじゃないかと思うんですけ

ど、どうでしょうか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

現在、いろいろな細事業で８つの事業をやっては

いるんですが、事業の必要な財源等は沖縄振興特別

交付金であったりとか、それから国の財政を活用し

た形での民間投資を積極的に誘発していって、必要

な額、それから民間も活用しながら、今後の再エネ

導入、脱炭素化に向けて取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

以上です。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、皆さんこの

新沖縄県行政運営プログラム、仮称ではあるんです

けれども、この中でもＰＰＰ／ＰＦＩ活用をやって

いくということで、今、ＭＩＣＥのほうはそういう

ことをやるんですが、このサッカースタジアム、中
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央卸売市場、そのことはどのようにこの民間活力を

使っての進め方をしていくのでしょうか。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

ＰＰＰ／ＰＦＩなどですね、民間資金等の活用は

安定的な自主財源の確保という観点から非常に重要

であるというふうに思っております。

新たな沖縄振興計画――新・沖縄21世紀ビジョン

基本計画におきましても、ＰＰＰ／ＰＦＩについて、

官民連携による新たな財源の確保や有効活用を基本

方向に地元企業の積極的参画を含めた、民間事業者

のノウハウや資金を活用する事業手法の導入に取り

組み、行政コストの低減や資金調達の多様化を推進

することについて記述しているところでございます。

また、民間事業者に対しては、新たな事業機会を

創出するということで、経済の活性化にも資すると

いうことで、非常に重要であると思っておりまして、

新・沖縄21世紀ビジョン基本計画などに基づいて、

ＰＰＰ／ＰＦＩなど、民間資金等の活用について各

部局のほうで検討がなされているというところでご

ざいます。

○當間盛夫委員 何年も調査ばっかりしないように、

実行するようにしてください。

よろしくお願いします。

○比嘉瑞己委員長 以上で當間盛夫委員の質疑を終

結いたします。

以上で、甲第１号議案から甲第24号議案までの当

初予算の概要説明に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算に

係る議案については、予算議案の審査等に関する基

本的事項の記の１及び４、並びに予算特別委員会運

営要領の記の４（１）に基づき、この後、所管の常

任委員会に、それぞれ依頼して調査を行うことにし

ております。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から今後の日程等の説明）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は終了いたしました。

次回は、３月14日火曜日午後１時30分から委員会

を開きます。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 比 嘉 瑞 己



－103－

令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月10日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時12分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予

算（知事公室、総務部及び公

安委員会所管分）

２ 甲第７号議案 令和５年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

３ 甲第19号議案 令和５年度沖縄県公債管理特

別会計予算

出席委員

委 員 長 又 吉 清 義

副委員長 島 尻 忠 明

委 員 仲 村 家 治 花 城 大 輔

仲 田 弘 毅 山 里 将 雄

当 山 勝 利 西 銘 純 恵

渡久地 修 國 仲 昌 二

平 良 昭 一 當 間 盛 夫

上 原 快 佐

説明した者の職・氏名
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○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

なお、令和５年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査をいたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第７号議案及び甲第

19号議案の予算３件を一括して議題といたします。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係予算の

概要の説明を求めます。

嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 おはようございます。

知事公室所管の令和５年度一般会計歳入歳出予算

の概要について説明いたします。ただいま通知しま

したのは、令和５年度当初予算説明資料抜粋版知事

公室でございます。

１ページの令和５年度一般会計部局別予算を御覧

ください。

表の上から２番目、知事公室における令和５年度

歳出予算額は45億8868万6000円となっており、前年

度と比較して8244万円、1.8％の減となっております。

なお、一般会計予算総額に対する構成比は0.5％と

なっております。

２ページを御覧ください。

一般会計の歳入予算について御説明いたします。

表の一番下、左側の知事公室合計欄を御覧くださ

い。

知事公室が所管する歳入予算の総額は25億9677万

9000円で、前年度当初予算額26億5262万9000円と比

較しまして5585万円、率にして2.1％の減となってお

総務企画委員会記録（第２号）
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ります。

次に、歳入予算について款別に御説明いたします。

（款）９、使用料及び手数料の知事公室所管分は

1700万2000円で、これは主に危険物取扱所等の設置

許可申請等手数料に係る証紙収入でございます。

（款）10、国庫支出金の知事公室所管分ですけれ

ども24億7425万1000円、これは主に不発弾等処理促

進費に係る国庫補助金であります。

（款）11、財産収入の知事公室所管分ですけれど

も42万円で、これは主に消防学校の自動販売機設置

に伴う建物貸付料であります。

（款）15、諸収入は430万6000円で、これは主に県

広報誌等広告料でございます。

（款）16、県債の知事公室所管分ですけれども１億

80万円で、新規事業であります消防防災ヘリコプター

整備推進事業に係るものであります。

以上が、一般会計歳入予算の概要でございます。

次に、３ページを御覧ください。

一般会計歳出予算の概要について御説明いたしま

す。

知事公室所管の歳出予算は、（款）２、総務費から

となっております。

表の一番下、左側の合計欄を御覧ください。

県全体の歳出予算は8613億9500万円で、そのうち

知事公室所管の歳出予算額は45億8868万6000円。こ

ちらは前年度当初予算額46億7112万6000円と比べ、

8244万円、率にしまして1.8％の減となっております。

次に、歳出予算の主な内訳について御説明いたし

ます。

表の右端の説明欄を御覧ください。

知事公室の所管する主な経費（事項）の内訳とし

ましては、まず、不発弾処理促進費が27億3146万

4000円、職員費９億5724万6000円、消防指導費２億

5327万9000円、基地対策調査費２億903万3000円、広

報広聴活動費１億5075万6000円、防災対策費8388万

7000円等でございます。

以上で、知事公室関係の令和５年度一般会計歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係予算の概要の説明

を求めます。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 それでは、総務部関係予算の概

要について、令和５年度当初予算説明資料総務部抜

粋版により御説明いたします。

資料１ページをお願いいたします。

部局別予算となっております。

部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は

1621億6254万5000円で、予算総額の18.8％を占めて

おります。

２ページ、歳入予算を御説明いたします。

表の一番下、合計欄、一番左の欄に県全体の予算

額、その右側に総務部分の予算額を示しております。

県全体の歳入予算額は8613億9500万円のうち、総

務部所管の歳入予算額は5173億9512万4000円で、前

年度と比べ83億1890万4000円の増となっております。

増の主な要因は県税及び地方交付税等の増となりま

す。

主なものについて、款別で御説明いたします。

１、県税は1463億5700万円で、前年度と比べて50億

9800万円の増となっております。前年度実績等を勘

案し、個人県民税、地方消費税、自動車税等におい

て増収を見込んでおります。

２、地方消費税清算金は689億3662万円で、前年度

と比べて76億1548万8000円の増となっております。

県税と同じく前年度実績等を勘案して増収を見込ん

でおります。

３、地方譲与税は260億2100万円で、前年度と比べ

て20億9200万円の増となっております。国の予算、

地方財政計画の動向等を勘案して増収を見込んでお

ります。

４、市町村たばこ税県交付金は９億2144万3000円

で、前年度と比べて４億3805万6000円の増となって

おります。対象市町村のたばこ税収の増が見込まれ

るため、増収を見込んでおります。

６、地方交付税は2292億円で、前年度と比べて90億

円の増となっております。地方財政計画の動向、前

年度実績等を勘案して増収を見込んでおります。

10、国庫支出金は53億5782万5000円で、前年度と

比べて３億1552万3000円の減となっております。そ

の主なものは私立学校等教育振興費に係る国庫補助

金となります。

13、繰入金は262億2721万円で、前年度と比べて93億

7312万6000円の減となっております。その主なもの

は財政調整基金の取崩し等によるものであります。

16、県債は63億2860万円で、前年度と比べて64億

9340万円の減となっております。その主なものは臨

時財政対策債で、地方財政計画の動向、前年度実績

を勘案して減を見込んでおります。

また、地方交付税が増となった分、臨時財政対策
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債が振り替わって減となったものとなります。

以上が、一般会計歳入予算の概要となります。

続いて３ページ、歳出予算を御説明いたします。

２、総務費は254億1516万5000円で、その主なもの

は一番右の説明欄に示しているとおり、私立学校等

教育振興費82億2073万6000円、賦課徴収費49億873万

5000円、公有財産管理費41億2011万3000円でありま

す。

12、公債費は654億731万9000円で、その主なもの

は公債管理特別会計繰出金の元金で631億5732万

5000円、利子で22億1339万5000円であります。

13、諸支出金は708億4006万1000円で、その主なも

のは地方消費税交付金346億3465万1000円、地方消費

税清算金305億1710万8000円、法人事業税交付金25億

8988万7000円であります。

以上が、一般会計歳出予算の概要となります。

続いて、特別会計について御説明いたします。

４ページとなります。

所有者不明土地管理特別会計の令和５年度当初予

算額は１億9616万円で、前年度と比べ1338万5000円、

7.3％の増となっております。

５ページ、公債管理特別会計の令和５年度当初予

算額は868億7297万円で、前年度と比べ55億7042万円、

6.9％の増となっております。

以上で、総務部所管の一般会計及び特別会計の歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、警察本部長から公安委員会関係予算の概要

の説明を求めます。

鎌谷陽之警察本部長。

○鎌谷陽之警察本部長 本委員会の開催に当たり、

発言の機会をいただきまして一言申し上げます。

去る３月２日、警察本部に勤務する警視を児童買

春で通常逮捕いたしました。県警察を挙げて、子供、

女性の安全確保を推進する中、県民の皆様の信頼を

大きく損なう言語道断というべき事案が発生したこ

とは極めて遺憾であり、被害児童及び御家族をはじ

めとする関係者並びに県民の皆様に深くおわびを申

し上げます。

県警察では、事案の解明を徹底し当該職員の厳正

な処分を行うとともに、職員に対する職務倫理教養

を徹底し、併せて少年を取り巻く有害環境対策にも

改めて全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。委員各位には引き続き県警察に対する御指導を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

公安委員会所管の令和５年度一般会計歳入歳出予

算の概要について、抜粋版令和５年度当初予算説明

資料に基づいて御説明を申し上げます。

ただいま通知いたしました、説明資料の表紙と目

次をスクロールして１ページ、総括表を御覧くださ

い。

表の下から５段目、部局名公安委員会欄を御覧く

ださい。

公安委員会の予算額は377億7234万5000円で、一般

会計予算総額に対する構成比は4.4％となっておりま

す。

資料の２ページを御覧ください。

一般会計歳入予算の概要について御説明を申し上

げます。

表の一番下、合計欄を御覧ください。

公安委員会が所管する歳入予算の総額は59億

9013万2000円で、前年度と比べて11億80万7000円、

22.5％の増となっております。

次に、公安委員会所管の歳入予算について、款ご

とに御説明を申し上げます。

９、使用料及び手数料は14億355万6000円で、主に

警察施設使用料、自動車保管場所関係手数料、運転

免許関係手数料等に係る証紙収入であります。

10、国庫支出金は28億7030万3000円で、警察活動

や警察施設、交通安全施設の整備、離島警備対策等

に係る国庫補助金であります。

11、財産収入は1956万8000円で、主に自動販売機

設置に伴う土地、建物貸付料であります。

15、諸収入は２億9440万5000円で、主に放置駐車

車両に係る放置違反金の過料等となっております。

16、県債は14億230万円で、警察施設や交通安全施

設の整備に係るものであります。

資料３ページを御覧ください。

一般会計歳出予算の概要について御説明を申し上

げます。

公安委員会が所管する歳出予算の総額は、（款）９、

警察費377億 7234万 5000円で、前年度と比べ13億

2267万7000円、3.6％の増となっております。

主な内訳ですが、職員費、運営費等の経費である

（目）警察本部費は310億228万6000円で、警察施設

の整備、維持管理等の経費である（目）警察施設費

は24億9627万6000円、運転免許行政に必要な経費で

ある（目）運転免許費は10億10万1000円、交通安全

施設の整備、交通指導取締り等に必要な経費である

（目）交通指導取締費は15億7601万9000円となって

おります。
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以上で、公安委員会所管の令和５年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いを申し上げます。

○又吉清義委員長 これより質疑を行います。

本日の質疑につきましては、予算議案の審査等に

関する基本的事項に従って行うことといたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月13日、当委員会の

質疑終了後に改めて、総括質疑とする理由の説明を

求めることにいたします。

なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか確認しますので、簡潔に説明するようお願

いします。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

特別委員会に報告することにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

ます。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、知事公室に係る甲第１号議案、総務部

に係る甲第１号議案、甲第７号議案及び甲第19号議

案、公安委員会に係る甲第１号議案に対する質疑を

行います。

第１多数会派の所属委員から、島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 おはようございます。

まず、知事公室長にお伺いいたします。

アジア太平洋地域平和事業がありますけれど、今

般いろんな世界の状況等々ありまして、大変、本会

議でもいろんな質疑がありましたけれど、今この事

業はどういうことで、今どういう内容で進めている

のか、また、次年度に向けていろんな課題があると

思いますけれど、その辺もお聞かせいただきたいと

思います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 アジア太平洋地域

平和連携推進事業の概要と成果についてお答えをい

たします。アジア太平洋地域平和連携推進事業は、

万国津梁会議の提言や最近の台湾海峡をめぐる情勢、

それから、日米同盟の動向等を踏まえ、沖縄の平和

を希求する心や歴史的、地理的特性を生かしてアジ

ア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄与すること

を目的として実施をしております。

令和４年度は、中国、台湾、韓国、フィリピン等

を対象といたしまして、国内外の30の機関の有識者

等から国際関係、それから平和連携等に係る意見を

聴取するなど、沖縄とアジア太平洋地域の連携の方

向性等について検討してまいりました。これらのヒ

アリングを通じまして、例えば緊張緩和に向けたシ

ミュレーションなど、次年度以降の具体的な連携の

方向性が見えてきております。

令和５年度は、対象国を拡大いたしまして、平和

的な外交対話による緊張緩和の重要性を確認しつつ、

相手国地域の実情に応じたテーマや分野における連

携、協力の具体化を図ることとしております。

以上でございます。

○島尻忠明委員 具体的にシミュレーションという

のはどういうことを想定してやるんですか。例えば

先般、米国の研究機関、シンクタンクが出したよう

な感じで、そういうのを含めてなさるんですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 有識者等の方々か

らヒアリングを実施しておりますけれども、その意

見の一部を御紹介いたしますと、例えば各国地域の

安全保障関係シンクタンクとの議論を行うことの重

要性、それから、軍事のシミュレーションに対抗し

て緊張緩和のシミュレーションを行い、軍事によら

ない平和連携の方策を発信すべきであるというよう

な意見をいただいております。

また、中国のマスメディアの中には、貧困問題や

貧富の差などに関心を寄せる企業もございまして、

いわゆる人間の安全保障の分野で中国との連携も考

えられます。

また、これら以外にも、ウチナーンチュネットワー

クとの連携、それから韓国の済州島、台湾の金門島

との連携、世界遺産を活用したユネスコとの連携な

ど多岐にわたる意見をいただいております。
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このような有識者の方々からの意見を踏まえまし

て、次年度以降の事業の展開を考えていきたいとい

うことでございます。

○島尻忠明委員 これはいろんな事業、各国ともい

ろんな話合いをしてるという話なんですけれど、成

果というのは、製本か何かで年度年度で出していま

すか。県民にも分かりやすいように。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 有識者からいただ

いた意見等については取りまとめて公表する予定に

しております。それから、この調査を踏まえて、各

種のシンポジウムの開催等を考えておりますので、

シンポジウムを通じて、調査結果をオープンにして

いきたいということで考えております。

○島尻忠明委員 これはいつ頃公表する予定ですか。

なぜかというと、皆さんよく武力によらないとい

う話をするんですけれど、本当にどれだけの本気度

で、どういうことをしているのかというのを聞きた

いものですから、本当にその方向で今のこの国際状

況を鑑みて、緊張感を持って、どのような対応をし

て、やっぱり有識者から受けますので、皆さんは県

としてどう取組をしているかというのを、その辺を

私としても知りたいものですから、今年度は終わっ

ていますので、いつ頃それを公表する予定ですか。

○嘉数登知事公室長 いろんな機関からいただいた

意見、安全保障に関しては様々な意見があると思っ

ております。これはいろんな研究機関が、台湾有事

に関して、かなりリスクがあるというような意見も

ございますし、そうではなくて台湾独立をというこ

とを言わなければ緊張といいますか、有事は起こら

ないんじゃないかという逆の見方をする人もおりま

す。

なので、我々がやっているのは、これまでの軍事

のシミュレーション、これはもう既に出ている部分

もありますけれども、そうではなくて、この緊張を

どうやって緩和というか、解いていくかというとこ

ろのシミュレーションが必要じゃないかという提言

を受けておりますので、いただいた意見というのは

年度内にまとめまして、県ホームページ等で公表し

ていきたいということと、これは我々の中だけの議

論ではなくて、県民にも広く知ってもらう必要があ

るというふうに思っておりますので、３月中にシン

ポジウムを開催したいというふうに考えております。

○島尻忠明委員 先ほどちょっと地域外交室と間違

えてしまいました。それで、この取組をしている中

で、今般、新しく地域外交室を設けるということな

んですけれど、そことの関わりというか、どういう

ふうに取り組んでいくのか。

○武村幹夫特命推進課長 地域外交室との関連で

ちょっとお答えさせていただきます。

県では、多様な分野での国際交流協力を推進する

ことにより、経済と環境が均衡した持続可能な発展、

保健医療や教育文化の水準向上を図ることは、アジ

ア太平洋地域の安定と平和構築に密接に関係してお

り、こうした各分野の取組を統括し、重層的、戦略

的に地域外交を展開することで、相互発展につなげ

ていきたいと考えております。こうした取組を通し

て、アジア太平洋地域における緊張緩和と信頼醸成

にも資する地域外交を展開していきたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から、アジア太平洋地

域平和連携推進事業との違いについて答弁

するよう要望があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 冒頭、答弁させていただいた

アジア太平洋地域平和連携推進事業、これはいろん

な有識者からいろいろお話を聞く中で、平和構築の

ためにはどうすればいいのかというところを取り組

んでいる事業であります。

それから、今回地域外交室を設置する経緯といい

ますか、意義というところなんですけれども、先ほ

ど担当課長から説明しましたが、この経済と環境が

均衡した持続可能な発展、それから保健医療や教育

文化の水準向上を図ること、これがアジア太平洋地

域の安定と平和構築に密接に関係しているというふ

うに思っておりまして、実はこうした各分野の取組

というのは県庁の中ではいろんな部局で取り組んで

おります。知事公室もそうですし、観光もそう、そ

れから商工もそう、企画もそう、そういった取組を

総括、統括しまして、重層的といいますか、戦略的

に地域外交を展開することで、お互いの発展につな

げていこう、信頼醸成につなげていこうということ

を考えておりまして、そこにまさしく地域外交室設

置の意義があるというふうに考えております。なの

で、先ほどの平和推進事業の実施目的と地域外交室

設置の目的がかぶっているとかそういったことでは

なくて、明確に我々は役割分担をして取組を進めて

いきたいというふうに考えております。

○島尻忠明委員 公室長は横断的な県庁のいろんな

各部署でやっていると、一つに集約するということ
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でもあるんですけれど、人員体制と予算が見えない

ものですから、その辺、予算の中でも幾ばくかの幅

でやっているかどうかというのを答弁いただきたい

と思います。

○武村幹夫特命推進課長 特命推進課においては、

次年度、新たに地域外交室を設置することとなって

ございます。

次年度につきましては、定数上は９名の人員を配

置してございます。予算上も地域外交に要する経費

を計上してございます。次年度におきましては、沖

縄県地域外交基本方針というものを策定することと

しております。あわせて、庁内の地域外交に関する

推進体制の検討も行うこととしてございます。こう

した中で、庁内での役割分担についても検討してま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○島尻忠明委員 これは後でまたやりますけれど。

あと、今まさに知事が訪米をしておりますが、ワシ

ントンの駐在員の活動とか、その辺は本会議でも、

いろいろと成果が出ているということを強調してお

りますが、今回訪米している中で、その成果がどの

ようにして今、要請活動しているのかどうか、もし

今答弁できるのであればお伺いいたします。

○嘉数登知事公室長 まだ戻ってきておりませんの

で、詳細な取りまとめにはなっておりませんけれど

も、今回の訪米活動を簡単に総括したものが来てお

りますので報告をさせていただきたいと思います。

まず、今回の訪米はコロナの関係で３年半ぶりの

訪米活動ということになりました。国務省、国防総

省や米国連邦議会議員等に対して、いわゆる安保関

連３文書の閣議決定、それから２プラス２が行われ

たタイミングで、辺野古新基地建設問題や、それか

らＰＦＯＳなどの現在の沖縄の状況や、台湾有事を

含め、基地問題について知事の考えを直接説明でき

たという点は大きな成果があったというふうに考え

ております。

特にその中でも、トッド・ヤング上院議員、それ

から、アレクサンドリア・オカシオ・コルテス議員

など、有力議員や沖縄県にルーツを持つ、これはハ

ワイ選出なんですけれども、ジル・トクダ下院議員

と直接面談できたことは、大変有意義だったという

ふうに考えております。

特に面談した議員からは、ＰＦＯＳ問題について

ＮＤＡＡ、これは国防権限法ですけれども、そこへ

の提案に関し前向きな反応を示す議員がいたほか、

この台湾有事についても、１つの中国の原則を肯定

するものが多いなど、知事の考えに同意する発言が

ほとんどであったと。

それから、今回の訪米では、ナショナル・プレス

・クラブにおいて記者会見や、ディフェンスライター

ズグループ、これは防衛安全保障担当記者ですけれ

ども、そことの懇談会を行うなど、広報活動も積極

的に行ったということでありました。早速、沖縄県

知事、島での米軍プレゼンスの縮小推進という記事

や、沖縄県知事、太平洋の緊張の中、皆さん冷静に

なってくださいと発言、平和外交がバランスの維持

に役立つと述べるという記事が掲載されるなど、幾

つかの現地のマスコミが知事の訪米活動を報じてお

ります。

それから、ジョージ・ワシントン大学のマイク・

モチヅキ教授、我々もいろいろ安全保障関係でよく

御教示いただいておりますけれども、その教授、そ

れから戦略国際問題研究所、これはＣＳＩＳ、シミュ

レーションをやった、そこのクリストファー・ジョ

ンストン日本部長など、多くの有識者とも意見交換

できたということがございました。

各有識者からは、抑止力に対抗する概念としてリ

シュアランス、これは安心供与という概念が重要で

あり、沖縄県が地方自治体として一定の貢献ができ

るのではないか、普天間基地の返還については、辺

野古に移設する案は時間軸で考えると、もはや合理

性を欠いているため、普天間の閉鎖を目指したほう

がいいのではないか、さらには、グアム、サイパン、

北マリアナなど国外への移転も検討したほうがいい

のではないかなどの、今後の参考となる発言が多かっ

たということでございます。

それから、沖縄ナイトということも開きまして、

米国関係者をお招きして懇談会を行ったということ

で、総括しますと知事がこのタイミングで訪米しま

して、いろんな方と面談して意見交換できたという

ことは、ネットワークを広げるということもそうで

すけれども、いろんな事情を伝えることができたと

いう意味で、大変意義があったというふうに考えて

おります。

○島尻忠明委員 公室長、途中ではありますが、い

ろんなことを強調しておりますが、他方、新聞では

厳しいことも書かれております。その場所はあれな

んですけれど、正面玄関からも入れなかったとか、

まさに台湾有事でこういうときになぜ来たのかなと

いうふうな記事もあって、あるいは辺野古に対して

も、やはり面談した方はそこが唯一という話もあり

ます。
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言うように、皆さん、訪米しているわけですから、

おっしゃるのも分かりますが、他方そういうのもあ

りますので、その辺も含めて、やはり私は委員長、

この訪米から帰られましたら、今いないわけですか

ら、しっかりと予算特別委員会の総括で、知事にこ

の辺もワシントン事務所の改めて設置している意義

と、そのことも含めて、私は総括質疑に、ワシント

ンの件はお願いしたいと思います。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から島尻委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 今、まさに渡米している中で、ワ

シントン事務所の果たす役割、今公室長もいろんな

話がありましたが、他方、またほかの意見もありま

すのでその辺を踏まえて、ワシントン事務所の在り

方も含めて、知事に総括質疑を申し入れたいと思い

ます。

○又吉清義委員長 ありがとうございます。

ただいまの提起内容については、３月13日の質疑

終了後にまた御協議いたします。島尻委員、質疑を

続けてください。

○島尻忠明委員 次、防災ヘリの件なんですけれど、

我々の自民党会派の議員も一般質問で取り上げてお

りましたが、夜間はヘリは活用をしないというか、

そういうふうな話がありましたがその件と、あとど

こまで皆さんはエリアを想定しているのか、その２つ

をまず答弁いただきたいと思います。

○池原秀典防災危機管理課長 まず、防災ヘリの運

航範囲ですけれども、調達予定の機体等につきまし

ては、令和３年10月から計６回のワーキンググルー

プを開催し、その活動範囲を沖縄県全域としており、

先島や大東地域まで無給油で航続可能な飛行性能、

救助等活動に必要な機内スペース、あと各県の運用

状況等を踏まえ、県及び41市町村で構成する沖縄県

消防防災ヘリコプター導入推進協議会において、中

型機を選定しているところでございます。

それで夜間飛行についての運航する時間なんです

けれども、運用開始時におけるヘリの運航時間につ

きましては、通常災害への対応は８時30分から17時

15分までとしてございます。委員御指摘の24時間常

駐による運航体制を確保する場合につきましては、

航空隊員や操縦士をはじめとした追加の人員配置と、

そのための費用が増加することとなります。

また、他県のヘリの多くも日中のみの運航時間と

しており、沖縄県もまずは日中のみの運航でスター

トすることとして、協議を進めているところです。

夜間はどうするのかというところでございますけれ

ども、夜間の救急搬送等につきましては、令和２年

度に陸上自衛隊及び海上保安庁と協議を行い、消防

防災ヘリ導入においても、引き続き両機関と連携し

て対応していくことを確認していると同時に、今後

の時間の拡大なんですけれども、時間拡大を検討す

るに当たっては、消防防災ヘリを安全かつ適切に運

航、運用するためのノウハウ、その積み上げが必要

になってくるのかなというふうに考えております。

以上です。

○島尻忠明委員 もう一度確認します。

これは先島も含めて、全域カバーするということ

でいいですかということと、これ41市町村という話、

本会議でもありましたが、やはり各自治体からのい

ろんな派遣という話なんですけれど、その辺もう一

度確認します。

○池原秀典防災危機管理課長 運航範囲は41市町村

全てです。先島から本島周辺離島、全ての自治体を

カバーしております。

消防防災ヘリ運用に当たっては、沖縄県消防防災

航空センター、仮称ではございますけれども、県の

組織として新たに設置して、同センター内に置く航

空消防隊の人員確保につきましては、県内全ての消

防本部から、職員数の規模に応じて輪番で県に派遣

していただくよう、協議会で今協議しているところ

でございます。

○島尻忠明委員 各市町村、いろんな諸般の事情が

あると思うんですけれど、それでこのヘリは運用で

きるんですか。要するにいろんな資格とか、いろん

なのが出てくるじゃないですか。例えば救急ヘリで

すから、一緒に救急救命士が乗ったりする場合もあ

りますし、いろいろと考えられるわけですよ。その

辺を十分に精査をして、この結果が出たということ

でよろしいですか。

○嘉数登知事公室長 令和５年度当初予算で提案さ

せていただいているのは、ヘリ導入に係る機体の整

備ですとか、ヘリ基地に係る基本設計、実施設計と

いうところでして、今委員御指摘の乗組員といいま

すか、訓練はどうかという観点だと思っております。

我々は順調に行きますと、令和７年度末には運航

を開始したいと思っておりまして、その半年前です

が、離島県ですので、もっとその十分な訓練がと言

うのであれば、前倒しをして訓練を十分積んだ上で
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運航に持っていきたいというふうに思っております。

この消防防災ヘリは、沖縄県、一番最後です。直

近では、佐賀県のほうが運用を開始しておりますけ

れども、そういった、その直近に開設している県へ

派遣しての研修ですとか、あるいは離島を抱えたと

ころ、そういったところへの研修、さらに昨年11月

26日と27日、消防防災援助隊、九州ブロックの実習

といいますか、研修といいますか、訓練がありまし

て、それを与那原で開いたんですけれども、鹿児島

と熊本からこの消防防災ヘリが来ていまして、実際

に我々もそのつり上げ、つり下げ訓練を見させてい

ただきました。非常に何といいますか、訓練された

隊員がてきぱきとやっておりましたので、そういっ

た他県への派遣を通じて、職員の訓練というんです

か、そこは十分に行っていきたいというふうに考え

ております。

○島尻忠明委員 人的、いろんな訓練等は分かりま

すが、公室長、やっぱりこれ、ヘリが安心・安全に

飛ぶためには、どうしても整備というのが大きなウ

エートを占めると思うんですよ。ですが、各市町村

の自治体でそういう整備をしている部署というのは、

僕はないと思うんですよ。その辺はやっぱりいろん

な整備する、特殊ですから資格もあるわけですよ。

いろいろ調べたら、一番それなんですよ、私が申し

上げたいのは。その辺の対応はどういうふうにする

んですか。

○池原秀典防災危機管理課長 運航については委託

を予定しておりまして、整備については、県のほう

から委託という形で、県の責任でしっかりやってま

いります。

○島尻忠明委員 そこなんですよ。ですから先ほど

答弁がありました、８時半から17時15分、まさしく

皆さん自分たちの公務員の時間でやるということで、

体制を組んでいるんですけれど、こういう災害とか、

いろんな救急はなかなか厳しいんです、その時間帯

に起きるというのは。その時間以外も起きるんです。

ですから、整備もそういうふうな考えであれば、

やはり私は皆さん、公務員法があって、いろんなこ

の就業があると思うんですけれども、その埋める体

制も、そういうふうに委託という考えはないのかと

いうのを言いたいんですけれど、どうですかこの辺。

○嘉数登知事公室長 まず、スタート時におけるそ

の運用時間を８時半から17時15分ということでやっ

ておりますけれども、何も未来永劫この時間で運航

するということではなくて、夜間の運航ニーズとい

うところもあるのであれば、将来的には検討してい

かないといけない。

我々がその当初、この８時半からというこれで運

航をスタートさせるのは、まず実績がないんですね。

さっき委員もおっしゃられていた、隊員の訓練はど

うするのかというところも含めまして、やっぱり実

績がないところにいきなり夜間の運航もというとこ

ろになると、非常にリスクを伴う。

実は、消防防災ヘリは全く無事故で運用している

かというと、長野県でありますとか、岐阜県であり

ますとか、隊員が死亡するような事故も起きており

ます。山岳の救出ではですね。

なので、これは訓練を大変十分にやらないといけ

ないというふうに思っておりまして、まずはスモー

ルスタートというんですか、今我々が想定している

１機体制、それから８時半から17時15分というとこ

ろでスタートさせまして、そこは運用状況を見なが

ら、沖縄県において本当に夜間のニーズがあるのか、

あるいは議員の中には、１機ではなくて２機必要じゃ

ないかという議員もいらっしゃいます。そういった

ところは検討していきたいというふうに思っており

ます。

ただ、８時半から17時15分で運用するに当たって

は、これまでどおり自衛隊さんと海上保安庁の協力

が必要ですので、そこはあらかじめ連携体制が取れ

るようにということで協議は済ませておりますので、

ぜひ御理解いただきたいというふうに考えておりま

す。

○島尻忠明委員 公室長、未来永劫と言うんですけ

れど、これスタートした時点で、今でもそういうヘ

リ出動のお願いがあるかも分からないんですよ。夜

間があるかどうかも分からないと言っていますけれ

ど、今実際、実績、夜間やっているじゃないですか、

自衛隊さんが。ちょっと、その辺は僕は厳しいと思

いますので、僕はスタートした時点で、やっぱりそ

の辺は今、訓練訓練と言っていますけれど訓練して、

これが２年、３年かかれば、また同じような状況じゃ

ないですか。

やはり同じようなプロというんですか、そういう

組織がありますので、その辺も活用しながら、それ

で皆さんの職員もやれば、ウィン・ウィンになると

思うんですよ、いろんな勉強したりとか。

ですから手探りの状況は分かりますが、その辺も

活用してできないものかと思いますが、いかがです

か。

○嘉数登知事公室長 消防防災ヘリの導入に関しま

しては様々な意見がございます。これは我々も真摯
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にそこを受け止めて、検討作業に生かしていきたい

ということは考えております。

ただ、前提となるのはやっぱり安心・安全だとい

うことがありますので、そこをしっかりと踏まえた

上で検討をやっていきたいというふうに考えており

ます。

○島尻忠明委員 公室長、安心・安全は私も思うと

ころですので、そういう人たちもしながらやれば、

安心度が上がるんじゃないかなと思いますので、ぜ

ひ検討をお願いしたいと思います。

あと不発弾処理なんですけれど、不発弾処理の予

算の状況と、今の状況はどういうふうになっている

かお聞かせください。

○池原秀典防災危機管理課長 令和５年度の当初予

算額につきましては、27億3144万6000円となってお

ります。令和４年度予算額29億385万9000円と比較し

て１億7241万3000円、率にして5.9％の減となってご

ざいます。

○島尻忠明委員 この予算は今、事業を運用しなが

ら足りていますか。それとも聞くところによります

と、なかなか年度末は予算、そういうふうな申請を

しても、厳しいところがあるということも聞いてお

りますが、どういう状況になっていますか。

○池原秀典防災危機管理課長 委員御指摘のとおり、

不用額を縮減するという方向で、しっかりと申請に

対して対処しているところでございます。

○島尻忠明委員 次の特命推進事業なんですけれど、

いろんな特命、例えば離島担当、女性活躍、いろん

な方々を任命しておりますが、今そういう皆さんの

活用状況はどうなっていますか。

○武村幹夫特命推進課長 今年度の特命推進課の業

務について、御回答させていただきます。

特命推進課につきましては、知事の特命事項につ

いて、部局横断的な課題等を整理した上で、所管部

局に業務を移管するまでの業務支援を行っていると

ころでございます。

今年度におきましては、第32軍司令部壕の保存公

開に関する業務支援、琉球文化ルネッサンスに関す

る万国津梁会議の運営、フェイスブックを活用した

県政の情報発信、里親委託解除事案に関する調査委

員会に関する業務、新型コロナウイルス感染症に係

るアドバイザリーボードの運営に取り組んできたと

ころでございます。

以上でございます。

○島尻忠明委員 その中で、地域外交基本方針とい

うのがあるんですけれど、これは地域外交室との関

連もあるんですか。

○武村幹夫特命推進課長 地域外交基本方針につき

ましては、特命推進課内に地域外交室を新たに設置

しまして、次年度、その室のほうで沖縄県地域外交

基本方針を策定することとしております。

以上でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から答弁の整合性が分

かりにくいため、改めて説明するよう要望

があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 次年度設置する地域外交室に

ついては課内室、課の中に室をつくるということで

すね。特命推進課の中に設置したいというふうに考

えております。

先ほど来答弁させてもらっておりますけれども、

これまでは各部が取り組んできた地域外交、例えば

保健医療でありますとか、経済ですとか、観光です

とか、文化、そういったものを統括しまして、これ

を重層的といいますか、戦略的に展開していくため

の基本方針を、次年度はつくりたいというふうに考

えております。

○島尻忠明委員 知事が当選して、これを華々しく

打ち上げたものだと思うんですよね。そこがなかな

か特命とか何か新年度が始まりますから、大きな命

題で、人員も確保してやるような感じがあったもの

ですから、再三聞いておりますがやはり何か、その

ボリューム感からしてもちょっと厳しいのかなとい

うふうに思っておりますので、その辺はまた推移を

見ながら質疑をさせていただきたいと思います。

総務部にお聞きをします。

私学のいろんな事業をやっておりますが、私学振

興会、いろんな予算を出しておりますが、今般、私

学のいろんな問題というか、いろんな課題があって、

所管である総務企画委員会にいろんな陳情等が上

がっておりますから、この辺の状況を皆さんはどう

いうふうに捉えておりますか。

○山内昌満総務私学課長 今、総務企画委員会のほ

うに提出されています陳情の関係で、学校法人の運

営に関しては尚学学園、それからＳＯＬＡ学園の関

係の陳情が出ているところです。

まず、指導監督の関係で、私立学校につきまして

は独自の教育理念や方針の下に独自の校風を持って

おり、その自主性が尊重されるとともに、公共性を

高めるための特別な法人である学校法人により運営
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されております。

学校法人は私立学校法と法人が定めます寄附行為

に基づき設置される理事会、監事、評議員会がその

役割、機能を発揮させることで、自主的かつ効果的

に運営することとなっております。

委員御質問の指導監督につきましては、県では私

立学校法に基づきまして、所轄庁として指導監督す

る立場にありますが、法律におきまして所轄庁の権

限の行使は、必要最低限でなければならないものと

されております。

これらの基本原則を踏まえまして、御指摘があり

ます尚学学園につきましては、県のほうからも運営

費の補助等を行っております。直近では、令和５年

２月２日に尚学学園を訪問しまして、ヒアリング調

査を実施しております。調査におきましては補助金

に係る分について、適切にその使途で行使されてい

るかという点と……。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から質疑の趣旨につい

て説明がなされた。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

山内昌満総務私学課長。

○山内昌満総務私学課長 失礼しました。

基本的には、私立学校法に基づく学校法人が基本

原則、それから県の所轄庁としてのその指導監督の

在り方を踏まえまして、各学校には必要な補助をし

つつ、その補助金が適正に執行されているかという

観点について、引き続き各年度においてその実績報

告等の調査によって、適切な運営を図っていきたい

と考えております。

以上です。

○島尻忠明委員 時間がありませんので、防災危機

管理センターの、これから整備をするということで

すけれど、概要をお聞かせください。

○池原勝利管財課長 県では集中豪雨や台風などの

自然災害のみならず、新型コロナウイルス感染症な

ど複雑多様化する危機事案に、迅速かつ的確に対応

する拠点として、常設の災害対策本部室や非常用発

電機等を備えた沖縄県防災危機管理センター、仮称

でございますが、整備することとしております。

現在、令和５年度の工事着手のための実施設計業

務を行っているところであり、令和７年度中の供用

開始に向けて取り組んでいるところでございます。

設置後の施設の運用につきましてでございますが、

災害時の防災危機管理拠点としての役割を持ってお

り、平常時においては防災危機を担当する防災危機

管理課が常駐するとともに、施設の一部を自主防災

組織や各種団体等が防災に関する会議、研修での活

用や、防災学習ができるスペースの提供等を検討し

ているところでございます。

以上です。

○島尻忠明委員 ちなみに、この危機管理センター

にはヘリポートは設置する予定ですか。

○池原勝利管財課長 現在、防災危機管理センター

にはヘリポートの設置は検討していないところです。

その理由としてしましては、防災危機管理センター

仮称は、周囲を行政棟と警察棟に囲まれており、ヘ

リポートの設置に当たっては、ヘリポートが安全に

離着陸するための必要な制限表面を設定することが

困難となっております。

なお、公共施設の太陽光発電等の設備の設置の標

準化が現在、推奨設置していることから、センター

の屋上には太陽光パネルを現在設置することとして

いるところでございます。

以上です。

○島尻忠明委員 設置場所も県警、県庁の行政棟の

駐車場を予定しているみたいですけれど、太陽光パ

ネルも大事ですけれど、しかし、人命に係る問題で

すからパネルを造るからヘリポートは造らないとい

うのは、いかがなものかと思うんですけれどどうで

すか。

○池原勝利管財課長 この設置場所につきましてで

すが、まず防災危機が起こったときに、やはり知事

をはじめ各関係機関、知事部局等が迅速に対応し参

集できる場所であることがまず一つ。

あと、あわせて現在、本庁舎の地下には非常用発

電機がありまして、災害時にそれを稼働し、本庁庁

舎を災害時にきちんと対応できるようなということ

で想定し、現在の場所を想定しております。

先ほど申し上げましたが、そうなりますと、やは

り航空法等の制限表面等がありますので、なかなか

難しいというところが現状でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員からヘリポートがある

県警との整合性について質疑があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 今、委員御指摘の県警のヘリ

ポートという話がありました。災害時における県警

本部のヘリポートの利用については、今後、県警本

部と意見交換を行ってまいりたいと考えております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、島尻委員から県警のヘリポート

は非公共用ヘリポートであり今の状況では

使用できないと思われるが、それをどのよ

うに活用するのか答弁するよう要望があっ

た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

池原秀典防災危機管理課長。

○池原秀典防災危機管理課長 委員御指摘のとおり、

非公共用ヘリポートというところでございますけれ

ども、航空消防業務を円滑に遂行するためには、飛

行場外離着陸場や、あと、緊急離着陸場の確保は重

要であると認識してございます。

そういった中で、離着陸場等の確保については、

個別具体的な体制整備などについて今後、市町村等

と協議するんですけれども、あと、災害時における

県警本部のヘリポートの利用につきましては、今後、

県警本部と意見交換しながら、その活用等について

は検討してまいりたいと考えております。

○島尻忠明委員 整備するのは管財課の皆さんのと

ころですけれど、運用するのは多分、知事公室に行

くと思いますので、ぜひその辺も含めて、やはり災

害時にはなかなか道路状況も厳しくなりますので、

ヘリポートから南部に行ったり、北部に行ったり、

いろんなところに行くのも想定されますので、その

辺しっかり県警とまたいろんな連携を取っていただ

きたいと思いますが、最後に公室長からその辺につ

いて答弁いただきたいと思います。

○嘉数登知事公室長 ありがとうございます。

ヘリの運用範囲ですとか、時間ですとか、それか

ら、ヘリポートの問題の御指摘いただきました。い

ろいろと検討しないといけないこともございますの

で、このワーキンググループ、そういったところで、

市町村とも一緒になってしっかりと協議していきた

いと考えております。

○島尻忠明委員 ありがとうございます。

以上です。

○又吉清義委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 予算書の資料３－４の部局別を基

に質問をさせていただきます。

まず、知事公室の１ページのほうなんですけれど

も、先ほど島尻委員からありましたけれども、防災

ヘリについてなんですけれども、具体的に運用開始

する年度はいつですか。

○池原秀典防災危機管理課長 令和７年度の運航開

始を予定してございます。

○仲村家治委員 令和７年度ということは３年後、

２年後、そんなにまで先ではないんですけれども、

今回の予算は実施計画等なんですけれども、先ほど

島尻委員からありましたように、これを運用するス

タッフを含め、直接、41市町村に消防を持っている

ところに依頼して、人を派遣するという考えでいい

んでしょうか。

○池原秀典防災危機管理課長 消防防災ヘリの運用

に当たっては、沖縄県消防防災航空センター（仮称）

を県の組織として新たに設置し、同センター内に置

く航空消防隊の人員確保につきましては、県内全て

の消防本部から、職員数の規模に応じて輪番で県に

派遣していただくよう、協議会で協議しているとこ

ろでございます。

○仲村家治委員 多分、パイロットと、そういう救

急救命士とか隊員の、大まかに分けると２つの分野

に分かれると思うんですけれども、パイロットの育

成とか採用はどのように考えていますか。

○池原秀典防災危機管理課長 操縦士につきまして

は、今、基本的には委託のほうで考えてございます。

○仲村家治委員 多分、他府県で事故があったのは、

委託している航空会社が、整備が行き届いてなくて

事故に遭ったというのをニュースで流れた記憶ある

んですけれども、この辺の委託する場合の基準とい

うか、安全性の担保ということまで今の段階で考え

ていらっしゃいますか。

○池原秀典防災危機管理課長 操縦士に関するこの

安全確保の観点からの御質問だと思うんですけれど

も、基本的には２人操縦士体制とすること。あと、

機長等の乗務要件を定めることなど、しっかり国の

基準を踏まえて運用することとしてございます。

なお、国によりますと、令和４年４月の施行に合

わせ、全運航団体が２人操縦士体制に移行しており、

国の基準を踏まえた運用状況となっていることは確

認しているとのことでございます。

○仲村家治委員 41市町村と協議会をつくって、そ

の辺の運用とかという話をするという答弁だったん

ですけれども、かつて消防を一つの組織にしてやろ

うという動きがあって、途中で頓挫しましたよね。

その要因も各消防から隊員を出してください、それ

でやっていきたいということで、大きなハレーショ

ンが起こっていたと思うんですけれども。消防を一

つにするのと、今回の防災ヘリはちょっと若干違う

んで、ニュアンスがね。

ただ、僕は防災ヘリの運用は県独自で、職員も含

めて採用してやるべきだと思うんですけれど、それ

ができないんですか。
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○池原秀典防災危機管理課長 お答えいたします。

航空隊の隊員につきましては、消防に関する事務

を処理することとなっておりまして、消防の事務は

都道府県では今、処理を現在しておりませんので、

同様の職の採用は困難な状況となってございます。

このため、航空隊の編成は合理的または効率的な

観点から、全国的にも市町村消防機関の消防吏員の

派遣によって、確保する方法が取られております。

また、全国でも都道府県が職員を採用し航空隊を

編成している事例は、現在のところない状況にござ

います。

○仲村家治委員 一つの消防にするというときに、

一番この人員を、例えば那覇は何人とかでやる中で

具体的に出てきたときに、いろいろ各消防、実は規

定されている隊員の数よりも、ほとんど達成されて

ないんですよ、予算はあるけれど。この中でやりく

りをしている中で、また防災ヘリに職員を派遣して

くださいとなったら、絶対にハレーションが起こる

というのを予想できると思うんだけれど、その辺の

対策をどう考えていますか。

○池原秀典防災危機管理課長 御指摘のとおり、消

防機関、充足率と申しますか、その辺厳しい状況と

いうのは承知しているんですけれども、この辺につ

いては、おととしの令和３年のほうから、ワーキン

ググループ等を通じて、この人員体制の問題につい

て、あと費用負担の問題についても、しっかり検討

してきたところでございまして、去年11月の協議会

の中で、そこは一応オーケーという形で、市町村か

らの最終的な承認については今現在、進めていると

ころでございます。

○仲村家治委員 ですから、総論賛成なんですよ、

みんな。

だけれど、各論に入ってきたら絶対に抵抗するん

だよな。この人員の配置を、配分が決まろうとした

ときに。これは、かつて一つの消防にするというと

きに起こったことと全く同じことが、僕は起こると

思うので、この辺の対処を間違ったら、ヘリは購入

する予定でしたけれど、実際に隊員がなかなか協議

は進みませんとなる可能性があるんですよ。過去、

そういう経験をしているでしょう。

だから、この辺を何らかの対策を今から練ってお

かないと、大変厳しい状況に置かれると思うんです

けれども。知事公室長、この辺の課題というのは多

分把握なさっていると思うんですけれど、どうです

かね。

○嘉数登知事公室長 御指摘の点は、協議会の中で

もいろいろ議論しておりまして、消防本部において

もやっぱり規模が全然違うと思うんですね、各消防

本部で。一律に送るかといったら、やっぱりそれは

なかなか厳しい。それから、離島の市町村であれば、

本島と同じレベルで送っていいのかということがご

ざいましたので、そこは緩和策というところを実際

に出しまして、離島、特に宮古、石垣の本部につい

ては、例えば送り返しを少なくするとか、そういっ

た緩和策を講じまして、さっき課長が答弁しました

ように、協議会の中で一応、何年に一度、何名送る

という具体の人数まで配置をして議案というか、そ

れを固めて今、各市町村というんですか、そこの承

認を求めている状況でして、これに関しては、おお

むね私は理解を得ているのかなというふうに思って

います。

ただ、委員が御心配するように、実際、運用に当

たって本当に何か問題が出ないかというところがあ

るかと思いますので、そこは十分に丁寧な協議をし

ていきたいというふうに考えております。

○仲村家治委員 一つの考え方として、テクニック

かどうか分からないんですけれど、各消防局の人員

を増にすることによって、増えた分を派遣してもら

うとかという考えをやったら、やっぱり総務省が大

本なので、総務省とか連携して、この辺の隊員を増

やすような予算措置とか、市町村の首長さんに対し

てこの辺の増をして、その分をやると。

だから、現状から引き抜くんじゃなくて、増員し

てその分を派遣してもらうというその辺のことは、

やっぱり知恵を出してやっていかないと、今ある定

数で割れてるのに、それからまた派遣してもらうと

いうことになると、足元の消防、本来やることが手

落ちになる可能性があるということだけは、皆さん

前回、消防を一つにするというのを失敗したことを

踏まえて、ぜひやっていただきたいなと思っており

ます。

あと、ヘリ基地は中部に予定されていると聞いて

いるんですけれど、具体的にどちらでしょうか。

○池原秀典防災危機管理課長 中城村にあります消

防学校のほうに予定しております。

○仲村家治委員 この整備とかもそちらでやるんで

しょうか。

○池原秀典防災危機管理課長 格納庫でやることに

しております。

○仲村家治委員 何で那覇空港というか、那覇の海

上保安も奥のほうにありますよね、那覇ではできな

い理由があったんですか。
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○池原秀典防災危機管理課長 この辺については、

那覇空港を管理する大阪航空局及び大阪航空局那覇

空港事務所とのこれまでの意見交換で、空港内に格

納庫等を整備し実際に運用するために適した場所を

確保することは、困難な状況というのがございまし

た。

○仲村家治委員 あと、もう一つ課題になっている

のが訓練。訓練場所が県内でできるところがあるん

ですか。

○池原秀典防災危機管理課長 本県の航空隊編成時

における教育訓練につきましては、直近の事例の佐

賀県や東京消防庁における訓練計画を参考に取り組

んでいくこととしております。

具体的には、４月から12月までは仮設の模擬訓練

施設での訓練や他県の航空隊での研修を実施し、12月

の機体納入後に実機を使った訓練を実施したいと考

えております。

○仲村家治委員 県内でできるという理解でいいで

すか。

○池原秀典防災危機管理課長 実機が来てから県内

で実施いたします。

○仲村家治委員 その場所は決まっているんですか。

○池原秀典防災危機管理課長 まずは他県で訓練実

施して、実機導入後は本県で実施いたします。

○仲村家治委員 場所はまだ決まってないというこ

とにしか聞こえないんですが、それでいいんでしょ

うか。

○池原秀典防災危機管理課長 実機導入後、消防学

校の上ではできないんですけれども、ちょっと周辺

のところで、適当な場所を選んでしっかり訓練はやっ

ていきたいと考えております。

○仲村家治委員 なるべく早めにそういった場所も

確保して、いざ運用するときに、もうほとんど99％

訓練あっての100％の安全性というのがよく言われて

いるので、ヘリの場合は。

特に海上保安庁の那覇基地の格納庫というか、隣

にも上から下りる訓練をする場所があって、実際、

私たちも会派で視察したときにも、石垣航空基地に

もありました、同じのが。

特に先島の急患は、海上保安庁のヘリでやるとい

うことで多分協定を結んでいるという話があって、

県が運用する場合は、先島の離島、与那国とか西表

島も、さっき島尻委員からあったように、41市町村

全域を網羅できるということだったんですけれど、

石垣のほうも与那国、西表とか、その島々のことも

網羅していると考えてよろしいですか。

○池原秀典防災危機管理課長 急患搬送の部分につ

きましては、実は委員御指摘のとおり、以前、こう

いった懸念等が関係市町村からありました。

その懸念について海保等と意見交換していく中で、

引き続き離島の急患、この部分の急患搬送について

は、海保さんのほうでやっていただけるというとこ

ろで今、調整はしてございます。

○仲村家治委員 室内の訓練場は、今の消防学校の

中に造ろうと思ったらとすぐ造れると思うので、実

際にあるんじゃないですかね。

ホバリングするとき、15メートル以上の高さ、高

度を保たないと風圧できつい。着陸して患者を乗せ

る分はいいけれど、どうしてもホバリングしないと

いけない現場とかがあるらしいんですね。そしたら、

15メートル以上の上空でホバリングして、つり下げ

てやるという訓練が必要になると。

実際に私も５メートルぐらいだったんだけれど、

経験したんですけれども、それでもすごい恐怖心が

あったんですね。ということは隊員の皆さんは、患

者の皆さんをつり上げる訓練をしないといけない。

患者が暴れたらとかね、いろんなことがあるらしい

んですよね。

だからこの辺の、もちろん機材の運用とか、それ

も大切だけれども、早め早めに隊員の訓練とか、そ

ういう設備整備とか、場所とかというのは、今みた

いな言葉ではちょっと、課長の言葉では心配で心配

でしようがないというのが本音なので、この辺のこ

とをトータルで、公室長、御答弁いただけますでしょ

うか。

○嘉数登知事公室長 答弁が十分ではなかったこと

についてはおわび申し上げます。直近で言うと佐賀

県が導入しておりますし、あるいは離島県、鹿児島

ですとか、この間は熊本も来ていただきました。そ

ういったところの視察というんですかね、研修を通

じて、今我々のシミュレーションからもしかしたら

欠けてるといいますか、薄い部分はどんどん埋めて、

令和７年度末には運航できるように、しっかりと協

議を進めていきたいと考えております。

○仲村家治委員 あとは、ほかの委員と重複すると

思うので、私の質問は終わります。以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 意表を突いて公安委員会から始め

たいと思います。

資料３－４の30ページ、ワールドカップ警護警備

というふうに、あえて警護と警備ということがある

んで質問したいなと思います。これの内容をお願い
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したいと思います。

○市原悠樹警備部長 ワールドカップ開催に伴う警

護警備対策費用について御質問がありました。

まず、警備対策の期間についてでございますが、

県警といたしましては、本年４月からワールドカッ

プが終了する９月10日までの間、首脳体制を構築し

て、大会会場及びその周辺における各種警備対策を

推進していくこととしております。

警備対策費用の対象につきましては、テロの未然

防止、雑踏警備、交通対策等、各種警察活動でござ

います。

また、警護につきましては現時点、警護を要する

要人の来県について決定しているものは、今はない

ところでございますけれども、来県が決まりました

ら適切に対応してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○花城大輔委員 アリーナの裏に時々不審者が来る

マンションがあるので、その辺も注意して、警備よ

ろしくお願いしたいと思います。

次、同じ30ページの国境離島における不法事案対

策事業、これはどのような事例がこれまでにあった

のかということを伺いたいと思います。

○市原悠樹警備部長 国境離島における不法事案等

の対策予算についてでございますが、こちらは国境

離島警備隊に要する費用となっております。その国

境離島警備隊についてお答えいたしますけれども、

地方警務官である隊長を含め151名体制となってお

り、国境離島における不法事案に対処するため、平

素から所要の部隊を編成し、海上保安庁の巡視船に

乗船して国境離島の警戒警備に当たっているところ

でございます。

国境離島警備隊に要する費用といたしましては、

人件費12億1464万6000円、物件費６億26万6000円の

計18億1491万2000円を令和５年度当初予算（案）に

計上しております。

その内訳でございますが、人件費については、主

に警察官の給与や各種手当に要する費用となってお

ります。物件費については、主に大型ヘリの維持に

要する費用となっております。

以上でございます。

○花城大輔委員 県警の予算とは別に、この151名に

関する費用だけ別に予算立てされているという理解

でよろしいですね。

○市原悠樹警備部長 この151名体制に要する予算に

ついては、その人件費の中に入っているところでご

ざいます。

この151名でございますけれども、沖縄県警の警察

官でございますので、これについての人件費につい

ては県警の職員の費用として予算計上しておりまし

て、この予算費用については、今回計上しておりま

す12億1464万6000円の人件費の中に組み込まれてい

るというものでございます。

○花城大輔委員 この警備の内容なんですけれど洋

上に出て、そこを対応できるようにというふうなこ

とを聞きましたけれども、このような内容を警察が

やっていることはあまり県民の皆さんは知らないん

じゃないかなというふうにも思いますので、その辺

の啓発活動なんかも必要なんじゃないかなというふ

うに思います。この件については、質問はありませ

ん。

それでは、次、総務部について資料３－３から質

問します。

２ページの中頃に、より地方財政措置の有利な県

債の積極的な活用を図ったというような文言があり

ます。

ただ、見てみると積極的な活用というふうに書い

てあるものの、予算については20億円ほど減になっ

ているわけですよね。それで２つほど質問させても

らいますけれども、より地方財政措置に有利な県債

の活用というのは、どういったふうに理解すればよ

ろしいでしょうか。

○又吉信財政課長 県債については、後年度で一定

割りずつ返していくということになります。そのと

きに、返していくものに対して交付税措置で一部措

置されると。この、より有利なものいうものについ

ては、返すときの年度に応じて50％から70％は交付

税措置されると。それをより有利な県債という形で

表現しております。

以上です。

○花城大輔委員 では、今年度、昨年に比べて20億

円減となった理由について説明できますか。

○又吉信財政課長 このより有利な県債だけで言い

ますと、昨年が29億円。今年度が57億円になってい

ますので、約27億円程度、より有利な県債に限って

いうと伸びていると。

ただ、この県債全体でいうと臨時財政対策債のほ

うが77億円と。これは交付税の不足分のとき、対応

するためのものなんですけれども、その分国税が伸

びて、現金ベースで来る交付税が増えた結果で臨時

財政対策債が減った。それで県債全体がちょっと減っ

たということでございます。

○花城大輔委員 それで、この県債の考え方につい
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て、県のほうで適正な額であるとか、そういったと

ころがあれば聞かせていただきたいと思います。

○又吉信財政課長 まず、県債の発行なんですけれ

ども、基本的には、災害復旧でありますとか、学校

とか道路の公共事業の財源に活用する場合に発行で

きるというのが基本的にあります。そういうふうな

ものについては後年度、返していくものですから、

後年度、財政負担が生じるものですから、いわゆる

返すときに交付税バックがない、資金手当て的なも

のについては、それを抑制してきたところでござい

ます。

一方では、先ほど申し上げたように、交付税措置

のあるものについては積極的に発行していって、公

共事業の規模を確保していきたいというふうに考え

ております。

以上です。

○花城大輔委員 次の質問に移ります。６ページ、

これは令和４年度と比べてかなり増えているのがコ

ロナ検査事業49億円。また、病床の確保のものが42億

円増えているわけですよね。

令和５年はもう既にそういったことを肌で感じて

いる人はいると思っているんですけれども、もう収

束に向かっている印象がある中で、なぜこのように

多額の予算が増額されているのか。

○又吉信財政課長 この予算編成は去年の11月あた

りから始めて、１月末までかかりました。その頃の

状況で言いますと各検査とも、どのようにするかと

いう形で、みんな困ってというか、九州各県を確認

しました。そうしたところ九州各県に多かったのが、

今の現状のまま取りあえず１年分計上するというと

ころが多かったです。

その一方、福岡と大分と沖縄についてはちょっと

様子を見ようという形で、６か月分計上しようとい

う形で、令和４年のままの体制が取りあえず６か月

続くという形で予算を計上して、執行に当たっては

国が３月上旬と話していましたけれども、５類移行

に伴って具体的にどの事業は終わる、どの事業は減

額していくという方針を示すということになってい

ますので、そういう状況を勘案しながら執行してい

きたいというふうに考えております。

○花城大輔委員 当初予算を見た印象では、やはり

保健医療部が100億円以上増額になっていて、観光が

半分になっているとか、何かバランスが悪いなとい

うふうな印象があります。

そこで総務部長、説明に来た職員に渡したメモが

ありましたけれども、その後にちょっと気づいたこ

となので、少し質問したいと思うんですけれども。

財政調整基金と減債基金、令和５年度も390億円計

上されていますけれども、この財政調整基金や減債

基金を予算立てしている中で、今の時期、年度末に

入って数字が固まってくるとき、どれぐらいの時期

に分かるんですか。例えば、先週補正予算ありまし

たけれども、その金額に近い額が固まってくる時期

というのはいつぐらいになるんですか。

○宮城力総務部長 財調、減債、予算編成の際に取

り崩したり、あるいは当初見込んでいた県税等が伸

びた場合に、逆に積み立てるという予算上の作業を

行います。年度が終わって必ず剰余金が出てきます。

その場合に不用額等が出た場合、結局、取り崩そう

としていた基金を全額は取り崩さないというような

作業も出てきますので、この基金の残高が最終的に

決定するのはもう５月末という状況になります。

○花城大輔委員 例えば先週行われた補正の中で、

プラス補正された額がかなり大きかった。これが知

事に報告される時期というのはいつぐらいになるん

ですか。

○宮城力総務部長 予算編成作業、11月に概算要求

いただいた後に、庁内で調整いたしますが、知事と

の調整が始まるのは１月、年を明けてからという状

況でございます。

○花城大輔委員 補正予算のときの質問でも行いま

したけれども、やはり令和３年、４年、かなりここ

に積み立てる額が多くなっていて、これ本来は多く

の団体や企業から要請が出ていたものに応えるべき

であったんではないですかという質問を、何度もさ

せてもらっているんですけれども、知事が１月にそ

ういった報告を受けて、何か判断して動かすという

のはもう時間がないかもしれませんけれども、私は

そういったことも実際起こっているわけですから、

対策、準備は必要ではないかなというふうに思って

いまして。

実際、総務部長の立場と指示や指令を出す知事の

立場というのはあると思うので、ぜひ委員長、ここ

は総括質疑として提起させてもらって、知事が基金

や積立てについての考え方、また、本来であれば県

民にしっかりと返していくべきではないかという部

分を聞いてみたいというふうに思うので、お取扱い

をお願いいたします。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から花城委員に対し、誰

にどのような項目を質疑するのか改めて説

明するように指示があった。）
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○又吉清義委員長 再開いたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 基金の取扱いについて、本来であ

れば県民に還元するべきではないかと思っているん

ですけれども、知事の考えを伺いたいというふうに

思います。

○又吉清義委員長 ありがとうございます。

ただいまの提起内容については、３月13日の質疑

終了後に協議いたします。

花城大輔委員、質疑を続けてください。

○花城大輔委員 では次、知事公室に移りたいと思

います。資料の３－４、１ページ、アジア太平洋地

域平和推進事業、これ島尻委員からもありましたけ

れども、改めて、どんな事業か聞かせてください。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 アジア太平洋地域

平和連携推進事業は中国の台頭、米中対立など、沖

縄を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す状況を踏

まえまして、本土復帰50年を契機として沖縄の平和

を希求する心、それから、歴史的、地理的特性を生

かしてアジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄

与することを目的として実施している事業でござい

ます。

以上です。

○花城大輔委員 この事業のカウンターパートとい

いますか、予算が結構ついていますけれども、どの

ような団体や会社と契約して行っていくものなのか

説明をお願いします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 アジア太平洋地域

平和連携推進事業の委託先は、公益財団法人日本交

通公社となっております。

以上です。

○花城大輔委員 このページに６事業、基地に関す

る事業がありますけれども、これは後日で構いませ

んので、それぞれどのような組織と、どのような金

額で契約しているのかということを出していただき

たいというふうに思います。

では、次の質問に移ります。同じページの基地対

策調査費。韓国の調査が１年間コロナで延びたとい

うことでありましたけれども、韓国の調査が終わっ

た後、この事業はどのように動いていくのか説明を

お願いします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和５年度の事業

の予定ですけれども、２年ほど韓国の現地調査が遅

れて延び延びになっておりましたけれども、やっと

昨年の11月に韓国調査を終えることができました。

県としては、韓国以外のベルギーとかヨーロッパ

各国の調査を全て一旦総括をした上で、これを広く

国内に紹介をし、地位協定の抜本的な見直しの必要

性に関する理解を促進するための、国際シンポジウ

ムを開催することとしておりまして、こうした取組

を通じ地位協定の見直しに関する、国民的な議論の

喚起につなげていきたいということで考えておりま

す。

○花城大輔委員 要はどなたかの質問で、ここまで

一県が調査をしてデータをまとめたことというのは

ないのではないかという評価がありました。なので、

この事業がこれからどう進んでいくかということを

聞きたかったわけですけれども。例えば具体的に地

位協定のここを変えるべきだ、地位協定をこういう

ふうに改善していくべきだという、具体的なところ

まで今出来上がっていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 県が行った他国の

地位協定調査におきましては、基本的に、米軍に対

する受入れ国の国内法の適用、それから基地の管理

権、訓練、演習に対する受入れ国の関与、航空機事

故への対応など、４つの項目につきまして、具体的

な事例を中心に調査を行っております。

これまでの調査の結果、ＮＡＴＯに加盟するドイ

ツ、イタリア、ベルギー、イギリスや、米軍を訪問

軍として受け入れるフィリピン、オーストラリアで

は、国内法などの自国の法律や規則を米軍にも適用

させ、米軍の活動をコントロールしていることが明

らかになっております。

これに対して、我が国では米軍に原則として国内

法が適用されず、訓練や演習を規制できないなど、

他国の状況とは大きな違いがあります。こうした国

内法の適用に関する考え方の違いが最も重要な課題

でありまして、国内法の適用など、全国知事会とも

連携して、機会あるごとに両政府に求めていきたい

と考えております。

○花城大輔委員 実は我が国で、地位協定を改定せ

よと最初に声を上げたのは青年団体なんですよね。

青年団体が声を出して、いわゆる政権側からも止め

られ、反対側からも止められという中で、何とか２年

間動いて形にしてきた。

その中で、アメリカに行けばアメリカに行ったで、

君たちは敗戦国者だろうと言われる。そんな中で、

今やっとこの地位協定改定という声が多くの人に理

解されるまでになってきたわけですよ。

なので、対等とまではいかなくても、改善されて

きた経緯は何回もあると。その20年前に比べれば、

同じ地位協定でも違う地位協定になっているという
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ところがあります。なので、これ一歩先に入るため

にも、具体的な方向性、そして、次の一歩なるもの

というところを、達成したときに如実に成果を確認

できるような、そんなことも提案していただきたい

なというふうに思っております。

そして最後に、先ほど、消防防災ヘリをやってい

ましたけれども、やはり夜の出動というのは、私は

いつもドキドキするものがあります。例えば平成２年

には医師を乗せたＬＲ１機が宮古島に飛んで、連絡

がつかなくなって、今も遺体が見つかっていない。

平成18年には鹿児島県知事から依頼があって徳之島

に飛んだヘリが、それも墜落してしまった。そういっ

た中で、やはりいざというときには、夜は頼らざる

を得ない自衛隊に。私、暗視スコープをのぞいたこ

とがあるんですけれど、見えないですよ、何も。そ

ういうふうに飛んでいるんだなということを――い

つも緊張しながら見ていますけれども、どうか県の

事業がだんだん成長していって、お互いを補完でき

るような関係になればいいなというふうに期待をし

ております。

質問は終わります。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 どうもお疲れさまです。

当初予算（案）の部局別の資料と事項別の積算内

訳書から質問をさせていただきますが、鎌谷本部長、

毎回、知事公室と総務、質問がいっぱいあって公安

委員会、もう時間がなくてみんな取り下げています

ので、トップバッターで答弁よろしくお願いします。

まず、部局別の資料の30ページ、４番の下のほう

の交通環境、信号機についてお伺いさせていただき

ますが、47の都道府県の中で唯一の、鉄軌道がない

沖縄県。やはりどうしても道路交通網をしっかりやっ

ていかないと、沖縄県の交通渋滞を含めて事情がよ

くならないというふうに考えています。

その意味で、担当の方には、沖縄県の交通環境の

整備の中で、信号機の設置に関して、整備状況、そ

の進捗状況はどうですかという質問を出しましたが

いかがでしょうか。

○下地忠文交通部長 令和５年度における信号機の

設置状況ですけれども、信号機の設置要請につきま

して、各警察署から警察本部への正式に上申された

ものが26件ございました。警察本部では上申を受け

まして、上申箇所の事故発生状況、事故形態、交通

量を調査検討いたした上で、信号機の設置指針に照

らし合わせるなどをしまして、総合的に考慮して、

設置の必要性を判断をしているところでございます。

ちなみに令和４年度は５基を設置しております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 これ今後の取組、これからどんど

ん道路整備はしっかりと行われていくんですが、県

警本部としては、どういった対応をやっていこうと

いう心構えを持っていらっしゃるか、お願いします。

○下地忠文交通部長 先ほどもお答えしましたけれ

ども、そういった事故の形態であるとか、交通渋滞

も含めて総合的に判断をして、限られた予算の中で

積極的に設置をしていきたいと考えております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 御答弁ありがとうございます。

次に、総務部のほうにお伺いをさせていただきま

すが、人事調整費について。これは内訳書の６ペー

ジになりますけれども。そこの退職手当のうち、普

通退職が182名というふうに見込みがなされておりま

すが、昨年度の資料によると160名。その普通退職者

の見込みが22名も増加していることについて、積算

の考え方としてはどういうふうな状況になっており

ますでしょうか。

○知念百代人事課長 今、積算のお話がありました

けれども、普通退職が182人で上げているところです

が、昨年度から減っている理由としましては、定年

退職者はこの年に60歳を満たした方というふうにな

りますので、今年度よりも、次年度60歳を迎えられ

る方が増えているという状況になります。

失礼しました、大変申し訳ありません。定年退職

者は67名というところなんですが、普通退職者が

182名というものにつきましては、臨任の退職者と

いったところが増えているといった状況になってお

ります。

すみません、以上です。

○仲田弘毅委員 年代別にどの程度の数になるか。

○知念百代人事課長 本務職員は35名を見込んでお

ります。昨年度は31名というふうにしておりまして、

若干増えた見込みを足しております。

それから、臨任職員に関しましては147名を見込ん

でおりまして、昨年度129名より増えて見込んでおり

ます。

以上となります。

○仲田弘毅委員 同じく内訳書の７ページになりま

すが、その７ページのほうで、人事給与費について

表示されておりますけれども、会計年度職員への期

末手当等が計上されております。

総務省の資料によりますと、勤勉手当も支給可能

になるよう検討を進めているようですが、今後、本
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県としてはどういうふうな対応を考えておりますか。

○知念百代人事課長 会計年度任用職員の期末手当

については、令和２年４月１日から、この会計年度

任用職員の制度が導入されたときから、期末手当が

支給されるようになっておりますので、引き続き次

年度においても計上しているところでございます。

○仲田弘毅委員 それと、第２期官民協働グローバ

ル人財育成事業の事業内容、そしてこれまでの成果

とか、あるいは事業効果等について県はどういうふ

うにお考えでしょうか。

○知念百代人事課長 失礼いたしました。

先ほどの答弁の中で、勤勉手当のお話でしたので、

申し訳ございません。勤勉手当については国のほう

で支給するような、対象とするような形で動いてお

りますので、国の法律に従いまして、県のほうにお

いても勤勉手当の支給については今後検討していく

ことになるかと思います。

ただ、令和５年度については、まだ詳細は決まっ

ておりませんで、情報によりますと、令和６年度か

らの支給開始というふうには聞いているところです。

それでは今の御質問の中で、官民協働グローバル

人財育成事業についての成果というところなんです

が、コロナ禍におきまして、ここ２か年ほどは休止

をしている状況にはなりますが、次年度におきまし

ては、再開をすると計上しているところです。その

効果というお話がありましたけれども、21世紀ビジョ

ンを実現するための人材の育成、そういったことを

目的に実施しているところです。

また、これは県職員だけを研修するというもので

はなくて、民間の企業職員と合同での研修というこ

とになりますので、官民協働による施策提案の能力

の向上、そういったものを目指して計上している事

業でございます。

○仲田弘毅委員 やっぱり県費予算を使っていくと

いうことであれば、人材育成、あるいはまた確保の

面からも最大限の効果が出せるように、ぜひ頑張っ

ていただけないかなと思います。

次、16ページの総務事務センター費について伺い

ます。

この総務事務センターが開設されて、もう何年目

になりますか。

○知念百代人事課長 総務事務センターは平成27年

度から設置されております。

○仲田弘毅委員 これまでいろいろノウハウの蓄積

もなされてきたと思いますけれども、設置した効果、

メリットはどのようなことがあったというふうに考

えていらっしゃいますか。

○知念百代人事課長 総務事務センターの設置の目

的としましては、総務事務の効率化を図る、そして

集中化を図る、そういうことによりまして、その経

費の節減につながっていくものと考えております。

○仲田弘毅委員 茨城県と埼玉県では、県をまたい

で共同給与システムを利用して、歳出削減効果を得

ているというふうな情報も入ってきております。

そういった広域利用をすることによって、県とし

てメリットがあるのであれば、沖縄県としてもしっ

かりそれを活用していく必要があると思うんですが、

そのことに対してどうお考えでしょうか。

○知念百代人事課長 今お話があったように、他県

のほうでは共同でのシステム、共有管理みたいなこ

とをされているというお話がございましたけれども、

総務事務センターの職員の給与、それから赴任旅費

等に係る支給の経費については、知事部局のみなら

ず警察なども含めてやっておりますので、そういう

意味では、共有化を図りながら経費の節減に努めて

いるところになるかと思っております。

○仲田弘毅委員 次に19ページ、行政管理費につい

てお聞きいたしますが、このことに関しましては、

我が党の代表質問でも問題視いたしましたけれども、

新沖縄県行政運営プログラムの成果指標について、

重大な不備が発生してもおかしくないような状況が

指摘されておりますけれども、それこそ重大な、ま

た我々からしても指摘しなくちゃいけないことだと

いうふうに考えています。

現時点においてその見直しの作業、これまでいろ

んな不条理なことが起こっておりますけれども、そ

の見直しの作業についてはどういうふうに行われて

おりますか。

○宮城力総務部長 新沖縄県行政運営プログラムの

最終案を今取りまとめ中でございます。本会議のほ

うで重大な不備の目標件数ゼロじゃないのはおかし

いのではないかという御指摘をいただきました。

確かに、ゼロを目指すべきであり、これはゼロに

するという方向で今、作業を進めているところでご

ざいます。

ちなみに、この運営プログラムは３月末に策定す

る予定で、年度末に行政改革推進本部を開催し、こ

の中で最終案を確認するという流れになります。

○仲田弘毅委員 部長、この案件に関しては、やは

り沖縄県の行政改革懇談会との意見交換、あるいは

調整も、僕は一番大事だというふうに考えておりま

すけれども、そういった方々との議論はなされてお
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りますか。

○宮城力総務部長 有識者からなる懇話会、これを

策定し、素案を示し、意見を頂戴しました。加えて、

もっと議論を深掘りするべきではないのかという御

指摘もいただきましたので、年末にＤＸ関係、それ

からＰＦＩ関係、それぞれ個別のテーマごとに専門

委員も招聘した上で部会をつくって、その中で議論

も頂戴し、最終案の中で盛り込んだところでござい

ます。

様々な御意見を頂戴しておりまして、それらにつ

いては関係部局と調整の上、できる限りこのプログ

ラムの中に盛り込んできたところでございます。

○仲田弘毅委員 やっぱり大変微妙なところもあり

まして、これは丁寧さとか、慎重さが大変必要とさ

れるというふうに考えておりますので、今後の対策

には十分配慮しながら、頑張っていただきたいなと

思います。

知事公室関係に移りますけれども、先ほど、我々

の島尻忠明委員からも質問がありましたが、特命推

進事業、特命、その事業に関して、中身があまりはっ

きりしない。

具体的にお聞きしたいのは、この特命推進事業の

中で、審議会なるものが構成されているということ

ですが、その謝礼金として110万9000円ほど、これは

初めてですか、この計上をされるのは。初めて計上

されるということで理解してよろしいでしょうか。

○武村幹夫特命推進課長 この特命推進事業のうち

の報償金につきましては、こちらのほうで今年度実

施いたしました、新型コロナウイルス感染症に係る

アドバイザリーボードの運営費として計上してござ

います。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 これは専門用語では皆増計上と言

うそうですが、こういうふうに、初めて予算計上さ

れるという認識でよろしいでしょうか。

○武村幹夫特命推進課長 すみません、失礼いたし

ました。

今年度、この報償費については新規という形になっ

てございますけれども、今年度から、この新型コロ

ナウイルス感染症に係るアドバイザリーボードにつ

いては流用で、今年度の当初予算では載っておりま

せんでしたけれども、今年度流用で計上して、今年

度から事業を実施しております。

それで、次年度につきましては新規というような、

今年度の当初予算はゼロでございますけれども、年

度途中での流用で事業をスタートいたしまして、次

年度、初めて計上した形のように見えてしまいます

けれども、今年度からスタートしている事業の継続

でございます。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 その審議会の審議内容、どういう

ふうな審議がなされているかということも御説明で

きますか。

○武村幹夫特命推進課長 この新型コロナウイルス

感染症に係るアドバイザリーボードにつきましては、

医療、経済、教育、労働、福祉など、幅広い分野の

有識者から構成して設置してございます。

この審議内容につきましては、保健医療部をはじ

め、関係部局の新型コロナウイルス感染症対策の施

策の推進に生かされております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 それと同時に、特別旅費という形

で198万円をまた予算計上、これも初めての予算計上

だというふうに思いますが、その件についてはいか

がでしょうか。

○武村幹夫特命推進課長 特命推進課におきまして

は、次年度新たに課内室として地域外交室を設置す

ることとしております。

この地域外交室では、沖縄県地域外交基本方針を

策定することとしております。その調査費として、

海外事務所などへの調査などを予定しておりまして、

そのための特別旅費として計上してございます。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 次に、18ページから19ページにか

けて、基地対策調査費について質問をさせていただ

きますが、辺野古新基地建設問題対策事業というこ

とになっておりますけれども、旅費が1536万5000円

計上されています。その前年度と比較して、増減は

どの程度になっていますか。

ちなみに、令和４年度は幾らぐらいになっていま

すか。

○知念宏忠辺野古新基地建設問題対策課長 令和

４年度の旅費につきましては、1138万円となってお

ります。

○仲田弘毅委員 この令和４年度の予算の執行率は

どの程度になっていますか。

○知念宏忠辺野古新基地建設問題対策課長 今現在、

執行率の資料は持ち合わせておりません。

○仲田弘毅委員 以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後０時７分休憩

午後１時22分再開
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○又吉清義委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

先ほど、花城委員の質疑に対する答弁で、警察本

部警備部長から答弁を訂正したいとの申出がありま

すので発言を許します。

市原悠樹警備部長。

○市原悠樹警備部長 先ほど、花城委員から国境離

島警備隊の隊員の人件費について御質問があった件

について、改めて御説明をさせていただきます。

国境離島警備隊員の人件費につきましては、その

任務が極めて国家的な性格の強いものであり、国か

ら10分の10の補助がなされるという仕組みになって

おります。

この点を踏まえまして、一般の県警職員に要する

人件費を事業職員費に計上していることと区分して、

事業離島警備対策事業費、すなわち国境離島におけ

る不法事案対策等の予算に計上し、整理していると

いうものでございます。

以上でございます。

○又吉清義委員長 山里将雄委員。

○山里将雄委員 午後の１番、よろしくお願いしま

す。

まず、総務部のほうから、予算の件について少し

聞かせていただきたいと思います。

資料３－３の令和５年度当初予算（案）の説明資

料から、まず何人もの方々も聞いているんですけれ

ど、改めて令和５年度予算の編成の基本方針等々お

聞かせください。

○又吉信財政課長 令和５年度は、新沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画の取組を加速させ、誇りある豊かな

沖縄の未来につなげていく重要な年であります。こ

のため、県民の命と暮らしを守る感染症対策と県経

済の再生などを柱とする６つの重点テーマを踏まえ

つつ、沖縄振興予算に加え各省計上予算、より地方

財政措置の有利な県債の積極的な活用を図るととも

に、変化する社会経済情勢や県民ニーズを捉え、的

確に対応するとの基本的な考え方により予算を編成

したところです。

以上です。

○山里将雄委員 今回の予算は２年続けて8000億円

を超えるという予算規模となっているんですけれど

も、この資料を見ますと、コロナ禍以前には7300億

円ぐらいから7500億円ほどで推移していたと思いま

す。今は1000億円ほど増加となっていると、こうい

う状況なんですけれども。

これは、やっぱりコロナ予算、この影響でこれだ

け1000億円が伸びているということで理解していい

んですか。

○又吉信財政課長 まず、コロナに関する予算は、

今委員がおっしゃったとおり、当初予算としては令

和３年度からやっております。その規模によって、

年度によって違うんですけれども、大体750億円から

1300億円程度、コロナ関係の予算が当初予算にのっ

かっているということで、その結果、昨年度に引き

続き令和５年度も8000億円を超える規模というふう

になっているということでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

とすると、このコロナ感染拡大は今、まだ十分で

はないですけれども、落ち着きつきつつあるという

ことになるんですけれども、この予算規模、今後は、

その分はもう縮小されていくというふうに考えたほ

うがいいんですか。

○又吉信財政課長 コロナが収束した場合は、やは

りその関係予算は縮小されるというふうに考えてお

ります。

ただ一方、社会保障関係費は伸びてくるというの

は、これも傾向がありますので、増の要因もありま

す。予算規模なんですけれども今、コロナ以外に例

えば今年度でいいますと、物価高騰とか、電気料高

騰という形で、社会経済情勢の変化を踏まえて、そ

れに対応する必要があるということですので、そう

いうものを反映された形で予算規模を含めて決まっ

てくるのかなというふうに考えております。

○山里将雄委員 そのまま元の水準まで落ちるとい

うことではないのですね。

次の質問お願いします。県税の伸びがこの表を見

ますと約51億円、前年度より増えて、地方交付税が

90億円伸びていると。それから、臨時財政対策債が

77億4000万円減になっている。この地方交付税と臨

時財政対策債を合わせると13億円増えている。

単純に言えば、基準財政需要額が増えれば交付税

が減になるというふうになるはずなんですけれども、

これで見ますと県税も伸びている、それからいわゆ

る交付税の臨時財政対策債もこれは交付税の一部で

すので、交付税も伸びていると。

この関係はどう解釈すればいいですか。

○又吉信財政課長 今おっしゃったような形で、地

方交付税と臨時財政対策債を加えた実質的な地方交

付税については、国の地方財政計画の増減を参考に

しつつ、令和３年度の決算、令和３年度も４年度も

決算のほうで上振れしていますので、それも加味し

ながら、令和５年度における社会保障関係費の需要
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の伸びも含めて勘案して見積もったところです。国

のほうが税収が伸びておりまして、交付税として現

金ベースで来る額のほうが増えたというところで、

その反動というところで、臨時財政対策債が大幅に

減っていると。

ただ、総額としては確保されているというふうに

考えております。

○山里将雄委員 基準財政需要額が伸びているとい

うことも要因ということでいいんですね。

○又吉信財政課長 基準財政需要額も伸びています

けれども、収入額も伸びて、その結果が交付税、あ

るいは臨時財政対策債に跳ね返ってきているという

ところです。

○山里将雄委員 分かりました。

臨時財政対策債が大きく減少して、今説明があっ

たんですけれど、この臨時財政対策債は後々交付税

に元利償還、元利含めて交付税に措置されるという

ことに今なっているんですけれども、これは今その

補填はちゃんとされているんですか。

○又吉信財政課長 今委員おっしゃるとおり、制度

上そのようになっていますので、元利償還のある年

には100％措置されているというふうに考えておりま

す。

○山里将雄委員 臨時財政対策債があまりにも多く

なることが、将来の県の財政に影響が出るんじゃな

いかという懸念の声が前あったんですけれども、今

の段階では、まだきちんと補塡をされているという

ことでいいですね。分かりました。

次行きます。歳出予算で、性質別の中で人件費が

0.9％伸びている。これは主にどういうもので伸びて

いるのか説明いただけますか。

○又吉信財政課長 人件費でいいますと、約19億円

ほど伸びているんですけれども、その主な内訳は給

与のほうで約６億4000万円余り、職員手当で10億

2000万円余り伸びております。給料で伸びている主

な要因といたしましては、公立小中学校の教職員の

定数増に対して、これが約４億円余り伸びておりま

す。職員手当なんですけれども定年退職者の増が、

今年度よりも57名程度増が見込まれるというところ

で、退職手当が増えております。

ただ、定年退職については次年度からの定年引上

げ、60歳に達しても本人が希望すれば61歳まで働け

るという制度になっておりますので、ただ、予算と

しては60歳に達した人が全て辞めたいといった場合

でも、対応できるような予算を計上しております。

以上です。

○山里将雄委員 これを聞いたのは、もう既に今答

弁があったんですけれども、教職員の増員分、これ

はいわゆる人件費の増にどのように見られているの

か、それを少し確認したかったんですけれど今、教

職員の分も含まれているということでしたけれども、

これは教育委員会に本来は確認すべきなんですけれ

ども、いわゆる教員増の分、今のいろいろ問題になっ

ている教員不足を補うため、あるいはメンタルで休

んでいる人の分を補うための予算というのは、今回

はこれの中に含まれている、見られているというふ

うに解釈していいんですか。

○又吉信財政課長 教職員の定数は、定数条例のほ

うで定められていますけれども、令和４年と令和５年

度を比較しますと、公立の小中学校で210名の増、県

立特別支援学校、県立高校で27名の減、県立中学校

名護の桜中学校が開校しますので、そこで４人の増

という形で、トータル187名の増という形で定数上増

えております。この187名分については給与としても、

それは予算に計上しているというところでございま

す。

○山里将雄委員 分かりました。

財政課にはそれぐらいの確認しかできないと思い

ますけれども、この数字でいうと、いわゆる当たり

前に増えた分の増にしかなっていないというような

感じですね。はい、分かりました。

予算書から一時借入金について、ちょっと確認を

していきたいと思うんですけれども。一時借入れの

今回700億円ですか、計上されていますけれども、ま

ず一時借入れの目的をお願いします。

○又吉信財政課長 一時借入金については、地方自

治法の第235条の３において、普通地方公共団体の長

は、歳出予算内の支出をするために一時借入金を借

りることができると規定されておりまして、既定の

歳出予算内の支出現金の不足を補うために借り入れ

ることが可能となっております。

一般的に、地方自治体においては歳入と歳出の予

算は同額になります。ただ、実際のお金の歳入する

時期と歳出時期が、それぞれの事業の性質によって

異なってきますので、年度途中で現金ベースで不足

が生じる期間が出るというところですので、その生

じた期間の資金繰りのために借りるものというふう

に考えております。

○山里将雄委員 その一時借入れについては、会計

課とも密接な関係がありますけれども、これを担当

するのは会計課、財政課、どちらになりますか。

○又吉信財政課長 借入れについては普通地方公共
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団体の長となっておりますので、借入れについては

財政課、ただ、その出納事務については会計課が担

当しているというところでございます。

○山里将雄委員 年度内で現金が足りなくなるとい

う状況が出てきたときに、それを借りるという判断、

今の時期で借りるという判断は、これはどちらがや

ることになりますか。

○又吉信財政課長 それについては県の知事と、昔

でいうと出納長なんですけれども、過去にその連名

とあとは銀行のほうで契約を交わしておりまして、

契約の範囲内で会計課のほうと銀行がやり取りしな

がら補っているということでございます。

○山里将雄委員 今この700億円という金額、これは

前年度、前々年度はしっかり見ていないんですけれ

ども、同じぐらいだと思うんですけれど、これは今

どうですか、十分ですか。

○又吉信財政課長 借入れ限度額についてはちょっ

と調べてみますと、これまで４回改定されてきてお

ります。直近が平成17年から700億円となっておりま

して、令和３年度に一時借入額の最高額が522億円と

いうのがございます。ですので、700億円は十分だと

いうふうに考えております。

○山里将雄委員 今もう令和４年度は、まだ終わっ

てないんですけれど、今の段階で一時借入れは、こ

の年度はどれぐらい行っていますか。

○又吉信財政課長 会計課によりますと今まで、今

年度は39日間借り入れて累計で4500億円程度借りて

いると。すみません、利息については今後もあるの

でちょっと把握しておりませんが、参考までに令和

３年度が22万631円、令和２年度が３万6195円、令和

元年度が３万6936円という利子になっております。

○山里将雄委員 そんなものなんですか、利子の額

というのは。

○又吉信財政課長 短期で0.002％という形で返して

いますので、そのような決算になっております。

○山里将雄委員 そうですか。

それだけだとそんなに影響はないのかな。

一借というのはどうしても必要なので、これはや

むを得ない部分もあると思うんですけれども、やっ

ぱり借り入れたらその分利子が発生するので、やっ

ぱりそれは抑制をしなきゃならないと思うんですけ

れども、それに対する対策とか、そういうことはど

うなんでしょうか。

○又吉信財政課長 国庫支出金の受入れについては、

年度末に翌年度の執行方針という文書を出しており

ます。その中で適宜受け入れるという形でやってお

ります。

今年度については、土木のほうで繰越しを少しやっ

て、国庫が一部受け入れられなかった。あと、総務

部なんですけれども、一括交付金の手続で一部あっ

たという形で、改めて今年度、年度途中でも国庫に

ついては、適切に対応するようにというような形で

文書を発出しております。

○山里将雄委員 分かりました。

総務部は以上としまして、次行きたいと思います。

次は公安委員会についてですけれども、少し聞か

せてください。資料３－３、当初予算の説明資料か

ら、これちょっとやるのは面倒くさいんであれしま

すけれども。

名護警察署の建設の計画があると。この間、平良

昭一議員の一般質問等々にもあったんですけれど、

この件について少し聞かせてください。今回、予算

に造成設計、基本設計となっています。造成設計す

るということは、もう土地購入は済んでいるという

ふうに考えていいんですか。

○中根繁会計課長 名護警察署の移転先につきまし

ては、名護市大北への移転を計画しておりまして、

土地につきましては、建設予定地と現名護警察署の

土地と交換による取得を予定しておりまして、関係

機関と調整をしているというところでございます。

以上です。

○山里将雄委員 そうするとまだ、実際には土地、

等価交換と言っていたんですけれど、等価交換はま

だ済んでいるわけじゃないということですか。

○中根繁会計課長 そのとおりです。

○山里将雄委員 今回、この予算を計上していると

いうことは、この等価交換をきちんと今年度内でで

きなかった場合はどうなりますか。

○中根繁会計課長 等価交換の時期につきましては、

令和９年度に移転を予定しているんですけれども、

その頃を予定しております。

○山里将雄委員 今年度に造成設計を入れるんです

よね。等価交換が成立していないのに造成設計入れ

るんですか。

○中根繁会計課長 等価交換につきましては、交換

による取得の手続としまして今後、公有財産管理委

員会など、関係機関と調整をした上で決定していき

たいというふうに考えております。

○山里将雄委員 工事はいつから始める予定なんで

すか。

○中根繁会計課長 新庁舎の建設工事につきまして

は、令和７年度から令和９年度を予定しております。
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○山里将雄委員 令和９年に等価交換が成立すると。

とすると、土地は取得してない。でもその前に造成

設計も入れる、それから工事も始める、そういうこ

とですか。

○中根繁会計課長 まず、造成設計や基本設計を契

約する前までには、公有財産管理委員会など関係機

関との調整は進めていきたいというふうに考えてお

ります。

○山里将雄委員 可能ということですか。

○中根繁会計課長 この手続につきまして、関係部

局のほうと調整をして進めているというところでご

ざいます。

○山里将雄委員 ちょっと僕の勉強不足なのかどう

か、ちょっと理解できない分もあるんですが、後で

またちゃんと確認しましょう。進めます。

さっき大北区とおっしゃっていたんですけれども、

庁舎ができると、パトカーのサイレンの音とか、い

わゆるあの地域の環境は変化するわけですね。地域

への説明等も必要だと思うんですけれども、その辺

はどう考えていますか。まだやってないですよね。

○中根繁会計課長 現時点におきましては、そのよ

うな形での住民説明等は実施しておりませんが、今

後所要の手続を適切に行っていきたいというふうに

考えております。

○山里将雄委員 迷惑施設ということではもちろん

ないんですけれども、いろんな環境が変わるという

ことがあるので、やっぱり地域、近くの住民には、

影響があると思いますので、ぜひそこはしっかりと

やっていただきたいなというふうに思います。よろ

しくお願いします。

それから、一般質問で平良昭一議員が言っていた

ことなんですけれど、交通安全センターでしたか、

そこの移転については答弁で、まだ今の段階では決

まっているわけじゃないと、確定しているわけじゃ

ないと。ただ、将来的には検討しているということ

だったんですけれども、この8000平米という面積の

中で、その面積も確保することは可能ですか。

○中根繁会計課長 現在、調整しております8000平

米につきましては、単純に名護警察署だけの面積と

して今調整をしているところでございます。

○山里将雄委員 そうすると将来的にセンターを近

くに造るとなった場合に、新たにまた土地を取得す

るということでいいんですか。

○中根繁会計課長 そのとおりでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

これは今後の事業になりますので、またいろいろ

と確認していきたいと思います。この件については

以上とします。

先ほど午前中に仲田委員からも交通安全施設の件

についての質問がありましたけれども、私が前から

質問をして、皆さんからの答弁を受けているんです

けれども、名護の志味屋線と県道名護本部線の交差

点の信号、あれからもう随分たつんですけれど、そ

のときには予定の中に入れているという話もあった

んだけれど、いまだにできてないんですけれど、こ

れは一体どうなっていますか。

○下地忠文交通部長 今、委員御指摘の県道84号線、

そこの交差点につきまして、現在信号機設置に関し

て周辺における道路環境整備、施設設置計画につい

て、今道路管理者等々と関係機関、いろいろ住民説

明会も含めて意見を交換して進めているところでご

ざいます。

○山里将雄委員 いまだにまだそういう状況という

のは、ちょっとどんなかなと思うんですけれど。こ

こ本当に危ないですよ。本部へ行く道路は本当に交

通量が多いですから県道は。それに交差する市道で

すので、横切るのと山川側から来たときに右折する

とき本当に危険です。実際、小さな事故はしょっちゅ

う起きているでしょう。ここがどうして優先度がそ

んなに高くないのかというのが、本当に不思議でし

ようがない。ぜひ急いでやっていただきたいと思い

ますけれども、一言お願いします。

○下地忠文交通部長 今御質問の交差点につきまし

ては、積極的に進めているところではございますけ

れども、この交差点は非常に現状のままで信号機を

新設した場合、白銀橋付近のさらなる交通渋滞が発

生することが懸念されます。

委員も御承知だとは思うんですけれども、非常に

複雑なところになっておりまして、その対策も併せ

まして、先ほども申し上げましたけれども、関係機

関、道路管理者と住民説明も含めて進めているとこ

ろでございます。

○山里将雄委員 以上です。

○又吉清義委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 まず公安委員会のほうからよろし

くお願いします。

警察行政のデジタル化に向けた取組というのがあ

りますが、その事業の概要について伺います。

○壱岐恭秀警務部長 県警察におきましては、デジ

タル技術化等を効果的に活用することにより、警察

活動の一層の質的向上を図るため、令和５年度にお

いては３つの事業を予算として計上しているとこで
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ございます。

具体的には１つ目が、いわゆるＤＸ事業として、

ＲＰＡなどのデジタル技術を警察業務へ導入すると

いうものでございます。

２つ目が、いわゆる共通基盤システムというふう

に申し上げておりますけれども、今の警察のシステ

ムというのは警察庁であるとか、あるいは沖縄県警

察をはじめとする都道府県警察がそれぞれ独自にい

ろんなシステムをつくっているわけですが、これを

統合集約することとして、今警察庁において共通基

盤システムというものを整備しております。これに

関する事業が１つでございます。

３つ目が、運転免許デジタル化整備事業としまし

て、同じく個別に整備運用していた運転者管理シス

テムを、先ほどの共通基盤システムに統合集約する

こと。

以上の３つの取組を進めたいというふうに考えて

ございます。

以上です。

○当山勝利委員 今の最後の運転免許のデジタル化

というのは、マイナンバーカードと関係ありますで

しょうか。

○壱岐恭秀警務部長 現時点は、そこではなくて免

許の情報を警察庁に集約するための手続ということ

でございます。運転免許の情報を今都道府県で持っ

ているわけですけれども、それを警察庁が今整備し

ています共通基盤のほうに移行するであるとか、そ

ういった作業のことの内容でございます。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

あと、先ほどありましたＤＸでＲＰＡ化されると

いうことでしたけれども、次年度はそのような動き

だと思うんですが、警察行政においてのＤＸ推進と

いうのはどのようにお考えでしょうか。

○知念克幸警務部参事官課長事務取扱 県警察にお

けるＤＸ推進事業につきましては、令和５年度新規

予算事業として、316万6000円を計上しております。

このうち業務の効率化を図るツールとなるＲＰＡ

――ロボティックプロセスオートメーションと言う

んですけれど、それを導入するための使用料及び賃

借料として59万4000円を計上しているほか、県警察

に長期保存されている紙文書を電子化するために必

要となるスキャナ等の機器を整備するための使用料

及び賃借料として22万2000円。また、これらの長期

保存紙文書を電子化するための作業要員となる会計

年度任用職員の報酬等として235万円を計上しており

ます。

以上です。

○当山勝利委員 次年度の御説明をいただきました

けれども、恐らくＤＸ推進ということでいろいろ試

行錯誤をされていくと思いますが、これはまたおい

おいどういうふうにしていくかは考えていただけれ

ばと思います。

琉球政府関係書類デジタル・アーカイブ事業につ

いて、美ら島沖縄の３月号に特集で載っていますよ

ね。いろいろお話は聞かせていただいていますけれ

ども、今からまた令和13年まで、事業が４年から13年

まで延びたということで、それなりの事業期間があっ

て、それなりの予算がかけられると思います。マン

パワーもかけられると思いますが、目指すゴールに

ついて、この10年間でどういうところを目指してい

くのか伺います。

○山内昌満総務私学課長 この事業につきましては、

スタートが平成25年度から令和３年度まで９年間や

りました。琉球政府の文書13万冊のデジタル化を行

うというところの目標を達成して、今の令和４年度

以降の後継事業になったところです。

現状令和５年度予算の関連で、令和４年度以降に

つきましては、琉球列島米国民政府文書、いわゆる

ＵＳＣＡＲ文書等の５万5000簿冊について個人情報

の観点から公開できないものを除いた４万簿冊につ

いて、収集して公開するというところで、10年計画

で取り組んでいるところです。

以上です。

○当山勝利委員 ちょっと先に行く前に、平成25年

からの９年間でどれだけの予算をかけられたのかお

伺いします。

○山内昌満総務私学課長 平成25年度から令和３年

度までの琉球政府文書デジタル・アーカイブ推進事

業の決算額ベースで、合計12億9862万4571円となっ

ております。

○当山勝利委員 その期間で取り組まれた状況につ

いて伺います。

○山内昌満総務私学課長 沖縄県公文書館のほうで

保管しておりました琉球政府文書約16万簿冊ござい

ましたが、主要な13万簿冊についてデジタル化して

おります。そのうち、個人情報等のため公開できな

い文書等がございますが、それらを除いて13万簿冊

のうち10万簿冊を今現在、インターネットで公開し

ているというのが成果でございます。

○当山勝利委員 ５万5000簿冊を公開されるという

ことと、それから10万簿冊は既に公開されていると

いうことで、公開できないものもあると思うので15万
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簿冊よりは少ないでしょうけれども、そこら辺を合

わせて、将来的にこの10年間でそれだけ目指してい

きたいということだと思うんですけれども。皆様方

としてはどういうふうに活用してもらいたいという

のかな、何か目当てがあると思うんですね、ただ公

開するだけじゃなくて。そこら辺はどのようにお考

えでしょうか。

○山内昌満総務私学課長 今デジタル化する文書に

ついては、その当時の紙の質が悪くて、今後の保存

に影響が出るところです。これらの文書については、

米国統治下という特殊な状況の中、残されてきた公

文書でありまして、本県の歴史をめぐる上で重要な

ものであるため、この財産を次世代へつなぐことを

目的として事業を実施しております。復帰から50年

がたちまして、記録の継承が課題となる中、時代の

節目となる歴史的価値のある文書を整理し、保存し

ていくということで取り組んでおります。

インターネットの公開につきましては、いろいろ

県民の方にも見ていただきたいという部分と、あと

大学等研究機関のほうでも、沖縄の歴史について活

用していただきたいという趣旨で公開しております。

○当山勝利委員 先ほど御答弁いただいたかどうか

ちょっと確認、もう一度お願いしますけれど、次年

度の取組について最後に伺います。

○山内昌満総務私学課長 令和５年度計上しており

ます予算のほうでは、琉球政府関係文書2500簿冊を

デジタル化するという部分と、これまでデジタル化

した琉球政府関係文書と合せて収集できたものにつ

いて4000簿冊を公開するための費用として計上して

おります。

○当山勝利委員 分かりました。

また長い時間かけてやられていくわけですから、

しっかりこれを使って研究されている方もまた出る

かと思いますのでよろしくお願いします。

あと在米沖縄関係資料収集公開事業について、ま

ず令和５年度の取組について伺います。

○山内昌満総務私学課長 この事業は、米国の国立

公文書館に今現在所蔵されている沖縄関係の写真と

動画、およそ４万点を収集して、インターネットで

公開するということで取り組んでいる事業でありま

す。

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の状況

ですとか、今米国国立公文書館の開館状況を考慮し

ながら、約3000点の写真と動画を収集して公開する

予定として、必要な予算を計上しております。

○当山勝利委員 ４万点収集のうち、今何万点収集

されているのかということと、あとコロナの関係で

すけれども、先ほども答弁がありましたけれども、

改善方向に行くとは思うんですが、そこら辺の見込

みとかも併せて御答弁いただきたいです。

○山内昌満総務私学課長 令和４年度の収集、これ

は実績になりますが、４万4700点のうち、1200点、

率にして30.8％収集しております。

令和５年度の収集見込みにつきましては、累計で

3205点、累計では37.9％の収集率となる見込みであ

ります。それから、収集の状況についてなんですが、

令和２年度及び３年度につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりまして、本国から他国

への渡航制限ですとか、米国の国立公文書館の休館

があったため収集作業が中断しておりました。昨年、

令和４年度の夏頃から状況が緩和したため、11月か

ら３年ぶりに収集業務を開始して、令和４年度にお

きまして1500点の資料を収集することができました。

令和５年３月、現時点においても米国国立公文書

館につきましては、人数制限となっているという状

況にありますが、次年度に向けては、あらかじめ入

館前に公文書館側に閲覧資料の事前予約等をするな

り、限られた時間でできるだけ多くの作業ができる

ようにということで取り組んでいきたいと考えてお

ります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、当山委員から答弁内容の確認が

あった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

山内昌満総務私学課長。

○山内昌満総務私学課長 先ほどの答弁で訂正して

お答えします。

令和４年度末の収集実績で４万4700点のうち、１万

3774点収集済みで30.8％になります。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。

これも貴重な資料を集めていただいて、コロナで

中断していましたけれども、こういう資料を使って

また研究者の方々、一般の方々もいらっしゃると思

いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。

公共施設マネジメント推進事業について伺います

けれども、その中に大きな事業が２つあって、緊急

修繕等工事、大規模改修工事があります。まず、緊

急修繕等工事の事業概要について伺います。

○池原勝利管財課長 緊急修繕等工事の事業概要で

ございますが、広く県民が利用する公共施設などの

県有施設について、緊急的な修繕や脱炭素化に資す
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る改修などを行うことで施設の予防保全、機能改善

に資することを目的に実施しています。

令和５年度は沖縄県、沖縄コンベンションセンター

や北部合同庁舎など52施設で14億5230万6000円を計

上しているとこでございます。

○当山勝利委員 52施設で改修工事をされるという

ことですね。また、どういう施設があるか後で教え

てください。よろしくお願いします。

もう一つ、大規模改修工事について伺います。

○池原勝利管財課長 沖縄県公共施設等総合管理計

画に掲げる施設の長寿命化を推進するため、技術職

がいない施設への個別施設計画に基づく大規模改修

事業を実施しております。

令和５年度は、県立武道館や平和祈念資料館など

10施設で14億7745万5000円を計上しております。

○当山勝利委員 武道館は造られてから何年ぐらい

たちますか。

○池原勝利管財課長 すみません、資料として今持

ち合わせてないところでございます。申し訳ござい

ません。

○当山勝利委員 何か不具合とか現時点であるんで

しょうか。

○池原勝利管財課長 今回の県立武道館の修繕内容

ですが、外壁とか中央監視制御装置の改修というこ

とで予定しているところでございます。

○当山勝利委員 制御装置がちょっと古くなってい

るので、それから今、修繕されると。平和祈念資料

館は、次年度どのような改修をされるんでしょうか。

○池原勝利管財課長 令和５年度においては空調設

備、消防設備等の改修を予定してございます。

○当山勝利委員 管理設備がありますよね、あれは

もう改修終わりましたか。

○池原勝利管財課長 令和４年度については、補正

の予算で繰越しをお願いしていまして、５月で終了

予定ということで聞いております。

○当山勝利委員 平和祈念資料館は建てられてから

結構長くたっていて、そういう管理する設備とか、

空調も潮風なんかですごいさびてて、すごい状況だ

というのを見ていますので、ぜひそこら辺は進めて

ください。よろしくお願いします。

知事公室のほうにお願いします。基地関係業務の

中の特別旅費の中に、知事等訪米旅費というのがあ

りますけれども、これについて御答弁お願いします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 知事訪米につきま

しては、県の政策や沖縄の状況を発信するとともに、

関係者と意見交換を行い、基地問題の解決に向けた

協力体制の構築、強化を図ることを目的として行っ

ております。沖縄の基地問題の解決を図るためには、

一方当事者である米国政府に対しても、知事が直接

出向き訴え続けることが重要であると考えておりま

す。

令和５年度当初予算（案）には、基地関係業務費

の知事訪米に係る特別旅費として、ワシントンＤＣ

訪問に係る旅費が579万1000円、ハワイ訪問に係る旅

費が同じく特別旅費で218万5000円、合計797万6000円

を計上しております。

以上です。

○当山勝利委員 ハワイとワシントンのほうに行か

れるということですが、ハワイは何を目的に行かれ

るんでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ハワイでは、米軍

基地と周辺コミュニティーが話合いをする機会が

セットされているというふうに伺っておりまして、

特別な記念日などでは訓練は行わないというような

ことなど、意見交換が実現しているということでご

ざいます。

このように、沖縄県でもこのような負担軽減につ

いても、意見交換を行う機会を持つ必要があると考

えておりますので、現地司令官との意見交換は必要

ではないかというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

今知事が訪米されていて、明日帰るのかな。次年

度も引き続き訪米と、それからハワイのほうで必要

な、また知事が直接行っていろいろなお話とか、ま

た働きかけとかされると思いますので、ぜひそこら

辺はよろしくお願いします。

午前もありましたアジア太平洋地域平和連携推進

事業ですが、ちょっと重なるところは飛ばして特別

旅費に現地調査とありますけれども、その場所とか、

目的とか、調査内容について伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 アジア太平洋地域

平和連携推進事業の現地調査の場所、目的及び調査

内容についてお答えいたします。

現時点では、次年度の対象国として貿易や観光を

通じて本県と往来が盛んな香港、安全保障分野の対

話の場として存在感を増しつつあるシンガポール、

平和分野で交流が深まりつつあるカンボジア等を想

定しております。事前の文献調査やヒアリング等に

より、基礎的な情報収集を行った上で、沖縄との連

携可能性を具体化させることを目的として現地を訪

問し、県としての考え方を直接説明するとともに、

現地の課題や先進的な取組を調査するため、特別旅
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費を計上しております。

○当山勝利委員 分かりました。

香港、シンガポール、カンボジアなどの国という

ことで、東南アジアに行かれるということですが、

東南アジアでいうと最近人口が増えているマレーシ

アなんかも、かなり東南アジアの中核的な存在感を

示しているというふうに言われているんですけれど

も、そこら辺は検討されませんか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 マレーシアについ

ても、今後よく検討していきたいというふうに考え

ております。

○当山勝利委員 分かりました。

それとあと、この中に入っている委託事業につい

て、事業内容を伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米軍基地問題情報

発信強化事業の委託事業についてお答えをいたしま

す。

沖縄の米軍基地問題に関する県内外の認識を広げ

るため、基地問題を分かりやすく整理し、様々な手

法で県内外に広く発信することにより、沖縄の基地

問題の解決に向けた議論の喚起、機運の醸成を図る

ことを目的に、令和４年度から実施をしております。

今年度、去る２月８日に東京で開催をしましたシ

ンポジウムを含む合計３回のシンポジウムでは、県

内外の多くの方々に参加をいただきまして、沖縄に

おける米軍基地の課題等について共有することがで

きました。シンポジウムの動画は、県公式ユーチュー

ブにも掲載をし、参加できなかった方々も視聴でき

るようになっております。

また、ＳＮＳやウェブなどの様々な媒体で多層的

に情報発信ができるよう、基地問題やその統計的デー

タを分かりやすく紹介する動画や、ネット上で体験

できるクイズ形式のコンテンツの作成を行っており

まして、順次発信をしていきたいということで考え

ております。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。よろしくお願いし

ます。

次に移ります。先ほどもちょっと午前中答弁あっ

たと思います。基地対策調査費の中の委託事業で、

沖縄の米軍基地問題に関する各種調査というふうに

なっておりますので、もうちょっとそこだけ答弁い

ただけませんか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 基地対策調査費は、

沖縄の米軍基地問題の解決促進に資するため、各種

調査、情報発信等を実施する事業であります。これ

までに他国地位協定調査やＱ＆Ａブックの作成配布、

それから様々なシンポジウムなどを実施しておりま

す。

令和４年度は、韓国の地位協定調査のほか、在沖

米軍基地に関する基礎情報収集調査として、アメリ

カ海兵隊の遠征展開基地作戦、いわゆるＥＡＢＯに

関する最新情報の収集、沖縄の米軍基地問題に関す

る県内外における理解度などを調査しております。

令和５年度におきましても、安全保障政策の動向

等を踏まえつつ、沖縄の基地負担に影響するテーマ

について調査を行っていきたいということで考えて

おります。

○当山勝利委員 いろいろな調査をされて、沖縄の

影響であるとか、日本の影響であるかとかいうのを

広く知るということも大切なんですが、またそれを

広く発信するということも大事だと思う。ＳＮＳと

いう発信の方法もあると思いますけれども、この材

料をどうやってうまく調理して県民に分かりやすく、

また国民に分かりやすく出していくかというのも大

切かと思いますが、そこら辺をどう考えていらっしゃ

いますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 基地問題について、

特に若年世代については、正確な沖縄の米軍基地に

関する知識というのが欠如しているというふうに言

われておりますので、せっかく調査をしております

ので、その調査結果について効果的に、県民に広く

公表できるように、正確に伝えることができるよう

に様々な工夫をしていきたいということで考えてお

ります。

○当山勝利委員 積極的に知ることは、若い人はな

いかもしれませんけれども、多分、知るときちんと

した関心を持ってもらえると思うんです。沖縄県の

場合は平和教育もしっかりされているところもあり

ますので、ぜひそこら辺はうまく伝達できるといい

かなと思います。それにつながるかどうか分かりま

せんけれど、米軍基地問題情報発信強化事業費とい

うのもありますよね。これに関して、委託事業につ

いて伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 委員、大変申し訳

ございません。

先ほど、米軍基地問題情報発信強化事業費の委託

事業についてということで、勘違いをしまして、既

に答弁はしております。申し訳ございません。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、当山委員から再度整理して答弁

するよう要望があった。）
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○又吉清義委員長 再開いたします。

古堅圭一参事兼基地対策課長。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 申し訳ございませ

ん。

先ほど御質問のありました件については、アジア

太平洋地域平和連携推進事業の委託事業についての

御質問ですけれども、お答えとしては本事業におい

ては、アジア太平洋地域の国や地域と沖縄の連携可

能性等に関する文献調査、有識者ヒアリング、本事

業の趣旨等を県内外に広く発信するシンポジウムを

行うこととしており、これらの業務を委託によって

実施をしているところです。

以上が先ほどの御質問に対する答弁でございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、当山委員から米軍基地問題情報

発信強化事業の委託事業について答弁して

もらいたい旨の発言があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

古堅圭一参事兼基地対策課長。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 大変申し訳ござい

ません。お答えいたします。

沖縄の米軍基地問題に関する県内外の認識を広げ

るため、基地問題を分かりやすく整理し、様々な手

法で県内外に広く発信することにより、沖縄の基地

問題の解決に向けた議論の喚起、機運醸成を図るこ

とを目的に、令和４年度から実施しております。

今年度、去る２月８日に東京で開催したシンポジ

ウムを含む合計３回のシンポジウムでは、県内外の

多くの方々に参加をいただき、沖縄における米軍基

地の課題等について共有することができました。シ

ンポジウムの動画は、県公式ユーチューブにも掲載

をし、参加できなかった方々も視聴できるようになっ

ております。

また、ＳＮＳやウェブなどの様々な媒体で多層的

に情報発信ができるよう、基地問題やその統計的デー

タを分かりやすく紹介する動画やネット上で体験で

きるクイズ形式のコンテンツの作成を行っており、

順次発信をしていきたいということで考えておりま

す。

以上です。

○当山勝利委員 今の御答弁は、米軍基地問題情報

発信強化事業費の中の委託の部分ということで理解

いたしました。

最後ですけれども、不発弾処理で午前中もありま

したが、徐々に徐々に予算が減らされて、厳しい状

況なのかよく分からないんですが、どうしてもその

繰越しができない分、不用額が出てその分が減らさ

れているというふうになっていますけれども、それ

が今の制度だと繰越しできないので、結局は不用額

を出してしまって、どんどんじり貧、じり貧という

言い方がいいかどうか分かりませんけれども、どん

どん減っていく方向に行くんじゃないかなと思うん

ですね。

これどうなんでしょう、国と本当にきちんと話し

合って、これだと本当に毎年毎年減ると思うんです

よ。本当にそういう制度設計でいいのかどうなのか

も含めて調整される必要があるんじゃないでしょう

か、伺います。

○池原秀典防災危機管理課長 今般、予算が減額に

なっている理由といたしましては、主に広域探査発

掘加速化事業と、あと住宅等開発磁気探査支援事業

における国庫内示額の減によるものです。国からは、

国庫の減額理由について、現下の国の厳しい財政状

況においてさらなる効率的な予算の執行が求められ

ていることなどから減額したとの説明を受けており

ます。

県としては、不発弾対策は戦後処理の一環として

国の責任において実施されるべきものであり、国の

責務で不発弾処理に必要な予算額を確保する必要が

あると考えております。県としましては、引き続き

事業の効果的な執行に努めるとともに、今後も国に

対し、不発弾の早期処理のために必要な予算額を確

保するよう要望していきたいと考えております。

○当山勝利委員 では、制度上の問題ではなく、国

の予算がという理由で減額をされているというよう

な説明であったということだと思いますが、本当に

先ほどおっしゃったように、これは国の責任でやら

れるべき問題だとありますし、あとどのぐらい残っ

ていて、それが今のペースでいくとどのぐらいかか

るかというのはどうなっていますか。

○池原秀典防災危機管理課長 今後何年かかるかと

いうところでございますけれども、県内の直近５年

間の平均処理量は約18トンとなっております。近年、

不発弾の発見及び処理量は減少傾向にあり、その処

理には長期間を要すると想定しておりますが、引き

続き国と関係機関と連携し、一日も早い処理につな

がるよう、事業の適切な実施に努めてまいりたいと

考えております。

○当山勝利委員 まだ想定される不発弾がこれだけ

あるだろうというのもあると思います。そこら辺も

きちんと数値化して、国に対して求めていくことが

必要だと思いますので、その努力はしてください。
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よろしくお願いします。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に、総務部にお尋ねします。

私立学校教育振興費、珊瑚舎スコーレの私立中学

は新年度に設置できますか。

○宮城力総務部長 昨日、学校法人の雙星舎から知

事宛て要請がなされました。

池田副知事が対応したんですが、私立夜間中学校

設置申請に係る再審議を求める署名、これも併せて

提出がなされております。同席した卒業生、あるい

はボランティアの方々からも、学校設置にかける強

い意気込みを吐露していただいて、それを受け止め

たところです。

今後、期限は限られておりますが、関係法令に基

づいてどのような対応ができるのか急ぎ検討してい

きたいというふうに考えているところです。

○西銘純恵委員 全国初、どこにもないんですよね。

沖縄で初めて設立するということで前例がないので、

やはり沖縄はどうするということになりますので、

そこは現状の皆さんの声をしっかり受け止めて、早

くできるようにと思っていますので、ぜひ前向きに

お願いいたします。

○宮城力総務部長 学校の設置申請をいただいた後

に、その事業計画に基づいて妥当かどうか、持続的

な学校運営ができるのか等々も含めて、審査会、こ

れは審議会ですけれども、そこにも諮ることになり

ます。そこのスケジュールもございますが、この開

校に向けてのいろんな意見交換をしたいと思ってお

ります。時期については明言できませんが、先ほど

申し上げたように、５年度開校に向けてどのような

対応ができるのか取り急ぎ検討していきたいと思い

ます。

○西銘純恵委員 次、私立専修学校授業料減免事業

についてお尋ねします。対象人数と学校数をお尋ね

します。

○山内昌満総務私学課長 私立専修学校授業料等減

免事業について、令和５年度当初予算に計上してお

ります数字で、令和４年度の最終実績を踏まえまし

て、支援対象者数を2724名と見込んで、予算を13億

4567万9000円計上しております。

以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から対象人数について

確認があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

山内昌満総務私学課長。

○山内昌満総務私学課長 失礼いたしました。

これにつきましては、専修学校に補助をするとい

う形になっておりまして、県内の専修学校60校中、

補助対象となる専修学校は49校であります。前年度

と比較しまして、令和５年度は対象校が１校、対象

人数につきましては196名増加したことから、予算も

増額となっている状況にあります。

○西銘純恵委員 ＳＯＬＡ学園の正常化、向かって

いるんでしょうか。３月の卒業予定者は皆さん卒業

できますか。

○山内昌満総務私学課長 学校法人ＳＯＬＡ学園に

つきましては、運営する２つの専門学校がございま

す。令和５年３月２日に卒業式が開催され、最終学

年の生徒124名全員が卒業したと聞いております。卒

業生のうち、国家試験のある４学科に属する生徒が

79名いらっしゃるそうですが、全員が国家資格試験

を受験し、または受験する予定であると聞いており

ます。

○西銘純恵委員 問題にしていた柔道整復学科と、

もう一か所はどうですか。

○山内昌満総務私学課長 国家資格試験があります、

今御質問の救急救命士、柔道整復師の試験につきま

しても、現在卒業する在籍生全員が受験すると聞い

ております。

○西銘純恵委員 学科の廃止は新年度あるんでしょ

うか。

○山内昌満総務私学課長 ＳＯＬＡ学園のほうで運

営している学科のうち、美容学科及び製菓製パン学

科につきましては、生徒募集を停止しているという

ふうに聞いております。

○西銘純恵委員 新設の動きはありますか。

○山内昌満総務私学課長 学校法人ＳＯＬＡ学園に

おきましては、私立学校法に基づく手続として、医

療事務学科の新設について、現在認可手続中であり

ます。

○西銘純恵委員 正常化に向けて、まだしばらくよ

く見ていただきたいと思います。

次、会計年度任用職員についてお尋ねします。２回

の更新をして、この３月に３年目の期限を迎える任

用職員は何人いますか。男女の比率はどうでしょう

か。

○知念百代人事課長 再度の任用の回数が２回以上

ということになるかと思いますが、２回以上の会計

年度任用職員は、令和４年12月時点で837名となって

おります。それから、男女の比率というところでご
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ざいますけれども、７割が女性ということになって

おります。

○西銘純恵委員 今回、任用の見直しをしています

けれども、その内容を伺います。

○知念百代人事課長 任用の見直しについて、知事

部局におきましては、任用に当たっての適正な公募

期間を経てもなお人員確保が困難となるなど、公務

の運営に支障が生じる場合には、２回を超えた再度

の任用ができるというふうにして、去る１月19日付

で各部局宛てに通知したところであります。

ただし、再度の任用に当たりましては、繰り返し

任用の弊害等も踏まえて、適切に対応する必要があ

るものと考えております。

以上です。

○西銘純恵委員 今度、公募することによって門戸

を開かれるのは、さっき837人と言われましたけれど

何人でしょうか。

○知念百代人事課長 先ほどの２回以上の会計年度

任用職員の方全てにおいて公募に制限はございませ

ん。

○西銘純恵委員 女性の任用職員が７割と。そうい

う意味では、本当に女性の雇用状況というのは厳し

いと思うんですよ。正規が必要だと思う部署には正

規雇用ということで定数をちゃんと確保していくこ

とも、見直しも求めたいと思います。

管理職の女性比率を高めるための目標値と計画を

伺います。

○知念百代人事課長 県では、令和３年３月に女性

活躍推進法、それから次世代育成支援対策推進法、

これらに基づきまして沖縄県の特定事業主行動計画

というものを策定しております。令和７年度までに

女性の管理職への登用率を23％以上とする目標を掲

げているところです。

令和４年度の知事部局における登用率でございま

すけれども、昨年度全国６位でしたが、19.1％とな

りまして、今年度５位というところで順調に推移し

ているところでございます。

以上です。

○西銘純恵委員 計画を進めているということです

けれども、それでも女性比率23％が令和７年、あと

２年でしょう。去年度の比率は16.6％ですよね。19ま

でもう来ましたか。先ほどの答弁がちょっと。

○知念百代人事課長 今、委員、恐らく手持ちの資

料の中では16.6％の数字をお持ちかと思いますが、

これは知事部局のみならず、警察、それから教職員

を除く教育委員会も含めている数字となります。特

定事業主行動計画で掲げております目標値といいま

すのは、主に知事部局と少数の他任命権者を含めて

いる数字となりまして、それで申し上げますと19.1％

というところになっておりますので、その目標に向

けては順調に推移しているというところでございま

す。

○西銘純恵委員 計画達成に向けて頑張ってほしい

です。知事公室に伺います。

ワシントン駐在員活動事業費について。円安の影

響はどうなっているんでしょうか。前年度と比べた

活動内容と成果を伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在の

活動につきましては、円安の影響が一定程度ありま

すけれども、予算執行の節減等により特段の支障は

生じておりません。

しかしながら、今後のさらなる円安の進行や物価

高を考慮し、令和５年度予算につきましては、令和

４年度と比較して約1017万円ほどの増額を行ってお

ります。

ワシントン駐在の今年度の活動としては、米国政

府関係者、それから連邦議会議員補佐官等との面談

などを過去最高の1300名以上と面談を行っておりま

して、これまで以上に精力的に働きかけを行ってお

ります。

また、各種団体との連携にも力を入れており、昨

年３月末にはワシントン駐在からの要請により、ア

ジア太平洋系アメリカ人労働者連合、いわゆるＡＰ

ＡＬＡは、連邦議会上下両院の軍事委員会幹部に対

しまして、辺野古新基地建設問題やＰＦＯＳ等に関

する沖縄県の国防権限法（ＮＤＡＡ）への要望を取

り上げるよう要請文を発出しております。

また、昨年12月には米国環境保護庁（ＥＰＡ）長

官に宛てて、知事名の書簡を送付し、在沖米軍基地

のＰＦＯＳ関連の状況の説明と、ＥＰＡ基準の国防

権限法への反映に向けた連携等を求めたところでご

ざいます。ワシントン駐在の地道な活動により、沖

縄の基地問題の認識が米国内で広がりつつあるとい

うふうに考えておりまして、引き続き米国政府関係

者への働きかけ、米国内での情報収集に取り組んで

まいりたいと考えております。

以上でございます。

○西銘純恵委員 新たに米国のシンクタンクとつな

がって評価をして、沖縄の状況を評価したというこ

とはなかったですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在の

日々の地道な取組によりまして、今回新たに２点ほ
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ど新しい成果が出ていると考えております。

まず１点目です。クインシー研究所、いわゆるＱ

Ｉの報告書にも沖縄関係の記述が見られたというこ

とでございます。クインシー研究所が2022年６月に

発表した報告書によりますと、辺野古の普天間基地

代替施設の現行計画は軟弱地盤等の重大な技術的課

題があり、再検討されるべきとの指摘がされており

ます。米国のシンクタンクでありますクインシー研

究所の報告書に辺野古新基地建設の問題点が記載さ

れたことは、米国政府の政策決定や米国連邦議会の

法案審議に当たり、沖縄の基地問題が正確に理解さ

れ、考慮されることが期待できるというふうに考え

ております。

それから２点目でございます。米国戦略予算評価

センターの報告書についてです。アメリカ戦略予算

評価センター（ＣＳＢＡ）の報告書においては、沖

縄の米軍基地は先制攻撃に対する脆弱性があること、

在日米軍専用施設の約70％が集中していること、辺

野古新基地建設の費用と期間が未定であり、米軍に

とって運用上の有用性は限定的であること等が記載

されました。ＣＳＢＡの報告書に適切な記載がされ

ることにより、米国政府の政策決定や米国連邦議会

の法案審議に当たり、沖縄の基地問題が正確に理解

され、考慮されることが期待できるのではないかと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○西銘純恵委員 知事も訪米されて、本当に政府や

連邦議員に対しても、ワシントン事務所そのものが

ずっと日常的にやっているというのが、どれだけ大

きな沖縄を知らせるというのか、沖縄県民の本当に

人権が侵害されて危険な中で暮らしているという、

辺野古の新基地も駄目だということを知らせるとい

う上ではとても重要な役割を果たしていると思いま

す。体制については、ちょっと予算が少し円安で増

えたと言いますけれども、体制はどんななんでしょ

うか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和５年度のワシ

ントン駐在の体制につきましては、所長、それから

副所長及び現地採用職員の２名、合計４人体制となっ

ております。

以上でございます。

○西銘純恵委員 現地職員がネーティブであれば全

然違ってくると思うんですけれども、そこら辺はど

うなんでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 昨年の11月下旬か

ら、アメリカ国籍の現地職員を追加で採用しており

まして、現在は日本人とアメリカ人の２名体制とい

うふうになっております。

業務内容としては、電話受付、来客対応、日程管

理、文書受付、資料作成、資料検索、その他補助業

務でありまして、うち１名は英語を母国語とするも

のと同等程度の英語コミュニケーション能力、日本

語を母国語とするものと同程度の日本語文書作成能

力を有しておりまして、沖縄の基地問題に関心があ

るものを要件としております。

また、１名は英語を母国語としており、英文のネー

ティブチェックも可能となっております。

以上でございます。

○西銘純恵委員 さらに成果を上げることを期待し

ておきます。次、移ります。

基地対策調査費についてですけれども、沖縄の米

軍基地のＱ＆Ａのブックは調査費に作成費用が入っ

ていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 Ｑ＆Ａ作成経費に

ついては、調査費のほうに計上されております。

○西銘純恵委員 この間、出前講座で高校へ行った

んですけれども、やっぱり宜野湾から通っている高

校生が、沖縄は何でという直接質問があって、この

冊子を持っていたんですよ。とてもこういうのがあ

るのかと。それと社会科の先生がついていたんです

けれども、この先生も初めて見たということで、ぜ

ひ県立高校の生徒や先生方に配布して、自らの住ん

でいるところがどうなっているというのを知らせて

ほしいと思うんですが、検討をお願いします。予算

は入っていますよね。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 検討してまいりま

す。

○西銘純恵委員 ぜひ高校生、18歳から選挙権を持っ

ていますし、やっぱり大事な人格ということで、知

らせることが大事だと思いますので、次年度、そこ

も含めて増刷になるのかな、思い切って印刷して配

布してほしいと思います。

○嘉数登知事公室長 今御指摘のありました高校生

ですとか、対象先ですとか、そういったものを検討

してまいります。

○西銘純恵委員 辺野古問題対策事業について、国

際社会等とありますけれども、国連も含めて入って

いるということでよろしいんでしょうか。

○知念宏忠辺野古新基地建設問題対策課長 県は国

連や国際社会に対し沖縄の基地負担の現状、辺野古

新基地建設に反対する理由や基地から派生する諸問

題の解決の必要性などを幅広く発信することにより、
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辺野古新基地建設問題や米軍基地に関連する課題等

の解決の糸口にしたいと考えております。

現在、問題解決に向けて効果的な取組となるよう、

発信の場や時期、手法等について情報収集及び分析

を行っております。

○西銘純恵委員 国連訪問、国連で意見を述べると

いうことは入っていないんでしょうか。ぜひやって

ほしいと思うんですけれども。どこの予算に入って

いるんでしょうか。

○知念宏忠辺野古新基地建設問題対策課長 令和

５年度当初予算（案）において国連等国際社会での

情報発信に関する予算として、1110万8000円を計上

しております。内訳としては委託料として690万円、

特別旅費として420万8000円を計上しております。

○西銘純恵委員 国連に行くんですかと聞いたんで

すけれど。

○知念宏忠辺野古新基地建設問題対策課長 今現在、

問題解決に向けて効果的な取組となるよう、場や時

期等について現在国連を含めて検討しております。

○西銘純恵委員 不発弾処理事業についてお尋ねし

ます。残された埋設量は、今のテンポでいくとあと

何年かかりますか。

○池原秀典防災危機管理課長 先ほどの答弁にも

ちょっと絡むところなんですけれども、例えば、先

ほど直近５年間の平均処理量は約18トンというふう

に述べさせていただいたところなんですけれども、

現在の推定する埋没量と申しますか、例えば1893ト

ンから年間18トンの処理量を割ると、単純計算では

ございますけれども、105年という形になってござい

ます。

○西銘純恵委員 10年ほど前に100年かかるという話

が何で延びているんでしょうか。もっとスピードアッ

プしないと駄目だと思うんですが、こんな遅れてい

る、予算も減っていると先ほどありましたけれども、

昨年度の処理実績、内容も含めてお尋ねします。ど

んな処理をしているんですか。

○池原秀典防災危機管理課長 令和３年度の不発弾

処理実績につきましては、県全体で処理された不発

弾の総重量は13.3トンございまして、うち知事公室

所管の不発弾等処理事業で発見・処理された不発弾

の重量は0.8トンで、全体の約6.1％となってござい

ます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から、民間と公共のど

こに問題があるのかを聞きたいとの発言が

あった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

池原秀典防災危機管理課長。

○池原秀典防災危機管理課長 １つには、これが直

接的な原因かどうかというのはあろうかとは思うん

ですけれども、県内の新築棟数のうち、民間が行う

探査に対する補助が占める割合というのがございま

して、それについては沖縄県内の新築棟数は、国土

交通省が実施する建築着工統計調査によりますと、

令和３年度は5583棟、一方で住宅等の民間工事を対

象とした住宅等開発磁気探査支援事業の交付件数は

290件となっております。その割合が約5.2％という

ことになってございまして、こういった周知活動と

か、そういうのをさらにしっかりとやっていかなけ

ればならないと思っております。

○西銘純恵委員 公共でやっているのが411件で

12.6トンと、合計13.3トンのうち民間が本当に５％

しかやっていないと。不発弾は100年先までそのま

ま置いていたら爆発しなくなるというのはあるんで

すか。

○池原秀典防災危機管理課長 基本的には不発弾で

すので、やはり爆発するおそれというのはずっとあ

るのだろうと思っております。

○西銘純恵委員 民間住宅を新築するときに、磁気

探査そのものが5.2％しかないと。そこに建てたら

50年以上そのままあるわけですよね。そしたら将来

の50年以上先の皆さんが、ここを探査したのかどう

か分からないわけでしょう。もっと危険を先送りす

るということに私はなると思うんですよ。だから、

今建築をやるところには100％できる方法で予算も組

んでやるべきだと、その考えを持たないといけない

と私は思うんですけれど、どうでしょうか。

○池原秀典防災危機管理課長 若干繰り返しになる

部分もございますけれども、住宅等開発磁気探査支

援事業に係る周知活動につきましては、本事業の受

付窓口である市町村を対象とした説明会や広報用

リーフレットの作成及び各種団体への配布、新聞掲

載、広報誌の美ら島沖縄、広報番組のうまんちゅひ

ろば等による周知を行っております。引き続き広報

活動を積極的に行い、県民へ磁気探査に係る補助制

度を周知し、磁気探査実施件数を増やすことにつな

げることによって、不発弾の早期処理に努めてまい

ります。

○西銘純恵委員 住宅、アパート、マンションなど

の工事をお考えの皆さんへというパンフレット、皆

さんが出しているパンフレットなんですよね。そし

たら、ここは市町村の担当、みんな書いていますよ。
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でも、ここに住宅等開発磁気探査支援事業はありま

す。年度ごとの予算の範囲内で交付決定を行います

と書いてあるんですよ。

そして、次のページは予算の状況等により希望す

る時期に磁気探査ができない場合があります。事前

に必要書類を用意してください。確認が必要です。

結局は、補助金の交付決定まで不発弾探査は行え

ませんと書いてあるんですよ。民間の住宅建設する

皆さんは、やっぱりいつお家を建て替えするとか、

費用の借入れとか、そういう工面しなければならな

いのを持っていますよね。それで住宅をいつまでに

改築する、建築するとあるわけですよ。これを見て

いたらもう本当に予算の範囲内でとか、必要なとき

にできないというのが民間だと思うんです。国に対

して本当に沖縄は105年かかると言われるのであれ

ば、ちゃんと100％できるように、手続ももっとでき

るようにしないといけないと思うんですが、国に物

を言うときじゃないですか。

○嘉数登知事公室長 近年の処理量からすると、単

純に計算しても100年かかると。この不発弾について

は、国の責任においてやっぱり処理されるべきだと

いうことを県はずっと申し上げてきました。今、委

員がおっしゃっているように今の予算の配分、ある

いは我々の処理量からするとあと１世紀かかるとい

うようなことは、はっきりと言っていく必要がある

と思いますし、あわせて先ほど民間の住宅等開発磁

気探査支援事業において、なかなか低いという話が

ありましたけれども、今市町村を窓口にやっており

ますけれども、市町村以外にも、もっと民間の住宅

開発というんですか、そこの情報を早めに入手でき

るようなところ、例えば設計事務所ですとか、そう

いったところの協力を得ながら、そこは周知も徹底

も図っていきたいというふうに思っております。

○西銘純恵委員 最後に公安委員会にお尋ねします。

少女を守るべき警察、それも幹部があってはなら

ない児童買春をやって、本当に県民に衝撃を与えて

いるんですよ。本部長の見解をまず伺いたいと思い

ます。

○鎌谷陽之警察本部長 こうした犯罪というのは当

然ながら、誰もが犯してはならない犯罪ではありま

すけれども、県民を守るべき警察官、ましてや幹部

職員、組織を統率すべき者が行ったということにつ

きましては、やはり我々県警察組織全体として、ま

た職員一人一人、あるいはその幹部一人一人が重く

受け止めるべきものというふうに考えております。

現在、捜査を行っているところでありますけれど

も、その犯行の経緯であるとか、あるいは動機といっ

たことをしっかりと解明をいたしまして、組織とし

て至らざる部分がなかったかということについては、

しっかり考えて検討してまいりたいと思いますし、

そして二度とこうしたことを起こさないということ

で取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○西銘純恵委員 二度とあってはならないと思うん

ですが、再発防止策は具体的に何か手だてというの

は、今の職員に対する話だけですか。具体的な再発

防止の手だてというのはあるんでしょうか。

○鎌谷陽之警察本部長 ちょっと繰り返しになって

しまうんですけれども、現在、まさしく事案の解明

を行っているところでございます。そういった中で、

やはり我々のその組織の管理の在り方であるとか、

人材の育成の在り方であるとか、そういったことに

ついてしっかりと改めてよく検討いたしまして、考

えてまいりたいというふうに思います。

○西銘純恵委員 知事公室に、１つはしょったのが

ありまして、基地関係業務費なんですが、米軍文書

で牧港補給地区の汚染が明らかになって、環境部が

翻訳者がいないと、嘱託なのでいないとか、基地対

策も嘱託職員がいないとかいるとか、そんな状況で

全く県民の不安に応えることができていないと私は

思うんですよ。ちゃんと翻訳をして基地に対して米

軍に対しても、早く調査申入れをするとか含めて翻

訳係というのか、沖縄県では通訳できる人を本採用

しなければ――正規で雇ってほしいと思うんですけ

れども、これは基地対策だけじゃなくて、総務部も

関係しているのかと思うので、よろしくお願いしま

す。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 牧港補給地区の汚

染についての報告書の翻訳に当たりましては、環境

分野の観点からの専門的な分析評価が必要になって

くるというふうに考えております。このため、その

翻訳に当たっては、専門的な知見を有する部署で行

うのが効率的ではないかというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

○西銘純恵委員 嘱託で職員がいなかったというこ

とがないように正規職員で定数に入れてほしい。

○嘉数登知事公室長 専門的な知見を有した方であ

れば、これは定数とか、定数外という話ではなくて、

業務を抱えている担当部署で一義的には確保すべき

だというふうに考えております。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。
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○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。

まず総務部、新年度予算の額と、その中で依存財

源と自主財源の割合についてお願いします。

○又吉信財政課長 令和５年度の当初予算について

は、8613億9500万円となっております。自主財源の

割合は40.5％、令和４年度と比較して1.3ポイントの

増となっております。これについてはコロナで膨ら

んだ県単融資事業のほうが、行ってこいという形で

年度当初に出して、年度末に返ってくるんですけれ

ども、ちょっとコロナで増えて影響が大きくなって

おりまして、これを除くと令和５年度は35.8％とい

うことでございます。

○渡久地修委員 僕は割合を聞いているのに、詳し

い中身までまだ聞いてないのに。部長、自主財源が

40％を超えるというのは初めてじゃないですか、ど

うですか。

○宮城力総務部長 予算ベースで初めてでございま

す。

○渡久地修委員 沖縄県が復帰して、沖縄県が発足

しての自主財源の推移、ちょっと大まかに教えてく

ださい。

○又吉信財政課長 復帰当時の昭和47年度が自主財

源の割合が9.3％、その後昭和59年に20.9％という形

で20％台になっております。その後平成19年度に

32.3％という形で30％を超えているというところで

ございます。

○渡久地修委員 沖縄は自主財源が少ないというこ

とでずっと指摘されてきたよね。今も少ないのは事

実だと思うんですよ。

しかし、初めて40％に行ったという点で、これに

ついてまだまだ少ないとは思うんだけれども、部長、

これについての所見をお聞かせください。

○宮城力総務部長 先ほど財政課長から話がありま

したとおり、40％を初めて超えたところではあるん

ですが、中小企業振興資金の貸付金の元金収入、こ

れの影響も大きいというところがございます。加え

て、自主財源と依存財源、特に依存財源である国庫

支出金が伸びる場合は、相対的に自主財源が減るわ

けです。相対的な関係にありますので、自主財源比

率というのもございますが、財政力指数、一定の行

政サービスを維持するにはどの程度の一般財源が必

要になるのか、この比率でいうと沖縄県は今従前は

30％ちょっとだったのが、少しずつ伸びていって、

今三十七、八まで来ているところでございます。九

州平均が0.4、今0.378ぐらいまで来ています。九州

平均が0.4ぐらい、全国平均が0.5。

これに追いつくために、税収を増やしていって財

政力を、基盤を強化していく取組、この財政力指数

の動向も注視しているところでございます。

○渡久地修委員 いずれにしても、自主財源が今40％

行っているのも１つの数字なんだよね。今言ったの

もあるので、それで40％というとても喜べる数字で

はまだまだないわけよね。だから早めに、まずは50％

を超える、部長が言うような沖縄の力をつけていく

という点で、21世紀ビジョンもいろいろ見たんだけ

れど、所得とかそういったのはあるけれども、県の

財政力とか、その辺のものをどうしていくのかとい

う点で、今後の展望についてちょっとお聞かせくだ

さい。

○宮城力総務部長 21世紀ビジョン基本計画にあっ

ては、強い沖縄経済をつくっていくというところも

柱の中に１つあります。つまり税源の涵養を図って

いく。それで税収が増えていって財政力が強くなっ

ていく。財政力指数という話を先ほど申し上げまし

たけれど、都道府県で１を超えるのは東京都しかご

ざいません。これを１に近づけていくための取組を、

この21世紀ビジョン基本計画、実施計画を通して全

庁的に行って、財政基盤も強化していくということ

になります。

○渡久地修委員 次に新規の歳入予算で、今沖縄振

興予算以外、いわゆる各省庁予算の新規獲得で皆さ

ん今度、成果があったということなんですけれど、

これについてお願いします。

○又吉信財政課長 当初予算においては、各省計上

予算を活用しまして、新規で約6.2億円、23事業を計

上したところでございます。

○渡久地修委員 この23事業、６億と言った、これ

は幾つの省庁ですか。

○又吉信財政課長 内閣府、総務省、法務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、環境省の９省庁でございます。

○渡久地修委員 今、９省庁で６億円と言っていた

けれど、私は８年前の2015年３月の本会議で、振興

予算を減らされている中で、各省庁の予算獲得をもっ

と研究すべきだということも質問したことがあるん

だよね。新規で獲得してきたというのは、私は額と

してはまだまだ少ないと思うんだけれど、とても評

価しているんですよ。それで新規の各省予算、今タ

ブレットに示した皆さんの重要施策、推進施策の中

で掲げたもの、これを挙げてもらえますか。

○又吉信財政課長 まず、重要施策のところの「県

民のいのちと暮らしを守る」というところのほうで
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あります、感染症研究センター事業費が新規でござ

います。それと、「子どもは沖縄の未来」のところで

特定妊産婦等支援臨時特例事業、これが新規でござ

います。その２つ下のヤングケアラー支援体制強化

事業は拡充となっているんですけれども、人材育成

の事業だったところに、コーディネーターを配置し

たり、ピアサポート体制の構築、オンラインサロン

の設置という形で、取組内容を拡充したというとこ

ろでございます。真ん中の上のほう、「限りない沖縄

の可能性を未来へ」の部分では、スタートアップ創

業支援事業、これが各省計上予算でございます。

Ⅱの推進施策のところの、「新時代沖縄の到来－経

済分野」のところではグリーンな園芸農業栽培体系

の転換サポート事業。右側に行きまして、「沖縄らし

い優しい社会の構築－生活分野」のところでは、認

可外保育施設保育士資格取得支援事業、その２つ下

の沖縄県歯科口腔保健支援センター運営事業、下の

ほうから５番目ぐらいにありますＥＶバス導入促進

に関する経費。それから、その２つ下にありますス

ポーツ振興事業費、これは高体連とか中体連とかに

補助金を出しているんですけれども、その事業の中

で部活動の地域移行に向けたコーディネーターを設

置するという部分が新規という形で計上しておりま

す。その下の教員業務支援員配置事業、ここについ

ては今まで義務教育、小中だけにいたスクールサポー

トスタッフ、これを県立高校のほうにも置くという

ことで、この県立部分のほうを拡充したというとこ

ろでございます。一番下にあります公立学校教職員

メンタルヘルス事業、これも文科省のモデル事業。

文科省は小中、義務だけなんですけれども、沖縄県

においては高校についても調査するという形で、高

校分も含めて計上しているところです。

以上です。

○渡久地修委員 これはいわゆる一括交付金事業と

かそういったものでもなくて、いわゆる内閣府計上

の沖縄振興予算以外の各省庁予算ですよね。これの

補助率というのは、大体どんな割合になっているの。

○又吉信財政課長 モデル事業とかであれば10分の

10ではあるんですけれども、普通の補助金であれば

３分の１というものもあります。全体的に見ると

6.2億円のうち3.3億円が国庫ですので、50％強が

国庫、2.9億円が一般財源というところでございま

す。

○渡久地修委員 部長、これまだ額は６億円で、ま

だまだ僕はもっと取ってきてほしいと思うんだけれ

ど。今回、このような９省庁23事業、皆さんが頑張っ

てきたというのは、どのような努力をされたのかと

いうのをまず聞かせてください。

○宮城力総務部長 一括交付金が減額になって、特

にハード交付金について状況が非常に厳しいという

声を市町村長の皆さんからたくさんいただいたとこ

ろです。あわせて県債の活用、他省庁の補助金も活

用すべきじゃないかという声を多数いただいたとこ

ろ。

そこで県としましては、副知事を筆頭とする公共

事業等推進調整会議なるものを立ち上げて、土木、

農林、総務部、企画部、教育庁も合わせて、省庁の

補助金の掘り起こし、それから有利な県債の活用に

ついて情報共有して、編成に臨んだところでござい

ます。その結果が、先ほど申し上げた23事業6.3億円

というところでございます。

○渡久地修委員 やっぱり各省庁の予算というのは

まだまだあると思うんですよ。僕はプロジェクトチー

ムをつくったらどうかと提案しようと思ったら、も

う既にできているということでいいんですか。

○宮城力総務部長 先ほどの調整会議にあっては、

副知事、各部局長が構成になるんですが、その下に

幹事会、担当者会議というのも既に設置しておりま

して、事務レベルで今調整をできる体制は整ってい

るというところでございます。

○渡久地修委員 私、聞き取りがあったときに、各

省庁にどれぐらいの補助メニューとかがあるんです

かと、総務部の財政課で全部件数とか把握していま

すかと言ったら資料が出てこなかったのよ。それは

しっかり把握して文部科学省なら文部科学省、どれ

ぐらいのメニューがあるとかというものを、しっか

りと全部把握する必要あると思うんですがいかがで

すか。

○宮城力総務部長 補助金、それから負担金、交付

金等多々ございますが、県だけが補助事業者ではな

くて市町村であったり、あるいは民間事業者だった

り、独立行政法人であったり、非常に幅広いのが１点

と、もう既にいただいている補助金も多数ございま

す。生活保護とかいわゆる社会保障関係経費の補助

金。それらを含めると数十兆円の規模になりますの

で、この数を数えるというのはなかなか現実的では

ないなというのが正直なところでございます。

○渡久地修委員 沖縄はとにかく今財政上、まだま

だ基盤も弱いわけだし、そういう活用できる各省庁

の予算獲得できるものはもう獲得すると。ほかの都

道府県以上にもっとがめつくというのか、しっかり

やって研究もしてやらないと駄目だと思うので、そ
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こはしっかりこれからもやってください。いかがで

すか。

○宮城力総務部長 今回令和５年度で各省計上予算、

それから財政上有利な県債の活用というのを積極的

に行ってきたところですが、これは引き続き不断の

取組として行っていきたいと思います。

○渡久地修委員 頑張ってください。

知事公室、この内訳書の32ページの負担金だけれ

ど、南海トラフという地震のことが、南海トラフと

いうことで内訳書にあるわけよね。これは南海トラ

フ地震が沖縄にどれだけ影響を与えるかということ

で計上していると思うんですけれど、それについて

どんな被害想定をやっているんですか。

○池原秀典防災危機管理課長 内閣府が令和元年

６月に公表いたしました南海トラフ巨大地震の被害

想定によれば、県内の被害に関しては死者数は20人、

建物全壊が90棟の被害が想定されております。

○渡久地修委員 沖縄県が今対応すべき、想定する

最大の地震というのは南海トラフということですか。

○池原秀典防災危機管理課長 沖縄県につきまして

は、地域防災計画にもあるんですけれども、平成25年

度沖縄県地震被害想定調査によると、沖縄県におけ

る最大の被害想定といたしまして、沖縄本島南東沖

地震３連動による地震の死者数が約１万1000人、建

物全壊が約５万8000棟となっております。

県といたしましては、引き続き関係機関と連携し

ながら、沖縄県総合防災訓練を見直し、より実践的

な内容とするなど、防災対策の充実強化に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○渡久地修委員 沖縄県が今しっかり対応すべきも

のは、沖縄本島南東沖地震３連動という地震という

ことですか。

○池原秀典防災危機管理課長 すみません、ほかに

も八重山の３連動とかはございます。そういった中

で大規模災害、地震であったりとか、津波であった

りとか、そういう大規模地震、津波災害に対応でき

るようなしっかりとしたハード面及びソフト面から、

この地震等対策を進める必要があると考えておりま

す。

○渡久地修委員 沖縄県の過去の地震について

ちょっと教えてください。

○池原秀典防災危機管理課長 今から250年前、八重

山のほうで明和の大津波がございました。そういっ

た大規模災害に対応できるような、しっかりとした

ハード面、ソフト面の対策が必要になってくるかと

考えております。

○渡久地修委員 僕が聞いたのは、過去に起こった

地震の震度とか教えてと言ったの。

○池原秀典防災危機管理課長 直近では、例えば

2011年の東日本大震災がマグニチュード9.0というこ

とであります。沖縄では、例えば1771年に八重山地

震津波がマグニチュード7.4。ただ明和の大津波は、

マグニチュード不明になってございます。それとあ

と1938年の宮古島北方沖地震津波がマグニチュード

7.2。2001年の与那国島近海津波がマグニチュード

7.3。2002年の石垣島南方沖津波がマグニチュード

7.0と、そういったところでございます。

○渡久地修委員 何で今回この質問をしたかという

と、予算書の中に南海トラフという名前がちゃんと

あるわけよ。ところが、そこに行ったら、沖縄での

近海の起こる地震については固有名詞も何も書かれ

ていないわけ。それでもう一回聞くけれど、皆さん

の資料にある沖縄本島南東沖地震３連動というのが、

一番大きい地震という想定があるんだけれど、それ

で建物被害、特に人的被害の死者数は――この建物、

土砂、津波とか、そういったので具体的にもう一回

教えてください。

○池原秀典防災危機管理課長 繰り返しになります

が、沖縄本島南東沖地震３連動による地震の死者数

が約１万1000人、建物全壊が約５万8000棟となって

おります。

○渡久地修委員 死者数の内訳を教えて。

○池原秀典防災危機管理課長 建物倒壊による死者

数が248人、土砂災害による死者数が28人、津波によ

る死者数が１万1109人、地震火災による死者数が

13人、ブロック塀倒壊による死者数が33人となって

おります。

○渡久地修委員 この沖縄本島南東沖地震３連動と

いうのがあるんだけれど、今南海トラフ地震、それ

から東海沖地震、首都直下型地震とかということで、

国民の間では共有を結構されている、認識されてい

ると思うわけ、沖縄でも。

ところが、沖縄でこの沖縄本島南東沖地震３連動

という物すごい大きな被害が起きるということが、

沖縄で県庁を含めて共有されていますかということ

を、僕は今問いたいわけよ。これが本当にこの書類

だけじゃなくて、実際にそういうことを認識して対

策を取ろうとしていますかということを聞きたいん

だけれど、公室長どうですか。

○嘉数登知事公室長 先ほど担当課長からも答弁さ

せていただきましたけれども、この沖縄本島南東沖

地震３連動、これに伴う死者数が約１万1000人。そ
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の内訳を見ていくと、やはり津波による死者という

のがもうほぼ占めているという状況がありますので、

そこは周知はどうかという話だったんですけれども、

我々は、そういった地震ですとか津波を想定した各

種訓練というものを実施しておりますので、そういっ

た訓練を通じて、県民に対しても広く周知を図って

いきたいというふうに考えております。

○渡久地修委員 ちなみに、沖縄本島南東沖地震３連

動とあるんだけれど、あと４つ、ちょっと名前を教

えてください。

○池原秀典防災危機管理課長 石垣島東方沖地震、

ほか石垣島北方沖地震、久米島北方沖地震、沖縄本

島北西沖地震などです。

○渡久地修委員 それと、この南東沖地震３連動、

５つの大きな地震が起こりますよということは、皆

さんのこの想定調査ではやっているわけよね。

ところが、これが予算書にはこの名前というもの

は表れてこない。そういう意味では、県民に対して

共有するということの、やっぱりやり方が足りない

んじゃないのと。もっと、南海沖トラフ地震とかと

いうのはもう何度も何度も言われているから、みん

な認識するわけよ。それが足りないんじゃないです

かと。

だから、予算書でも明確にして、全ての分野でこ

こは明らかにしないと、沖縄は地震はあまり起こら

ないところだというのが県民の、僕は結構みんな思っ

ているんじゃないかなと思うんだけれど、その辺は

いかがですか。

○池原秀典防災危機管理課長 おっしゃるとおり、

周知等々にはちょっと課題があるのかなと感じてお

ります。今年度、割かし実践的な訓練をやってきた

ところであるんですけれども、こういった部分につ

いて、ホームページでの広報とか、あと記者会見で

の発表とか、そういうのをしっかりやっていく必要

があるのかなというふうにちょっと考えております。

○渡久地修委員 僕はこの沖縄本島南東沖地震３連

動とか、こういったものが、県民みんながこの言葉

を聞いてすぐ分かる。そして、すぐ共有できるよう

なところまで持っていかないと駄目だと思うのよ。

だから、そういうふうに予算書の書き方とかを含め

て、ちょっと検討していただきたいんですが、公室

長、いかがですか。

○嘉数登知事公室長 御指摘ありがとうございます。

県民への周知ということがございました。県庁内

の文書において、予算書を含めてできるだけ詳細に

記載して、広く周知していきたいというふうに思っ

ております。

○渡久地修委員 最後に、地位協定のこと午前中も

あったけれど、これ報告書はしっかりと作成して、

やっぱりこれは全国民、全県民で共有すべきだと思

いますがいかがですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 他国の地位協定調

査の総括についての御質問にお答えいたします。令

和５年度には、これまで韓国調査を含めた他国地位

協定調査の結果を踏まえたシンポジウムを開催する

こととしております。このシンポジウムにおきまし

ても、有益な意見等が示されるものと期待をしてお

ります。こうした意見等を含め、これまでの他国地

位協定調査を一旦総括して、地位協定の見直しに関

する国民的な議論喚起に資する資料を取りまとめる

ことについてぜひ検討をしていきたいというふうに

考えております。

○又吉清義委員長 答弁の訂正があります。先ほど

西銘委員の質疑に対する答弁で、行政管理課長から

答弁を追加したいとの申出がありますので発言を許

します。

○嘉数広樹行政管理課長 先ほどの西銘純恵委員の

基地関係業務費のうち、環境部でも通訳係を配置し

ていただきたいというような御質問がございました。

実は、この通訳・翻訳専門員については、既に令和

４年度にも配置されておりまして、次年度も配置予

定となっています。ただ、現在配置はしているもの

の採用ができていないという事情がございます。追

加して報告させていただきます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後３時31分休憩

午後３時50分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

まず、知事公室のほうの積算内訳書総括表のほう

で質問したいと思います。前年度と比較して増減が

大きいものについてちょっと質問しますが、まず秘

書業務費、前年度比でマイナス１億1000万円余りの

減となっていますが、主な要因について伺います。

○比嘉奈緒子秘書課長 秘書業務費についてお答え

いたします。秘書業務費につきましては、令和５年

度が6192万3000円となっておりまして、対前年度比

で１億1430万8000円、64.9％の減というふうになっ

ております。減となった主な理由ですけれども、令

和４年度に開催いたしました復帰50周年記念式典に

係る経費１億353万5000円について、事業の終了によ
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り全て減額となったことによるものでございます。

以上です。

○國仲昌二委員 それでは次、基地関係業務費。こ

れも1500万円程度、43.9％、これは増になっていま

すね。この増の主な要因について伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 基地関係業務費の

主な増額の理由は、５年に１度発刊をしております

資料集、沖縄の米軍基地Ａ４判の約500ページ余りの

結構分厚い資料でありますけれども、この資料の作

成経費５年に１度発行している関係で、令和５年度

予算はかなり増額になっているということでござい

ます。

○國仲昌二委員 これはどういった内容の冊子にな

りますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 沖縄にあります米

軍基地の基地ごとの概要でありますとか、それから、

そこに駐留する米軍の部隊の名称、それから管理す

る部隊名、使用目的等々について、これまでの復帰

後の米軍基地問題等々も交えて、網羅的に記載をし

た資料集になっております。

○國仲昌二委員 これ部数はどれぐらい。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 何部発行するかと

いうのは、資料としては取りまとめておりますけれ

ども、今手元に持ち合わせておりませんので、後ほ

ど提出をさせていただきたいと思います。

○國仲昌二委員 総括表に戻りまして防災対策費、

これも47.5％の増となって、2700万円程度の増となっ

ていますけれども、これについても説明をお願いし

ます。

○池原秀典防災危機管理課長 予算が増額となって

いる主な理由といたしましては、同事項中の防災シ

ステム運営事業費における委託料が2552万6000円増

加したことによるものです。委託料の内容につきま

しては、沖縄県防災情報システムに対する２件の改

修を行うための経費であり、詳しくは河川情報シス

テムからデータを受領し、専用の形式へ変更した上

で気象台へデータ送信を行う機能を追加する経費が

2091万8000円で、河川情報システムの情報を県民へ

発信するウェブサイトが旧防災情報システムサー

バーを利用して構築されていることから、現行の防

災情報システムサーバーへの受入環境を整備する経

費460万8000円となってございます。

○國仲昌二委員 これは新規事業なんですか。

○池原秀典防災危機管理課長 事業としてはもとも

と、防災システム運営事業費というのがございます

ので、ある意味、箇所新規みたいなところでござい

ます。

○國仲昌二委員 また総括表のほうに戻りまして、

消防指導費のほうが、これもかなり増えていまして、

１億3800万円余り増になっています。これについて

もお願いします。

○池原秀典防災危機管理課長 予算が増額となって

いる主な理由といたしましては、同事項中の消防防

災ヘリコプター整備推進事業における委託料が１億

5613万円増加したことによるものであります。委託

料の内容としましては、ヘリ基地となる沖縄県消防

防災航空センター（仮称）の整備に向けた基本設計、

実施設計と、ヘリポート設置許可申請支援業務、ヘ

リコプターテレビ電送システムの地上中継設備の実

施設計、消防防災ヘリコプター導入推進協議会やワー

キンググループの運営支援となっております。

○國仲昌二委員 消防防災ヘリについては先ほどか

らも質問があって、令和７年度末に供用開始という

ことなんですけれども、今年度の委託事業、それか

ら、令和７年度末の供用開始に向けての今後のスケ

ジュール、大まかでいいですので、教えていただけ

ますか。

○池原秀典防災危機管理課長 沖縄県では、多くの

離島を抱える本県の消防力のさらなる強化と市町村

消防の支援を図るため、令和５年度は沖縄県消防防

災航空センター（仮称）の基本及び実施設計と、ヘ

リコプター機体の発注に要する経費を当初予算（案）

に計上するとともに、令和６年度はヘリコプター基

地の工事着手、令和７年度には納入された実機によ

る隊員訓練を行い、年度内の運用開始を目標に取り

組んでおります。なお、事業費につきましては、機

体整備に約21億円、ヘリコプター基地整備に約12億

円、機体や施設の維持管理、運航委託、人件費等の

運用費用は年間約3.1億円かかると見込んでおりま

す。

以上です。

○國仲昌二委員 先ほども組織についての質問が

あったんですけれども、今の段階でどの程度、市町

村との合意というんですか、協議はどの程度まで進

展しているんですか。

○池原秀典防災危機管理課長 県では、県及び41市

町村で構成する沖縄県消防防災ヘリコプター導入推

進協議会を令和３年８月に設立し、これまで協議を

行ってきているところでございます。同協議会内に

設置したワーキンググループで協議した基地整備場

所、機体の使用、人員派遣費用と県への要望の４つ

の議案について、令和４年11月開催の同協議会で可
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決し、現在41市町村の首長へ可決議案に係る承認を

依頼しているところでございます。これにつきまし

ては、今現在39市町村から承認が得られている状況

でございます。

○國仲昌二委員 41市町村から職員派遣されるんで

すか。

○池原秀典防災危機管理課長 基本的には41市町村

ではなくて、消防本部のある組合消防とか、そういっ

たところから派遣されることとなります。

○國仲昌二委員 分かりました。地域外交室、これ

一般質問でもやったんですけれども答弁を聞いてい

ますと、令和５年度で地域外交の基本方針を策定す

るというようなことでありますけれども、令和５年

度で基本方針を策定した後、どういったイメージで

この地域外交基本方針を実践していくのですか、分

かりやすいようなイメージでもって説明していただ

けますか。

○武村幹夫特命推進課長 次年度、新たに設置いた

します地域外交室におきましては、文化観光スポー

ツ部、商工労働部、子ども生活福祉部など関係部局

で進めている国際交流、協力に関する取組を部局横

断的に統括し、県独自の地域外交を重層的、戦略的

に展開する方向で検討してまいりたいと考えており

ます。

次年度に策定いたします沖縄県地域外交基本方針

（仮称）の中で、令和６年度以降の庁内の推進体制

の在り方についても検討してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次は、総務部のほう、同じく積算内訳書でよろし

いですか。これも増減が大きい項目について質問し

たいと思います。

まず、災害補償事務費のほう、これは90％の減と

なっていますけれども説明をお願いします。

○島尻和美職員厚生課長 災害補償事務費は、沖縄

県公務災害補償等認定委員会の委員への報酬や非常

勤職員等の公務上の災害及び通勤災害に対する補償

などを行う事業となっております。補償の内容とい

たしましては、治療費に充てる療養補償や一定の障

害が残ったときの障害補償等がございます。当初予

算の計上に当たっては、原則として、療養補償は過

去の実績による平均値で算出し、障害補償は被災職

員からの請求状況に応じて計上しております。

令和４年度は障害補償の請求を受け予算計上を行

いましたが、令和５年度は請求がないことから計上

を行っておらず、前年度当初予算額より885万4000円

の減となっております。

以上でございます。

○國仲昌二委員 次、文書管理費。文書管理費も

2800万円程度の増となっております、26％程度です

か。これについても説明をお願いします。

○山内昌満総務私学課長 文書管理費につきまして

は、事業として文書管理事務、印刷事務及び文書管

理システム運営に関する経費の総額で計上しており

ます。増減に関連しまして、現在の文書管理システ

ムのソフトウエア及びサーバー機器が令和６年度末

で契約満了を迎えるという状況にありまして、その

準備行為関連の委託料の増額分であります。具体的

には、ＤＸ推進の取組として、電子決裁導入を踏ま

えた委託料の名称が文書管理システム再構築に係る

検討支援業務、この委託料の増額によるものであり

ます。

○國仲昌二委員 積算内訳書の中身を見ると、新文

書管理システム調達支援業務委託というのがあるん

ですけれども、システム自体が新しく変わる話なん

ですか。

○山内昌満総務私学課長 現在のシステムの契約期

間がソフトウエアとサーバーの機器、システムその

ものの契約が令和６年度末までとなっていますので、

認識としましては、令和７年度からは、また次の文

書管理システムの稼働が必要という状況であります。

○國仲昌二委員 この新システムですけれども、従

来のものとバージョンアップといいますか、そういっ

た大きな変更点というのはどういったのがあります

か。

○山内昌満総務私学課長 現行システム、間もなく

10年を迎える状況なんですけれど、その間にもＤＸ

の推進の取組の課題等が出てきていたり、やはり新

型コロナの影響の関係で、県庁でもテレワークにな

りますと自宅のほうで文書管理システムの操作がで

きるようにならないといけないかとか、また一般的

にペーパーレスを図るという状況の中で電子決裁の

導入ですとか、そういう現システムが稼働後の行政

に対する需要ですとか、社会情勢に応じたシステム

になるように、次のシステムをどうするかというの

を検討する必要がありまして、それで今回、次年度

は委託料を組んで再構築に係る検討について、事業

としてやっていきたいという趣旨で計上しておりま

す。

○國仲昌二委員 それでは、また総括表に戻りまし

て、公有財産管理費の10億円という大きい増になっ
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ているんですけれども、これについての説明をお願

いします。

○池原勝利管財課長 公有財産管理費は、公有財産

の維持管理費、運営に要する経費となっております。

前年度と比較して約33％の増となっている主な要因

でございますが、公共施設マネジメント推進事業に

おいて、事業要望や脱炭素化推進事業の創設などを

踏まえて、工事請負費が９億880万5000円の増となっ

たことが主な要因となっております。

○國仲昌二委員 この公共施設マネジメント推進事

業なんですけれども、これは年度ごとに更新してい

くことになりますか。

○池原勝利管財課長 この事業につきましては大き

く２つございまして、１つは技術職がいない施設に

おいて、予防保全の大規模改修をスムーズに行うと

いうことで大規模改修事業を行っております。これ

につきましては、設計を行って事業を行うというこ

とになりますが、２年になるところもございます。

もう一つ、緊急的な修繕や、今回は脱炭素化事業

等も行っておりますが、そういう事業につきまして

は、各部局等からそういう要望を順位づけとか行い

ましてやっておりますが、それについては単年度で

終了するような事業とか、あと、どうしてもやっぱ

り事業が延びて２年の繰越事業になっているという

事業もございます。

以上です。

○國仲昌二委員 先ほども同じマネジメント事業の

答弁で、来年度、手をつけるという施設の名前も出

ていましたけれども、こういった工事箇所というん

ですか、そういったのはどういうふうにやって絞っ

ていくんですか。

○池原勝利管財課長 まず、大規模改修事業につき

ましては、先ほど申し上げましたが、技術職がいな

い施設につきまして、大規模改修があるのかについ

てはニーズ調査を行っております。その中で、改修

や改善の内容、また個別施設計画の位置づけや、劣

化等をヒアリング等を行いまして、今回事業内容と

しては10施設を行うこととしております。

次に、緊急修繕等の選定でございますが、ここに

ついては各部局において個別施設計画の位置づけや

劣化度、施設用途に応じた県民の利便性などを考慮

して優先順位が高い施設リストを作成するとともに、

総務は管財課でございますが、ヒアリング等を行っ

て対象施設を選定しているところでございます。

○國仲昌二委員 分かりました。

次、行きます。次は庁舎公舎管理費、これも６億

円近い増があります。説明をお願いします。

○池原勝利管財課長 庁舎公舎管理費は本庁舎や北

部・中部合同庁舎などの維持管理に要する経費と

なっております。令和５年度予算は約18億2300万円

で、前年度比47.5％、額にしまして約５億9000万円

の増となっておりますが、増加した主な理由としま

しては防災危機管理センター（仮称）でございます

が、整備事業で５億1000万円増加したことが主な要

因となっております。

○國仲昌二委員 防災危機管理センターの進捗状況

は、今どういった現状ですか。

○池原勝利管財課長 防災危機管理センターにつき

ましては、令和２年度に基本計画を、令和３年度に

基本設計を行いまして、今年度は工事着手のための

実施設計を行っております。これにつきまして今那

覇市のほうで、許可が下りたところで次年度以降工

事を着手しまして、令和７年度中の供用開始に向け

て取り組んでいるところでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

それでは公債管理特別会計についてちょっと質問

したいんですけれども、公債費は減になると思って

いたら増になっていて、それがどうもこの借換債の

ほうがあるということなんですけれども、借換債に

ついてのちょっと説明をお願いできますか。

○又吉信財政課長 借換債というのは、銀行等から

借りる場合に、例えば通常の公共施設であれば20年

とかで借りるんですけれども、交渉によって10年後

に借り換える前提で、10年間で半分返して、10年後

に残り半分を借り換えるということがあります。そ

ういうふうな形で、その最終年度ではないんですけ

れども、契約上、今回全額借り換えることになりま

すというようなものが借換債でございます。

令和５年度の当初予算においては借換債を215億

円、前年度が132億円でしたので、83億円の増という

ところでございます。

○國仲昌二委員 これは事業数というんですか、ど

れぐらいの起債の件数がありますか。

○又吉信財政課長 例えば道路事業とか、庁舎建設

とか、いろんな事業があって、各年度ちょっと事業

数がばらばらでございます。さらに、銀行から借り

換えるに当たっては、なるべく事務を減らしたいと

いう形で１個１個の事業ではなくて、幾つかの事業

をまとめて何億という形でロットを大きくした形で

証書を作ったりするものですから、事業数とか契約

者数については、今ちょっと手元にないような状況

でございます。
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○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、公安の総括表の積算内訳のほうで、ちょっと

質問しますけれども、増減を見ると警察施設費、目

のほうでかなり大きい額が増になっています。これ

についての説明をお願いします。

○中根繁会計課長 警察施設費が増になっている理

由につきましては、宜野湾警察署の建設費が建設工

事の２か年目を迎えるということで、13億7362万

5000円を計上しているという形になっております。

以上です。

○國仲昌二委員 財源内訳ですけれども、13億円に

対しての国庫支出金が約３億円ということで、かな

り低いなと感じるんですけれど、この辺はどういう

性格の支出金ですか。

○中根繁会計課長 宜野湾警察署の工事請負費につ

いてですが、警察署を建設する際の国の補助につき

ましては、国の示す補助基準面積に補助単価を乗じ

て算出した額の10分の５が補助されているという形

になっておりますので、予算で計上している実際の

工事価格に対する補助割ではないことから、国庫支

出金の割合が少ないという形でございます。

○國仲昌二委員 あと、財源内訳でその他特財が入っ

ているんですけれども、これはどういった特財にな

りますか。

○中根繁会計課長 特定財源につきましては、県有

施設の整備基金に充てるために設置された、県有施

設整備基金繰入金という形になっております。

○國仲昌二委員 同じく総括表のほうで、（目）刑事

警察費、これは前年度比で約１億3000万円ぐらいの

マイナスになっているんですけれども28％ぐらいで

すか。これについての説明をお願いします。

○中根繁会計課長 （目）刑事警察費につきまして

は、主に犯罪捜査や犯罪抑止に要する経費を計上し

ているところでございます。そのうち、（事項）犯罪

鑑識費については1879万2000円、（事項）生活安全活

動費については4781万1000円、暴力団対策費につい

ては1558万8000円のそれぞれ減となっておりまして、

これの主な理由につきましては、それぞれ事業ごと

に計上しておりました警察情報管理システムの経費

につきまして、一元的かつ合理的に管理するために、

（目）警察本部費の（事項）情報管理費に移行した

ものでございます。

また、（事項）保安警察活動費については326万

6000円が減額となっているんですけれども、これに

つきましては、令和４年度に計上しておりました備

品購入費について、その整備が完了したことによる

減という形になっております。

以上です。

○國仲昌二委員 減になったというんじゃなくて予

算を一元化して、減った分は警察管理費のほうに移っ

ているということですね。分かりました。

私の質問は以上で終わります。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 大変申し訳ありま

せん。

先ほど國仲委員のほうから、沖縄の米軍基地の資

料集についての配布の部数についての質問がありま

したけれども、資料を確認しましたら県内各市町村

や報道機関等の県内向け、それから各都道府県、国

の機関、各都道府県立の図書館等の県外の機関、合

わせて約2500部を作成する予定にしております。

以上でございます。

○又吉清義委員長 よろしいですか。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 消防防災ヘリの整備推進事業の中

で、パイロットは委託するということでありました

けれど、将来的にもパイロットを養成するというこ

とは考えていないの。

○池原秀典防災危機管理課長 操縦士の確保につき

ましては、県が職員を採用し育成する自主運航と、

操縦士を含む運航スタッフを委託で確保する方法が

ございます。平成29年度の調査検討報告書では、自

主運航の場合、職員として、操縦士や整備士を安定

的に確保していくことの困難性や養成するための費

用負担も大きいことから、民間への委託が現実的で

ある旨の報告がなされております。他県では、高知

県が操縦士の早期退職が続き運航に支障が生じたこ

とにより、自主運航から委託運航に切り替えた事例

があり、現在では道県が運航する39団体のうち、自

主運航としているのは長野県のみとなっております。

県としては、他県事例等を踏まえ、運休すること

なく消防防災ヘリを安定的に運航するには、委託運

航が望ましいと考えております。

○平良昭一委員 委託するほうが利便性があるとい

うようなことは分かるんですけれど、沖縄県の消防

防災ヘリは救助、救急を想定しているような感じが

するんですけれど、実際火災のときの出動も可能な

の。

○池原秀典防災危機管理課長 例えば、去年であり

ますと座間味火災であるとか、今年も火災がありま

したけれども、そういった際に、消防防災ヘリがあ

れば、活動できる場面があったのかなというふうに

考えております。
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○平良昭一委員 先月、伊是名の屋那覇島ですか、

火災があって地元でバケツリレーして消したという

話なんだよな。だから、火災のときにも出動できる

というのは大きな利点があるんだけれど、であれば

火災に詳しい消防職員がパイロットのほうが僕はい

いんじゃないかなというふうな考え方もあって、将

来的に育成する必要もあるんじゃないかという論点

になっているわけさ。実際、救急以外で、当然消火

活動という――現在の予定しているヘリはできるん

だよな。

○池原秀典防災危機管理課長 この消防防災ヘリに

は、消防から来ていただく予定なんですけれども、

来ていただいた隊員が搭乗して、当然消火活動とか

やることになります。

○平良昭一委員 よく基地で演習して、米軍のヘリ

が貯水池から水をくんでやっているのを見るんです

よ。だから、そういう観点からすると、やっぱり消

火活動に十分に機能できるようなヘリでなければい

けないと思うんですよ。そこができるようなヘリな

のと言っているんです。

○池原秀典防災危機管理課長 基本的には、ちゃん

と消火活動できるようなヘリを想定しております。

○平良昭一委員 分かりました。

やっぱり救助、救急が中心になるかもしれません

けれど、実際現場の方々の話を聞くと、大宜味村の

ター滝というのがありますよね。去年の８月に、ま

た１人観光客が亡くなりましたけれど。何度も何度

も事故が起きて、死亡者が出てるわけですよ。地域

の消防長の話を聞いたんですけれど、やっぱり駐車

場にヘリポートが必要だろうということも考えてい

るらしい。行政側に要請しているらしいんですよ、

大宜味村側に。消防防災ヘリを配備するのであれば、

そういう観光地はいざというときに、これまでの実

績といったらおかしいですけれど、何名も死亡事故

が起きてるような状況のところというのは、この辺

も県は把握しながら、整備する必要があるんじゃな

いかなと思いますけれど、どうですか。

○池原秀典防災危機管理課長 基地の整備に関して

は一応、中城村にあります沖縄県消防学校、おとと

しの令和３年から協議会の中のワーキンググループ

の中で意見交換しながら、この消防学校がいいので

はないかというところで提案、議案として上げさせ

ていただいて、去年の11月に協議会の中では、41市

町村の課長級で構成されてはいるんですけれども、

その中では一応可決されたというところでございま

す。今現在、41市町村の首長の承認を取ろうという

ところでございます。

○平良昭一委員 ちょっと部局外になるかもしれな

いけれど、このサステナブルツーリズム推進事業と

いうのが文化観光スポーツ部にあると思うんですけ

れど、こういうものと連携しながら、やっぱり観光

地として守っていかないといけないところ、死亡し

たら困るということの中での防災ヘリでありますの

で、その辺は何度もこういう事件・事故が起きてい

るところは、連携してやるべきだというふうに私は

理解するんですけれど、その辺どうですか。

○嘉数登知事公室長 先ほどの委員の質問の趣旨は、

沖縄でもどの場所で事故が実際に起こっているかと

いうような統計を活用しながら、対策を取ったほう

がいいんじゃないかということだと理解しておりま

す。実際データはありますので、何も沖縄だから海

難事故だけではなくて、ヤンバルに行きますとやっ

ぱり山岳の事故もありますし、山林の火災というの

も実際に起きました。そういった統計データも活用

しながら、訓練を特にしっかりと行ってまいりたい

と考えております。

○平良昭一委員 この辺は統計がちゃんとあるので

あれば、横の連携も取りながら対処していただきた

いなと思っています。

次に、公安委員会の一般質問の中でもやりました

けれど、名護警察署の新庁舎の建設の件であります

けれど、大北地区への移転だということで、その隣、

現在の運転免許センター北部支所も老朽化している

ということで、それも付随して移転をする方向がい

いんじゃないかというふうに僕は提言したんですけ

れど、実際その辺どういう考え方になったかな。

○中根繁会計課長 名護警察署につきましては、先

般お答えさせていただいたとおりなんですが、施設

の老朽化が著しく、また耐震性についても十分では

ないことから、名護市大北への移転を計画している

ところでありまして、同時期に建てられました北部

支所につきましても、築42年を経過して老朽化が著

しい状況であります。

しかしながら、長寿命化を図るために平成30年に

外壁改修を行って、耐震性を確保している状況であ

ります。

一方で、給排水や空調、その他建具等の修繕が必

要であるほか、県民サービスを行う上での設備が十

分でないことから、移転についても検討していると

いう状況でございます。

○平良昭一委員 運転免許センターというのは、皆

さん、県警の所管なの。



－145－

○下地忠文交通部長 そのとおりでございます。

○平良昭一委員 県警の中でこれの必要性、要する

に隣接していたほうが便利であるというのであれば、

ぜひ一緒に検討していただきたいのと、それプラス

高齢者の運転免許を更新する際の高齢者講習、これ

は自動車教習所でしかできないんですけれど、これ

がもう非常に予約が取れない。３月６日の新聞にも

その件が載っているんですけれど。いわゆる認知機

能検査、高齢者講習通知書が来て、すぐさま予約し

ても２か月後にしかできないと言われています。で

あれば、やっぱり教習所ではなくて、運転免許セン

ターに付随するような形の中での教習所のシステム

をつくらないといけないんだろうなと思っています。

全国的に見ても、やっぱり高齢者講習というのは予

約が取れないということになっているのですから、

民間の自動車学校に頼るのではなくて、自分たちで

やれるような状況をつくっていくことは非常に大事

だと思いますけれど、これは予算が伴うものである

から、どうでしょうか。大北に土地があるんだった

ら、併設して造ってみたら一番いいものになるんじゃ

ないかなと思うんだけれど。

○鎌谷陽之警察本部長 委員御指摘のとおり、高齢

者の方々が教習をなかなか受けられないということ、

お待ちいただいているということについては大変心

苦しく思っておりますし、まず、それを何とか解消

すべく運用改善できるものはしていきたいというふ

うに思っております。

他方で中長期的に考えますと、この高齢運転者の

数というのは間違いなく、今後どんどん増加をして

いくものであることは目に見えているわけですから、

どういった施設が必要かということについて、限ら

れた予算の中で最適な結論というのを得ていきたい

というふうに思っていますし、関係部局とよく相談

して進めてまいりたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 やっぱり北部の方々が予約が取れ

なくて中南部まで出向くというのは、これも高齢者

にとっては大変な負担になるわけですよ。そういう

面ではいい機会ですから、前向きに検討して実現を

していただきたいなというふうに私は要望しておき

ます。

そして、先ほど山里委員からありましたとおり、

84号線の信号機の問題。これも開通した２年も前ぐ

らいから言われている中で全くやられてない。その

中で先ほどの答弁では、白銀橋の渋滞に拍車をかけ

てしまうなんていう答弁をされると非常に困る。安

心・安全のための環境整備で道路整備を行うわけで

すから、それが理由でできないなんていうのであれ

ば、何のための道路か分からない。特に、私もよく

通るほうですけれど、とにかく危険極まりないよう

な状況があるというのは把握しているはずなのに、

信号機１基つけるのにどれぐらいの予算がかかって、

そんなに難しい話なのか、もう一度答えていただき

たい。

○下地忠文交通部長 委員のただいまの指摘のとお

り安全性、それから危険性も含めて早めの設置を今、

前向きに考えているところでございます。

○平良昭一委員 前向きに考えているのであれば、

２年もかからないだろう。もう山里さんが言うには、

２年ぐらい前から言っているらしいです。開通して、

ずっとそのまま置かれているというのは、地域住民

からすると何をやっているのと言われるんですよ。

その辺は十分考えて、先ほどの白銀橋の渋滞なんて

いう言葉はもう言っちゃ駄目ですよ。やっぱり命が

大事なんだから。そういう面で早めに取り組んでい

ただきたい。

以上です。終わります。

○又吉清義委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

まず、公安委員会のほうからちょっとお聞きをし

ますが、警察施設整備ということで全体的に20億円

というのがあるんですよ。いろんな宜野湾のものも

そうで、名護のというような形が。離島の宿舎等の

ものが総括であるんですが、離島における宿舎等を

含めた施設の進捗状況をちょっと教えてください。

○仲吉猛厚生課長 待機宿舎につきましては、全体

の約６割が築後35年以上経過して、経年劣化による

施設や設備機器の破損等が見受けられることから、

設備機器更新を含めた計画的な修繕を行うこととし

ております。その上で、離島地域の警察職員待機宿

舎の整備につきましては、令和５年度予算において

待機宿舎改修工事として必要な予算を計上しており

ます。具体的には、八重山警察署平得宿舎の外壁防

水工事を計画しております。今後も関係機関の御理

解をいただきながら、離島を含めた待機宿舎の整備

に取り組んでまいりたいと思います。

以上です。

○當間盛夫委員 私は外壁の防水工事を聞いている

んじゃなくて、根本的に離島の施設は老朽化してい

るということの建て替えが必要じゃないかというこ

とで、本部長、いろんな提起をさせてもらいました。

この離島における宿舎等を含めた部分の課題は何で

すか。
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○壱岐恭秀警務部長 課題といいますか、今離島そ

れぞれ各施設あるんですけれども、やっぱり数がま

ず少ないというのはあります。全署員分を賄う戸数

はないということもありますので、その数の確保と

いうのが一つあろうかと思います。

他方で、その分を今民間の賃貸物件で補っている

ところでありますけれども、そこにつきまして大き

な課題として今あります。そういったところで、建

て替えというのもありますけれども、新規に早急に

確保しなきゃいけないという課題も含めて、今検討

をしているところでございます。

以上です。

○當間盛夫委員 若い世代、例えばもう小さい子供

たちがいる世帯が転勤するという中で、皆さん今民

間というお話をされたんですが、離島、八重山を含

めた、今もう民間の家賃はどれぐらいで、皆さん住

宅手当はどういう形で出されているんですか。

○仲吉猛厚生課長 現在の離島地域の具体的な家賃

については、ちょっと把握しておりませんが、本島

内とほぼ変わりなく高いというのは聞いております。

手当につきましては上限がありますが、２万8000円

が上限として支給されております。

以上です。

○當間盛夫委員 これに付随して５番目、テロ対策

の未然防止ということで、今回、国境離島における

不法事案等の対策で18億円ということで、皆さんの

説明では、ほぼほぼ人件費だというのがあるんです

が、この国境離島の150名の人たちはどういう宿舎に

なるのか、どういう住環境になっているんですか。

○壱岐恭秀警務部長 離警隊の隊員につきましては、

ほぼ民間の物件を借りておりまして、住居手当で対

応しているというところでございます。

○當間盛夫委員 本部長、海上保安庁も離島警備で

尖閣だとかいろんな形で、若い海上保安庁の皆さん

が、もうね、結局、一旦海上へ出ると戻るのがもう

１週間だとか、10日ということで、若い隊員の離職

する職員が多いというのが今の海上保安庁の悩みな

んですよ。その辺は皆さんどう捉えていますか。

○鎌谷陽之警察本部長 委員の御指摘のとおり、今

海上保安庁など、離島における勤務が必要な業務の

方々について、やはり相当の負担がかかっていると

いうことが一つの課題であると思っています。それ

は警察職員についても、やはり同じ課題があるとい

うふうに思っています。警察の待機宿舎については、

やはり警察力の――特に離島のような離れた地域で

の確保といった意味でも、重要な意味もあると思い

ますし、また、これは待機宿舎以外も、例えば駐在

所についても、今回建て替えが認められている部分

というのもありますけれども、そういった警察施設

全般をしっかり確保していかないといけないという

ふうに思っていますし、待機宿舎についても、よく

考えてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

○當間盛夫委員 しっかりと頑張られてください。

次に、生活安全を見直す犯罪対策の推進という中

に、精強な地域警察の構築というのがあるんですけ

れど、これどういう地域警察を目指しているんです

か。どういう構築をしようとしていますか。精強な

地域警察の構築ってどういうことなの。これだけ地

域警察の構築をということをやっているわけですか

ら、去った国際女性デーということで、女性の活躍

の場ということで、それが日経新聞のほうに、女性

警察官増で犯罪抑止と多様な人材で生産性を高める

と、女性警察官が増えることで、女性に対する犯罪

被害が減少するというエビデンスがあるということ

があるんですけれど、沖縄県警の女性警察官の人数

とか、全国の割合的なものがお分かりでしたら、お

答えいただけますか。

○知念克幸警務部参事官課長事務取扱 全警察官に

占める女性警察官の割合と、その活躍できるための

取組ということで説明してよろしいでしょうか。

県警察における定員に占める女性警察官の割合は、

令和５年２月１日現在で9.5％ということになってい

ます。新年度の４月１日には、10％を超える見込み

となっております。このような状況を踏まえて、県

警察では女性警察官の勤務環境のさらなる向上につ

いて取組を行っております。具体的には、職員また

はその配偶者が妊娠をした際には、速やかに上司に

よる面談を行い、育児休業の取得に当たっての不安

解消に努めているほか、妊娠中の女性警察官が勤務

しやすいよう設計されたマタニティー制服を導入す

るなど、女性警察官が活躍できる取組を進めている

ところであります。

以上です。

○當間盛夫委員 九州での、この皆さんの今の位置、

割合分かりますか。

○知念克幸警務部参事官課長事務取扱 九州におけ

る定員に占める女性警察官の割合につきましては、

福岡県も9.5％ということで沖縄県と一緒なんですけ

れど、そのほかの県警につきましては、沖縄県より

は上位となっています。一番高いパーセントとして

は、佐賀県が10.5％ということになっております。
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○當間盛夫委員 これ皆さんが今回10％上がる、皆

さんが10.7％になった分で、福岡も13％になってい

るんですよ。鹿児島も18％、長崎も18％、佐賀は23％

というね、直近の割合になっているわけですよ。今

九州で一番沖縄が女性警察官の割合が低いという状

況になっているんです。本部長、その辺の状況をど

う認識されますか。

○鎌谷陽之警察本部長 委員御指摘のとおり、これ

九州に限らずということのようなんですけれども、

全国的に見ても残念ながら沖縄県警における女性警

察官の割合、ワースト１位というふうに承知をして

おります。これは、やはり県警察として今後の世代

を育成するという観点からも、しっかりと取り組ん

でいかないといけない課題であると思いますし、ま

た、委員から御紹介いただきました日本経済新聞の

記事におきましても、組織の活性化ということはも

ちろんですが、治安そのものにもいい影響が出ると、

そういった統計もあるというふうに聞いております

ので、そこについてはしっかりと取り組んでいきた

いというふうに考えております。

○當間盛夫委員 この女性警察官の割合が１ポイン

ト増える部分で、被害報告数も増えるということを

言われているわけですよ。なかなか男性警察官に被

害報告をしないということになってくると、捜査に

も信頼性が得られていないというような形での進め

方になるわけですから、やっぱりそういう分での女

性の活躍の仕方ということもあるかと思いますので。

でも、その前にやっぱり警察の働き方改革もやらな

いといけないかもしれませんね。公安の皆さんが来

たら、もうほぼほぼ男性しかいないという、もう男

性社会ということを見ると、やっぱり女性がこうい

う形で社会でしっかりと物が言えると。物が言える

と言ったらおかしいんだけれど、やっぱり女性の犯

罪被害をなくすということも大事な部分があろうか

と思っていますので、しっかりとその割合を増やす

ように、ぜひまた頑張ってもらいたいと思います。

次に、先ほど平良委員からもありましたように、

適正な運転免許行政の推進という中で、認知機能検

査、高齢者講習の対象者は県内でどれぐらいいらっ

しゃるんですか。

○下地忠文交通部長 県内におきましては、運転免

許の更新時に高齢者講習を受講していただく必要の

ある70歳以上の高齢者運転者の方は、令和４年12月

末現在で12万4491人となっております。前年比でプ

ラス7761人、6.6％の増ということになっております。

以上でございます。

○當間盛夫委員 認知機能検査は別にしても、高齢

者から言うと70歳以上、12万ということになると、

年間でどれくらいの受講者になるんですか。

○下地忠文交通部長 令和４年中を取り上げてみま

すと、高齢者講習の実施件数ですけれども、３万

3582件ということになっております。

以上でございます。

○當間盛夫委員 ３万3000人の受講者、講習の対象

者がいらっしゃるわけですね。その分で豊見城の免

許センターで年間に何名受けられますか。

○下地忠文交通部長 豊見城の運転免許センターで

の令和４年中の高齢者の実施件数ですけれども、

6109件ということになっております。

以上でございます。

○當間盛夫委員 ちなみに、名護免許センターはど

れぐらいですか、今現在。

やっていないということは聞いているので、名護

免許センターではどうなっているんですか。

○下地忠文交通部長 名護の免許センターでは、現

在実施をしておりません。

自動車教習所、そこで公安委員会のほうから委託

をして実施をしている状況でございます。

○當間盛夫委員 ということは、皆さん４月からこ

の分が民間にというような変わり方をするんですが、

豊見城の運転免許センターも、もう４月からは運転

免許センターではやらないという方向なんですか。

○下地忠文交通部長 豊見城市の運転免許センター

では、引き続き実施をしていくということでござい

ます。

○當間盛夫委員 平良委員からもあったんですが、

北部の皆さんは２か所の民間の部分で、結局予約が

取れなくて、中部だとか、豊見城の運転免許センター

にということがある。ましてや、この講習はただで

すか。

○下地忠文交通部長 手数料が発生しております。

○當間盛夫委員 お幾らですか。

○下地忠文交通部長 6450円でございます。

○當間盛夫委員 この運転をせざるを得ないという

高齢者の皆さんが、北部で受けられなくて、わざわ

ざ予約しても２か月待つんだとかいう投書もあるわ

けですよ。その中で6400円も払いながら名護なり、

ヤンバルからわざわざ講習を受けに来るという、僕

はその費用負担というのは物すごい大きなものがあ

ると思うんですよ。それからすると本部長、やはり

皆さん今度警察署を移すと。その警察署を移すのも

令和９年という話になる。その後に名護の免許セン
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ターも考えるということになってくる。それだけの

期間、本当に置けるんですか。名護の運転免許セン

ターも早めに改修して、講習者の講習が受けられる、

高齢者の講習が受けられるように改修すべきじゃな

いですか、どうですか。

○鎌谷陽之警察本部長 委員御指摘のとおり、今ま

さに高齢者の方々に御負担をかけているといった部

分があるというふうに思います。我々、名護署の移

転が終わってから、考えるというふうには思ってお

りませんで、そこはきちんと並行をして検討をして

まいりたいと思いますけれども。

まずは名護署の移転についても、令和９年度にま

でかかるということですから、取りあえずそれまで

にできることというのは何かというのをひとつちゃ

んと考えて、できるだけ教習所の枠を広げていただ

いて、予約を取れるようにするとか、そういったこ

とも含めて考えてまいりたいと思います。また、先

ほども申し上げたように、やはりこの高齢運転者の

数というのは間違いなく、これはどんどん、どんど

ん増えていく問題ですので、そこはしっかり対応で

きるように、知事部局とも御相談して検討してまい

りたいというふうに考えております。

○當間盛夫委員 皆さんから頂いた資料で、高齢者

の第１次当事者の事故というのが沖縄は低いんです

よ。それを含めても、やっぱりこの講習というのは

大事だと思うんですよね。そういったことも含めて、

しっかりとこの高齢者講習、認知機能検査というこ

とをしっかりとやっていただきたいと。地域差がな

いように、ぜひお願いしたいと思っております。よ

ろしくお願いします。

次、総務部にお尋ねしたいんですが、今日の記者

会見も終わったということですので、皆さん、部長

も答弁はできるかと思うんですが、電気料金増によ

り100億円支援ということで、財政調整基金の活用を

臨時交付金の活用で、沖縄振興特定事業推進費の活

用と捻出というのがあるんですけれど、財政調整基

金からどれだけどう出して、その後どうなるんです

か。

○宮城力総務部長 今沖縄振興予算の科目について

お話がございましたが、今内閣府にあっては、沖縄

振興予算の財源活用を検討しているということで、

まだ確定しているというものではございません。今

追加補正予算の計上を予定しておりますのは67億

8000万円、そのうち一般財源として基金から24億

8000万円を繰出し、いわゆる繰入れをするというこ

とを今、考えているところでございます。

○當間盛夫委員 この国の特定事業推進費、市町村

分というのがあるんですけれど、皆さん市町村の同

意は得ているんですか。

○宮城力総務部長 これは経済団体の皆様も含めて

いろいろ検討しているところで、沖縄振興予算の活

用についてもいろいろ御相談させていただいている

ところで、市町村の皆様にもお話は伝わっていると

聞いております。

○當間盛夫委員 違う、僕は同意を得ているのかと

聞いているの。これ国の市町村事業に関する予算だ

から。

○宮城力総務部長 このスキームについては、市長

会、町村会の皆様にも経済団体のほうからお話はさ

れているというふうに聞いております。

○當間盛夫委員 僕は同意を得ているのかと聞いて

いるの。同意を得たかどうかは分からないというこ

と。

○宮城力総務部長 確認はしておりませんが、同意

は得ているものと思っております。

○當間盛夫委員 これ以上あれなんですけれど、私

は沖縄電力が先に42％というものをさらなる努力で

さ、やっぱり下げるのが僕は先じゃないかなと思う

んですよね。それがなくて、わざわざ我々が先にや

るというのはいかがなものかなということはちょっ

と提言させてもらいます。

次に、公共施設マネジメント推進事業、これ29億

円あるんですけれど、今後50年間で３兆134億円、年

間にしても600億円かかるという中で、29億円はどの

ように進めていくんですか。

○池原勝利管財課長 令和４年８月に改定した沖縄

県公共施設等総合管理計画において、道路などのイ

ンフラ施設、県営住宅や企業会計が保有する施設な

ど、県全体の公共施設等を対象に、今後50年間に修

繕、更新等に係る将来経費について、令和４年度か

ら令和12年度までは個別施設計画を基に、それ以降

は一定の条件の下に試算した結果、年間約600億円が

必要と試算しております。

一方、公共施設マネジメント推進事業の事業内容

でございますが、技術職がいない施設への個別施設

計画に基づく大規模改修を推進する事業及び公共施

設など緊急的な修繕や、脱炭素化に資する改修など

を行うことで、予防保全、機能改善を図る事業とし

ており、対象もインフラや企業会計、公営住宅など

を除く公共施設等としているところでございます。

以上です。

○當間盛夫委員 今度の管理計画でもそうで、皆さ
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んが新しく出した行政運営プログラムでも、ＰＰＰ

／ＰＦＩの推進ということがあるんですけれど、こ

れから民間活用をどのように進めていきますか。

○池原勝利管財課長 公共施設等の更新などに際し

ては、民間の技術、資金等を活用することが有効な

場合もあることから、令和４年８月の沖縄県公共施

設等総合管理計画を改定し、公共施設等の整備等へ

のＰＰＰ／ＰＦＩの活用方針の推進を追記したとこ

ろでございます。

具体的には、沖縄県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先

的検討規程に基づき、10億円以上の公共施設の整備

や、利用料金の徴収を行う施設の整備などに当たり、

ＰＰＰ／ＰＦＩの導入を検討するものでございます。

現在、大型ＭＩＣＥ施設においてＰＰＰ／ＰＦＩ

手法を活用して事業を推進しており、また宮古広域

についても所管部局においてＰＰＰ／ＰＦＩ手法の

導入について検討を進められていると聞いておりま

す。

今後は、沖縄県公共施設等総合管理計画の改定の

周知をさらに進めることとし、全庁的に情報共有を

図っていきたいと考えております。

また、委員御指摘のように、次年度から実施予定

の新沖縄行政運営プログラム実施項目においても、

ＰＰＰ／ＰＦＩの推進が掲げられており、関係部局

と連携し推進していきたいと考えているところでご

ざいます。

以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間委員から総括質疑をしたい

との提起があり、委員長から當間委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 電気料金の県の支援の在り方、そ

れとＰＰＰ／ＰＦＩの民間活用の推進に関して知事

に質疑をさせてもらいます。

○又吉清義委員長 ありがとうございます。

ただいまの當間盛夫委員の総括質疑については、

３月13日の質疑終了後にまた協議いたしますので、

ひとつよろしくお願いいたします。

質疑を続けてください。

○當間盛夫委員 次に知事公室になりますが、基地

関連業務費で、知事訪米等の実施というのがあるん

ですが、今知事は訪米されているんですけれど、状

況はどうなんですか。

○嘉数登知事公室長 ちょっと長くなるんですけれ

ども、今現在の訪米活動を簡単に総括したものを答

弁したいと思います。

今回の訪米は、コロナの関係で３年半ぶりの訪米

活動となりました。国務省、国防総省や米国連邦議

会議員等に対して、いわゆる安保関連３文書の閣議

決定や２プラス２が行われたタイミングで、辺野古

新基地建設問題やＰＦＯＳなど現代の沖縄の状況や

台湾有事等を含め、基地問題についての知事の考え

を直接説明できたことは大変大きな意義があったと

いうふうに考えております。特に、現地ではトッド

・ヤング上院議員やアレクサンドリア・オカシオ・

コルテス議員など有力議員や沖縄県にルーツを持つ

ハワイの選出なんですけれども、ジル・トクダ下院

議員と直接面談できたことは大変有意義であったと

いうふうに考えております。

面談した議員からは、ＰＦＯＳ問題についてＮＤ

ＡＡ、これは国防権限法ですけれども、そこへの提

案に関し前向きな反応を示す議員がいたほか、台湾

有事についても１つの中国の原則を肯定する者が多

いなど、知事の考えに同意する発言がほとんどであっ

たということでございます。

それから、今回の訪米ではナショナル・プレス・

クラブにおいて、記者会見やディフェンスライター

ズグループ、これは防衛安全保障担当記者ですけれ

ども、そこでの懇談会を行うなど、広報活動も積極

的に行ったというふうに報告を受けております。

早速、現地では沖縄県知事、島での米軍プレゼン

スの縮小を推進という記事ですとか、沖縄県知事、

太平洋の緊張の中、皆さん冷静になってくださいと

発言ですとか、平和外交がバランスの維持に役立つ

と述べるというような記事が掲載されるなど、幾つ

かの現地のマスコミが知事の訪米活動を報じていた

ということがございました。

それから、ジョージ・ワシントン大学のほうにも

行っておりますけれどもマイク・モチヅキ教授、戦

略国際問題研究所のクリストファー・ジョンストン

日本部長など、多くの有識者と意見交換もできたと

いうことでございます。

それから、有識者からは抑止力に対抗する概念と

してリシュアランス、安心供与という概念が重要で

あり、沖縄県が地方自治体として一定の貢献ができ

るのではないか、普天間基地の返還については、辺

野古に移設する案は時間軸で考えると、もはや合理

性に欠けているため、普天間の閉鎖を目指したほう

がいいのではないか、さらにはグアム、サイパン、
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北マリアナなど国外への移転も検討したほうがよい

のではないかなどの今後の参考となる意見もあった

ということでございます。

最後に沖縄ナイトについても報告がありますけれ

ども、今回の訪米で面談の時間が確保できなかった

有識者や、沖縄とゆかりが深い方々、今後重要なキー

パーソンとなり得る米軍関係者等をお招きし懇談会

を行うことができたということで、その中で地元の

ワシントンＤＣ沖縄会の協力をいただきまして、琉

球舞踊や空手演武などの沖縄の文化の魅力に触れて

いただきながら、直接知事が会って交流を深められ

たことにより、今後の取組につながるネットワーク

の構築にも、きっかけができたと考えているという

ことでございます。

今回は１週間弱の訪米活動でしたが、大変実りの

多い訪米になったというふうに総括しております。

以上でございます。

○當間盛夫委員 令和５年度の予算にも知事訪米と

いうものをやっているんですけれど、令和５年度も

訪米する予定なんですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和５年度当初予

算（案）におきましても、知事の訪米経費は計上し

ております。

○當間盛夫委員 裏口からしか入れないとかね、い

ろんなマスコミに言われて、今日のプレスの分でも、

地元マスコミは１社しかないというのをＮＨＫが

言ったりするというものを考えると、私は知事が訪

米するよりは、地元アメリカのマスコミを沖縄に招

致するんだとか、有力議員を沖縄に招致するほうが

いいんじゃないかと、結果的にはと思うんですけれ

ど、その辺はどうですか。

○嘉数登知事公室長 御指摘の米国の議員等、関係

者の招聘というところも考えておりますし、私は歴

代の沖縄県知事が訪米をして米軍基地問題を訴え続

けてきたということは、非常に大事だと思っており

ます。継続していくことが、決してこの問題を米国

にも忘れさせないという意味もあることから、これ

は継続してやっていくべきだというふうに考えてお

ります。

○當間盛夫委員 最後になりますけれど、辺野古問

題の対策なんですが、私は訴訟では問題解決はしな

いというふうに思っていますがどうですか。

○嘉数登知事公室長 沖縄の過重な基地負担の軽減

を図るためには、政府に対し申し上げるべきことは

申し上げ、問題点を指摘しながら必要に応じて連携

して取り組むことが重要と考えております。

辺野古新基地建設に係るこれまでの一連の裁判で

すけれども、これは公有水面埋立法や漁業調整規則

に基づく許認可等の法的な問題に関連する争いであ

りまして、県としては違法な状態を放置できないと

いう法律による行政の原理の観点から訴訟を提起し

ているものです。

また、これらの許認可等の法的な問題には、沖縄

県の自主性、自立性に影響を与える問題も含まれて

おり、地方自治の保障の観点からも必要な対応であ

ると考えております。県としては行政、法学者等の

意見も踏まえつつ不承認処分をめぐる訴訟で、県の

不承認処分の正当性を主張してまいります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間委員から総括質疑をしたい

との提起があり、委員長から當間委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今私が質問しました基地問題の解

決という部分は、知事に総括でまた質問させてくだ

さい。よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 ありがとうございます。

ただいまの提起内容については、３月13日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑を続けてください。

○當間盛夫委員 終わります。

○又吉清義委員長 以上で知事公室に係る甲第１号

議案、総務部に係る甲第１号議案、甲第７号議案及

び甲第19号議案、公安委員会に係る甲第１号議案に

対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長 再開いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

次回は３月13日月曜日午前10時から委員会を開き

ます。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 又 吉 清 義
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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月10日（金曜日）

開 会 午前10時４分

散 会 午後５時17分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予算

（農林水産部及び商工労働部

所管分）

２ 甲第２号議案 令和５年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和５年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予

算

４ 甲第４号議案 令和５年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第８号議案 令和５年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

６ 甲第９号議案 令和５年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

７ 甲第10号議案 令和５年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

８ 甲第11号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

９ 甲第13号議案 令和５年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別

会計予算

10 甲第14号議案 令和５年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員

委 員 長 大 浜 一 郎

副委員長 大 城 憲 幸

委 員 新 垣 新 西 銘 啓史郎

島 袋 大 中 川 京 貴

上 里 善 清 山 内 末 子

玉 城 武 光 仲 村 未 央

次呂久 成 崇 赤 嶺 昇

説明した者の職・氏名

農 林 水 産 部 長 崎 原 盛 光

農 林 水 産 総 務 課 長 新 城 和 久

流通・加工推進課長 久保田 圭

営 農 支 援 課 長 能 登 拓

園 芸 振 興 課 長 久保田 一 史

糖 業 農 産 課 長 嘉 陽 稔

畜 産 課 長 金 城 靖

森 林 管 理 課 長 近 藤 博 夫

水 産 課 長 平安名 盛 正

漁 港 漁 場 課 長 仲 地 克 洋

商 工 労 働 部 長 松 永 享

産 業 政 策 課 長 比 嘉 淳

アジア経済戦略課長 前 原 秀 規

マーケティング戦略推進課長 本 永 哲

ものづくり振興課長 上 原 美也子

中 小 企 業 支 援 課 長 小 渡 悟

企 業 立 地 推 進 課 長 高宮城 邦 子

情 報 産 業 振 興 課 長 大 嶺 寛

雇 用 政 策 課 長 金 城 睦 也

労 働 政 策 課 長 安座間 孝 之

3ii4

○大浜一郎委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び商工労働

部長の出席を求めております。

令和５年度当初予算議案の総括的な説明等は、昨

日の予算特別委員会において終了しておりますので、

本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴取し、調

査いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算の調査について」

に係る甲第１号議案、甲第２号議案及び甲第８号議

案から甲第10号議案までの予算５件を一括して議題

といたします。

農林水産部長から農林水産部関係予算の概要の説

明を求めます。

崎原盛光農林水産部長。

○崎原盛光農林水産部長 おはようございます。

それでは、令和５年度の農林水産部関係予算の概

要につきまして、令和５年度当初予算説明資料農林

水産部に基づきまして、説明をさせていただきます。

経済労働委員会記録（第２号）



－153－

県全体の令和５年度一般会計歳出予算額における

部局別の歳出予算額です。

１ページです。

沖縄県全体の令和５年度一般会計歳出予算額は

8613億9500万円のうち、農林水産部所管分は573億

8220万3000円となっております。

前年度の農林水産部の予算額525億1671万2000円と

比較しますと、48億6549万1000円、率で9.3％の増と

なっております。

また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、県全体の令和５年度一般会計歳出予算額に占

める農林水産部の割合は6.7％となっております。

２ページをお願いいたします。

次に、一般会計歳入予算の概要について御説明い

たします。

令和５年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の一番下にある合計の金額になりま

すけども、418億8850万円となっておりまして、前年

度当初予算額377億6969万4000円と比較しますと、

41億1880万6000円、率で10.9％の増となっておりま

す。

それでは、その内容につきまして、款ごとに御説

明をいたします。

８の分担金及び負担金６億7775万8000円は、土地

改良法に基づく水利施設整備事業等に係る受益者の

分担金及び負担金等でございます。

その下の９の使用料及び手数料１億7341万6000円

は、農業大学校授業料及び家畜衛生関係の手数料等

でございます。

その下の10の国庫支出金301億3866万3000円は、災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興公共投資交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

等でございます。

その下の11の財産収入３億8073万9000円は、県営

林野の土地貸付料及び試験研究機関等で生産された

農林水産物の売払代金等でございます。

次に、２行下の13の繰入金6398万8000円は、農業

改良資金の貸付原資に係る国への元金返済に伴う一

般会計への繰入金及び森林環境譲与税基金に係る基

金繰入金等であります。

次に、２行下15の諸収入13億8623万6000円は、中

央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験研

究機関の受託試験研究費及び雑入等でございます。

その下の16の県債90億6670万円は、公共事業等及

び災害復旧に充当する県債であります。

以上が、農林水産部関係の一般会計歳入予算の概

要でございます。

３ページをお願いいたします。

次に、一般会計歳出予算の内容について、款ごと

に御説明をいたします。

６の農林水産業費は556億7099万6000円となってお

り、前年度予算額503億3430万5000円と比較しますと、

53億3669万1000円、率で10.6％の増となっておりま

す。

主な事業としては、農業大学校の移転整備により

学習環境の強化及び効率化を図る県立農業大学校移

転整備事業、農業用水源の開発、かんがい施設及び

排水等の整備等を行う水利施設整備事業（補助金事

業）、県産農林水産物を県外等向けに出荷する場合の

輸送費に対する補助を行う農林水産物条件不利性解

消事業、生産の拠点となる漁港施設の整備を行う水

産生産基盤整備事業等であります。

11の災害復旧費は17億1120万7000円となっており、

前年度予算額は21億8240万7000円と比較しますと

４億7120万円、率で21.6％の減となっております。

主な事業としましては、農地農業用施設災害復旧

費、漁港漁場災害復旧事業費及び団体営林道施設災

害復旧事業費等であります。

以上が一般会計歳入歳出予算の概要でございます。

４ページをお願いいたします。

次に、令和５年度農林水産部所管の特別会計歳入

歳出予算について御説明をいたします。

農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は4783万

3000円となっており、前年度予算額4621万7000円と

比較しますと161万6000円、率で3.5％の増となって

おります。

５ページをお願いいたします。

沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は

2722万8000円となっており、前年度予算額3126万

6000円と比較しますと403万8000円、率で12.9％の減

となっております。

６ページをお願いいたします。

中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は

３億9639万円となっており、前年度予算額４億8114万

8000円と比較しますと8475万8000円、率で17.6％の

減となっております。

７ページをお願いいたします。

林業・木材産業改善資金特別会計の歳入歳出予算

額は2408万3000円となっており、前年度予算額1580万

円と比較しますと828万3000円、率で52.4％の増と

なっております。

以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の
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予算の概要を御説明いたしました。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 農林水産部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月13日、当委員会の

質疑終了後に改めて総括質疑とする理由の説明を求

めることにいたします。

なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰に、どのような項目を聞

きたいのか、確認しますので、簡潔に説明するよう

お願いを申し上げます。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

特別委員会に報告することにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いように簡潔にお願いをいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページの番

号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料

の該当ページを表示し、質疑を行うようにお願いを

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いを申し上げます。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際には、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、農林水産部に係る甲第１号議案、甲第

２号議案及び甲第８号議案から甲第10号議案までに

対する質疑を行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 おはようございます。

それでは、質疑を行います。令和５年度当初予算

案説明資料の３－３の31ページ。まず、水産関係か

ら質疑を行います。

17番の水産生産基盤整備事業、15億8700万円余り

の予算、前年度と比較して２億円余り増えています

が、その内容を伺いたいと思います。

○仲地克洋漁港漁場課長 お答えします。

水産生産基盤整備事業とは、水産物の安定供給体

制を構築するため、漁港の防波堤や岸壁等を整備す

る事業です。令和５年度は、県管理の渡名喜漁港、

当添漁港、阿嘉漁港、名護漁港、泡瀬漁港で、市管

理の登野城漁港、牧港漁港の計７漁港で実施予定と

なっております。予算については、対前年度比121％

となっており、事業費が増となっている主な漁港は、

渡名喜漁港となっております。

○新垣新委員 ありがとうございます。

そこで、漁港の衛生管理等について、改めて再質

疑を行います。

これは事項別明細の令和５年度歳出予算事項別積

算内訳書303ページ、この中で、７番漁港海岸管理業

務委託料、８番漁港内放置艇処理委託料、９番泊漁

港放置艇処理委託料、これは関連しますので一括し

て質疑を行います。そこでこの７、８、９の対前年

度での実績を教えてください。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、漁港漁場課長から８番と９番の

設置艇の概要でよいかとの確認があり、新

垣委員から了承された。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

仲地克洋漁港漁場課長。

○仲地克洋漁港漁場課長 お答えします。

８番と９番につきましては、放置艇の処理に係る

委託費用となっております。放置艇につきましては、

令和４年10月に県及び市町村が取りまとめた放置艇

の実態調査において、県管理漁港27港で529隻、市町

村管理漁港60港で350隻、計879隻の放置艇を確認し

ております。前年度と比較すると、県管理漁港で17隻

の増、市町村管理漁港で22隻の減、全体では５隻の

減となっております。

放置艇につきましての手続としましては、県にお

いては、移転撤去を求める勧告書及び警告書の貼付

の行政指導を行い、撤去について粘り強く指導して

いるところであります。所有者が行政指導に応じな

い場合は、漁港漁場整備法第39条の２第１項の規定

に基づき、監督処分に当たる除却命令を行い、それ

でも移動撤去に応じず、漁港施設の利用及び維持管

理に著しく支障が生じる場合は、法律相談を活用し

ながら、法に基づき県が撤去を検討していくことと

なっております。
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次年度は、放置艇につきまして2000万円を計上し

て実施することとなっております。

○新垣新委員 本当に今、お話聞いてびっくりしま

して、沖縄県全体では879隻、沖縄県で529、市町村

で350という、この違法放置艇があるというのは、も

う本当にびっくりだなと思いました。

県としては、この違法を取り締まる手続をしっか

り行ってきましたが、改めて伺いたいんですけど、

これは港の海中の中にも、こうやって違法放置艇を

放置している等々が沖縄県、また市町村の漁港内、

どのくらいあるか伺いたいと思います。

○仲地克洋漁港漁場課長 お答えします。

海中のほうに沈没している放置艇につきましては、

現在、糸満漁港で１隻確認しております。その１隻

につきましては、次年度予算を確保しておりますの

で、次年度撤去する予定となっております。

○新垣新委員 ぜひこの海中におけるこの違法放置

艇も撤去を、今年度、けがのないように頑張ってい

ただきたいと思います。

改めて伺いますが、県としては手続とあるんです

が、この手続の段階、ランクというのがあると思い

ます。私は地元糸満ですので、糸満漁港のところを

聞きたいんですが、大体どのくらいのランクにいる

んですか。注意、警告、勧告とかいろいろあります

よね、その法律が平成31年にできて、それが今どの

ぐらいの段階にいますか。糸満漁港の約20隻近くあ

ると思います。それはどういう手続ですか。

○仲地克洋漁港漁場課長 先ほど少し説明させてい

ただきましたが、手続としましては、まず、県にお

いて勧告書、警告書等の貼付を行い、また、文書で

送付、または電話等で連絡、個人との面談等を行っ

ていきます。

そういった中で、それでもこの指導に応じられな

い場合は、漁港漁場整備法第39条の２第１項という

ことで、行政指導を行う。その指導というのが除却

命令を行うことになります。それでも、その除却命

令に応じない場合、県としては戒告という措置を取っ

て、その後、県において代執行という形で処分手続

を取る形に流れていきます。

○新垣新委員 最も大事なことは、行方不明。この

人がいないという問題等もあると思います。県内、

また市町村においても。その問題等はどう対処して

いけばいいのか伺いたいと思います。

○仲地克洋漁港漁場課長 放置艇の所有者不明、ま

たは死亡艇につきましては、特に死亡艇については、

行政書士等の外部委託も活用しながら調査を進めて

いるところです。所有者が分かり次第、文書等の送

付を行って、処分の手続指導を行っているところで

す。

○新垣新委員 手続等もぜひ徹底的に頑張って、き

れいなまちづくりを、漁港を頑張っていただきたい

ということを強く要望すると同時に、最後に提案し

たいんですけど、この県内の沖縄県の抱えている漁

港と市町村に、防犯カメラの義務づけを、条例等で

検討すべきではないかと私は強く思うんですね。こ

れ、夜でも見られる最新のいい防犯カメラが今出来

上がっています。そうすることによって、ごみも捨

てなくなる、そして違法放置艇がなくなっていく。

そういった義務づけ等も沖縄県として検討すべき

じゃないかと思うんですけど、改めて伺いたいと思

います。

○仲地克洋漁港漁場課長 漁港にはこういった放置

艇、またはごみの頻繁に投棄の多い場所については、

例えば泊漁港、石垣漁港について、カメラの設置を

している事例がございます。こういった場所につき

ましては、関係漁協等と調整をしながら、相談しな

がら、今後検討をしていきたいと思います。

○新垣新委員 実は私、糸満漁港関係なんですけど、

地域の関係者とボランティアで実はごみ拾いやって

います。ですから、そういったものをしっかり防犯

カメラがあれば、地域の方もまた違うところでボラ

ンティア活用できるんじゃないかなと思って、改め

て提案しました。ぜひこれを沖縄県全域に広げて、

きれいな漁港、きれいなまちづくりですね、参画し

ていただきたいと。

なぜ私がこうやって強く言うかというと、あの糸

満漁港の近くにホテルがあるんです。この違法放置

艇を見て、もうこのホテル泊まりたくないという、

アッパーの富裕層とか、観光客が逃げているんです

よ、糸満から。ですから、糸満市に税収が入る、沖

縄県に税収が入る――損しているということになっ

ているもんですから。あそこ本当にきれいに慶良間

が見えるんですね。非常にいいロケーション、眺め

なのにもったいないという形で、再三再四、この問

題、要望しているものですから、ぜひ頑張っていた

だきたいということを強く要望いたします。

それから、続きまして、県産ウニ復活プロジェク

ト事業、これ資料３－３の32ページ。これはどうい

う新規事業ですか。中身を伺いたいと思います。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

県産ウニ復活プロジェクト事業において対象とし

ていますのはシラヒゲウニでありまして、沖縄県栽
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培漁業センターにおいて完全養殖技術の開発と実用

化、量産化に向けた養殖試験の実施、この２つにつ

いて、ウニやシャコ貝等の貝類の種苗生産数を過去

５年間で平均35万尾、10％以上増加するような計画

として事業に取り組む予定となっております。

○新垣新委員 これはどこでやるんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

本部町にあります沖縄県栽培漁業センターとなっ

ております。

○新垣新委員 沖縄県の水産試験場との連携、産官

学の共同体でのスキルアップはどう考えていますか。

○平安名盛正水産課長 まずは沖縄県栽培漁業セン

ターにおいて、シラヒゲウニの場合、餌の問題がや

はりこれまでずっと続いておりましたので、この開

発に取り組みながら、また、病気とかが発生した場

合においては、海洋技術センター含め、研究の部分

で対応していく予定としております。

○新垣新委員 この新規事業は、捕る漁業から育て

る漁業、漁獲規制法が改正されたから、そうやって

変わってきたんですか。新規事業に変わってきたと

理解していいですか。

○平安名盛正水産課長 昔でありますと、古宇利島

辺りでも、ウニ丼とかということで、地元でのウニ

が普通に食べられたというような時代もありました。

そういう中で、やはりシラヒゲウニについては、漁

業者の間でもどうにか復活できないかという声があ

りまして、先ほど申し上げたとおり、餌の問題がや

はりネックとなっておりましたので、栽培漁業セン

ターにおいてその部分を解決できれば、今後、大き

な地域での産業になるのではないかと考えておりま

す。

○新垣新委員 ぜひこの大きな産業を目指して頑

張ってください。エールを送ります。

続きまして、サンゴ礁漁業におけるＳＤＧｓブラ

ンド化推進事業、ページ数33ページ。

これ水産課になりますが、対前年度比の実績等を

お聞かせください。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

前年度につきましては、事業総額としましては

1140万3000円の事業となっておりました。令和５年

度においては、2245万7000円ということで、市場の

調査等を含めて、委託料を増やしております。

その中で、取組といたしましては、これまで資源

管理が対象種であった、アカジンやマクブ等につい

てをターゲットにした取組ができるという想定で事

業としては考えているところです。

○新垣新委員 この事業も、大切な海の資源ですの

で、ぜひ引き続き頑張っていただきたいなと。同時

に、この白化現象の状況等が見えると思いますけど、

今、沖縄県の離島も含めた白化現象はどうなってい

ますか、伺います。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

水産課のほうでは、サンゴ礁の白化状況等の環境

に係る調査は行っておりませんが、環境省沖縄奄美

自然環境事務所が、令和４年９月下旬に行った西表

石垣国立公園の石西礁湖調査によると、平均白化率

は92.8％で、平成29年度以降のいずれの年よりも顕

著に進行していると報告がなされています。

○新垣新委員 ぜひサンゴの復元等を含めて、環境

部との連携も頑張っていただきたいということを強

く要望いたします。

続いて、沖合操業の安全確保支援事業、ページ数

10ページ。これも水産課になります。

今年は少し予算が増額になっています。対象者が

増えたのかということを聞きたいんですが、伺いま

す。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

沖合操業の安全確保支援事業につきましては、ま

ず、令和元年度に70台、令和２年度に41台、令和３年

度に44台、今年度については41台ということで、40台

前後の無線機の設置について支援しているところで

す。

○新垣新委員 支援しているのは本当ありがたい話

ですが、これは対象者というのはどのくらい県は増

やしていくのかということを伺いたいと思います。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

成果の目標といたしましては、事業期間内で200台

の長距離用無線機器を設置しまして、沖合操業に参

入及び参入可能な３トン以上の漁船の長距離用無線

機の設備率を、令和４年度で63％、令和７年度まで

で80％にすることを目指しているところです。

○新垣新委員 ぜひこの80％をもっと超えられる、

90％近く頑張っていただきたいということを強く要

望いたします。

続きまして、家畜伝染病予防事業費、ページ数

24ページですけど、今年度の取組をお聞かせくださ

い。

○金城靖畜産課長 お答えします。

まず、事業の説明から。家畜伝染病予防事業は、

家畜伝染病予防法に基づき、豚熱、高病原性鳥イン

フルエンザ等、家畜伝染病の発生予防及び蔓延防止

を図るため、農場モニタリング検査、防疫演習、防
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疫資材備蓄などを行う経費となっております。

昨年12月に県内初となる高病原性鳥インフルエン

ザの発生時には、当事業により備蓄した防疫資材を

活用することにより、円滑な防疫措置が実施されま

した。令和５年度も高病原性鳥インフルエンザ等家

畜伝染病の発生予防のため、引き続き消石灰配布に

よる農場消毒の徹底など、防疫対策の強化を図って

まいりたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひこの予防策ですね、防疫対策の

強化をさらにさらに強く警戒をお願い申し上げます。

続きまして、農林水産物条件不利性解消事業、ペー

ジ数30ページ。去年から改正されて、まだ県民、利

用者がなかなか戸惑いがあると。まだ不安が解消さ

れていない。県はその課題というのはどういうふう

に捉えていますか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

新たな不利性解消事業におけます生産者の不安と

いうことは、単価設定の考え方が前年度事業から変

更された結果、これまでと比べ、負担感が生じてい

ることにあるというふうに考えております。

新たな単価設定につきましては、国との協議にお

いて、横持ち経費は県外との差がないとされたため、

集配送料が除かれております。また、品目別に航空

輸送と船舶輸送の単価に輸送実態を反映した加重平

均として、１つの単価を設定しております。その結

果、横持ち経費に当たる集配送料を除いた分が、前

年度と比べ単価水準を下げる主な要因となっており

ます。

○新垣新委員 改めて南部の件を伺いたいんですけ

ど、これ30ページ読み上げます。

県外産地との競争条件の不利性の改善並びに北部

・離島地域における条件不利性の改善を図るための

取組。

じゃ、南部はどういうふうに取組されているんで

すか、伺います。

○久保田圭流通・加工推進課長 今年度の事業の実

施状況ということになるんですけれども、現在、本

事業の実施につきまして、生産者ですとか出荷団体、

市町村など、事業の関係者への丁寧な説明や、きめ

細かいサポートを通して円滑な実施が図られている

というふうに考えております。また、その実態の把

握ということで、補助事業者への戸別訪問を通じた

意見交換ですとか、また、11月８日には生産者及び

生産者団体、物流事業者等との意見交換会議、12月

23日には市町村調整会議を開催し、進捗状況に関す

る共有を図るとともに、よりよい事業となるよう課

題の把握に努めております。地域の実情等を踏まえ

まして、適切な運用に向け、提出書類の簡素化など、

次年度から運用の見直しを進めているところになっ

ております。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から質疑と答弁がかみ

合っていないので、課題のある南部での取

組について答弁するよう指摘があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

久保田圭流通・加工推進課長。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

まず、その南部の事業者につきましては、引き続

き輸送費の補助をしっかりやっていくといったとこ

ろと、あと、特に小規模な事業者につきましては、

やはり今年度もそういった声をいただいておりまし

たので、次年度から市町村長とかの推薦を元に一定

の規模の事業者につきましては、その経過措置を延

長するといったところを取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

○新垣新委員 市町村から上げてきたら県は対応し

ていきますよということで理解していいですね。

○久保田圭流通・加工推進課長 手続としてはその

ような形になっております。

○新垣新委員 了解いたしました。ぜひこれ頑張っ

ていただきたいなと。これ、まだまだ不安は払拭さ

れていませんということを強く申し上げます。

続きまして、沖縄型森林環境保全事業、ページ数

34ページ。これ松くい虫の問題です。今年度、力強

く頑張っていただきたいんですけど、いかがですか。

○近藤博夫森林管理課長 令和５年度につきまして

も、令和４年度と同程度の恐らく被害量が見込まれ

るところです。我々としましては、予算につきまし

ても当初予算から増額させていただいて――この増

額というのは、令和４年度の当初予算に加えて予算

流用といったものを含めた額を上回る形で予算計上

をしているということで、適切に、限られた時間の

中で労力と、それから予算の中で対応していきたい

というふうに考えております。

○新垣新委員 市町村との連携が一番大切だと思い

ますが、この進行率というのは、大まかでも他県と

沖縄の比較というのはある程度言えますか。松くい

虫に食われて、枯れた松になっちゃって――これの

沖縄県と他県との比較みたいなものがありますかっ

て聞いているんですよ。

○近藤博夫森林管理課長 今、手元にはその資料は

ないんですけれども、ただ、この松くい虫につきま
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しては、今、青森県まで広がっているということで、

もともとこれはアメリカから来た外来の線虫であり

ます。それで、特にクロマツ、アカマツ、そういっ

たものが存在している都道府県において、かなり激

害になっているということで、九州においてもまた

さらに被害が拡大しているという報告は受けており

ます。ただし、すみません、パーセンテージはちょっ

とそこまで分からないです。

○新垣新委員 もう本当に進行が東北まで上がって

きているということも知っていました。もう非常に

危機的な状況なものですから、環境部との強い連携

も、市町村との連携も図って、ぜひ予防策として、

その注射みたいな、薬みたいな形をぜひ頑張ってい

ただきたいということを強く申し上げます。

最後に、今年３月末で退職されます部長をはじめ、

職員一同の皆様、本当に長い間、沖縄県の発展のた

めに御尽力いただきまして本当にありがとうござい

ます。退職されても、また沖縄県発展のために、御

指導と御鞭撻を心からお願い申し上げまして、質疑

を終わりたいと思います。お疲れさまでした。

ありがとうございました。

○大浜一郎委員長 新垣委員の質疑は終わりました。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

最初に、令和５年度というのは新・沖縄21世紀ビ

ジョンの前期の中間年に当たるということで、令和

６年度までの前期の３年間で成し遂げる成果に対す

る中間年としての評価が入っていると私は理解した

いんですが。部長として、この令和５年度にかける

思いですね、令和３年度の数字、また、４年度のま

だ決算終わっていませんけど、令和３年、４年いろ

んな施策を展開したことを踏まえて、部長として令

和５年度何に、どのように取り組みたいのか、知事

の所信表明みたいなものと同じように部として何を

目指すのか教えてください。

○崎原盛光農林水産部長 では、お答えいたします。

まず、本県の農林水産業は、肥料や飼料等の生産

財価格の上昇、農林漁業従事者の減少・高齢化の進

行、相次ぐ気象災害による農林水産物被害の発生な

ど、多くの課題を抱えている状況になっています。

令和５年度のこの当初予算においては、県の重点

テーマである離島・過疎地域の持続可能な地域づく

りを推進するため、農林水産への基盤整備事業にお

いては、離島・北部地域を中心に重点的に予算を計

上しているということでございます。

また、ＳＤＧｓの推進に向けた新たな取組として、

みどりの食料システム戦略を展開していくための計

画の作成も進めるとともに、環境にやさしいグリー

ンな栽培体系の普及や環境保全型農業を推進のため

の事業など、５年度は重点的に強化していくという

ふうな考え方でございます。

○西銘啓史郎委員 やはりこういった部長のこの

５年度にかける思いをね、冒頭、できたら数字の前

にみんなに話してほしかったんですが、ぜひ今後と

もお願いします。

それと、昨日の予算特別委員会でちょっと聞きま

したけども、Ｃ経費、Ｄ経費の事業数ですね、令和

５年度――できたら５、４、３、２、元年でいいで

すかから、事業数と予算額があれば教えてください。

○新城和久農林水産総務課長 お答えします。

農林水産部の一般会計予算のうち、政策的経費の

Ｃ経費及び振興一括交付金のＤ１、Ｄ２経費の総事

業費と総事業数につきまして、令和元年度は210事業

で322億円、令和２年度は200事業で295億円、令和３年

度は196事業で261億円、令和４年度は198事業で245億

円、令和５年度は196事業で299億円でございます。

そのうち、ソフト交付金の事業につきまして、令

和元年度は47事業で120億円、令和２年度は38事業で

111億円、令和３年度は37事業で85億円、令和４年度

は30事業で77億円、令和５年度は31事業で81億円で

ございます。

続きまして、ハード交付金の令和元年度は26事業

で135億円、令和２年度は24事で119億円、令和３年

度は22事業で108億円、令和４年度は22事業で81億円、

令和５年度は22事業で95億円となっております。

○西銘啓史郎委員 なぜそれを聞くかというと、い

ろんな意味で、予算には人件費も入る、いろんなの

が入っているので、事業費という言い方が正しいか

どうか知りませんけど、農林水産部として行う政策

的な事業の中で、これがどう推移しているか知りた

かったので確認をさせてもらいました。

その中で、Ｃ、Ｄ足した経費で行くと、令和元年

度が210事業だったのが令和５年度は196事業、予算

の額にしたら322億円から299億円ということになっ

ていますね。

私が気になることが、もちろん昨日の話にもあり

ましたけど、農林水産部として財政とその予算を要

求する中で、一旦、当初要求を上げて交渉して、査

定で駄目になったとか、またはスクラップアンドビ

ルドで新規事業に入ったとか、そういうようなやり

取りがあると思うんですけど、我々議員はそこが見

えないんですよ。結果しか見えないので、この辺は
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何らかの形で我々も少し学びたいというか、この状

況は知っておいたほうがいいだろうと。今のＣ、Ｄ、

Ｄ１、Ｄ２というのは、なかなか予算にも出てきま

せんのであえてこういう聞き方をしました。

それで、部長に確認ですけども、先ほど言った新

・沖縄21世紀ビジョンの実施計画が去年の９月にで

きました。基本計画は４月にできました。その中で、

これを見ていると、農水に関連するのは恐らくビジョ

ンの３の７ですかね、亜熱帯気候を生かしたという

ところがあると思います。その中に、農林漁業産出

額、令和６年度の目標が1304億円とありますけども、

ちなみに令和５年度の、その目標の数字があれば教

えていただきたいんですが。

○崎原盛光農林水産部長 農林漁業の産出額につき

まして、計画の中で基準値から令和６年度、令和９年

度、令和13年度というふうに区切っております。令

和５年度というところまでは、ちょっと今、設定は

されないところです。

○西銘啓史郎委員 話ちょっと戻りますけど、令和

５年度の新規事業の数だけ教えてもらっていいです

か。これも令和元年からあれば。新規事業の数です

ね。

○新城和久農林水産総務課長 お答えします。

新規事業につきましては、当該事業が前年度予算

がゼロとなっているものを新規とした場合の数でご

ざいます。

令和元年度は31事業、金額は11億円でございます。

令和２年度は23事業で６億円、令和３年度は13事業

で３億円、令和４年度は35事業で21億円、令和５年

度は18事業で２億円となっております。

○西銘啓史郎委員 これも財政課がつくるその概算

要求を見ると、やはり新規事業というのはなかなか

芽出ししにくいのかなと私は受け止めをしているん

ですね。やはり財政からはもう基本的には令和２年

度のＣ経費を基に、スクラップアンドビルドをして

上げていきなさいと。要は、内部でちゃんとやりな

さいというふうに聞こえるので、そうすると、多分

このために、新規事業をやるために減った、中止せ

ざるを得なくなった事業もあるのかなというふうに

推察するんですが、そういうことは実際ありますか、

どうですか。

○崎原盛光農林水産部長 今、委員がおっしゃるよ

うに、予算上の制約もございますけども、予算上、

例えばハード事業等は継続のことになりますので、

例えばこの箇所で事業をして、新たな採択されたも

のにつきましては新規事業扱いされていないので、

我がほうとしては、これらも南部・那覇地区で事業

をやって終えた、次もされたもの、これらは事業上

は継続ということになっているんですが、別の箇所

になりますので、性質上は多分新規にもなり得るの

かなと思ってはいるんですが、これらはちょっと今、

含めていないからそういう数字なのかなと考えてお

ります。

○西銘啓史郎委員 先ほど確認しましたけども、Ｃ、

Ｄ経費、政策的経費で、令和５年度は196事業の299億

円とおっしゃいましたよね。それで、今回、新規事

業が18ってことは、約１割が新規になっているとい

うふうに理解してよろしいでしょうか。

○新城和久農林水産総務課長 お答えします。

事業数につきましては１割ぐらいになっておりま

す。

○西銘啓史郎委員 ちょっと私は、もう細かい事業

には入らないで、農水部の人員についてもちょっと

確認したいんですけども、県からもらった資料によ

ると、平成元年のときに、1400名ぐらい、たしか人

員がいたというふうに数字を見ました。この間、何

回かあって、大城憲幸委員もよく言いますけど、農

水部としてどんどん人が減っている、今年度も定数

が減っていますよね。ですから、この事業数とこの

人員の関係といいますか、もちろんイコールでない

にしても、やりたい事業ができなくなったり、１人

の負担が多くなっているということはないですか。

この辺は部長どうでしょう、人員との関係で。

○新城和久農林水産総務課長 お答えいたします。

今、委員からありましたように、農林水産部の定

数でいきますと、令和元年度は862人いましたが、令

和５年度につきましては841人と、21名の減となって

おります。率にして、マイナス2.4％程度となってお

りますが、これにつきまして、我々としましては、

職員定数については事業の終了等による、先ほども

部長からもありましたように、事務事業の見直し等

により削減したもので、直接的には事業執行には影

響はないものと考えております。

○西銘啓史郎委員 直接的になければよろしいんで

すけども、他部は事業数も増えて、予算も増えて、

人も増える。もちろんこれは予算と、この重点をど

のように置くか、知事の方針であったり、全体の方

針にはあると思いますけども、やはり農林水産業と

いうのはいろんな意味で、自給率を含めて、畜産含

め、漁業を含め、我々県民にとって大切な事業だと

思いますので、予算の確保、それから人材の確保、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。
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私からは以上です。

○大浜一郎委員長 西銘委員の質疑は終わりました。

続きまして、中川京貴委員。

○中川京貴委員 質問通告を結構出していましたけ

ども、新委員、西銘委員から質問がありましたので、

それに沿って質問をしたいと思っています。

さっきの新委員の放置艇の件なんですが、漁港内

の放置艇処理委託料なんですが、私、一般質問もし

ましたけど、西原町の放置艇については現状どうなっ

ていますか。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から西原町に漁港はなく、

土木建築部所管と思われるとの回答があっ

た。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 すみません、じゃ、43ページをお

願いします。

肉用牛改良基地育成事業がありますけども、これ

について少し説明お願いします。

○金城靖畜産課長 お答えします。

本事業は、肉用子牛の安定した生産維持により、

本県が全国有数の肉用子牛供給拠点として発展する

ことを目的として、産肉能力検定の実施による優良

種雄牛の造成、肉用子牛生産農家への優良種雄牛の

精液供給などを実施することで、農家の所得向上及

び沖縄ブランドの確立を図る事業となっております。

また、本事業では、優良種雄牛の候補となる牛の発

育能力等を評価する産肉能力検定を実施し、これま

で北福波など、全国トップクラスの優良種雄牛を造

成しております。近年はゲノム情報を活用し、これ

まで以上の速度で優良種雄牛の造成を行っておりま

す。現在、沖縄県畜産研究センターにおいては、家

畜人工授精に用いる精液の供給を目的に、17頭の優

良種雄牛を飼養しております。

以上です。

○中川京貴委員 これはほとんど雌牛だと思うんで

すけども、人工授精にもこの予算は使えるんですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

この事業は、人工授精用の種雄牛造成の目的となっ

ております。

○中川京貴委員 雄だけ。

○金城靖畜産課長 はい、そうです。

○中川京貴委員 じゃ、雌には該当しないってこと

だよね。

○金城靖畜産課長 雌に使う場合は、種雄牛造成の

ための借り腹牛とか、そういうのでは使っておりま

す。雌牛に直接の補塡とかはないです。

○中川京貴委員 ぜひ崎原部長は専門だと思います

が、今、種牛の説明がありましたけど、実際、内地

では民間でつくった平茂勝とか、人工授精でもナン

バーワンがありますので、こういったのにも使える

ような仕組みを取っていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

委員のおっしゃるように、全国トップクラスの種

雄牛をつくって、全国の和牛能力共進会等でも上位

に行けるような種雄牛造成を頑張っていきたいと思

います。

○中川京貴委員 そのページの６番、地域農林水産

物活用支援事業があって、これ６次産業化とありま

すけども、これはこの間新聞に載っていた石垣牛が

海外にという感じで６次産業使えるんですか。まず

説明をお願いします。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

地域農林水産物活用支援事業の概要ですけれども、

本事業につきましては、県産農林水産物を活用した

魅力ある加工品の開発に取り組む人材を育成するた

め、商品の改良ですとか、販路開拓等の総合的な支

援を実施しているということになっております。支

援対象者につきましては、今年度からは１次生産者

のみならず、生産者と連携した食品加工業や販売業

など、他産業の事業者も支援しておりまして、より

付加価値の高い商品開発や産業間の連携を目指して

おります。

ちょっと石垣の事例は分からないんですけど、た

だ、その精肉だけだと６次化という加工に入ってこ

ないのかなというところがありますので、何らかの

その加工が入ってくるという場合は、この事業の中

で対象になってくるというふうに思っております。

○中川京貴委員 了解しました。

豚の話をしたいんですが、今、豚は競りがないで

すよね、沖縄県で。恐らく繁殖とこの肥育とセット

になっていると思うんですけども、この豚熱の関係

で豚農家が――この間も代表質問、一般質問でもや

られていたと。今後、この豚の肥育については部長

どう考えていますか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

確かに豚ですね、豚熱とかいろいろ影響もありま

して、減ってはきておりますけれども、今年度の補

正予算で飼料を補助をすることにより回復状況にあ

ります。肥育豚は、農家さんが県外からとか海外か
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ら種豚を入れてやっておりますので、産出数も増え

てきておりますので、肥育は今後も伸びていくと考

えております。

○中川京貴委員 沖縄県に県の支援を入れた畜舎、

豚の養豚の整備された施設はありますか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

クラスター事業と食肉価格等安定事業で豚舎は整

備しております。

○中川京貴委員 やはり養豚と牛の違いは環境だと

思っているんですよ。養豚関係はもう地域の理解が

得られなくて、農家が自腹で豚舎を造ってやるとい

うことに今、限界があると思っております。やはり

大型な豚舎を造って、県民のその食をしっかり守っ

ていただきたい。これ要望を申し上げて終わります。

もう一つは、先ほど西銘啓史郎委員から質問があ

りました農林部の職員のことで、事業の終了に伴っ

て減になっているという説明がありましたけども、

私はぜひ部長にお願いしたいのは、やっぱり農林水

産部というのは大事なところで、専門職だと思って

います。高い知識を持って、専門家が残らないと、

全く人事で畑違いのところに行かせて、一からまた

教えるということではないと思っているんですよね。

過去にいろんな離島、現場を回ったときに、もう職

員が生き生きとしてしっかり仕事している現場を説

明も聞いて、理解もしました。だけど、新しい職員

が来て一から教えるとなると、また仕事が遅れると

思っているんですよ。この件について部長どう思い

ますか。

○崎原盛光農林水産部長 農林水産部としては、中

には我がほうは農業、畜産、水産、土木、いろんな

業種の方の専門職がおります。蓄積でもっていろん

な地域に入り込んでおりますので、人材育成、定数

確保につきましては最大限配慮して、今の定数等も

できるだけ確保するように頑張ってまいりたいなと。

我がほう、ちょっと頑張らないと、特に市町村段階

でも専門職の方が非常に少なくなっていって、いろ

んな影響があるかと思っていますので、連携するた

めにも専門職のところは十分確保していきたいなと、

そういう考えでございます。

以上です。

○中川京貴委員 ぜひ部長に、また新しい部長にな

る方もいると思いますが、お願いしたいのは、市町

村においては、やっぱり各部署を回るのもいいと思

います。しかし、県においては、専門職チームをつ

くってね、もう本当に好きな人たちをこの仕事でや

り遂げるんだと。もう50過ぎて、やがて60というと

きに異動させられて、畑違いの仕事をさせられたら

テンション下がりますよ、絶対に。そういった意味

で、やっぱり自分たちのチームは自分たちで守ると

いうことでお願いしたいなと思って、要望で終わり

ます。

以上です。

○大浜一郎委員長 中川委員の質疑は終わりました。

それでは、上里善清委員。

○上里善清委員 では、よろしくお願いします。

５年度の一般会計の総額が573億円ということで、

これは予算的には過去最高になるんでしょうか。

○新城和久農林水産総務課長 令和５年度予算につ

きましては、過去最高額ではございません。

○上里善清委員 一括交付金がずっと減らされてい

て、皆さんも事業をするのに大変苦労しているとは

思いますが、資料の13ページですけど、成長産業の

土台となる農林水産業の基盤整備が254億円というこ

とで、かなりの部分はここで事業をするということ

になるんですがね、令和５年度で一括交付金でハー

ドとソフトの分類で幾らと幾らなのか。ハード事業

は幾らで、ソフト事業は幾らなのかちょっとお聞か

せください。

○新城和久農林水産総務課長 お答えします。

まず、ソフト交付金からいきますと、31事業で81億

2700万円、約14.2％となっております。それから、

ハード交付金ですが、22事業で95億8000万円となっ

ております。

○上里善清委員 ということは、この254億円の中の

一括交付金でやるのが95億円という形になるわけで

すか。

○新城和久農林水産総務課長 そのとおりでござい

ます。残りは内閣府の一括計上予算とか、補助金事

業とかいうのがありますが、そういうのになってき

ます。

○上里善清委員 分かりました。

じゃ、個別にちょっとお聞きします。

おきなわブランドの確立と生産供給体制の中の、サ

ンゴ礁漁業におけるＳＤＧｓブランド化推進事業で

す。やっぱり海洋資源ですので、永続的にこの事業

を進めていかないと漁業も衰退するという事態にな

りかねないですので、これ大変重要な事業だと思い

ますが、ちょっと分からないところがありまして、

漁獲サイズ制限等というのがありますよね。これは

どのようにして確認をするんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

この漁獲のサイズを測るということにつきまして
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は、水産海洋技術センターが、毎朝の競りの前に市

場回りをしていまして、その中で体長をそれぞれ測

りながら、あとは水揚げの量等については、各漁協

の市場からの情報が水産海洋技術センターにデータ

として集まるような仕組みとなっております。

○上里善清委員 分かりました。

それは漁師の方がきちんとやっぱり守ってもらわ

ないとですね――釣ったときに自分らで目視して、

これ以下であるということであれば、これは漁業の

皆さんはリリースするんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

市場のほうではそれは競りにかけようとしても受

け取りませんので、基本、漁業者の方々は再放流し

ていると思っております。

○上里善清委員 分かりました。

ちょっと時間ありませんので飛ばしましょうね。

あと、３の多様なニーズに対応するフードバリュー

チェーンの強化という中で、中央卸売市場の整備。

これはもう私たちもちょっと視察してきたんですが、

喫緊の課題だと思うんですよ。これは大城委員から

もよくお話あったんですけどね。もうそろそろ、こ

れ計画を策定する段階だと私は思うんですが、その

辺どうでしょうか、県の考え方。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

中央卸売市場の再整備に向けた手順といたしまし

ては、施設の規模ですとか機能、整備手法などの整

備内容について整理し、市場関係者等と合意形成を

図り、その上で民間資金活用を含めた財源確保の検

討を経て整備の実施に進むものと考えております。

現在、整備内容の検討を行っているところであり

まして、中央卸売市場には多数・多様な事業者が入

居していること、取扱量の増加に向けた市場活性化

の方向性も併せて検討をする必要があることなどか

ら、丁寧に合意形成を進めていきたいというふうに

考えております。

○上里善清委員 これは時間があまりないと思うん

ですよね。やっぱり根本的にやらないといけない事

業ですので、どうやるかという計画を立てて、もう

前に進めていくしかないと思うんですよ、これは。

あと、この分蜜糖のほうでも、ゆがふ製糖のこと

を聞きたいんですけど、ゆがふ製糖もちょっと視察

したら、これはもう限界の状況だと思うんですよ。

土地も一応確保をされていることだしね、もうそろ

そろこの辺もいろんな事業を絡めて――ゆがふ製糖

の計画見たら、いろんな事業が絡めてできそうなあ

れもあるんですよ。この辺どうですか。

○嘉陽稔糖業農産課長 ゆがふ製糖の建て替えにつ

いて御説明いたします。

老朽化が著しいゆがふ製糖工場につきましては、

沖縄本島地域のサトウキビ生産振興や製糖工場の安

定操業が重要であることから、老朽化対策の緊急性

は高いと認識しております。一方、工場整備につい

ては、建設費用や費用負担及び事業実施主体などの

課題があると考えております。

このため、県では、国や市町村、製糖事業者等を

参集して、沖縄県分蜜糖製糖工場安定操業対策検討

会議を開催し、工場整備における課題解決に向けた

検討を行っているところであります。

県としましては、引き続き関係機関と連携を密に

し、工場整備に係る具体的な方策について検討を進

めてまいります。

○上里善清委員 私、これも検討段階ではないんじゃ

ないかと。もう即、何か行動をしないとですね、も

う壊れてしまってからではこれ遅いですよ。ひとつ

強力に推進していただきたいと思います。

以上です。

○大浜一郎委員長 上里委員の質疑は終わりました。

それでは、山内末子委員。

○山内末子委員 お願いいたします。

具体的な審議の前に、ウクライナの侵攻の中で、

例えば飼料や肥料やいろんな沖縄県の農作物にも影

響が出てきておりますし、食料の自給ということが

すごい大きな課題にもなっていると思っています。

世界でも気候変動があったり、いろんな環境の変化

によって、やはり沖縄県のように、日本のように、

食料を輸入に頼っているところからすると、特にも

う沖縄のほうでもこの食料の自給率をアップしてい

くという意味では、農水産業の皆さんのお仕事が本

当に大きな重要性を持っていくかなというふうに

思っております。

その中で、今回のこの予算にどのような形で、そ

の食料の自給率をアップしていくために――そう

いったことをこれからずっと計画を立てていかなけ

ればならないかとは思っておりますが、具体的にそ

ういうことを目標としながら、予算の組替えであっ

たり、予算をしっかりとつくっていくということが

とても重要かなと思いますけど、その辺について部

長、その姿勢というんですか、方向性について、ま

ずはお聞かせください。

○崎原盛光農林水産部長 委員から御意見のありま

したとおり、農林水産業は県民生活に必要不可欠な

食料を生産・供給するという重要な使命を帯びてお
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ります。この食料自給率を高めるために、本県にお

いては、生産供給体制の強化というのが非常に大切

ですので、そのためには土台となる基盤整備、それ

をつくっていただく農林漁業者の育成、それから必

要な技術等を高めることによって生産力をアップす

ると。これがひいては県の食料自給率の向上につな

がるというふうに考えております。

○山内末子委員 ちなみに、今の沖縄県の食料自給

率、これ出してありますか。どれぐらいですか。

○新城和久農林水産総務課長 お答えいたします。

概算値ベースでございますが、令和２年度のカロ

リーベースが32％、生産額ベースが64％でございま

す。

○山内末子委員 この数字を見ますと、やはり厳し

い状況だとは思いますので、今、部長がおっしゃっ

ていたように、それを踏まえた形でいろんな事業を

しっかりとやっていくという、その姿勢を伺えまし

た。

それでは、そういった観点からも具体的にお聞き

いたしますけれど、ポンチのほうから見ると、地産

地消マルチブランド戦略事業がございます。これ拡

大になっておりますけれど、これまでの実績、そし

て今年度どういう効果を狙っての予算なのかという

ことをお聞かせください。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

この事業につきまして、幾つかが細事業で構成さ

れてはいるんですけれども、事業の主なものとしま

しては、学校給食ですとか、県内のホテルに向けて、

県産食材の利用率の調査と、利用促進に向けたマッ

チング、また、沖縄県産の食材を積極的に活用する

店を沖縄食材の店として登録する事業ですとか、あ

と、イベントの開催といったものをやっております。

今年度の主な成果といったところにつきましては、

県内のホテルとのマッチングを強化した結果、１施

設ではあるんですけども、県内のホテルの中で、そ

の県産食材を活用したフェアの実施にこぎ着けたり

ですとか、あとは沖縄食材の店につきましては積極

的な掘り起こしをした結果、例年の大体２倍になる

んですけど、今年度新たに88店舗の登録にこぎ着け

ておりまして、累計で402店舗まで拡大していると

いったところとなっております。

また、イベントの開催といったところにつきまし

ては、今年度４年ぶりのリアル開催になりますおき

なわ花と食のフェスティバルを１月に開催しまして、

約９万5000人の方が来場をしていただいたといった

ところになっております。

令和５年度に拡充するといったところにつきまし

ては、やはり観光産業との連携を強化していくこと

によって、稼ぐ力ですとか、あとまた、域内循環の

向上に努めていきたいというふうに考えておりまし

て、次年度はその県内のホテルとのマッチングの強

化といったところに予算をちょっと増額をして取り

組んでいきたいというふうに考えております。

以上です。

○山内末子委員 産地拠点ブランドってありますよ

ね。産地で指定をしているお野菜とか、そういう地

域の拠点品目をさらに拡大をして、さらに学校給食

であったり、そういったところへの取組を、ぜひしっ

かりとやっていただきたいんですけど、学校との取

組、そのコラボについて今年度、もう少し強化をす

るべきではないかと思いますけど、その辺について

はどうでしょうか。

○久保田圭流通・加工推進課長 学校給食につきま

して、やはり利用状況の調査ですとか、また、マッ

チングのほうを栄養教諭に対して、県産食材の産地

のほうの実態を知っていただいて、どういった使い

方をするかといったところの取組は進めてはいるん

ですけども、どうしても給食費の上限といったとこ

ろがありまして、なかなかその安定供給といったと

ころに課題が残っているといった状況になっており

ます。

○山内末子委員 食材を大変多く使う学校給食でご

ざいますので、そこら辺の県産品のブランド化とい

うことも含めて、しっかりと取組を強化していけば、

地元の食材を使っている、地元の食材を食べている

という食育にも発展していくと思いますので、その

辺の検討をぜひもう少し頑張っていただきたいと思

います。

続きまして、就農準備資金、経営開始資金という

ことについて、これの実績、その効果、この点につ

いてお願いいたします。

○能登拓営農支援課長 新規畑人資金支援事業につ

きましては、就農前の研修期間ですとか、経営が不

安定になります就農直後の所得を確保するための資

金を給付する事業となっておりまして、令和４年度

から実施をしているところでございます。

令和４年度の実績見込みとしましては、就農準備

資金、経営のための資金を21名、経営開始資金を

94名、合計で115名を対象に資金を交付することを見

込んでいるところでございます。

○山内末子委員 先ほど言ったように、やっぱり食

料をもっともっとアップをしていくには、農業をもっ
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ともっと振興していくために、それにはどうしても

人が必要だということでのそういった対策かなとい

うふうには思いますけれど、経営開始資金とか、そ

ういうふうにしてしっかりと支援をしても、やっぱ

り農地の確保ができなければその経営ができないわ

けですから、そういったところの連携ですか。研修

をしながらその後経営していくにはどうしても農地

を探さないといけない。そういうところの市町村と

の連携であったり、遊休地を確保したりとかという、

その辺の連携についてはこの事業の中ではどのよう

に進めていくのでしょうか。

○能登拓営農支援課長 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、新規就農――外部から来ら

れて新規で就農をされるといった場合ですね、農地

の確保は非常に重要になってまいります。そういう

こともありますので、農地中間管理機構でもありま

す農業振興公社のほうに、就農アドバイザーを我々

のほうで設置をしまして、この方に就農を希望して

いる方と実際の市町村のほうとのつなぎ役になって

いただいて、できるだけ円滑に農地の確保ができる

ように支援をさせていただいているところでござい

ます。

○山内末子委員 コロナということで、転職を希望

したり、改めて農業に復活をしていくとかね、そう

いう人々が多々出てきているというふうに聞いてお

りますので、ぜひそういった観点からも、こういっ

た皆さんたちへの呼びかけであったり、広報体制も

しっかりとやりながら事業の成功をお願いをしたい

と思います。

最後に、沖縄型耐候性園芸施設整備事業。それに

ついても、これまでの事業の効果と、そして今年度

の予定についてお聞かせください。

○久保田一史園芸振興課長 少し事業の概要のほう

から説明させていただきます。

県では、自然災害や気候変動に左右されず、定時、

定量、定品質の出荷に対応できる園芸産地を形成す

るため、一括交付金を活用した沖縄型耐候性園芸施

設整備事業により強化型パイプハウスや平張施設の

整備を実施しております。補助率につきましては10分

の８以内、事業実施主体のほうが市町村、農協、農

業者が組織する団体等となっております。

実績のほうでございますけれども、平成24年度か

ら前身事業も含めまして、令和３年度までの10年間

で約180.5ヘクタールの施設整備を行っておりまし

て、受益農家延べ1284戸への事業支援を行っている

ところであります。また、令和４年度の状況ですけ

れども、施設整備につきましては９地区、約4.3ヘク

タールで受益農家34戸の実績の見通しとなっている

ところでございます。

○山内末子委員 この事業自体が、台風やそういっ

た環境の整備であったり、強化になるというふうに

聞いていますけど、品目ですね――どういった農産

物になるのか、花卉とか、そういったものの品目に

ついてもお聞かせください。

○久保田一史園芸振興課長 事業の採択要件という

ことで園芸戦略品目39品目ということで品目が限ら

れております。

ただ、この事業を活用することによって、例えば

糸満市のキュウリであったり、豊見城のトマト、う

るま市のマンゴーなどは、もちろん農家の御努力も

ありますけれども、生産基盤のほうが強化されて県

の拠点産地として認定されているところでございま

す。

○大浜一郎委員長 山内委員の質疑は終わりました。

それでは、玉城武光委員。

○玉城武光委員 じゃ、よろしくお願いします。

当初予算の資料３－３から質疑します。質疑の前

に、ちょっとお聞きしたいのは、農林水産物の生産

高、生産額の直近の現状と食料自給率――先ほども

話がありましたけど、推移をちょっとお聞かせくだ

さい。

○新城和久農林水産総務課長 お答えします。

本県の農林水産業の生産額は、近年、農業生産額

は1000億円前後、林業産出額は15億円前後、漁業産

出額は200億円前後で推移しているところでありま

す。なお、直近の公表値で行きますと、農業産出額

が令和３年値になりますが922億円、林業は令和２年

値になりますが15億円、漁業産出額も同じく令和２年

値になりますが184億円となっております。

それから、食料自給率につきましては、令和２年

度の概算値になりますが、カロリーベースが32％、

生産額ベースが64％となっております。

○玉城武光委員 じゃ、質疑に入ります。

資料３－３から30ページ。農林水産物条件不利性

解消事業についての、先ほども質疑ありましたけど、

これ前年度より減額予算になっているんですが、そ

の理由をお伺いします。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

令和５年度の農林水産物条件不利性解消事業につ

いては、令和４年度に引き続き、県産農林水産物の

県外出荷に対する輸送費の補助、また、北部・離島

市町村が実施する地域特産物の県内外への出荷コス
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ト支援の補助、民間事業者が連携して実施する幹線

コールドチェーン体制の構築に向けた補助、離島市

町村が実施する地域特産物の最適な流通構築に向け

た補助という４つの細事業で構成しております。

令和５年度の予算額が、対前年度比で減額となっ

た主な理由につきましては、令和４年度の補助対象

者等との意見交換などを踏まえまして、幹線コール

ドチェーン体制の構築に向けた補助対象件数を見直

したことによるものになります。輸送費の補助につ

きましては、県内外への出荷量の増加を見込んだ所

要額を増額し計上したところであります。

以上です。

○玉城武光委員 今の説明の中に、補助対象が減っ

たというお話なんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 すみません、ちょっ

と先ほど御説明した中で、４つ細事業があるんです

けども、そのうちの３つ目ですね。その民間事業者

が連携して、幹線コールドチェーンといいまして、

沖縄から本土の大出荷地に向かって共同出荷するよ

うな取組を支援するモデル事業があるんですけれど

も、その事業者の件数を見直したといったところに

なっております。

○玉城武光委員 分かりました。

それからですね、先ほども説明があった北部と離

島地域の条件不利性の改善というのがあるんだけど、

これどういう改善をしたんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 本事業で解消に取

り組みます条件不利性といったものにつきましては、

首都圏などの大消費地に向けた出荷コストについて、

他県産地と比べたときに、離島県という特殊性から

地理的不利性に伴う輸送コストの差額にあるという

ふうに考えております。そのため、県産農林水産物

の県外出荷に対しまして、国との協議等により、集

配送料を除いた鹿児島県との輸送コストの差額を補

助するものとなっております。すなわち、鹿児島県

との地理的な条件不利性の解消を図るものというふ

うになっております。

また、北部・離島地域の条件不利性の改善としま

しては、今年度より離島市町村から沖縄本島向けの

出荷に係る輸送費の補助を行っているところになっ

ております。

以上であります。

○玉城武光委員 じゃ、この条件不利性の改善が進

んでいるということなんですね。

○久保田圭流通・加工推進課長 はい、そのように

理解しております。

○玉城武光委員 じゃ、次、33ページ。

サンゴ礁漁業におけるＳＤＧｓブランド化推進事

業について、先ほどの説明で委託料が増えたという

話なんですが、この事業の予算が増えたというのは、

この委託料の増加ということですか。

○平安名盛正水産課長 はい、そのとおりでありま

す。

○玉城武光委員 もう一点聞きます。

この資源管理施策の推進の高付加価値化と、それ

から認証取得支援というのがあるんですが、ちょっ

とこれ説明をお願いします。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

サンゴ礁漁業におけるＳＤＧｓブランド化推進事

業におきましては、取得する認証としては、マリン

・エコラベルというものがありまして、ほかにも地

域独自のブランド認証を想定しております。マリン

・エコラベルにつきましては、マリン・エコラベル

・ジャパン協議会が認証する制度でありまして、国

際的な基準適合や取得及び維持費用が必要となって

きます。そのため、基準を満たすための情報の整理

やコンサルティングによって支援を実施するような

予定となっております。

○玉城武光委員 高付加価値化を図るというのは、

どんな高付加価値を図るんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

地域の独自ブランド認証では、サンゴ礁のカラフ

ルな漁獲物といった既存の付加価値に加えまして、

資源を守るということでの取組がなされた水産物と

いうことでの新たな付加価値として、ブランドの構

築を検討しているところであります。

○玉城武光委員 マリン・エコラベルというこの認

証制度はどういう中身なんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

マリン・エコラベルにつきましては、発足自体は

2007年で、2016年に協議会が設立されております。

このマリン・エコラベルの認証の中で、漁業の認定、

養殖の認定、流通加工段階での認定という３つの認

定の枠がありまして、その中で、どの認定の内容で

認証を受けるかというようなことで、漁協なり組織

が選択していくという形での認証制度となっており

ます。

○玉城武光委員 この認証を受けたら高付加価値化

になるんですか。どういうふうにつながるんですか。

○平安名盛正水産課長 世界的な基準の中にありま

す、ＭＳＣというのがあるんですけど、これもマリ

ン・エコラベルと同じような認証制度なんですが、
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それに認証を受けた場合、イオンとか、そういう量

販店とかでの販売するコーナーも設けられておりま

して、認証を受けて資源管理にちゃんと取り組んで

いますよということで――認証を取ることのメリッ

トなんですが、スーパーとかでもそれを売るという

ことで、その業界というか会社自体の評価も高くな

るということでのメリットはあります。

○玉城武光委員 そういうことをぜひ進めてくださ

い。今、聞かないと分からなかった。

次、42ページ。これ新規になっているんですが、

沖縄型みどりの食料システム戦略構築事業なんです

が、この新規事業化した意図は何ですか。

○新城和久農林水産総務課長 お答えいたします。

県では、国のみどりの食料システム戦略に基づき

まして、耕畜連携による土づくりや土壌診断に基づ

く適正施肥の実施、総合防除の推進やスマート技術

等の導入など、本県の地域特性を踏まえた化学肥料、

化学農薬の低減に関する基本計画の策定を進めてい

るところであります。

本事業では、同基本計画の基軸となります耕畜連

携について、堆肥の製造や活用に関する畜産と営農

の需給マッチング上の課題やニーズの把握、また、

推進体制の在り方などを整理し、着実な推進につな

げていくことを目的としております。

○玉城武光委員 この具体的な実行計画というのは、

これから策定するということですか。

○新城和久農林水産総務課長 実行計画につきまし

ては、令和５年度に策定する予定でございます。

○玉城武光委員 これ新しく、沖縄県特有の気象条

件とか地域特性を踏まえたということは、非常にい

いことだと思いますから、ぜひ頑張っていただきた

いと。

以上です。

○大浜一郎委員長 玉城委員の質疑は終わりました。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 では、165ページの畜産経営環境保

全対策事業費の中の資源循環型畜産確立指導事業、

それからバイオマス地産地消対策事業予算がありま

すけれども、この概要についてお尋ねいたします。

○金城靖畜産課長 お答えします。

本事業は、今、八重瀬町で行っているバイオマス

の施設があるんですけれども、そちらで排出された

液肥を子牛農家にどのように還元できるかという調

査事業を今年度に組んでおります。

○仲村未央委員 八重瀬町の施設については、この

委員会においても視察をさせていただいたんですけ

れども、その他の事業者――八重瀬町以外の新規の

取組などはその後ありますか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

何地区かからはそういう相談とかはあるんですけ

れども、やっぱりイニシャルコストがかかりますの

で、どの補助事業を使おうかとか、また、農林水産

業事業で行うと売電ができないとか、そういう仕組

みがありますので、その辺を検討した上で進めてい

かないといけないということで調整しております。

○仲村未央委員 畜産農家の皆さんにとっては、こ

の排せつ物の処理も含め、あるいはその再生利用等

々ですね、目下の大きな課題ですし、緊急性が高い

と思うんですけども、なかなかこれが広がらないと

いうことのネックになっていることとか、この部分

がもう少し――今、言うような事業のモデルなのか、

あるいは事業主体の要件に関わることなのかですね、

そこの課題はどういうことがあるんですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

畜産排せつ物については、やはり各農家から出て、

各農家でまずは処理するということで進めておりま

すけれども、その辺が農家の労働力が不足している

とかありますので、それを集約化して地域でやった

りとか、そういう方向がないかという、今、いろい

ろ検討しているところです。また、できた堆肥を散

布するのにはペレット化が望ましいとか、そういう

ものも出てきておりますので、堆肥センター協議会

とかで、このペレット化に向けて子牛農家が散布し

やすいようにするにはどのようにしたほうがいいか

とか、今、検討をしている最中でございます。

○仲村未央委員 この検討の緊急性とか、あと、事

業費のそもそも足りているのかとか、非常に取組の

必要性はもう高まっているというふうに思うんです

けど、そこら辺どうなんでしょうか。この商工との

連携も必要なのか、そこら辺の取組というのはどの

ぐらい今、皆さん、力を入れているのかなというと

ころが、ちょっとよく見えないものですから。

○金城靖畜産課長 お答えします。

代表質問等でも答弁しておりますけれども、基本

的には、施設自体はもう整備されておりますので、

それが老朽化とか、また、管理不十分とかいうのが

ありまして、補修とかそういうのが必要かなという

のも出てきております。先ほども答弁したとおり、

もしかしたら地域的にまとめたほうがいいのかとか、

そういう条件も出てきておりますので、その辺は協

議会とかそういうので、どうするべきかを今、進め

ているところです。
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○仲村未央委員 ぜひそこは集中して取り組んでい

ただければなと思っていることなので、ぜひよろし

くお願いします。

では、302ページの漁港漁場管理事業費の中でお尋

ねいたします。

泡瀬漁業組合のほうから、泡瀬の漁港内において

県有地を活用したいと。それは海の駅的な――漁業

の活性化、それからにぎわいづくりとか含めて活用

していきたいということで、事業計画を持っている

ようなんですけれども、その辺り本会議でもお尋ね

をした経過がありますが、その後、組合のほうと調

整された内容等ですね、進捗がありましたら報告を

お願いいたします。

○仲地克洋漁港漁場課長 お答えします。

県は、泡瀬漁港複合施設の整備について、昨年９月

末に沖縄市及び沖縄市漁協に他地区の同様な取組の

事例紹介を行っております。また、市は県外の先進

地視察を行う費用を次年度予算に計上しているとい

うふうに伺っております。今後、市と漁協が相互に

調整を行い、事業主体や当該施設の規模等を決定す

ることとなっております。

県としましては、こういった調整を踏まえた上で、

お互い内容について調整していきたいと考えており

ます。

○仲村未央委員 事業主体等が決まってくれば、県

有地の活用については比較的融通が利くというか、

そこは大いに検討に値するというふうに理解してよ

ろしいですか。

○仲地克洋漁港漁場課長 泡瀬漁港におきましては、

今、パヤオ食堂等とありまして、その代替というふ

うに考えております。現在も観光客も訪れて利用さ

れているところがありますので、今後こういった取

組がどのように反映されていくかも踏まえながら、

調整していきたいと考えております。

○仲村未央委員 ぜひ引き続きの後押しですね、調

整も含めて御協力をいただきたいと思いますので、

応援よろしくお願いいたします。

以上です。

○大浜一郎委員長 仲村委員の質疑は終わりました。

休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時20分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 資料の当初予算の部局別資料

３－４の11ページです。

さとうきび生産総合対策事業について伺いたいと

思います。まず、沖縄のサトウキビ産業の今ある課

題について伺いたいと思います。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

サトウキビをめぐる課題としましては、やはり小

さな離島がメインで生産しているというところがあ

りまして、地域の農家の収入源、または産業を支え

ているという形になっております。

その中で、やっぱり生産農家の高齢化、それに伴

いまして、この機械化一貫体系を進めていかないと

いけないということが課題だと考えております。

また、それと、地域にあります製糖工場の老朽化

対策、その辺も農家さんが出荷する工場の持続的な

維持を図るためには、早急に行わなければならない

と考えております。

○次呂久成崇委員 この事業で、ハーベスタ等の高

性能農業機械の導入支援等というふうにあるんです

けれども、こちらの事業の概要等について、ちょっ

と確認させてください。実績も含めてですね。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

本事業で導入できる農業機械は、ハーベスタ以外

に、株出し管理機械、植付機、乗用トラクター、防

除機械、堆肥散布等、サトウキビ栽培に利用される

14種類の機械が導入可能となっております。

○次呂久成崇委員 先ほど、課題のほうでもおっ

しゃっていたんですけど、サトウキビというのは、

結構天候にも左右されて、また、原料作物ですので、

どうしても工場の老朽化とかも今、かなり大きな問

題になってはいるんですけれども、特にこの高齢化

の問題ですね――これまで従来の鎌、おのの収穫か

ら、この機械化されてきたんですけども、このハー

ベスタの利用料がやはり各地域によってかなり格差

があるというふうに聞いているんですけども、その

現状についてちょっと教えてください。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

ハーベスタの利用料金につきましては、現状、地

域によって差があることは我々も把握しているとこ

ろです。また、料金設定につきましては、地域の実

情に合わせて、その地域で設定されているものと認

識しているところです。県としましては、ハーベス

タ等機械導入経費を助成し、各種補助事業を実施す

ることで利用者の負担軽減等を図っているところで

あります。

○次呂久成崇委員 どうしても、やっぱりこの利用

料の差というのが地域によっては最大2000円ぐらい
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あるというふうに私は聞いたんですけども、それで

各自治体のほうが支援をして、やはり農家さんの負

担金を減らすというふうなことなんですけれども、

これは一律で、例えば沖縄県内一律でというのは、

やはりちょっと難しい話なんでしょうか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

やはりハーベスタを導入するときには、4000万円

とかそれぐらいの費用がかかります。それに対して、

国、県で補助して、やはり20％は自己負担という形

になりますので、そのかかった費用等も含めて、こ

のハーベスタの利用料金に加味されているというふ

うに認識しているところです。

また、地域によっては、栽培面積が小さいところ

などもあって、このハーベスタで刈る面積もまた異

なるというふうに考えておりますので、そういった

ことで、地域でこのハーベスタ法人を運営する上で

の必要料金というふうに認識しておりますので、県

としてはやはり一律に基準を設けるというのは難し

いというふうに認識しております。

○次呂久成崇委員 分かりました。

次に、同じページなんですけれども、この特殊病

害虫特別防除事業について、概要と今現在――ここ

一、二年で、根絶されたこのウリミバエ等が石垣の

ほうでもかなりまた発見されるというようなことも

ありますので、この事業概要と現状等について伺い

たいと思います。

○能登拓営農支援課長 お答えいたします。

まず、特殊病害虫特別防除事業の概要でございま

すが、本事業では、植物防疫法で移動が規制をされ

ております特殊病害虫などの根絶と侵入防止に取り

組むものでございます。このうち、特にミバエ類に

ついては根絶を達成はしているものの、隣接する諸

外国から再侵入の危険性が高いことから、侵入警戒

調査と侵入防止・防除を実施をしてございます。

今、御質問にありました、特に八重山地域でのミ

バエの発生状況と対策の状況ですけれど、ミバエ類

のうち、特にミカンコミバエにつきましては、昭和

61年の根絶以降も海外からの再侵入が継続をしてお

りまして、令和３年度につきましては、県内各地で

過去最多の誘殺が確認をされたところでございます。

特に石垣市においては、令和３年６月以降、誘殺が

継続したほか、市街地においても寄生果実が多数確

認をされた状況がございます。そのようなことから、

県では、国や石垣市、それから農業団体などと連携

をしまして、徹底した防除作業を継続して実施をし

たことで、令和４年９月に防除作業が完了をしたと

ころでございます。

○次呂久成崇委員 コロナ禍からこのリーディング

産業である観光も少し回復の兆しが見えているんで

すけども、それで、石垣のほうにもクルーズ船が３年

ぶりに来ました。いろんな外国、インバウンドも入っ

てくるということを考えたときに、この特殊病害虫

と、あと、やっぱりこの家畜伝染病の対策というの

が、かなり重要になってくるのかなというふうに思っ

ています。

これまでやっぱり３年間、コロナ禍でどうしても

集まる機会もなかったというところで、この対策、

体制というのが結構空白状態にあったかと思うんで

すよ。それで、改めて、この体制強化等について、

どのように考えているかというのをちょっと伺いた

いと思います。

○能登拓営農支援課長 まず、特殊病害虫の部分に

ついて申し上げます。委員から御指摘のあったとお

り、クルーズ船の再開に伴って、ミバエ類の再侵入

のリスクなどが高まるものと承知をしております。

まず、国のほうは、国の植物防疫所で、クルーズ船

が入港した際には植物防疫官による輸入検疫が行わ

れております。県のほうでは、ミバエ類の再侵入防

止を目的に、八重山地域だけで96か所、県全体では

536か所に誘殺用のトラップを設置するなど、侵入警

戒調査――これはもうコロナ禍も関係なくずっと継

続をしているところでございます。それから、この

侵入警戒調査で、ミバエ類を発見した場合は、国、

県、市町村、それから農業団体が連携しまして、速

やかに初動防除を実施する体制もしっかりと構築を

しているところでございます。

○次呂久成崇委員 ぜひこの３年間の空白も埋めな

がら、しっかり対策のほうをしていただきたいと思

います。

次に、同じ資料の13ページです。赤土等流出防止

営農対策促進事業について、事業概要等について、

まず伺いたいと思います。

○能登拓営農支援課長 赤土等流出防止営農対策促

進事業についてお答えいたします。

農地からの赤土等流出防止対策は、営農的対策と

土木的対策の両面から取り組む必要がございますが、

本事業では、このうち営農的対策に取り組んでいる

ものでございます。具体的には、重点監視地域を中

心とした市町村に、農業環境コーディネーターを配

置しまして、地域農家に対する緑肥作物の栽培です

とか、グリーンベルトの設置、それから心土破砕な

どの普及、それから支援などを行っております。
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令和５年度については、石垣市を含む11市町村を

対象に支援を実施する予定となってございます。

○次呂久成崇委員 今、コーディネーター配置とい

うことだったんですけれども、これは県内で何名配

置されていますか。

○能登拓営農支援課長 現在11市町村に14名のコー

ディネーターを配置してございます。

○次呂久成崇委員 コーディネーター同士の情報共

有であったりとか、意見交換の場というのはあるん

でしょうか。というのは、私たち北部のほうを視察

したときに、同じパイン畑でも、この赤土等流出の

対策というか、やっている方法が全然違ったもので

すから、これは石垣で見たことないなというのを北

部のほうで実施していたということもあって、この

コーディネーターを通しての意見交換という方法も

いいんじゃないかというような、こういう赤土防止

の情報共有というのをされているのかというのを伺

いたいと思います。

○能登拓営農支援課長 赤土等のこの流出防止対策

を効果的に推進するためには、市町村に配置をされ

ています農業環境コーディネーター相互の連携など

が重要であるというふうに考えております。

そのため県では、このコーディネーターを対象と

した研修会ですとか、交流会などを開催しまして、

コーディネーター相互の交流ですとか、情報交換を

図ることで知識、技術の向上に取り組んでいるとこ

ろでございます。

○次呂久成崇委員 ぜひ情報共有しながらこれは取

り組んでいただきたいなと思いますので、よろしく

お願いします。

次に、この積算内訳書のほうで、仲村委員のほう

からもあったんですけれども、資源循環型畜産確立

指導事業ですね。165ページ、166ページ。まず、こ

の家畜排せつ物なんですけれども、沖縄県の現在、

どれぐらいの排せつ物があるかというのを伺いたい

と思います。

○金城靖畜産課長 お答えします。

令和元年度の２月時点の量なんですけれども、全

体で135万6000トンとなっております。

○次呂久成崇委員 県内の、この排せつ物処理施設

数というのは幾つでしょうか。

○金城靖畜産課長 21か所になっております。

○次呂久成崇委員 この21か所で135万6000トンの処

理の内訳なんですけれども、これは大体何割ぐらい、

この施設のほうで処理されているのでしょうか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

施設で、全てが一応処理されているということに

はなっております。

○次呂久成崇委員 一応そうなっているということ

なのでしょうか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

施設の能力とか、そういうのでは出しているんで

すけれども、中にはちょっと頭数を増やしてオーバー

したりとか、故障して修理していないのとかもあり

ますので、その辺はそういうことになっております。

○次呂久成崇委員 実はこれを聞いたのは、私、生

産者のほうに確認したところ、やはり実際に処理さ

れているのは３分の１、４分の１ぐらいだと。それ

で、それが小さな離島に行けば行くほど、その地域

の自然環境のほうに影響がかなり大きいということ

で、これをどうにか県内のほうで――これだけ畜産

王国、畜産業が盛んな沖縄県ですので、その堆肥セ

ンター含めて、やはり生産者の意識づけというんで

すかね、もう少ししっかり取り組まないといけない

んじゃないかなというのを生産者からも言われたし、

また、観光客のほうからも、実はそういう話があっ

たんですよね。やっぱり景観等にもちょっと影響が

出てきているということだったので、そこら辺を―

―実は沖縄県全体のこのバイオマス総合利活用マス

タープランというのがありますよね。その中でもど

ういう位置づけで、どのような取組をしているかと

いうのをちょっと確認させてください。

○金城靖畜産課長 お答えします。

畜産の家畜排せつ物のマスタープランとしまして

は、基本的には全量農地還元で、余剰分については

バイオマスで利用とか、そういうので今、プランは

立てております。

○次呂久成崇委員 最後です。

このバイオマスなんですけれども、今、農水部で

あったり、この商工労働部であったりとかというこ

とで、やっぱりどうしても行政のこの縦割りのとこ

ろで、少し整合性というんですか、全体的な沖縄県

のバイオというのを考えたときにそれぞれがそれぞ

れでやっているものですから、そこら辺を本当にこ

のプランに基づいてやるというのであれば、県で全

庁的に何か委員会なり立ち上げて、本来はやっていっ

たほうがいいんじゃないかなというふうに思います

ので、これは方向性として、今後ぜひ全庁的な取組

ということで検討をしていただきたいというふうに

思います。

以上です。

○大浜一郎委員長 次呂久委員の質疑は終わりまし
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た。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 資料３－４、部局別の資料の11ペー

ジからお願いします。

まず、おきなわブランド生産供給体制の中から、

畜産の議論をしたいんですけれども、午前中の議論

でちょっと気になった、配合肥料対策で11億対策し

たので、養豚も元気になりますみたいなものが答弁

としてあったんだけれども、そういう認識なのか、

もう厳しくないですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

11億円で回復に向かうであろうということで、11億

円で完全に元に戻るとは思っておりません。さらな

る生産支援は必要かと考えております。

○大城憲幸委員 養豚でも、４万円、５万円の餌が

８万円、９万円になって、企業養豚なんかだと１社

だけでも年間で数億円も負担が増えていると。11億

円の今回の補正は非常にありがたいと私も個人的に

は評価していますけれども、ただ、これは一息つけ

るぐらいのもので、私の認識では、酪農も牛も含め

て非常に厳しい状況というのは、先行きなかなか見

通しつかない経営が多いと思うんだけれども、その

辺の畜産の厳しさの現状の認識、もう一回お願いし

ます。

○崎原盛光農林水産部長 昨今の飼料価格の高騰は、

畜産農家に非常に大きな影響を与えていると考えて

おります。

本会議答弁等もこれを回答しましたけれども、飼

料高騰の、国、県合わせての支援としても８割程度

になっておりまして、つまり、これは平たく言いま

すと、通常の利益から２割程度は悪くなっていると

いうことを指しますので、それでもまだまだ厳しい

状況というのは我々も認識しておりまして、今後の

多分、飼料価格の高騰だとか、資材だとか、この辺

りはもう十分に注視することが必要だという認識で

ございます。

○大城憲幸委員 こういう厳しい中で、報道もあり

ましたけれども、屠畜料の値上げが４月からされま

す。どれぐらい上がって、何％ぐらいの値上げにな

るんですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

屠畜料は420円アップで、令和３年度から４年度の

分の値上げ分は補塡できると考えております。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大城委員から何が補塡できるの

かとの確認があり、畜産課長から経費が上

がった分との説明があったが、大浜委員長

から分かりやすく説明するようにとの指摘

があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

金城靖畜産課長。

○金城靖畜産課長 お答えします。

食肉センターの電気料及び燃料費については、直

近２年間で約30％以上増加する等食肉センターの運

営は非常に厳しい状況にあります。特に経営が厳し

い本島２か所の食肉センターにおいては、令和３年

度までに増加した経費を反映した屠畜料の変更につ

いて令和５年度から改定が認可されたところであり

ます。

一方、屠畜料改定は、飼料高騰に苦しむ畜産農家

の経営に対し、さらなる負担の増加となることから、

今後、生産者団体等と意見交換を実施しながら、ど

のような支援が可能か検討していきたいと考えてお

ります。

○大城憲幸委員 屠畜場の議論はちょっと後に置い

といて、今言う検討しますということだけれども、

冒頭あったように、畜産農家はこれだけ厳しい中で、

２割、23％ぐらいの値上げになるわけですよ。だか

ら大きい養豚場なんかでは年間に数百万円じゃない

負担が増えるわけですけれども、そこはやっぱり支

えてあげないといけないと思うんですけど、今回の

予算に入っていないもんですからね。これはもう今、

答弁あったように、今後補正なりも含めて検討をし

ていくという認識でいいですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

今後、屠畜料アップでどのぐらいの経営の圧迫が

あるかを見ながら、令和５年度に入って、連絡を密

に取りながら、どのような支援が可能か考えていき

たいと考えております。

○大城憲幸委員 今回は豚だけの値上げですけれど

も、養豚農家の意見をしっかり聞いて、お願いをし

ます。

それで、さっき言った屠畜場の経営ですけれども、

私に言わせれば420円の値上げでは焼け石に水だと

思っているんですよ。これ、去年申請された申請額

で、その後からこの沖縄電力の値上げの話があった

わけですよね。課長、どれぐらい今回の値上げで、

例えば沖縄県食肉センターであれば電気代だけでど

れぐらい経費が増えるというのを把握していますか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

金額等は、県の食肉センターと打合せはしており

ますけれども、正確な値上げ分は控えさせていただ
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きます。

○大城憲幸委員 私が聞いているのは、今、去年１年

間で１億8000万円電気料、それで値上げ分を加味す

ると、新年度はもう３億円と言っているんですよ。

１億円以上上がるわけですよ。420円屠畜料を値上げ

しても、20万頭で8000万円にしかならないわけです

よ。

そういう意味では、根本的にこれやったから経営

が改善するというものでもないという認識は持って

ほしいというのが一つと、牛とヤギの屠畜もありま

すけれども、その辺は収支成り立っているという認

識ですか、お願いします。

○金城靖畜産課長 お答えします。

牛とヤギにつきましては、経営的にはもうきつい

という報告は受けております。

○大城憲幸委員 聞き取りすると、前からもう成り

立たないと言っているんですよね。牛であれば１頭

当たり屠畜２万円ぐらいだけれども、収支成り立た

そうと思ったらあと４万円に上げないといけないと。

ヤギは１万円ぐらいだけれども、収支成り立たそう

と思ったら倍にしないと成り立たないと。そういう

ような話を聞いている。

だから、経営は株式会社ではあるけれども、食肉

センターというのがないと畜産農家も成り立たない

わけですから、あそこの部分を前から議論している

んだけれども、なかなかここの支援というのは、こ

れまでできていないわけですよね。これ、こういう

状況の中で、もう二、三年もたないよという話もあ

るんですけれども、ここに対する支援というのは皆

さん議論をしているの。どう考えているんですか、

お願いします。

○金城靖畜産課長 お答えします。

支援等はどういうのができるかとかは調整してお

りますけれども、まずは食肉センターの在り方です

ね、ちゃんと屠畜頭数に合った規模なのかどうか、

その辺も踏まえた上で検討をしていきたいなという

ことで、食肉センター等とは調整しております。

○大城憲幸委員 県内の屠場はね、市町村が直接やっ

ているところとか、様々な経営形態があるもんです

から、オール沖縄全部でというわけにはなかなか難

しいと思うんですけれども、北部の老朽化も含めて

再編の議論もしないといけないと思います。部長は

もう３月までではあるんですけれども、農林水産部

として、これ大きな問題だと思うんですけれども、

ちょっと考え方をお願いします。

○崎原盛光農林水産部長 食肉センターの経営につ

きましては、これまで業界からも要請を受けて、そ

の都度、情報交換をさせていただいております。や

はり電気料金等の値上げに付随して、非常に厳しい

経営だというのは、そういう認識でございます。そ

のため、畜産農家への配合飼料等の支援ということ

で、補正予算も組んでまいりましたけども、その折

にも食肉センターと業界等への支援も検討してきた

ところではございますけれども、他の業界との区別

がなかなか難しくて、まだなかなかまとまらない状

況でございます。

先ほどの答弁に補足をして、令和３年度の経費増

加分についての改定でございます。つまり、令和４年

度の価格高騰した分については、まだされていない

ということがございますので、さらにまた経営が難

しくなる。これに対しての支援というのは、どのよ

うな形があるかというのは、いましばらく、少しま

た意見交換をして、何ができるかは検討をしてまい

りたいということです。

それから、一番はやはり処理頭数かと思っていま

すので、短期的には支援も必要でしょうけども、中

期的にはできるだけ処理頭数を増やせるような工夫

というのもしないといけないので、特に豚の頭数、

処理頭数をいかにするか。これを今、考えていると

ころでございます。

○大城憲幸委員 ぜひ検討をお願いして、ぜひ支え

ていただけるようにお願いをします。

進みます。12ページ、議論のある不利性解消事業

です。これ24年から始まっているんですけれども、

前段の不利性解消も含めて、どれぐらいの今まで予

算を投下してきて、この新しい令和４年からの事業

は、細かいのはいいですから、この辺が変わったと

いう考え方をまずお願いします。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

平成24年度から令和３年度まで実施しました農林

水産物流通条件不利性解消事業につきましては、10年

間の決算額の合計としまして約248億円となっており

ます。

また、令和４年度から実施している農林水産物条

件不利性解消事業につきましては、令和４年度当初

予算額が21億7805万5000円、令和５年度当初予算案

につきましては21億6897万8000円を計上しておりま

す。

前事業と、今回の今年度から始まった事業の大き

な相違点といったところにつきましては、まず補助

単価の考え方が変わったといったところが大きく

１点違うといったところと。あとまた、従来のその
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輸送費の補助に加えまして、共同出荷体制をつくる

ための補助事業といったところと、また、離島の稼

ぐ力を向上させるために、離島・北部の市町村から

出荷されるものにつきましては、一次加工品までも

含めて、域外出荷するものに対しての輸送費の補助、

また、それを支えるコールドチェーン体制の構築へ

の補助金といったものを実施しているといったとこ

ろが変更点になっております。

○大城憲幸委員 24年に事業が始まるときには、私

の認識では、この10年間の間に、しっかりともっと

いろんなものを効率をよくして、あるいは強くして、

こういう補助がなくてもできるようなものに移行を

していこうと、出口戦略も議論をしていこうという

ことだったと思うんですけれども、現在の認識とし

てはどうなの。今後も、もう21億円、22億円、国に

ずっとお願いするという前提の事業になっているの、

お願いします。

○久保田圭流通・加工推進課長 これまでの前事業

――令和３年度までの事業につきまして、県外での

県産農林水産物の認知度を高めていくといったとこ

ろ、その結果、一定の認知度ですとか、市場の規模

を確保できたというふうに考えているんですけれど

も、今度、持続的に低コストで出荷できる体制といっ

たものをつくっていく必要があるというふうに考え

ておりますので、そのために今年度の事業の中で、

輸送費の補助に加えて、そのコールドチェーン化で

すとか、共同出荷するような物流の効率化をする仕

組みづくりといったものを取り組んでいるところに

なっております。

○大城憲幸委員 その辺がね、我々政治家も農家か

ら言われれば補助金はぜひ継続的に出してあげたい

し、もらいたいし、補助金は多いほうがいいわけで

すよ。ただ、やっぱりこれ事業自体はずっとあるも

のではないし、基本的には弱いところを補って、強

いところを伸ばしていって、こういうものがなくて

も成り立つようなものにしないといけないという前

提で、我々は議論をしないといけないと思うんです

よ。

そういう意味でも、この下にある中央卸売市場の

整備事業なんですけれども、中央卸売市場の取扱量

は、一番多かったときと、今の状況というのはどん

な状況になっているんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

中央卸売市場青果部における取扱量になりますけ

ども、開設当時の昭和59年度につきましては３万

7558トン、その後、増加を続けまして、平成12年度

がピークになりまして９万22トンとなっております。

その後、減少に転じておりまして、令和３年度は４万

4689トンというふうになっております。

○大城憲幸委員 ９万トンあったのが、もう４万

5000トンで半分なんですよね。県内産と県外産――

移入ものの割合でどうですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

中央卸売市場青果部における取扱数量としまして

は、平成12年度以降、県内産は３割から４割程度で

推移しているということで、大きな変動はないとい

う状況になっております。

○大城憲幸委員 夏場はなかなか沖縄では暑過ぎて

野菜ができないという部分もあって、夏場は特にも

うほとんど県外産に頼っている。だから、県外から

どうしても入れてくるルートというのも確保しない

といけない。だから、そういう意味で、ここで言い

たいのは、不利性解消事業と絡んだ出口も含めて、

やっぱりもう一回この中央卸売市場にもっと物を集

める。100万の県民がもう140万になって、300万人の

観光客が1000万人にまで増えているのに、中央卸売

市場の取扱高って半分になっているわけですよ。そ

れで、いろんなスーパーなんかが中央卸売市場に行っ

ても物がないから、自分たちで県外から引く。それ

ぞれで全部ばらばらに引くもんだから効率が悪い。

そういう議論はずっとあるわけですから、やっぱり

この中央卸売市場の機能強化、再編、建て替えとい

うものは、私、早急に進めるべきだと思うんですけ

れども、今回のこの資料でも、将来的な市場の再整

備についてというような言い方しているもんですか

らね。これ再整備、建て替えについては急ぐべきだ

と思うんですけれども、どう考えていますか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

今年度も、中央卸売市場の再整備に関する調査研

究事業というのを実施しておりまして、その中で市

場関係者ですとか、学識者といった方々にも、検討

委員会を設置して、その再整備に向けた市場活性化

の機能強化の方向性といったものの意見をいただい

ているところになっております。その中では、県外

の新たな販路の構築ですとか、量販店に流れている

需要の取り込みといった意見なども頂戴していると

ころになっております。中央卸売市場につきまして

は、引き続き県民への生鮮食料品等を安定的に供給

するとともに、生産者の出荷先として、第１次産業

を支える重要な役割を果たしていく必要があると

思っておりますので、令和５年度も引き続きこれま

での調査事業でまとめた内容を基礎として、再整備
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の方針策定に向けた合意形成に取り組んでいきたい

というふうに考えております。

○大城憲幸委員 委員長、統括質疑をお願いします。

○大浜一郎委員長 ただいまの質疑につきましては、

総括質疑として提起したいということですが、誰に

どのような項目を確認したいのか、改めて簡単に説

明してください。

○大城憲幸委員 今議論あるように、これまでも議

論してきましたけれどもね、職員の皆さんが慎重に

根拠づけをして失敗のないようにという立場は分か

ります。ただ、知事に対しては、やっぱりこれは政

治判断として――タイミングもあるし、規模もある

し、この中央卸売市場の在り方というのは、これは

私は政治判断として民間の力を借りてやるべきだと

いうのはこれまでも主張させてもらいました。この

令和５年の予算を見ても、その辺が相変わらずまだ

調査事業が続きそうな答弁なものですから、それは

しっかり判断をして、沖縄の農業を変えるぐらいの

市場の整備をお願いしたいと思っているものですか

ら、知事に対して総括質疑をお願いしたいと思いま

す。

○大浜一郎委員長 ただいま提起ありました総括質

疑の取扱いについては、３月13日の委員会の質疑終

了後に協議をいたします。

大城委員の質疑は終わりました。

以上で、農林水産部に係る甲第１号議案、甲第２号

議案及び甲第８号議案から甲第10号議案までに対す

る質疑を終結をいたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでございました。

休憩をいたします。

午後１時57分休憩

午後２時２分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第３号議案、甲第４号

議案、甲第11号議案、甲第13号議案及び甲第14号議

案を一括して議題といたします。

商工労働部長から商工労働部関係予算の概要の説

明を求めます。

松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 よろしくお願いいたします。

それでは、商工労働部に係る令和５年度一般会計

及び特別会計歳入歳出予算についての概要を御説明

いたします。

御説明に10分弱ほどお時間をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

令和５年度当初予算説明資料商工労働部（抜粋版）

の１ページを御覧ください。

こちらは、県全体の令和５年度一般会計部局別歳

出予算となっております。

商工労働部の予算額は785億440万1000円を計上し

ており、県の合計額に占める構成比は9.1％で、前年

度の8.7％から0.4％増加しております。

２ページを御覧ください。

一般会計歳入予算の概要について款別に御説明い

たします。

９の使用料及び手数料16億1467万3000円は、ＩＴ

津梁パーク企業集積施設使用料及び電気工事士法関

係手数料等によるものです。

10の国庫支出金42億5124万6000円は、沖縄振興特

別推進交付金、デジタル田園都市国家構想交付金及

び職業訓練等委託金等によるものです。

11の財産収入３億6598万1000円は、財産貸付収入、

利子及び配当金、財産売払収入によるものです。

３ページを御覧ください。

13の繰入金２億4668万1000円は、新型コロナウイ

ルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金、小

規模企業者等設備導入資金特別会計等からの繰入金

によるものです。

15の諸収入646億298万5000円は、中小企業振興資

金貸付金元金収入等によるものです。

16の県債5570万円は、職業能力開発校整備事業、

バイオ産業振興センター改築整備事業によるもので

す。

合計欄を御覧ください。

商工労働部の一般会計の歳入予算は、総額が711億

3726万6000円、前年度の692億2892万3000円と比較し

ますと、19億834万3000円の増、率にすると2.8％の

増となっております。

予算増の主な理由としましては、沖縄職業総合庁

舎の売払いに伴い、11財産収入の財産売払い収入が

増加すること、県単融資制度について、いわゆるゼ

ロゼロ融資の貸付残高が引き続き高水準で推移する

ことにより、15諸収入の貸付金元利収入が増加する

ことが挙げられます。

次に、一般会計歳出予算の概要について款別に御

説明いたします。

４ページを御覧いただきたいと思います。

５の労働費23億8668万2000円は、前年度の24億

9135万2000円と比較しますと、１億467万円の減、率

にすると4.2％の減となっております。

予算減の主な理由としましては、技能向上普及対
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策費の減によるものです。

次に、７の商工費761億850万2000円は、前年度の

727億4189万円と比較すると、33億6661万2000円の増、

率にすると4.6％の増となっております。

予算増の主な理由としましては、中小企業金融対

策費、資源エネルギー開発促進費の増によるもので

す。

次に、13の諸支出金921万7000円は、前年度の3198万

円と比較すると、2276万3000円の減、率にすると

71.2％の減となっております。

合計欄を御覧ください。

商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が785億

440万1000円で、前年度の752億6522万2000円と比較

すると、32億3917万9000円の増、率にすると4.3％の

増となっております。

一般会計歳入歳出予算の概要は以上となります。

次に、商工労働部所管の５つの特別会計について

御説明いたします。

５ページを御覧ください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計は、中小企

業高度化資金貸付事業と小規模企業者等設備導入資

金貸付制度に係る経理を処理するための特別会計と

なっております。

令和５年度の歳入歳出予算額は１億3800万6000円

となっており、前年度の１億4120万3000円と比較す

ると、319万7000円の減、率にすると2.3％の減となっ

ております。

減となった主な理由は、公債費の利子の減による

ものです。

６ページを御覧ください。

中小企業振興資金特別会計は、公益財団法人沖縄

県産業振興公社が、中小企業者へ機械類設備を貸与

するために必要な資金の、同公社への貸付等に要す

る経費です。

令和５年度の歳入歳出予算額は３億5013万5000円

となっており、前年度の４億13万5000円と比較する

と、5000万円の減、率にすると12.5％の減となって

おります。

減となった主な理由は、中小企業振興費の中小企

業振興資金貸付費の減によるものです。

７ページを御覧ください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計は、中城湾港（新港地区）の土地の管理及び分譲

に要する経費や、事業実施に伴い借り入れた県債の

償還等に要する経費です。

令和５年度の歳入歳出予算額は14億7006万4000円

となっており、前年度の４億1538万1000円と比較す

ると、10億5468万3000円の増、率にすると253.9％の

増となっております。

増となった主な理由は、公債費の元金償還金の増

によるものです。

８ページを御覧ください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計は、

同地区の運営に要する経費や、同地区施設建設資金

借入金の償還等に要する経費です。

令和５年度の歳入歳出予算額は４億2485万円と

なっており、前年度の５億1387万4000円と比較する

と、8902万4000円の減、率にすると17.3％の減となっ

ております。

減となった主な理由は、県債及び諸収入の減によ

るものです。

９ページを御覧ください。

産業振興基金特別会計は、沖縄県産業の技術革新、

高度情報化、国際化等への適切かつ円滑な対応を促

進し、もって、産業振興を図るための事業を行うこ

とを目的としております。

令和５年度の歳入歳出予算額は１億2025万3000円

となっており、前年度の１億1927万1000円と比較す

ると、98万2000円の増、率にすると0.8％の増となっ

ております。

以上、商工労働部の令和５年度一般会計及び特別

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いをい

たします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、商工労働部に係る甲第１号議案、甲第

３号議案、甲第４号議案、甲第11号議案、甲第13号

議案及び甲第14号議案に対する質疑を行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 お疲れさまです。

それでは、質疑を行います。
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この資料３－３の11ページの５番、県単融資事業

645億8399万4000円となっています。対前年度の内訳

及び実績等をお聞かせください。

○小渡悟中小企業支援課長 お答えいたします。

県単融資事業の、これは令和４年度の当初予算に

なりますが、新規分が約72億円、過年度分として計

上いたしていましたのが532億円、計604億円の予算

規模となっております。

令和５年度の当初予算につきましては、新規分に

ついて約88億円、過年度分として539億円、合計627億

円の予算計上を提案させていただいております。

以上です。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から実績として何件で

幾らかなどについて聞きたいとの補足説明

があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

小渡悟中小企業支援課長。

○小渡悟中小企業支援課長 お答えいたします。

令和４年度の実績について、これは令和４年度の

12月末時点の実績になりますが、件数として1775件、

融資実績といたしましては193億3700万円となってお

ります。

前年度と同時期で比較いたしますと、件数、融資

額ともに1.2倍ほど上昇となっています。

以上です。

○新垣新委員 これはコロナの影響といって、間違

いないですか、伺います。

○小渡悟中小企業支援課長 傾向といたしましては、

やはり長引くコロナ禍に加えまして、今回は原油、

原材料等の高騰において、事業の継続に向けた資金

需要が増えております。

また、一方で、経済活動の活性化に伴いまして、

未来の投資に向けた、新たな取組に向けた資金需要

も増えておりまして、資金全般で増加している傾向

がございます。

以上です。

○新垣新委員 続きまして、同じページのパーソナ

ル・サポート事業。

この件において、僕は正直言って予算が非常に少

ない。前年度も同様なこともいろいろ質疑していま

すが、今年はなぜこんな前年度同様額になっている

のか伺います。

○金城睦也雇用政策課長 お答えいたします。

まず、本事業の概要ですけど、本事業は長期未就

労、コミュニケーション難などの困難に直面し、本

人の力だけでは就職に関する支援策を的確に活用し

て自立することが難しい求職者に対し、専門の相談

員が個別的かつ継続的に関わり、相談者の就労につ

なげることを目的に、就職支援等を実施するもので

あります。

体制としましては、グッジョブセンターおきなわ

のほうと、あと、中部のサテライトのほうにＯｎｅ

×Ｏｎｅを設置しておりまして、相談員が対応して

いるというところで、今年度同様の予算ということ

になっております。

以上です。

○新垣新委員 市町村との連携ももっと図って、ま

た、市役所・町村役場の中にあるハローワークとい

うんですか、そういった等々の連携も強化すべきじゃ

ないかなと。予算も市町村に分けてあげて、その意

味の中で増額すべきじゃないかなと強く思うんです

けど、補正の中で走りながら検討をしていくという

考えありますか、伺います。

○金城睦也雇用政策課長 お答えいたします。

本事業につきましては、先ほど説明しましたグッ

ジョブセンターおきなわと、沖縄市の中部サテライ

トを拠点としまして支援を行っております。市町村

と、あと社会福祉協議会等各種機関とも現在連携し

ておりますので、今後についてもしっかり連携を図っ

ていきたいと、周知広報も兼ねていきたいというふ

うに考えております。

○新垣新委員 今、連携しているというんだけど、

じゃ、なぜ一向に、こうやって救える人を救い切れ

ないの。伺います。失業率、年々悪くなっているよ

ね。じゃ、なぜなの。この周知を徹底すべきでしょ。

市町村と取組を強化すべきでしょう。だから予算を

増やすべきじゃないかって僕は言っているんですよ。

○金城睦也雇用政策課長 生活困窮者に対する支援

ですけど、県のほうでこのパーソナル・サポート事

業を行っておりまして、また、子ども生活福祉部の

ほうで生活困窮者自立支援制度のほうを実施してお

ります。この生活困窮者自立支援制度につきまして

は、生活困窮者自立支援法に基づいて実施している

ところであります。その中で、県のほうと、また、

市町村のほうで対応しているというところでありま

して、このパーソナル・サポート・センターにつき

ましては、県独自の施策として実施しているという

ところでありますので、その辺はお互い連携しなが

らやっていきたいというふうに考えております。

以上です。

○新垣新委員 この県独自の事業を高く評価してい
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ます。さらに、より一層こうやって強化をして、予

算を増やして――社協は、はっきり言って私が聞き

取りしている中では、それどころではないという答

えなんですよ。社協は社協の独自の地域の仕事をやっ

ているんですよ。だから予算を増額して成果が出る

んだったら、社協にも予算を分けてあげて、市町村

にも。そういった連携を取るべきだということを強

く主張したいんですね。そうすることによって、県

独自の事業がさらに成果が出るんですよ。それを指

摘しているだけなんですね。

改めて伺います。部長、この件に関して、再度こ

の市町村との連携、首長との連携を図っていくとい

うことに意欲はありますか、伺います。

○松永享商工労働部長 御質問のパーソナル・サ

ポート事業でございますけれども、就職の準備支援

であったり、就職支援などをやっているという県独

自の事業でございます。

今、委員のほうから御指摘がございましたので、

市町村あるいは社協と連携を取りながら、意見交換

をしながら、より有効な活用ができるように取組を

さらに強化していきたいと思います。

以上です。

○新垣新委員 ぜひ予算も増額を、補正を走りなが

ら頑張っていただきたいということを強く要請いた

します。

次に移らせていただきます。資料３－４に移りま

す。島しょ型エネルギー社会基盤構築事業、そして

クリーンエネルギーアイランド推進事業。低炭素で

災害に強い、沖縄らしい島しょ型エネルギー社会の

実現プロジェクト。今年度に対する取組と意欲をお

聞かせください。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

この事業の目的は、沖縄県クリーンエネルギー・

イニシアティブに掲げている再生可能エネルギー電

源比率の向上であったり、それからエネルギー自給

率の向上、これをクリーンエネルギー導入拡大を推

進する目的として行っています。具体的には、再生

可能エネルギーの導入支援であったり、クリーンエ

ネルギー導入拡大に向けた可能性調査であったり、

それからクリーンエネルギーの導入拡大に向けた海

外との技術交流であったり、そのような３つの取組

の中から７つの細事業に分けています。それらの効

果なんですが、これまでの取組に加えて、税制上の

特例措置の活用をした促進などによって、クリーン

エネルギーの導入を拡大して、今後、我々が計画し

ているクリーンエネルギー・イニシアティブに掲げ

る数値目標向上につながるというふうに期待して、

取組を進めているということになります。

○新垣新委員 これ島しょ型エネルギーはどの場所

で洋上風力をやるのか。これは他県との比較――沖

縄でこれ成功する見込みがあるのか、そういった等

々をお聞かせください。

○比嘉淳産業政策課長 御質問のある洋上風力に関

しては、離島も含めた沖縄県全域で、今回上げてい

る細事業の中で洋上風力の調査事業を入れてはいる

んですが、その調査事業では、国が今、その洋上風

力を進めている中で、その適地であれば、調査事業

の中で今後、国に対して沖縄県は候補として名のり

を上げるというようなところを目的として、この事

業を令和５年度計画しています。

○新垣新委員 私、個人的な感想なんですけど、沖

縄は波が荒いとき、台風が来た場合、それが本当に

成果が出るのかというのは正直疑問に思っている部

分があって、最初から県も専門家ですから分かって

いるんじゃないかなと思って、その件に関していか

がですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今、委員おっしゃったとおり、台風があったり、

それから波が荒かったりということも考慮に入れな

がら、今回の調査事業についてはしっかり把握でき

るようにした上で、今後、沖縄県が適するかどうか。

それから、もう一つは、いろんな意味で、海ですの

で漁業権なんかも発生しますから、そういう関係団

体ともヒアリング・調整しながら、この事業はしっ

かり調査して、本当に必要なのかどうか、適地なの

かどうかを判断していきたいと思います。

○新垣新委員 ぜひ調査に頑張ってください。

続きまして、資料３－４の15ページで、大項目４の

５番、スタートアップ創業支援事業。新規事業のこ

の中身を教えてください。

○比嘉淳産業政策課長 スタートアップ創業支援事

業。本事業はスタートアップを創出・育成する、促

進することを目的としています。対象としましては、

創業前であったり、創業直後の起業家を対象として、

この事業を進めていこうと考えています。具体的な

取組については、スタートアップの創業ワンストッ

プ窓口の相談体制を整備しつつ、企業に必要な経費

の補助であったり、それから伴走支援であったり、

それから成長支援のプログラムを実施することに

よって、スタートアップをどんどん増やしていきた

いというふうに考えています。

以上です。
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○新垣新委員 本当にこれ、いい支援内容になりま

す。

私自身も一般質問をやって、ＤＸの推進について

という質問もして、今回、県民所得の向上につなが

る企業の「稼ぐ力」の強化プロジェクトで約22億円

の予算も積んでいますし、また、イノベーションの

加速による魅力ある産業創出の実現プロジェクトで

５億1700万円、そしてこの新たな価値を創造し、産

業を牽引する人づくりの実現プロジェクトで約２億

9000万円予算を積んでいることに評価いたします。

肝腎要の沖縄県工業連合会やこのＩＳＣＯの期待

が非常に高いです。稼ぐ力ということも企業がやる

んですけど、育てる人がいない。先ほど言った伴走

型の――このハード機器に御理解のある専門家がな

かなか沖縄県にはいない。そういった専門家もつく

りながら、何か知恵を出しながらと。一般質問でも

ありましたが、この連合会とＩＳＣＯとまた、県が

間に入って意見交換なされて、これから沖縄県の産

業が大きく前向きに動いていく。そうすることで税

収も雇用も増えていくと、所得につながってくとい

うことに、私は高く期待をしているんですね。その

件に関して、課題があると思います。この伴走型の

このハード機器の専門家の件について、もっと細か

くどういうふうに今後持っていくか、期待している

んですが、成果を出すために今年の取組をお聞かせ

ください。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今後のこの事業での採用方針については、おっしゃ

るように、その厳しい状況の中で沖縄県を取り巻く

環境というのは、なかなか経済のグローバル化であっ

たり、産業構造の変化などによって、激動の中には

あるんですが、この中でも革新的な技術やビジネス

モデルの新しい価値を生み出すスタートアップにつ

いては、イノベーションの担い手として期待される

だろうというふうに我々も考えています。

それから、沖縄からスタートアップを自立的に、

連続的に輩出するような、短期的な成長システムと

して、今回、スタートアップ・エコシステムの中で

コンソーシアム等もつくっておりますので、それら

を含めた上で、沖縄の優位性や潜在力を生かした持

続可能な発展につながるような新たな産業の創出を

目指していって、稼ぐ力にも貢献していきたいなと

いうふうに考えています。

以上です。

○新垣新委員 所得向上に向けて一番大切な人材を

育てないといけない。

16ページの奨学金返還支援事業。この奨学金返還

というのが私は理解できなくて、奨学金を出してあ

げて、人を育てるということに。

やはり今、沖縄の優秀な子供たち――中学校のロ

ボット全国大会で波照間中学校の子供たちが全国で

優勝している。高校ロボット全国大会で沖縄工業の

子供たちが全国でも入賞している。ロボット甲子園

でも沖縄高専の子供たちが特別賞という今までにな

い快挙を成し遂げている。そのために、この奨学金

というものを新たに増額をして――この本土のトヨ

タとか、そういった国内大手と触れ合うことによっ

て、沖縄の産業をさらにさらに強化をしていくとい

う考えで、予算づけをさらに増額していただきたい

なと思うんですけど、その件に関して見解を求めて、

私の質疑を終わりたいと思います。

○比嘉淳産業政策課長 ただいまおっしゃっていた

奨学金については、我々も令和４年度からスタート

していて、各県いろんなところがやってはいるんで

すが、その奨学金を企業が負担する分を県が２分の

１負担するというような形で今、進めております。

その中で、我々としても人を育成するに当たっては、

やっぱり奨学金というのはどうしても必要な――人

材を確保するためには必要だろうというふうに考え

ております。我々、今後とも、企業と奨学金返還支

援の取組を拡大して、それとともに支援に取り組む

企業に対しても、我々からもＰＲしていきながら、

優秀な人材を確保するような支援を持続的に、企業

と一緒になって成長につなげていきたいなというふ

うに考えております。

以上です。

○大浜一郎委員長 新垣委員の質疑は終わりました。

続きまして、西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

部長、冒頭、この資料に基づいての説明ありがと

うございました。

私がお聞きしたいのは全部局共通ですけれども、

新年度に向かって、部長として、商工労働部のいろ

んな課題解決のためにどういう思いでこの予算を編

成したかを御説明お願いします。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

まず、今年度を含めたこれまでの取組というとこ

ろからお話しさせていただきたいと思いますが、ま

ず令和４年度につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響によりまして、観光関連産業をはじめ、

幅広い産業において深刻な影響が出たというふうに

感じております。そのため、全ての産業の基盤とな
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る事業継続と、あと、雇用の維持の支援を重点的に

これまで実施してきたというところでございます。

それに加えまして、感染状況を注視しながら、まず

は域内需要から、そして段階的に域外への需要喚起

策を実施するというような経済活動の回復に向けた

取組を進めてきたというのがこれまでの取組でござ

います。

今、御質問の令和５年度、今後をどうしていくか

というところでございますが、まず、商工労働部全

体を見ますと、令和５年度の当初予算としまして、

対前年度比で約32億円の増となる、総額で785億440万

1000円を計上したというところでございます。

その中におきまして、新・沖縄21世紀ビジョン基

本計画に掲げた目標を達成するためにということで、

大きく２つの重点項目というのを商工労働部で設け

てございます。そのうちの１つというのが、産業Ｄ

Ｘの加速化による県内企業の稼ぐ力の向上。もう一

つが、クリーンエネルギーの導入拡大とエネルギー

の地産地消の推進。この２つを掲げまして、取組を

推進していきたいというふうに考えております。具

体的に申し上げますと、まず、１つ目に申し上げま

した産業ＤＸの加速化による県内企業の稼ぐ力の向

上というところにつきましては、産業ＤＸの促進等

による生産性の向上や、県内で生産可能な物やサー

ビスを可能な限り県内で生産、調達することで、域

内自給率の向上に資する取組を推進していきたいと

いうふうに考えてございます。２つ目のクリーンエ

ネルギーの導入拡大とエネルギーの地産地消の推進

につきましては、低炭素で災害に強い、沖縄らしい

島しょ型エネルギー社会の実現に向けた取組を推進

していきたいということで考えてございます。

以上、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げた

目標の達成に向けて、予算の効果的かつ効率的な執

行に取り組んでいくということで考えてございます。

それと、１つだけ加えて申し上げさせていただき

たいところなんですが、今般課題となっております

電気料金の値上げというところでございますが、こ

こに係る県の対応というところが、大きな課題の一

つになるだろうというふうに考えてございます。国

のほうでは、電気・ガス価格激変緩和対策事業とい

うことですが、これの対象とならない特別高圧受電

契約に対する本県独自の支援によりまして、事業者

負担の軽減及び価格転嫁の緩和を通じた企業活動の

下支えであるとか、家計の負担軽減を今後予定して

いくというところでございます。今後、やはり国の

動向を注視しながらというふうになりますが、県民

及び県内産業に与える影響、そして支援のニーズな

どを把握しながら、引き続き県民及び事業者負担の

軽減に向けて、さらなる支援に向けて取り組んでま

いりたいというふうに考えてございます。

よろしくお願いいたします。以上です。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございます。

大事なことは、やはり部長自ら次年度どのように

部の運営を行っていくかということで、先ほどの資

料については、数字を見たり、読めば分かるところ

はなるべくはしょっていただいて――これも大事で

すけども。部長の思いを確認したくてあえて質問を

いたしました。

資料３－４を見ますと、14ページ、商工労働部の

施策体系ということで、新たな振興計画の抜粋であっ

たり、それから基本施策というふうに書いているの

で非常に分かりやすいと思います。その点も評価し

たいと思います。

それで、各部局共通で私、お聞きしたいと思って

いるのは、政策的経費のＣ、Ｄ１、Ｄ２の令和元年

から５年度までの事業数、それから予算額をお願い

します。

○比嘉淳産業政策課長 商工労働部におけるＣ経費、

Ｄ経費の事業数及び予算額について御説明します。

まず最初に、Ｃ経費の当初予算額は年々増加して

おります。令和元年度が216億円、令和５年度が707億

円となっております。事業数は、おおむね80前後で

横ばいとなっております。

令和元年度が82事業で216億円です。令和２年度が

76事業で224億円、令和３年度が77事業で577億円、

令和４年度が77事業で672億円、令和５年度が76事業

で707億円がＣ経費になっています。

Ｄ経費の当初予算額は年々減少しております。そ

の中で、令和元年度は68億円に対して、令和５年度

は38億円というふうに減少していて、43.9％の減と

なっています。令和元年度が63事業で68億円、令和

２年度が58事業で78億円、令和３年度が58事業で60億

円、令和４年度が49事業で40億円、令和５年度が48事

業で38億円となっております。これがＤ１です。

Ｄ２については、商工労働部では取り扱っていな

いです。

○西銘啓史郎委員 あと、同じように、新規事業の

令和元年度から５年度までの事業数と予算をお願い

します。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

新規事業数は、令和元年度が20事業、令和２年度

が７事業、令和３年度が10事業、令和４年度が30事
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業、令和５年度が10事業。予算額は、令和元年度が18億

円、令和２年度が２億円、令和３年度が９億3000万

円、令和４年度が19億円、令和５年度が13億円とい

うふうになっております。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございます。

これをなぜ聞いたかというと、やはり予算全体を

見るよりも、この政策的な経費を見て、これがどう

増減しているかによって商工労働部の事業の取組と

かいうのを見たいので、あえて聞かせてもらいまし

た。

その中で、先ほどの冒頭の部長の説明にあったと

ころですけど、部の説明資料の３ページ、５年度歳

入予算の諸収入で646億円予算計上していて、この実

績でいうと、特に貸付金の元利収入、令和４年度は

どのぐらいの予測なのか、３年度はどれだけあった

のか、ちょっと教えてもらえますか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

令和３年度において、収入済額の諸収入ですが、

551億円です。

○西銘啓史郎委員 令和４年度はまだ、これ予測で

しかないんですが、もし分かればどれぐらいの見込

みなのか。

○小渡悟中小企業支援課長 主な項目といたしまし

ては、県の融資制度が一旦金融機関に預託いたしま

して、年度末に返ってくるという仕組みになってお

りまして、この中で、令和３年度の実績としては533億

円です。

○西銘啓史郎委員 実績、今、551億円って言ってい

たけど。

○小渡悟中小企業支援課長 それ以外にも。はい。

○西銘啓史郎委員 ちょっと整理して答えてほしい。

○大浜一郎委員長 ちょっと答弁整理してくれませ

んか。

休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から経済状況によって、

諸収入の予算額と実績額が変わってくると

思うので、その内容を知りたいとの補足説

明があり、中小企業支援課長から県融資制

度は金融機関に預託した額が年度末にその

まま返ってくる仕組みであるので、経済状

況で大きく変わるというものではないとの

説明があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 じゃ、よろしいでしょうか。

今度は、先ほど新垣委員からもありましたけど、

県単融資なんですけども、この令和４年度の実績を

もう一度確認させてください。12月までで何件、何

億円というのを。

○小渡悟中小企業支援課長 令和４年度12月末の実

績になりますが、件数が1775件で、融資実績といた

しましては193億円になります。

○西銘啓史郎委員 令和３年度の実績の件数と額を

教えてもらっていいですか。

○小渡悟中小企業支援課長 令和３年度につきまし

ては、全体の件数として約3000件で、融資額として

は430億円となっております。

○西銘啓史郎委員 となると、この令和４年度は件

数的に、先ほど前年度同期で1.2倍というふうに聞こ

えたんですけど、１、２、３月でずっと増えるとい

う理解でいいの。

○小渡悟中小企業支援課長 実は令和３年度につき

ましては、コロナ関連融資の中で、一番資金需要が

大きかったゼロゼロ融資というものが４月、５月ま

で続いておりました。その４月、５月で全体の430億

円のうちの210億円を融資している状況がございまし

て、４年度についてはもうゼロゼロ融資は終わって

いますので、それ以外の資金需要で比較した場合に

1.2倍になっているということでございます。

○西銘啓史郎委員 分かりました。

もう一つ聞きたいことは、これだけ県経済――少

しずつ観光も戻りつつあるというものの、人手不足

であったり、いろんなことが考えられますよね。前

も申し上げましたけども、７月からいろんな返済が

始まってくる中で、本当にこの県の経済は大丈夫か

というときに、商工労働部として、県単融資もやっ

ていろんな手を打つとしても、金融界とのいろんな

連携って私は必要ではないかなという気がします。

もちろん、県でできる限界があります。国が決めな

きゃならないこともあると思うんですけど、これに

ついては、この実際の来年度の経済予測といいます

か、県の経済環境といいますか、この企業の状況を

どのように把握されていますか。問題なくいろんな

返済も済んで、問題なく進むというふうにお思いな

のか、そこら辺をちょっとお聞かせください。

○小渡悟中小企業支援課長 お答えいたします。

実際、現状といたしましては、コロナ融資のほう

でお話しさせていただきますと、沖縄県の信用保証

協会によりますと、いわゆるゼロゼロ融資におきま

して、令和５年度に返済が開始する件数といたしま

しては4853件で、ゼロゼロ融資全体の約44％、債務

残高におきましては約763億5000万円で、全体の約
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45％を占めております。

それに対する対策としましては、ゼロゼロ融資の

返済というものが来年から本格化することに伴い、

一部の事業者で返済が滞るおそれがあることから、

県としては事業の状況に応じて３つの対策というも

のを実施しているところです。

まず第１に、まだ収益力が回復していない事業者

に対しましては、ゼロゼロ融資等からの借換え需要

に加え、新たな資金需要にも対応可能な伴走支援型

借換え等対応資金を令和５年１月に創設しておりま

す。円滑な事業活動のための資金供給を図っている

ところです。なお、同資金につきましては、事業者

が経営行動計画を策定することに加えまして、金融

機関が事業者に継続的な伴走支援をすることで、借

換えによる元本返済の猶予期間を用いて、金融機関

等との連携による収益力の改善を行うものとなって

おります。

続いて、第２に、経営が悪化している事業者に対

しましては、再生支援のプラットフォームでありま

す沖縄県中小企業活性化協議会において、事業再生

支援の専門家が金融機関との間に入って、再生計画

策定支援や返済条件変更などを調整するとともに、

事業再生に必要な資金需要に対しては、県の中小企

業再生支援資金による金融支援が可能となっている

状況です。

第３に、金融機関への返済不能により信用保証協

会の代位弁済に至った事業者に対しましては、事業

者が事業再生に臨む場合、沖縄県中小企業者等の事

業の再生を支援するための措置に関する条例により

まして、事業再生の蓋然性等、一定の要件を満たせ

ば、代位弁済に関連する債権の一部免除を行うこと

ができ、早期の事業再生に向けた取組が行えること

となっております。

県としましては、引き続き金融機関や支援機関と

連携いたしまして、県内中小企業者の円滑な資金繰

り支援に努め、県内中小企業者の事業継続に向けた

取組を推進していきたいと考えております。

以上です。

○西銘啓史郎委員 これ大切なことでね、今、１か

ら３までお話されましたけど、本当に金融機関と県

との話合い、それから金融機関だっていろんな意味

で自分たちの身も守らなきゃならないという気はす

るわけですよね。

ですから、本当に沖縄県の地銀含めた３行がどう

いう状況にあるのかということと、本当に彼らの思

いがどうなのか、県と方向が一致しているのか――

これ大事だと思うんですよ。それが違うと、例えば

企業としても先ほど借換えとか、再融資でしたっけ、

おっしゃいましたけど、貸し渋りじゃないけども、

金融機関に駄目だって言われたら、もうどうしよう

もないじゃないですか。

一番怖いのは、黒字なのに倒産するケースってあ

りますよね。再生というか、本当は資金繰りがうま

くいけば生きていけるのが、それができないがため

にというケースも、これから私は、いろんな事例が

発生すると思います。

先ほど約5000件の763億円が返済始まると言いまし

たけど、この１件１件を私も見るわけにはいきませ

んけども、少なくとも商工労働部としてこういった

企業に対する、特に地元の企業に対するそういった

目配りというんですか、これをしっかりやっていた

だきたい。これはお願いしたいと思います。

特に金融機関との話は、私たちは間に入れません

けど、皆さんがどれだけ本当に同じ方向で、同じ環

境を認識しているかというのは大事だと思いますの

で、そこはぜひよろしくお願いしたいと思います。

あと最後に、これ前回委員会でもやって資料をも

らいましたけれども、原油価格・物価高騰に対する

県の取組という資料をもらって、おきなわ物価高対

策支援金がありましたね。２つの事業で50億円ぐら

いの予算計上をしたと思うんですが、事務方に聞く

と執行率が１％とか２％とかって聞きました。この

辺の理由と、繰越しすると聞いていますけど、今後

これをどのように。取り組むのか、決意を聞かせて

ください。

○比嘉淳産業政策課長 今、委員がおっしゃったよ

うに、原油物価高対策緊急支援事業につきましては、

執行率も悪い状況の中、我々もいろんなところから

分析をして、今後、執行率を上げるようなことを取

り組んでおります。

その中で、最初に予算額は51億7000万円近くを計

上しているんですが、そのうち繰越しが48億7000万

円近くになっております。

今年度やった第１弾については、申請の伸び悩み

が課題であったことから、第２弾の支援については、

実施するに当たりニーズを把握するために、やっぱ

り事業者だったり、関係団体だったり、そこから直

接ヒアリング等の調査を行いました。その結果、申

請件数が伸び悩んでいる要因としましては、その支

援の対象が令和４年４月から６月までだったんです

が、そのときのコロナ禍から回復基調があったこと

もあって、売上減少などの支給要件を満たさなかっ
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たことが挙げられます。さらに、この４月から６月

までという３か月間の間で、申請に必要な経費の積

算がなかなか難しかった、満たさなかったというこ

ともあって、これもまた１つの要因です。もう一つ

においては、申請に必要な経費、積算に時間がやっ

ぱりかかっていたということ。そういうこともあっ

て企業活動を優先する事業者も多かっただろうとい

うこともあって、おおむねこの３つの点で伸び悩ん

でいる要因だろうというふうに考えております。

それを踏まえた上で、我々、繰り越した額を、第

２弾をどのようにしていくかというと、やっぱり事

業者ニーズをしっかり踏まえた形で支給要件の見直

し、それから支援対象期間及び支援金額の見直しを

やることによって、申請件数の拡大に向けて取り組

んで、それから執行率の改善にしっかり努めていき

たいというふうに考えています。

○西銘啓史郎委員 おっしゃるとおりで、本当に大

切なことは借りる側の気持ちで、ホームページの掲

載であったり、手続の簡素化であったり、いろんな

ことをしないと、皆さんが思う思いが企業には伝わ

りませんよ。

そしてその内容がすばらしいと思える内容なのか、

いや、これならいいやって、推薦しなくていいやっ

て思う内容なのかも含めて、ぜひこれから僕は、令

和５年度は決して明るい未来だけではなくて厳しい

こともあるという前提で、商工労働部の皆さんには

頑張ってほしいと思います。

以上です。

○大浜一郎委員長 西銘委員の質疑は終わりました。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 すみません、この令和５年部局別、

15ページの一般会計予算の中の③事業承継推進事業

について、これは通告してあったと思うんですが、

メリット、デメリットについて。

○小渡悟中小企業支援課長 事業承継推進事業につ

いてお答えさせていただきます。

まず、事業概要になりますが、県では、承継後の

再成長・発展を見据えた戦略的な事業承継を促進す

るため、中小企業の事業承継の段階に合わせた支援

を実施しているところです。

同事業では、承継の準備段階にある企業に対して

は、経営課題、経営資源の見える化などを踏まえた

事業承継計画の策定支援及び後継者育成支援を実施

しており、また、承継の実行段階にある企業に対し

ましては、事業承継計画の実施に係る経費やＭ＆Ａ

に要する経費について一部補助を行っております。

以上が概要です。

○中川京貴委員 たしか５年前でしたかね、私も議

会の一般質問で取り上げたんですが、この事業承継

については、親族内承継とね、第三者への承継があ

ると思っていますけども、大体、親族内承継が多い

と思うんですけども、それについて課題がもしある

とするならば。その9140万円予算を組んでいますけ

どもね、課題解決に向けての予算の組み方なのかお

聞きしたいなと。

○小渡悟中小企業支援課長 事業承継につきまして

は、平成29年度頃から事業立てをして、事業承継の

取組を行ってきているところであります。

後継者不在率というのが沖縄県は全国に比べても

ちょっと高いほうにあって、それを全国平均まで落

としていくということが重要であると考えておりま

す。その後継者不在率が高い要因の１つとしてよく

言われるのが、経営者の中で事業承継の重要性であ

るとか、必要性であるという認識のほうがまだまだ

十分ではないという状況があります。

その中で、我々としては、一番に取り組んでいか

ないといけないというのは、補助によって実際にか

かる費用を補助して成果に結びつけるということも

大事なんですけれども、まずは事業承継の重要さ、

必要性というのを、この経営者の方々に知ってもら

うというふうな取組を取り組んでいるところです。

以上です。

○中川京貴委員 ぜひこういった事業承継について

は、税務的な専門知識とか、いろんな専門的に必要

性があると思いますので、承継がうまくいくように

取り組んでいただきたいと要望を申し上げて終わり

ます。

○大浜一郎委員長 中川委員の質疑は終わりました。

上里善清委員。

○上里善清委員 私から、全体的なことについてお

伺いします。

５年度の予算が785億円でありますが、その中の一

番占めている部分が、県単融資が645億円なんですけ

どね。この785億円の予算の中のコロナ対策の予算と

いうのはどれぐらい入っているんですか。

じゃ、質問を変えます。

県単融資事業なんですがね、ゼロゼロ融資という

ことで、この645億円の中で、このゼロゼロ融資とい

うのは５年度はあるんですか。

○小渡悟中小企業支援課長 ゼロゼロ融資につきま

しては、令和２年度５月に開始いたしまして、令和

３年度５月で終了しております。
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それの後継の事業といたしまして、伴走型支援資

金というものを令和５年１月まで実施しておりまし

た。

以上です。

○上里善清委員 じゃ、この645億円の中にゼロゼロ

融資というのはないということでありますか。

○小渡悟中小企業支援課長 令和５年度の645億円の

中には新規の融資分があります。これが88億円にな

ります。それ以外のものについては、これまで10年

ぐらい前から貸し付けている過年度分の債務残高と

して残っているものになります。

令和５年度に返済が始まるゼロゼロ融資について、

先ほど少しお話しさせていただきましたけれども、

件数といたしまして4853件、融資額としては763億円

がゼロゼロ融資の債務残高として考えております。

これはあくまでも令和５年度に返済が開始する分

だということで御理解いただきたいと思います。

○上里善清委員 分かりました。

事業者全体の割合で、この沖縄の全産業のこの融

資、どれぐらいの件数が関わっているのか、全産業

から見えるところはありますか。

○小渡悟中小企業支援課長 経済センサスという商

工業を調査する政府機関の調査があるんですけれど

も、2016年の調査の中では、県内の中小企業者数と

しては４万7000社あるということになっています。

令和２年度――一番資金需要が多かった年度なん

ですけれども、これにつきまして、重複している事

業者はあるとは思うんですけど、全体として１万

3500件の件数で貸し付けています。融資額としては

2000億円を貸し付けております。

これについては、県単融資事業は昭和47年から始

まっているんですけど、昭和47年から令和２年まで、

全体の融資額が5500億円になっています。そのうち

の令和２年度だけで2000億円の資金需要があったと

いうことになります。

以上です。

○上里善清委員 分かりました。

多くの企業がコロナに入って、かなりこういった

県単融資を利用しているという状況がちょっと見て

取れるんですけどね。もう返済が始まっていると思

うんですが、どうしても返済できないということも、

もうそろそろ出るはずですので、細かに今、対策を

取っていただきたいというふうに思います。

これについては以上です。

あと、島しょ型エネルギーなんですが、2030年ま

でに県としては18％まで持っていくということであ

りますが、今はどんな状況ですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

現在公表されている正式な数字は、再生可能エネ

ルギーで8.2％なんですが、今年度３月末までに公表

する予定の数字が約11％を予定しております。

以上です。

○上里善清委員 これも他の委員からもあったんで

すけどね、考え方として、この18％まで持っていく

としたら、県としては何に力を入れるつもりですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

現在我々がやっている離島における事業の中で、

太陽光設備を入れる事業がありますが、メインはこ

れでやりたいと。その後、そのサブというか、見込

んでいるのはバイオマスエネルギーを含めて今後進

めていくことによって、18％に向けて努力していく

ということを考えております。

○上里善清委員 石炭から、液化天然ガスですかね

――これは排出量は石炭に比べればはるかに低いと

思うんですよ。電力さんはどのように考えているか、

私分からないんですけどね、液化天然ガス発電とい

うのは、電力さんはどういうふうに取り組むつもり

か分かりますか。液化天然ガスの発電所をどう考え

ているのか。電力とのこのようなお話合いはありま

すか。

○比嘉淳産業政策課長 電力とは、液化天然ガス――

ＬＮＧについては、基本、今……。

ＬＮＧの液化天然ガスの発電については、吉の浦

で沖縄電力が発電を行っているんですが、それから

例えば施設を大きくするとか、小さくする、そうい

う話はまだ我々としてもやっていないので、現に今、

把握はできていない。ただ、今、ＬＮＧガスは電力

として発電をするというような方向は確認ができて

います。

○上里善清委員 皆さんの部署は、県民所得の向上

ということが一つの課題だと思うんですけどね。Ｄ

Ｘを進めるとか、他産業の育成とか、その辺に力を

入れていかなくちゃいけないと。沖縄の課題でもあ

るわけですよね。このＤＸ、よく耳にするんですけ

どね、進捗として、今、企業がＤＸを進める体力は

あるのかと、たまに考えるんですよ。どんな感じで

すかね、企業のこの取組というのは。

○大嶺寛情報産業振興課長 このＤＸにつきまして

は、県のほうで沖縄ＤＸ促進支援事業という事業で、

いろいろ県内企業の生産性向上を図るためにその企

業が実施するＤＸに向けた取組を支援させていただ

いております。実際にその体力があるとかないとか
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というところまでは把握はできていませんが、ただ、

経営者のほうにアンケートとか、そういったもので

いろいろお伺いすると、やっぱりこのＤＸがなかな

か難しいということで、この辺の経営者の理解とか、

進め方がよく分からないといったことが主な理由で

取り組めていない企業が多いというふうなところで、

特に資金面は聞いてはいませんが、ただ、そういっ

たものも含めまして、こちらで支援していきたいと

いうことで、経営者向けにセミナーとか開催させて

いただきながら、今、いろいろ取り組んでいるとこ

ろでございます。

○上里善清委員 これはもう集中して、生産性を上

げるということですので、企業さんに十分説明して、

取り組めるようにしないと前に進みませんよ、これ。

ひとつよろしくお願いします。

あと最後に、今日の新聞を見てちょっと質問をし

たいんですけど、電力料金の特別高圧でしたかね。

皆さんの説明資料３－４の16ページの一番上ですね。

特別高圧受電契約の支援の金額なんですが、11億

3700万円というふうになっております。

今日の新聞をちょっと見ると、国と県が支援して

いくということが載っているわけですよ。104億円ぐ

らいですか。この11億3700万円プラス幾らかになる

んですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今、委員がおっしゃる令和５年度の特別高圧の事

業が11億3000万円なんですが、それは、今日の新聞

に載っていた104億円の中には含まれていて、我々は

さらにこの事業で特別高圧に対して持ち込む金額が、

今公表前ではあるんですけど、7.5億円を想定して、

国と調整しながら進めている段階です。

○上里善清委員 じゃ、令和５年度の予算に、なお

かつプラスということで理解していいですよね。

○比嘉淳産業政策課長 この後、当初予算の追加補

正の中で今後提案をしていって、進めたいというふ

うに考えています。

○上里善清委員 この新聞を見ると、５月から９月

を想定しているということなんですが、電力値上げ

の許可は、国としてはまだ許可していない状況では

あるんですけどね、いずれこれはそうなるかもしれ

ないということで。これ５月から９月までですよね。

９月以降はどのようになるんでしょうか。

○松永享商工労働部長 今、御質問の10月以降とい

うことだと思いますけれども、今日、新聞に載って

おります支援というものに関しましては、値上げ申

請が始まるのが、今、５月と見込んでいるものです

から、５月からスタートをしまして、国の支援が終

了する９月までということで、県がさらなる支援を

ということで考えてございます。

今、御質問の10月以降をどうするかということな

んですけれども、現状としては、それ以降というの

は、今、決まった形ではなくて、やはり今後、現在

のその電気料金の高騰の要因となっておりますロシ

ア・ウクライナ情勢の影響でありますとか、為替レー

トの円安の影響が、この後半年間でどうなっていく

のかというところをまず注視しないといけないとい

うふうに思っております。

それと併せまして、国政の場でも追加支援の議論

がなされているということも聞こえておりましたり、

あるいは５月以降始まる国の支援、あるいは県の支

援によってどうなるのかというのも注視していこう

かなというふうに考えてございます。

それらを見ながら、今後県民であるとか、県内産

業に与える影響でありますとか、この後の支援ニー

ズなども把握しながら、10月以降、どういう支援が

必要なのかというのはまた見定めていこうかなとい

うふうに考えているところでございます。

以上です。

○上里善清委員 あと１点だけ。

今、値上げ申請していますよね。これは一応９月

までという申請になるんですか。９月以降はまた再

申請という形になるんですか。

この辺ちょっと教えてください。

○松永享商工労働部長 今回の電力料金の値上げが

沖縄電力さんのほうから経済産業省のほうに出され

ておりまして、現在、経済産業省のほうで審査をし

て認可が下りるということになります。これが今、

４月からずれ込んで５月からになるだろうというふ

うに見込まれてはいるんですけれども、これは５月

以降の料金ということですので、いつまでというこ

とではなくて、５月以降の料金がそれになるという

ことになります。

以上です。

○上里善清委員 あと少し補充。

この申請は、もう、永久的と言ったらおかしいん

ですけど状況が変わってもそのままという形になる

んですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

10月以降に関して、例えば下がった場合、影響が

なくなった場合に、やっぱり燃料費調整単価という

のがありまして、それが沖電からこのぐらい下がり

ましたというのを、また、経済産業省はそれを審査
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して下げるということができるというふうになって

おります。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

午後３時17分休憩

午後３時33分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

山内末子委員。

○山内末子委員 お願いします。

まず最初に、先ほどありましたけれど、県内の電

気料金の件では大変厳しい中で、県民からすると大

変すごい英断をしたのかなというふうに思います。

まず、頑張っていただきたいと思います。

それでは、通告をしております、先ほどありまし

た島しょ型エネルギー社会基盤整備の中で、太陽光

を軸に今後の脱炭素化に向けてはやっていくと回答

がありましたけど、今回の離島を中心としたこの事

業は、何世帯で、その分の予算はどこに、どれぐら

いになっているのかお聞かせください。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今回の島しょ型エネルギー社会基盤構築事業の中

での太陽光を中心とする細事業としましては、離島

再生可能エネルギー導入促進事業という形で今年は

進めようと思っております。予算額については約４億

円を計上しております。今回、島しょ型エネルギー

の事業自体は５億3800万円ですので、大部分を離島

の再生可能エネルギー――太陽光パネルを入れて、

かつ蓄電池でもってためることによって、変動性電

源をできるだけ変動にならないような形で進めよう

とするのが、今回の離島再生可能エネルギーの中心

になります。さらに、今後、我々が考えているのは、

この変動性電源は太陽光発電をもって最大限活用で

きるように環境を整えつつ、離島の再エネの加速化

を図っていきたいなというふうに考えています。

○山内末子委員 もう太陽光についてはやっぱり蓄

電池とセットにしていかないと、効率がやっぱり高

くなるということでは、今回の蓄電池をセットにと

いうこの事業の在り方というのはとてもいいかと思

います。

先ほどありましたように、脱炭素化については、

もう11％、今、来てはいるんですけど、やっぱり18％

までということになりますと、今のまま離島とかだ

けではなくて、本島へのこの取組を強化していかな

いと、その脱炭素化に向けてはちょっとスピードが

遅くなるんじゃないかというふうに思いますので、

その辺の本島に向けての取組、事業についてはどの

ように考えているのかお聞かせください。

○比嘉淳産業政策課長 本島については、まさに太

陽光パネルは、今、沖電とか、その他の電力会社が

始めているということもありまして、それを今、進

めている段階ではあるんですが、もう一つ、バイオ

マスエネルギーについて。中城であったりとか、そ

ういうところで、県内の資材を使った――中城バイ

オマス発電所については海外から輸入したヤシ殻を

使って発電をして、再生可能エネルギーの比率、ク

リーンエネルギー比率を上げているというふうな形

で、どんどん我々としても、そういうところの民間

投資を誘発していって、このバイオマス発電所もい

ろんなところでできるような形で進めていきたいな

というふうに、沖縄本島内では考えています。

以上です。

○山内末子委員 今あったように、そのクリーンエ

ネルギーの中で、バイオマスの件でも、やっぱりイー

レックスさんなんかはパームヤシを輸入しています

よね。そういうものではなくて、本島にそういった

植物を――ちゃんとしっかりとバイオマスにつなが

るような木質チップのこともやっていると思うんで

すけど、その本島での植物のエネルギーに変わると

いう、その辺の取組については、今、この事業の中

でどのようになっていますか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今、バイオマス活用促進事業の中では、県産木質

バイオマスも含めて、畜産廃棄物のバイオマスも含

めて今年度調査をしていて、そこで可能性のあるも

のをさらに進めようということで、今、調査をやっ

て、今年度中に結果が出てくるというふうになって

おります。そういう意味では、県産の資材を使った

ような形で進めることによって、環境、エコシステ

ムをしっかり回せるような仕組みづくりができたら

なというふうに考えています。

○山内末子委員 それはもう原材料もね、県内で調

達できるような、そういう検証をぜひしっかりと取

り組んでいただきたい。

もう一点は、先ほど外国との連携ということで、

ハワイとの連携があると思います。皆さん――ちょっ

と私ハワイに行けなかったですけど、ハワイの中で

の、昨年度、石炭火力発電を廃止してメガソーラー

と蓄電池のセットということで、相当脱炭素に向け

て頑張っているところですので、こういった点では

やっぱりハワイから学ぶという――モデルにしなが

ら、この事業の中でしっかりと取り組む必要性があ

るのかなと思いますけど、その辺についてはどのよ
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うに考えておりますでしょうか。

○比嘉淳産業政策課長 令和３年５月にハワイと締

結をした、ハワイ州と沖縄県のクリーンエネルギー

協力に関する覚書の中で、情報共有であったり、技

術交流であったりということをハワイと沖縄とで交

互でやっているのが現状です。その中で、やはりおっ

しゃるように、ハワイは石炭を廃止して、クリーン

エネルギー、再生可能エネルギーに大分比重を持っ

ていくというふうなことも、情報として我々も研究

しながら、勉強しながらやっている最中であります。

その技術も含めて、それから仕組みというのも含め

て進めていきたいなと。

ただ、今、我々の課題となっているのは、やっぱ

りハワイは予算規模が全く違う。沖縄県の予算規模

とハワイの予算規模は全く違いますので、その辺の

ところをどうやるかというのも含めて、我々研究し

ながら進められたらなというふうに考えております。

○山内末子委員 頑張ってください。

それでは進みます。

沖縄県の非正規雇用の在り方というのは、もう大

変、低賃金も含めて厳しいところがあって、特に女

性の60％、それから若者の50％という意味で、相当

頑張って正規雇用に向けて事業を展開していかなけ

ればならないのかなと思います。

そういう意味で、資料３－４の16ページの若年者

活躍促進事業、この概要と成果についてお聞かせく

ださい。

○金城睦也雇用政策課長 お答えいたします。

本事業は、若年者が活躍できる環境を整備するた

め、若年者の就職、定着の促進、就業意識啓発等の

推進、県内就職の促進に向けた取組を実施するもの

であります。

具体的には、大学への就職支援員の配置や新規学

卒者向け合同企業説明会、職業訓練による企業との

マッチング、県外からのＵＪＩターン、就職支援な

どを実施しており、これらの取組により令和３年度

の就職者数が654名となっており、若年者の完全失業

率や就職内定率の改善につながっていると考えてお

ります。

以上です。

○山内末子委員 今、654人の就職につながったと

おっしゃっていますけど、今年度の目標はどの程度

設定しておりますでしょうか。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、雇用政策課長から後ほど資料を

提供するとの申出があり、了承された。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

山内末子委員。

○山内末子委員 若年者にしては、やっぱり小・中

・高と学生の頃から職業意識というものをしっかり

と学んでいかなければならないと思いますけど、そ

ういった若い頃からの子供たちへの事業としては、

どのようなものを展開して、それの効果についてど

ういうふうに考えているのかお聞かせください。

○金城睦也雇用政策課長 お答えいたします。

この若年者雇用促進事業につきましては、５つの

細事業で構成されておりまして、その中の１つに、

未来の産業人材育成事業というのがございまして、

その中で小中学校の児童生徒を対象に、職業人講話

や出前講座等の実施、教員向けの産業理解を深める

研修等を実施しております。

期待される効果につきましては、児童生徒に対し

て産業理解を促すことにより、早期からの職業への

興味・関心を育て、就業意識を高めることができ、

業界における雇用のミスマッチや人手不足等の改善

が期待できます。

以上です。

○山内末子委員 頑張ってください。

続きまして、働く女性応援事業について、これも

16ページでございますけど、事業概要とこれまでの

成果についてお聞かせください。

○安座間孝之労働政策課長 働く女性応援事業は、

働きたい女性、働いている女性から仕事に関する相

談を受けるほか、女性が働きやすい環境づくりに取

り組む企業を応援するため、社会保険労務士等の専

門家派遣等を行っております。

事業の効果としましては、出産育児や介護等によ

り就労が継続できなくなる場合が多い女性の離職を

防ぎ、就業を継続することで、女性のキャリアアッ

プや管理職の登用等につながり、女性の活躍促進に

資するものと考えております。

○山内末子委員 もう女性がやっぱり働く環境を整

えるということが、沖縄県の働く質の向上というの

はとても大きなものになると思います。

この事業の中で見てみますと、相談体制が大変充

実していると思います。その相談をすることによっ

て、女性のハラスメントであったり、それから再就

職だったり、そういうことにつなげていけるのかな

というふうには思っていますけれど、再就職という

観点ではどのような形で進めていくのか、その辺の

ことについてもう少し具体的にお願いいたします。

○安座間孝之労働政策課長 同じ事業の中で、女性
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のキャリアアップセミナーというものがありまして、

その中で、働く力を上げていくとか、社会人が身に

つけておくべきネットリテラシー、あと、自分らし

く働くために職場の対人関係と生活の中のセルフケ

アといった内容をキャリアアップセミナーとして提

供しております。

○山内末子委員 ありがとうございました。

○大浜一郎委員長 山内委員の質疑は終わりました。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 じゃ、資料３－３の11ページの県

単融資事業の中のですね、いろいろ財源内訳とか、

予算が増額になったとかについては説明がありまし

たけど、金利の引下げ、それから信用保証料の負担

軽減――金利はどれぐらい下げたのか、保証料をど

れぐらい下げたのか、その負担軽減を伺います。

○小渡悟中小企業支援課長 まず、県単融資事業に

おいては、融資に当たっては保証協会の保証をつけ

ることとしています。保証協会においては、例えば

企業の経営状況でありますとか、規模でありますと

か、リスクなどを踏まえて保証料率というものを設

定します。

県においても県単融資事業の中での保証料率とい

うものを設定しています。その差額分を補塡するこ

とで、保証料を軽減して、事業者の負担軽減を図っ

ているところであります。メニューによって、いろ

いろ保証の軽減幅がありますので、代表的に言いま

すと、今回５年１月につくりますと、大体、借換資

金については保証料を国も補塡しているんですけれ

ども、さらに県のほうが上乗せ補塡していまして、

保証料をゼロにしている状況がございます。

以上です。

○玉城武光委員 じゃ、保証料はゼロになったわけ

ですね。

○小渡悟中小企業支援課長 保証料ゼロというのは、

借換資金の中でのセーフティーネット４号と５号を

取得した事業者に対してになりますが、一般で借り

入れることも可能になります。その事業者について

は、0.95％の保証料がかかることになります。

○玉城武光委員 金利引下げはどう、金利。

○小渡悟中小企業支援課長 金利引下げについては、

コロナ関連融資でお話しさせていただきますと、い

わゆるゼロゼロ融資につきましては、借りてから実

質３年間は利子をゼロにするという取組を行ってお

ります。

５年１月まで実施していました伴走型支援資金と

いうのもございまして、そこについては、令和３年

度の融資を受けた事業者に対してになりますけれど

も、そちらも県のほうで独自に上乗せの補助をいた

しまして、３年間の実質無利子ということで取り組

んでいるところです。

以上です。

○玉城武光委員 県が上乗せした部分というのは、

予算としては幾らですか。

○小渡悟中小企業支援課長 ゼロゼロ融資の利子補

給分の額ということでお話しさせていただきますと、

令和５年度については14億円計上しております。

以上です。

○玉城武光委員 分かりました。

これ、県単独で14億円ですよね。

○小渡悟中小企業支援課長 すみません、ゼロゼロ

融資につきましては、国のほうの取組になりますの

で、国のほうからの補助を受けまして実施している

取組になります。

県の独自の上乗せになりますと、伴走型支援資金

の利子補給になりまして、こちらはまた別に県の独

自の取組として、令和５年度は5100万円計上してい

るところです。

以上です。

○玉城武光委員 分かりました。

非常にいい支援だと思いますから、頑張ってくだ

さい。

次ですね、38ページ、稼ぐ企業連携支援事業。こ

れ約４億円の増額となっているんですが、その中に、

採択事業者に対する経営支援及びプロジェクト推進

の支援を実施するということなんですが、令和４年

度で採択事業になった事業者は何件。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 お答えしま

す。

稼ぐ企業連携支援事業の令和４年度の採択事業者

は、10件となっております。

以上です。

○玉城武光委員 この10件の事業者にかかった予算

というのは幾らになりますか。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 １件当たり、

１年目の補助上限額は900万円でございます。それの

10分の９を補助してございます。

○玉城武光委員 これ４億円も予算増になった。ど

の部分が予算増額したんですか。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 令和４年度

から令和５年度の増額は3300万円の増額になります。

令和４年度の金額が１億3900万円となっていまして、

令和５年度の予算額が１億7200万円ということなの
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で、増減約3300万円ということです。

○玉城武光委員 じゃ、次ですね、ＩＣＴビジネス

高度化支援事業の説明の中に、デジタル技術の開発

・実証等への支援を実施するとありますが、どういっ

た事業なのか概要を説明して。

○大嶺寛情報産業振興課長 この事業は、ＩＴ企業

を対象に、高度化であったり、ビジネスの展開であっ

たりということを支援させていただいている事業な

んですけども、具体的には、３つの補助メニューを

用意させていただいております。

まず１つ目が、例えば市場調査とか、事業計画の

検討など、ビジネスプランを策定したい段階での支

援。

２つ目は、ＡＩとか、クラウド技術とか、そうい

うふうなちょっと高度な技術を他社と差別化を図る

ために導入したいというような場合の高度技術の導

入の段階の支援。

３つ目に、例えば新たな技術を身につけて活用し

たりとか、新たなサービスを開発して実施をしたい。

あるいは顧客や販路の開拓といったものをやりたい

というふうなときの事業化の段階の支援。

この３つの段階に分けて、補助金でもって支援す

るというような事業になっております。

○玉城武光委員 そのＩＴ事業者というのは何社ぐ

らい支援していますか。

○大嶺寛情報産業振興課長 今、県独自の調査によ

りますと、900社ほど県内のＩＴ企業がいらっしゃる

ということでございます。

○玉城武光委員 900社ある県内の事業者の中で、こ

の事業で支援しているのは何業者ね。

○大嶺寛情報産業振興課長 この事業では、令和４年

度は22件の採択でございますが、県内のこれまでの

ＩＴ企業は、主に下請の業務が多かったこともあっ

て、それを今後、自らその商品開発、サービスをつ

くって売っていって稼いでいくというような付加価

値の高いところに転換していただくとか、下請でも、

もう少し高度な単価でもって受けられるような技術

を身につけていっていただくというふうなところで

事業を展開してございます。そういうふうな企業を

増やしていきたいということで、今年度は22件となっ

てございます。

○玉城武光委員 令和５年度はどれぐらい。

○大嶺寛情報産業振興課長 令和５年度も今年度と

ほぼ同額で、件数につきましても22件を想定してお

ります。

○玉城武光委員 分かりました。

次に、40ページの沖縄型総合就業支援拠点形成事

業。

先ほども山内委員からもあったんですが、これの

中のですね、令和５年度は駐車場利用者へのサービ

スを拡充ということなんだけども、駐車場サービス

というのはどんなことなんですか。

○金城睦也雇用政策課長 お答えいたします。

同事業は、県の総合就業支援施設であるグッジョ

ブセンターおきなわの管理運営に要する経費となっ

ております。

今回、駐車場利用者へのサービス拡充ということ

で、中身なんですけど、グッジョブセンターおきな

わを利用する来所者の駐車場につきましては、同セ

ンターが入居しているカフーナ旭橋内や近隣の民間

駐車場を利用することとなっております。駐車料金

は有料で、利用者負担としていることから、利用者

からは求職中で駐車料金の負担が大きいといった声

や、駐車料金がかかるためセミナーを受講できない

といった意見が寄せられております。

このような状況を踏まえ、令和５年度から利用者

の負担軽減を図るため、来所者の駐車料金を一部割

引するサービスを開始することとしまして、具体的

には、センターにおいての相談窓口利用の場合は１時

間割引、セミナー参加者は２時間の割引とすること

としております。

以上です。

○玉城武光委員 今の説明では１時間、それから受

講生は２時間の駐車料金を割引すると。要するに、

ここは県が負担するということですよね。

○金城睦也雇用政策課長 この駐車場につきまして

は、有料駐車となっておりまして、20分につき駐車

料金が100円で、１時間おりましたら300円という形

になりますので、１時間相談窓口のほうに来られた

ら、この300円が割引になるということでございます。

以上です。

○玉城武光委員 これ、どれぐらいの予算を見込ん

でいる。

○金城睦也雇用政策課長 約500万円を計上しており

ます。

以上です。

○玉城武光委員 次ですね、44ページの国際航空物

流機能強化推進事業。

これ、予算減額したとなっているんですが、この

事業がうまくいって、もうこれ以上予算を計上する

必要がなくなったということでの減額なのか、ちょっ

とそこの理由を説明してください。
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○前原秀規アジア経済戦略課長 お答えいたします。

本事業は、那覇空港の国際物流拠点の形成に向け

て、県が航空コンテナスペースを確保し、その利用

促進を図ることによって、航空物流ネットワークの

構築を推進すること。あと、沖縄大交易会の開催支

援を行うことによって、沖縄全国特産品の海外輸出

における流通拠点化を推進することを目指しており

ます。これらの取組によって、那覇空港の航空貨物

取扱量の増加を目指すものです。

減額の主な理由としては、県が航空物流ネットワー

クの構築のため実施しています航空機のコンテナス

ペースを確保する事業について、これまで県が全額

負担する委託事業で行っておりましたが、令和５年

度から荷主が一部負担する補助事業に切り替えるこ

とに伴いまして、県負担額を縮小することになった

ものです。

以上となります。

○玉城武光委員 今までは県が委託事業として全額

負担していたけど、補助金という形になった関係の

減額ということですね。

○前原秀規アジア経済戦略課長 はい、おっしゃる

とおり、委託事業から補助事業に切り替わることに

よっての減額となります。

以上です。

○玉城武光委員 分かりました。

じゃ、次、同じく44ページ。航空関連産業クラス

ター形成促進事業ですが、ここも減額計上になって

いるんですが、その理由を説明してください。

○高宮城邦子企業立地推進課長 お答えいたします。

航空関連産業クラスター形成促進事業というのは、

航空機整備を中心とした産業クラスターを形成する

ための、県の投資環境をＰＲしたり、それから企業

誘致の活動などを行う事業になっております。

減額となった主な理由ですけれども、今年度につ

きましてはちょうど折り返し地点ということで、航

空関連産業クラスター形成アクションプランの中間

見直しを行っております。それは今年度に特別に計

上をしている予算で、次年度はそれを予定しており

ませんので、その分の経費の削減となります。です

ので、事業を実施する上では影響はございません。

以上となります。

○玉城武光委員 事業をするに当たっては影響ない

というのは、何を実施しないってことなの。ちょっ

と聞こえにくい。

○高宮城邦子企業立地推進課長 お答えいたします。

この事業は平成30年度に始まりまして、アクショ

ンプランというのをつくっております。これは10年

計画になるんですけれども、今年度が５年目に当た

りまして、折り返し地点になるんですね。それで、

アクションプランの見直しの作業を行うために委託

費用が必要でございました。これは、あくまでこの

見直しのための費用でございますので、令和５年度

は計上する必要がないんですね。そういう性質の経

費になってございます。それが令和５年度事業では

減額をしたということでございます。

以上です。

○玉城武光委員 じゃ、次です。

47ページのＤＸ人材養成事業。ここ予算増額になっ

ているんですよ。その理由を伺います。

○大嶺寛情報産業振興課長 この事業は、全国的に

デジタル人材が不足する中、企業のＤＸ推進に必要

な中核人材を養成するため、各種講座を開催するも

のとなっております。

具体的には、ＤＸ推進リーダーとか、ＤＸコンサ

ルタント、データ活用人材の養成コースといったの

を設けて、座学、オンライン講座を実施するととも

に、この受講生が抱える自社の課題解決に向けたＤ

Ｘ計画策定の実践的な研修といったものを実施して

おります。

こちらにつきましては、ほぼ令和４年度と同額と

なってございまして、講座のほうも同額で28講座、

延べ180名というふうなところで予定してございま

す。

○玉城武光委員 どこで実施しているの。

○大嶺寛情報産業振興課長 こちらにつきましては、

委託事業ということになっていまして、その委託先

のほうで場所を確保しまして、そこで座学で行った

り、オンラインであったりというふうな。

○玉城武光委員 泡瀬の……。あっちはうるま市か。

○大嶺寛情報産業振興課長 場所は、うるま市のＩ

Ｔ津梁パークとかではなくて、民間、例えば八汐荘

とか、そういったところです。

○玉城武光委員 では最後、先端ＩＴ人材育成支援

事業。そこの事業概要の説明をお願いします。

○大嶺寛情報産業振興課長 こちらの事業は県内の

ＩＴ事業者を対象に、ビジネス高度化とか、競争力

強化を図るために、ＩＴエンジニア等の技術力、ビ

ジネススキルといったものの向上に資する講座を開

催するものとなってございます。

具体的には、ＩｏＴとかＡＩなどの高度なデジタ

ル技術を学ぶ講座や、ＩＴ関連の国家資格を取得す

るための対策講座、新規事業の創出とか、プロジェ
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クトマネジメント力を鍛える養成講座、そういった

ものを開催して、県内のＩＴ人材のスキルアップを

図っているものとなってございます。

○玉城武光委員 頑張ってください。

終わります。

○大浜一郎委員長 玉城委員の質疑は終わりました。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 事項別積算内訳書の102ページの資

源エネルギー開発促進費。これ対前年度比大幅増で

すけれども、特別高圧の分が入っているということ

がありますけれども、その他で特にぶら下がってい

る事業の中での新規とか、何か増額という理由があ

りますか。

○比嘉淳産業政策課長 今、委員、御質疑のあった

資源エネルギー開発促進事業については、今回、特

別高圧事業が約11億円で増額となっております。そ

れと、島しょ型エネルギー社会基盤構築事業につい

ても約5000万円の増額となっております。

以上です。

○仲村未央委員 島しょ型エネルギー社会基盤構築

事業ですね、この10年来の取組があると思うんです

けど、その10年間の総事業費、それから委託費、補

助金等を伺います。トータルでいいです。

○比嘉淳産業政策課長 まず最初に、スマートエネ

ルギーアイランド構築事業という前身の事業があり

まして、平成24年度から始まって令和３年度までで、

トータルの総事業費が58億円となっております。

そのうち、直近で行きますと、令和３年度が最後

で3900万円となっております。

以上です。

○仲村未央委員 先ほどの10年間の総額58億円のう

ちの委託費、補助金、それぞれ総額でよろしいので

お尋ねいたします。

○比嘉淳産業政策課長 委託費は48億円、それから

補助金が約10億円、事務費が1600万円です。

○仲村未央委員 あと、先ほど来出ていますけど、

この2030年度のそれぞれ再生可能エネルギーの電源

比率等々ですね、目標値を持っていると思うんです

けれども、その2030年度の目標値と現在の状況とい

うのをそれぞれ教えていただけますか。

○比嘉淳産業政策課長 2030年度の目標値は、クリー

ンエネルギー・イニシアティブにも載せているとお

り18％を目標としております。2020年度の数字で行

きますと約8.2％。今年公表をする値が約11％という

ふうな形で、今、取りまとめております。

以上です。

○仲村未央委員 それだけじゃないんじゃない。こ

の2030年度の目標値はほかにもありますよね。水素

・アンモニアとか、自給率とか。

○比嘉淳産業政策課長 今、お話ししたのは意欲的

目標で、挑戦的目標が26％で、2030年度の18％の中

には水素とか、アンモニアも含めて約１％を想定し

て、18％に持っていくというふうに考えております。

以上です。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲村委員からクリーンエネルギー

・イニシアティブの中での水素・アンモニ

アやエネルギー自給率の目標値と現状を聞

きたいとの補足説明があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

比嘉淳産業政策課長。

○比嘉淳産業政策課長 申し訳ございません。

再生可能エネルギーの電源比率が、2030年度意欲

的な目標で18％、挑戦的な目標で26％。今現在、そ

の21年度の直近では11.1％になるだろうと。

それと、水素・アンモニアの電源比率に関しては、

2030年度までに１％を達成したいと考えております。

さらに、エネルギー自給率については、2030年度

で意欲的な目標として５％、それから挑戦的な目標

として７％なんですが、直近2020年度のエネルギー

自給率については3.4％というような形でなっていま

す。

以上です。

○仲村未央委員 水素とアンモニアについては、全

くないということですか、計量できないということ

ですか。現在値が出てこないというのは。

○比嘉淳産業政策課長 委員おっしゃるように、こ

の水素・アンモニアについては、まだ研究開発、そ

れから実装も含めて進めている段階なので、現時点

では、１％もないというような状況になります。

○仲村未央委員 先ほど、この過去10年間の総額58億

円事業費ということがありましたけれども、そのう

ちの沖縄電力が関係する委託・補助金の総額をお尋

ねいたします。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

沖縄電力に対する過去10年間の補助金・委託料を

合計で行きますと、12億6000万円。そのうち補助金

が９億7000万円、委託として約２億9000万円が10年

間で沖電に対して補助金・委託料を支払っています。

以上です。

○仲村未央委員 沖縄電力へのその委託・補助金関

係等ですけど、これは今、この島しょ型――従来の
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スマートエネルギーアイランドについてお尋ねして

いるんですが、このエネルギー関係での委託とか、

補助金というのは、ほかの事業でもあるんですか。

これだけですか。

このエネルギー関係の電力に対する委託・補助金

というのは、ほかの事業でもあるんですか。これが

全てですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今回の島しょ型エネルギーについても、一部、沖

電に対しては委託・補助をやっているものもありま

すし、それから、海底ケーブル等の別の国のメニュー

でも、沖電に対しては補助をやっているということ

になります。

以上です。

○仲村未央委員 あと、沖縄電力の関係でちょっと

数字の確認ですけれども、沖縄振興関連税制の中で

の、特に石油石炭税のその免税分とか、あと、資産

税関系の減税分があると思うんですが、この間のトー

タル額というのは出ますか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

沖電に対しての石油石炭税免除及び固定資産税の

標準課税の特例が行われています。

この中で、適用額が合計643億円となっています。

○仲村未央委員 それで、先ほど、特にこの島しょ

型、これまでスマートアイランドとして進めてきた

大きな取組。先ほど、部長の予算方針の大項目にも

この再エネ化というのが非常に重要だというお話が

ありました。

それで、特に再エネについて聞きたいんですけれ

ども、再生エネルギーの電源構成の割合に関する目

標というのがありますか。つまり、聞きたいのは、

2030年あるいは2050年、そのモデルに向けて今、進

めている中で、先ほどこの過去の10年間でトータル

58億円ということでしたけれども、その太陽光でど

れぐらいの再エネ電源構成、バイオマスでどれぐら

いの電源構成というような、この割合ですね。そこ

の目標を伺います。

○比嘉淳産業政策課長 2030年度に向けての再生可

能エネルギーの電源構成なんですが、現状、物の単

価であったり、いろんな変動がありまして、なかな

かそれを算定するのが難しくてですね、今、我々の

中では、一応ある程度形はあるんですが、公表でき

るような数値は持ち合わせておりません。

我々が策定しているクリーンエネルギー・イニシ

アティブの中には、シミュレーションとして幾つか

数字は書いてはいるんですが、これを目標として、

こういう形で電源構成を目標とするようなことは今

のところ考えていなくて、今、委員がおっしゃるよ

うな2030年度に向けての電源構成比率というのは、

現状のところ公表できることはないです。

○仲村未央委員 じゃ、可能性がある再生エネルギー

の構成であろうというところの、例えば太陽光とか、

バイオマスとかですね。その種類について沖縄の可

能性というのは何と、何と、何と特定しているんで

すか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今、県が考えている、この主力となり得るような

再生可能エネルギーの種類というのは太陽光が１番

で、その次にバイオマスかというふうに考えており

ます。

以上です。

○仲村未央委員 この電源構成割合の想定とか、そ

の目標値を持つというのは、非常に重要だと思って

いるんですね。

というのは、この間、先ほどトータル10年で58億

円、実証実験それぞれ重ねてきていますよね。ある

程度、それだけの規模の予算、それから事業の年数

を重ねてきた以上、さすがにこの再生エネルギーの

目標とか、電源構成割合というのが出てこないとい

うのは、非常に我々もこの予算とかを検証しようが

ないんですよね。つまり、達成度というのが一体ど

うなっているのかというところを見るのが、いわゆ

る議会からのチェックなんですけれども、そこがよ

く分からない。

それから、太陽光とバイオマスというのを有力な

ものと見ているということでありますけれども、やっ

ぱりそこをしっかりと、2030年度までには何％達成

していくためには、結果を逆算してこれがどこまで

到達していなければ、今の段階でできているのか、

できてないのかという話に初めてなると思うんです

けれども、そこの構成割合を持たない、持っていな

いというのはどういうことなんでしょうかね。

○比嘉淳産業政策課長 お待たせしました。

国は現状では見通しというイメージで、国も同様

にその再生可能エネルギーの電源構成についてはイ

メージとしか持っていないというのが現状です。

沖縄県も同様に、今回クリーンエネルギー・イニ

シアティブで策定したものをシミュレーションとし

てのシナリオのイメージは持ってはいるんですが、

この再生可能エネルギーの業態自体が、技術革新で

あったりとか、それから技術革新によってどの再生

可能への分野が、主力になるか、なかなか予測がつ
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きにくいということもあって、我々もその再生可能

エネルギーの電源構成については、シミュレーショ

ン、イメージは持っているんだけど、なかなかそれ

を公表するまでの数値として、根拠として持ってい

ないということであります。

○仲村未央委員 先ほど例えば畜産の排せつ物で

135万トンあると、農林水産部が言っていたんですね。

皆さんの陳情処理方針をこれまで見ると、バイオ

マスの発電に関しては下水処理施設等、あるいは家

畜のふん尿をバイオマスの原料と見て取組を拡大し

ていきます等と出てくるんですが、そういった具体

的なその原料、資源があることについても目標値は

持たないですか。

○比嘉淳産業政策課長 バイオマス関係の、そのバ

イオマスの種類ごとの目標値については、現状持っ

ていないという話になります。

ただ、今後、例えば畜産廃棄物であったり、それ

から県産木質バイオマスであったり、そういうのは

必要になるだろうと思って、今、令和４年度の事業

の中で木質バイオマスについての既存量調査等を実

施しています。そういうのを踏まえた上で、今後、

例えばその県産木質バイオマス以外にも、畜産のバ

イオマスについても、農林水産部と連携が取れるよ

うな状況になれば、どんどん進めていきたいという

ふうに考えています。

以上です。

○仲村未央委員 我々、委員会でハワイの状況を伺っ

てきました。

ハワイでは、もう今までこの目標としていた2030年

度目標を既に突破して、2030年を待たずに、今、40％

に来ていて、2045年待たずに100％に到達するであろ

うということで、こういう電源構成比とか割合、再

エネ率、そしてその構成というのが、これが太陽光

であるのか、バイオであるのか、地熱であるのか、

水素であるのかということを、具体的にその構成を

つくって、目標を置いて、そして達成率を確認して

進めているわけですね。

先ほど、ハワイとは大分財政規模も違いますとい

うことでしたけれども、少なくとも沖縄は政府が云

々ということとか、燃料が高騰したからというだけ

ではなくて、もともとの島嶼性とか、自給率を高め

ていかなければいけない需要というのは、ほかの県

と融通が利かないだけに非常に高いニーズがあるん

ですよね。

ですので、やっぱりその目標も持たずに、行き当

たりばったりに見えちゃう。実証実験を重ねて10年

間で58億円も使って、ちょっと電力とどのようなこ

とになっているか分からないけど、先ほどの委託も

含めていろいろ取り組んできてなお、今、目標値が

ないということになると、これは、今、どのような

段階にあるのか、その到達ができる状況なのかとい

うのが、私たちはその検証をしようがないものだか

ら、ぜひそこは、全力で急いでね、ここをやっぱり

しっかり組み立てていただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。

○松永享商工労働部長 お答えします。

一部、先ほどの課長の答弁の繰り返しになるかも

しれませんけれども、現在、沖縄県のクリーンエネ

ルギー・イニシアティブの中で、沖縄県としまして

は、再生可能エネルギーの電源比率を定めておりま

して、まず、意欲的な目標として18％、挑戦的な目

標として26％。さらには自給率の向上ということで、

意欲的が５％、挑戦的が７％。さらに水素・アンモ

ニア１％などなどというような目標を定めていると

ころでございます。

その中で、それぞれを引き上げるための様々な取

組をしているところでございますけれども、その再

生可能エネルギーの中の、その構成がどうなってい

るのか――太陽光、バイオマス、風力などなどにな

りますけれども、先ほど申し上げましたとおり、国

と併せて県としても、そのイメージとしては持って

いるんだけど、目標としては置いていないという状

況にあります。

ですので、今、委員から御指摘がございましたの

で、その辺をどういう形で持てるのか、あるいは持

つべきなのかというのを含めて、さらに研究してい

きながら、この18％、あるいは26％の中で、太陽光

がどれぐらいという、目標としてどういう形で持て

るのか。さらにバイオマス、あるいは風力という形

で持てるのかというのを、引き続き少し研究させて

いただけたらなと思っております。よろしくお願い

します。

○大浜一郎委員長 仲村委員の質疑は終わりました。

続きまして、次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 資料３－４の当初予算概要（部

局別）のほうで、15ページです。

バイオ関連産業事業化促進事業についてなんです

けれども、これは、健康・医療分野のものですかと

いうのをちょっと確認させてください。

○上原美也子ものづくり振興課長 お答えします。

バイオ関連産業事業化促進事業につきましては、

健康・医療分野におけるバイオベンチャー企業等の
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事業化を促進するためのバイオベンチャー企業等の

製品化・事業化に向けた技術開発等に対して補助を

する事業となってございます。

○次呂久成崇委員 このバイオ産業は様々な指標も

あるかと思うんですけれども、この健康・医療分野

において、なぜそれが成長分野という位置づけをし

たのかというのをちょっと教えていただきたいと思

います。

○上原美也子ものづくり振興課長 お答えします。

バイオ産業のうち、特に健康医療分野は、今後、

市場拡大が見込まれる高付加価値産業ということで、

これは国の定めるバイオ戦略2020によりましても、

令和12年のバイオ医薬品等の市場規模の目標が

2.2倍、ヘルスケア機能性食品は1.3倍の成長を見込

んでいるところです。

このようなことから、創薬や医療機器などの関連

企業の集積が図られ、また、それの事業化を促進す

ることで、県経済の振興に寄与すると考えておりま

すので、健康・医療分野を対象としてこの事業化を

進めているところでございます。

○次呂久成崇委員 先ほど、仲村委員のほうからも

あったんですけども、やっぱり沖縄県、この地熱の

利用とかが困難な状況にあるもんですから、そこで

やはり資源としてすぐ活用できるというのは、先ほ

ど言ったような畜産排せつ物であったり、下水道処

理からのこの発熱なのかなというふうに思うんです

けれども、やはりそこの調査もですね、今まだ研究

も含めてということですけれども、ここのほうをや

はりしっかり力を入れてバイオマス産業の件につい

てはやっていただきたいなというふうに思います。

同じ資料で、次のページの16ページになるんです

けれども、若年者活躍促進事業以下、７番目の非正

規労働者処遇改善事業までの６事業の概要について

簡単に説明をお願いいたします。

○金城睦也雇用政策課長 お答えいたします。

まず、若年者活躍促進事業でありますが、本事業

は、若年者が活躍できる環境を整備するため、若年

者の就職定着の促進、就業意識啓発等の推進、県内

就職の促進に向けた取組を実施するものであります。

具体的には、大学への就職支援員の配置や、新規学

卒者向け合同企業説明会、職業訓練による企業との

マッチング、また、県外からのＵＪＩターン就職支

援などを実施しております。

次に、パーソナル・サポート事業の概要ですが、

本事業は、長期未就労、コミュニケーション難など

の困難に直面し、本人の力だけでは就職に関する支

援策を的確に活用して自立することが難しい求職者

に対し、専門の相談員が個別的かつ継続的に関わり、

相談者の就労につなげることを目的に就職支援等を

実施するものであります。

続きまして、正規雇用化促進事業の概要ですが、

本事業は、全国に比べて高い非正規雇用割合の改善

を図るため、正規雇用に取り組む企業に対して中小

企業診断士などの専門家派遣による企業の経営基盤

強化や人材確保などの相談支援、経営者向けセミナー

などを実施するものであります。

続きまして、離職者等就職促進事業の事業概要で

すが、本事業は、少子高齢化に伴う将来的な労働力

人口減少に対応するため、女性やひとり親、中高年

齢者、障害者などの多様な人材の労働参加の促進及

び県内企業の人材確保に向けた取組を実施するもの

であります。具体的には、県内５つの圏域ごとに行

う合同就職説明会の開催や、女性求職者を対象とし

た託児機能つき座学研修、職場訓練などを実施する

ものであります。

○安座間孝之労働政策課長 働く女性応援事業の事

業概要は、沖縄県女性就業・労働相談センターにお

いて、働きたい女性、働いている女性から仕事に関

する相談を受けるほか、女性が働きやすい環境づく

りに取り組む企業を支援するため、社会保険労務士

等の専門家派遣等を行っております。

続きまして、非正規労働者処遇改善事業は、企業

向けセミナーを開催するとともに、各事業者の課題

に合った労働環境の改善を支援するため、専門家を

派遣し、労働環境に関する現状と課題を分析し、就

業規則の見直し等を支援しております。

以上です。

○次呂久成崇委員 これらの事業は全て委託されて

いるんですけれども、離島において、この事業実施

の状況、または窓口というのはどのような状況になっ

ているんでしょうか。

○金城睦也雇用政策課長 まず、若年者活躍促進事

業につきましては、同事業の実施に当たりましては、

就職を希望する学生に加え、県内の若年求職者に事

業の活用を呼びかける必要があることから、市町村

や沖縄労働局、教育機関などの関係機関と連携して

いるところであります。離島につきましては、中長

期的に就業意識の向上を図ることを目的に、小中学

生向け職業人講話を令和３年度に離島９校の学校で

実施したところであります。

続きまして、パーソナル・サポート事業につきま

しては、本事業は、那覇市のグッジョブセンターお
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きなわ及び沖縄市のグッジョブセンターおきなわ中

部サテライトを拠点として支援を行っておりますが、

本島北部や離島などの遠隔地の相談についても市町

村、社会福祉協議会等との各種機関と連携し、周知

広報や就労支援を行っているところであります。

続きまして、正規雇用化促進事業につきまして、

離島に関しましては、宮古、八重山等の離島におい

ては、地元の商工会等と連携して、周知広報や企業

訪問等を行っており、令和４年度は石垣市で１社、

宮古島市で８社、竹富町で１社、与那国町で１社に

支援を行ったところであります。また、昨年10月に

は、宮古島市役所で行われたグッジョブセンターお

きなわ主催の就職相談会に共催で参加して、事業の

周知を図ったところであります。

次に、離職者等就職促進事業につきましては、本

事業では、県内各市町村ごとに合同企業説明会、面

接会を実施しており、北部地区や宮古・八重山地区

においては、圏域内の各市町村に対し事業周知のた

め、ポスター掲示やチラシの設置等の協力依頼を行っ

ております。また、女性求職者に対する就職支援に

おいても、定期的に県内各市町村や各地区母子会を

訪問し、事業周知や事業参加の協力依頼を行ってお

ります。

引き続き離島を含む市町村や関係機関と連携して、

事業の周知と活用に向け取り組んでまいります。

以上です。

○安座間孝之労働政策課長 離島についてお答えし

ます。

働く女性応援事業につきましては、本島から出張

することでセミナーや相談に応じております。

あと、非正規労働者処遇改善事業につきましては、

社会保険労務士のネットワークを使いまして、離島

において相談やセミナーを行っております。

以上です。

○次呂久成崇委員 これらの事業を、ぜひ離島だか

ら、こういう地域だからできないということがない

ように、しっかりと実施していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○大浜一郎委員長 次呂久委員の質疑は終わりまし

た。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 資料３－４の予算概要からですけ

れども、15、16ページの２ページに商工労働部とし

ての重点項目１、２を掲げて、主な事業があるわけ

ですけれども、まず１点目は、県内企業の稼ぐ力の

向上という意味で、これもうずっと議論をしてきた

内容ですけれども、令和５年度の特徴的な取組につ

いてまずお願いします。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

令和５年度の特徴的もしくは重点的に取り組むこ

との内容について説明します。

来年度の重点施策として、リゾテックおきなわの

推進による産業ＤＸの加速化に取り組むとともに、

県内の生産可能な物やサービスを可能な限り県内で

生産、調達することで、域内自給率の向上に資する

取組を推進してまいりたいと考えています。

具体的には、企業のＤＸ推進計画策定支援や、県

内企業と県内ＩＴ企業が連携して実施するＤＸに向

けたシステム開発等を支援することを加え、複数の

中小企業者等が連携して取り組む収益力や生産性の

向上、それから域内経済循環の促進等に資するプロ

ジェクトに対する支援等について予算を増額し、実

施することとしております。

以上です。

○大城憲幸委員 時代の流れもありますからＤＸは

否定しませんけれども、ＤＸって少し何か上辺だけ

というかさ、やっぱり大事なものはずっとあるよう

に、製造業が弱い。そういう意味では、16ページに

ある県内発注の促進事業とか、ものづくり、県産品

の支援事業とか、そういうようなものをずっとやっ

ているんだけど、なかなか身になってない気がする

んだけれども、その辺についてはどうなの。状況と

しては。

○松永享商工労働部長 お答えします。

域内自給率を上げていくというようなところに関

連しての御質問だと思います。

まず、県内の自給率を上げるというところには、

まず、域内経済循環を高めていく必要があるという

ことになると思いますので、ものづくり産業の高度

化などを展開していく必要があるというふうに思っ

ております。

具体的には、生産性向上に向けた技術の開発であ

りますとか、金型の設計・製造に係る技術者の育成

でありますとか、あるいは製品開発力・技術力強化

に対する産学官の連携など、様々な支援に取り組ん

でいく必要があるかなと思ってございます。

現状としましては、やはりその製造業、農林水産

業などに関しましては、商品や原材料の多くを県外

から輸入に頼らざるを得ないというような状況がご

ざいまして、県外に所得が流出していくという中で

域内経済循環が不十分であるというような状況が沖
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縄県はあると考えてございます。そのためには、や

はりその県内で自給できるものを増やしていく、安

定的に供給できる体制をつくっていくということが

重要であるように思っております。

ですので、そのためにということになりますが、

県の取組としましては、既存産業の技術力、あるい

は商品の開発力を増強するというような取組をまず

やってございます。あわせまして、ものづくり産業

の高度化、いわゆる生産性の向上であるとか、付加

価値の高い製品開発をするというようなこと、ある

いは技術者の育成をするというような取組、あるい

はサポーティング産業の誘致を含めて集積・振興を

図っていくというようなことをやってございます。

そういうふうな取組をしながら、域内自給率を高

めて、ひいてはその稼ぐ力を高めていくというよう

な取組につなげていきたいというふうに考えている

ところでございます。

以上です。

○大城憲幸委員 もう今、言っているのはそのとお

りだと私も思うし、振興策の議論のときにも、経済

の循環、域内自給率を高めると数値目標なり、数字

を出してきたというのは評価するというのは言った

とおりです。

ただ、製造業の皆さんから言わせても、そんなこ

と言って、こんなときにまた４割電気料を上げるの

かって話に、どうしてもなるんですよ。

だから、先ほど来議論あるように、私は今回のこ

の大幅値上げを招いたというのは、石炭を中心とし

た化石燃料に大幅にもうずっと依存をしてきた、そ

こがやっぱり今回のことを招いたと思っていて。や

はり50年前からずっと沖縄の特殊事情はあるわけで

すよ。それに対して、さっきもあった643億円という

税金の議論もあった、58億円の離島の事業もあった。

そういうようなものを、やっぱり沖縄県、沖縄電力

含めて、準備してこなかったその見通しの甘さとい

うのを、私はしっかりと反省すべきだと思うんです

よね。

これも今、何となく円安だから、もう世界的なエ

ネルギー高騰だからと言って、それだけで値上げを

済まそうとしているんですけれども、やっぱりこれ

ずっとね、沖縄は沖縄の特殊事情がということで支

援してもらってきているわけですよ。やっぱりそこ

に対する反省があって初めて前に進めると思うし、

製造業の皆さんに頑張って稼ぐ力というような議論

もできると思うんですよ。

その辺についてどう考えていますか。

○松永享商工労働部長 エネルギーのお話をさせて

いただきますと、委員おっしゃるように、今般のエ

ネルギー価格の高騰によって県民生活であるとか、

経済活動の影響がかなり大きい状況が続いていると

いうことを踏まえまして、やはり外部に依存せざる

を得ない沖縄県のこの石油・石炭等のエネルギー資

源から地産地消のエネルギー資源へということを転

換していく必要がある、そこを加速していく必要が

あるというふうに考えてございます。

その取組として、先ほど来、課長のほうがお答え

しています、例えば離島を対象とした太陽光発電事

業者の補助でありますとか、あるいは水素等の可能

性調査、さらにはその税制上の特例措置の活用を促

進していくというようなのをこれまでやってきてご

ざいます。さらに、今後は、その離島を含めた洋上

風力の導入の可能性調査をしていくというようなこ

とも考えてございます。

こういうような取組をやっていく中で、今後は、

その再エネの主力化、あるいは水素エネルギーの活

用という中で、クリーンエネルギーの転換に取り組

んでいくという中で、その企業の支援にもつながっ

ていくというふうに考えてございます。

以上です。

○大城憲幸委員 今朝の新聞に出ていた、４時から

副知事が会見するという話もありますが、この104億

円というのは、皆さんが国に要請した１項目の（１）、

皆さんは最初からこういうのを予定していたのか、

お願いします。

もう発表されているでしょう、４時に発表。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

１月に知事を筆頭に、内閣府、それから経済産業

省と要請してまいりました。

その中で、内閣府と水面下で調整をしている中で、

国ができること、それから県ができることを含めて、

この電気料金に対する支援をどうやるかというのは、

いろんな意味で議論をさせていただいて、その中で

今日の新聞報道、それから４時からの副知事の記者

会見というふうにつながっているということであり

ます。

以上です。

○大城憲幸委員 私は県民負担を下げるという意味

で頑張ったのは、それはそれで評価します。

ただ、私は順番が違うと思っていて、今言ったよ

うに、今回の事態を招いたというのは、やっぱり電

力も沖縄県もこの電源の多様化という部分の取組が

甘かった、見通しが甘かった。そこをしっかりと反
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省をして、やっぱり電力も沖縄県も、もう一回自分

たちでできることをしっかりとやって、次の段階で

これだと私は思うんですよ。だから、それはやっぱ

りしっかり反省してほしい。

それから、蓄電池の要請をしていますけれども、

皆さん、どれぐらいの規模で、どれぐらいの予算と

いう具体的な案を持って国にお願いしているの。お

願いします。

○比嘉淳産業政策課長 蓄電池については、経済産

業省との意見交換をした中では、正確な数字につい

ての話はしませんでした。

今、我々が第三者所有モデルでやっている離島再

エネ事業の中では、家庭とかそういうところにある

小さな蓄電池の話をしています。

ただ、今年の１月にあったその出力制限とか、そ

ういうことを考えるとなると、やはり電力会社が持

つ大型の蓄電池が必要だろうということで、経済産

業省とも話をしながら、今後は沖電、もしくはそう

いう大きな発電をするところに系統用蓄電池をぜひ

設置したいということで、今、国とその議論を重ね

ながら進めたいというふうに考えています。

○大城憲幸委員 やっぱりその辺は具体的なものが

見えないんですよ。さっきあった再エネの目標にし

ても何にしても、何年までにどうする、こうすると

いう、やっぱりそういう具体的なものがないと、県

民に対しても決意が伝わらないんですよね。

委員長、総括質疑をお願いします。

○大浜一郎委員長 大城委員、誰に、どのような項

目を確認するのかを、簡単に説明お願いします。

○大城憲幸委員 知事にお願いしたいと思うんです

けれども、今、議論したように、県内企業の稼ぐ力

というのは大事だし、経済循環大事です。製造業を

育てないといけないというのもそのとおりです。

そのためのやっぱり電力という命綱ですけれども、

コロナ禍明けで、これから伸びていこうという時期

での電力料金の値上げに対して、今日発表された

104億円は一定程度の理解はしますけれども、ただ、

その前に努力するべきことがあったんじゃないか。

先ほど来あるように、やはりこれまでの電力の電源

多様化という意味での見通しが甘かったんじゃない

か、それに対して、しっかりと知事の見解を聞きた

い。

それから、今後の民間の投資も促すということで

すけれども、やっぱり１月から出力制限をする、蓄

電池を具体的にどれぐらいの規模にする、その辺も

まだ明確な目標というのが見えないものですから、

令和５年の取組としては知事の決意を聞きたいと

思っております。

○大浜一郎委員長 ただいま提起のありました総括

質疑の取扱いについては、３月13日の委員会の質疑

終了後に協議をいたします。

では、質疑を続けます。大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 以上です。

○大浜一郎委員長 大城委員の質疑は終わりました。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 今の大城委員、ほかの委員からあっ

た電気料金についてちょっと聞きたいんですけど。

上里委員がさっき聞いていたんですけれども、今後、

いわゆる仕入価格含めて、そういったものが下がっ

た場合に、今回値上げ申請しているんですけれども、

これどうなるかちょっと説明いただけますか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

仕入価格というのは燃料費のことだと思うんです

が、今後は燃料費、例えば石油・石炭の単価が下がっ

た場合にどういうことが考えられるかと申しますと、

経済産業省が定めている基準、算定方法があります。

その算定方法に基づくと、自動的に価格が決定され

ていって、その燃料費に合わせて、例えば石油・石

炭が下がった場合には同様に電気料金も下がってい

くというふうな構造になっています。

○赤嶺昇委員 じゃ、そうすると、これが好転した

場合には、例えば沖縄電力さん――要するにこれ国

がいわゆるこれ下げるということを指示するという

ことなんですか。どういうふうに。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

電気料金については、国の燃料費調整制度の下で、

沖電がこの制度の中で原料単価が下がった場合には

自動的に計算の中で単価が下がっていくというよう

なことになりますので、今後、例えば原料価格、石

油・石炭がどんどん安くなっていった場合には、お

のずと沖縄電力の電気料金が下がっていくというこ

とになります。

○赤嶺昇委員 分かりました。

それで、我々もちょっと委員会でハワイ行ってき

たんですけれども、さっきハワイと沖縄の予算規模

が違うという答弁があったんですけど、この説明お

願いできますか。

○比嘉淳産業政策課長 先ほど私が発言した、その

予算規模の話なんですが、大きく考えると、沖縄県

とハワイの経済的な体力の話になるんですが、ＧＤ

Ｐとか予算規模などについては、当然ながら大分変

わると。そういう意味では、ハワイのＧＤＰは沖縄
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の約2.4倍ということと、また、ハワイ州の予算額も

沖縄県の約2.7倍となっているために、高額の補助で

あったりとか、それから税控除であったりとか、そ

ういう施策展開を実施するに当たっては、やはり経

済的な体力が異なる、条件が異なるということもあっ

て、ハワイの技術的なところは、いろんなところを

学べるんですが、なかなか施策的にやろうとした場

合には、我々としても研究する必要があるというふ

うに考えています。

○赤嶺昇委員 じゃ今、具体的にハワイ州の予算と

いうのは幾らですか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

まず最初に、沖縄県の県予算からなんですが、

8606億円に対して、ハワイ州の2022年度の予算が２兆

3000億円となっています。約2.7倍。

○赤嶺昇委員 それでね、その予算規模って言われ

ると、この間、世界のウチナーンチュ大会のときに、

ハワイ州知事が見えたときに、ハワイ州と沖縄県の

クリーンエネルギー協力に係る覚書もやって、僕ら

もハワイに行って、それ結んでいますよということ

をやっていますけど、そもそもその覚書の内容とか、

これまでの実績について教えてください。

○比嘉淳産業政策課長 今回のハワイ州との覚書が

あって、ハワイ州と協力してクリーンエネルギー導

入に係る技術交流の情報交換等を継続して実施して

おります。具体的には、ワークショップや、それか

らハワイ州、米国エネルギー省、経済産業省との定

期的な意見交換や、会議を取り組んできております。

その中で、沖縄県としては脱炭素に向けた世界的

潮流のＳＤＧｓの理念を踏まえた沖縄県の令和３年

３月に2050年の脱炭素に向けての方針を掲げ、お互

いに脱炭素化に向けてこの覚書をしっかりできるよ

うに進めていくと。

そういう意味では、引き続きハワイと密に連携し

ながら、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて推

進していくというようなことを覚書の中で取り交わ

しながら、例えばどんな取組をやっているかといい

ますと、年１回、双方でクリーンエネルギーのワー

クショップを開催して、日本とそれから米国の技術

者、有識者の参加した人的ネットワークの交流であっ

たり、それから沖縄県とハワイ州の両地域の取組を

紹介するタスクフォースミーティングであったり、

それから沖縄県内での小学校等の学校でのエネル

ギーの教室をお互いでやったりと、そういうことを

していきながら、県内企業では沖縄エネテックがハ

ワイ大学と再生可能エネルギーに関する経済性評価

などのことをやりながら、ハワイ州との覚書を、取

組を進めているというような状況になります。

以上です。

○赤嶺昇委員 この中身の、協力して取り込む分野

というのは何ですか。

じゃ、いいですよ。

あのね、だから皆さんの覚書でね、再生可能エネ

ルギーと省エネルギーとクリーン輸送とエネルギー

政策とか、あと、エネルギーの地産地消とか、エネ

ルギー問題に関する対応とかいろいろあるんですよ。

これ、その前に2010年から2020年の10年間やった

んですよね。一昨年またさらに覚書締結した。だか

ら、この10年間でどういう結果が出たの。

あのですね。要は、今日ほかの委員の質疑を聞い

ても、さっきあった再エネルギーの目標は、これか

らどこのどういうエネルギーを使いますかというこ

とを言うと、皆さんはまだ決め切れないと言うわけ

ですよ。

ただ、僕らはハワイに行ったら、もう明確に目標

をクリアして、もう事前にできていますよというこ

とを僕は言われてきているんですよ。そこでいろい

ろ説明を受けているときに、いや沖縄から毎回来る

んですけれども、同じ質問を僕らはされていますよ

というのを向こうで言われてですね。今回10年間も

これ皆さんやっているけど、すぐに結果を今、答弁

できないことが問題だと思っているんですよ。この

10年間覚書を結んだのに、それをすぐに答え切れな

いということが結果。

さらに、それ言われると、いや予算規模が違うと

言われる。予算規模が違うんだったら覚書なんか結

ばなければいいんですよ。だから、皆さんは、ただ

やって、年に１回で云々とか言うけど、ハワイはも

う明確に出しているんですよ。予算規模って言われ

ると、そもそもじゃもうできませんよということを

先に言ってしまっていることになっているんですね。

今回、電気料金が40％上がるということで、みん

な大騒ぎなわけですよ。じゃ、これから今日の新聞

に出ている104億円ぐらいの予算規模だけど、これ

９月までですよね。その後が怖いわけですよ。その

後はどうなるんですかということは――だからこれ

は応急処置ですよ。根本的にこの沖縄の電気料金と

かエネルギーについてどうするかということが示さ

れてないじゃないですか。これは県もそうだけど、

沖縄電力さんも示していかないといけない責任があ

ると私は思っていますよ。なぜかというと、電気っ

て選べませんから。これ生命線ですよ、人間にとっ
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て。だから、とても大事なこの部分で、今回議会で

も大分議論されて、前議会でも言っているんですけ

ど、前委員会でも言ったんですけど、これ関連事業

者、皆さん調査しているかということで答え切れな

い。

今回もそういうことを、今回、県も頑張って予算

出しているけど、これ県民の税金ですからね。正直

言って、みんな知事がポケットマネー出しているわ

けじゃないよ、これ。県民のこの予算から出してい

て、確かにこれ県民にとってはありがたいけど、で

も将来どうするかということの議論を、ここでいい

かげんにしてもらわないと大変厳しいと思いますよ。

じゃ、化石燃料とかね――要するに石炭が上がった

らもっと上げるんですかって話になりますよ。下がっ

たらさっき言った説明はあったんですけど、上がっ

たらどうするのと。

だから、そこをやっぱり沖縄県として、目標で再

生エネルギーをどうするか――どの分野に行くんだ

とか、これいわゆる目標とか云々って説明はされる

んですけれども、このままだったら厳しいだろうな

ということしか感じない。

ですから、ここは改めて僕は、ぜひ部長、これ大

事な分野なんで、皆さんの部署だけじゃないですよ。

県民生活にかかっているので、いろんな分野に全部

波及している部分がある以上――今回、国に行って

お願いしたんですよ。もうこれはね、応急処置です

からね。ですから、これから沖縄のエネルギー、電

気の在り方についてはね、もっと本気でどうするか

ということをやってほしい。

先ほど、皆さんは太陽光が一番いいっておっしゃ

るんですけど、この間は電力の社長に来ていただい

て聞いたら、風力とか言っていましたからね。だか

ら皆さんが答えていることと、電力さんが答えてい

ることがちょっと違ったりするもんだから、しっか

りと方向性を示して、これから県民にこれを示して

いただきたいなということを、今日はもう要望して

おきたいと思っております。

部長、何かありますか。

○松永享商工労働部長 まず、ハワイとの関係で、

もう一度繰り返しになるかもしれませんけれども、

沖縄県とハワイ州は令和３年５月にクリーンエネル

ギー協力に関する覚書を更新しておりまして、島嶼

地域における持続可能な社会の実現をお互い目指し

てございます。

その中で、沖縄県としましては、クリーンエネル

ギーの先進地域であるハワイ州とのこの覚書に基づ

きまして、技術交流でありますとか、情報共有など

を通して2050年度の脱炭素社会の実現を目指してい

るというところでございます。

先ほど来課長のほうからお伝えしておりますが、

やはりハワイ州との間には、その法制度であります

とか予算額等の違いがあるというような御説明をさ

せていただいておりますけれども、それも踏まえま

してということになりますけれども、やはり沖縄県

としましては同州の取組というのは十分研究する必

要があると思っております。

ですので、その取組を研究しながら、本県の再エ

ネ導入の拡大、あるいは化石燃料の低減に向けた施

策の参考にさせていただいて、引き続き取組を強化

していこうということで考えているところでござい

ます。

○赤嶺昇委員 具体的な数字がもう示されてくるも

んだから、そこもちょっと出してですね、これから

こういう方向に持っていきますよということを今後

出せるようにしてもらいたいなということです。

以上です。

○大浜一郎委員長 以上で、商工労働部に係る甲第

１号議案、甲第３号議案、甲４号議案、甲第11号議

案、甲第13号議案及び甲第14号議案に対する質疑を

終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでございました。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでございました。

次回は、３月13日月曜日午前10時に委員会を開き

ます。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 大 浜 一 郎
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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月10日（金曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後３時34分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予算

（子ども生活福祉部及び教育

委員会所管分）

２ 甲第６号議案 令和５年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

出席委員

委 員 長 末 松 文 信

委 員 新 垣 淑 豊 照 屋 大 河

比 嘉 京 子 瀬 長 美佐雄

玉 城 ノブ子 喜友名 智 子

仲宗根 悟 上 原 章

欠席委員

副委員長 石 原 朝 子

委 員 小 渡 良太郎

説明した者の職・氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 宮 平 道 子

福 祉 政 策 課 長 榊 原 千 夏

保 護 ・ 援 護 課 長 金 村 禎 和

高齢者福祉介護課長 大 城 行 雄

青少年・子ども家庭課長 宮 城 和一郎

子ども未来政策課長 仲 村 卓 之

子 育 て 支 援 課 長 下 地 努

消費・くらし安全課長 奥 間 政

女性力・平和推進課長 島 津 典 子

教 育 長 半 嶺 満

総 務 課 長 諸 見 友 重

教 育 支 援 課 長 大 城 勇 人

学 校 人 事 課 長 安 里 克 也

県 立 学 校 教 育 課 長 崎 間 恒 哉

義 務 教 育 課 長 宮 城 肇

保 健 体 育 課 長 城 間 敏 生

生 涯 学 習 振 興 課 長 大宜見 勝 美

文 化 財 課 長 瑞慶覧 勝 利

3ii4

○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

なお、令和５年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案及び甲第６号議案の予算

２件を一括して議題といたします。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係予算の概要の説明を求めます。

宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 おはようございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。座りまして

説明をさせていただきます。

子ども生活福祉部所管の令和５年度一般会計及び

特別会計歳入歳出予算の概要について御説明いたし

ます。

ただいまお手元のタブレットに通知をいたしまし

た令和５年度当初予算説明資料子ども生活福祉部を

タップし御覧ください。

それでは、画面に表示をされております表紙、目

次をスクロールしていただき、１ページを表示して

ください。

令和５年度一般会計部局別歳出予算でありますが、

太枠で囲った部分が子ども生活福祉部所管に係る歳

出予算となっております。

子ども生活福祉部所管の一般会計歳出予算は973億

1281万8000円で、県全体の11.3％を占めております。

また、前年度と比較しますと42億1294万3000円、

4.1％の減となっております。減となりました主な要

因は、子どもの貧困対策推進基金積立事業、介護及

び障害福祉職員処遇改善事業などの減によるもので

ございます。

２ページをお願いいたします。

一般会計歳入予算について御説明いたします。

文教厚生委員会記録（第２号）
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令和５年度予算額、表の一番下の左から３列目、

子ども生活福祉部所管の歳入予算の割合は195億

6860万6000円で、県全体に占める割合は2.3％、前年

度と比較しまして22億6805万2000円、10.4％の減と

なっております。

次に、歳入予算の主な内容について款ごとに御説

明いたします。

７の（款）分担金及び負担金は5597万9000円で、

前年度と比較して511万1000円、10.0％の増となって

おり、増の主な要因は、心身障害者扶養共済事業費

負担金の増によるものとなっております。

８の（款）使用料及び手数料は9139万8000円で、

前年度と比較して1623万4000円、21.6％の増となっ

ており、増の主な要因は、平和祈念資料館使用料の

増によるものとなっております。

９の（款）国庫支出金は160億1917万3000円で、前

年度と比較して23億8501万4000円、13.0％の減となっ

ており、減の主な要因は、介護保険事業費や障害者

自立支援諸費の減によるものでございます。

10の（款）財産収入は5331万7000円で、前年度と

比較して739万5000円、16.1％の増となっており、増

の主な要因は、土地貸付料の増によるものとなって

おります。

11の（款）寄附金は854万8000円で、子どもの貧困

対策推進基金寄附金となっており、前年度と比較し

皆増となっております。

12の（款）繰入金は、22億855万9000円で、前年度

と比較し、１億4944万5000円、7.3％の増となってお

り、増の主な要因は、地域医療介護総合確保基金繰

入金の増によるものとなっております。

14の（款）諸収入は５億5363万2000円で、前年度

と比較して2797万1000円、4.8％の減となっており、

減の主な要因は、介護給付費負担金の前年度精算に

伴う返還金の減によるものとなっております。

15の（款）県債は、５億7800万円で、前年度と比

較して4180万円、6.7％の減となっており、減の主な

要因は、総合福祉センター土地購入費の減や、コザ

児童相談所施設整備の終了によるものとなっており

ます。

以上で歳入予算についての概要説明を終わります。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

３ページを表示ください。

子ども生活福祉部所管の歳出予算は、２の総務費、

３の民生費、７の商工費の３つの（款）からなって

おります。

それでは、（款）ごとに御説明いたします。

２の（款）総務費は、８億8162万円で、表の右端

の説明欄、主な内訳は、平和祈念資料館の運営等に

関する経費である平和推進事業費が３億4011万円、

男女共同参画の推進に要する経費である男女共同参

画行政推進費が、２億9688万2000円となっておりま

す。

また、前年度と比較いたしますと1772万5000円、

2.1％の増となっており、増となった主な要因は、今

議会に提案しております沖縄県差別のない社会づく

り条例案に基づく取組を進めるための経費を計上し

たほか、第32軍司令部壕の保存・公開に向けた技術

的調査に係る経費の増によるものでございます。

次に、３の（款）民生費は963億6137万6000円で、

主な内訳は、介護保険法に基づき介護保険事業の費

用の一部を負担する介護保険福祉諸費が183億1906万

9000円、市町村が保育所等へ支弁する施設型給付費

等に要する経費である子どものための教育・保育給

付費が173億6505万4000円、市町村が支弁する障害者

の介護及び訓練給付費等の一部を関係法令に基づき

負担する障害者自立支援給付費が164億8490万2000円

となっております。

また、前年度と比較しますと42億4071万3000円、

4.2％の減となっており、減となった主な要因は、子

どもの貧困対策推進基金積立金の減や、介護・障害

福祉職員の処遇改善事業の減によるものであります。

７の（款）商工費は6982万2000円で、前年度と比

較しますと1004万5000円、16.8％の増となっており

ます。増となった主な要因は、基準器検査に用いる

はかりの更新に伴う計量検定取締費の増によるもの

であります。

以上で歳出予算についての概要説明を終わります。

４ページを表示ください。

次に、子ども生活福祉部所管の特別会計、母子父

子寡婦福祉資金特別会計の歳入予算について御説明

いたします。

令和５年度の歳入予算総額は２億723万8000円であ

り、主な内訳は、貸付金元利収入の１億3267万1000円

となっております。

前年度と比較いたしますと1933万4000円、10.3％

の増となっており、増の主な要因は、貸付金の償還

に伴う諸収入及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に

基づく国の予算等貸付金債に伴う県債の増によるも

のであります。

続きまして、同特別会計の歳出予算について御説

明いたします。
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歳出予算額２億723万8000円は、母子福祉資金と、

父子福祉資金及び寡婦福祉資金の３種類の貸付け等

に要する経費で、前年度と比較いたしますと1933万

4000円、10.3％の増となっており、増の主な要因は、

当該福祉資金に係る貸付金の増によるものでありま

す。

以上で、子ども生活福祉部所管の一般会計及び特

別会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○末松文信委員長 ありがとうございました。

それでは、子ども生活福祉部長の説明は終わりま

した。

次に、教育長から教育委員会関係予算の概要の説

明を求めます。

半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 よろしくお願いいたします。

それでは、教育委員会所管の令和５年度一般会計

歳入歳出予算について、その概要を御説明いたしま

す。

ただいまお手元のタブレットに表示しております

令和５年度当初予算説明資料抜粋版を御覧ください。

１ページをお願いいたします。

初めに、令和５年度の一般会計部局別予算であり

ますが、太枠で囲った部分が教育委員会所管に係る

歳出予算となっております。

教育委員会が所管する一般会計歳出予算は1705億

584万2000円で、県全体の19.8％を占めております。

また、前年度と比較し７億9254万2000円、率にして

0.5％の増となっております。

２ページをお願いいたします。

教育委員会所管の令和５年度一般会計当初歳入予

算について御説明いたします。

一番下の合計欄を御覧ください。県全体の歳入予

算合計は8613億9500万円であります。うち、教育委

員会の合計は439億6828万4000円で、県全体に占める

割合は5.1％となっております。

右側の欄を御覧ください。前年度と比較し７億

8309万4000円、率にして1.7％の減となっております。

歳入予算の主な内容について御説明いたします。

中段にある９の使用料及び手数料を御覧ください。

９の使用料及び手数料は47億9639万円であります。

前年度と比較し、7027万8000円の増となっているの

は、高等学校の生徒数の増に伴う授業料収入の増が

主な要因であります。

次に10の国庫支出金は367億718万9000円でありま

す。前年度と比較し、６億5982万1000円の増となっ

ているのは、学校施設整備に係る国庫補助金の増が

主な要因であります。

次に11の財産収入は１億8458万7000円であります。

前年度と比較し642万9000円の減となっているのは、

県立学校における土地の貸付料の減が主な要因であ

ります。

次に15の諸収入は２億8931万8000円であります。

前年度と比較し５億6976万4000円の減となっている

のは、文化財発掘調査の受託事業収入の減が主な要

因であります。

次に16の県債は19億9080万円であります。前年度

と比較し９億3700万円の減となっているのは、玉城

青少年の家改築工事の対象事業費の減が主な要因で

あります。

以上が、教育委員会所管に係る一般会計歳入予算

の概要であります。

次に、３ページをお願いいたします。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

します。

教育委員会が所管する歳出予算は、10の教育費及

び11の災害復旧費の２つの款から成り立っておりま

す。

それでは款ごとに御説明いたします。

10の（款）教育費は、1704億4202万6000円であり

ます。前年度と比較し、７億9250万7000円、率にし

て0.5％の増となっております。

増となった主な要因は、小中学校の教職員給与費

における退職手当の増によるものです。

教育費の内容については、右の説明欄を御覧くだ

さい。

（項）教育総務費155億1062万5000円は、人材育成

を推進するための経費や、公立学校等における必要

な施設の整備に要する経費などであります。

次に、（項）小学校費559億1712万4000円は、公立

小学校教職員の給与費や旅費などに要する経費であ

ります。

次に、（項）中学校費358億8728万9000円は、公立

中学校教職員の給与費や県立中学校施設の管理運営

及び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）高等学校費432億5978万6000円は、高

等学校教職員の給与費や高等学校施設の管理運営及

び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）特別支援学校費174億3148万6000円は、

特別支援学校教職員の給与費や特別支援学校施設の

管理運営及び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）社会教育費16億5099万7000円は、県立
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図書館の管理運営に要する経費や、文化財の保存・

継承に要する経費などであります。

次に、（項）保健体育費７億8471万9000円は、児童

生徒の体力向上と学校体育指導者の資質向上などに

要する経費であります。

以上が（款）教育費の概要であります。

続きまして、11の（款）災害復旧費6381万6000円

は、学校施設の災害復旧に要する経費であります。

以上が、教育委員会所管の令和５年度一般会計予

算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○末松文信委員長 ありがとうございました。

教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月13日、当委員会の

質疑終了後に改めて、総括質疑とする理由の説明を

求めることといたします。

なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような事項を聞き

たいのか確認いたしますので、簡潔に説明するよう

お願いいたします。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

特別委員会に報告することといたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

ます。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願

いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、子ども生活福祉部に係る甲第１号議案

及び甲第６号議案、教育委員会に係る甲第１号議案

に対する質疑を行います。

それでは、新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 おはようございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

令和５年度当初予算案説明資料の３－３のほうか

ら行きますけれども、13ページですが、慰霊等事業

費というところです。

今回、予算が上がっておりますけれども、実はちょ

うど１か月ほど前、私の知人から写真が送られてき

ました。それは、沖縄師範学校の健児之塔があるん

ですけれども、そこの説明板が破損していたという

ことでありました。

多分、ほかのところでも、ちょこちょこそういっ

たことが見られてくるかと思うんですけれども、例

えば関係者の高齢化とか、県外に移転したりとかい

う方もいらっしゃるかと思いますが、だんだんとこ

う関係性が希薄になっていくということが考えられ

ますけれども、県として、例えばこういった慰霊塔

の事業もあります。

ふだんの平和祈念公園の整備等、その辺について

何かしらの方針を持っていらっしゃるのかというこ

とをお聞かせいただきたいと思います。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。

県におきましては、平成30年度に慰霊塔、慰霊碑

に関する実態調査を行っております。それを踏まえ

まして、令和２年度におきましては、管理者不明及

び管理困難な慰霊塔に関する調査を実施しておりま

す。

それによりますと、県内には440基の慰霊塔、慰霊

碑が確認されているところでございます。管理者区

分ごとに申し上げますと、例えば、自治体等が管理

しているのが151基、それから民間等その他で289基

となっております。

民間等その他の中で、管理者不明塔が44基確認を

されているところなんですけれども、令和２年度の

調査におきましては、そういった管理者不明の塔で

あっても地域の住民等によって清掃がされていたり

とか、それから、多くの慰霊塔で参拝がされている

ということも確認をされておりまして、地域で大切

にされているということを確認したところでござい

ます。

慰霊塔の状況については、それぞれの慰霊塔ごと

に事情が異なりますので、個別に対応策を検討する
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必要があるというふうに考えております。

県としては、国や市町村、それから関係団体等と

連携しながら、引き続きその実態把握に努めるとと

もに、支援の在り方等も含めて対応してまいりたい

と考えております。

以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

今、管理者不明の塔もあるということが分かった

んですけれども、例えばそういったところの破損と

かメンテナンスに関しては、やっぱり地域住民が、

ふだんの掃除とかをするのはいいんですけれども、

例えば破損の修繕とか、こういったものに関してど

うなっているんですか。

○金村禎和保護・援護課長 基本的なお話をさせて

いただきますと、慰霊塔、慰霊碑の維持管理につい

ては、その建立者及び管理者の責任において行われ

るのが基本であるというふうには考えております。

ただ、委員御指摘のように、ちょっと毀損してい

るものがあったりということですと、その戦没者の

慰霊とか、それから地域住民の安全にとっても好ま

しくないというふうに考えております。

平成27年度に１度、国のほうに対して、そういっ

た慰霊塔、慰霊碑の状態を踏まえて、整理事業をし

てほしいという要請を当時の浦崎副知事から厚生労

働省のほうに要請をしております。

その翌年の28年度に、国においてはそういった慰

霊碑等の移設、それから埋設等については、それを

行う都道府県、それから市町村に対して補助を行う

と、そういった事業も実施をしているところでござ

います。

以上です。

○新垣淑豊委員 ということは、その不明のところ

でもケアがちゃんとできるということでよろしいで

すか。

○金村禎和保護・援護課長 慰霊塔の440基という話

をさせていただきましたが、その背景にはやはりさ

きの大戦というところがございますので、そういっ

たところの整理等については国においての責任で

やっていただきたいというところで、平成27年度に

は国に対して要請をしているところでございます。

事業の中身として、その管理者不明とか結構要件

が厳しいというところがあったり、あと補助率が、

例えば２分の１、上限が50万円というところもあっ

て、実際、県内ではまだそれを活用した実績という

のがないという状況です。

自治体についてはそれぞれで管理をされると思う

んですけれども、例えば、民間団体が設置をしたも

のにつきましては、先ほども少しお話をしましたけ

れども、その建立者、それから管理者の責任におい

て行われるのが基本であるというふうに考えており

ます。

○新垣淑豊委員 できるかできないかというところ

を教えていただきたいんですね。

不明者がいると、不明な塔は管理者がいないわけ

ですから。

建立者が分かっているところはそこがやるという

ことなので、管理者不明なところはできるのかでき

ないのかというところを教えてください。

○金村禎和保護・援護課長 不明の慰霊塔の場合で

あっても、先ほど少しお話をしましたが、地域住民

によって清掃がされていたり、あと、参拝の状況も

確認をされておりますので、県としてはそういった

実態も把握をしながら、例えば、もう管理困難だと

いう話があれば個別に、例えば、関係者、その所在

市町村、それからその土地の所有者とか、そういっ

た方々の意向も踏まえながら、個別に対応してまい

りたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

続きまして、16ページになりますが、県外進学大

学生支援事業というところで、この大学支援事業に、

進学先が多分スーパーグローバル大学だと思うんで

すけれども、それ以外に、例えば国立でも私立でも、

この学校のこの先生の科目とかゼミとか受けたいと、

それが沖縄の将来の発展に資するんじゃないかとい

うところがあると思うんですよね。

そういったところに関しては、何かしら県として

支援をするつもりがあるのかないのかというのを教

えていただきたいです。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。

令和５年１月20日時点で、全国97.8％の大学及び

短大が国の修学支援新制度の対象となっており、受

給要件を満たす学生全てが対象となっていることか

ら、経済的に修学が厳しい学生については国の制度

で対応できております。

また、県外大学生支援事業においては、委員、今

御質問のありましたとおり、現在指定している大学

については、文科省が我が国の国際競争力を強化し

ていくために重点的に支援しているスーパーグロー

バル大学となっており、県が目指すグローバル人材

の育成に資するものとして指定していることから、

対象大学の拡充については、今後の検討課題として
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いきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 例えば、私本会議でもよく質問す

るんですけれども、海洋開発施策とか、そういった

ところの専門大学とかもあるわけですよ。

そこに進んで、将来的には沖縄に帰ってきたいと

か、沖縄のためにやりたいというような方々がいた

ときに、そういったところは支援の対象にならない

のかというところが実はあったんですけれども、知

り合いとのお話の中で。そういったことはどう考え

ているのか。

県の施策の中で本来は決めていくべき、大学のラ

ンクで決めるべきことではないんじゃないかと思う

んですけれども、この点はどうでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 例えば、今お話にあった

のは海洋大学の件ですね。日本海洋学会というのが

ありまして、全国の海洋学関連分野を学べる主な大

学として掲げている、北海道大学とか、九州大学と

いうのも指定されております。

また、指定大学内で学部等の条件を設けていない

ために、県外進学大学生支援事業においては、海洋

系に限らず、学びたい学生の支援を対象としており

ます。

また、今お話のありました件とちょっとリンクす

るんですけれども、国のほうで、総理大臣が議長と

なっている教育未来創造会議、こちらの決定におい

て、現在対象となっていない中間所得層について負

担軽減の必要性の高い多子世帯や理工系及び農学系

の学部で学ぶ学生の支援に関し、必要な改善を行う

ことが提言されております。これを受けて、文科省

の中に設置されております高等教育の修学支援新制

度の在り方検討会議が令和４年12月15日に、多子世

帯は扶養する子供が３名以上の世帯とすることや、

理学、工学、農学系の学生を支援対象とする方向性

が示されたことを受け、国において令和５年度中に

具体的な年収条件や支給額の検討を、令和６年度か

ら対象を拡大するなどの見込みとなっております。

この辺りを県としては注視しながら、今後そういっ

た課題があれば、国との奨学金というのは、これま

で先に県が給付型の奨学金を開始して国が類似の事

業をやっているので、我々としてはまた差別化を図

るために中間所得層まで拡充をしたり、そういった

工夫をしながらこれまでずっとやってきております

ので、まずは国の動向を見据えながら検討していき

たいと思っております。

○新垣淑豊委員 分かりました。

沖縄県としてどういった人材が必要なのかという

ことについて考えながら、そういった拡充をぜひし

ていただきたいなということで、これは要望とした

いと思います。

あと、17ページの学校給食費支援事業なんですけ

れども、これは知事が１期目よりね、いろんなとこ

ろで演説されていたんですよね、学校給食。

今回、本会議でもいろいろ課題になりましたけれ

ども、今回の調査の目的というのは何なんですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

県教育委員会としましては、これまで各市町村に

対して給食費の月額や総額、それから助成状況の調

査を行ってまいりました。次年度はこれまでの調査

に加え、学校給食費支援事業において保護者等へア

ンケート等を行う予定になっております。

内容につきましては、現在検討しているところで

ありますけれども、学校給食の支援の在り方につい

て課題を整理するために調査を行うということであ

ります。

○新垣淑豊委員 多分、無償化ということであれば、

誰も異論はないはずなんですよね。

だけど、あえて調査をするということは、どういっ

た内容の調査をしたいと考えているのか教えてくだ

さい。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

学校給食費の支援事業におけるこのアンケートの

内容については、現在、県で内容を検討していると

ころではありますけれども、保護者に対しては学校

給食費の負担感だけではなくて、今後もよりよい給

食の提供につながるアンケート、それから市町村に

対しては給食の提供に関する課題等のアンケートを

行っていきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

では、親の負担ということを考えたときには、実

はこども園とか保育園、こういったところの学校給

食費も多分出ているはずなんですよ。

これって今、どういう状況になっているのか教え

てください。

○下地努子育て支援課長 保育所等における給食費

につきましては実費徴収が原則となっていますが、

例外としまして年収360万円未満相当の世帯及び所得

階層に関わらず、第３子以降の子供を対象に、おか

ずなどの副食費の徴収が免除されているところです。

その費用につきましては、国で２分の１、県と市町

村でそれぞれ４分の１を負担しているところです。

○新垣淑豊委員 こども園、保育園だとか、給食費っ

て大体どれぐらいの金額ですか。



－205－

○下地努子育て支援課長 主食費のほうが3000円、

おかずとかおやつとかの副食費が4500円となってお

ります。

○新垣淑豊委員 小中学校の給食費って幾らですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

令和４年度の沖縄県の学校給食費の平均額につき

ましては、小学校が月額3986円、中学校月額4489円

となっております。

○新垣淑豊委員 そうなんですよね、保育園、こど

も園のほうが高いんですよ、実は。

若いときにお子さんがいると、そこの負担も結構

あると思うので、今後、もちろん我々も議会の中で

いろんな予算を見ている中で、無償化しなさいとい

うのはなかなか難しいというのは分かっていますけ

れども、こういった状況があるというのも御認識い

ただいて、今後の支援をぜひ考えていただきたいん

ですけれども、どうでしょうか、部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 保育所等における

給食費については、先ほど課長のほうから答弁をさ

せていただいたとおり、家庭で保育を、家庭内にい

らっしゃる子供、その整合ということの観点からも

実費徴収が原則となっているところでございます。

今回、子ども生活福祉部としましては、まず、認

可外施設における給食費の補助の拡充を図ったとこ

ろでございます。

委員おっしゃるように、保育園における食費にか

かる費用というのは高いというのは認識をしており

まして、どのような支援が――例えば多子世帯であ

るとか、どのような支援の在り方があるのか、また

は、どこが優先かというようなところも含めまして、

また、市町村で取り組んでいるという事業もござい

ますので、そこも確認をしながら研究をしてまいり

たいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ぜひよろしくお願いいたします。

続いて、その下になりますけれども、公立学校教

職員メンタルヘルス対策に関する調査研究事業の

2000万円ですけれども、これ国の事業でたしか1300万

円の支援があると思うんですけれども、これにプラ

ス700万円という形で考えているかと思います。

ただ、これ聞いたところですと、結構手を上げて

いるところがあるんですよね。

もし漏れた場合でも、この2000万円をちゃんとつ

けていただけるのかというのを教えてください。

○安里克也学校人事課長 教職員のメンタルヘルス

対策につきましては喫緊の課題であるということで、

今回、文部科学省が実施いたします事業を活用しま

して、公立学校教職員メンタルヘルス対策に関する

調査研究事業において、病気休職に至る原因分析、

実態の把握に取り組みたいと考えております。

委員お話されましたように、仮に採択されない場

合、そういった場合であっても予算の範囲内で精神

疾患に係る病気休職の原因分析に取り組んでいきた

いと思っております。

ただ、先ほどお話がありましたとおり、国の事業

費としては1300万円国庫でありますので、この分に

ついては厳しいのかなと思っております。

1300万円については、仮に採択されない場合には

財源としては国庫になりますので、この分の執行と

いうのはもう厳しいと思っております。

○新垣淑豊委員 ちょっと待ってください。

あのね、この問題って非常に大事な問題だと思う

んですよ。それを、もちろん、国が事業をつくった

からこれを活用しようというのは分かりますけれど

も、なくてもこれはやらないといけない話だと思う

んですよね。

その点についてどうですか、教育長。

○半嶺満教育長 精神疾患による休職者、全国と比

較しても非常に多い状況にあります。そのことにつ

いてはじかに私、文科省に足を運んで担当部局の課

長に会い、説明をしてまいりました。今、これは実

際に国が採択することでありますが、沖縄県の現状

をきちんと説明申し上げておりますので、記載をし

ているところであります。

そういう状況もありますので、我々としてはそれ

を前提にしながらしっかり、国がもし指定しないと

なった場合にはこの予算の範囲内でまずはスタート

しないといけないと思っておりますので、県単で今

700万円ということでありますので、仮に国が採択し

ないという状況が発生した場合には、この1300万円

これが入らないことにもなりますが、それでもやは

り今まずある財源でしっかりと芽出しをし、スター

トしていきたいという思いであります。

○新垣淑豊委員 そこはやはりしっかりと我々はや

るんだというところを職員にも見せていただきたい

わけですよ。それがなくてもやりますよと、一般財

源を引っ張ってくるぐらいやりますよという覚悟を

してほしいなと思っているんですけれども。

これは私、前にも話したと思うんですけれども、

教育委員会だけではなくて多分知事部局でも、そう

いったメンタルでお仕事休まれている方もいらっ

しゃるはずなんですね。そこが教育委員会でうまく

芽出しができて、ちゃんと整っていければ横展開で
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きると思うんですよ。

だからこれは本来であれば、その知事部局との協

力もして予算化をするべきだと私は思っているので、

ぜひここはしっかりとやっていただきたいと。

この700万円で終わるんじゃなくて、しっかりと

ちゃんと予算をつけるんだ、やるんだというところ

を見せていただきたいなと思っておりますので、ぜ

ひお願いいたします。

○半嶺満教育長 令和５年度については今計上して

いる予算でありますけれども、やはり我々もしっか

りと原因を把握して、その具体的な改善策をつくっ

ていくことは非常に重要であると考えておりますの

で、しっかりとそういう意気込みで今後取り組んで

いきたいと思います。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いいたします。

すみません、次ですね、18ページの７番、８番、

９番、子ども・若者育成支援事業、ヤングケアラー

支援体制強化事業、ヤングケアラー等寄り添い支援

事業と、似たようなというか、系統のある事業が３つ

並んでいるんですけれども、この内容というのはそ

れぞれこう分ける意味合いというのは何なのかとい

うのを教えていただけませんか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず７番、

子ども・若者育成支援事業についてお答えいたしま

す。

子ども・若者育成支援推進法に基づき、ニート、

ひきこもり、不登校など社会生活を円滑に営む上で

の困難を抱える子供、若者などに対し、総合的な子

ども・若者育成支援施策を推進する事業となってお

ります。

具体的には、第１に、子供、若者等からの様々な

相談に応じる沖縄県子ども若者みらい相談プラザｓ

ｏｒａｅの運営であります。

第２に、子ども・若者育成支援団体への助成であ

ります。

第３に、地域若者サポートステーションを活用し

た、社会的自立を促進するプログラム等の実施となっ

ております。

次に、⑧ヤングケアラー支援体制強化事業につい

てお答えいたします。

ヤングケアラー支援体制強化事業については、今

年度に引き続き福祉、介護、医療、教育等の関係職

員向けの研修を行うとともに、新たに関係機関や支

援団体等と連携して適切な支援へつなぐヤングケア

ラーコーディネーターの配置、ヤングケアラー本人

や保護者からの相談に対応するための相談支援体制

等の強化を行う事業となっております。

○仲村卓之子ども未来政策課長 ３つ目の、ヤング

ケアラー等寄り添い支援事業についてお答えいたし

ます。

昨年まで、第１期沖縄子どもの貧困対策計画とい

うのが６年間続いておりました。それの最終評価を

昨年やりまして、ヤングケアラーや若年無業者など、

新たな課題への対応が必要だというふうに評価をさ

れたところでございまして、今年度から新規事業と

してヤングケアラー等寄り添い支援事業というのを

実施しております。

この事業は、ヤングケアラーなど、困難を抱える

子供やその家庭について、既存の支援体制では把握

しづらい、また、支援を届けづらい家庭に対してア

ウトリーチで相談支援、食支援、生活支援、学習支

援などをまずは行っていこうということで、現在試

行的に実施をしているものでございます。

今後、将来的には市町村の事業として移行するこ

とを念頭に置いていまして、そういったことも含め

てどういった支援ができるのかというのを現在、そ

の支援の在り方について検証することを含んだ事業

となっておりまして、次年度もそれをさらにどういっ

た地域でどういった支援ができるのかというのを検

証していく事業となっております。

以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

それぞれ事業の内容が変わっているなというのは

分かりました。ありがとうございます。

今ちょっと、９番のヤングケアラー等寄り添い支

援事業は市町村へと移行したいという意思があると

おっしゃっていましたけれども、この辺り今、市町

村とのやり取りってどういう感じになっているんで

すかね。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

これは今年度の新規事業でございまして、９月か

ら実施しているんですけれども、県内５圏域、北、

中、南、宮古、八重山５圏域で５事業者に委託をし

て実施しております。

それぞれ事業者によって、市町村と密接に関わっ

て市町村と一緒にこの事業をしているところもあり

ますし、あとは拠点型居場所とか、子供の居場所と

連携してやっているところもありまして、どういっ

たやり方がどういった効果を生むのかという検証事

業でございますので、様々、ある程度自由にやって

いただいております。

南部に関しては、例えば豊見城市の福祉関係の部
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署と密接に関わって、市が選んだ子供たちを支援す

るということもやっています。例えば、北部とか中

部であれば、そうじゃなくて、市町村というよりも

居場所とか、いろんな事業者から支援が困難な子供

たちの情報を捉えて、それを届けるということもやっ

ております。これは本当に地域によって様々な状況

がございますので、将来的には市町村に移行していっ

たほうが支援がやりやすいかとは思うんですけれど

も、現在は、沖縄県の子どもの貧困対策推進基金を

活用しまして県事業として実施をしているところで

ございます。

現在はこれ走り始めたばかりですのでそういう検

証的なことをやっていますが、次年度以降は、市町

村とどう連携していくかということも事業者のほう

に、ある程度市町村とも連携していくように促しな

がら、市町村のほうでもこういうニーズがあるよと

いうのを、我々の情報も提供して進めていきたいと

考えております。

○新垣淑豊委員 いいですね。では、将来的には市

町村の連携のハブとなるような体制づくりをしてい

くという認識でよろしいですか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 そのとおりでござ

います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

すみません、時間もないので次へ行きたいと思い

ます。

次の19ページですけれども、保育対策総合支援事

業のほうなんですが、すみません、ちょっとここと

関連して、昨年末から非常に少子化の報道がどんど

ん流れてきていて、沖縄県でももう人口減になるん

じゃないかという懸念もあってですね。保育所の方

々とも話していても、将来的な少子化対策というも

のをしていかないといけないよねという話がありま

す。今この少子化対策、保育園、こども園の整備を

していただいているのは非常にありがたいんですけ

れども、その保育所の少子化に向けての対策という

のはどのように考えているのかと。

○下地努子育て支援課長 県内保育所の定員充足率

は、令和４年４月時点において92.7％となっており、

少子化の進行とともに保育所の空き定員が拡大する

ことが想定されております。

そのため、喫緊の課題である待機児童の解消に取

り組みながら、その後を見据えた中長期的な視点に

よる保育所等の在り方を模索する必要があると認識

しております。

このような中、国は令和５年度から保育所の空き

定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル

事業を実施することとしています。

同事業は、定員に空きのある保育所等に対して未

就園児の定期的な預かりについての具体的な内容を

検討し、保育所の多機能化に向けた効果を検証する

ことを目的としております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ちなみに、今まだ待機児童いるよねという話が本

会議でも出ていたんですけれども、今後のその待機

児童の見込みというのはどういうふうになっている

んですか。

ゼロにするという話が、多分、知事の１期目の公

約でもあったと思うんですけれども、今どういう状

況で、将来的にどういうふうな流れになる予定なの

か教えてください。

○下地努子育て支援課長 令和４年度の４月１日に

おけます待機児童数は439名です。

こちらのほうにつきましては、今、待機児童の解

消に向けて、やっぱり保育士の確保、そちらが一番

の課題と考えていますので、その確保に取り組んで

いくことで、できるだけ早期の待機児童解消に努め

ていきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 そこから、今お話ししたように転

換点が出てくるじゃないですか。

例えば、保育所と子供のバランスがどのようにな

るのかというのは、これって何か推計されているん

ですか。

○下地努子育て支援課長 推計ということについて

は現在行っておりません。

○新垣淑豊委員 もちろん、その時々でお子さんが

生まれる、生まれないというのもあると思うんです

けれども、ちょっと想定しながら動いておいたほう

がいいのかなというふうに感じましたので、ぜひそ

の点はよろしくお願いいたします。

あと、23ページの６番、犯罪被害者等支援推進事

業なんですけれども、これは県ではたしか条例制定

されていて、その後、各市町村への条例制定をサポー

トしていくというお話でしたけれども、今どのよう

になっているのか教えてください。

○奥間政消費・くらし安全課長 お答えいたします。

現在、県内市町村におかれましては、犯罪被害者

等支援に関する条例は制定されていない状況でござ

います。

市町村におかれましては、犯罪被害者等基本法に

基づき、それぞれの地域の状況に応じた施策の実施

に主体的に取り組んでいるものと理解しております。
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なお、国からの要請を受け、平成30年度までに犯

罪被害により生じた生活上の困り事などの相談対応

や情報提供を行う総合的対応窓口が県内全ての市町

村に設置されている状況です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

窓口はあると。だけど、条例制定されていないよ

ということであれば、ぜひ市町村でしっかり制定し

ていただいて、それに基づいた対応をしていただけ

るように、ぜひお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。

あと、最後ですけれども、27ページの１番ですね、

特定技能１号外国人のマッチング支援事業、これに

ついてですが、外国人就労の今後、その周辺の家庭

環境とか、こういったものについての考え方を教え

てください。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えいたします。

最初に、外国人材の受入人数のことについてまず

お話ししたいと思います。

介護分野における技能実習生と特定技能１号の受

入人数については、令和元年６月の８名から236名と

増加傾向にあるというふうになっております。

当面も、特に特定技能１号外国人については、令

和２年の１人から令和３年33人、令和４年は135人と

大幅に増加していることから、今後も当面の間は増

加するものというふうに考えております。

そのために、そういった取組が県内でも始まって

いることから、県としても、介護系事業所等におけ

る経営体制の整備を支援するために、令和５年度、

新たに特定技能１号外国人介護人材マッチング支援

事業を実施することとして、そういった取組を支援

していきたいというふうに考えております。

以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員の質疑は終わりま

した。

次に、照屋大河委員。

○照屋大河委員 お願いいたします。

では、一番最初に、令和５年度当初予算案概要の

部局別の資料３－４というのでお願いいたします。

まず、６ページです。

左側の一番上のほうにあります、第２期沖縄県子

どもの貧困対策計画の推進とありますが、先ほども

ありました、次年度から第２期に進んでいくという

ふうに思っていますが、第１期計画の評価と効果、

次年度の取組について伺います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

平成28年度から昨年度まで６年間、第１期の沖縄

子どもの貧困対策計画というのを実施してまいりま

した。

昨年度、最終評価というのを行いまして、まず、

160の重点施策については全て着手をして取組を実施

しました。それから、計画に掲げていた指標、成果

指標ですね、41指標ございましたが、そのうち37指

標は、達成または改善となっています。１指標が横

ばい、後退が３指標ということでございました。

それを踏まえて、最終評価では、放課後児童クラ

ブ平均月額利用料の低減や待機児童数の減少など、

一定の成果が見られた一方で、困窮世帯の割合の改

善状況は十分とは言えず、また、ヤングケアラーや

若年無業者など、把握することが困難な子供たちへ

の支援など、新たな課題への対応が重要であるとい

う評価をされたところです。

今年４月から実施している第２期子どもの貧困対

策計画では、成果指標として45の指標を掲げて、目

標値も定めております。重点施策も165の施策を実施

して、また、60億円に子どもの貧困対策推進基金を

積み増ししまして、子供のライフステージに応じた

つながる仕組みの構築や、ひとり親家庭等困難を抱

える保護者への支援など、施策を展開しているとこ

ろでございます。

具体的には、給付型奨学金や無料塾による教育支

援、それから拠点型居場所や若年妊産婦の居場所な

ど多様な居場所の整備、それからヤングケアラーの、

先ほど説明しました寄り添い支援とか、そういった

ことを実施して、総合的かつ、きめ細やかな子供の

貧困対策を推進していく予定としております。

以上です。

○照屋大河委員 部長に伺います。

子供の貧困の割合が全国の倍というふうな沖縄の

数字が出て以来、翁長知事の時代だったかな、貧困

対策に重点的に取り組む、１期目の玉城県政もそう

でしたが、２期目がスタートいたします。

先ほど、第１期の計画において、貧困の割合は減

少ということでありますが、十分とは言えないとい

うこともありました。県政として、あるいは子ども

生活福祉部として、この解決にしっかり取り組んで

いくんだというような、次年度も含めてですね、そ

ういった気持ちで頑張っていくんだということでよ

ろしいでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 今、課長のほうか

ら答弁をさせていただきましたとおり、第１期の計

画に基づいて様々な取組を進めてまいりましたけれ
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ども、その評価を踏まえ、また新たに出てきた課題

等についても、令和４年度からしっかり芽出しがで

きてきているものというふうに考えております。貧

困対策推進基金も60億円に積み増していただいて、

市町村の支援、その半分については市町村の取組の

支援をするということも行っております。

市町村とも連携をしながら、この問題はやはり県

政の最重要課題であるというふうに認識をしており

ますので、市町村と、それからライフステージに応

じて、これは子供だけではなく親の問題も含まれて

いると考えておりますので、全庁体制で会議等も設

置をして取り組んでいるところでございます。

引き続き最重要課題ということで取り組んでまい

りたいと考えております。

○照屋大河委員 ありがとうございます。

子供の貧困、貧困の割合が全国の倍だというのに

加えて、この３年間はコロナ禍もあって、そのコロ

ナはより、ひとり親家庭とかシングルマザーとか、

あるいは厳しい家庭環境にある人たちに大きな影響

を与えているというところもありますので、改めて

今おっしゃったような意気込みで、取組を進めてい

ただきたいなというふうに思います。

それに続きますが、ヤングケアラーの事業、先ほ

ど新垣委員からもありましたので、内容については

承知しましたが、委員会で神戸のほうに行ってきま

した。

ヤングケアラーに対する取組について勉強させて

いただいたんですが、説明いただいた担当の職員は、

長いこと子供福祉の分野にいたんだが、ヤングケア

ラーという実態を把握できなかったと、非常に後悔

をしながら、ヤングケアラーに対する取組を必死に

やっているというふうな印象を受けました。

ヤングケアラーという言葉が出て、その際の説明

の中にも、家庭の手伝い、障害のある親とか、ある

いは高齢化する親の手伝いは当たり前だと。あるい

は、それだから妹や弟の世話をやるのは当たり前だ

ということで、家庭の中で、この存在がなかなか顕

在化していかないというところもあったということ

でした。子供は自分自身で勉強する時間もあるんだ

よ、夢を追う時間もあるんだよ、将来に向かって頑

張る時間も子供の権利なんだよというところを、しっ

かり教えられるような取組をしていただきたいなと

いうふうに思います。

先日、どこか国頭の中学校でしたかね。このヤン

グケアラーに対する作文を書いた中学生の女の子

だったかな、賞をいただいたというような記事も見

ましたので、だんだんにこの周知はされているとは

思いますが、ぜひそういった点、しっかり子供たち、

あるいは家庭でそういう実態があることを告げられ

るような取組を、先ほどの説明のあった事業を通じ

てやっていただきたいなと、これは要望しておきま

す。

次に、同じページですが、性暴力被害者等に対す

る支援、被害の実態等について伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

県では、性暴力被害者に対する総合的な支援、医

療的支援、心理的支援、法的支援などを可能な限り

１か所で提供するため、沖縄県性暴力被害者ワンス

トップ支援センターを設置しております。

同センターを開設しました平成27年２月から令和

４年９月末までの累計相談者数は861人で、そのうち

の55％が20代以下の方となっております。また、被

害の種類としましては、強制性交等が全体の40％を

占めているところです。

同センターは24時間365日体制で運営し、電話相談、

面接相談のほか、病院や警察、弁護士などへの同行

支援などを行うとともに、相談者の経済的負担軽減

の一環として、医療費の公費負担なども行っており

ます。

○照屋大河委員 この点についても、なかなか顕在

化しにくい問題だというふうに言われていて、861人

ということで、いわゆるね、氷山の一角というよう

な表現もされますので、この勇気というか、そうい

う形で訴えをした人たちについては、しっかり対応

できるような取組をしていただきたいなと思います。

それから、20代以下がという話がありましたが、

先日、現職の警察官が中学生の女子に、これは教育

長にも後で聞きたいんですが、そういう事態におい

て、その子供たちのケアというのはどうなっている

んですか。この被害を受けた女子中学生。

○島津典子女性力・平和推進課長 今、個別事案で

はないですけれども、精神的な負担を相談者に寄り

添いながらということで、精神的なケア、カウンセ

リングなどもこのワンストップ支援センターでは実

施しているところです。

○照屋大河委員 先ほど20代以下というふうな話で

ありました。

今みたいな中学生、本当にそういった年代の子供

たちの被害というのも実際あるんですか。相談とい

うか。

○島津典子女性力・平和推進課長 先ほど、20代以
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下が55％と申しましたが、20歳未満が34％、20代で

21％、30代が12％というふうになっておりまして、

やはり若い世代が被害に遭うことが多いという形の

結果となっているところです。

○照屋大河委員 ケアをしながらその対策というん

ですかね、お願いしたいと思います。

教育長は、新聞コメントでもありましたので、や

はり子供たちを守るというような、教育現場と福祉

の現場、子供福祉の現場と連携しながらやっていた

だきたいなというふうに思います。

続きますが、先ほどあった特定技能１号外国人の

マッチング支援事業ですが、増加傾向にあるとおっ

しゃっていましたが、これは民間に受け入れる事業

者がいらっしゃるんですか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 登録支援機関とし

て、そういった事業を受入れしている機関が県内に

も３か所ほどあるというふうに聞いています。

そのほかに、介護事業所のほうでもそういった受

入れはされていると聞いています。

以上です。

○照屋大河委員 介護の仕事をしながら支えていた

だけるという面でもありますが、外国からこちらに

来られて、様々な課題もある、出てくるという事例

もまた全国の中でありますので、そういったところ

も含めて、県としてしっかり見ていただければなと

いうふうに思います。

次に、８ページに移りますが、子ども・若者育成

支援事業というのがあって、ニート、ひきこもり、

不登校の支援ということですが、このニート、ひき

こもり、不登校の現状について伺います。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 労働力調査

によりますと、令和３年の県内の若年無業者は約１万

1000人で、人口比率は3.5％となっており、全国の

2.3％に比べ高い状況であります。

保健医療部が国の調査を基に行った推計によると、

県内の15歳から39歳までのひきこもり者数は約

6800人とのことであります。

先ほど申しましたけれども、沖縄県子ども若者み

らい相談プラザｓｏｒａｅにおいて、ニート、ひき

こもり、不登校など、社会生活を円滑に営む上で困

難を抱える子供、若者等の様々な相談に応じている

ところであります。

○宮城肇義務教育課長 お答えいたします。

現在、小・中・高それぞれの不登校の児童生徒の

数を報告させていただきます。

令和３年度の状況です。小学校では1884人で328人

の増加、中学校では2469人、403人の増加、高等学校

では851人、19人の増加、合計では5204人となってお

ります。

○照屋大河委員 これもコロナと関連いたしますが、

人との接触を控えなさい、なるべく接触しないでと

いうような環境がこれまで続いて、不登校になって

しまったというような話もありますし、ひきこもり

が継続しているという状況なども聞いたりしますの

で、この支援事業についても、先ほど説明があった

ように取組を力強く進めていただきたいなと思いま

す。

続いて、同じ８ページですが、社会的養護児童自

立支援事業、児童養護施設退所者等自立支援貸付事

業、この２つの事業から見る課題、養護学校を卒業

していく皆さん、あるいは里親から社会に出ていく

という人たちへの支援だと思いますが、そういった

ところの状況、課題等があれば伺います。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 そういった

施設とか、里親の措置といいますけれども、解除年

齢に達して児童養護施設等を退所した方に対しまし

ては、社会的養護自立支援事業において、支援コー

ディネーターによる継続支援計画の作成、生活相談

や就労相談の支援を実施しております。また、児童

養護施設退所者等自立支援貸付事業において、生活

資金や資格取得のための貸付けを行っており、これ

ら事業により、退所者への、自立に向けた取組を行っ

ているところです。

これらの事業から見える課題については、退所し

て相当な年月が経過しても、生活相談や就労相談を

行うケースがあったり、貸付事業においては、退学

や退職等により返還免除の要件を満たさず、貸付金

の返還が生じるケースが見られます。

県としましては、関係機関と連携してこれら事業

の周知を図り、児童養護施設退所者がハンディーを

抱えることなく、社会人としてのスタートラインに

立てるよう、必要な支援を行ってまいります。

○照屋大河委員 人とは違う困難を抱えて、児童養

護施設だったり里親に育ててもらったり、この点に

ついては、児童養護施設の問題、里親に対する問題、

実親に対する問題、かなり委員会などではあります

が、そういった事態があったとしても、社会に出て

いったときに、やはり困難を抱えてしまうというこ

とですので、１人ではないんだと、それを支える人

たちがいるんだ、行政もそういう場所があるんだと

いうことをしっかりそれを知らせてね、頼ってくる

べきところはあるんだよというようなところを、しっ
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かり県でやっていただきたいなと思います。これも

要望しておきます。

次に移ります。

教育委員会です。

同じ資料の29ページをお願いいたします。

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー等配置事業ということですので、今年度配置の

状況と、次年度の配置の予定等について伺います。

○宮城肇義務教育課長 お答えいたします。

スクールカウンセラーにおいては、令和４年度は

全小・中・高に128人を配置しております。生徒への

心理的なケアを行っているところです。

スクールソーシャルワーカーにおいては、６教育

事務所、管内の小中学校へ20名配置し、福祉や保健

など関係機関とも連携しながら、課題を抱える児童

生徒の家庭や保護者に対し支援を行っております。

令和５年度におけるこれらの配置についても、令

和４年度と同程度を予定しております。

○照屋大河委員 議論されている、課題として言わ

れている教職員の環境からすれば、しっかりとこの

事業をやっていくことが重要だと思いますので、次

年度もしっかりやっていただきたいというふうに思

います。

ちょっと幾つかあって、飛びますが、ごめんなさ

い。

高校生伝統芸能分野海外就業体験事業、次年度の

計画等について伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えいたします。

本事業は、郷土芸能に励む高校生をハワイへ２週

間派遣し、郷土芸能を生かした観光業の取組を学び、

現地での高校生や県人会との交流を通して、将来の

伝統文化や観光の振興に活躍する人材の育成を目的

としております。

今年度は１月末より10校16名の生徒をハワイへ派

遣しまして、研修を実施しております。

これからの沖縄の文化の担い手として、県内外や

海外に目を向け、情報発信できる力を身につける貴

重な体験になったものと考えております。

次年度も同様の内容を計画しておりまして、当初

予算として1821万5000円を計上しているところです。

以上です。

○照屋大河委員 コロナがあって、海外派遣など、

体験などをする事業がなかなかできなかったという

ことだったと思うんですが、今年ね、年が明けてこ

の事業を展開されて、すごくよかったという評価を

聞きました。

ぜひ、次年度もそういった取組、子供たちいろん

な得意分野はあると思うんですが、伝統芸能につい

て、この事業はしっかりまた取り組んでいただきた

いなと思います。

最後になりますが、学校・家庭・地域の連携協力

推進事業について、次年度の計画を伺います。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 お答えいたします。

学校・家庭・地域の連携協力推進事業は、地域学

校協働活動推進事業、放課後子ども教室推進事業、

家庭教育支援事業の３つの事業で構成されておりま

す。

学校・家庭・地域が連携協働し、様々な活動を通

して、地域全体で子供たちの学びを支えるとともに、

地域の教育力の向上や活性化を図るため、学校と地

域の連携協働の体制構築を推進することを目的とし

ております。

令和５年度の計画になりますが、地域学校協働活

動推進事業は21市町村、放課後子ども教室推進事業

も21市町村、家庭教育支援事業のほうは７市町村の

ほうで予定しているということになります。

以上です。

○照屋大河委員 コロナの前は、ラジオ体操の当番

なんかやっていたんですが、もうラジオ体操もなく

なって、地域の子供たちの顔も分からなくなってし

まっているんで、ぜひ、今こそ、コロナがもう収束

ということですので、地域と連携、学校と連携をしっ

かり取ってやっていただきたいなと思います。

以上で終わります。

○末松文信委員長 照屋大河委員の質疑は終わりま

した。

次に、比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 よろしくお願いいたします。

一応出してありますので、令和５年度当初予算の

主な事業の概要の冊子から質問をしたいと思います。

まず、15ページの②ですね、沖縄子供の貧困緊急

対策事業。

前年度より5000万円以上増えているわけなんです

けれども、その事業内容について、まず、内容と数

についてお聞きしたいと思います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

沖縄子供の貧困緊急対策事業は内閣府の補助事業

でございまして、平成28年度から開始されて、当初

10億円から開始されて、現在約16億円に増額されて、

毎年増額されてきているところです。市町村事業と

県事業がございまして、大体、15億円の内訳として

は、市町村が12億円、県が３億円でございます。
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市町村では何をしているかといいますと、子供の

貧困対策支援員の配置、それから子供の居場所の設

置が行われております。

令和４年度の11月時点では、貧困対策支援員は31市

町村に112人配置されております。それから、子供の

居場所については、今年度10月現在で、28市町村に

160か所の子供の居場所が設置をされております。

県は、この市町村の子供の居場所の設置支援員の

配置を後押しするような、補完するような形で、支

援員や居場所に対する研修とか助言とか、あと支援

員が配置できないような小規模な市町村については、

県が支援員を派遣したりですとか、あと学生ボラン

ティアの派遣、居場所の相互ネットワークをつくる

というネットワークづくりの取組など、広域的な支

援を行っているところでございます。

また、県事業として先ほど、約３億円台で県事業

があると言いましたが、こちらが令和４年度は３億

1000万円でございましたが、令和５年度は３億6800万

円、約5700万円の増ということでございますが、県

事業では、市町村で行えないような子供の居場所設

置を県で行っておりまして、県立高校の中に高校の

居場所というのを設置しております。

これは当初１校から始まったんですが、令和４年

度は12校、来年は13校に増加をする予定で、現在検

討しているところでございます。

それから、拠点型子供の居場所ということで広域

的に、義務教育終了後からおおむね18歳までの無業

の子供たちを中心に、拠点型子供の居場所というの

を設置しております。これは現在、南部に１か所あ

りますが、来年はこれを１つ増やして２か所に増加

する予定でございます。

それから、若年妊産婦の居場所というものが現在

５市町村で５か所県内にございますが、県事業とし

ても次年度から１か所、新設して実施をしていきた

いというふうに考えております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 特に、拡充の事業になっているん

ですけれども、県立高校における居場所というのが、

その目的といいますか、機能というのがどういうも

のかということを質疑したいと思います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 県立高校の居場所

につきましては、日頃から子供たちの悩みや相談な

どに応じるような支援員の配置ですとか、あと中退

防止、それから就労支援、就学支援、あと学習支援

なども含めて、総合的に子供たちに応じた相談をす

る支援員を配置して実施をしているところでござい

まして、現在、八重山地区だけないんですけれども、

次年度は八重山地区にも１つ増やして、全ての圏域

で高校の居場所を設置したいというふうに考えてお

ります。

以上です。

○比嘉京子委員 具体的には、高校の中にそういう

場所を設けるということで、外部から入った方が相

談事業を受け入れるということでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 場所的には、県立

高校の中にそういうスペースを設けて、支援員を配

置して、その高校の生徒たちの支援を行うというも

のでございます。次年度につきましては、まだこれ

は検討段階ではございますけれども、いろいろな高

校が利用できるような居場所というのもあっていい

のではないかというふうに考えていまして、それは、

今現在はその高校の生徒たちが対象になっています

けれども、その在り方については今後、検討課題か

なというふうに思っております。

以上です。

○比嘉京子委員 かつては外部からの方ではなくて、

担任であるとか、その学校の先生方であるとか、様

々な悩みであるとか、将来についてのことであると

かというのは、学校の中でできていたはずですけれ

ど、今、多忙化等もあって、なかなかそれがうまく

いかないということもあって、そういうことがニー

ズとして出てきたのかどうか。

中身がなかなか見えないので質問しているんです

けれども、どうでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 高校での相談の業務

としましては、教育相談係、それから中退係、それ

からホームルーム担任と、しっかり相談する体制を

整えています。

これとは別に今、居場所というものが計画されて

いまして、この居場所には、先ほど説明があった社

会福祉士やカウンセリングの経験者、専門的スキル

を持った支援員が２名配置されていまして、この２名

と、教育相談係、あるいはホームルーム担任等が連

携して取り組める体制が取られています。

それから、この学校での居場所づくりの活用例と

して、この居場所が、学校と連携して勉強会やキャ

リア教育のイベント、そういったことを実施して、

生徒が学校に関心を持つ、学校にやりがいを感じる

ような、学校の計画とは別の、支援員が企画したイ

ベントなどを実施している学校もあるというふうに

聞いてるところです。

ですので、単独でやっているわけではなくて、学
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校と連携をして実施されているというのが学校の居

場所というふうに感じております。

○比嘉京子委員 なかなか、まだまだ私は十分に理

解をしていないんですが、これが子供の貧困対策の

事業の一環としてあるという位置づけですよね。

そこら辺が、なかなか連携というか、理解がちょっ

といかないところがあるんですけれども、もしそれ

についてお答えがあるんでしたらどういう――今の

ように、例えば不登校じゃないけれども、学校にな

かなかなじめない子供たちが行く場所としてあるの

か、貧困対策の一環として高校の中につくるという

ことのその意味というのが、どういうふうに位置づ

けられているのかということを、よかったらお願い

いたします。

○仲村卓之子ども未来政策課長 教育長のほうから

も、教育委員会のほうからも先ほど答弁ありました

けれども、学校の先生方と協働して、専門の支援員

というのを配置して、生徒たちの不登校傾向とか、

中退などが懸念される生徒が多い県立高校に優先的

に居場所を設置して、社会との接続をキープしてい

こうという事業でございますので、そういった意味

では、貧困の連鎖を断ち切るということで、子供の

貧困対策ということで実施をしているところでござ

います。

以上です。

○比嘉京子委員 じゃもう一点は同じ事業の中にお

ける若年妊産婦で、先ほど御紹介がありましたけれ

ども、実績といいますか、どれぐらいの利用者がい

て、５市町の５か所だということで、それを拡充す

るというお話があったわけなんですけれども、その

実績と、若年妊産婦の実態といいますか、それに対

するどういうケアがされているのかというのを伺い

たいと思います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 若年妊産婦支援促

進事業というのは、今年度、令和４年度から実施し

ているところでございます。これは基金を活用して

実施をしているところです。

若年妊産婦支援事業は、若年妊産婦の生活の安定

や自立を図ることを目的に、各種情報の発信、それ

から相談支援、就労就学などライフプランの見詰め

直しにつながるような各種講座、シンポジウムの開

催等を今年から進めているところでございます。

それから、市町村に対する若年妊産婦支援のアン

ケートというのも今年初めて実施をしました。若年

妊産婦に特化した居場所が必要と答えた市町村が、

全体の約７割ございました。

ただ、小規模自治体、小規模の市町村からは、単

独での居場所設置は困難という意見も多く聞かれて

いるところでございます。

それで、次年度からは内閣府の沖縄子供の貧困緊

急対策事業の補助金を活用して、県でも１か所、若

年妊産婦の居場所というのを設置する予定としてお

ります。

今年、この支援事業で若年妊産婦の支援のニーズ

を把握しているところでございますので、これを市

町村にも情報提供しながら、必要な市町村で、今後

必要な支援を行えるように、市町村と連携しながら

進めていきたいと考えております。

まず、来年は県事業として１か所、広域的な若年

妊産婦の居場所を設置したいと考えております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 ５市町村の５か所の実績というの

はどうなんでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 ５市町村につきま

しては、市町村名を今申し上げますが、沖縄市、う

るま市、石垣市、宮古島市、南風原町、この５市町

に５か所ございます。

利用人数につきましては、沖縄市から順に34名、

うるま市が13名、石垣市が５名、宮古島市が７名、

南風原町が16名となってございます。

それぞれ食事支援、それから生活指導、学習支援、

キャリア形成支援などを行っておりまして、場所に

よっていろいろ異なりますけれども、大体週５日で

実施をしているところでございます。

以上でございます。

○比嘉京子委員 それと、18ページの⑩の若年妊産

婦支援促進事業、これも拡充になっているんですけ

れども、それとの関連で、先ほどおっしゃったよう

に、広報活動なんでしょうか、シンポ等を開くとい

うのか、そういうこととの連携なのかということを

お聞きしたいと思います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 そのとおりでござ

いまして、今年度初めて、これは、基金を活用して

実施した事業でございますが、若年妊産婦の実態を

まず把握しているのが今年の現状でございまして、

市町村へのアンケートも実施しましたので、それも

市町村に全部フィードバックをしております。各市

町村にこれだけのニーズがあって、支援が必要だよ

というのを現在周知しているところでございますの

で、今後居場所の設置を、市町村独自でできるとこ

ろは独自でやっていただいてということでつなげて

いきたいと思っています。それを県も来年１か所設
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置をして、市町村とも連携して、こういう支援が広

がるように推進していきたいというふうに考えてお

ります。

以上でございます。

○比嘉京子委員 では、次にまいります。

新規事業なんですけれども、17ページの認可外保

育施設保育士資格取得支援事業、これについて、認

可外における保育士資格者の割合ですね、まずそれ

をお聞きしたいと思います。

○下地努子育て支援課長 認可外保育施設におけま

す保育士数の割合ということについては、こちらで

は把握していないのですが、保育士さんが配置され

ていない保育施設数で申しますと、県内におきまし

ては、令和４年４月の時点で421の認可外保育施設の

設置届が出されておりまして、うち、保育士資格者

のいない施設として、県では16施設を把握しており

ます。

○比嘉京子委員 ちょっとすみません。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から質問の内容につい

て再度説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

下地努子育て支援課長。

○下地努子育て支援課長 各認可外保育施設におけ

る立入調査等におきましては、保育士数が達してい

るか、資格者数が達しているかということについて

は調査しているところではありますけれども、その

ことについて集計した資料ではございませんので、

今手元にない状況であります。

○比嘉京子委員 認可外保育施設における有資格者

の割合というのは把握されていないでしょうか。

この事業を立てるに当たって、それが根拠になっ

ているんではないかと思っているので聞いているん

ですけれども。どれぐらいが持っていて、どれぐら

いが持っていないので、この事業で支援をして保育

士養成につなげていこうというような内容ではない

かと思って聞いているんですが、いかがでしょうか。

○下地努子育て支援課長 各施設ごとにおきまして

は、施設基準もありますけれど、その保育を行う方、

従事する方につきましては、３分の１以上が資格者

でなければいけないという形になっています。その

基準を満たしませんと、県でいうところの指導監督

基準、これを満たせないという状況が生じます。

現在、保育の無償化ということについて、令和６年

９月いっぱいまで取り組んでいるところ、実施して

いるんですけれども、現在は保育士さんが足りてい

ない施設につきましても無償化の対象としていると

ころです。

ところが、６年の10月以降につきましては、その

基準を達成していないと無償化の対象外となります。

そのために、今保育士が配置されていない施設、

そちらにつきまして、保育士資格者を従事させる、

はめておくと言うんでしょうか、そういうために取

り組んでいる事業であります。

○比嘉京子委員 今、移行期間になっているわけで、

その期限が令和６年、来年の10月ということがあり

ますと、この１年間でいわゆる今、３分の１以上と

いうことですから全部であってもいいし、最低でも

３分の１ってことになるわけですけれど、今本当に

満たしているところは何園なんですか。

○下地努子育て支援課長 ですので、こちら言いま

すと、今は逆の数になるんですね。421のうち16につ

いて把握していない、資格者がいないということな

りますので、ちょっとこちらにつきましては、引き

算いたしますと405施設ですか、そちらにつきまして

は保育士が、有資格者が従事しているということに

なります。

すみません、こちらにつきましては、421施設のう

ち、中核市であります那覇市の86件、それと宮古島

市の13件を除く322施設を県のほうで所管していまし

て、そちらのほうを16引きますので、306施設につき

ましては資格者が配置されているということになり

ます。

○比嘉京子委員 資格者が配置されている。

例えば来年、無償化になっているところがそのま

までいくならば、無償化が取り下げられるというの

かな、無償化が解除されるという施設というのはど

うなる、何園になるんでしょうか。

○下地努子育て支援課長 現在は、保育士の従事者

がいないということによる対象外というような形に

なるんですけれども、それも含めまして今、指導監

督基準を満たしてない園が163施設ございます。

○比嘉京子委員 じゃ、その施設を対象にこの事業

をやることによって、できる限りの有資格者を増や

していくということが狙いの事業だと理解してよろ

しいですか。

○下地努子育て支援課長 そのとおりでございます。

○比嘉京子委員 じゃ、次に行きます。

18ページ。地域子ども・子育て支援センターの問

題が浦添市等でも問題になっているわけですけれど

も、去年の予算より増えております。

その事業内容と増額の理由と、国の方向性につい
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てお伺いしたいと思います。

○下地努子育て支援課長 地域子ども・子育て支援

事業につきましては、市町村が地域の実情に応じて、

市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施す

る延長保育事業や一時預かり事業、放課後児童健全

育成事業等の地域子ども・子育て支援事業に要する

費用の一部を交付する事業となっております。

令和４年度当初予算との比較で、３億円以上増額

となっている理由は、主に放課後児童クラブにおけ

る支援員等について月額9000円相当の処遇改善が実

施されることや、クラブ数の増加が見込まれること

によるものです。

○比嘉京子委員 私のほうは、子ども・子育て支援

センターの増減についてお聞きしたいんですけれど

も、増加傾向を国は求めているのか、それとも減ら

す傾向を求めているのかということを確認したいの

ですけれど。

○下地努子育て支援課長 厚生労働省が作成しまし

た令和４年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

によりますと、地域子育て支援拠点事業の実施箇所

は令和６年度末までに１万206か所とする目標を掲げ

ております。

なお、直近の実績値は令和２年度末の１万432か所

となっており、目標を上回る形になっております。

○比嘉京子委員 結論をお願いいたします。

減っているんじゃない。

○下地努子育て支援課長 失礼しました、数字もで

すね。

国の方針につきましては、国は地域子育て支援拠

点事業について、家庭や地域における子育て機能の

低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対

応するため、地域において子育て、親子の交流等を

促進する子育て支援拠点の設置を推進することとし

ております。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

では、17ページの児童虐待防止対策事業について、

ここも増額になっているんですが、事業内容と関連

いたしまして、児童相談所の予算の総額と人数と、

非正規と正規の割合を通告してありますので、よろ

しく一括してお願いいたします。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず、事業

内容について申し上げます。

児童虐待防止対策事業は、児童虐待の未然防止や

早期発見のための取組として、初期対応のための専

門員の配置や虐待の通告などを受ける受付相談員等

の配置を行っております。また、児童虐待防止に関

し県民の関心を高め、意識向上を図るため、虐待防

止に向けた講演会やワークショップ、広報活動など

を実施するほか、子供の権利尊重に関する取組を実

施する事業であります。

次に、予算、人数等について申し上げます。

令和５年度の児童相談所関連予算は、児童虐待防

止対策事業のほか、職員の人件費、児童相談所の運

営事業や維持管理事業など、総額で約16億円余りの

予算を計上しているところです。

また、職員数については、令和５年度の児童相談

所における職員の定数が111名、内訳は中央が62名、

コザが49名でありますが、嘱託員や会計年度任用職

員の配置予定数が86名、これは中央が50名、コザが

36名の内訳になっています。

これらの合計が197名となっており、正職員の割合

は56.3％となっております。

○比嘉京子委員 正職の割合がかなり低いという印

象を持ちましたけれども、一時保護におきまして、

医療的ケアの子供たちがかなりいるというような他

府県の状況がありますけれども、医療の専門的な配

置というのは一時保護ではされているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 先ほど申し

ましたように、非正規の職員の中には７名の医師が

含まれております。そのうち、精神科医は４名であ

ります。

○比嘉京子委員 それは常勤の医師等になる可能性

というのは、検討されたことはありますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 これにつき

ましては、今後の課題であるというふうに認識して

おります。

具体的な検討は行っておりません。

○比嘉京子委員 やはり精神的な面からすると、そ

のとき見ただけでなかなか判断がつかない、やはり

ずっと見ていくということが非常に重要になるかと

思いますので、ぜひ前向きに、１人でも常勤がいる

というような形をぜひとも検討していっていただけ

ればと思います。これは要望といたしておきます。

その７名の中に看護師等は何名になるでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 看護師は含

まれておりませんが、正規職員で中央児童相談所に

保健師を１名配置しております。看護師はおりませ

ん。

○比嘉京子委員 コザにはいない理由が何かありま

すか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 中央の保健

師がコザまでカバーして業務をしているという状況
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であります。

○比嘉京子委員 では、教育のほうに行きたいと思

います。

同じように、主な事業の概要からお聞きしたいと

思います。

先ほど新垣委員がメンタルヘルスの調査事業費に

ついて質疑をされましたので、１番目はそうですけ

れども、私、事業後ですね、これによって実態把握

等、原因分析等をなさるということがありました、

事業の目的にですね。それが分かった後、どういう

展開や、事業後の取組というのがどういうような見

通しになっているのか、ちょっとお聞きしたいなと

思います。

○安里克也学校人事課長 公立学校教職員メンタル

ヘルス対策に関する調査研究事業に取り組みまして

出てきた成果についてなんですが、この事業を通し

て取りまとめられました効果的と見られる成果に関

しましては県内市町村に共有いたしまして、各市町

村におきましてもメンタルヘルス対策に取り組んで

いただくよう促してまいりたいと考えております。

また、本県における精神疾患による病気休職者の

割合、これは全国に比べても高い状況にありますの

で、引き続き効果的な取組を行ってまいりたいと考

えております。

以上であります。

○比嘉京子委員 これだけ今、大変厳しい中で、こ

れぐらいの金額で対応ができるとはなかなか思いづ

らいです。

ですから、やっぱり今後、予算をぜひ取っていた

だいて、全県に展開ができるようにぜひ支援をして

いきたいなというふうに思っています。

最後になりますけれども、同じ20ページの市町村

幼児教育支援事業について、事業のこれまでの成果

と課題について伺いたいと思います。

○宮城肇義務教育課長 お答えいたします。

令和２年度に義務教育課内に幼児教育班が設置さ

れ、同事業の活用により市町村支援を充実させてき

たところから、幼児教育の質の向上が図られてきて

おります。

課題としましては、全ての市町村への支援ができ

ていないことから、今後も実態把握に努めてまいり

たいと考えております。

○比嘉京子委員 41市町村のうち、どれだけまだ配

置がされていないんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 令和４年度の実績ではあり

ますけれども、県幼児教育アドバイザーなどによる

幼児教育施設への園訪問支援が21市町村で64回、市

町村の研修会への支援は16市町村で30回実施し、県

内の幼児教育の質の向上を図ってきました。

市町村教育委員会において幼児教育担当の指導主

事のうち、専任の指導主事は令和４年度現在11市町

村となっております。

引き続き県教育委員会としましても、市町村幼児

教育担当者連絡協議会を通してその重要性を促して

いきたいと考えております。

○比嘉京子委員 最後になりますけれど、ずっと継

続して聞いている理由は、今、様々なところに行政

の支援が必要になっている根本には、幼児期、乳幼

児期における対応ということが非常に今後について

左右をしているということの大きなエビデンスがあ

ります。

国が最近になってベビー研究の事業を展開すると

いう話がありますけれど、日本は四、五十年遅れて

います。世界中はそれを基にして、幼児期に多くの

予算を入れているわけです。

いまだに沖縄県がそういう状態であるということ

は、これからの流れの中に――教育現場もそうです

けれども、10代の問題から、そこら辺に全部影響し

ている根幹だということをぜひとも心に留めていた

だいて、沖縄県の一番重要なところはそこなんだと

いうことを私は強調して終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○末松文信委員長 比嘉京子委員の質疑は終わりま

した。

休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時20分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 どうもよろしくお願いいたしま

す。

当初予算説明資料の３－３と３－４、両方にちょっ

とまたがって質疑をさせていただきます。

最初に、特定妊婦等支援臨時特例事業について、

ちょっとお伺いいたします。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 事業の概要

について御説明いたします。

県では、令和５年度国庫補助事業を活用し、若年

妊産婦を含む特定妊婦等が安心して生活を行うため

の相談支援や、宿泊型居場所の提供を行う特定妊婦

等支援臨時特例事業を新たに実施することとしてお
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ります。

本事業は、支援コーディネーターや看護師、母子

支援員等を配置し、支援が必要な特定妊婦等に対し、

相談支援や関係機関との連絡調整、心理的ケアを行

うもので事業スキームを構築した上で、公募による

事業実施を想定しているところであります。

○玉城ノブ子委員 特定妊婦等支援臨時特例事業と

いうことではございますけれども、そういう支援を

求めている皆さん方はやっぱりいらっしゃいますの

で、その皆さん方をどう支援に結びつけていくかと

いうことが非常に大事な取組になっていくと思いま

す。それについては、ぜひ引き続き皆さん方の支援

ができるように進めていただきたいということを申

し上げて、これは終わります。

あと、児童虐待防止対策事業の児童虐待の件数に

ついて伺います。

３か年間の推移についても御答弁をお願いいたし

ます。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 沖縄県にお

ける児童相談所が対応した児童虐待相談対応件数は、

令和元年度が1607件、令和２年度が1835件、令和３年

度が2509件と増加傾向にあります。

虐待の内容としましては、いずれの年度も心理的

虐待が一番多く、以下、身体的虐待、ネグレクト、

性的虐待の順となっております。

最近の傾向といたしましては、全国と同様、心理

的虐待が増加傾向にありますが、特に、県と県警察

との情報共有や連携強化の取組等により、早期発見

につながっているものと考えております。

○玉城ノブ子委員 児童虐待が増加傾向にあります

けれども、児童相談所で専門の職員が対応している

と思いますけれども、児童相談所の職員が持ってい

る１人当たりの件数というんでしょうかね、それは

どれぐらい持っていらっしゃるんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 先ほど申し

上げました令和３年度の対応件数は2509件でござい

ますけれども、両児相の内訳といたしましては、中

央児相が1485件、コザ児相が1024件となっておりま

す。

この2509件を児童福祉司の数、53名で割りますと、

令和３年度の沖縄県における児童福祉司１人当たり

のケースの数は、約47ケースとなります。

○玉城ノブ子委員 これは、児童相談所の体制強化

がやっぱり必要じゃないかというふうに思います。

この相談所の体制強化、拡充については、具体的

に今どのように対応なされているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 増加する児

童虐待に対応するため、県では、平成17年度から令

和４年度までの18年間で、正職員53名、会計年度任

用職員56名の合計109名を増員いたしまして、体制強

化を図ってきたところです。

一方、法改正により、児童虐待や通告の定義が見

直され、児童相談所の役割は拡大され続けており、

さらなる体制強化が求められております。

県としましても、令和５年度に中央児童相談所に

７名、コザ児童相談所に６名の計13名の大幅な増員

を行う予定であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、これはやっぱり体制拡充

が必要だろうというふうに思います。

特に、子供の虐待には多くの場合、ＤＶがあると

いうふうに言われているんですけれども、このＤＶ

被害者の適切な保護と、配偶者支援センター、そし

て、児童相談所、女性相談所等の連携もまた必要な

んじゃないかと思いますけれども、これは具体的に

はどういうふうになっていますでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 令和元年

６月の児童福祉法等の改正により、女性相談所及び

配偶者暴力相談支援センターは児童虐待の早期発見

に努めることとされ、児童相談所がＤＶ被害者の保

護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携強

化するよう努めることとされました。

県では、令和２年度から女性相談所に児童コーデ

ィネーターを新たに配置し、児童相談所との連絡調

整を円滑に行うなど、ＤＶ被害者に同伴する子供の

支援の充実に努めており、児童相談所等の関係機関

と連携強化を進めております。

また、毎年、児童相談所、女性相談所連絡会議及

び児童相談所、女性相談所合同研修会を開催しまし

て、情報共有、連携強化を図っているところであり、

引き続き児童相談所と女性相談所などとの連携強化

を進めることとしております。

○玉城ノブ子委員 声を発し続けることが難しかっ

たり、自分の意思を素直に伝えられないでいる子供

の状況を早くつかんで、支援につなげていくという

ことが非常に大事だろうと思うんです。

そういうことになると、やっぱりそこの体制強化

ですね、児童相談所の体制を強化し、そして、女性

相談所やほかの児童相談所、配偶者支援センターと

連携を取って、早期に子供たちの声をつかんで、支

援に結びつけていくということが非常に大事になっ

ているというふうに思っていますので、その支援の

体制を、ぜひ今後とも引き続き強化をしていただき
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たいというふうに思います。

これはいいです。

あと、ヤングケアラーの問題、先ほどいろいろ出

ておりましたけれども、ヤングケアラーの支援体制

強化事業、ヤングケアラー等寄り添い支援事業が今

度、予算計上をされておりますけれども、再度、す

みませんけれど、これまでずっとこの問題を取り上

げてきたという経緯があって、その内容をちょっと

御答弁お願いいたします。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 では、ヤン

グケアラー支援体制強化事業について、先に御説明

いたします。

令和５年度の取組といたしまして、関係機関向け

の研修を引き続き行うとともに、支援団体と連携し、

新たに関係機関へ、適切な機関へつなぐヤングケア

ラーコーディネーターの配置、それと、ヤングケア

ラー本人や保護者からの相談に対応する相談支援体

制の強化を行うこととしております。

今申し上げましたヤングケアラーコーディネー

ターは、本庁の当課になりますけれども、青少年・

子ども家庭課に配置しまして、関係機関や支援団体

と連携し、適切な機関へつなぐことや、市町村から

のヤングケアラーに関する相談に対する助言指導を

行うこととしております。

○玉城ノブ子委員 ヤングケアラーの支援について

は、実態調査も皆さん方がなさって、私もこれを高

く評価しております。また新しい調査に基づいた対

応がまた出てくるというふうに思っていますけれど

も、やっぱり具体的な支援にどうつなげていくかと

いうことが非常に大事です。

市町村と連携を取って、対策も考えているという

ことをお聞きいたしましたので、ぜひ市町村にも相

談窓口を設置していただいて、支援の体制を地域の

中でもつくって対応していくことが大事だというふ

うに思っております。

誰一人取り残さない支援を進めていくためには、

ヤングケアラー条例制定まで踏み込んで進めていく

ことが大事じゃないかなというふうに思っておりま

すが、最後に部長どうでしょうか。ぜひ。

○宮平道子子ども生活福祉部長 ヤングケアラーに

つきましては、まずは子供に関わる方々の認識を深

めていただくことが大変重要だと思っておりまして、

それによって、早期の発見や早期の支援につながっ

ていくというふうに考えております。

そのため、今年度に引き続きまして、次年度にも

関係機関を対象とした研修を実施していくこととし

ておりますし、また、具体的な支援につなげていく

ために、先ほど来説明をさせていただいております

寄り添い支援事業であるとか、コーディネーターの

配置とかによって、相談体制も強化をしてまいりた

いというふうに考えております。

また、市町村との連携については、要対協の果た

す役割というのが非常に重要だと思っておりますの

で、市町村とも連携をしながら進めてまいりたいと

思っております。

条例の制定につきましては、今、当部のほうでは

子どもの権利尊重条例という条例を持っております。

これは、虐待という観点の視点の強い条例ではご

ざいますけれども、子供の権利というのを明記して

おります。育つ権利であるとか、尊厳にふさわしい

生活を送る権利といった、子供の権利についても明

記をしております。

この考え方を踏まえまして、子供が子供らしく、

希望を持って育っていけるような、そういう支援に

つなげていくという取組をしっかりと行っていきた

いというふうに思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。

また、別のところで議論も引き続きやっていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

あと、教育関係ですかね、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーの各学校への配置につ

いて伺います。

○宮城肇義務教育課長 お答えいたします。

スクールカウンセラーについては、令和４年度は

全小中学校に128人を配置しております。生徒への心

理的ケアを行っているところです。

スクールソーシャルワーカーにおいては、６教育

事務所、管内の小中学校へ20名配置し、福祉、保健

などの関係機関とも連携しながら、課題を抱える児

童生徒の家庭や保護者に対し支援を行っております。

令和５年度におけるコーディネーターの配置につ

いても、令和４年度と同程度を予定しております。

○玉城ノブ子委員 児童生徒の不登校やいじめ等の

問題等を、早期に発見をして対応を図っていくため

に、やっぱり専門の知識を持った方々を学校現場に

配置をして、早期に防止対策を取ることは非常に必

要です。

ぜひ、これは全ての学校にスクールカウンセラー、

ソーシャルワーカーを正規職員として配置をすると

いうことが大事なんじゃないかなというふうに思う

んですけれども、いかがでしょうか。
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○宮城肇義務教育課長 お答えいたします。

正規職員化につきましては、文部科学省が将来的

には正規の職員として規定することを検討するとの

考えを示していることから、県としましても、国の

動向を注視しているところです。

また、全国都道府県教育長協議会を通して、引き

続き正規職員としての配置を要望していくこととし

ております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは、そういうような方

向で積極的に、県のほうとしても進めていただきた

いということを要望申し上げたいと思います。

あと、公立学校の教職員のメンタルヘルス対策に

関する調査研究事業について伺います。

○安里克也学校人事課長 教職員のメンタルヘルス

対策は喫緊の課題であることから、文部科学省が実

施する事業を活用しまして、公立学校教職員メンタ

ルヘルス対策に関する調査研究事業において、病気

休職に至る原因を分析し、実態の把握に取り組んで

まいります。

事業内容といたしましては、専門家などからなる

関係者会議を設置し、精神疾患による病気休職の原

因分析や、メンタルヘルス対策に関する情報共有と

事業計画の立案実施、効果検証等を行うものであり

ます。

また、市町村でのメンタルヘルス対策及び労働安

全衛生体制の活用等に関するモデル事業についても

行ってまいります。

以上であります。

○玉城ノブ子委員 教育現場では今、精神疾患によ

り休職した県内公立学校の教職員は2021年度で199名

で、過去10年間で最も多い数になっています。県内

の教職員の約２割が過労死ラインの80時間を超える

残業をしているということも明らかになっておりま

す。

教育現場の実情をしっかりつかんで、対策を強化

していただきたいというふうに考えておりますが、

いかがでしょうか。

○安里克也学校人事課長 本県の教職員の病気休職

に占める精神疾患の割合につきましては、全国平均

に比べて高い状況にありますので、メンタルヘルス

対策については、喫緊の課題であると捉えておりま

す。

今回、国の事業を活用して、こういった対策に取

り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、現在の教育現場の実態を

まず皆さん方がしっかりと掌握をして、その実態の

状況に対して、学校教育現場での支援をしっかりと

やっていくということが、今、大変重要になってい

ます。メンタルヘルス対策の調査研究事業も入って

おりますので、そういうところもしっかりと皆さん

方が見据えて、対応をやっていただきたいというこ

とを申し上げたいと思います。

あと、教員業務支援員配置事業について伺います。

各学校に何名配置されているんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 県教育委員会では、教員

業務支援員を配置する市町村に対し経費の一部を補

助しており、令和５年度は前年度と比較しまして２市

町村25校増となる、13市町村136校に配置される見込

みとなっております。

また、令和５年度からは、県立学校にも配置を拡

充するところであり、高等学校においては13校に配

置予定となっております。

以上であります。

○玉城ノブ子委員 教育現場では、先ほどもちょっ

とお話をいたしましたけれども、教員不足や働き方

改革が今、非常に重要な課題になっております。

先生方の負担軽減を図っていくということが非常

に今強く求められているところですので、市町村と

連携も取って、支援を拡充していくことが必要だと

いうふうに考えますが、いかがでしょうか。

○安里克也学校人事課長 県教育委員会といたしま

しては、この教員業務支援員の配置につきましては、

国庫補助事業を活用しておりまして、引き続き補助

金制度の一層の拡充について、全国都道府県教育長

協議会を通して国に要望してまいりたいと考えてお

ります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、それは強力に進めていた

だきたいというふうに思います。

あと、学校給食費の支援事業について伺います。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

学校給食費支援事業におきましては、保護者等へ

のアンケートの実施や、市町村との実施方法等の協

議を行うこととなっております。

アンケートの内容につきましては、現在検討して

いるところでありますけれども、学校給食費の支援

の在り方について、課題を整理していきたいと考え

ております。

以上です。

○玉城ノブ子委員 これは、学校給食の無償化に向

けて、保護者の皆さん方への調査を実施するという

ことで確認してよろしいんでしょうか。
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○城間敏生保健体育課長 市町村によって、支援の

方法でありますとか、財源等がいろいろ違いますの

で、その辺を整理することと、それだけではなくて、

保護者に対しては給食費の負担感、あるいは今後の

給食をどのように――よりよい給食の提供について、

それにつながるアンケートということで考えている

ところです。

○玉城ノブ子委員 ぜひ私は、学校給食の無償化に

つなげていくことができるような事業にしていただ

きたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

あと、高等学校等奨学のための給付金事業につい

て、対象件数、実績、今後の支援についても伺いま

す。

○大城勇人教育支援課長 高等学校等奨学のための

給付金は、家庭の経済状況にかかわらず、意思のあ

る生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以

外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低

所得世帯を対象に奨学のための給付金を支給する事

業でございます。

令和４年度は２月末時点の実績で9848人を認定し、

約11億6500万円を給付しております。令和５年度は

１万1286人に対し、約13億5000万円の給付を計画し

ているところでございます。

○玉城ノブ子委員 これは授業料以外の教材費だと

か、そこに対する支援だというふうに確認してよろ

しいんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 授業料とは別に、授業料

以外の教育費の負担軽減でございます。

○玉城ノブ子委員 子供たちの支援のためにも、こ

の給付金事業はぜひ今後とも支援を拡充していただ

きたいと考えておりますので、その取組の支援をさ

らに強化していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○大城勇人教育支援課長 令和５年度は給付単価も、

非課税世帯第１子で全日制に通う生徒について11万

4100円を11万7100円に拡充しているところです。

県教育委員会としましては、必要なときに速やか

な支援が実施できるよう本事業の周知も含めて、引

き続き努めてまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いいたします。

あと時間もう少しありますので、すみません、各

学校での、今換気対策が非常に重要になっておりま

す。空気清浄機や換気設備、ＣＯ₂モニターやサーキュ

レーター、ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機等の設

置を推進するということが求められており、文部科

学省も設置を推進していくという立場を取っている

というのを聞いておりますけれども、県で積極的に

推進していくという方向での取組についてをお伺い

いたします。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

県教育委員会としましては、学校教育活動を継続

していくために、引き続き手洗い、それから換気等

の基本的な感染対策が重要であると考えているとこ

ろです。

換気につきましては、ＣＯ₂モニター、それからサー

キュレーター等の換気対策機器も活用し、効果的な

換気対策を講じるよう周知しているところでありま

す。

令和５年度におきましても、市町村及び県立学校

に対して、国の感染症対策の支援事業を活用した換

気対策機器の設置を促してまいりたいと考えており

ます。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員の質疑は終わり

ました。

次に、瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いいたします。

資料３の４、当初予算案の概要部局別のほうから、

すみません、ページで言えば６と７を使いますので、

お願いいたします。

まず、子どもの貧困対策基金を活用した事業の中

の⑤沖縄子どもの未来県民会議負担金ですが、その

事業概要について伺いたいと思います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

この県民会議負担金事業は、県民会議が実施して

いる子どもに寄り添う給付型奨学金事業、それから

県外大学等進学サポート事業に係る経費の２分の

１を負担しているものでございます。

子どもに寄り添う給付型奨学金事業につきまして

は、児童養護施設等の退所者で大学や専門学校等に

進学する子供たちを対象に、入学金、授業料、それ

から教材費等を給付するものでございます。

県外大学等進学サポート事業は今年度から実施し

ている事業でございますが、県外の大学や専門学校

等に進学を希望する低所得世帯の高校生の経済的負

担の軽減を目的に、１人上限10万円の渡航費の助成

を実施しているものでございます。

○瀬長美佐雄委員 実績等々について、もし報告で

きればお願いいたします。

○仲村卓之子ども未来政策課長 給付型奨学金事業

につきましては、平成28年度から実施していまして、

これまでで合計115人の生徒たちに奨学金を支給して
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おります。

県外大学等進学サポート事業につきましては、現

時点でまだ支給している途中のものとこれからまた

申請が来るものと、申請はもう締め切っております

けれども、申請者数で147人の申請が今年度は上がっ

ているところでございます。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、次の市町村事業に

ついて、現年度の事業内容や実施状況、新年度は新

たに違うメニューが始まるのかどうか、この観点で

お願いいたします。

○仲村卓之子ども未来政策課長 子どもの貧困対策

市町村支援事業は、今年積み増した基金を財源とし

まして、市町村が実施する就学援助の充実を図る事

業への支援、それから子ども貧困対策の市町村の単

独事業、６事業に要する経費の一部を補助する事業

となっております。

就学援助の部分につきましては、今年の実績とし

まして34市町村に対して約２億円の支給、交付を決

定しているところでございます。単独事業につきま

しては約3500万円、合計２億3500万円を交付決定し

ております。

次年度につきましても予算としては同額の３億円

を計上して、対象内容も引き続き同じような内容で

実施いたしますので、引き続き多くの市町村におい

てこの支援事業を活用していただけるように促進し

ていきたいと考えております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 課題となっている保育所待機児

童解消に向けた取組を伺います。

○下地努子育て支援課長 待機児童の解消と安定し

た保育の提供には保育士の確保が欠かせないことか

ら、その確保に向けまして保育士養成施設の学生に

対する就学資金の貸付け、保育士試験対策講座の開

設支援、地域限定保育士試験実施といった保育士資

格の取得支援、また、県外からの保育士の誘致支援、

保育士合同就職説明会や保育所見学ツアーの実施、

ハローワークと連携した復職支援セミナーの開催、

就職準備金の貸付けなどによる保育所等への就労支

援、保育補助者や障害支援員、年休等の代替保育士

の配置、正規雇用化の支援といった、保育士が働き

やすい環境の整備に取り組んでいるところです。

○瀬長美佐雄委員 新年度、待機児童解消について、

もう既に解決した自治体と残っているところがあり、

この新年度で一定程度解決への見通しが立つと思う

のかどうか伺います。

○下地努子育て支援課長 明確な時期を申し上げる

ことはできませんけれど、できるだけ早期の待機児

童解消に向けて、市町村とともに連携して取り組ん

でいきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、食の支援連携事業

について、概要等々を伺います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

こちらも先ほどと同じように子どもの未来県民会

議と連携した事業でございまして、地域で食事支援

を行う居場所や十分に食事を取ることが難しい家庭

に対して食品を安定的に供給するということで実施

している事業でございます。

県から沖縄子どもの未来県民会議に補助金を交付

しまして、県民会議の事業としておきなわこども未

来ランチサポートというものを実施しているところ

でございます。

企業等から提供を受けた食料品等を郵便配送網等

を活用しながら、離島も含めた県内全域の子供の居

場所に食料品の提供を行っているところでございま

す。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 フードバンクであるとか、食品

ロスとか、今課題になっているそことの、ある意味

で連携、タイアップとかいう観点でもされているん

でしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 全く無関係ではな

いんですけれども、このランチサポートに関しては、

フードバンクセカンドハーベストとか、そういった

フードバンクとは少し異なった形で、独自に企業か

ら食料品の提供をいただいて、子供の居場所に届け

るという事業を行っていまして、県としましてはフー

ドバンクも含めて、様々な形で様々な団体が子供の

貧困対策を実施することをサポートしていきたいと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、子育て総合支援事

業の中の生活困窮家庭の取組と成績良好な生活困窮

家庭のという差別化されているんですが、それぞれ

の概要と特徴について伺います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 子育て総合支援事

業につきましては、これはソフト交付金を活用した

事業でございまして、内容としましては、無料で通

える学習塾を設置して支援を行ういわゆる無料塾と

いうものと、それから民間の学習塾に通うための授

業料を負担する進学チャレンジという、この２種類

ございます。
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まず、無料塾につきましては、生活困窮家庭の児

童生徒に対する学習支援を行うということで、小中

学生については町村が認定する就学援助を受給する

準要保護世帯の児童を対象としています。高校生に

ついては、児童扶養手当受給世帯、住民税非課税世

帯、児童養護施設等に入所している、または里親に

委託されている生徒がそれぞれ対象となっておりま

す。

それから進学チャレンジにつきましては、成績が

良好でかつ難関校を志望するなど進学意欲の高い中

学３年生及び高校生に対して、民間の進学塾への通

塾支援を行うものとなっております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、ひとり親家庭等の

放課後児童クラブ利用を支援するという、この事業

について、現年度取り組まれているのであれば概要

等々、状況を伺いたいと思います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 ひとり親家庭等放

課後児童クラブ利用支援事業につきましては、令和

４年度の現時点での実績といたしましては26市町村

に対し１億1848万円を交付決定していまして、支援

対象の児童数は合計で約3600人の見込みでございま

す。

次年度につきましては１市町村増えまして、27市

町村に対し１億6555万9000円、支援対象児童数は約

4200人となる見込みとなっております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 あと、学童クラブの家賃補助が、

今年度新たに県独自でされたかと思いますが、そこ

ら辺の取組状況と周知の徹底方を図ってほしいんで

すがどうでしょうか。

○下地努子育て支援課長 県では、平成27年度から

国庫補助事業を活用して新規設置の放課後児童クラ

ブに対する家賃補助を実施しており、令和３年度は

12市町村、112クラブに対して支援を行ってまいりま

した。

また、令和４年度には沖縄振興特別推進交付金を

活用して、全メニューにおいて補助の対象外となっ

ている平成26年度以前に設置されるクラブについて、

新たな賃借料を支援する事業を創設いたしました。

新事業において、初年度となった令和４年度は11市

町村、106クラブに対する補助が見込まれております。

県においては、市町村における賃借料支援が円滑

にスタートできるよう、令和３年９月から市町村説

明会等を通じて、事業の検討状況、予算折衝状況等

について周知してまいりました。

今年度も当初から市町村担当宛て、交付申請提出

依頼を適宜発信するとともに、６月の市町村説明会

では新担当宛て、事業の説明を行っております。

これらの取組により、市町村担当者への周知は十

分図られているものと認識しております。

今後も、より多くの市町村で取組が行われるよう、

引き続き周知に努めてまいります。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いいたします。

続きまして、児童養護施設退所者の支援について、

先ほども議論ありましたが、それの実績何名で、次

年度何名という状況の実態についてお願いいたしま

す。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず、対象

となるのは就職または大学等への進学により、施設

等を退所した者であり、退所後５年以内において、

保護者がいない、または保護者からの養育拒否など

により、住居や生活費など安定した生活基盤の確保

が困難である方が対象となります。

ただ、退所後５年以内に本貸付事業を希望する方

の調査を行っていないことから、対象者の実数は把

握しておりませんが、ちなみに、過去４年間に施設

等を退所した方の数は85名となっております。

そして、過去４年間の新規貸付実数の数字が手元

にございますが、貸付実績は131件となっております。

○瀬長美佐雄委員 貸付けなので返さないといけな

いと。

ただ、額的に予算を見れば、給付型という検討が

できないものかと思いますが、どうでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 本事業によ

る貸付金は、一定の条件を満たせば返還免除となる

性質のものでございます。

具体的には、家賃貸付けと生活費貸付けについて

は、５年間の就業の継続で免除となります。資格取

得貸付けについては、２年間の就業継続で返還が免

除となります。

○瀬長美佐雄委員 分かりました。

あと、平和創造に関する取組の中で、⑥継承・発

信・交流事業。

その中でも、特に沖縄平和啓発プロモーション、

対馬丸平和学習交流事業についての概要と取組を伺

います。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

沖縄平和啓発プロモーション事業は、戦後、沖縄

戦の実相や教訓を次世代に継承し、平和を希求する

沖縄の心を広く伝えるため、これまでに蓄積されま
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した沖縄戦体験談や資料を活用して、児童生徒等を

対象としたワークショップや県内外でシンポジウム

等を開催している事業と、また、戦後の証言映像収

録編集及びウェブ公開を行う事業の２つの事業で構

成をしております。

○瀬長美佐雄委員 対馬丸。

○島津典子女性力・平和推進課長 対馬丸、分かり

ました。

対馬丸平和学習交流事業は、沖縄県内の児童生徒

が対馬丸事件の生存者や犠牲者が流れ着いた奄美大

島宇検村を訪れ、対馬丸事件の歴史を通して戦争の

悲惨さと平和の尊さを学ぶとともに、同村及び周辺

地域の児童生徒と交流をするものでございます。

○瀬長美佐雄委員 ひめゆり祈念資料館との関わり

でも、コロナ以降、今後来客も増えるであろうと思

われます。

平和祈念資料館は予算もつけた対応ですが、ひめ

ゆり祈念資料館、そこもいろんな形でサポートはさ

れていると思いますが、どんな状況なのか。

あるいは、予算化するというふうな形での関わり

ができないのか伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

ひめゆり平和祈念資料館が、これまでの沖縄県の

平和学習において大きな役割を担っており、沖縄戦

の実相を後世に継承する重要な施設であると認識し

ております。

ひめゆり平和祈念資料館は、沖縄における普遍的

な平和思想の象徴的な存在として、沖縄を平和の発

信拠点として浸透させてきた取組が評価され、昨年

10月に第11回沖縄平和賞を受賞いたしました。

県としましては、この沖縄平和賞や県が実施して

いる平和啓発に係る事業などを通して、ひめゆり平

和祈念資料館の利用促進につながるよう、連携して

取り組んでいるところです。

次年度も引き続き連携して取り組んでいきたいと

考えております。

○瀬長美佐雄委員 次に移ります。

人権尊重及びジェンダー平等に関する取組の中で、

先ほど性暴力被害者支援事業についても幾つか議論

がありました。

ただ、現場からの要望は、まだまだ手厚い体制と

予算も必要だというふうな思いは伺ってきました。

ですから、今の現状、課題等々について、どのよ

うな取組になるのか伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長 性暴力被害者等

支援事業は、性暴力被害者ワンストップ支援センター

の運営事業費と、ＤＶ加害者更生相談を中心とする

ＤＶ防止対策事業の２つで構成されています。

委員御指摘のこの性暴力被害者ワンストップ支援

センターの運営についての御質問だと思いますけれ

ども、24時間365日体制で支援を行うこの病院拠点型

のセンターとして、やはり相談に寄り添ってやって

いくことの重要性、そして、相談支援員の養成研修

なども通して、より相談を受ける方へ迅速に対応で

きるような体制を整えつつ、今後も引き続き相談者

に寄り添った支援、そして、必要となる支援の把握

に努めて、その支援内容に反映させていきたいと考

えております。

○瀬長美佐雄委員 24時間、とりわけ医療現場は大

変ですというふうなことも伺ってきましたので、そ

の部分への新たな対応というか、もっと拡充すると

いう点で現場の意向を受けて応えていただきたいな

と、これは希望にしておきます。

続きまして、啓発活動事業について伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長 啓発活動事業は、

不当な差別のない社会づくりを推進するための普及

啓発及び相談体制の整備等を実施する事業と、法務

局から委託を受けまして、国、市町村及び人権擁護

委員連合会と連携して、県及び市町村で人権啓発活

動を行う啓発活動地方委託事業の２つで構成をされ

ております。

○瀬長美佐雄委員 今、条例化を進めていますが、

その条例に伴う対応の予算とはまた別だということ

でしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 この中に条例制

定に伴う事業も、予算も入っておりまして、条例制

定に伴いまして、条例の趣旨についての周知啓発、

相談体制の整備を図る予算も含まれているところで

す。

○瀬長美佐雄委員 相談員も配置すると伺っていま

すが、課題であるネット情報の監視というかチェッ

ク、それを受けた形での対応にもなるかと思います

が、そこら辺の対応のちょっとした流れについて伺

います。

先ほど法務局とかいろいろ出ましたが。

○島津典子女性力・平和推進課長 私どもこの女性

力・平和推進課に専門相談員１名を配置する予定と

しております。まずは、電話相談などで寄せられた

相談から情報を蓄積していきます。

本邦外出身者等に対するそういうインターネット

上の書き込みでありますとか、リアルの場でのそう
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いう扇動などの表現活動が行われた場合の申出があ

りましたら、それに基づいて審議会でその内容を審

査いただき、その者を法務局のほうに通知、インター

ネット上の場合は法務局に通知をして、削除のほう

を行うというような流れになると想定しております。

○瀬長美佐雄委員 次、教育委員会に移ります。

この予算部局別の29ページになりますかね。

まず、教育委員会に伺います。

新年度一般会計予算編成の中で、現年度に比べて

新年度は何を強化していくという、特徴的なのがあ

れば伺います。

○諸見友重総務課長 お答えいたします。

教育委員会における令和５年度当初予算の特徴と

いたしましては、中部Ａ特別支援学校の基本設計に

要する経費、それから学校給食費支援の在り方につ

いて課題を整理するための経費を計上しております。

また、バス通学費等の支援対象を拡大すること等も

しております。

そして、教員の働き方改革に重点的に取り組むこ

ととしておりまして、新たに働き方改革推進課を設

置しまして、公立学校教職員メンタルヘルス対策に

おけます調査研究等に要する経費を計上するととも

に、教員業務支援員の配置を拡充しております。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 この間も教職員のゆとり確保、

そして、教職員増員が必要だということとの関わり

では、新年度はどういった予算対応になるのでしょ

うか。どれぐらいの教職員を増やすということになっ

ているんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 教職員給与費では、定数

条例の増となります187人、それに産休代替等を加味

いたしまして、368人の増の予算を見込んでいるとこ

ろであります。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 担任がいない状況はもう打開し

たいということで注目もされていますが、現状、努

力されているとは思いますが、この担任者配置の見

通しはどうなっていますか。

○安里克也学校人事課長 教員確保のために、新た

にペーパーティーチャーセミナーの実施であります

とか、全庁体制で取り組んでいるところであります。

また、採用試験の制度改革などにより、正規教員

の確保に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 ちょっと事業のほうに移ります。

キャリア・ビルドアップ事業についての概要につ

いて伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長 お答えいたします。

キャリア・ビルドアップ事業は、キャリア教育推

進事業、就職活動キックオフ推進事業、進学エンカ

レッジ推進事業、高度人材育成事業、この４事業で

構成されておりまして、高等学校におけるキャリア

教育を推進する内容となっております。

この４事業を体系的、系統的に実施し、生徒のキャ

リア形成を効果的に支援することで、進路の選択決

定の早期化を促し、進路決定率の向上を図るもので

あります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 その事業の実績、効果について

評価を伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長 この事業は、前年度

までは個別で実施していた事業です。その事業の成

果として、令和４年３月の高等学校卒業者の大学進

学率等の数字を見ますと、大学等進学率が44.6％、

就職内定率が99.1％、これは年々向上しておりまし

て、この事業の成果だというふうに捉えております。

○瀬長美佐雄委員 会計任用の中での進路支援員等

々が課題となりました。

それについては、２度までという延長を、ある意

味で、現場の対応に任せるというふうな状況になっ

たのかなと理解していますが、それについての周知

徹底のほうはどうなっているのか伺います。

○諸見友重総務課長 会計年度任用職員のその任用

については、本会議でも答弁いたしましたけれども、

これまで２回までの再度の任用がありますというこ

とだったんですが、条件が合う場合には、再度の申

出も拒否はしませんよというようなことになってお

ります。

これについては、総務課のほうから教育委員会各

課に通知をして、そこからまた管下にある事務所等

については通知をしているというふうに認識をして

おります。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ、しっかり周知をよろしく

お願いいたします。

続きまして、中部地区への特別支援学校の新設に

係る取組状況と新年度予算の概要、今後のスケジュー

ルについて伺います。

○諸見友重総務課長 教育委員会では、中部地区特

別支援学校の過密解消と教育環境の充実を目的とい

たしまして、新たな特別支援学校の設置に取り組ん

でいるところであります。

今年度は、児童生徒数が200名程度、そして、設置
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場所をうるま市兼箇段とした学校基本方針を策定し

たところであります。

令和５年度からは、基本設計業務などを行うこと

としておりまして、令和10年度の開校を目標に、引

き続き取り組んでまいります。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 教職員不足の中で特別支援学校

の比重も大きいと。

今後、開校に向けて、中でも教職員の増員という

課題も含めて検討されていくかと思いますが、その

ときまでの教職員増員という観点も含めた取組にな

るのか確認です。

○安里克也学校人事課長 教職員の定数配置などに

つきましては、いわゆる標準法に基づいて算定しま

して、必要な職員を配置するというようなことにな

ります。

中部特支につきましても、その開設の時期に合わ

せまして、必要な職員数の算定を行っていくことに

なるかと思います。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 バス通学費についてはやり取り

もありましたので除いて、次に移ります。

国際社会・情報社会に向けての国際性に富む人材

育成事業についての取組、そして実績、次年度の概

要について伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長 お答えいたします。

国際性に富む人材育成事業は、長期留学、海外短

期研修、アジア高校生オンライン国際交流等があり

ます。

令和４年度の現状としましては、長期留学では、

次年度のアメリカ、カナダへの派遣する生徒の募集

選考を行いました。

海外短期研修では、アメリカへ20名、オーストラ

リアへ24名、ハワイへ15名を派遣しました。

中国教育交流研修参加者20名は、県内におけるオ

ンライン研修等を実施したところです。

アジア高校生オンライン国際交流事業は、県内及

びアジアの国地域の高校生159名が、生徒自身が企画

したプロジェクトに取り組んだり、専門家による講

義、ワークショップを受講しました。

令和５年度は、長期留学で20名の高校生を派遣予

定としております。そして、海外短期研修は、アメ

リカ、中国、オーストラリア、ハワイへ合わせて84名

を派遣予定としております。

アジア高校生オンライン国際交流事業、これにつ

きましては、参加人数を県内の高校生200名、アジア

の高校生200名に拡充し実施する予定としておりま

す。

県教育委員会としましては、これらの事業を実施

して、引き続き国際性を備えたグローバル人材の育

成に取り組んでいくこととしております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 まず、国際性を身につけるとい

う点でも、とてもいい事業だと思います。

この事業を継続してきた中での効果とか、取り組

んだ意義とかについて伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長 まず、長期留学での

成果についてお答えさせていただきたいと思います。

平成24年度にこの長期留学制度を立ち上げまして、

これまでに602名の高校生を米国、欧州、アジア、南

米諸国へ派遣したところです。

その成果としましては、大学進学においてはブリ

ティッシュコロンビア大学等の海外大学、それから

京都大学、九州大学、早稲田大学、慶応大学等のスー

パーグローバル大学へ進学した生徒もおります。

それから、大学卒業後、パイロット、領事館職員、

ジャーナリスト等で、県内外で活躍しているという

ことです。

それらの活躍が成果として捉えているところです。

○瀬長美佐雄委員 最後に、高校生伝統芸能分野海

外就業体験事業と、先ほど大河委員からもありまし

たが、それのもうちょっと詳しい概要、実績等々に

ついて伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えいたします。

本事業は、平成24年から令和３年度まで実施しま

したグローバル・リーダー育成海外短期研修事業の

後継事業として実施しているところです。

令和２年度は新型コロナウイルスの影響により、

事業の中止を余儀なくされましたが、令和３年度は

オンラインによる代替研修により事業を実施し、新

規事業の開始となる今年度は、１月末より２週間、

ハワイのホノルル市へ16名の生徒を派遣し、研修を

実施しております。

研修の内容としまして、カメハメハ校との交流、

ハワイの伝統芸能やホームステイ体験、ハワイ大学

での沖縄の伝統芸能を学ぶ学生との交流、高齢者施

設訪問、演舞披露などの研修に組み込んでおり、１週

間という長い期間の中で、じっくり演舞披露や県人

会、現地の人々との交流などに取り組むことができ

たと報告を受けています。

特に、ワイキキにあるアラモアナショッピングセ

ンターのステージにおける琉球舞踊等の演舞は、県



－226－

人会のラジオなどによるアナウンスなどの協力を得

まして、多数の来場者があり、大成功に終わったと

の報告を受けているところです。

県の文化の担い手として県内外や海外に目を向け、

情報発信できる力を身につける貴重な体験となった

ものと考えております。

令和５年度も同様に、1821万5000円を計上して計

画をしているところです。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ハワイ県人会、強力な団体と、

そことのタイアップで意義あるものになろうかと思

います。派遣する時期的なこと等の検討について、

その時期じゃないと駄目なのか、あるいは、ハワイ

の県人会との関わりで、時期的なのも相談されると

いう形になるのか、県人会の皆さんとどんな関わり

ができたのかという点で伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えいたします。

時期的な検討なんですけれども、生徒さんをハワ

イのほうへ送るということで、事前の研修でありま

すとか、もろもろの手続等がありますので、その年

度年度の進捗の状況に応じて、ちょっと時期は整理

していく必要があるかなというふうに考えていると

ころです。

今年度の現地でのホームステイの絡みや、また現

地との協力体制であったりとか、あとは、委員おっ

しゃる県人会とのつながりとか、そこら辺も踏まえ

て、適切な時期を選んでいくことに今後もなろうか

と考えています。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 この事業をぜひ発展させてほし

いなと、人数的にも。

あと、ハワイのみならず、ほかの受入れ可能な地

域と連携して、国を、地域を広げるということも、

ぜひ念頭に置いた充実方を求めたいと思いますが、

最後によろしくお願いいたします。

○瑞慶覧勝利文化財課長 この事業は新規事業でし

て、今までのグローバル人材の育成というのを踏ま

えて、観光資源を目的の一つに加えている事業でし

て、その成果を踏まえて今後は検討していきたいと

思っています。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員の質疑は終わり

ました。

次に、喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いいたします。

私のほうは、母子福祉のほうから行きたいと思い

ます。

積算内訳書から入っていくんですけれども、子ど

も生活福祉部の母子福祉費のほうから見ています。

下のほうになりますが、母子福祉対策費がマイナ

ス―すみません、質問の順番を変えます、ごめん

なさい。その前に聞くのを忘れていたのがありまし

た。

子ども生活福祉部の令和５年度の全体の予算のほ

うからお話を聞きたいんですけれども、令和４年度

と比較して、令和５年度、次年度の増減の主な内容

と、５年度にこういったところに力を入れていきま

すという、特徴的なところがあればお聞かせくださ

い。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

子ども生活福祉部では、新・沖縄21世紀ビジョン

基本計画の将来像、心豊かで安全・安心に暮らせる

島の実現に向け、子供の貧困の解消、子育て環境の

充実、高齢者、障害者等を支える福祉サービスとセー

フティーネットの充実、多様性を尊重する共助・共

創社会の実現に取り組みます。

また、平和を希求する沖縄のこころの発信と継承

についても、引き続き取り組んでまいります。

特に、重点的に取り組む事項といたしまして、子

供、若者、女性支援施策の充実とし、県政の最重要

課題である子供の貧困対策、ヤングケアラー支援、

18歳から20代半ばまでの若年者に対するファースト

ステージ支援に取り組みます。

このような方針の下、令和５年度は子ども生活福

祉部の予算総額を編成いたしまして973.1億円となっ

ております。

前年度と比較いたしますと、約42億円の減となっ

ておりますが、これは前年度は子どもの貧困対策推

進基金の積立事業、約57億円があったことによるも

のでして、当積立事業の影響を除きますと約15億円

の増となっております。

増となった主な事業といたしましては、令和４年

２月から実施している国の経済対策による福祉・介

護職員処遇改善について、令和４年10月から公定価

格へ加算されたことや、介護、障害、保育に係るサー

ビス利用者の増等により、介護給付費等負担事業費、

また障害の給付費等の負担事業費、子どものための

教育・保育給付費が増となったところです。

減となった主な事業につきましては、先ほどの子

どもの貧困対策推進基金積立事業のほかに、令和４年

度まで補助金として実施しておりました介護職員、
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障害福祉職員の処遇改善事業が減となっているとこ

ろでございます。

以上です。

○喜友名智子委員 これ、きっと令和５年度に力を

入れることとして子供、若者、女性というキーワー

ドが出てきていて、非常に前向きに捉えています。

実は離島に行くと、逆にやはり高齢者の人口が多

いので、介護の要望というのが非常に多いんですね。

ただ、県としても限られた予算の中で、昨年度、介

護の処遇改善に国の予算を使って対応しながら、次

年度は子供、若者、女性に力を入れていくという違

いを理解いたしました。

それで、先ほど少し話を始めてしまった部分なん

ですが、積算内訳書の中で母子福祉費があります。

この中で、母子福祉対策費がマイナス5.4％となって

おりまして、ちょっとこの予算の減というのが、や

はりひとり親対策の視点から少し気になっていると

ころです。

この予算減の理由を教えてください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 母子福祉対

策費の主な減額は、母子家庭等医療費助成事業で約

5737万円の減となっております。

令和４年度からのこども医療費助成制度の対象年

齢が中学校卒業まで拡大されたことに伴い、母子家

庭等の児童の利用が減っている状況を勘案し、所要

額を見込んでおります。

○喜友名智子委員 制度変更によって予算が必要で

なくなったということで、後ろ向きな減額でないこ

とが確認できたのでよかったと思います。

同じ積算内訳書で、次は、母子父子寡婦福祉資金

特別会計のほうを今、映していますけれども、こち

らのほうは前年度に比較して伸び率が10.3％になっ

ています。

貸付金が増えるというのは、必ずしも悪いことで

はないと思っていますけれども、１割増というのは

結構大きな数字かなと思います。

こちらの要因も教えてください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 母子父子寡

婦福祉貸付事業費は約1933万円の増となっておりま

す。

積算では、平成29年度から令和３年度の貸付実績

等、令和４年度の貸付見込額から伸び率等を勘案し、

令和５年度の所要額を見込んでいるものであります

けれども、本事業は母子家庭のお母さんやその扶養

する児童等に対し、修学資金など12種類の資金を無

利子または低利で貸し付けているもので、中身は修

学資金及び就学支度資金の利用が９割となっており

ます。

令和４年度においては、大学進学に係る修学資金

等の借入相談が増加している状況にありまして、そ

のニーズを踏まえ、来年度の予算額を増としている

ものであります。

○喜友名智子委員 養育費、進学費に係るお金、や

はりひとり親にとっては非常に厳しい負担にはなり

ます。

子供のために、少しでも低い金利で資金を確保し

たいというニーズに応えている貸付けだと思います

ので、こういったふうにニーズに応じて伸びている

ことを確認できてほっといたしました。

ひとり親予算が特に削られているわけではないと

いうことで、次年度予算、非常に前向きに捉えてい

ます。

若年妊産婦の宿泊型支援施設、先ほど来、質問が

続いていますけれども、私のほうからも幾つかお尋

ねいたします。

次年度予算が6800万円という内訳でした。先ほど、

別の委員の答弁の中で、県の設置数が１か所という

ふうに何かちょっと聞こえているんですけれども、

１か所というのはもう確定ですか。

ごめんなさい、6800万円って結構なお金なので、

設置数を複数箇所考えておられるのか、１か所って

もう決まっているのか、そこをお尋ねしたいです。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から１か所というのは県

設置の広域型の通所施設であるとの説明が

あった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 では、すみません、質問を続け

ます。

この若年妊産婦の宿泊型支援施設6800万円、国庫

で計上しているという理解ですけれども、どういっ

た内容に使うのか、今の段階で結構ですので、この

予算を使う内容についてお聞かせください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 当該事業は、

特定妊婦等が通所または入所により、安心して生活

を行うことができる居場所を提供し、支援計画を策

定し、特定妊産婦等が抱える妊娠、出産、出産後の

生活に係る不安等に対する相談支援や、看護師等の

専門性を生かした助言等、そして、医療機関等その

他の関係機関へのつなぎ支援などを実施することと

しております。
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なお、児童相談所、市町村、医療機関、母子生活

支援施設、就業支援機関等の関係機関と情報共有を

行い、連携して支援を行うとともに、特定妊婦等が

メンタルケア等の心理的支援や法律相談支援が必要

な場合には、必要に応じて嘱託契約その他方法によ

り支援を行うことも想定しているところであります。

○喜友名智子委員 施設を造ったり、もちろん相談

員の方を配置するということも必要になってくるか

と思います。

次年度の予算で何名ぐらいの若年妊産婦の方を宿

泊施設で支援しようということを想定していますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 恐縮です、

今この事業の実施に当たり、現在事業スキームを構

築しているところでありまして、対象人数とか収容

人数とかについては検討中であります。

○喜友名智子委員 分かりました。

この案件は、子ども生活福祉部のみで、今、スキー

ムをつくっているという理解でいいでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 この特定妊

婦等支援臨時特例事業につきましては、子ども生活

福祉部においてスキームを検討しているところでご

ざいます。

○喜友名智子委員 分かりました。

これ、事業がひとまず進むということは、私は非

常に評価をいたします。

一方で、県のほうは児童相談所であるとか、これ

は教育委員会ですけれども、部活の自死案件等々、

子供を取り巻く環境、県の対応については、県民か

らは非常に厳しい目で見られているというのが私の

印象です。

その中でこの若年妊産婦という、非常に気を遣い

ながら接していく必要がある案件で、県だけに任せ

ておいて大丈夫かなというところを非常に心配して

いるんですね。プライバシーの尊重をしながら生活

支援も育児も、支えていかないといけないと。

県以外にもぜひ民間の経験、知見というのを生か

してほしいなと思っています。

民間の団体さんとは何か協力体制とか、協業した

り、相談したりというのはやっていますかね。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 今現在、県

内において同様な支援を行っている民間団体の施設

を見学させていただいたり、お話を伺ったりしてお

ります。

なお、ちょっと今、委員の質問に合っているかど

うか分かりませんけれども、事業者選定は公募して

公募者の中から選定するというようなことを考えて

おります。

○喜友名智子委員 スキームがあまりにも固められ

過ぎて、公募してきた、例えばその団体さんが行政

の壁に阻まれて支援の幅が狭まってしまうというこ

とがないように、ぜひ気を遣っていただきながらス

キームはつくってもらいたいと思っています。

子供にまつわる、母子支援にまつわる事業の中で

も母子寡婦支援だったり国際家事相談、それから子

供の貧困対策を行っている未来応援基金なんかは、

民間の方たちがかなり入っていますよね、一緒にやっ

て。それで評価が、やはり高いというふうに理解し

ています。ぜひ、この宿泊型の支援施設についても、

民間の方たちとの協力関係、強くつくってほしいと

要望いたします。

次が、人権を尊重する社会づくり条例です。

この中で、先ほど電話相談の人を配置するという

ことでしたけれども、配置する方はどういう方を今、

想定していますか。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

専門相談員１名を配置する予定としておりまして、

人権相談に関する業務の経験や知識を有している方

の配置を考えているところです。

○喜友名智子委員 この条例、もともとヘイトスピー

チ規制から始まってほしいという要望でここまで来

たと理解しています。

恐らく、相談については様々な人権の相談を受け

ることになろうと思いますけれども、ヘイトスピー

チの相談がもし来ると、やはり何て言うんでしょう、

内容がかなり暴力的なものが予想されます。

例えば、私もインターネット上で、ゴキブリとか、

売国奴とか、死ねとか、実際にやられていますので、

そういうことを想定した、やはり職員の配置には相

当に気を遣って、周りのサポート体制も整えていた

だきたいなと思います。相談する方が気を病んでし

まっては県民の支えにならないと思いますので、こ

の点はぜひ留意していただきたいです。

次の質問に行きます。

残り２分ですけれども、教育委員会のほうにお尋

ねしたいと思います。

予算の増が0.5％なんですけれども、学校の先生方

の欠員不足は、これでどのように対応しようとして

いるんでしょうか。

○諸見友重総務課長 全体的な予算について私のほ

うで申し上げたいと思います。

教育委員会の令和５年度の当初予算額は1705億
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584万2000円でありまして、前年度に比べて７億

9254万2000円の増となっております。

これについては事業費の減もありますが、一方で、

小学校及び中学校の教職員給与の増額、これが16億

4150万9000円となったことなどによるものでありま

す。

以上であります。

○喜友名智子委員 教員不足の件、なかなか突っ込

んで聞く時間がないんですけれども、この１年で先

生たちがどんどん疲弊しているというのが本当に可

視化された１年だったと思います。

非正規雇用の先生方を何とか正規の、臨任の先生

方を正規にする道筋を緩和してほしいということも

委員会などで申し上げてきましたが、次の１年は本

当に重要な１年になると思っています。

この対応をやっぱり最優先でやっていただきたい

なと思います。これは要望です。

これも、すみません、予算のトータルの問題にな

るんですが、昨年、高校のクーラー稼働が不十分で

勉強ができないという高校生の要請を教育長におつ

なげいたしました。

彼らが次年度、今、電気料金が上がっている中で

高校のクーラー代大丈夫ですかという心配をしてい

ます。

電気代の高騰については、県全体でも対応してい

ると理解していますが、教育委員会のほうで、特に

高校のクーラーの光熱費についてどのような対応を

準備しているのか教えてください。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。

令和５年度の県立学校の光熱水費は、現在の燃料

高、高騰の状況を踏まえ、令和４年度当初予算に対

し約４割増の18億3600万円を計上しております。

令和５年４月以降の値上げ後の電気料金は、今後

提示される国の審査後の約款であったり原油価格や

為替相場の状況、国の負担緩和策の動向、さらに学

校の執行状況等を注視しつつ、教育活動に支障のな

いよう、所要額の確保については関係部局と調整を

行うこととしております。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 喜友名智子委員の質疑は終わり

ました。

次に、仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 子ども生活福祉部、そして教育委

員会、令和４年度の事業、大変御苦労さまでござい

ました。また引き続き５年度も頑張ってください。

子ども生活福祉部からお願いしたいんですが、実

は私の住んでいる近くによみたん救護園というのが

あります。

救護園とホームページで検索しましたら、県内に

２か所あるということで、いしみね救護園と、この

よみたん救護園。その外を囲むフェンスに、度々、

介護職員募集というような内容の横断幕がかけられ

ていました。それが気になって。

まず、救護園の内容をぜひお聞かせいただけませ

んか。どういった救護施設であるのかですね。よろ

しくお願いします。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。

救護施設は生活保護法に基づく保護施設の一つで

ございまして、身体上または精神上の著しい障害の

ために日常生活を営むことが困難な者を入所させて、

生活の扶助を行うことを目的とする施設となってお

ります。

県内には、よみたん救護園といしみね救護園の２施

設がございます。

以上です。

○仲宗根悟委員 施設、園長と言うのかな、向こう

は所長かな、お電話させていただきました。

事業内容はどうなのかと聞いたら、定員が100名、

最近はコロナのせいとかいろいろあって定員割れが

見られるというような内容でした。

介護職員募集の横断幕をよく見かけるんですとい

うようなお話を申し上げましたら、全国的に介護に

従事する職員というのは、あまり見つからなくて、

毎回募集かけるんですが、なかなか希望する方がい

らっしゃらないというような内容のお話をされてい

ました。

それならば、外国人に頼ってみたらどうかなとい

うふうなお話を考えていましたら、今日、午前中に

新垣委員のほうと、それから照屋大河委員も、京子

委員もそうだったかな、質問されていましたので。

この27ページの特定技能１号、外国人マッチング

支援事業か、これが新たに来年度から事業を進めて

いくというような内容なんですけれども、また先ほ

どから特定技能１号、それヌーヤガと思って調べて

みたらいろいろ、２号含めて14業種あるようですね。

在留期間ですか、それが１年、そして６か月または

４か月ごとに更新をして、最長５年までというよう

な内容なんですが、もう少し調べてみたら、今度は

実質14分野が全て無期限になるかもしれませんとい

う内容かな、環境が整う見通しだというような記事

も見かけているんですが、どうなっているんですか

ね。
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○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から特定技能実習は商工

労働部の所管であるとの説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 ごめんなさい、部長、僕が聞きた

かったのは27ページ。

○金村禎和保護・援護課長 特定技能１号について

は、委員、おっしゃるようにその直近から実施をさ

れておりますけれども、そこで一定の要件を満たす

と特定技能２号という形で恒久的にその在留資格を

得るような仕組みが国のほうで実施をされていると

いうのは把握をしております。具体的なところにつ

いては、所管の商工労働部のほうがそういった実態

も含めて把握をしているという状況でございます。

以上です。

○仲宗根悟委員 介護職員は皆さんの管轄だろうと

思いますので、入所されている方々はひょっとした

ら保健医療部の管轄かなと思いますが。いいや、月

曜日にやりましょうね。

じゃ、変えます。

先ほど喜友名委員からもありましたが、県民生活

の悩み相談かな、予算規模では小さいんですが、消

費生活センターの消費に関する苦情。いろいろこう、

弁護士を紹介してみたり、いろんな相談に乗ってい

るようなんですけれども、その相談内容を少し教え

ていただけませんかね。

○奥間政消費・くらし安全課長 消費生活センター

の活動状況についてお答えします。

平成29年度から令和３年度までの５年間で、県消

費生活センターの相談件数の増減はあるものの、ほ

ぼ横ばいとなっておりまして、令和３年度の消費生

活相談は4699件となっております。

引き続き相談に対して解決のための助言やあっせ

んなどを行ってまいる所存ございます。

○仲宗根悟委員 この件数というのはどういう傾向

になるのかな思って――年々増えているのか、ある

いは横ばいなのか、減っているのか。

その辺のところどうでしょうか。

○奥間政消費・くらし安全課長 県消費生活セン

ターの相談件数は年度によりまして増減はあるもの

の、ほぼ横ばいとなっております。

○仲宗根悟委員 予算積算内訳書の123ページを見せ

ていただきましたけれども、この啓発事業費がほと

んど委託事業なんですけれども。

あと１ついいですか。その下のほうに食品ロスの

削減推進計画についてはそちらでやるんですね。

この内容も教えていただけませんか。

○奥間政消費・くらし安全課長 食品ロス削減推進

計画というのを令和３年度に定めまして、令和４年

度、それに基づきまして実務者会議とか、それから

県民会議等を開きまして、去る２月に沖縄県の食品

ロス削減推進県民会議で、知事のほうから計画の発

足に関しまして共同宣言ということで、実務者、担

当者レベル、あと関係団体と一緒に行ったところで

ございます。

○仲宗根悟委員 我が家の食品ロス担当は私なんで

すよね。あとはみんなミームン食べて古いのは私だ

け食べるんですが、その話はいいんですけれども。

教育委員会行きましょうか。

非常に気になったのが１件ありまして、特別支援

学校に通う児童生徒が増えて、教員の採用計画が当

初の計画からずれてきているというような内容が代

表質問や一般質問、そして、補正予算の審査でもあ

りました。現場といいましょうか、先生方からもち

らほら聞かれる話が、普通学級で十分可能な生徒じゃ

ないかな、異常じゃないかなと。どんどん特別支援

学校へ通わされるというような内容を聞いたことも

あるんですけれども、その内容について少しお聞か

せいただけませんか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 内容といいますか、

特別支援学校への就学の手続の流れのほうで説明さ

せてもらいたいと思いますが、特別支援学校への就

学については学校教育法施行令第22条の３に基づき

まして、各障害の程度がおおむね重度、中度の児童

生徒が対象となっております。

特別支援学校入学の手続につきましては、小学部、

中学部については各市町村教育委員会の就学支援委

員会、これにおいて対象となる児童生徒の実態や本

人、保護者、専門家の意見等を踏まえ該当する校種

を決定し、県教育委員会に通知されます。その後、

通知内容を県就学支援委員会でさらに審議をし、学

校指定を行っているということになります。高等部

につきましては志願前相談、入学者選抜検査を経て

合格、入学が決定されるという流れになります。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。

増えている傾向だと説明ありましたので、そうな

んだろうなと思いはするんですけれども、非常に気

になってですね、この辺のところが。

この支援学校に当初からね、通わなくても済むよ

うな方法というのは、どういった方法があるんでしょ

うかね。家庭教育、やっぱりお母さんのお腹の中か
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らかな、その辺はいいです、はい。結構です。

一般質問で小学校２年生の例がありましたけれど

も、金銭せびりも先生方の指導不足じゃないかと言

われると、先生方も非常に難儀な仕事を押しつけら

れて大変だなというような思いがします。

逆パターンの話を私は隣近所で聞きましてね。こ

の子は同じ２年生なんですが、金銭せびりではなく、

100円ショップから消しゴムを買ってこいとか、のり

を買ってこいとかいうようなことを要求される。お

母さんと一緒に出かけて行って買うらしくて、しま

いにはお母さんが気づいて、あんた何回買うの、こ

の間もこれ買ってあげたでしょうと言ったら、その

子も使うために要求するわけじゃなくて、あげるの

が目的でやるらしくて、この辺はもう先生と、それ

から向こうの父兄と話し合って解決はしたらしいん

ですよね。

私も隣近所で顔が分かります。やっているほうも

お知り合いのお孫さんでしたので日曜参観で見てき

ました。どうしているかなと思ったら、ちゃんとしっ

かりと手を取って遊んでいるんですよね。

そういった事例があったもんですから、これはやっ

ぱり先生方だけでもなくて、保護者やあるいは父母、

父兄のほうも、重要じゃないのかなと思いました。

だから、先生方にムルウーアジキったら困るんじゃ

ないかなと思ったもんですからね、その話をさせて

いただきました。ぜひ来年度も頑張っていただきた

いなと思います。

教育長も今年１年いろんなことがあって非常に難

儀をされて苦労されたと思いますけれども、今年を

振り返って、あるいは来年、展望をお聞かせいただ

けたら。よろしくお願いいたします。

○半嶺満教育長 令和４年度を振り返って、これま

でと違う点は、学校行事であったり、大会等が再開

できたことであります。

子供たちが学校で学んだ成果を披露する場、ある

いは修学旅行等の体験、活動が再開できた、これは

令和４年度非常によかったなと思っています。修学

旅行に参加してよかったという声とか、あるいは大

会等で活躍する子供たちの声が届いておりまして、

学校が元気づいていると、学校の活性化が図られて

いると、そういったことを感じております。

しかし一方で、いじめ、不登校等の問題について、

やはり改善すべき課題もございます。また、教職員

のメンタルヘルス、あるいは先ほどお話がありまし

た教員不足の課題もございます。

今、令和５年度の事業の予算を計上してございま

すが、その事業をしっかりと効率的に実施をして、

安全安心な学校生活が送れるように、魅力ある学校

づくりに努めていきたいと思います。

また、そのためには先生がやはり心身ともに健康

でやりがいのある職場環境づくりが必要であると思

いますので、令和５年度、働き方改革にもしっかり

取り組んでいきたいと思います。

○仲宗根悟委員 頑張ってください。

以上、終わります。

○末松文信委員長 それでは、仲宗根悟委員の質疑

は終わりました。

次に、上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

通告した内容はほとんど議論されてしまったんで

すが、それに関連して若干確認させてください。

令和５年度当初予算説明資料の17ページ、まず教

育委員会からお聞かせください。

学校給食費支援事業についてなんですが、調査し

ていくということでございますが、県内の小中学校、

皆さんが無償化を目指しての対象の数をちょっと教

えてもらえませんか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

学校給食の無償化に向けた対象の児童生徒数です

けれども、小学校で９万9093人、中学校で４万6324人

となっております。

以上です。

○上原章委員 本会議でも質問させてもらいました

けれど、これは私立も入っていますか、私学、私立。

○城間敏生保健体育課長 この数字は、いわゆる公

立学校のみの数字となっております。

○上原章委員 部署は違うんですが、私立の中学校

等も給食費を納めているところもあるんですね。そ

れは対象にするという認識でよろしいんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

教育委員会としましては、次年度、市町村のほう

とも協力しまして、実施方法等について協議を行う

こととしておりますけれども、市町村のほうにも、

その実施の範囲、それから実施方法等についてアン

ケート、それから協議会を持つことにしております。

私学のほうの給食費の実態については把握してお

りませんので、市町村等の実施等も含めて研究して

いきたいというふうに考えております。

○上原章委員 授業料もそうですけれど、私立とい

うのは結構厳しい御家庭の経済状況でも通っている

生徒が多いんですね。ですから、どうしても公立に

入れなくて、私学に行っている生徒もおります。
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やっぱり今の物価高騰、本当に厳しい経済情勢の

中で、国の無償化に私立も入っているわけですから、

ぜひ、今回県が調査する中で私学の今の現状もぜひ

確認をしていただきたいと思うんですが、いかがで

すか。

○城間敏生保健体育課長 繰り返しになりますけれ

ども、令和５年度の給食費についての実施方法等の

アンケートの中で、市町村の実施の事例等も踏まえ

て、協議の中で研究していきたいというふうに考え

ております。

○上原章委員 本会議でもいろいろ議論がありまし

たけれど、今の小中、公立の中で無償化した場合の

財政、予算がどのぐらいだと見ていますか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

令和３年度の学校給食費の総額は約66億300万円と

なっておりますけれども、そのうちから要保護費の

約8300万円、準要保護費の約13億4000万円、そして

特別支援就学援助費の約8500万円を差し引いた約

50億9000万円が保護者負担となっております。

○上原章委員 全国、今1600市区町村で約３割が完

全無償化だという数字が出ているんですけれど、そ

の全国の1600市の中で３割の58％が臨時交付金、こ

こ数年コロナのそういった臨時交付金等で対応して

いると。

コロナ以前は、42％の市町村が一般財源で無償化

に、これ各市町村の財政状況それぞれに応じてだと

は思うんですが、県内もちょっと私の調べた中では

全額無償が11市町村で、一部助成しているところは

18市町村ということで、それぞれの市町村が非常に

頑張っていらっしゃるんで、その中で今回県が本格

的にこの無償化の調査に入るということは相当、やっ

ぱり多くの市町村、また県民が期待しているんです

ね。

ですから、知事が公約に掲げているわけですから、

今回の調査を通して、私は早急にスケジュール、そ

れから財源の組立てをして、早めにこれが実現でき

るようにしていただきたいと思うんですが、いかが

ですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。

県教育委員会としましては、次年度、市町村のほ

うと協議を行うこととしておりますけれども、その

実施方法や財源等について協議を行いながら、予算

規模でありますとか、あるいは財源、そして実施時

期についても検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○上原章委員 よろしくお願いします。

あと何名かの委員からも質問ありました、同じく

17ページの新規事業、公立学校教職員メンタルヘル

ス対策に関する調査研究事業。

この事業は国が毎年幾つかの地域にモデルとして

やっていただくということだと聞いていますけれど、

これまでどのぐらいの都道府県で取り組まれたかと

か分かりますか。

○安里克也学校人事課長 文部科学省が取り組みま

す公立学校教員のメンタルヘルス対策に関する調査

研究事業についてでありますが、精神疾患による病

気休職者数が年々増加しているという全国的な状況

を踏まえまして、令和５年度から事業化するもので

あります。

国の予算といたしましては7000億円を予算計上し

ておりまして、交付先としては５団体、約1300万円

を５団体に交付して事業を実施していくというもの

であります。

新規事業となっております。

以上です。

○上原章委員 失礼しました。

この５団体、都道府県５か所ということで受け止

めるんですが、沖縄県がこれだけ厳しい状況だとい

うことで国とやり取りしているということだと思い

ますので、しっかり効果のある取組をしていただき

たいと思います。

この調査研究、事業は結構専門的なスキルが求め

られると思うんですが、どういった方々がこの事業

を受け持つんでしょうか。教育委員会の職員がやる

んでしょうか。

○安里克也学校人事課長 事業の実施に当たりまし

ては、教職員でありますとか、本事業を実施するに

当たりまして関係者会議というものを設置いたしま

す。

この関係者会議については、例えば、産業医です

とか心理士、学校管理職など、そういった専門知識

のある方、学校現場を実際に分かる方、そういった

方々で構成される会議を設置いたします。

また、市町村に委託する事業の部分もありますの

で、この部分につきましては市町村のほうで事業を

組み立てていくということになっております。

以上であります。

○上原章委員 教育委員会の中に健康相談のチーム

があったと思うんですが、そことの兼ね合いはどう

なるんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 教育庁学校人事課に保健

スタッフがおりまして、保健師職が配置されており
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ます。この事業に関しましては、この方々が事業に

取り組むと。これだけではないんですが、課として、

教育庁としてこの事業に取り組んでいくということ

になっていきます。

○上原章委員 分かりました。よろしくお願いしま

す。

あともう一点、教育委員会、20ページのこの教員

業務支援員配置事業、令和５年度は県立高校へ配置

を拡充ということが記載されておりますが、これま

で県立高校への配置はどのぐらいされていますか。

○安里克也学校人事課長 教員業務支援員の県立学

校への配置数につきましては、高等学校13校に配置

する予定としております。令和５年度からの実施に

なります。

○上原章委員 これ13校に何名配置するんですか。

○安里克也学校人事課長 各学校１人の配置となっ

ております。

○上原章委員 トータル予算幾らになりますか、こ

の部分だけで。

○安里克也学校人事課長 県立学校に配置される事

業に関しましては、1592万5000円を計上しておりま

す。

○上原章委員 今回改めて県立高校にこれを配置す

る背景は何ですか。

○安里克也学校人事課長 令和５年度から高等学校

に設置することになった理由などでありますが、沖

縄県教育委員会では平成31年３月に沖縄県教職員働

き方改革推進プランを策定いたしまして、時間外勤

務の縮減に取り組んでまいりました。

令和３年３月に同プランを改定いたしまして、文

部科学省の公立学校の教師の勤務時間の上限に関す

る方針の趣旨を反映させまして、一月当たりの時間

外勤務を45時間以内、１年間の時間外勤務を360時間

以内、こういったものを反映させております。

また、この間、勤務管理システムの導入、学校閉

庁日、定時退勤日の設定、ＩＣＴの導入、部活動の

休養日の設定、部活動指導員の導入などによる業務

改善を行ってまいりましたが、令和３年度の時間外

勤務の平均時間は、令和２年度と比べましてほぼ同

じ状況にあり、これらの取組だけではこれ以上の時

間外勤務縮減は厳しい状況にあるだろうというふう

に考えておりました。

一方、小中学校におきましては、スクールサポー

トスタッフの配置による時間外勤務の縮減に効果が

見られているというようなことから、令和５年度か

ら高等学校へ教員業務支援員を配置する事業を取り

組むということになりました。

以上であります。

○上原章委員 この方々の業務、代表的な業務が分

かれば教えてもらえますか。

○安里克也学校人事課長 教員業務支援員の主な業

務といたしましては、学習プリント、あるいは家庭

へ配布する文書の資料の印刷、また、採点業務の補

助や来客対応、学校行事、式典の準備補助、こういっ

たものに対応することになっております。

以上であります。

○上原章委員 私、この事業、非常に評価したいん

ですよ。これからもっともっと充実させてほしいん

で、現場のやっぱり先生方のお話を聞くと、言葉は

ちょっとあれですけれど、教員資格のないところの

業務が、なくてもできる業務が結構あるということ

で、そういったサポートの方々が本当にいてくれれ

ば、もっともっと授業、また生徒に向き合えるとい

う、本当に切実な声があります。

１点、この業務の中に、例えば大学に進むときの

奨学金の手続とか、教員の皆さん、この業務が毎年

負担が大きいということでですね、こういったサポー

トの業務に充てられますかね。

○安里克也学校人事課長 奨学金の申請手続ですと

か、全てにわたっての業務に携わるということでは

なくて、例えばデータの入力ですとか、できる範囲

の作業を補助していくというようなことは対応可能

なのかなと思っております。

○上原章委員 分かりました。

13名というのは非常に少ないのかなと。１校に１人

ということで、各学年サポートできないと思います。

ましてや全県の高校はこれだけじゃないと思うので、

これぜひ強力に充実、拡充していただきたいと、こ

れは要望いたします。

あと、子ども生活福祉部―すみません、ちょっ

と先ほどのやり取りの中で15ページの沖縄子供の貧

困緊急対策事業で、子供たちへの支援の一環だと思

うんですけれど、企業から食料とかを受けてそれを

届けるという、先ほどやり取りがあったと思うんで

すが、これはどういった窓口がそれを受けるんです

かね。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

先ほど申し上げたのは、この子供の貧困緊急対策

事業の中の細事業の一つで、食支援連携体制構築事

業というものがございますが、これは沖縄子どもの

未来県民会議のほうに補助事業として支出している

ものでして、補助率２分の１で、県民会議も同じ額
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を負担して、ランチサポートという事業を県民会議

のほうで実施をしているところでございます。

ランチサポートにつきましては、おとなワンサー

ドという会社と琉球新報社、それから日本郵便が一

緒になってコンソーシアムをつくりまして、毎週

３回、居場所ですとか家庭に食料品を届けるサポー

トを事業として実施しているところでございます。

以上です。

○上原章委員 例えば本土の大手の食品企業からそ

ういった提供したいという場合、船代とかその費用

で全部賄えるのでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 こちらについては、

輸送費に対する補助ではございませんので、本土か

ら、例えば特定の企業から食料を支援したいという

申出があった場合であっても、その提供元が輸送費

を持っていただくという形で現在やっております。

以上でございます。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございま

す。

ちょっと身近にそういった事例があったんで、農

水省からそういった輸送費が出た事案は確認はした

んですけれども、いろんな取組の中で現場の窓口と

なるＮＰＯとかいろんなところが負担するのは、も

う限界であるという事案がちょっとありましたので

質問をしました。

最後に新規事業、認可外保育施設、先ほど来あり

ました保育士資格取得支援事業、2300万円で何名の

方の資格を取るのか目標はありますでしょうか。

○下地努子育て支援課長 こちらのほうにつきまし

ては、有資格者の配置されていない認可外保育施設

へ配置するという、そういった方々に資格を取らせ

るという事業でございまして、今16か所を予定して

おります。

○上原章委員 人数ではなくて、16か所という目標

ですか。

○下地努子育て支援課長 施設イコール人数という

形になります。

○上原章委員 ありがとうございます。

保育士不足が今本当に大きな課題になっています

けれど、先ほど、様々な貸付けとか保育士を増やす

取組をしているということですが、資格を取るため

に今の認可外に特化しないで、保育士を目指す方に、

県として具体的に保育士資格を取るための支援、具

体的な給付とかそういうのはあるんですか。

○下地努子育て支援課長 一応、就学に要する費用

の貸付けを実施していたりしております。

○上原章委員 これ具体的にどのぐらいの金額か、

最後にお聞かせください。

○下地努子育て支援課長 令和４年度につきまして

はまだ取りまとめしておりませんので、令和３年度

の実績でお答えいたします。

令和３年度における、養成施設に通う学生に対す

る就学の貸付けは413件、１億3408万5000円となって

おります。

○上原章委員 いや、１人に幾らの貸付けになりま

すか。

○下地努子育て支援課長 こちらにつきましては、

そのケースごとに金額が違ってくるかと思いますの

で、平均しますとおおむね30万円ほど。

○上原章委員 これ上限ということで理解していい

ですか。

○下地努子育て支援課長 貸付額としましては、５万

円が月額となっておりまして、それで今、期間は原

則として２年間という形の貸付けになります。

○上原章委員 ありがとうございます。

以上です。

○安里克也学校人事課長 訂正をお願いいたします。

先ほど上原章委員から御質問のありました、公立

学校教職員メンタルヘルス対策に関する調査研究事

業の説明の中で国の事業費につきまして7000億円と

申し上げましたが、7000万円の誤りでありました。

訂正しておわびいたします。失礼いたしました。

○仲村卓之子ども未来政策課長 すみません、私も

答弁を少し修正させていただきます。

先ほど、ランチサポート事業が県民会議と沖縄県

の負担割合２分の１と言いましたけれども、これは

国の補助率10分の９の補助事業として県の支出で全

て実施をしているところでございます。

以上でございます。

○末松文信委員長 以上で子ども生活福祉部に係る

甲第１号議案及び甲第６号議案、教育委員会に係る

甲第１号議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、３月13日月曜日、午前10時から委員会を

開きますので、よろしくお願いします。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 末 松 文 信
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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月10日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後３時28分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和５年度沖縄県一般会計予算

（土木建築部所管分）

２ 甲第５号議案 令和５年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

３ 甲第12号議案 令和５年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

４ 甲第15号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予

算

５ 甲第16号議案 令和５年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

６ 甲第17号議案 令和５年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

７ 甲第18号議案 令和５年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計予算

８ 甲第24号議案 令和５年度沖縄県流域下水事

業会計予算

出席委員

副委員長 下 地 康 教

委 員 仲 里 全 孝 座 波 一

玉 城 健一郎 島 袋 恵 祐

比 嘉 瑞 己 崎 山 嗣 幸

新 垣 光 栄 金 城 勉

照 屋 守 之

欠席委員

委 員 長 呉 屋 宏

委 員 瑞慶覧 功

説明した者の職・氏名

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明

土 木 総 務 課 長 新 垣 雅 寛

道 路 街 路 課 長 砂 川 勇 二

道 路 管 理 課 長 下 地 英 輝

河 川 課 長 波 平 恭 宏

海 岸 防 災 課 長 前武當 聡

港 湾 課 長 呉 屋 健 一

都市計画・モノレール課長 仲 厚

都 市 公 園 課 長 仲 本 隆

首 里 城 復 興 課 長 知 念 秀 起

下 水 道 課 長 上 原 正 司

住 宅 課 長 仲 本 利 江

3ii4

○下地康教副委員長 ただいまから土木環境委員会

を開催いたします。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

なお、令和５年度当初予算議案の総括的な説明等

は、昨日の予算特別委員会において終了しておりま

すので、本日は関係室部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査をいたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第５号議案、甲第12号

議案、甲第15号議案から甲第18号議案まで及び甲第

24号議案の予算８件を一括して議題といたします。

土木建築部長から土木建築部関係予算の概要の説

明を求めます。

島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 おはようございます。

ただいま議題となりました甲第１号議案、甲第５号

議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号議

案まで及び甲第24号議案の当初予算について、その

概要を御説明いたします。

令和５年度は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画

の取組を加速させ、誇りある豊かな沖縄の未来につ

なげていく重要な年であります。

令和５年度の重点テーマを踏まえ、土木建築部と

しては産業インフラの整備、安全・安心の確保、離

島・過疎地域の振興を施策の３本柱に据え、社会資

本整備の推進に向け、全力で取り組んでまいります。

次に、土木建築部所管の議案ごとの予算内容につ

いて御説明いたします。

ただいま青メッセージで通知しました令和５年度

土木環境委員会記録（第４号）
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当初予算説明資料土木建築部抜粋版をタップし、資

料を御覧ください。

通知をタップして、１ページを御覧ください。

初めに、一般会計の部局別歳出予算について御説

明いたします。

表の最下段の合計額になりますが、令和５年度一

般会計の県全体の歳出予算額は8613億9500万円と

なっております。そのうち土木建築部は中ほどの太

枠内となっており、予算額は822億730万6000円で、

県予算の9.5％を占めております。令和４年度と比較

すると72億9578万8000円、率にして9.7％の増となっ

ております。

続きまして、歳入予算について御説明いたします。

２ページを御覧ください。

土木建築部の歳入予算額は、表の太枠内、最下段

の合計の金額になりますが696億8397万2000円で、県

全体の8.1％を占めており、令和４年度予算と比較す

ると73億3157万2000円、率にして11.8％の増となっ

ております。歳入の主な内訳としまして、中ほどの

太枠内にあります９の使用料及び手数料は63億

7559万4000円となっており、令和４年度と比較する

と3867万5000円、率にして0.6％の減となっておりま

す。減となった理由としては、新型コロナウイルス

による経済状況の悪化に伴い、入居者の収入減が予

測されることによる県営住宅使用料の減などによる

ものであります。

その下の10の国庫支出金は429億4797万5000円と

なっており、令和４年度と比較すると42億444万円、

率にして10.9％の増となっております。増となった

理由としては、沖縄振興公共投資交付金、ハード交

付金が令和４年度より増加したことによるものであ

ります。

その下の13の繰入金は24億6537万3000円となって

おり、令和４年度と比較すると12億385万9000円、率

にして95.4％の増となっております。増となった理

由としては、国営沖縄記念公園内施設管理基金繰入

金や、沖縄県首里城復興基金繰入金の増などによる

ものであります。

また、下から３行目の15の諸収入は21億3855万

7000円となっており、令和４年度と比較すると６億

8168万4000円、率にして46.8％の増となっておりま

す。増となった理由としては、国営公園管理費（水

族館）の増などによるものであります。

その下の16の県債は154億100万円となっており、

令和４年度と比較すると13億2490万円、率にして

9.4％の増となっております。増となった理由とし

ては、緊急自然災害防止対策事業や公共事業等債な

どの増によるものであります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

３ページを御覧ください。

土木建築部の歳出予算は、中ほどの太枠内にあり

ます。８の土木費が808億9483万2000円及び11の災害

復旧費が13億1247万4000円となっており、合計で

822億730万6000円となっております。令和４年度と

比較すると72億9578万8000円、率にして9.7％の増と

なっております。増となった理由としては、通学路

緊急対策として新規に交通安全対策事業を計上した

ことや、公共離島空港整備事業の工事箇所が増えた

ことによるもの、また下水道や公園分野において沖

縄振興公共投資交付金、ハード交付金事業が令和４年

度より増加したことなどによるものであります。

主な事業としては、モノレール車両の３両化整備

を行う沖縄都市モノレール輸送力増強事業、南部東

道路及び高規格ＩＣアクセス道路（幸地インター線）

の整備を行う地域連携道路事業費、首里城正殿に用

いる造作材調達及び赤瓦調達などを行う首里城復興

基金事業などがあります。

以上が、土木建築部に係る一般会計歳入歳出予算

の概要であります。

次に、土木建築部関係の６つの特別会計における

予算の概要について御説明いたします。

４ページを御覧ください。

下地島空港特別会計の令和５年度歳入歳出予算額

は５億3636万6000円で、令和４年度と比較すると４億

8322万5000円、率にして47.4％の減となっておりま

す。減となった理由としては、下地島空港建設事業

費（補助事業）において、航空灯火・電力監視制御

装置の整備等に伴う工事が、令和４年度で完了した

ことによるものであります。

次に、５ページを御覧ください。

宜野湾港整備事業特別会計の令和５年度歳入歳出

予算額は５億4288万6000円で、令和４年度と比較す

ると2948万5000円、率にして5.7％の増となっており

ます。増となった理由としては、宜野湾港マリーナ

における給電給水設備の更新や施設修繕等に係る宜

野湾港管理運営費の増などによるものであります。

次に、６ページを御覧ください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の令和５年

度歳入歳出予算額は３億2829万2000円で、令和４年

度と比較すると１億1853万8000円、率にして56.5％

の増となっております。増となった理由としては、

東埠頭照明設備の整備や、港湾関連用地の舗装工事
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に係る中城湾港機能施設整備費の増などによるもの

であります。

次に、７ページを御覧ください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の令和５年度歳

入歳出予算額は２億3786万8000円で、令和４年度と

比較すると4509万5000円、率にして23.4％の増となっ

ております。増となった理由としては、Ｂブロック

フェンス設置工事等に係る中城湾港マリン・タウン

臨海部土地造成費の増などによるものであります。

次に、８ページを御覧ください。

駐車場事業特別会計の令和５年度歳入歳出予算額

は5798万6000円で、令和４年度と比較すると１億

5135万1000円、率にして72.3％の減となっておりま

す。減となった理由としては、令和４年度において、

令和３年度までの歳計余剰金を一般会計へ繰り出し

を行うために駐車場管理運営費に計上していたこと

によるものであります。

次に、９ページを御覧ください。

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会

計の令和５年度歳入歳出予算額は２億7236万2000円

で、令和４年度と比較すると39万3000円、率にして

0.1％の減となっております。減となった理由とし

ては、地盤改良に係る中城湾港（泡瀬地区）臨海部

土地造成費の減などによるものであります。

最後に、10ページを御覧ください。

企業会計である流域下水道事業会計の令和５年度

歳入額は179億5767万6000円で、令和４年度に比較す

ると、9055万3000円、率にして0.5％の増となってお

ります。

一方、歳出額は199億3981万7000円で、令和４年度

と比較すると４億1856万円、率にして2.1％の増と

なっております。増となった理由としては、収益的

支出の営業費用及び資本的支出の建設改良費が増と

なったことによるものであります。

以上で土木建築部所管の令和５年度当初予算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わり

ました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に係る

予算議案でありますので、十分御留意願います。

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月13日、当委員会の

質疑終了後に改めて、総括質疑とする理由の説明を

求めることにいたします。

なお、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に対して、誰に、どのような項

目を聞きたいのか確認いたしますので、簡潔に説明

するようお願いいたします。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

特別委員会に報告することにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

当該ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

ます。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、土木建築部に係る甲第１号議案、甲第

５号議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号

議案まで及び甲第24号議案に対する質疑を行います。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、おはようございます。

自民党会派の仲里全孝でございます。

今回の予算に関して、何点か質疑を行います。

まず、先ほど部長のほうから説明がありました安

全・安心の確保、道路メンテナンス事業について、

今回12億円、老朽化対策に計上されております。

その詳細をお願いしたいと思います。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

道路メンテナンス事業でございますが、事業の目

的が橋梁、トンネル、道路附属物等の大型構造物に

ついて修繕及び更新を行うということで、災害等緊

急時における緊急輸送道路の確保や、安全・安心な

道路ネットワークの形成を図るということを目的と

しております。

令和５年度は12億円を予算計上しているところで
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ございます。

○仲里全孝委員 今説明がありました道路の補修の

種類、ちょっと教えてもらえないですか。

○下地英輝道路管理課長 事業の目的にあります橋

梁の老朽化、トンネルの老朽化、舗装・補修、あと

道路附属物、横断歩道橋、門型標識とか、そういっ

たものを補修、修繕するということでございます。

○仲里全孝委員 その中に、中央線、側線がどの道

路にも引かれていると思うんですけれども、その維

持管理、メンテナンス、マーキングのやり替えなど、

そういう補修工事は含まれていますか。

○下地英輝道路管理課長 区画線等の対応というこ

とでございますけれども、区画線などの道路施設に

ついては、日常の道路パトロールにより劣化状況や

修繕箇所の把握に努めているところでございます。

その修繕については、劣化状況等を勘案し、優先度

が高い箇所から順次実施しているところでございま

す。

○仲里全孝委員 区画線の修繕の話がありました。

これの深刻なことがちょっと県民のほうから上

がっていて、長い間、区画線の――いわゆる白の区

画線だとか、黄色の区画線だとか、そういう区画線

がメンテナンスされてないと。それ、どういうふう

に今上がっているかというと、交通面で、通常は区

画線がされているところは、最近の車ではモニター

で発するんですよ。しかし、区画線が維持管理され

てないものですから、これ車が察知して、何ていう

んですかね、これ機能されないと。そういった話が

聞こえているんですけれども、県のほうにはそういっ

た話が出ていませんか。

○下地英輝道路管理課長 道路のパトロール、修繕

等は、５つの各土木事務所でやっております。その

情報については、事務所のほうに適宜入っていると

思いますので、しっかり予算を確保し、対応してま

いりたいと考えております。

○仲里全孝委員 どうもありがとうございます。ぜ

ひ確認をしてください。よろしくお願いします。

次に、５の公園事業の中で、首里城公園消火施設

改修工事が計上されております。その詳細をお願い

します。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

今おっしゃっている消火施設の改修工事といいま

すのは、県営公園区域の中に、首里杜館という施設

がございます。その施設の中にあります消火施設設

備の改修工事となっております。

以上です。

○仲里全孝委員 今、首里城復興作業が進んでいま

す。その周りのドレンチャー、いわゆる消火施設に

関しては、見直しという考えはないんですか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えいたします。

県営の区域の中の建物には、ドレンチャー設備は

設けてございません。今、国のほうで正殿の復元工

事を行っているところですけれども、国のほうでそ

ういった設備のほうを検討していくというふうに

伺っております。

以上です。

○仲里全孝委員 今回、首里城の復興関連事業の推

進の中で予算化もされております。その中で、今回

の消火施設は県では取り組まない、これ国で取り組

むということですか。

○知念秀起首里城復興課長 消火施設につきまして

は、国のほうで取り組むということになってござい

ます。

○仲里全孝委員 公園設備は県のほうで消火設備を

取り組むとさっき答弁がありましたけれども、国が

進めている。首里城復旧が今進んでいるんですけれ

ども、その周りの消火設備はなぜ国が取り組むんで

すか。法的にどうなっていますか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げました消火

施設の改修工事と申しますのが、県営首里城公園の

１番入り口の中にありますレストセンターといいま

すか、地下駐車場でありますとか、あるいは案内所

とか、売店、レストラン等を設置しています鉄筋コ

ンクリート造りの３階建ての建物がございます。そ

ちらの消火設備が、もともとあるものを今回――築

30年程度たちますのでそちらを改修するというよう

な計画でございまして、先ほど申し上げました国で

やるというのは、今回国のほうで焼失した城郭内の

首里城正殿等の復元事業をやっていまして、その中

でドレンチャーが検討されているというようなこと

でございます。

以上です。

○仲里全孝委員 国でドレンチャー、検討されてい

ることですけれども、県の関わりはどうですか。ド

レンチャー、消火施設の県の関わりは。

○知念秀起首里城復興課長 ドレンチャーとか、そ

ういった設備につきましては国のほうで検討されま

すが、その管理運営等につきましては県のほうで検

討しているところです。

○仲里全孝委員 県のほうが管理するわけですよね。

そうすれば、今回、国で計画されているドレン

チャーは、引渡しはどこにするんですか、設置した
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引渡し。

○仲本隆都市公園課長 首里城の城郭内、有料施設、

有料の区域、有料で入場していく区域がございます

けれども、そちらにつきましては平成31年２月から、

県が国から都市公園法に基づく管理許可という手続

を受けております。今回、新しく正殿等が復元され

ましたら、そちらも同じような手続で県が管理許可

を国から受けて管理をやるということで、財産を引

き継ぐとかそういうことはございません。

以上です。

○仲里全孝委員 国がドレンチャーを設置して、ド

レンチャーの施設ができたら県のほうに管理を引渡

しすると、そういった理解でいいですか。

○仲本隆都市公園課長 そのとおりでございます。

○仲里全孝委員 その新しく設置するドレンチャー

が、去る首里城の火災と、火災原因には何ら関係な

かったんですかね。その辺はどういうふうに国と調

整されていますか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えします。

ドレンチャーは、火災の延焼防止のために設置す

るものでございますので、その火災の原因となると

ころとは、直接的には関係はないものと考えており

ます。

○仲里全孝委員 首里城の周りのドレンチャーが、

去る首里城の火災に直接、原因としては挙げられて

ないんですか。

○知念秀起首里城復興課長 そのとおりでございま

す。

○仲里全孝委員 火災が起きたときに、ドレンチャー

は機能していましたか。

○仲本隆都市公園課長 県のほうでは、令和元年か

ら令和２年にかけまして、再発防止検討委員会とい

うことで外部の有識者の検証を行っておりますが、

その中で行われた調査等においては、ドレンチャー

が作動したかどうかというのは明確に確認できてお

りません。

以上です。

○仲里全孝委員 私は、だから確認したいのはそこ

ですよ。

火災の原因もまだ明らかにしてないんですよ。そ

こで今、首里城、これを今、復興しているんですよ。

その周りの消火設備が、いわゆるドレンチャーが原

因かどうだったかというのは、まだこれは原因究明

されていないのではないですか。さっきの答弁では、

この火災設備のドレンチャーは一切関わりなかっ

たって答弁してなかったですか。

○仲本隆都市公園課長 ドレンチャーを設置する目

的といいますのは、細かく御説明しますと、ドレン

チャーというのは屋根の棟の周りから放水する形態

の施設になります。それは、外部での出火からこの

正殿本体に火が燃え移るのを防ぐための施設という

ことでございまして、今回、一応、出火場所として

消防等の調査の中で示されていますのが、正殿の内

部が出火場所となっておりますので、そういった意

味で、直接的にドレンチャーが火災の原因とは関係

ないというような認識でございます。

以上です。

○仲里全孝委員 いや、私、個人的なこの認識とか、

それは確認してないんですけれども。

火災の原因は首里城本体、首里城の施設内から出

たんですか。これは明らかにされていますか。

○仲本隆都市公園課長 那覇市消防局の調査結果に

よりますと、出火場所が正殿１階の北側東寄り付近

と判定されているということでございます。

○仲里全孝委員 出火の場所が正殿の東付近だと、

それはどこですか。正殿の火災の場所が、火災の原

因は正殿内の東付近と、今そういう答弁がありまし

たけれども、そこはどこですか。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げましたのは正殿

の１階の北側東寄り付近ということで、出火原因に

ついては不明ということになっております。

以上です。

○仲里全孝委員 正殿の建物――施設内から出火の

原因だと、正殿のね、東側付近から出火の原因が。

これ事実ですか。

○仲本隆都市公園課長 今申し上げましたのは、消

防が発表しています調査結果の中でそういうふうに

発表されているということと、出火原因は不明とい

うことでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 一般的に、分からない点ちょっと

教えてください。

原因不明なのに、正殿の中から出火したって今言っ

ていますよね。それは本当に正殿の中、東側からっ

て、どういう根拠でそういうふうに出火原因と言っ

ているのかな。

○仲本隆都市公園課長 那覇市消防局の調査結果に

よりますと、まず、この物証の調査、あるいは現地

で消火活動に携わった消防の方々の目視した状況、

そういったものを総合的に勘案して出火場所が判定

されたものと聞いております。

○仲里全孝委員 では、別の角度からちょっと確認
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させてください。

今回、首里城復興作業が進んでおります。私も個

人的に、２週間前に現場視察してきました。今、着

々と進んでいるんですけれどもね。

今回、皆さんの理解では、正殿の施設の内側から

だと、火災の原因は内側からだと。今、進んでいる

んですけれども、新しい首里城、建物そのもの、火

災が起きたときの既設の設計と今回の復興する首里

城の設計と、何と何が違いますか。

○知念秀起首里城復興課長 いろいろ新しい装置等

を設置するということで、国の検討委員会のほうで、

今、検討がなされているようでございまして、例え

ば、連結送水管設備を設置するですとか、スプリン

クラー等を設置するなどが検討をされているという

ふうに聞いておりまして、以前も消防法につきまし

ては満たしていたということですけれども、さらに

その上を行く設備を設置していくということで聞い

ております。

○仲里全孝委員 消火栓設備の中で、スプリンク

ラー、新しく今設置するというふうな話がありまし

た。

消火設備のスプリンクラー以外に、例えば木造だ

とか、そういったものを特別に既設のものと変わる

資材はありますか。

○知念秀起首里城復興課長 正殿につきましては、

基本的に木造ということになっております。

○仲里全孝委員 スプリンクラー施設以外は、全て

既設のものと同じ資材を使うんですか。

○知念秀起首里城復興課長 木造としての資材とい

う意味では、基本的には変わらないというふうに考

えております。

○仲里全孝委員 やっぱりこれまで首里城に関して

のやり取り、いろいろ私なりに、私も現場へ行って

いますから、消火体制に問題があったんですかね、

新しくスプリンクラー設置しているんですから。そ

うでしたかね。

消火体制に問題があったんですか。

○仲本隆都市公園課長 当時は夜間ということで、

警備員あるいは設備の監視員等がいたんですけれど

も――これまでも何度か御説明しているかと思いま

すが、最初に侵入者を感知する人感センサーが発報

したということで、それを受けて警備員が現地を確

認してきたときには、既にもう正殿内に煙が充満し

ていたというような状況で、火災を認知したときに

はもう初期消火ができる状態ではなかったというこ

とでございますので、そういう状況であったという

ことでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、消火体制に

原因があったのかなということを確認しているんで

すよ、新たにスプリンクラー設置しているから。新

たにスプリンクラー設置しているじゃないですか。

○仲本隆都市公園課長 委員がお聞きになっている

のは、スプリンクラーが設置されてなかったことに

ついてどうだったのかということだと思いますけれ

ども、スプリンクラーの設置は、消防法上、その当

時の正殿には義務ではなかったというふうなことで

ございます。

以上です。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲里委員から質疑内容について

補足の説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 スプリンクラーにつき

ましては、機能を強化するという意味で設置すると

いうことでございます。

○仲里全孝委員 この件ですけれども、総括質疑に

上げてください。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から仲里委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 まず、タイトルが、首里城復興関

連事業と防災の関係について、相手が玉城デニー知

事へ、総括質疑へ上げたいと思います。

○下地康教副委員長 ただいま提起のありました総

括質疑の取扱いについては、３月13日の委員会の質

疑終了後において協議をいたします。

それでは、質疑を続けます。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 以上です。

○下地康教副委員長 仲里全孝委員の質疑が終了い

たしました。

次に、座波一委員。

○座波一委員 資料３－３の22ページにあります、

このハード交付金の８、９、10の予算がありますが、

この11のハード交付金の市町村事業の内容、20億

5900万円の説明をお願いします。

○上原正司下水道課長 公共下水道のハード交付金
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についてお答えします。

公共のハード交付金については、生活環境の向上

及び公共水域の水質保全に寄与するため、市町村が

実施する公共下水道の汚水管渠、ポンプ場施設、終

末処理場の水処理施設の設置及び改築等を行うため

の経費を補助している事業でございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員から質疑の趣旨につい

て補足説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

上原正司下水道課長。

○上原正司下水道課長 公共下水道のハード交付金

についてですが、主なものとしまして、名護市の終

末処理場改築に３億5400万円、浦添市ポンプ場施設

改築工事等に１億7442万円、うるま市のポンプ場施

設改築等に１億6151万円を充てております。

以上です。

○座波一委員 それだけでは６億円にもならないけ

ど、あと、15億円はどうですか。

○上原正司下水道課長 沖縄県で公共下水道をして

いるのは23市町村になりますので、今、主な金額の

大きい３市町村を説明いたしました。

○座波一委員 今、市町村ではハード交付金で予定

していた下水道工事が、もうハード交付金対応でき

ないから他の補助金でやってくれというような県か

らのアドバイスがあるということですけど、確かで

すか。

○上原正司下水道課長 近年の沖縄振興公共投資交

付金――ハード交付金予算の減少の影響を受けて、

整備進捗に遅れが生じております。財源確保が問題

となっているところです。

ハード交付金を補完する財源として、市町村に地

方創生汚水処理施設整備推進交付金の活用を促して

いるところでございます。

○座波一委員 このハード交付金のときと、地方創

生交付金のときとの、この市町村の負担はどう変わっ

てきますか。

○上原正司下水道課長 ハード交付金の補助率とし

まして、管渠のほうが10分の６、処理場関係が３分

の２となっております。

また、地方創生汚水処理施設整備推進交付金の補

助率としましては、管渠が２分の１、処理場が10分

の5.5となっております。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員から執行部の答弁につ

いて、市町村の負担が重くなっているのか

との確認があり、執行部から実質５％増と

の補足説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 市町村負担が増えるようなことに

なってしまっているということは事実ですね。

次に、８番、９番でいうハード交付金の、道路14億

円、そして同じくハード交付金、街路が17億円とい

う、これは全て県の事業なのですか。

○砂川勇二道路街路課長 ８番、９番の事業につき

ましては、県事業となっております。

○座波一委員 令和５年の予算の中で、市町村の概

算要求があったかとは思うんですけど、それに対し

て結果的に要求額はどうなっていますか。市町村分

がこの数年来、大体要求額の３割ぐらいしか確保で

きないという、非常に嘆いているわけですよ。その

状況が改善されてないはずなんだけど、令和５年も

やっぱりそういう状況ですか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えします。

道路関係予算は３事業にまたがっているところか

ら、土木総務課のほうでちょっとお答えしたいと思

います。

令和５年度のハード交付金の市町村分の道路関係

予算は、約63億円でございます。

あと国庫要請に関して、市町村からの要求額等に

ついては、県全体では必要額を国に要望して、ハー

ド交付金の沖縄県全体の要望額としては687億円、そ

れに対して令和５年度の当初予算額は368億円でござ

います。

○座波一委員 先ほどの63億円が市町村分であると

いうことですけど、令和５年――だから、これが要

求額の大体何パーセントになりますか。

○新垣雅寛土木総務課長 要求額については、土木

建築部ではその予算要求額をまとめてありまして、

その事業主管課と市町村が調整を行いながらハード

交付金事業予算として取りまとめて、総務部のほう

に予算要求をしているというところとなっておりま

す。

それで、市町村からの要求額に対する県の措置率

というところですけれども、それについては、あく

までも土木建築部の試算ではありますが、令和５年

度のハード交付金の道路関係予算に係る市町村分に

ついては、要求額に対しておよそ５割程度の予算措

置になっているものと考えております。

以上です。

○座波一委員 実際、５割は厳しいんじゃないかな
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と思っていますけどね。これ実際、しっかり把握し

たほうがいいと思いますよ。

先ほどの公共下水道も含めて、やっぱり市町村配

分は、要求額に対してかなり厳しいんですよね。数

年来続いている状況は、あまり改善されないと思い

ます。

その中で、令和４年に公共事業等推進調整会議、

これを立ち上げて各省庁予算を獲得する、あるいは

県債を活用するという方針を明確にしたわけですね。

そこで、令和５年度にどう反映されたかというのを

聞きたかったわけです。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

土木建築部においては、新たな財源確保といたし

まして各省計上予算として計上している事業が急傾

斜地崩壊対策事業費でありますとか、あと住宅市街

地総合整備補助金などがございます。あと地方財政

措置の有利な県債を活用した事業といたしましては、

令和５年度新規で、離島空港のうち県が管理してい

る旅客ターミナルビルの安全安心を確保するための

耐震対策を行う緊急防災減災事業として、予算額

4260万円を計上しているというところでございます。

ほかにもダム改修事業として2530万円を令和５年度

に創設された脱炭素化推進事業債で計上していると

いうところでございます。

以上です。

○座波一委員 この今答えた予算は防災関係が多い

と思うんですけど、これは国土強靱化関係の予算じゃ

ないかなと思うんですね。

だから、これはこれで結構なことですけど、先ほ

ど申し上げているこの公共工事、市町村が行う公共

工事の分のハード交付金で対応をする分が、どうし

ても対応できていない。令和５年度においてこれを

補うような予算の確保ができましたかということな

のです。

確保はできていないとは思うけど、どのような動

きをしたかも聞かなければいけない。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

土木建築部におけるハード交付金の市町村の配分

についてですけれども、県事業と市町村事業がおお

むね１対１となるように配分した結果、令和５年度

は県市町村がそれぞれ前年度から３から４ポイント

増加となっております。市町村に関しては、前年度

から0.2ポイント増の県と市町村の配分が51.7％と

なっているというところでございます。

○座波一委員 この件について、総括質疑を提起し

たいと思います。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から座波委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 非常にハード交付金の減額が続いて

いる関係で、市町村の公共工事業の停滞がこの数年

来続いております。それで、令和４年に県は公共事

業等推進調整会議を立ち上げ、各省庁に関わる予算

の確保、あるいは県債を含めて公共工事の予算を確

保するということで方針を打ち出しました。そうい

うことに対して、例えば先ほど説明があった公共下

水道、あるいは道路工事予算もかなり市町村の負担

は増しているし、さらに、要求額もそんなに増えて

はいないということで、この問題を県知事がどのよ

うにこれを捉えて公共工事の確保に向けて取り組ん

だか、その公共工事推進調整会議の内容が明確にな

らなければいけない。

取組を明確にしたいために、県知事に対して総括

質疑を提起します。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、３月13日の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けてください。

○座波一委員 次に、同じ３－３の25ページ、河川

の改修事業です。

一番問題としているのは、東風平中学校に面して

いる報得川の改修計画です。これは河川改修事業と

しては23億円ありますけど、報得川の分は別のほう

でされているのかなと思っていますけど、17番の緊

急浚渫推進事業があります。

これがどのようになっているか、概要説明をお願

いします。

○波平恭宏河川課長 令和５年度当初予算に計上し

ております、この緊急浚渫推進事業につきましては

令和２年からスタートしておりまして、令和６年度

までの緊急浚渫推進事業債を活用した起債事業と

なっておりまして、県管理の10河川におきまして、

しゅんせつ及び樹木伐採を行うこととしております。

○座波一委員 このしゅんせつの範囲というのはど

の規模でやるんですか。

○波平恭宏河川課長 この緊急浚渫推進事業債で行

う報得川のしゅんせつにつきましては、既に整備済

みとなっております下流側の区間をしゅんせつする

予定としております。

今問題になっております東風平中学校周辺につき
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ましては、緊急対策としまして、この緊急浚渫推進

事業債とは別で２月補正予算を計上しておりまして、

この補正で３月から９月にかけて行う予定としてお

ります。

以上です。

○座波一委員 補正でしゅんせつ8000万円というこ

の経費が出ていますが、だからこのしゅんせつで本

当に対応できるか――今回の夏場の雨の時期にでき

るかというのは非常に厳しいと思いますよ。

だから、これしゅんせつと別に、改修工事の進捗

も非常に気になるところでありますけど、この拡幅

工事の概要計画はどうなっていますか。大ざっぱで

いいですから、言ってください。

○波平恭宏河川課長 報得川の令和５年度の予定で

すけれども、世名城橋付近で護岸の整備を予定して

おりまして、延長的には約50メートルを予定してお

ります。そのほかに、座名地橋から赤田橋までの

500メートル区間につきまして詳細設計を行うことと

しております。

河川整備につきましては、どうしても流水のボト

ルネックとならないように下流側から順次、拡幅工

事を進めていかなければならない関係がありまして、

完成までにはどうしても一定の期間が必要となりま

して、報得川につきましては、現時点では令和15年

の完了を目指して事業を推進しているところでござ

います。

○座波一委員 令和15年までかかるわけですよね、

あと10年以上。そうなると、この緊急的な当面の雨

の対策については、一体どうなるんですか。

これはしゅんせつで対応できるんですか。

○波平恭宏河川課長 東風平中学校周辺の緊急対策

につきましては、先ほど申し上げました２月の補正

予算でしゅんせつ等を予定しておりまして、梅雨の

時期までに効果が発現できますように、この中学校

付近から先行して着手しまして、流水を阻害してい

る樹木等の除去ですとか、しゅんせつを順次行って

いきたいと考えているところでございます。

あと、県としましては、どうしても改修工事に一

定の期間が必要となるものですから、その間の迅速

な避難を確保するためのソフト対策としまして、水

位計による情報発信を行うとともに、引き続き流域

内の関係者と協働しまして、あらゆる浸水被害対策

に取り組んでいきたいと考えているところでござい

ます。

○座波一委員 土木建築部の皆さん、これはちょっ

と緊張感が足りないんじゃないかなと思うんですよ

ね。本当にもう沖縄はそろそろ梅雨時期に入ります

からね。これ、非常に危険な状態が来るのは間違い

ありません。

それで、国土強靱化の予算の話もさっきやったん

ですけれども、やはりハード交付金の中で今対策工

事をしているわけですよ。このハード交付金で、今

度減額が続く中、十分な対策を打てるかとなったら、

できないんですよね。だから、そういうこの国土強

靱化の予算に対して、この報得川の対策というのを

もっともっと要求して、確保すべきじゃないかなと

思うんですけど。

○波平恭宏河川課長 報得川、今現在、ハード交付

金のほうで整備を進めておりますが、沖縄振興公共

投資交付金、河川のハード交付金の令和５年度の予

算状況ですけれども、令和５年度の予算につきまし

ては、河川事業への予算配分が増となったようなこ

とから、令和４年度に比べまして、全体で約１億

4000万円の増となっている状況でございます。

○座波一委員 この改修工事の必要な用地買収もど

の程度進んでいるのかがまだ分からないんですけれ

ども、いずれにしても、これをもっともっと予算化

すれば、改修工事もどんどん進むというふうに考え

ていいんですよね。

○波平恭宏河川課長 報得川の設計が終了しました

世名城橋から上流の400メートル区間につきまして

は、今年度で全て用地買収が完了する予定となって

おります。

次年度から工事に着手していきますので、必要な

予算額を確保しまして、早期の整備に取り組んでい

きたいと考えているところでございます。

○座波一委員 ですから、この予算をもっと確保す

れば、もっともっと進むというふうに考えていいで

すか。

○波平恭宏河川課長 下流側の用地が完了しました

区間につきましては、整備促進、予算を増にするこ

とで整備が促進されるのかなと考えているところで

ございます。

ただ、この区間の中には橋梁が幾つかございまし

て、こちらにつきましては八重瀬町さんと協力しま

して、その架け替えを順次行って、併せて河川改修

を前に進めていくということを予定しております。

○座波一委員 委員長、この問題も知事に総括質疑

を提起したいと思います。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から座波委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改
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めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 八重瀬町の東風平中学校に面するこ

の報得川の問題で、しゅんせつという事業で補正も

含めて新年度も取り組むということではありますけ

れども、しゅんせつだけで対応できるとは思えない

状況で、非常に危険な状態であると。さらに改修工

事も進めてはいるが、完成まで15年もかかるという

ことで、この改修工事の早期化が必要である。

この２点からいいますと、やはり予算の問題で、

ハード交付金でこれをやっているという以上、この

ハード交付金で期待できるのか、非常に不安なので

す。ですから、国土強靱化の予算というものを、前

にあった公共事業推進調整会議等で動いているとい

うことも聞いていますから、国土強靱化の予算をしっ

かり確保して、災害対策に知事がどう動くのか、動

いてほしいというのも含めて、知事に総括質疑をお

願いしたい。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、３月13日の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けてください。

○座波一委員 資料３－３の45ページ、地域連携道

路事業費、42億円あります。

これ、南部東道路と幸地インターの内訳、配分を

お願いします。

○砂川勇二道路街路課長 42億円ですけれども、こ

れ国のほうの内示が３月末にしか出ないということ

で、これは一応要望額をベースに県予算として計上

しているものでございまして、その内訳としまして

は、南部東道路、地域高規格道路が31億円、幸地イ

ンターのほうが11億円という内訳になっております。

ただし、最終確定額ではないということをちょっ

と御留意いただきたいと思います。

○座波一委員 地域高規格道路予算だということで

聞いていますけど、この予算というのは、社会資本

整備総合交付金の１つなのですか。どうですか。

ちょっとよく分からない。

○砂川勇二道路街路課長 地域連携事業は、純然た

る補助事業でございまして、そのほかに、交付金と

しまして社会資本整備総合交付金、あと沖縄振興公

共投資交付金の２つがあるということになります。

○座波一委員 であれば、やはりこの予算というの

は、沖縄振興予算の中ではありますけど、振興局以

外での予算獲得になるわけですか、予算交渉になる

んですか。

○砂川勇二道路街路課長 沖縄振興予算の中の沖縄

道路事業ということで計上されますので、内閣府を

通して国土交通省と交渉して予算がつくという状況

でございます。

○座波一委員 内閣府を通してではありますけど、

いずれにしても、これも国土交通省への直接交渉が

できるところだと思いますけど、どうでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 県としましては、沖縄総

合事務局に要望して内閣府を通すというシステムに

なっておりますので、県から直接国土交通省にとい

うことはできないという状況になっています。

○座波一委員 できないんですか。

○砂川勇二道路街路課長 県から直接国土交通省に

要望を出すという流れにはなっていないという状況

でございます。

○座波一委員 社会資本整備総合交付金は、これは

どうですか。

○砂川勇二道路街路課長 同じで沖縄総合事務局を

通して、内閣府を通してという流れになります。

○座波一委員 そうなると、ハード交付金も内閣府

を通す。ハード交付金以外のものも、あるいは社会

資本整備総合交付金も全てやっぱり内閣府を通して

しか国土交通省には交渉できないということになる

んですか。

○砂川勇二道路街路課長 ハード交付金は、内閣府

の中での部署は違うということは聞いておりますが、

いずれにしても内閣府を通して予算要望するという

形になります。

○座波一委員 今後のためにも、これ各省庁に対し

てやっぱりこの動きがもっとあるべきだという声が

出ておりますので、沖縄県がですね。

そこは部長、どうですか。

○島袋善明土木建築部長 今、道路街路課長から説

明があったとおり、沖縄県の予算の立てつけという

のが、基本的に内閣府一括計上予算は委員御承知の

とおりですので、基本的なルートとしては、我々が

予算のヒアリングですとか、概算の説明をする場合

においてはやはり沖縄総合事務局さん、そして内閣

府の沖縄振興局と、そこを通しての要請とヒアリン

グ等を行っているというのが現状でございます。

○座波一委員 分かりました。

でもこれはハード交付金というこの制度に公共事

業が全て算定がされている状況の中で、どうしても

この今の状況では、市町村の予算含めて地域高規格

道路もやはりそれ以上にこの遅れを取り戻す、ある

いは要求をもっともっと要求どおりに上げたいとい
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うときには、もう今、県の玉がないんですよね。こ

れ非常にジレンマを感じているんですけどね。

そういうふうな議論はこの公共工事検討推進調整

会議でやっているとは思うんですけど、その辺はど

うですか。やはり打つ手がないのか。

○島袋善明土木建築部長 今年度、総務部が中心と

なって令和５年度の予算獲得に向けてそういった調

整会議を実施しているところで、まず、基本的には

一括交付金の確保を目指すということで、これまで

以上に県と市町村が連携して、まずは当然取り組む

と。あわせて、そういったハード交付金、ソフト交

付金以外の予算の活用ということで、先ほど来出て

います各省計上の個別の補助ですとか、あるいは有

利な起債事業、そういったものの活用も含めてとい

うことで幾つか例を申したところでございますので、

幅広に予算要求を行っていこうということで取り組

んできたところでございます。

以上です。

○座波一委員 最後に、資料３－４の27ページの一

番下段のほうに、本部港事故後の公共施設関連工作

物の危険箇所点検、修繕の実施とあります。

これは令和５年の計画ということになるわけだけ

ど、この間、本部町のその事故現場に行ったら、あ

れから改善は進んでないんですよね。状況はどうで

すか。

○呉屋健一港湾課長 港湾のほうでは、港湾維持管

理事業というものがございまして、その中で予算と

しては４億486万3000円を積んでおりまして、維持管

理計画に基づいて修繕や定期点検とかその辺をやっ

ていく予定となっております。

○座波一委員 本部港の工事を踏まえてとあります

からね、この本部港自体はどうなっていますかね。

○呉屋健一港湾課長 本部港については、事故が発

生しました扉については現在、施工を進めていると

ころでございます。

○座波一委員 まだやってないの。

○呉屋健一港湾課長 シャッターの構造に検討を加

える必要があるということで設計時間を要しており

まして、また、なかなか入札ができないということ

もございましたので、現在進めているところでござ

います。

○座波一委員 分かりました。

以上です。

○下地康教副委員長 座波委員の質疑は終わりまし

た。

次に、玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 お願いします。

では、令和５年度の当初予算の予算案の概要説明、

このカラーのやつで、そこからちょっと質疑させて

いただきます。

ページは、５ページ中の４ページで、土木建築部

令和５年度当初予算案のほうでちょっと質疑をさせ

ていただきます。

まずは、首里城復興に関してですけれども、今回

この令和４年度からスタートして、令和５年度から

製作とかが始まってくると思うんですけれども、首

里城復興予算、どのように使われているのか、全体

的な説明をまずお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 お答えします。

首里城復興課の復興事業としましては、未来基金

事業、寄附金積立て、復旧・復興事業、復興事業、

復興基金事業などがございます。その中で大きなも

のとしては、復興基金事業として、首里城の正殿に

係る寄附金を活用したいろいろな材料調達等、それ

から監修会議運営等、そういった事業が主な事業と

なっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

首里城の復興、もう県民も待ち望んでいて、県と

してもしっかり前に進めている状況にあると思いま

す。

今回、基金が復興基金というもので活用されてい

て、こういったこの復興基金の使い方、例えば県が

今重要にしている龍頭だったりとか、こういった制

作物に関して、県が作って国にお渡しをするという

ことで、世界からの寄附を使って、こういった事業

を進めていると思うんですけれども、どういうふう

に使っているのか御説明をお願いいたします。

発注の仕方だったり、そういったところを御説明

お願いします。

○知念秀起首里城復興課長 制作物等の製作及び監

修に係る件につきまして、契約形態等について御説

明いたします。

首里城復興基金事業製作体制検討業務ということ

で、首里城復興基金事業の監修会議の運営や制作物

の製作及び監修をプロポーザル方式で発注しており

ます。

その中で、委託業者のほうが事務局としてこの監

修会議の運営等を行うという形で、その中で有識者

の委員の監修を受けながら制作物の製作等も行って

いくような契約体系となってございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。

首里城復興基金事業ということで、様々な制作物
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を造る中で、極めて専門性が高いからこのプロポー

ザルで行って、そこが事務局として担っていると。

そこでちょっと聞きたいんですけれども、例えば、

県だったり、この県民の寄附がかかっている以上、

様々な御意見だったりとか、県にも寄せていただい

ているんですけれども、そういった意見、やっぱり

県の要望だったりとか、県民の要望というのは、例

えば専門家の意見というのは反映される仕組みには

なっているんですか。それとも、委託業者が単独で

できるようになっているのか。

○知念秀起首里城復興課長 製作体制等につきまし

ては、委託業者が決めるということではなくて、そ

の監修会議の委員の先生方の御意見を聞きながら、

県のほうでこの監修会議に諮って決めていくと。で

すので、この監修会議に諮る前に、県のほうとして

県民の意見等も伺いながら、いろいろな技術者と調

整を行った上で体制について諮っていくということ

になります。

○玉城健一郎委員 何か、委託ってイメージしてし

まうと、そのまま丸投げになって、そこで業者がや

るというわけではなくて、あくまでその監修会議だっ

たりとか、県と一緒に連携しながら、県と監修会議

の結果を踏まえた上で県民の意見も反映できるよう

な業務委託になっているという理解でよろしいです

か。

○知念秀起首里城復興課長 全て反映できるかどう

かは、いろいろな調整や監修会議の先生方の御意見

もありますので、できるかどうかはまだこれからで

ございますが、こちらとしても精いっぱい反映でき

る分は反映していけるように、いろいろ調整等を進

めていきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

様々な御意見があって、研究者だったりとか技術

者の御意見があるので、県民の意見というのも様々

な意見があるので、それが全部反映されるとは思っ

てはいないんですけど、ただ、やっぱりこういった

県民の多くの意見というのがなるべく反映できるよ

うに広く拾えるような仕組みになってほしいなとい

うことで、この質問をいたしました。

今、この首里城の復興基金の活用に関して県の予

算で行っているということで、国もそうですけど、

県としても地元の産業、地元の技術者だったりとか、

県産材を使うということは方針で示されていると思

います。

そしてまた、今、首里王府ともつながりの深い壺

屋組合のほうも行いたいというお話が出ていると思

うんですけれども、そういったこの首里城の復興基

金の活用に関して、地元の技術者だったり、地元の

製作者を使っていくということに関しての県の考え

を改めてお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の製作に

当たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏ま

えまして、壺屋陶器事業組合を含みます県内技術者

の活用に向けて検討しているところでございます。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いいたします。

では、続きまして、同じく住宅費で出ているんで

すけど、公営住宅についてですけれども、まず次年

度でどれだけ入所枠が増えるのかということと、先

ほど予算の中で、公営住宅の入所の人たちが減るの

で予算の減という説明がございましたけれども、そ

こを改めて御説明お願いしていいですか、使用料の

減のほうで。

○仲本利江住宅課長 まず、１、入所枠の増につい

て御説明いたします。

令和５年度は５団地の本体工事が完了の見込みと

なっておりまして、合計で338戸の住戸を供給する予

定となっております。

あと、歳入の減のお話ですけれども、新型コロナ

ウイルスの収入の減によって調定額そのものが減っ

ているというところがございますので、それによっ

て歳入については減の見込みとしております。

○玉城健一郎委員 よく分かりました。ありがとう

ございます。

もう一点ですけれども、昨年から保証人をなしで

入居できるような仕組みになっていると思うんです

けれども、現在、保証人を入れずに契約している入

居者というのはどれぐらいいらっしゃるのか御説明

をお願いいたします。

○仲本利江住宅課長 今年度の４月から、入居時の

連帯保証人を不要としております。令和４年４月か

ら令和５年２月までの保証人なしでの契約の件数は

436件となっております。

○玉城健一郎委員 これは新規で入る人たちなのか、

それとももともと契約しているけれども、変更でき

るってお話がありましたが、この変更をしている人

たちもいらっしゃるんですか。

○仲本利江住宅課長 436件につきましては新規の入

居の方でして、既存の入居者につきましては、令和

４年12月時点でございますけれども、125件が変更さ

れております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。ぜひ、

引き続きよろしくお願いします。
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次の質問に移ります。県の公園の整備についてで

すけれども、県の公園全体を把握しているわけでは

ないんですけれども、現在この授乳スペースとかの

設置状況ってどのようになっているのかということ

と、あと、おむつ替えの設置というのは――トイレ

に設置されていると思いますが、その設置状況とま

た更新の状態というのを御説明をお願いいたします。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

県営公園において、授乳スペースを設置している

公園数と設置数でございますが、９公園のうち３公

園で設置しておりまして、台数が７台となっており

ます。同じくおむつ台を設置している公園数と設置

数でございますが、９公園のうち８公園で設置して

おりまして、台数が35台となっております。

また、これらの設備は指定管理者において定期的

に点検を実施しており、破損など、修繕が必要になっ

た場合、随時対応をしております。

今後も公園施設の更新等に合わせまして、さらな

る設置を検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

公園の中で９公園中３公園が授乳スペース設置さ

れているということですけれども、３公園自体――

例えば説明の中で、バンナ公園とかそういった大き

な国立公園ではないですけど、県営公園でも自然公

園的なところは設置が難しいけれども、県総合運動

公園のような子供が集まるような公園の場合は設置

がしやすいというお話を伺ったんですけれども、こ

の３公園というのはどういった公園なのか、一度御

説明お願いします。

○仲本隆都市公園課長 授乳スペースを設置してい

る公園でございますけれども、沖縄県総合運動公園

に４台設置しております。平和祈念公園に２台です。

県営の首里城公園に１台設置して、合計７台という

ことになっております。

以上です。

○玉城健一郎委員 大きな公園に全部設置されてい

て、管理もしやすいというところもあると思うんで

すけれども、どうしても子供がいる家庭とかになっ

てきて、小さな子供を遊ばせる公園だとしたら、ど

うしてもそういった授乳スペースが必要になってく

るので、ぜひ前向きに検討をお願いしたいんですが、

いかがでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 先ほどとちょっと繰り返し

になりますけれども、公園内の施設等の更新に合わ

せまして、設置を検討してまいりたいと考えており

ます。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

次、最後ですけれども、宜野湾浄化センターの改

築更新状況について御説明をお願いいたします。

○上原正司下水道課長 宜野湾浄化センターの改築

状況ですが、現在の老朽化に対応するため、17年度

から新たな水処理施設として４施設の整備を進めて

おり、令和４年度にはそのうちの３施設目の供用を

開始しております。

引き続き４施設目の整備を進め、全施設の供用開

始に向けて取り組んでいるところです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

今回、この整備の更新改修に当たって、これまで

のこの宜野湾浄化センターと、性能だったりとか、

大きく変わったところはございますか。それとも、

これまでと全く同じような状況なのか。

○上原正司下水道課長 今までの宜野湾浄化セン

ターの処理施設には、１系、２系とありますが、今

回３系を造っておりますが、処理方法としては１系、

２系と変わらない処理方法を行っております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

以上です。

ありがとうございました。

○下地康教副委員長 玉城健一郎委員の質疑は終了

しました。

次に、島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

私からは、当初予算の27ページからですけれども、

この中で１の産業インフラ整備の港湾整備事業と

ハード交付金のところに係るかなと思うんですが、

その中で、沖縄市泡瀬の東部海浜事業についてちょっ

と聞きたいんですが、１つは、次年度この東部海浜

事業についての予算、どのぐらい計上しているのか

教えてください。

○呉屋健一港湾課長 お答えします。

泡瀬の埋立てのほうの施工に関しては、埋立事業

そのものはハード交付金を用いていまして、道路の

橋梁のほう、それについては社会資本整備総合交付

金というふうになっていますので、まず埋立てのほ

うの予算になりますけれども、泡瀬分としてハード

交付金では１億4352万4000円となります。

○島袋恵祐委員 次年度、その予算を使ってどういっ

た工事、事業をやるのかということを教えてくださ

い。

○呉屋健一港湾課長 今、工事に際しては、主に緑

地ですね。額に応じた施工ということになりますの
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で、あまり大きな海洋の工事というのは難しゅうご

ざいますので、緑地等の造成に充てていきたいと考

えております。

○島袋恵祐委員 ちょっとそこで伺うんですけれど

も、この泡瀬の東部海浜事業ですが、それぞれ国と

県と、また沖縄市それぞれの役割があると思うんで

すけれども、それを改めて確認させてください。

○呉屋健一港湾課長 埋立事業は、国のほうでは中

城湾港の新港地区のほうでしゅんせつを行っており

まして、その土砂処分場として埋立てをしておりま

して、主に国のほうで大半の埋立てを行っておりま

す。

また、県のほうについては、僅かではありますけ

れども、９ヘクタールの部分を県のほうで埋立てを

行っておりまして、造成工事を行い、緑地等の整備

を進めていくと。

沖縄市においては、このビーチ等の、あとは土地

の造成ですね。その後の譲渡を行いまして、民間企

業に売却をしてまちづくり、その辺りを行っていく

という役割分担を行っております。

○島袋恵祐委員 分かりました。

そこで、まずちょっと伺っていくんですけれども、

今、沖縄市議会のほうで埋立用地の用途変更の議案

が提出されているんですけれども、その提出される

までの経緯ですね、ぜひ教えてください。

○呉屋健一港湾課長 お答えいたします。

泡瀬地区の埋立事業においては、沖縄市は平成22年

に策定した土地利用計画が、社会経済情勢の予測が

変化しているとして、改めて平成29年度に社会経済

動向調査を実施しております。その後、令和２年度

に企業の動向も踏まえながら計画案を作成しており

まして、令和３年４月にはパブリックコメントを行

いまして、土地利用計画を新たなものにつくり変え

ております。

これに基づきまして、県は令和４年３月に沖縄市

の土地利用計画案を反映した中城湾港港湾計画の改

定を行ったところでございます。

○島袋恵祐委員 そういう経過で変更を行ったとい

うことですけれども、この現行計画というか、変更

前には、この宿泊施設用地と県が管理する緑地のと

ころの間に道路があったと思うんですけれども、そ

れが変更後にはなくなっているという状況なのです

けれども、それについてはどうしてなのか説明をお

願いします。

○呉屋健一港湾課長 沖縄市のほうで、土地利用計

画ということで見直しをするということで、委員会

等を開きながら、あとパブリックコメント等もいた

だきながら、緑地の前面にあった道路を１本廃止と

いうことにしております。それは、行き来をよりよ

くできる、道路で分断することがないようにという

ことを考えて、このようになったというふうにお聞

きしております。

○島袋恵祐委員 この変更後の図をちょっと見てみ

ると、宿泊施設から直接、緑地、ビーチのほうに行

けるようになっているということであるんですけれ

ども、この当初の予定では、そういった多くの市民、

県民の方がやっぱりこういうビーチも利用してもら

うために道路等も造るという話もあったんですが、

道路がなくなったことによって逆に宿泊者優先、市

民の皆さんが利用しにくくなるんじゃないかという

懸念が市民から出されているんですけど、その辺は

どう考えますか。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、利

便性を向上させるということで、一般の市民が使い

にくくはなるんではないかという意見も委員会の中

でも出たようでございまして、人工ビーチがある一

定の方々には使われるようなものであってはならな

いということから、改善をしてこの検討案というこ

とで見直しを行ったと伺っております。

○島袋恵祐委員 一定の方だけに使われるというこ

とは、これはもうあってはならないことであります

し、あと、沖縄県の条例でも、この海浜を自由にす

るための条例というものがある中で、一般の人にも

自由に立入りできるように配慮しなければいけない

ということも書いてあると思うんですけれども。確

認です、この条例。

○呉屋健一港湾課長 委員がおっしゃるように、海

浜条例がございますので、自由に立入りができると

いうことになりますので、それに併せてといいます

か、臨港道路の突き当りになりますが、もともと道

路があったところの角のほうには駐車場を設けるよ

うな計画になっておりまして、そこからビーチに行

けると。目の前になりますので、そこにも駐車場を

設けて自由に出入りができるようにということで、

計画を考えているところです。

○島袋恵祐委員 一部の人たちしか利用できないと

いうことがあってはならないと思いますし、この緑

地自体も、皆さんとしてはビーチのほかに、いろい

ろな施設をそこに造るということで、計画もされて

いると思います。ただ、この土地用途変更について、

やはり先ほどパブリックコメントも募集したとかと

いう話もあったんですけれども、なかなかやっぱり
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多くの市民とか、そういった団体の皆さんが分から

ない中で決まってしまって、このような状況が出て、

懸念が出されているという状況もあります。

そういったことも考えると、やっぱりこういう意

見表明ができる場というのをもっとつくっていく、

そういう説明会など、そういったものをきちんとつ

くっていく必要があると思うんですけれども、どう

でしょうか。

○呉屋健一港湾課長 この土地利用計画については、

沖縄市が作成するものでありまして、あまり我々の

ほうから、ああだこうだというふうに強く言えるも

のではございませんけれども、流れとしましては、

沖縄市のほうで令和３年４月15日から５月20日まで

の期間中、この東部海浜開発利用計画――当時修正

案に関するパブリックコメントを実施しておりまし

て、それをホームページにおいて広く募集を行った

と聞いております。

○島袋恵祐委員 今まだ事業が途中の段階で、これ

から埋立ても進んで、土地の用途についてもまたさ

らなる議論というものが必要、今後も引き続きやっ

ていくものだと理解していますので、もっとこういっ

た場に市民の声だったりとか、そういう団体の声も

きちんと反映されるような、そういう仕組みづくり

を県としても市と連携してやってもらいたいと思う

んですけれども、再度どうですか。

○呉屋健一港湾課長 土地利用として広く県民に活

用されるよう、目標として、我々も意見交換を行い

ながら事業を進めてまいりたいと思います。

○島袋恵祐委員 あと、もう一つですけれども、報

道等でもありましたけれどもコアジサシの営巣が確

認をされていて、沖縄市として、そのコアジサシの

対策の補正予算も上げているということで今、議論

が進んでいるそうですが、県としての関わりは、ど

のような形で関わっていくんですか。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬地区のほうの人工海浜に

ついては、令和５年度末の一部暫定使用に向けて取

り組んでいるところであります。

コアジサシの保全については、人工海浜の管理を

行うこととなっている、沖縄市が発注する鳥類の営

巣に関する業務の中で検討をしていくものと考えて

おります。ただ、県としましても、国とともに実施

している環境監視調査がございますので、その中で

鳥類の動向を注視しながら、環境に配慮しながら事

業を進めていこうと考えております。

○島袋恵祐委員 今、課長からもありましたように、

この人工ビーチのところの一部暫定先行利用も、次

年度ですか、進めていこうということも並行してやっ

ていると思うんですけれども、こういう環境ですね、

そういった動物をしっかりと守っていく。コアジサ

シって、やっぱり希少動物ですよね。そういった影

響をきちんと、環境の影響をなくすことが最優先に

取り組まれることが大事だと思うんです。

コアジサシがきちんと営巣を移すことができるの

かちゃんと確認された上で、こういう人工ビーチを

利用させるということも視野に入れながら、しっか

りと皆さんで連携して取り組んでほしいと思うんで

すけど、どうですか。

○呉屋健一港湾課長 この泡瀬の埋立事業について

は、環境の問題から紆余曲折を経て現状があるとい

うのを十分認識しながら、その辺は環境に配慮しな

がら事業を進めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ＳＤＧｓの観点からも、この環境

を最優先にきちんと取組をしてほしいということを

強く望みたいと思います。

次ですけれども、公園費についてですが、その中

で県総合運動公園の整備について聞きますけれども、

今年度の整備状況は、何を整備しましたか。

○仲本隆都市公園課長 沖縄県総合運動公園の令和

４年度の整備は、陸上競技場における給水管工事、

連絡橋補強工事等となっております。

以上です。

○島袋恵祐委員 次年度はどのような整備をするの

でしょうか。

また、この説明書には大型遊具の改修とも書いて

いるんですけれども、それはどこの箇所なのかも含

めて教えてください。

○仲本隆都市公園課長 令和５年度につきましては、

体育館の床改修工事及び遊具の更新工事等を予定し

ております。

遊具の予定箇所につきましては、インクルーシブ

遊具が設置されているかりゆし広場という広場がご

ざいまして、そちらの遊具が老朽化していることに

伴って更新を行う工事となっております。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。

老朽化も進みながら、改修する場所も必要なとこ

ろということで、常時やっていっているということ

の理解ですけれども、その中で２年前ぐらいですか

ね、テニスコート側にテニスの壁打ちをするところ

が整備されたと思うんですけれども、そこの隣に、

いまだ多くの残土が集積されているんですけれども、

それはなぜですか。
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○仲本隆都市公園課長 令和２年度の壁打ちテニス

コートの工事に伴い、テニスコート周辺において仮

置きした土砂がございましたけれども、そちらにつ

きましては、令和３年度に撤去をしております。

現在は――先ほども今年度の工事内容として御説

明しましたが、連絡橋の補強工事で発生した土砂を

仮置きしております。

こちらにつきましては、今後、準備が整い次第、

土砂を撤去し、当初予定しております植栽等の復旧

を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

○島袋恵祐委員 結構な本当に山盛りになって、利

用者からも何だろうというやっぱり声もあるわけで

すよね。

先ほど話したように、テニスの壁打ちコートがで

きたらそこを植栽するということもあったけど、そ

れもまだ進んでない状況というのがちょっと分かっ

たので、やっぱり早めに撤去をして、植栽の事業に

すぐ移行できるようにしっかりやってもらいたいと

思うんですけど、それはどうですか。

○仲本隆都市公園課長 委員のおっしゃるとおり、

準備が整い次第、速やかに土砂を撤去しまして、植

栽等の復旧を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

次、沖縄都市モノレール輸送力増強事業について

ですけれども、車両３両化及び車両基地の整備とい

うことですけれども、次年度どのようなことをやる

んでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 ３両化事業の進

捗状況ということですけど、現在、３両編成車両の

新造を４編成分、今進めております。そのうち２編

成分が既に納入されておりまして、今後、３両編成

車両の試験運転等を経て、令和５年度内に運行を開

始する計画となっております。

○島袋恵祐委員 次年度も運行開始するということ

で、具体的にいつ頃とか、何月とか、そういったも

のはまだ分からないんでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今のところ、具

体的に何月とか、その時期とかというのは、沖縄都

市モノレール株式会社と検討しているのですが、試

験関係とかがどのぐらい時間がかかるのか、いろい

ろ調整しているので、やっぱり年度内ということで

今、目標を立てて進行しているということになって

おります。

○島袋恵祐委員 年度内以降になるということはな

いですよね。

ちゃんと年度に運行するということは、大丈夫で

すか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 目標として年度

内という形を取っていただいておりますので。

以上です。

○島袋恵祐委員 ぜひ年度内に、早めに運行ができ

るように頑張ってもらいたいんですけれども、３両

編成になるということで、やはりこの駅の構内での

安全対策とかもしっかりとやる必要があると思うの

ですが、その辺の、皆さん進捗はどうでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 駅舎ホームドア

についての安全対策ですけど、乗客が安全に乗降で

きるようにホームドアの開口幅を車両開口幅よりも

広い規格で、３両編成に向けて設置しております。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。

楽しみにしていますので、よろしくお願いします。

最後ですが、これは道路のメンテナンス、街路に

係るのかなと思うのですけれども、渋滞ボトルネッ

クについての事業をちょっと聞かせていただきたい

のですが、今年度の実績と、次年度どのような取組

をするのか教えてください。

○砂川勇二道路街路課長 渋滞ボトルネック対策で

すけれども、令和４年度当初の時点で主要渋滞箇所

が173か所の特定ということでございました。各道路

管理者によって対策工事が実施されておりまして、

令和３年度までの対策によって、今年度主要渋滞箇

所の特定の解除というのが11か所で行われておりま

す。

一応、次年度ということですけれども、次年度は

県道６号線、読谷のほうですけれども、そちらのト

リイアパート前という交差点がございまして、そち

らと、あと県道34号線の大謝名交差点の県道側の渋

滞対策というのを今のところ予定しているというこ

とでございます。

○島袋恵祐委員 着実に事業のこういった実績とい

うのは出ているということで理解はしているのです

が、事業をやった事後の点検というのは僕、必要だ

なというのはちょっと思っています。

１つは、この交差点を広くした関係で、中央分離

帯の十字路のところに、結構広くなったことで右折

した際に、中央分離帯が分からなくて、そこに乗り

上げて事故をしてしまうという、ちょうどその現場

をちょっと私目撃してしまったもので、ちゃんとこ

の十字路で中央分離帯の先のほうに、案内棒という
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のですか、そういったものが多分設置されていなかっ

たと思うので、もしかしたら設置されていたかもし

れないけれども、何か事故か何かで倒れてしまって

なくなっていたということもあるのかもしれないの

ですが、やっぱりそういったところの点検もしっか

りとやる必要があるのではないかと思うのですが、

ぜひやってほしいのですけれど、どうですか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

県は、舗装や区画線、縁石等、道路施設の維持管

理について日常の道路パトロールや点検等により、

劣化状況や修繕箇所の把握に努めているところでご

ざいます。

今御案内のありました中央分離帯の乗り上げ対策

ということですけれども、運転手に構造物を認識さ

せるための反射板の設置は有効であると考えており

ます。事故等により、反射板が破損した箇所につい

ては、予算の中で危険性の高い箇所を優先して修繕

していきたいと考えております。

しっかり対応してまいりたいと思います。

○島袋恵祐委員 私が事故を見たのが、泡瀬の泡瀬

ビジュルの十字路のところで見たので、ぜひ確認し

ていただきたいなというふうに思います。

ぜひその辺の対策もしっかりやってもらうことを

要望して、質問を終わります。

○下地康教副委員長 島袋委員の質疑は終了いたし

ました。

休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時30分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

最初に、土木建築部の予算概要から伺いたいと思

います。

午前中も質疑ありましたが、ハード交付金事業に

ついて聞きたいと思います。

概要説明では、前年度比では一応増えている形に

なっていますが、これまでの近年の推移というのは

どういうふうになっていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

土木建築部におけるハード交付金は、平成26年度

をピークに、平成27年度以降は減額が続いておりま

したけれども、令和５年度においては約197億円、前

年度比約1.1倍の微増となっております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 ピーク時は幾らで、令和５年度は

幾らですか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

ピーク時は平成26年度当初予算ですけれども、土

木建築部が約612億円となっておりまして、令和５年

度当初予算が197億円ということになっております。

○比嘉瑞己委員 もう３分の１程度になっているわ

けですね。

この影響額がずっと課題になっているわけですが、

これ、市町村からの要求と、県事業もあるわけです

けれども、それぞれどれくらい予算措置できたのか。

午前中、割合が少し出ていたと思うんですけれども、

もう一度聞かせてください。

○新垣雅寛土木総務課長 令和５年度における、土

木建築部におけるハード交付金の配分については、

県事業、市町村事業がおおむね１対１の割合になる

よう配分しております。

市町村からの要求額に対してですけれども、これ

に関しては、土木建築部が試算したところではあり

ますが、令和５年度のハード交付金の市町村分につ

いては要求額のおよそ５割程度の予算措置になって

いるものと考えております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 県の要望額に対しては幾らなんで

しょう。

○新垣雅寛土木総務課長 県の要望額に関しては、

これまで提出してないということになっております。

○比嘉瑞己委員 県事業としてハード交付金は要求

していないでいいんですか。

すみません、ここら辺ちょっと後で整理して資料

として下さい。市町村が要望額幾らで、実際措置さ

れたのは幾らで、５割だと。

県としても多分、要望していると思うんですよ。

それについて、措置できたのが幾らか、この割合を

資料請求したいと思います。

答弁では、市町村にも配慮して１対１になるよう

にということで、県の努力があると思うんですけれ

ども、一方でこの県事業への影響というのが、昨年

も質疑させていただきました。その中で、報得川も

それでなかなか計画どおりできないというのが分

かってきたのですが、こうした具体的な事業名を上

げていくことが大切だと思うんですよ。

皆さん、いろんな分野――道路や街路、公園、公

共下水、河川改修、無電柱化、海岸整備、いろいろ

分野あると思うんですけれども、この中で特に影響

を受けている分野というのはどういうところなのか。
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○新垣雅寛土木総務課長 ハード交付金の減額によ

りまして、道路や街路、あと河川、海岸、下水道、

都市公園など、多くの分野に影響が生じているとい

うところになっております。

○比嘉瑞己委員 私としては――例えばですけど、

この中からちょっと選ばせていただきますけれども、

皆さん計画を持っていますよね、河川なら河川で何

年度にはここまでやりたいとか。それぞれ、道路に

もいろんな分野であると思うんですけど、この計画

の進捗が、特に顕著に遅れが見られるのはどの分野

ですか。全体だとは思うんだけど。

○新垣雅寛土木総務課長 具体的な減額の影響とい

たしましては、例えば、道路事業では工事の遅れな

どによる慢性的な交通渋滞でありますとか、体系的

な交通基盤整備の遅れ、あと都市公園事業や下水道

事業などでは老朽化した施設の改修の遅れなどによ

り、人的・物的被害の発生リスクなど、地域住民の

安全性の確保などへの影響が懸念されているという

ところでございます。

○比嘉瑞己委員 一応、今、予算概要なので大きい

話でいいですけれども。ただこの予算要求の際には、

皆さんは市町村からの要求も受けて、精査しながら

しっかりと根拠を持って予算要求していると思うん

ですよね。そういった中で減額が続いている。この

予算要求の際に、もっと具体的にここの道路がこう

だから必要なんだという説明を皆さんはしていると

思うんですよ。だけど、減額が続いているというと

ころに、議員として納得ができないわけですけれど

も。

結果として、市町村の要求に５割しか応え切れな

い予算措置になってしまう。

この一括交付金、ハード交付金の算定方法につい

て教えてほしいのだけれども、こうした市町村事業

だとか県事業のこの個別事業でちゃんと内閣府のほ

うは算定されているのか、それとも総額として算定

されているのか、どういった仕組みになっているん

ですか。

○新垣雅寛土木総務課長 国のほうでは、必要とさ

れている事業などを勘案して予算を措置していると

いうところでございます。

○比嘉瑞己委員 もうこれは議会の答弁で繰り返し

皆さんもお話ししていますけど、勘案してって言う

のだけれども、どこまで勘案しているのかというの

が、私たちのところからは見えないのです。

この個別一つ一つ、市町村の要望一つ一つを勘案

しているかというのは、皆さんとして確認できまし

たか。

○新垣雅寛土木総務課長 国のほうとしては、必要

な所要額を措置したというような回答しかちょっと

得られていないというところで、個別具体的な事業

について、どこということは言ってはいないという

ところになっております。

○比嘉瑞己委員 部長にお聞きしたいのですけれど

も、やっぱりこれずっと課題になっていますよね。

皆さん、減額が続く中で、ほかの方法で、各省庁計

上でやったりとか工夫するのはすごく評価できると

思うのですが、ただ一方で、本来であればこの補助

率の高い一括交付金で充てたほうが、絶対沖縄にとっ

て有利ですよね。やっぱり、そういう立場でしっか

りとこの一括交付金を獲得していくためには、国の

この算定の在り方、こんなブラックボックスみたい

なやり方だと到底納得できませんよ、県民としては。

だからこの、基地と振興策リンクしているのか、し

てないのかという議論が続いていると思うんです。

やっぱり、本来はこの沖縄の自主性が尊重される

という目的でつくられた一括交付金ですから、もっ

とこの個別事業内容を精査してもらって、その上で

課題があるんだったら言ってもらって、それを克服

していくという県の努力もできると思うのですが、

このハード交付金の算定の仕方、また沖縄県の予算

要求の仕方、今後工夫が必要だと思うんですけど、

いかがでしょうか。

○島袋善明土木建築部長 県の一括交付金、ハード

とソフト両方ございますけれども、これが通常の予

算とは違っていて、いろんな、例えばハード交付金

でいうと土建部、教育庁、いろんな病院だったり、

それぞれが持ち寄った数字をトータルとして県と総

務部が所管して、トータル額を要望額としてやって

いるところでございます。

国としては、やはり一括交付金のこの性質上、性

格上、どうしてもプールの予算の中で、基本的な配

分は県ですよねというところがございます。その辺

で今、通常の補助金の要望とは違って、例えば具体

的にどの路線、どの河川――一括交付金ができる以

前であればそれぞれにひもづいていますので、それ

ぞれの具体の路線の説明をして、以前は――10年前

は行っていました。ところが、先ほど申したとおり

一括プール化されていますので、あくまで総額を要

望して、中身の配分は県ですよねというのが今現在

のスタンスだと思います。

ですから、比嘉委員御指摘のとおり、それぞれを

積み上げてうまく説明というんですか――代表的な
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事例を挙げて、例えば道路はこの辺が困っています、

河川は浸水被害がありますと、そういったポンチ絵

みたいなのを作って、そういった参考資料としては

提出をさせていただいているんですけれども、やは

り先ほど申し上げたとおり、予算の仕組み自体がそ

ういうプールの予算だということが現状でございま

す。

○比嘉瑞己委員 そこに課題があると思うんですよ

ね。

その一括交付金がたくさんあるときはそれでよ

かったけれども、これだけ減額していくと、少なく

なって選べる選択肢がなくなっていくという意味で、

プール制の弊害が出ていると思います。ここは引き

続き、全庁的に研究していただきたいと思います。

今、資料を示しましたけれども、県営住宅の建設

費について伺いたいと思います。

これもハード交付金なんですが、減額となってい

ます。減額の影響で、この団地の整備計画の影響は

今どうなっていますか。

○仲本利江住宅課長 お答えします。

県営住宅整備費が減になっておりますが、これの

主な要因としましては、ハード交付金の減額ではな

くて、各省計上の個別補助金で行っている事業での

減となっております。その理由でございますが、２つ

の団地の本体工事が令和４年度の予算で完了すると

いうことに伴って減額となっているというところで

す。

ハード交付金については、前年よりも増となって

おります。

○比嘉瑞己委員 では、今後の整備計画について聞

きたいんですけど、新築や改築、増築等の計画を教

えてください。

○仲本利江住宅課長 県では沖縄県公営住宅等ス

トック総合活用計画というものを策定しておりまし

て、その計画に基づいて令和３年から令和12年度の

計画期間において、個別の団地ごとに建て替えか、

改善か、維持保全かというふうに分類をしまして事

業を進めているところであります。

その計画の中で、20団地を改築する予定となって

おりまして、令和５年度の予算の中では12団地の事

業を実施する予定となっております。

○比嘉瑞己委員 この令和12年度までの計画の中で、

新築の計画はないんですか。

○仲本利江住宅課長 県営住宅は老朽化した住宅が

多数ございまして、復帰後、昭和47年から急速に整

備しております。

今の県営住宅の過半を超える団地がもう昭和の時

代に建設されているというところもありまして、そ

のときに大量に建設した住宅の改築や改修というも

のが今、喫緊の課題となっておりますので、それを

優先的に整備しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 老朽化への対応を優先するという

のは大切だと思うんですけど、一方でやっぱり新設

というのも私、同時にやるべきだと思うんですね。

県内のこの県営住宅の応募率は、全国比でどうで

すか。

○仲本利江住宅課長 令和４年度の沖縄県の応募倍

率は5.9倍となっております。

一方、全国では、これは令和４年度の数値ではご

ざいますが、3.3倍となっております。

○比嘉瑞己委員 やっぱり全国と比べても高い、県

民所得も低い県ですから、この公営住宅のニーズと

いうのはあると思うんです。このハード交付金が減

らされてはいないといっても、やっぱり積極的に活

用して、この公営住宅の計画もつくっていただきた

いと要望したいと思います。

続いて、この県営住宅の使用料になるんですかね、

家賃のほうなんですけれども、今この未収金等収納

率の状況を教えてください。

○仲本利江住宅課長 県営住宅の使用料の未収金に

つきましては、年々減少しておりまして、令和３年

度の未収金額は約４億4374万円となっておりまして、

令和２年度と比較しまして、約5295万円減少してお

ります。

収納率につきましては、令和３年度の現年度分の

収納率は99.2％で、全国平均の98.9％を上回ってお

ります。

○比嘉瑞己委員 皆さんの努力もあって未収金も

減ってきているとはいっても、やっぱり４億円とい

うのは大きいと思うんですよね。一層頑張っていた

だきたいと思います。

ちょっと伺いたいのですが、今このコロナ禍にお

いて、幾つか相談が来ているんですね。特に、事業

主さんが、そのコロナの支援金だとか、協力金を受

けたと。だけど、これが収入算定されてしまって、

県営団地の家賃に反映されてしまった、もうすごく

高くなっているという相談があるのです。

一方で、国のほうでは、このコロナの協力金とか

というのは除外できるというふうに通達も出ている

みたいですけれども、そして県営住宅もこの４月以

降、今、家賃ちょうど決める時期だと思いますが、

このコロナ給付金を除外していくという対応を、や
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るべきだと私は思うのですが、県の対応をお聞かせ

ください。

○仲本利江住宅課長 県営住宅の令和５年度の家賃

につきましては、令和３年の収入に基づいて算定し

ております。

しかし、コロナウイルス対策の各種給付金の受給

により一時的に収入が上がった入居者につきまして

は、家賃に対する意見申出書や収入再認定の申請が

ある場合に、給付金の受給を証する書類や令和４年

度の確定申告によって家賃を再算定することを今検

討しております。

○比嘉瑞己委員 これ、県がやるかやらないか決め

られるわけですよね。

今検討中というのは、やる方向での検討でよろし

いのですか。

○仲本利江住宅課長 今、一応やる方向で検討して

おります。

○比嘉瑞己委員 今ちょうど確定申告の時期で、事

業者の皆さんも大変だと思うのです。だけど、もし

自分が対象になると分かったら手続をしたいと思う

のです。でももう３月に入っていて急がれると思う

のですが、この周知の方法についてはどうでしょう

か。

○仲本利江住宅課長 具体的な対応方法につきまし

ては、指定管理者と早急に調整を行いまして、早め

に対応をして周知をしていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 万が一３月中に間に合わない場合、

４月に申請、あるいは５月、６月ってなった場合は

どうなるのですか。

○仲本利江住宅課長 その辺につきましても、指定

管理者と調整して検討していきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 これは途中の申請でも、その翌月

の家賃には反映できるのですか。

○仲本利江住宅課長 その辺も含めて、ちょっと検

討したいというふうに考えております。そのために、

なるべく３月の早い時期に対策を取ってまいりたい

と考えております。

○比嘉瑞己委員 ベストは、３月に皆さんが申請す

れば一番いいのですが、ちょっと心配なので確認し

ました。

これ県営住宅の話ですけれども、一方で市営住宅

や町村の住宅も対象だと思うのです。県内の自治体

にも、こういうふうにできるんだよというのをやっ

ぱり県として知らせていくべきだと思うのですけど、

いかがですか。

○仲本利江住宅課長 この取扱いについては、各事

業者に任されているところもございますので、それ

ぞれ自治体において倣ってくると思います。

ただ、県がこういう対策を取ったということは、

市町村に対しても周知を行っていきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 ぜひ情報提供をお願いしたいと思

います。

最後に、中城湾港の使用料の問題についてちょっ

とお聞きしたいと思います。

決算特別委員会で質疑をさせていただきました、

その港湾施設を無許可で使用する案件があったと思

います。そのときは、県がちゃんと中身調べて対応

をしたい、条例にのっとって対応したいと言ってい

ましたが、その後はどうですか。

○呉屋健一港湾課長 決算特別委員会以降の動きに

なりますけれども、その後の進捗ということでござ

いますが、北部土木事務所において現場聞き取り確

認を行いまして、使用期間と使用面積などの事実関

係を整理しております。

その結果、令和４年の11月15日に、使用料相当額

として481万203円を請求しております。それで納付

があったところとなっております。

○比嘉瑞己委員 無許可で使用していたために、こ

の過料としてちゃんと徴収したということだと思う

のですけれども、一方で、その過料だけでなくて、

この行政罰、過料になるのかな、これはちゃんと徴

収できたと。

この料金だけじゃなくて、それとは以外に行政罰

というのはあるのですか。

○呉屋健一港湾課長 我々が納付していただいたの

が損害賠償請求ということで、使用料に相当するも

のでございます。

○比嘉瑞己委員 ほかに行政罰というのはないので

すか。

○呉屋健一港湾課長 港湾施設を使用する場合には、

沖縄県港湾管理条例第７条に基づき使用許可を受け

ることとなっております。許可を受けずに使用した

場合には、同条例の第33条に基づいて５万円以下の

過料に処するとなっております。

○比嘉瑞己委員 港湾の適正な管理に努めていただ

きたいと思います。

終わります。

○下地康教副委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終了い

たしました。

次に、崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 土木建築部内の歳出予算の３ペー

ジの中から伺いたいと思いますが、この土木建築部
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内の会計年度任用職員の人数と、それから総人件費

と役割を聞かせてください。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

令和５年３月８日現在ですけれども、土木建築部

の会計年度任用職員数は193人となっております。

また、会計年度任用職員の人件費の関連予算額は、

令和５年度当初予算ベースですけれども、５億3997万

5000円となっております。

また、役割についてですが、会計年度任用職員等

の任用手続の手引におきまして、県の会計年度任用

職員の職務は、文書収受業務や発送業務などのマニュ

アルに沿って対応可能な定型的な業務及び特定の知

識、経験に基づいて行う正規職員の補助的な業務を

予定しているとされているところでございます。

以上です。

○崎山嗣幸委員 この中で、今回３年目で任用期間

が終わる会計年度任用職員のうち、再度、４年目に

継続予定者の人数というのは把握されていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

今現在193人の会計年度任用職員のうち、任用期間

が３年目となる職員は123名おります。

各所属において次年度の公務運営に支障が生じな

いよう、会計年度任用職員の任用については平等取

扱いの原則でありますとか、成績主義の下、客観的

な能力実証を経て判断しておりまして、現時点にお

いて４年目となる任用予定者数は123名のうち59人の

予定となっております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 この総人件費５億円の中で、１人

当たりどのぐらい平均賃金をもらっていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 具体的な金額はちょっと

持ち合わせていないので示せませんけれども、一般

的にはその行政級の主事級の賃金を支給していると

いうところになっております。

○崎山嗣幸委員 59名が３年から４年目に希望して

いるということなんですが、経験と実績というのを

積んでおりますが、４年目に向かう方についての継

続的な評価というのか、土木建築部の中において先

ほど定型文書とか専門的なこともあると思うという

ことがありましたが、継続することに関する評価と

いうのはどう考えていますか。

○新垣雅寛土木総務課長 採用に当たりましては、

先ほど申しましたが、平等取扱いの原則であります

とか、成績主義の下、客観的な能力実証を経て判断

をしているというところから、このような評価の下

で引き続き採用に至るものというふうに考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 これ総務部のほうで、会計年度任

用職員の１年、会計年度２回連続で来て、３年で切

れると。あと、４年目は応募できるということで切

り替えているんですが、そういった方々の効果とい

うのか、実績というのか、59名の方々が希望するこ

とについてはやっぱり従来と変わった形だと思うの

で、部内においてもぜひこれを、条件の整備をお願

いしたいと思っています。

次、行きます。部局別予算資料の27ページの安全

・安心事業の中で通学路緊急対策がありますが、そ

こから伺いたいと思います。

新年度の整備予定の箇所、場所はどこかを聞きた

いと思います。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県は令和３年度に実施した通学路緊急点検結果に

基づき、対策が必要な箇所について、令和５年度か

ら新たに国土交通省の個別補助として交通安全事業

の通学路対策の実施を予定しております。

具体的な箇所として、名護市の県道13号線や粟国

村の粟国港線等を予定しております。

以上です。

○崎山嗣幸委員 これはどういった事業なんですか。

この通学路の緊急対策についての手法は、歩道な

のか、歩道の整備なのか、交差点の改良なのか、具

体的にはどんな工事なんですか。

○下地英輝道路管理課長 整備内容については、緊

急点検結果に基づいて、歩道がないところに歩道を

設ける必要があるのではないかと。あと、標識であっ

たり、路面表示であったり、カラー舗装であったり、

歩道の設置から細かい施策ができるという内容に

なっております。

○崎山嗣幸委員 私はこれを見て、多分に、都市部

――那覇市内とか、特に道路の幅員がないとか、歩

道がないところや、あるいは陸橋の水たまり。その

他交通量が多くて坂道から車がスピード上げてくる

道路とか、あと電柱があって車が交差できないとこ

ろの箇所、そういったところを都市部の中において

点検をして、子供たちの通学路が安全で安心できる

ようなところにするんじゃないかと思ったんだけど、

これ今言った特定の名護と粟国ということだったん

ですが、都市部におけるそういった箇所を点検して、

子供たちが通学するときに安全・安心に通れるよう

な道路の整備というのか、するということは別建て

の予算なのか、ここでは考えていないのか、もう一

回聞かせてもらいたいと思います。
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○下地英輝道路管理課長 今回の事業は、平成３年

６月に千葉県八街市で発生した交通事故を受け、国

土交通省、文部科学省及び警察庁が連携して通学路

における交通安全を一層確保する取組として、通学

路緊急合同点検を県内全市町村において令和３年

９月までに実施したところでございます。同点検は、

各小学校または教育委員会において指定された通学

路を対象に学校、ＰＴＡ、道路管理者、地元警察署

及び自治会などで構成する推進体制により実施した

点検でございます。

今後も合同点検を継続して実施することとなって

おります。

○崎山嗣幸委員 では、那覇市内は至るところに今

言ったようなことがあるのだけど、那覇市内の点検

については問題点は出てないんですか。

○下地英輝道路管理課長 那覇市の部分についてお

答えしますが、那覇市については、県の管理道路で、

全部で７か所出ておりまして、令和４年度でハード

交付金とか県の単費を使って、７か所のうち５か所

を今年度対応するということでございまして、あと

残り２か所は令和５年度の補正や令和６年度の対応

で予算要求していこうということで計画しておりま

す。

○崎山嗣幸委員 ７か所と５か所、場所を教えてく

れますか。

○下地英輝道路管理課長 城東小学校の付近で２か

所、あと城西小学校１か所、小禄小学校で１か所、

高良小学校で１か所、仲井真小学校で１か所、さつ

き小学校で１か所ということで、全部で今７か所、

点検結果で上がっております。

○崎山嗣幸委員 これぐらいのっていっぱいありま

すけれど――これはもうここで議論するのはやめま

すが、本当であるならば、この７か所だけじゃなく

て、もっと危険度の高いところってあるので、もっ

とこれを綿密に点検したほうがいいと私は思います、

学校単位ごとにね。これも要望して終わっておきま

す。これは計画の中ね、それに入ると聞いています

ので。

そういった意味では、私が点検したところでも――

古波蔵校区なんだけど、ここ電柱通りもあったり、

車も通れないところとか、それから全く歩道がない

箇所があるんだけど――ここで言うわけにはいかな

いけれども。ぜひ皆さんが点検をしてもらいたいと

いうことで要望をしておきます。

次、行きますね。

それと先ほども出ていましたが、首里城の復興基

金事業の中で――これは当初予算説明資料の中から、

37ページですが、この首里城正殿の龍頭棟飾りの復

元について聞きたいと思います。この壺屋陶器事業

組合のほうから、今年の２月ですか、首里城再興研

究会と話合いをして、監修事業が立ち上がった段階

であり、白紙の状態で決まってないと返答があった

ということなんですが、しかし、もう既に県外業者

に土作りや窯作りの準備をしていたのではないかと

いうことで、不信感があるということだったんです。

これは実際のところについては、２月にまだ決まっ

てないと言っているけれども、決めてあったのでは

ないかということに対する不信感については、事実

関係はどうなのか明確にしていただけますか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えします。

龍頭棟飾りの製作についてでございますが、現在、

令和４年度では石膏原型などの芸術的な造形部分の

製作作業のみを行っておりまして、いわゆる焼き物

に関する部分といいますか、陶土型起こしをはじめ

とする焼き物部分につきましては、まだ製作体制は

決まっておりません。

次年度製作体制を決定した後にその製作に取りか

かっていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 決まっていなければ決まってない

で、そういった信頼関係について不信感があったら

困るので、これは明確にしていただければと思って

います。

それから、この壺屋の組合のほうから、歴史、伝

統ということを生かすという意味では、自分たちも

技術的な責任と自信があるということを言っている

のですが、これは、ぜひこの焼き物を、この龍頭棟

飾りを造るために関わらせてもらいたいということ

に対する事業組合の技術というのか、この辺は、県

としてはどういうような評価をしているかどうか伺

いたいと思います。

○知念秀起首里城復興課長 首里城復興課のほうで、

そういった壺屋組合さんにどういった技術力がある

のかないのかといったことを把握できているわけで

はございませんので、やはり、しっかり壺屋組合さ

んやその他の技術者と一緒に話合いをして、どういっ

たことだったらできるのかをしっかり話し合って、

できる部分についてそれぞれやっていただくような、

そういう調整を今やっているところでございます。

○崎山嗣幸委員 壺屋事業組合のほうは、本当に歴

史と伝統があって、しっかりこの製作をした焼き物

の実績もあるわけだから、これはしっかりと高く評

価すべきだろうと私は思っていますので、ぜひ関わ

らせることを含めて、検討をお願いしたいと思いま
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す。

それから、知事が2021年９月議会で発言をされた

と言われるように、伝統技術は積極的に使って、壺

屋事業組合を含む県の技術者による製作に向け、国

と連携し検討したいということで報道もされていま

したけれども、この知事の考え方は、今言われてい

る龍頭棟飾りの焼き物は、沖縄の技術者の伝統的な

技術を使って、それをぜひ造らせたいと、国として。

そういう考えは、知事の考えと、今皆さんの言って

いる考えとは一致しているんですか。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の製作に

当たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏ま

えまして、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者

の活用に向けて検討しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、知事の思いは、

素直にその表現を受け取るならば、やっぱり県内の

技術者、職人が造った首里城の――やっぱりそこに、

復元に生かしていきたいという思いだろうと私は思

うので、さっき言った監修会議の中で審議をしてい

るところもあると思うので、これを生かせるように

やっぱり議論を、しっかり声を聞いてやっていただ

きたいということで、これ要望しておきたいと思っ

ています。

それから、最後になりますが、部局別予算の海岸

防災課の所管の27ページなのですが、県の辺野古の

埋立て変更承認申請について伺いたいと思います。

21年11月25日ですか、防衛局の変更申請を県は不

承認にしましたが、それから国土交通大臣が裁決不

承認、処分取消しして、変更申請の承認書を出して

おりますが、これを県は関与取消しを起こしている。

これが、来る３月16日、福岡那覇高裁で裁決される

ということなんですが、県としてはこれまで主張し

てきた正当性、そして今度来る判決に対する見通し

はどう考えているかどうか聞かせてもらいたいと思

います。

○前武當聡海岸防災課長 委員がおっしゃるように、

来週３月16日に判決の言渡しが予定されているとい

うところでございますので、現段階では、その判決

に関してお答えすることはちょっと差し控えさせて

いただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 もう一回。委員長、すみません、

聞こえないんですけど。

○下地康教副委員長 もう一度発言してください。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。

来る来週の16日に判決の言渡しが予定されている

というのは、我々も把握しているところでございま

す。

これまで、公有水面埋立法の審査基準に照らし合

わせて我々審査をして、県の正当性等を主張してき

ているところでございますので、そういった主張を

継続してきたというところでございます。

○崎山嗣幸委員 県がこの間、不承認にした理由の

中で軟弱地盤、これが最深部90メートルの域で、地

盤改良をしても現在の技術では70メートルしかでき

ないと。それから、残された20メートルに対し、力

学的試験がされてないということで、県はこういっ

た地盤の安定性、不確実性について問題があるとい

うことで県は指摘をしたんですが、この県のそうい

う主張に対して、防衛局側は、こういった軟弱地盤

で十分できるという反論はどんな形にしてきたのか

を紹介してくれますか。

○前武當聡海岸防災課長 県が行った不承認処分の

後に、審査請求が行われております。その中で、国

のほうが審査をしておりまして、その中で国として

は実績があるというところと、あと国外での試験事

例があるということの形で可能だという意見を述べ

ていたというふうに記憶しております。

○崎山嗣幸委員 防衛局の主張と県の考え方が違う

わけですので、ぜひ県がしっかり、こういった70メー

トルしかできないものを90メートルまでするという

ことについては不確実性だと、これが正当に評価さ

れる裁判を期待したいと思いますので。裁判の結果

によってはいろんなところに波及すると思うので、

これから言われている漁業権の問題も結果的に裁判

に勝つことによって、漁業権が失われないことも含

めて起こってくると思うので、ぜひ県の主張性が、

正当性がぜひかなうようなことを含めて、皆さんの

立ち位置を今後しっかりしてもらいたいということ

で終わります。

○下地康教副委員長 崎山嗣幸委員の質疑は終了し

ました。

新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは質問いたします。

今、総務部管財課で行っている公共施設マネジメ

ントの推進事業ということで、土木建築部には関係

なさそうな問題ではあると思うのですが、これは土

木建築部がしっかりやっていかないといけない事業

だと思っています。

そこで、公共施設マネジメントとは何か、そして

土木建築部がどのように関わっていくか、ちょっと

説明をお願いいたします。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。
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総務部のほうで所管しております公共施設マネジ

メント推進事業では、沖縄県公共施設等総合管理計

画に掲げている長寿命化を推進するモデル事業とし

て、大規模改修事業及び緊急修繕、あと予防保全、

機能改善を目的とする緊急修繕等事業に係る経費が

計上されているというところでございます。

このうち、土木建築部が所管する施設の緊急修繕

等に充てられる令和５年度当初予算額は9642万円と

なっております。

以上です。

○新垣光栄委員 そこで、先ほども公共投資的経費

が減らされていく中で、そしてまた予算が大幅に削

られていく中で、やはり新たな事業も必要ですけれ

ども、今ある施設をしっかり活用しないと、今後、

公共施設の更新問題ということで今、大きな社会問

題になっていると思いますけれども、そこで先ほど

も言われたように、長寿命化等で予算措置が取られ

ていく中で、橋梁とか道路等の管理に関して、新技

術の導入によってこの効果を延ばしていく、長寿命

化していくということが今言われているんですけれ

ども、県はどのように取り組んでいるのかお伺いい

たします。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

橋梁や道路等の公共施設の維持管理に当たり、点

検や診断、また更新工事等においては、新技術や新

工法等を導入することは、効率性であるとか、トー

タルコストの低減、より長寿命でメンテナンスしや

すい設計などに有効であるものと認識しております。

土木建築部としても、引き続き新技術の導入に取

り組んでいきたいと考えているところでございます。

○新垣光栄委員 以前からその提案に対して取り組

んでいくということだったんですけど、新技術の導

入を今どの程度取り組んでいるのか。

やはり、担当としては大変なんですよ、新しいこ

とをやるということで。でも、もうやっていかない

といけないところまで来ていると思いますので、よ

ろしくお願いします。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

道路施設の維持管理においては、新技術の導入は

コスト縮減効果の観点から必要であると考えており

ます。

今年度は、ドローン等の新技術を活用した橋梁点

検を実施しているほか、新技術導入の検討を加えた

沖縄県橋梁長寿命化修繕計画の改訂に取り組んでい

るところでございます。

○新垣光栄委員 そこで、この維持管理に関しては、

予算が、どうしても平準化しておかないとなかなか

維持管理はできない事業だと思っています。

その事業費の平準化というのは、どのように考え

ておりますか。

○新垣雅寛土木総務課長 お答えいたします。

県では、沖縄県公共施設等総合管理計画を平成28年

度に策定し、公共施設等の長寿命化などによる財政

負担の軽減や平準化に取り組んでいるところであり

ます。

土木建築部では、所管する土木施設や建築物など

の公共施設について、定期的な点検を実施し、長寿

命化計画等に基づき、着実な修繕、更新等を図るな

ど、維持管理に係る予算の確保と平準化に取り組ん

でいるところでございます。

引き続きコストの縮減に努めつつ、新技術や様々

な制度等を活用し、維持管理、更新等を推進してま

いりたいと考えております。

以上です。

○新垣光栄委員 それでは、今お送りしたこの予算

書の中から１つずつ質問させていただきます。

先ほどもありましたように道路関係、社会資本整

備総合交付金とか、今、沖縄振興公共投資交付金等

を活用して道路関係の仕事というか事業が進んでい

ると思いますけれども、今どの程度、那覇北中城線

等が進んでいるのかお伺いいたします。

○砂川勇二道路街路課長 社会資本整備総合交付金、

いわゆる社総金で実施しています那覇北中城線です

けれども、沖縄本島中南部を縦断する主要地方道で

ございます。そのうちの幸地－翁長工区につきまし

ては、那覇市の石嶺市営住宅付近から、西原町の坂

田交差点までの約２キロメートル区間の整備を推進

しているところであります。

進捗率ですけれども、令和４年度末の事業費ベー

スで約53％となる見込みでございます。

今後とも所要額の確保に努めて、早期供用に向け

て取り組んでいきたいと考えております。

○新垣光栄委員 そして、今、浦添西原線――県道

38号線、そして、交付金はまた別なんですけれども、

中城近くの南上原までやっていただいて本当に感謝

いたします。

その中で、もう西原で止まってしまっているんで

すよ。そこで、中城村、北中城村からも要請がある

と思うんですけれども、県道29号線のさらなる拡張

の延伸の要望があると思うんですけど、どのように

捉えておりますでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 那覇北中城線の中城区間、
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北中城までということだと認識しておりますが、ハ

シゴ道路ネットワークでの南北軸というのは、一応、

沖縄自動車道と58号と329号となっておりまして、こ

の那覇北中城線については、縦の軸としてはまだ指

定になっていないという状況でございます。

ただ、交通量が増えているのは認識しておりまし

て、区画整理で造った２車線の道路だと考えており

ますが、そちらにつきましては、今取り組んでいる

那覇北中城線、浦添西原線、その辺りの進捗を踏ま

えて、状況を見ながら検討していくものだと、課題

であると考えております。

○新垣光栄委員 しっかり検討をしますと言ってい

ますので、ぜひ調査費をつけていただいて、しっか

り検討していただきたいと思います。よろしくお願

いします。

次、治水も含めてなんですけど、土砂災害でも今、

当間地区とか東海岸一帯の土砂災害地区地滑り等は

本当にもう精力的に取り組んでいただいて、だんだ

んよくなっています。

そこで、当間地区の地滑り対策、治水対策として

今どのような進捗状況であるか、よろしくお願いし

ます。

○前武當聡海岸防災課長 中頭東部地滑り地区では、

当間地区を２つに分けて実施をしております。

まず、当間地区地滑り対策事業というのを行って

おりまして、こちらは平成29年度から事業は行って

いるところでございます。令和２年度末時点の事業

費ベースでの進捗率が39％というところでございま

す。

あと、もう１地区、当間２・３・４地区というの

がございます。こちらも平成29年度から事業に着手

しております。こちらも、令和２年度末時点の事業

費ベースの進捗率としまして3.4％というところでご

ざいます。

○新垣光栄委員 どうしても、東海岸一帯は地層の

関係で地滑り等が発生しますので、その辺、沖縄市

含めて佐敷辺りまで調査をしながらしっかり進めて

いただきたいと思います。

その治水対策に関連して、今、小波津川の工事を

させていただいております。そこで、西原町からの

要望があった、デイゴの花を残しながらの治水対策

です。本当に皆さんが頑張っていただいて、ほとん

どもう氾濫はなくなっています。大分工事も進んで

町民も喜んでいますけれども、このデイゴを残して

くれということであったんですけど、今年の事業に

反映されているのかどうかお伺いいたします。

○波平恭宏河川課長 小波津川のデイゴにつきまし

ては、地域からの要望を受けまして、今現在このデ

イゴの並木を残す方向で、河川の法線ですとか、あ

と計画を変更した上で、残して、さらに景観にも配

慮した計画に変更するべく、現在検討をしていると

ころでございます。

○新垣光栄委員 検討をやっていただいているのは

ありがたいんですが、予算組みとしては今年には入っ

ていないのか。

もう予算としても入っていますか。

○波平恭宏河川課長 今年度の予算で設計業務を

行っているところでございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。

次、海岸関係――伊佐そして水釜海岸です。

これ、台風で相当護岸が壊れて、緊急的に頑張っ

ていただいた業者等もいると思うんですよ。そこで、

そういう――川平とかもあると思うんですけれども、

そういう台風で傷んだ護岸の改修とか対応がやはり

緊急的な部分になったりしますので、そういった緊

急的な対応を備えておかないと、業者と契約してお

かないといけないと思っているんですけど、その辺

はどういう状況になっているかお伺いいたします。

○前武當聡海岸防災課長 台風等の被害が発生した

場合に、各土木事務所のほうで海岸巡視をしながら、

海岸保全施設の巡視を行っておりますので、被災状

況を確認して、海岸の維持費等、予算を措置してお

りますので、そういったもので充当して手だてをし

ているという状況でございます。

○新垣光栄委員 そういった水釜海岸の場合もそう

だったんですけれども、緊急に対応していただいた

業者、やはりある程度、表彰なり、発注にある程度

そういったメリットがあるような、メリットって言っ

たらおかしいんですけれども、そういう表彰を行っ

て入札に参加していただくとか、そういったのもぜ

ひ必要だと思っていますので、緊急に対応した業者

さんというのはやっぱり大切にしてこれから育てて

いっていただきたいなと思っていますので、よろし

くお願いいたします。

それにプラスして、今、中城、北中城で熱田久場

地区の海岸整備に関して、護岸整備に関して要請が

上がっていると思うのですけれども、どうでしょう

か。

○前武當聡海岸防災課長 今、委員がおっしゃって

いるのは中城村久場から北中城村熱田に至る護岸の

ことだと思いますが、そちらは琉球政府時代に築造
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されたものになっておりまして、過年度に施設の点

検、健全度評価を行っておりまして、老朽化の状況

等を今確認しているところでございます。

県としては、両村と意見交換、連携を図りながら

今後の対応を検討していきたいというふうに考えて

おります。

○新垣光栄委員 しっかりよろしくお願いいたしま

す。

次、公園事業ですね。

今、中城公園の駐車場整備が行われています。私

たち中城村でも取付道路を整備して、もう中城公園

まであと50メートルぐらいになっております。その

取付工事が、県がやれば、中城、北中城の両村を含

めて県営公園も活用できるようになると思うんです

けど、その辺の事業をどのように今進めているのか、

今年の予算に反映されているのかお伺いいたします。

○仲本隆都市公園課長 今おっしゃられた駐車場の

整備につきましては、令和５年度から整備に着手す

る予定となっております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

続きまして、無電柱化の事業推進についてお伺い

いたします。

この事業内容、特定財源のほうがあるんですけれ

ども、それは電力のほうの負担ということで考えて

よろしいでしょうか。

今56ページ。皆さんのほうにアップしていってい

ると思うんですけれども。

○下地英輝道路管理課長 無電柱化におきましては、

電線管理者から建設負担金ということで、無電柱化

に伴い電線共同溝の建設により支出を逃れる部分に

ついてはその辺、投資額を勘案して算出して、負担

金としていただいているというところでございます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から質疑内容の詳細に

ついて説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

下地英輝道路管理課長。

○下地英輝道路管理課長 特定財源は、電力からの

建設負担金となります。

○新垣光栄委員 今、電力が、この特定財源を見て

いただいても分かるんですけど、本当、予算額から

すると10％程度なんですよ。

それでいて、昨日も呉屋宏委員長のお父さんの告

別式へ行ったら、本当に雑草もないし、松もすばら

しく剪定されておりました。本当にもう、課長あり

がとうございます。

そういった景観がよくなっていく中で、電柱が西

普天間においてまた立ち始めているんですよ。本当

にこれ、せっかく土木建築部が一生懸命に頑張って

景観をやっていく中で、電力は電柱を立てて、こう

いう予算が10分の１ぐらいの予算で進むのであれば、

本来地中化しないといけないと思いますよ。ガスも

空気ですよ、地中化は難しいですよ。水道も水です

よ、それを地中化しているわけですよ。

電線というのは、道路上のものを地中化するとい

うことは簡単なことだと思いますよ。それを、地中

化できないということはもう恥ずかしい話だと思う

んですけれど、電力との調整はどういうふうになっ

ているかお伺いいたします。

○下地英輝道路管理課長 無電柱化を計画するに当

たっては、沖縄ブロック無電柱化推進協議会という

ことで、道路管理者、国、県、市、あとは電線管理

者、電力、ＮＴＴ、そういったところと協議会の中

で整備について合意がされた箇所について―現在

第８期になりますが、合意した路線は整備を進めて

いくということでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ強力に進めていただきたい。

そして、今、この電柱を立てるこの許可というの

は、これは道路管理者がオーケーしないといけない

わけですよね。これ、国や沖縄県が管理するところ

に立てているわけです。そこで立てておきながら、

邪魔だからといって高木を伐採しているわけですよ。

それはいかがなものかと思いますが、どう思います

か、部長。

○下地英輝道路管理課長 今の御質問は、いわゆる

剪定も沖縄電力が行うべきじゃないかという御趣旨

としてお答えします。

県管理道路における街路樹の剪定は、視認性を阻

害する箇所であるとか、病害虫対策などを優先的に

実施しているところでございます。

電線の支障になる場合は、街路樹の剪定について

は電線を破断するおそれがあるということで、道路

管理者から電線管理者に情報提供をいたしまして、

電線管理者が実施しているところでございます。

以上です。

○新垣光栄委員 ぜひ電柱の地中化を推進していた

だきたいということをお願いして、次、首里城の復

旧復興に関する調査検討計画等に関する費用に関し

て、先ほどからも質問がありましたけれども、知事

の思い、先ほど崎山嗣幸委員からありました。そし

て部長の答弁、改めて、今どのように考えているの

か。本会議での答弁含めてもう一度、部長の考えを
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お願いいたします。

○島袋善明土木建築部長 龍頭棟飾り等の製作に当

たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、

壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者の活用に向

けて検討をしているところであります。

具体的な製作体制につきましては、壺屋陶器事業

協同組合と、県内技術者と緊密に連携を図りながら、

今後、有識者で構成される首里城復興基金事業監修

会議に諮り、決定していきたいと考えております。

以上です。

○新垣光栄委員 この辺の理解が得られていないと

思っておりますので、私、その件に関して総括質疑

に入れていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地副委員長から新垣委員に対

し、誰にどのような項目を確認するのか改

めて説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今提起した首里城公園の復旧・復

興に関する調査検討計画、設計等に要する費用、委

託料に関して、知事に対して説明をお願いしたいと

思います。

今、本当にもう職員の皆さん、頑張って説明をし

ていただいております。しかし、もう担当レベルの

問題ではない。しっかり部長、三役が判断しないと、

もう職員を守れないと思っています。職員もかわい

そうですので、しっかり、部長をはじめ三役のほう

で方向性を出さないとこの問題は解決しないと思っ

ておりますので、方向性を出せるように調査をお願

いしたいと思います。

以上です。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、３月13日の質疑終了後に協議をいたします。

これで新垣光栄委員の質疑は終了しました。

金城勉委員。

○金城勉委員 では質疑をさせていただきます。

この３年ほど、コロナ禍で大変な状況、県民、世

界的にそうですけれども、続いてまいりました。

それで、土木建築部に関わることで考えますと、

指定管理のほうの中で、いろんな公園とか、そうい

うところがあるのですが、この間、やっぱり委託先

のほうでは、お客さんを迎えることもできない、ま

た、施設を使用させることもできない、いろんな影

響を受けていると思うのですけれども、そういう中

で、この管理委託料についてのこの間の考え方とい

うのは、従来と比較してどのような変化があるのか、

その辺についてちょっと教えてください。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

県営都市公園は、県と指定管理者の基本協定によ

り、指定管理料が定められております。しかしなが

ら、新型コロナの影響が大きかった令和２年度は、

県総合運動公園及び県営首里城公園において、適切

な管理運営を行うために必要があるということで指

定管理料の増額を行っております。

県としましては、県民サービスに影響が出ないよ

う、引き続き指定管理者と調整しながら、必要に応

じて対応を検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○金城勉委員 今のは、指定管理料の増額をしたと

いうことでした。

それはやっぱり、その運営が厳しかった、収入が

厳しくなったということに対する手当てというふう

に受け止めていいんですか。

○仲本隆都市公園課長 この公園自体の利用者への

サービス水準、管理運営、維持管理を適切に行うた

めに必要な額として計上したものでございます。

以上です。

○金城勉委員 これは、そろそろコロナも収束の見

通しになってきたのですけれども、多分この３年、

５年のそういう委託管理の期間内で考えるんでしょ

うけれども、これからはどういうふうに考えていま

すか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおり、コ

ロナの影響は徐々に、一応収束しつつあるものと考

えております。

ただ、県としましては、今後も指定管理者と調整

しながら、必要に応じて対応が必要なのかどうかと

いうところを検討しながら、対応していきたいとい

うふうに考えております。

○金城勉委員 県民サービスのためにも、やっぱり

その辺のところを配慮しながら、ぜひ運営をお願い

いたします。

次に、この災害対策関連でありますけれども、

24ページの道路メンテナンス事業もそうですけれど

も、国土強靱化の対策というのは国全体的に取り組

んでいるところですが、沖縄県内のこの道路、橋梁、

トンネル等の安全対策、それについては全県的な実

態調査などはなされておりますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県は、橋梁やトンネルなどの道路施設について、
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道路法に基づく５年に一度の定期点検を実施してい

るところでございます。

○金城勉委員 内容的にもちょっと御説明……。ア

ンシ、簡単グヮーに。

○下地英輝道路管理課長 すみません。

道路法に基づき５年に一度の定期点検を実施する

とともに、長寿命化修繕計画に基づく修繕、更新等

を進めているところでございます。

県が管理する橋梁ですけれども、678橋ございまし

て、令和２年度末時点で早期に修繕が必要と判定さ

れた橋梁が、今93橋ございます。

現時点で、約５割に当たる47橋において修繕に着

手しているところでございます。

○金城勉委員 ということは、これ皆さんの計画で

調査に基づいて、そのしかるべき手当てがされてい

るというふうに理解していいですか。それとも、予

算の都合で計画どおり行ってないということはない

ですか。

○下地英輝道路管理課長 早期に必要な箇所を早め

に修繕して、予防保全に持っていくという目標を持っ

て、予算も令和４年度が７億円でございましたけれ

ども、12億円にして事業進捗、スピードを早めてい

きたいと。着実に進めていきたいと考えております。

○金城勉委員 これ、万一のときには人命にも関わ

ることですから、ぜひよろしくお願いをいたします。

それで道路のメンテナンスの場合、特に最近ちょっ

と私が気になるのは、道路の白線がもう見えなくなっ

ているところが多々あるんですね、県道のみならず

国道もそうですけれども。この辺の対策はどういう

ふうに計画していますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

区画線、先ほども御指摘がありました。区画線な

ど道路施設については日常の道路パトロールにより

劣化状況や修繕箇所の把握に努めているところでご

ざいます。施設の優先については、劣化状況を勘案

し、優先度が高い箇所から順次実施しているところ

でございます。

先ほど指摘もございました。そういう指摘がある

ところもしかりやりなさいという御指導がございま

したので、そういったところもしっかり把握して予

算の確保に努めて対応してまいりたいと考えており

ます。

○金城勉委員 これ、非常に安全面に直接関わるこ

となのです。

昼間はまだ薄く見えたりするんですけれども、夜

はもう全くこの白線が見えなくなって、どこを走っ

ているのか分からないというようなケースもありま

す。ですから、そこはパトロールをしているのであ

れば、もっとスピーディーにその対応をしていくべ

きだと思うんですね。

その辺のところは、このメンテナンス事業の予算、

12億円計上されていますけれども、新年度のこの予

算の額としては十分な確保になっておりますか。

○下地英輝道路管理課長 区画線等につきましては、

ハード交付金の交通安全事業として実施しておりま

す道路補修等です。それだけじゃやっぱり足りない

ところもございますので、起債事業――公的起債で

あるとか緊急自然災害防止対策事業債、起債事業の

活用もそれに加えてしっかり対応していきたいと考

えております。

○金城勉委員 よろしくお願いします。

それと、道路については前にも問題提起したこと

があるんですけれども、比屋根トンネルの件です。

私の通勤の道路でもあるのですが、朝夕毎日見て

いるんです。最近はとみにこの歩道を通る市民の皆

さん方が多く目立つようになりまして、そこを車で

走るたびに私は冷や冷やするんですよ。歩道の幅が

狭いけれども、柵がないということで、万が一とい

うことが常に頭に浮かぶんです。

仲順から向こうは、光栄委員、何ていうんですか、

あのトンネルは。

○新垣光栄委員 宜北線……。

○金城勉委員 いやいや、渡口から上がっていく道

路――トンネルには柵があるんです。しかし、比屋

根トンネルにはないんですよ。

だから、そこを片面だけでもいいですから――両

面に必要ないでしょうから、片面、歩道側だけでも、

向こうはやっぱり、安全確保のためにはぜひ必要だ

と思うんですけれども、いかがですか。

○下地英輝道路管理課長 比屋根トンネル内にガー

ドレールの設置をしていただきたいというところで

ございます。

和仲トンネル、先ほど、ガードレールがあるとい

うところなんですけれども、和仲トンネルの事例で

申し上げますと、比屋根トンネルより縦断が、勾配

が非常にきついと、あとカーブがきつい区間がある

というところから設置しているところでございます。

基準の中で今申し上げているところでございます

けれども、比屋根トンネルほぼ直線というところも

あって、それで、基準の中ではそういう設置が、最

初から設置ができないというところでございまして、

あと、比屋根トンネルの過去の事故の履歴や、あと
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通学路の指定であるとか、そういったものを見ます

と、今すぐにガードレールを設置するというところ

が、ほかにも優先順位が高いところあってというと

ころで、もし必要な対策をするのであれば、まずは

注意喚起をするとか、そういったものができないか

というところを、歩行者の安全性の確保に引き続き

注視して対策を検討したいと考えております。

○金城勉委員 私は地元の自治会長とも一緒に中部

土木事務所にも要請したことあるんです。それで同

じような答弁が返ってきたんですけれども、しかし、

具体的にやっぱり現場を見ている人間からすると、

特に向こうはライカムから走ってくるのは非常にス

ピードが出るんですよ。そういう中で、この左側の

歩道を歩行者が行ったり来たりしているというのを

見ると、非常に危険性を感じる。

ですから、そういうところも、やっぱり安全あっ

ての道路ですから、そこは規約を緩和してでも、あ

るいはまた従来の慣例を一部見直ししてでも安全の

確保というものが早急に必要だと思います。

何しろトンネルの中だけないのです。トンネルの

手前にはあるのです。だから、非常に、どうなって

いるんだというように、素人目には思えるんです。

ですから、そこはぜひもう一度検討していただい

て、やっぱり市民の安全を優先するという視点から

検討をいただきたいというふうに思います。

次、行きます。

海岸整備事業ですけれども、事前の質問取りのと

きにも説明いたしましたが、北谷町砂辺の海岸が、

以前にも私、現場視察、現場見て北谷町の職員や、

あるいはまた中部土木事務所の職員も一緒に立ち会

いながら見たのですけれども、もう波が来るたびに

浸食されて――その陸地側は墓地になっているんで

す、数多くの墓地。

だから、それがもう年々浸食されているので、そ

の対応について現状を伺います。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。

北谷町砂辺の自然海岸につきましては、海岸背部

が墓地となっており、その前面が一部浸食されてい

るという状況を確認しております。

県としましては、自然環境の保全だとか、あと背

後の個人墓地の保護の観点等から、海岸管理者とし

てどのような対応が可能かにつきまして北谷町と意

見交換、情報共有、提供等を行いながら、事業化の

可能性等々を検討していければというふうに考えて

おります。

○金城勉委員 以前にも、もう何年も前にその北谷

町の職員、それから中部土木事務所の職員も一緒に

立ち会ってそこを確認したのですけれども、当時と

今とでは認識は変わっていますか。

○前武當聡海岸防災課長 大幅に変わっているかと

言われると、当時とほとんど変わってない状況だと

いうふうな認識でございます。

○金城勉委員 ということは、ほったらかすという

ことか。

○前武當聡海岸防災課長 まず、やはりその墓地の

捉え方というのはあろうかと考えておりまして、そ

れを北谷町のほうがその墓地をどういった形で対策

していくかという点もあるのかなというふうに考え

ております。

北谷町のほうで計画があります墓地の集約とかで

検討がございます。そういったものを、北谷町の集

約化の計画とか、都市計画上の捉え方というものを、

やっぱり北谷町の意見も確認しながら、海岸管理者

としてどういった対応ができるかというのは、引き

続き意見交換させていただきたいというふうに考え

ております。

○金城勉委員 墓地の保護も当然ですけれども、そ

ういう国土を守るという意味でも、向こうはほった

らかしていったらもう年々浸食されていくことは間

違いない地形になっているのです。だから、そうい

う意味ではやっぱり、海岸保全をするということは

非常に重要なテーマだと思いますので、ぜひ御検討

をお願いをいたします。

ごめんなさい。誰かが質問するかなと思って通告

しなかったんですけど、通告外１つお願いします。

道路の緑地帯の除草の取組についてですけれども、

もう観光立県と叫ばれて、景観が悪いということを

言われ続けてきたのですが、最近は、割とスムーズ

にその除草作業が進んでいるようなので、大分よく

なってきたという印象を持っているのですが、それ

でもまだ残っているところは多々あります。

やっぱり県外、国外に行くと、そういう沖縄の――

観光立県でありながらこの道路沿いの草木について

繁茂しているという状況は、もう沖縄だけじゃない

かと思えるほど、そういう印象があります。

ですから、その辺のところは皆さん、非常にいろ

んな手法を変えて改革も進められているようですか

ら、新年度に向けての状況、事業の方向性、御説明

をお願いします。

○下地英輝道路管理課長 雑草対策ということでご

ざいます。

県は、性能規定方式による道路除草について、今
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年度は、沖縄本島内の県管理道路の約４割で実施を

しているところでございます。おおむね草丈が低い

状態を常時維持できており、良好な沿道景観形成の

取組の効果が現れてきているものと認識しておりま

す。

令和５年度は、新たに宮古・八重山地域で実施を

予定しておりまして、県全域での導入に向けて取り

組んでまいります。

以上です。

○金城勉委員 全県的にそれは必要なことですし、

また特に、やはり観光という視点から見たときの優

先順位もあると思いますので、ぜひ、それが具体的

に効果として現れて、心地よい観光地としての沖縄

をつくっていけるように、ぜひお願いをいたします。

以上、終わります。

○下地康教副委員長 金城勉委員の質疑は終了いた

しました。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

まず、報得川の拡幅整備のところですね。

12月１日に、我々土木環境委員会で視察に行って、

特に東風平中学校ですか、あの周辺の学校長の生の

訴え、あるいはまた先生の議員の訴え、あるいは地

域住民の声を聞くと、もう自ずと我々は、とにかく

早めに何とかしろという形で強い指摘をさせてもら

いましたけれど、そこも含めて、補正で予算が緊急

対策ということですけれど、まずその説明からお願

いできますか。

○波平恭宏河川課長 報得川の浸水被害の緊急的な

対策としましては、河川維持費で8000万円、一般河

川改修事業費で2500万円の補正予算を今議会で計上

しております。梅雨の時期までに対策効果が発揮で

きるよう、３月から――今月ですね、河川維持費に

よる雑木撤去等を行うとともに、一般河川改修事業

費によりその他の対策工法の検討を行うこととして

おります。

整備区間につきましては、浸水被害が頻発してお

ります東風平中学校付近を中心にしまして、下流側

の与那城橋までを予定しているところでございます。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

これはその中学校、八重瀬町、議会とか、そうい

うところには、きちっとそういう説明、もう既に終

わっていますか。

○波平恭宏河川課長 令和５年１月27日に八重瀬町、

あと学校関係者、教育庁、下水道課、河川課で調整

会議を開催しております。

この中で、先ほどのしゅんせつを進めたいという

お話はさせていただいたところで、さらにこの中で、

東風平中学校付近の浸水の原因としましては、当該

区間が未改修で河川の断面が不足していることのほ

か、北側の市街地からの流水を排水できないことに

よる内水氾濫もあることから、学校の敷地内に一時

的な貯留施設を検討できないかということにつきま

しても意見交換を行ったところでございます。

県としては、引き続き関係者と連携を図りまして、

浸水被害の件に向けて取り組んでいきたいと考えて

いるところでございます。

○照屋守之委員 ではやっぱり我々が懸念するよう

な、梅雨時期がどうのこうのとかというのはしっか

り説明した上で、その応急措置を含めた形で対応で

きるようになっているという、それで理解していい

ですか。

○波平恭宏河川課長 応急的な対策としましては、

河道内の立木等の伐開とかにつきまして梅雨時期ま

でに完了したいというところで、それとはまた別に、

どのような浸水被害の軽減対策ができるかを検討し

ていきたいと考えているところでございます。

○照屋守之委員 とにかくお願いしますね。

やっぱり子供たちがそこにいる、過去にそういう

浸水がある、子供は亡くなった、そういうふうな事

例もあって、もちろん学校も、その地域も、行政も

含めてこれ何とかしてもらいたいということで、我

々が土木環境委員会で視察に行って、その声を受け

て今、執行部が対応しているわけですよね。

ですから、ぜひ向こうの懸念が一日でも早く払拭

されるような、そういう取組方を今後ともよろしく

お願いします。

次に、県道の整備です。

特にうるま市についてお伺いをしたいのですけれ

ども、県道37号線、海岸線の道路補修、伊計平良川

線の宮城島区間の道路整備、与勝一周道路、平敷屋

から南風原区間の整備、県道224号線――これは旧道

路ですけれども、うるま市民芸術劇場裏の整備をやっ

ております。

その事業の令和５年度の予算、それと進捗、御説

明をお願いできますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県道37号線の海岸線は沖縄本島から海中道路、平

安座島等の周辺につながる重要な生活、観光及び物

流道路でございます。

近年、交通量が増大し、大型車も増え、舗装の老

朽化が原因で、至るところで舗装が破損していると
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いうことで、県は元年度から交通量に対応した舗装

構成――厚くしたりというところで補修工事を行っ

ているところでございます。

ある程度規模を大きくして取り組んでいただきた

いというところがございましたので、起債事業等、

必要な予算を確保して、令和５年度は早々に約

300メートル実施をしたいという計画でございます。

○照屋守之委員 いや、でも、たくさん言ったよ。

伊計平良川線、宮城島。

○砂川勇二道路街路課長 伊計平良川線についてお

答えいたします。

伊計平良川線の宮城島工区ですけれども、令和２年

度末までに桃原橋の架け替え工事が完了しておりま

して、これまでに上原地区の実施設計、桃原地区の

実施設計を行っております。令和４年度末の進捗率

ですけれども、事業費ベースで約43％となっており

ます。

ハード交付金で事業を実施しておりまして、令和

５年度の予算につきましては、その他の事業路線も

含めて、現在配分の検討を行っているところでござ

います。ハード交付金、厳しい状況となっておりま

すが、引き続き早期整備に向けて予算確保に努めて

まいります。

引き続き勝連半島南側道路についてお答えいたし

ます。

勝連半島南側道路につきましては、現在、沖縄県

環境影響評価条例に基づく手続を進めておりまして、

米軍施設用地以外の環境調査を完了しております。

令和５年度は米軍施設用地内の環境調査に必要な

予算を計上しておりまして、引き続き沖縄防衛局及

びうるま市と調整を行いまして、早期事業化に向け

て取り組んでいきたいと考えております。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県道224号線、具志川環状線のうるま市仲嶺におけ

る公共交通安全事業につきましては、計画延長

810メートルのうち、490メートルの整備が完了して

おります。

未整備区間については、用地未買収が現在５筆ご

ざいまして、令和４年度に用地交渉を行った結果、

４筆について、おおむね地権者と合意をしておりま

す。令和５年度は、この４筆の予算を確保しており

ますので、契約に向けて取り組んでまいります。残

り１筆についても、引き続き地権者の理解が得られ

るよう交渉を行い、令和６年度を目標に完了できる

よう取り組んでまいります。

以上です。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

伊計平良川線、この宮城島のあそこの橋がかなり

時間がかかったというのはもう理解していますけれ

ど、土地改良区のあの上の区間、具体的にどうです

か。用地買収とか、あるいは工事とか、そのめどは

どうなっていますか。

○砂川勇二道路街路課長 令和４年度――今年度、

上原地区につきましては、なかなか厳しい状況では

ございますが、できるだけ予算を集めまして、用地

測量を一部で実施しております。

ただ、用地測量がまだのところも残っております

ので、引き続きそれも実施した上で、その後に用地

交渉、買収という流れになっていくことになります。

○照屋守之委員 平敷屋－南風原区間の道路、そこ

６キロぐらいあるんですかね。

今の説明は環境アセス、次、米軍か。

これは翁長知事の頃からの課題ですよ。そのとき

に、環境アセスを入れると言って、何で道路を造る

のに環境アセスですかという話をしたら、もう環境

も含めてやるというから、結局３年ぐらいの話だっ

たんでしょう、10年ぐらいたっていますよ。

この環境アセスすら終わらないということは、こ

れどうなるんですか、この事業は。

○砂川勇二道路街路課長 勝連半島南側道路につき

ましては、県の環境影響評価条例に基づきまして、

アセスの対象となっております。

これまでに、基地の外の環境影響調査については

完了しておりまして、基地の中についての環境調査

を実施する必要があります。

県としては、平成30年に共同使用の申請を行って

おりまして、防衛局を通しまして協議を継続してい

るんですけれども、まだ立入許可が下りていないと

いう状況になっております。引き続き今年度も11月

に副知事を筆頭に要請に行っておりまして、今後と

も引き続き協議の進展について要請を行っていきた

いと考えております。

○照屋守之委員 この事業、いつまでに具体的に工

事が入るとか、この環境アセス、今は民間です、次

は米軍基地です、米軍基地は調整に時間がかかりま

すということになると、実際に仕事が始まる、それ

で工事が始まる、この事業が始まるというのは、も

う説明もつかない、めどが立たないということです

か。

この道路、基本設計はやったんでしょう。どうで

すか。

○砂川勇二道路街路課長 概略、予備設計までは実



－267－

施しております。

○照屋守之委員 予備設計やって、それから環境ア

セス入れて、実際、具体的に実施設計になるんです

か。その後に用地、物件補償が入るんですか。

この手順、ちょっと説明してください。

○砂川勇二道路街路課長 環境影響評価につきまし

ては、準備書の段階ということになります。基地の

中の調査が終わりますと、全てそろえて準備書を作

成していくと。その後に評価書を作成していきます。

それをもって修正等が――知事意見等がございまし

たら、補正の評価書を作成いたします。その後に事

業化に向けてという流れになります。

○照屋守之委員 いやいや、これね、とにかく少し

予算をつけるか、何かいろんなことをして早めにし

てもらう。

先ほど言ったように、37号線の道路、これ与那城

から屋慶名ですよ。

宮城島、今の勝連、平敷屋から南風原、与勝半島

ですよ。

本来ああいう地域は、もう少し早めに県がこの道

路整備してあげて、平敷屋から、例えば沖縄市に出

るあの道路を通って早めに交通の時間を短縮すると

か、利便性を上げるとかというもので、非常に大事

な道路なんですよ。

だから、これは前からお願いしていて、その都度

確認をするんだけど、特に今の平敷屋から南風原区

間については、今の感じで環境アセスということに

なっていくと、具体的に仕事が――県民に目に見え

る形でできるというのは、どのぐらい先なんですか。

○砂川勇二道路街路課長 米軍との協議という内容

でございますので、現段階で明確にいつ頃というこ

とは、ちょっとお示しするのは困難な状況です。

○照屋守之委員 とにかく、これは知事のほうとも

連携取って、やっぱり、与勝出身の知事のお膝元で

すからね。

これは通常のものを早めにやれということじゃな

くて、前から計画あるものを進まないから何とかし

てほしいということだから、これ、知事としても懸

念するんじゃないですか。

ぜひお願いします。

２つ目、雑草ゼロの取組です。

令和４年度の成果と、５年度の予算及び取組をお

願いします。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

雑草ゼロに向けて、県は性能規定方式による道路

除草について、今年度は沖縄本島内の県管理道路の

約４割で実施し、おおむね草丈が低い状態を常時維

持できており、良好な沿道景観形成の取組の効果が

現れてきているものと認識しております。

来年度は新たに、宮古・八重山地域で実施を予定

しており、県全域での導入に向けて取り組んでまい

ります。

○照屋守之委員 部長、土木建築部はそういう新た

な道路整備とか、そういうものについては予算の面

も含めていろいろ不満を持っていますけど、この雑

草ゼロ、すばらしいですよ。

これ、ぜひこれからも力を入れて、先ほど金城勉

委員も言っていたように、観光立県ですよね。やっ

ぱり、これからそういうふうなソフト面というか、

きちんと、ハードの道路整備はいいんだけど、今あ

るものをいかにつくっていくか、きれいに維持して

いくか。だから、ゼロといっても継続するわけです

からね。ここが非常に大事なんですよね。

ですから、今そういうことも含めて、地域で道路

ボランティアって結構いるじゃないですか。その役

割と現状、県との連携、それをお願いできますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えします。

県は、道路ボランティア団体への花苗の提供や保

険、報奨金等による支援を行っており、現在、575団

体の協力を得ながら道路の美化に取り組んでおりま

す。

今後の取組として、道路ボランティア協議会の設

置や企業サポーター制度等の検討、導入を行い、連

携体制の拡充に努め、良好な沿道景観の形成に取り

組んでいきたいと考えております。

○照屋守之委員 非常に大事ですから、これ一緒に

進めていきましょうよ。

我々も、５年前からこういう地域で実践していま

すけど、やっぱりこの道路、県民の財産としての位

置づけ、そこの意識を変えていくというのが必要だ

ろうなと思っているのです。だから、県道は県が管

理するもの、行政がやるもの、市道は市が管理する

もの、行政がやるものというふうな形で、何かあれ

ば苦情を言ってという、そういうことでしょう。だ

からこれだけ道路整備して、なおかつその責任を負

わないといけないという、県の行政は大変です。

特に我々の地域は、中部土木事務所管内なんだけ

ど、やっぱりそういうふうな意識づけをやって、県

民、その沿道の商店、企業、通り会、そういうのを

巻き込んで、一緒にそういう道路の維持も含めた、

きれいにしていくという仕組みづくりが必要だと思

いますけど、どうですか。
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○島袋善明土木建築部長 今、まさに委員おっしゃ

るとおり、我々沖縄県は性能評価の導入ということ

で、着実にその道路の美化、沿道景観の向上に努め

ているところです。

そして、あわせてやはり身近なところから、自分

の、実際に家の近くの県道、あるいは市町村道を通

るときに、やはり道路ボランティア、付近住民の方

がきれいに緑化して草花を植えたりとか、そういっ

た、やはり住民の皆さんの御協力、意識の向上、そ

ういった美化というのが日頃から目にすることが大

分多くなっている実感がございます。そういったの

も併せて、やはり地域と、あとはその沿線にいらっ

しゃる企業の方々、そういった地域や道路ボランテ

ィア、そういった皆さんで協力して道路の緑化を図っ

ていくという仕組みづくりを今後、例えばモデルケー

スもエリアを決めてやりながら、どんどんそういっ

た施策を広げていきたいというふうに考えておりま

す。

○照屋守之委員 これはやりましょう。

結局、今の市民、県民も、県道というふうなのを、

県が管理するものは県の財産だという、やっぱり敷

居が高いものがあるわけですよ。そこを触って、自

分たちがやったらまた何か問題が起こらないかとい

うふうに構えている地域住民が結構いるんですよ。

商店街でもそうだけど、自分のお店もやりたいけど

これは県がやるべきものだというのがあるから、な

かなかできないわけです。

だから、そこも一緒にするというのは、非常に、

これから大きな課題だと思いますよ。そこも含めて、

今後一緒に連携してやっていきましょう。

次は、中部東道路の建設です。

実はこの件で、２月22日に市民芸術劇場で決起集

会、中部東道路を造ろうという、もうこれ市民主導

です、いっぱいいました。

それで、高速道路から与勝地域までの高規格道路

を造ろうという、もう住民運動みたいな感じに今開

かれつつありますけれども、このことについて、も

う既にうるま市の行政にもハッパをかけていますけ

れど、これはもう県とも恐らく連携を取りながらやっ

ていると思うんですが、この今の取組、どういうふ

うなことがなされていて、今後どういうふうな形に

なっていくか、よろしくお願いします。

○砂川勇二道路街路課長 中部東道路、これ仮称で

すけれども、令和３年３月に新沖縄広域交通計画と

いうのに候補路線として挙げられたところでござい

ます。

中部東道路につきましては、令和４年６月ですけ

れども、うるま市、国、あと県で構成されます連絡

調整会議の会議を開いたところでございまして、関

係者間で意見交換を行ったところでございます。今

月の末にも、うるま市からの呼びかけもありまして、

第２回の会議を開催する予定となっております。

県としましては、引き続きうるま市とか国と連携

しまして、事業化の可能性について研究していきた

いというふうに考えております。

○照屋守之委員 あの与那城の37号線、先ほど言い

ましたあの道路は、この燃料があそこから毎日運ば

れる輸送道路になるわけです。そこは、また重要港

湾、中城湾、その港湾も控えているわけです。宮城

島、平安座、平敷屋、浜比嘉、伊計島、まさにもう

命をつなぐ道路だという位置づけなんです。

そういう道路ができることによって、病院あたり

に17分短縮するとか、10分短縮するとか、そういう

ふうなこともあって、やっぱりこの中部地域全体を

考えていっても、この高速から与勝地域までの道路

が必要だろうと。与勝地域には国道がないんです。

国道がないから、高速までくっつける部分、そこも

含めて、これはやっぱり国直轄でお願いするしかな

いだろうと。県も含めて連携して、ぜひ対応方をお

願いしたいわけですけど、いかがですか。

○砂川勇二道路街路課長 まだ構想段階で、意見交

換とか課題の洗い出しを始めたところですので、事

業主体に関しましてはまだ何も決まっていない、白

紙の状態という状況でございます。

今後とも、国と市と県で連絡調整会議を開催して

おりますので、その中で意見交換をしながら、事業

化に向けた研究を進めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 お願いします。

○下地康教副委員長 以上で照屋守之委員の質疑は

終了いたしました。

以上で土木建築部に係る甲第１号議案、甲第５号

議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号議

案まで及び甲第24号議案に対する質疑を終了いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○下地康教副委員長 再開いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は３月13日月曜日、午前10時から委員会を開

きます。
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本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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